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第１章 はじめに 

第１章 はじめに   
 

１ 策定の趣旨  

宮城県では，「宮城の将来ビジョン」に基づき，「富県共創！活力とやすらぎの邦
くに

づくり」を基本

理念として，「富県宮城の実現～県内総生産１０兆円への挑戦～」，「安心と活力に満ちた地域社会

づくり」，「人と自然が調和した美しく安全な県土づくり」を県政推進の基本方向として施策展開を

図ってきました。 

こうした中で，本県は平成２３年３月１１日に東日本大震災に見舞われ，津波による壊滅的な被

害を受けた沿岸部を中心として県全域で極めて甚大な被害を被ったことから，「『復旧』にとどまら

ない抜本的な『再構築』」などを基本理念とする「宮城県震災復興計画」を策定し，復旧・復興を

県政の最優先課題として取り組むこととしました。 

このため，本県では，「宮城の将来ビジョン」と「宮城県震災復興計画」の政策・施策を一体的

に推進する「宮城の将来ビジョン・震災復興実施計画（復旧期）」を策定し，徹底した復興事業へ

のシフト・重点化を図りながら市町村・国・団体等と連携して実施計画の推進に取り組んできまし

た。 

加えて，平成２７年，人口減少への対応や東京一極集中の是正を目的とする「まち・ひと・しご

と創生法（平成２６年法律第１３６号）」に基づく「宮城県地方創生総合戦略」を策定し，「創造的

な復興」と「将来ビジョン」の実現を加速し，その効果を最大化するための推進力と位置づけたと

ころです。 

この計画は，「宮城県震災復興計画」の「再生期」において，復旧・復興の進捗や社会経済情勢

の動きなどを踏まえ，「創造的な復興」の取組をはじめ，震災からの迅速かつ着実な復興を進めな

がら，「宮城の将来ビジョン」に掲げる将来像の実現と，「宮城県地方創生総合戦略」の取組の各年

度の行財政運営を着実に進めるため，中期的なアクションプランとして策定するものです。 

 

２ 計画期間 

   「宮城県震災復興計画」の「再生期」４年間（平成２６年度～２９年度）と定めました。 

 

３  計画の構成 

第１章 はじめに（１ 策定の趣旨，２ 計画期間，３ 計画の構成，４ 計画の推進，５ 計画の見直

し，６ 計画に掲載した個別取組の数及び総事業費見込額） 

第２章 「復旧期」実施計画推進状況の検証 

第３章 「再生期」における政策推進の基本方向 

第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生［将来ビジョン・33 の取組］ 

第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・7 分野］ 

第６章 地方創生実施計画［地方創生総合戦略・４つの基本目標］ 
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第１章 はじめに 

４ 計画の推進 

   実施計画の進行管理については，「宮城の将来ビジョン」，「宮城県震災復興計画」及び「宮城県

地方創生総合戦略」と併せて，PDCA サイクルのマネジメント手法により，事業の執行状況や事業

目的の達成状況について，外部有識者等の意見も取り入れながら評価を行い，広く明らかにすると

ともに，その結果を具体的な取組に反映し，計画の着実な推進を図ります。 

 

５ 計画の見直し 

本県では，「宮城の将来ビジョン」及び「宮城県震災復興計画」の着実な実施と進行管理を行う

ため，平成２６年３月に「実施計画（再生期）」を策定し，復旧・復興のために必要な政策・施策

を一体的に推進してきました。また，再生期においては，社会保障制度改革などの社会経済情勢の

変化に対応しながら，本県の再生に向けて，「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」を進め，「創

造的な復興」の具現化により，将来ビジョンで掲げた将来の姿を実現していくこととしています。 

震災から６年が経過し，この間，県では市町村，国及び関係機関等と十分な連携を図りながら復

旧・復興の取組を進めてきました。関係者の努力により主要な道路，港湾及び漁港などのインフラ

等の復旧は進んできましたが，沿岸部を中心とする被災地においては，被災者の生活再建や地域経

済の建て直しに向けて，被災地のまちづくりや安心して暮らせる生活環境，心のケア，コミュニテ

ィの形成，安定的な雇用の確保など，本格的な復興に向けた着実な取組が求められています。 

しかしながら，今回の震災による被害が広範囲かつ甚大であったことから，復旧・復興関連事業

は極めて膨大なものとなり，また，復興に携わる自治体職員や専門技術者のほか，民間事業者等の

マンパワーや資材も不足し，さらに関係者との調整等に時間を要する状況等も重なり，土地の嵩上

げをはじめとした復興まちづくり関連の事業などにおいて，進捗に遅れが生じているものもありま

す。 

こうした状況は，各種施設の復旧に影響を及ぼすとともに沿岸部の被災事業者の復旧や事業再開

の遅れなど様々な面で復旧・復興にも影響を与えています。 

また，「宮城の将来ビジョン」は，平成１９年度を初年度とし，平成２８年度を目標年度とする

１０か年のビジョンでしたが，現在，本県では，東日本大震災からの復興を最優先課題としている

ことから，「宮城県震災復興計画」の終期である平成３２年度まで４年間延長するとともに，必要

な見直しを行いました。 

このような復旧・復興の進捗状況とこれまでの取組の見直しのほか，最近の社会経済情勢を踏ま

え，再生期の最終年度となる平成２９年度に向けて「実施計画（再生期）」を一部改訂し，本計画

を策定しました。 

この計画の改訂については，被災地の課題に的確に対応するとともに，必要な時機に応じて着実

に復興事業を推進することが重要であることから，復興に関する新しい国の制度や予算及び政策評

価・施策評価の状況や被災者のニーズ等を反映させたものとし，平成２９年度から新たに実施する

取組を追加したほか，これまでの取組についても見直しを行っています。また，各取組，分野にお

ける目標指標等の現況値を更新したほか，復旧・復興の状況等を踏まえ，目標指標（ＫＰＩを含む）

の見直しも行っています。 
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第１章 はじめに 

６ 計画に掲載した個別取組の数及び総事業費見込額  

この計画には，「宮城の将来ビジョン」，「宮城県震災復興計画」及び「宮城県地方創生総合戦略」

の推進のための事業を掲げています。これらの事業の実施に当たっては，本県の財政力を大幅に上

回る財源の確保や既存の制度の枠組みに捕らわれない柔軟な制度創設・変更など国による強力な支

援や，市町村・民間とのさらなる連携が大前提となります。 

個別取組の実施等に際しては，その時々の社会情勢の変化や財政状況に応じ，予算編成など毎年

度の事業立案を進める中で，更に精査し，実行に移していくこととしています。 

 

（１）第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

 

個別取組の数及び総事業費・県事業費見込額（平成２６年度～２９年度） 

基本方向 

個別取組の数 総事業費見込額（億円） 

 
うち非予

算的手法 

 うち県事

業費見込

額 

１ 富県宮城の実現 

～県内総生産１０兆円への挑戦～ 

３９４ 

(348) 

 
15,911 

(17,234) 

 

１１ 

(12) 

13,758 

(15,129) 

２ 安心と活力に満ちた地域社会づく

り 

４２７ 

(400) 

 
13,428 

(13,850) 

 

１７ 

(16) 

4,257 

(4,537) 

３ 人と自然が調和した美しく安全な

県土づくり 

２２９ 

(211) 

 
8,496 

(11,357) 

 

２２ 

(22) 

7,684 

(7,015) 

将来ビジョン実現を支える基礎的な取

組 

７ 

(9) 

 
32 

(38) 

 

０ 

(0) 

32 

(38) 

合  計 
１０５７ 

(968) 

 
37,866 

(42,479) 

 

５０ 

(50) 

25,731 

(26,719) 

注１）個別取組の中には複数の箇所に再掲しているものもありますが，上の表では再掲分を除いています。 

注２）非予算的手法とは，予算額がゼロあるいは少額であっても，行政が有している規制力，調整力，

信用力などを発揮したり，県の財産，情報や職員のアイデアなどを最大限活用したりすることで

大きな成果を上げていこうとする手法を指します。 

注３）事業費見込額は，一般会計と特別会計，企業会計の総計です。 

注４）端数処理の関係で，合計が合わない場合があります。 

注５）改訂前の実施計画（再生期）の数字を括弧内に記載しています。  
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第１章 はじめに 

（２）第５章 震災復興実施計画［ 震災復興計画・７分野 ］ 

 

個別取組の数及び総事業費・県事業費見込額（平成２６年度～２９年度） 

政策分野 

個別取組の数 総事業費見込額（億円） 

 うち非予

算的手法 

 うち県事業

費見込額 

（１）環境・生活・衛生・廃棄物 
７２ 

(67) 

 
4,811 

(4,899) 

 

１ 

(1) 

1,356 

(1,436) 

（２）保健・医療・福祉 
９３ 

(92) 

 
1,606 

(1,642) 

 

０ 

(0) 

1,209 

(1,256) 

（３）経済・商工・観光・雇用 
１１２ 

(97) 

 
4,333 

(4,686) 

 

２ 

(2) 

3,713 

(4,034) 

（４）農業・林業・水産業 
１５５ 

(142) 

 
6,681 

(10,046) 

 

０ 

(0) 

4,818 

(4,746) 

（５）公共土木施設 
６７ 

(65) 

 
15,043 

(15,715) 

 

１ 

(1) 

9,947 

(10,482) 

（６）教育 
８９ 

(87) 

 
1,035 

(1,069) 

 

６ 

(5) 

785 

(802) 

（７）防災・安全・安心 
７２ 

(66) 

 
751 

(675) 

 

１２ 

(12) 

478 

(373) 

合  計 
６６０ 

(616) 

 
34,260 

(38,733) 

 

２２ 

(21) 

22,305 

(23,128) 

注１）個別取組の中には複数の箇所に再掲しているものもありますが，上の表では再掲分を除いています。 

注２）非予算的手法とは，予算額がゼロあるいは少額であっても，行政が有している規制力，調整力，

信用力などを発揮したり，県の財産，情報や職員のアイデアなどを最大限活用したりすることで

大きな成果を上げていこうとする手法を指します。 

注３）事業費見込額は，一般会計と特別会計，企業会計の総計です。 

注４）端数処理の関係で，合計が合わない場合があります。 

注５）改訂前の実施計画（再生期）の数字を括弧内に記載しています。  
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第１章 はじめに 

（３）第６章 地方創生実施計画［ 地方創生総合戦略・４つの基本方向 ］ 

 

個別取組の数及び総事業費・県事業費見込額 

基本目標 

個別取組の数 総事業費見込額（億円） 

 
うち非予

算的手法 

 うち県事

業費見込

額 

［基本目標１］ 

安定した雇用を創出する 

２２３ 

(212) 

 
3,453 

(3,684) 

 

４ 

(5) 

3,232 

(3,495) 

［基本目標２］ 

宮城県への移住・定住の流れをつくる 

１４ 

(14) 

 
96 

(102) 

 

２ 

(2) 

96 

(102) 

［基本目標３］ 

若い世代の結婚・出産・子育ての希望を

かなえる 

４１ 

(40) 

 
582 

(580) 

 

１ 

(1) 

370 

(341) 

［基本目標４］ 

時代に合った地域をつくり，安全・安心

な暮らしを守る 

９７ 

(91) 

 
496 

(352) 

 

１６ 

(16) 

462 

(318) 

合  計 
３８５ 

(357) 

 
4,627 

(4,718) 

 

２３ 

(24) 

4,160 

(4,256) 

注１）個別取組の中には複数の箇所に再掲しているものもありますが，上の表では再掲分を除いています。 

注２）非予算的手法とは，予算額がゼロあるいは少額であっても，行政が有している規制力，調整力，

信用力などを発揮したり，県の財産，情報や職員のアイデアなどを最大限活用したりすることで

大きな成果を上げていこうとする手法を指します。 

注３）事業費見込額は，平成２７年度～２９年度の一般会計と特別会計，企業会計の総計です。 

注４）端数処理の関係で，合計が合わない場合があります。 

注５）改訂前の実施計画（再生期）の数字を括弧内に記載しています。 
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第２章 「復旧期」実施計画推進状況の検証 

第２章 「復旧期」実施計画推進状況の検証 
 

 本章では，平成２６年３月に行った検証を掲載しています。 

 

「復旧期」（平成２３年度～２５年度）においては，「宮城県震災復興計画」に基づき壊滅的な被害か

らの復旧・復興に向けて新たに制度化された財源や特区制度などを最大限活かしながら，県民生活と経

済活動の基盤となる公共施設の復旧，住まいの確保など被災者の生活再建と生活環境の確保，地域経済

の再生及び東京電力福島第一原子力発電所事故への対応を大きな柱として，震災からの復旧・復興を最

優先に取組を進めてきました。 

今回の震災による被害が広範囲かつ甚大であったことから，復旧・復興関連事業は極めて膨大なもの

となり，事業を執行する被災自治体の職員のほか，民間事業者等のマンパワーや資材も不足する中，関

係者との調整等に時間を要する状況なども重なり，復興まちづくりなどにおいて進捗に遅れが生じてい

るものもあります。また，児童生徒の不登校出現率の上昇と学力の低下，高齢者の要介護率の上昇など

県民生活への影響も顕著となってきています。 

一日も早い復興は県政の最優先課題であり，今後，その実現に向けて復興の基盤となるまちづくりや

安心して暮らせる生活環境や安定的な雇用の確保などをしっかりと進めていくことが必要です。 

「復旧期」において主要政策に掲げて取り組んできた７つの政策分野毎の現状と課題については，以

下のとおりです。 

 

主要政策（１） 被災者の生活再建と生活環境の確保 【環境・生活・衛生・廃棄物】  

被災した沿岸地域においては，人口の流出が続いているとともに，未だに９万人近い被災者が応急仮

設住宅等での不自由な暮らしを余儀なくされるなど，被災者の生活の再建に向けた良好な生活環境の確

保は最も切実かつ重要な課題であり，一層の加速化が求められています。 

こうした中で，復興まちづくりを進める上で前提となる災害廃棄物の処理については，県外自治体の

協力も得ながら「復旧期」で完了しました。 

一方，自立再建が難しい被災者の恒久的な生活の場となる災害公営住宅の整備については,震災直後

の初動期には用地確保に課題がありましたが，防災集団移転促進事業等の面整備が着手されてきている

など，用地確保も徐々に進んできているところです。各市町のマンパワー不足については，県及び他自

治体からの職員派遣や，県による設計・工事の受託，独立行政法人都市再生機構による建設支援，民間

事業者を活用した買取り・借上げ方式等，市町の実情に応じた様々な手法を活用しながらその解消に取

り組んできました。今後も一日も早く整備が進むように市町と連携して取組を推進していくことが必要

です。 

また,仮設住宅での生活が長期化する中で,被災者の心身への影響が懸念されることから，被災者の生

活をしっかりとサポートするため見守り活動や健康支援の取組の充実を図るほか，地域の暮らしや営み

において将来への展望が開けるよう，地域コミュニティの再生と被災地の活力創出に向けた支援策を講

じていくことが必要です。  

さらに，今なお運休しているＪＲ各線の一日も早い運行再開に向けて，関係機関との調整を進めるこ
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第２章 「復旧期」実施計画推進状況の検証 

とが求められています。 

このほか，震災からの復興は，エコタウンやスマートシティといった先進的なまちづくりの実現に向

けた取組を推進する契機ともなります。地域特性に応じた再生可能エネルギー導入や地域でのエネルギ

ー最適化を行うことで，再生可能エネルギーの災害時での活用や，地域や産業の振興に加え，情報通信

技術などを活用した住民サービス向上などにつなげていくことができます。現在，こうした取組は，国

や本県の補助金等を活用し，一部の市町村において，事業化が進められつつありますが，その取組の進

捗には地域差が見られるため，引き続き市町村を支援していくことが必要です。 

主要政策（２） 保健・医療・福祉提供体制の回復 【保健・医療・福祉】  

仮設住宅での生活が長期化し，また，高齢者の要介護率が上昇するなど被災地を取り巻く環境は厳し

く，地域の暮らしを支える保健・医療・福祉提供体制の一日も早い回復が強く求められています。 

こうした中で，保健・医療・福祉関連施設の復旧は進んできているものの，まちづくりと一体的に施

設の整備を予定する地域などでは今後も復旧に時間を要することが見込まれることから,そのような状

況でも必要なサービスが提供されるよう対策を継続していくことが必要です。 

また，医師や看護師等の医療人材については，全県的に不足していますが，被災地においては特に厳

しい状況にあります。このため，流出防止策や医療福祉情報ネットワークの構築に取り組んできました

が，今後も，これまでの取組を充実させながら当面の対応を図るとともに，安定した医療提供体制を確

保することができるよう，長期展望に立った対策を講じていくことが必要です。 

 こうした取組と併せて,高齢化が一層進む被災地においては,高齢者や障害者が地域で安心して暮ら

していくために必要な環境の整備が課題となっており, 保健・医療・福祉分野の連携による地域包括ケ

ア体制の構築について，各地域で芽生え始めた動きをシステムとして確立し,県全域に広げていけるよ

う，関係者との連携を強化しながら取組を推進していくことが必要です。また，その担い手となる医師

や看護師，介護職員等の育成確保を進めていくことも必要です。 

さらに,震災の影響により心のケアを必要とする傾向は年齢を問わず増加が見込まれることから，精

神面での支援相談体制の強化が求められています。その中でも，児童生徒の不登校率が上昇するなど子

どもの心のケアについては大きな課題となっており, 教育分野をはじめ関係機関との十分な情報の共

有と連携を図りながら進めていくことが必要です。 

 

主要政策（３） 「富県宮城の実現」に向けた経済基盤の再構築 【経済・商工・観光・雇用】  

被災者の生活再建，そして，被災地の再興のためには，地域における雇用の確保が必要なことから,

地域産業の再生に向けて様々な取組を進めてきました。 

こうした中で，被災事業者については，中小企業等復旧・復興支援事業費補助金（グループ補助金）

や県単独補助金等の支援により相当数の事業者が業務再開を果たしたものの，被災した沿岸地域では，

地盤の嵩上げなどインフラ整備に時間を要する状況の下，本格的な再開に至っていない事業者も多いこ

とから，まちづくりの進捗を見据えたきめ細かな支援が求められています。あわせて，被災地の生活や

地域コミュニティを支える視点からも復興まちづくりに伴う新たな商店街形成が必要となっています。 

また，グループ補助金の活用等により生産機能を回復した事業者の中には，水産加工業等を中心とし

て販路喪失や売上減少等に直面しているケースが見られることから，販路の回復や新製品の開発に向け

た技術力の向上，経営環境の変化に的確に対応できる経営力の向上に向けた支援が必要となっています。 
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一方，復興需要の終息後における経済活動の停滞による雇用機会の縮小が懸念されることから，事業

再開支援等の取組に加えて，雇用情勢の急激な変化や雇用のミスマッチへの対応，雇用の確保に向けた

取組を引き続き講じていくことが必要です。また，ものづくり産業の復興に関しては，自動車関連や半

導体・デバイス関連産業に続くクリーンエネルギーや医療機器など新しい産業の振興を推進し，特に企

業誘致に関しては，事業用地の不足の解消や更なる誘致を促進する各種施策を講じながら，新たな企業

の立地につなげていくことが必要となっています。さらに，今後の地域経済の再生や発展に資する新た

な事業者の育成など起業支援の取組などの強化も求められています。 

観光分野については，被災地における語り部や復興商店街への訪問等による復興ツーリズムの動きや，

平成２５年度のデスティネーションキャンペーンの展開により，観光客数は回復傾向にありますが，外

国人観光客を含めた県内への観光客入込数は，未だ震災前の水準には回復していないことから，震災と

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評等への対策やデスティネーションキャンペーン後における

継続的な誘客の取組，東北広域観光や復興ツーリズムなどの推進が必要です。 

 

主要政策（４） 農林水産業の早期復興 【農業・林業・水産業】  

農業分野については，被災した農地・農業用施設等の復旧が順調に進んできており，引き続き早期復

旧に向けて各種取組を着実に進めるとともに，担い手育成を視野に入れた農地の面的集約や経営規模の

拡大を通して競争力のある経営体を育成するため，大区画ほ場整備や大規模園芸団地化等の取組を推進

していくことが必要です。 

また，震災後に新規就農者数は増加の兆しが見られるものの，担い手の減少と高齢化は一層深刻な状 

況となっており，将来に向けて安定した所得と後継者を確保できる競争力のある経営体の育成が喫緊の

課題となっています。そのため，多様な担い手の参入や認定農業者，集落営農組織，農業法人等の経営

の高度化と規模拡大を推進するとともに，６次産業化などによりアグリビジネスを推進していくことが

必要です。 

林業分野については，沿岸部の合板工場や製材工場等の早期復旧を進めた結果，概ね復旧が完了し，

製品出荷額も震災前の水準まで回復することができました。今後は災害公営住宅の建設等で必要な県産

材の供給体制を強化していくことが必要です。 

また，被災した治山施設や海岸防災林の復旧については，まちづくり計画等との調整に時間を要して

いることから，今後も引き続き関係者等との調整を進め，早期復旧を目指していくことが必要です。こ

のほか，各地域の復興に向けたまちづくり計画と呼応して，木質バイオマスの多角的利用についても総

合的に支援していくことが求められています。 

水産業分野については，漁船や養殖施設等生産基盤の早期復旧やがれきの撤去等を進め，漁業・養殖

業の早期再開に努めてきました。また，漁港施設の早期復旧にも取り組んできましたが，地域により進

捗に差が見られていることから，引き続き関係者との調整等を進め，着実な復旧を図っていくことが必

要です。 

 主要魚市場の水揚げ量は震災前の水準に回復しつつありますが，水産加工分野の復旧が遅れているこ

とから，今後は，高度衛生管理市場等の受け入れ体制の整備や，冷凍冷蔵施設・水産加工施設等の復旧

を一層進めることが必要となっています。 

 また，未だ多くの漁業者が仮設住宅や地域外での生活を余儀なくされています。就業意欲の低下や高
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齢化等も相まって，今後，廃業による漁業就業者の減少が懸念されることから，競争力と魅力ある水産

業の形成に向け，後継者の確保・育成，６次産業化や他産業との連携等新たな経営体制の構築に向けた

取組を支援していくことが必要です。 

食産業分野については，卸売市場や食品加工場等の復旧や加工原材料調達支援等を通じて，食品製造

関連事業者の早期事業再開支援を推進してきましたが，依然として様々な課題を抱え事業を再開できな

い事業者も見受けられることから，支援の継続が求められています。 

また，震災により喪失した販路の回復や新たな販路の開拓が喫緊の課題となっていることから，販売

機会の拡充，消費者及び実需者ニーズを踏まえた新商品開発や生産技術力の向上，人材の育成に向けた

取組等の支援のほか，東京電力福島第一原子力発電所事故による風評の払拭に向けた対応を引き続き実

施していくことが必要です。あわせて，本県の食品製造業の製造品出荷額が未だに震災前の水準に回復

していないため，「食材王国みやぎ」の再構築に向け，本県農林水産物及びその加工品のブランド化や

イメージアップに向けた取組を一層加速化させることが重要であり，付加価値の高い商品づくりや良質

な商品の積極的なＰＲ活動等への支援が必要です。 

東京電力福島第一原子力発電所事故への対応については，国の指示に基づき放射性物質検査体制を整

備し，計画的な検査と検査結果の公表，基準値を超過した農林水産物の出荷制限措置など，県産農林水

産物の安全性の確保に努めています。 

また，出荷制限と風評被害に関する東京電力への損害賠償請求を行う関係団体への支援を行ってきま

したが，引き続き生産者に対する円滑な支払いが行われるよう支援していくことが必要です。 

こうした中で，農産物では稲わら，牧草，堆肥等の放射能汚染物の処理，林産物ではほだ木の確保と

山菜等の出荷制限解除，水産物では福島第一原子力発電所からの放射能汚染水の流出等による出荷制限

等の問題があることから，今後ともこの問題の解決に向け，国や東京電力が迅速かつ的確に取り組むよ

う強く働きかけていく必要があります。 

 

主要政策（５） 公共土木施設の早期復旧 【公共土木施設】  

被災した道路，港湾，空港などの交通基盤や海岸・河川などの県土保全施設については，復興を支え

る重要な基盤であることから，着実かつスピーディーな復旧に取り組むとともに，大津波対策や防災道

路ネットワークの構築などにより，県土全域で災害に強いまちづくり宮城モデルの構築に取り組みまし

た。 

引き続き，大規模災害時にも有効に機能する広域道路網として，三陸縦貫自動車道をはじめとする沿

岸部の縦軸やみやぎ県北高速幹線道路，岩沼蔵王線などの沿岸部と内陸部を結ぶ東西連携軸の強化を着

実に推進するとともに，防災・減災の機能を果たす防潮堤についても，大津波による壊滅的な被災を避

け，一定の施設機能が維持される粘り強い構造として，着実に整備を推進していくことが必要です。 

さらに，仙台塩釜港は，コンテナ貨物の取扱量が震災前の水準にほぼ回復しましたが，本県のみなら

ず，東北の復興を先導する基幹的交流基盤であることから，地域が一体となった管理・運営体制の構築

に向けて，関係自治体や港湾利用者等との連携を深めるとともに，埠頭用地拡張や防波堤の延伸など港

湾機能の拡充を図ります。また，仙台空港は，ＬＣＣの就航などにより５年ぶりに年間旅客数が 300万

人を回復しましたが，国が進める空港経営改革の動きに合わせ，空港の経営一体化及び民間運営委託の

推進や空港の機能充実と周辺地域の活性化の推進とともに，仙台空港利用の旅客・貨物の需要喚起やエ
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アポートセールスに取り組み，利用を拡大していくことが必要です。 

一方，被災地では，資材不足のほか，民間事業者や被災自治体のマンパワー不足が深刻化し，公共土

木施設の復旧に遅れが見られることから，早期の事業完了を目指して資材の安定的調達やマンパワーの

確保，アウトソーシングなどあらゆる方策を講じていくことが求められています。 

東日本大震災により大きな被害を受けた沿岸地域の復興まちづくりについて，重点的に取り組んでき

ましたが，用地取得や住民の合意形成，意向確認に時間を要している地区では，事業の進捗に影響が生

じています。一日も早い復興まちづくりの推進は，被災者の生活再建や地域経済の再生に不可欠なこと

から，都市計画決定や事業認可に向けた調整・発注支援のほか，市町と連携を図り，現場が抱える課題

を解決しながら事業を加速化していくことが求められています。 

主要政策（６） 安心して学べる教育環境の確保 【教育】  

被災した多くの学校教育施設については，一部で仮設校舎での授業が行われているものの復旧が進ん

でいます。しかしながら，震災経験やその後の生活環境の変化に伴い，児童生徒の不登校出現率の上昇,

心のケアが必要な児童生徒の増加や学力の低下など，教育を取り巻く環境は未だ厳しい状況にあります。 

このような環境の中，宮城の復興を実現するためには未来を担う人材の育成が何よりも必要であるこ

とを踏まえ，家庭・地域・学校の協働の下，全ての子どもたちが，夢と志を持って，安心して学べる教

育環境を確保するため，安全・安心な学校教育の確保及び家庭・地域の教育力の再構築を図るとともに，

生涯学習・文化・スポーツ活動の充実に向けた取組を引き続き進めていくことが必要です。 

特に，児童生徒等の心のケアの一層の充実，いじめ等の問題行動の未然防止と迅速な対応が必要です。

あわせて，不登校児童生徒数の動向については，その背景や原因等の把握に努め，関係者と連携しなが

らしっかりと対応していくことが求められています。また，震災後における様々な環境の変化による学

力及び体力・運動能力等への影響も懸念されることから，児童生徒の一層の学力向上や学校体育・運動

部活動等の充実を図るとともに，「学ぶ土台づくり」の取組を通じて基礎的生活習慣の定着を推進して

いくことが必要です。 

このほか，被災の教訓をもとに，児童生徒が災害時に自分を守るための災害対応能力を高めるととも

に，防災教育の充実や地域における防災面での学校の役割の強化を図るほか,全公立学校への防災主任

の継続的配置や多賀城高校への災害科学科の設置をはじめとして,本県の特色ある防災教育の取組を進

めることが必要です。 

 

主要政策（７） 防災機能・治安体制の回復 【防災・安全・安心】  

東日本大震災の教訓を踏まえ，県民生活の安全・安心を守る社会基盤である防災機能や治安体制の回 

復，充実・強化の取組を進めるとともに，県内全域で災害時の連絡通信手段の確保や大規模な津波への

備えを重視した広域防災体制を構築してきました。また,防災機能の再構築，大津波等への備え，自助・

共助による市民レベルの防災体制の強化及び安全・安心な地域社会の構築，東京電力福島第一原子力発

電所事故による被害対策を進めてきたところです。今後もこうした取組を推進していくことが必要です。 

特に，大規模災害時に迅速かつ的確に災害応急活動を実施し，県民を災害から守るための活動拠点等

として機能を担う広域防災拠点の整備と県内７圏域に配置する圏域防災拠点への資機材等の整備の推

進を図るとともに，風化防止や防災意識の更なる醸成に向けて，震災記録の取りまとめや啓発活動を継

続的かつ効果的に推進していくことが必要です。 
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また，警察施設等の復旧及び機能強化を図るとともに，防災機能を強化した交通安全施設の整備を推

進するほか,復興事業に伴う交通量の増加等による交通事故の多発が懸念されることから，交通安全教

育や交通指導取締りを推進することが必要です。 

さらに，被災者への防犯情報等の提供，被災地を中心としたパトロール活動の強化に加え，犯罪の防

止に配慮した環境づくりのための各種防犯設備の設置拡充に向けた働きかけや，防犯ボランティア団体

の育成等により地域防犯基盤を強化するとともに，ストーカー・ＤＶなど，女性や子どもなどが被害者

となる犯罪の抑止，犯罪被害者に対する支援及び復興に便乗した犯罪の取締り等，復興に伴う治安情勢

の変化を踏まえた対策を推進していくことが必要です。 

加えて，東京電力福島第一原子力発電所事故による県民生活や事業活動への様々な影響は未だに多方

面に影響を及ぼしており，引き続き不安や風評の払拭のほか，事業者等への損害賠償への支援 

を行うことが必要です。 
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第３章 「再生期」における政策推進の基本方向 
 

 

１ 「再生期」実施計画の基本的な考え方 

「宮城県震災復興計画」の「再生期」４年間は，復興計画に掲げた「復旧」にとどまらない抜本的

な「再構築」に向けた動きを具体化していく重要な時期です。そのため，これまでの復旧・復興の進

捗を踏まえ，遅れが見られる分野について必要な手立てを的確に講じることにより，復興の取組のス

ピードアップとともに，人口減少に伴う影響など社会経済情勢の変化等への対応を図りながら，「将

来ビジョン」の目指す姿を実現できるよう施策を展開します。 

まず，一日も早い復興の実現に向けて解決が必要な個々の課題に，より的確に対応していくととも 

に，関係機関との連携を一層密にし，復興まちづくりや災害公営住宅の整備など生活の場の再建や，

子どもから大人までの切れ目のない心のケア，産業再生と雇用の場の確保，東京電力福島第一原子力

発電所事故への対応を引き続き力強く推進していきます。 

特に，事業が本格化している復興まちづくりなどは，必要な財源や人材の確保などをしっかりと行

い，事業の加速化に努めます。 

また，再生期においては，国の農業政策見直しの動きや社会保障制度改革，平成２７年１０月に策

定した「宮城県地方創生総合戦略」等を踏まえながら，経済情勢の変化に対応し，本県の再生に向け

て，「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」による「創造的な復興」の具現化により，「将来ビジ

ョン」で掲げた将来の姿を実現していきます。 

 

 

２ 「再生期」における取組 

  最重点分野として次の４つの「政策推進の基本方向」を設定して取り組みます。 

 

１）迅速な震災復興（再生期） 

①生活の場の再建 

■復興に向けた新しいまちづくりについて，都市計画決定や事業認可に向けた調整・発注支援の

ほか，市町と連携しながら課題の解決を目指し，事業の加速化を図るとともに，整備を進める

に当たっては，地域コミュニティや地域交通をはじめとする地域生活を支えるための様々な機

能の確保についても十分留意して取り組みます。 

 

   ■恒久的な住まいの確保について，災害公営住宅の整備を推進するとともに，住宅再建に関する

相談等，恒久的な住宅への円滑な移行に向けた支援の充実を図ります。 

   

   ■被災した医療提供体制や社会福祉施設の早期復旧に取り組みます。 

 

■被災地の生活や経済活動を支えるために不可欠な社会インフラの復旧について，資材の安定的
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調達やマンパワーの確保，アウトソーシングなどのあらゆる方策を講じながら，早期の事業完

了を目指します。 

 

  ②日常生活への支援 

■仮設住宅や災害公営住宅において，被災者の生活をしっかりとサポートするため，見守り活動

の継続と健康面の支援策の充実を図るほか，恒久的な住宅への移行に伴う新たなコミュニティ

の形成や地域で見守り支え合う体制づくりの支援を進めます。 

 

■県外に避難している被災者に対して定期的な情報提供や帰郷の意思確認など，安定した避難生

活及び早期の円滑な帰郷に向けた支援を行います。 

 

③産業再生と雇用の場の確保 

■被災者の生活再建と被災地の再興を図るためには，地域産業の再生と雇用の確保が重要である

ことから，沿岸部を中心とした被災事業者の施設・設備の復旧支援や震災により失われた販

路・取引の回復・拡大に向けた取組を推進するとともに，雇用のミスマッチの解消に向け，キ

ャリアカウンセリングや就職支援セミナーの開催等によるきめ細かな支援に取り組みます。 

 

■被災した沿岸地域の復興まちづくりとコミュニティ機能の回復に資するため，被災事業者の仮

設店舗・工場から本設への移転等，復興まちづくりの進捗に合わせ，面的な商業機能の再生を

図ります。 

 

④東京電力福島第一原子力発電所事故への対応 

■東京電力福島第一原子力発電所事故への対応に関しては，引き続き放射能検査体制の充実を図

り，県産農林水産物の安全性を確保します。あわせて，損害賠償の円滑な支払いや放射能汚染

水の海洋流出等の問題解決に向け，国や東京電力に対して強く働きかけを行っていきます。 

 

■東京電力福島第一原子力発電所事故による風評の払拭に向け，県内の生活環境や観光地・県産

品の安全・安心に関する情報を国内外に継続的に発信します。 

 

 

２）産業経済の安定的な成長 

■市町村と連携した工業団地の造成等による事業用地の確保のほか，県内に工場等を新増設する

企業に対して，復興特区等の積極的な活用を図るとともに，国の補助制度や県の企業立地奨励

金などインセンティブの活用により国内外からの企業立地や投資を促進し，安定的な雇用の確

保につなげます。 

 

■生産機能を回復した事業者の一部には，販路喪失や売上減少等に直面しているケースも見られ

ることから，中小企業等の販路開拓と取引拡大のため，国内外での商談会の開催等によるマッ
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チング支援を行うとともに，競争力の強化のため，産学官の連携を図りながら，企業ニーズに

応じた技術力の向上に向けた支援やものづくり人材の育成・確保に取り組みます。 

 

■沿岸部を中心に,人口や事業所数の減少により地域経済の衰退が懸念されることから，被災事

業者の再建と新たな企業の立地に加え，中小企業等の後継者の育成・確保や次代を担う産業の

振興，新たなビジネスなどにおける起業支援を強化することにより，地域における雇用の創出

につなげます。 

 

■新しいまちづくりとの調和を図りながら，地域コミュニティの核となる商店街の復興・発展を

図るため，県内商業をソフト・ハード両面から支援します。 

 

■定住人口が減少する中，交流人口の拡大に向けて，仙台空港の民営化を契機として，仙台空港

を起点・終点とする東北が一体となった広域観光や復興ツーリズム，観光資源の再生・創出と

ともに，東北６県連携による外国人観光客の誘客促進に向けた取組を推進します。 

 

■農地・農業用施設等の早期復旧を図るとともに新たな時代の農業・農村のモデルとなる先進的

な土地利用型農業・園芸・畜産の経営体の育成を図るため，農地の集積や大区画化，大規模園

芸施設の導入，能力の高い雌牛の導入等の取組を推進します。 

 

■農業の担い手が減少・高齢化する中で, 多様な担い手の参入や認定農業者，集落営農組織，農

業法人等の経営の高度化・大規模化を推進するほか，農産物の高付加価値化やＩＣＴを活用し

た生産性の向上を図るなど，将来に向け安定した所得と後継者を確保できる競争力のある経営

体の育成を進めるとともに，６次産業化などによりアグリビジネスを推進します。 

 

■県産材を活用した住宅や公共施設等への県産材の使用や流通拡大を図るため「優良みやぎ材」

など県産材の供給体制の強化や，木質バイオマス活用拠点の形成，県産ＣＬＴの本格活用と普

及促進を図るためのモデル施設の建設など新たな木材の普及拡大に努めます。 

 

■漁港施設等の早期復旧を図るとともに，競争力と魅力ある水産業の形成に向け，漁業種類ごと

の経営モデルの検討や６次産業化，ＩＣＴ技術の積極活用の取組を推進します。また，就業者

数の減少や高齢化が進行していることから新規就業者確保や後継者育成の取組を推進します。 

 

■水産都市としての活力を強化するため，水産加工業者等の経営体質強化，水産物・水産加工品

のブランド化や産学官連携による付加価値向上，流通促進や販路確保・拡大に向けた取組を推

進します。 

 

■一次産業を牽引する食産業においては，食品製造関連施設の早期復旧と生産性や品質の向上を

図るとともに，震災により喪失した販路の回復や新たな販路の開拓のため，商品づくりや商談
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機会の提供，さらには技術力向上など幅広い支援をきめ細かく行っていきます。あわせて，風

評の払拭や県産食材の知名度向上に向けた総合的なプロモーションを展開します。 

 

■三陸縦貫自動車道をはじめとする沿岸部の縦軸やみやぎ県北高速幹線道路，県道岩沼蔵王線な

どの沿岸部と内陸部を結ぶ東西連携軸の充実強化のほか，復興まちづくりと一体となった関連

道路の整備が必要であり，被災地の復興，防災機能の強化，地域振興等に必要な道路整備につ

いて計画に沿って着実に推進します。 

 

■東北の発展を支える広域交通拠点である仙台空港については空港運営権者等と連携し，路線拡

充に向けたエアポートセールスを一層推進するとともに，空港の機能強化を図るほか，周辺地

域の活性化を推進します。 

 

■仙台塩釜港の港湾機能の拡充を図るとともに，貨物集荷や新規航路の開拓などポートセールス

を推進します。 

 

■日常的な生活圏としての東北の一体化が進んできている中で，自立的に発展できる広域経済圏

を形成するため，東北地方の発展に向けて各県と協力して取り組みます。 

 

 

３）安心して暮らせる宮城 

■震災により医療機関が被災し，医療従事者の流出が続いているため，現場での医療資源の確保

に向けて関係機関との連携を強化するとともに，将来に向けて必要な体制が安定的に確保でき

るよう，新設医学部に対する支援や地域医療を担う医師・看護師等の医療従事者の確保を図り

ます。 

 

■県内のメタボリックシンドローム該当者・予備軍の割合が増加している状況を改善するため，

若年期からの健康づくりや生活習慣病予防を強化します。 

 

■総合的な少子化対策として，市町村・企業・ＮＰＯなどとの連携・協働により結婚・妊娠・出

産・子育てについて切れ目のない支援を行うほか，イクメン・イクボスの推進など，仕事・子

育ての両立につながるワーク・ライフ・バランスの普及啓発を図ります。 

 

■高齢化が進む中で，認知症や一人暮らし高齢者への対応など，保健・医療・福祉分野の連携に

より地域で安心して暮らせる環境の整備が課題となっており，多職種が連携して地域包括ケア

体制の構築を図るとともに，その担い手となる看護師及び介護職員の十分な確保を図ります。 

 

■被災地からの人口流出が続いており，将来に向けて地域の暮らしを維持していくため，地域コ

ミュニティの再生と被災地の活力創出に向けて，市町村やＮＰＯ等の様々な主体と協調・連携
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し，住民主体による地域活動の支援や交流機会の創出等に向けた支援の充実を図ります。また，

首都圏等からのＵＩＪターン希望者に対する就職相談や企業説明会の開催，住宅や子育てなど

の相談支援により本県への移住・定住を促進します。 

 

■障害のある人が住み慣れた地域で安心して生活できるよう，地域生活支援体制の充実を図るほ

か，障害者の職業的自立に向けた一般企業等への就労と定着を促進するため，支援施設の機能

強化等を図る。 

 

■被災者の生活再建に時間を要している中で，年齢を問わずストレスを抱える状況が長期化して

いることから，被災者への相談支援体制を強化するほか，支援に当たる人材の育成・確保に取

り組み，子どもから大人まで切れ目のない心のケアの取組の充実を図ります。 

 

■子どもの心のケアについては，周囲の大人たちが変化を見逃さないことや，心のケアに関する

見識を深めることが重要であることから，教員や保育士など支援者に対する支援を行うととも

に，スクールカウンセラーを配置するなど，教育と福祉が連携しながら長期的・継続的な支援

体制の充実を図ります。 

 

■保育士の確保が困難となっているため，関係機関との連携を強化するとともに，適切な保育環

境が確保されるよう取組を推進し，保育所入所待機児童の解消を目指します。 

 

■健やかな体や確かな学力の育成をはじめ，幼児期における「学ぶ土台づくり」や児童生徒の発

達段階に応じた「志教育」を一層推進し，宮城の復興と将来を担う人づくりを進めるとともに，

被災した児童生徒等への就学支援など，学びのセーフティネットの構築に向けた学習環境の整

備やＩＣＴ教育の推進などに取り組みます。 

 

■本県の喫緊の課題であるいじめ・不登校等や震災による様々な環境の変化などに伴う心のケア

にきめ細かく対応するため，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等を配置・

派遣するとともに，関係機関との連携を一層強化し，いじめ・不登校等の未然防止，早期発見・

早期対応に取り組みます。 

 

■児童生徒の発達段階に応じた防災教育の推進や多賀城高校災害科学科での地域と連携した先

進的な防災教育などの実践のほか，全ての小中学校・県立学校への防災主任の配置，地域の拠

点となる小中学校への安全担当主幹教諭の配置を継続します。 

 

■震災からの心の復興も視野に入れながら，県民だれもが豊かで生きがいのある生活を送れるよ

う，生涯を通して学習できる環境や身近に文化芸術・スポーツに親しむことができる環境を整

備します。また，地域づくりに向けた住民主体の生涯学習活動や本県で開催される全国高等学

校総合文化祭及び全国高等学校総合体育大会に向けた生徒の文化・スポーツ活動等を支援しま
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す。 

 

■安全・安心な地域社会を確立するため，防犯ボランティアなどの地域住民と協働した防犯対策

を推進するとともに，地域住民の要望に応えたパトロール活動を促進し，治安体制の回復・充

実を図ります。また，女性や子どもなどが被害者となる犯罪の抑止や少年の非行防止対策を推

進します。 

 

■交通の安全と円滑化に資する交通安全施設を整備し，災害に備えた交通環境を構築するほか，

交通安全教育や交通指導取締り等の諸対策を推進します。 

 

 

４）美しく安全な県土の形成 

■経済・社会の持続的発展と環境保全の両立を図るため，クリーンエネルギー関連産業の誘致及

び振興の取組を進めるとともに，燃料電池自動車（ＦＣＶ）の県民利用機会の拡大をはじめと

した水素エネルギーの積極的な利活用や洋上風力発電の導入に向けた検討など，再生可能エネ

ルギーの導入促進に取り組みます。 

 

■地域における再生可能エネルギーの導入やエネルギー利用の最適化を促進することにより，再

生可能エネルギー等の災害時での活用，地域や産業の振興などにつながるまちづくりを促進し

ます。 

 

■被災した沿岸域における自然環境の変化等について把握し，保護に取り組みます。 

 

■身近に自然に親しめる里山学習林の整備や森林公園や環境教育施設の機能充実を図るほか，野

生鳥獣の適切な保護管理や松くい虫被害の防止対策など，自然環境保護と景観保全に努めます。 

 

■「災害に強いまちづくり宮城モデルの構築」に向け，防災・減災の機能を果たす防潮堤の整備

や防災道路ネットワークの構築等を推進し，防潮堤の整備については，関係者との調整を図り

ながら事業を推進します。 

 

■住宅や特定建築物等の耐震化，土砂災害防止に向けた取組などを促進します。 

 

■大規模災害時に迅速かつ的確に災害応急活動を実施するため，広域防災拠点と圏域防災拠点や

市町村の地域防災拠点のネットワークの構築を推進します。 

 

■津波や高潮から防御するため，背後地で行われるまちづくりと連携し，海岸防災林との組合せ

などにより，防災・減災機能の強化を図りながら，海岸の整備を進めます。 
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■地盤沈下により，洪水被害のリスクが高まった低平地の治水安全度の向上に取り組みます。 

 

■東日本大震災により亡くなられた方々への追悼と鎮魂や震災の教訓を伝承する震災復興祈念

公園の整備を推進します。 

 

 

３ 「再生期」の取組を推進する上での視点 

「再生期」においては，震災からの復興を迅速かつ着実に推進していくとともに，将来ビジョンの

目指す姿を実現するため，次の視点についてしっかりと対応しながら施策展開を図ります。 

 

 視点① 必要な財源の確保と柔軟な制度運用 

   ・地域の実情や意向を十分に踏まえた復興の取組を迅速に推進するため，復興が完了するまでの

間に必要な復興財源の確実な確保と制度の柔軟な運用等について国に求めていきます。 

  

 視点② 復興のための人材確保  

   ・復興まちづくりや災害公営住宅の整備，被災者の健康面でのケアなど，復旧・復興を進めるた

めに必要なマンパワーを確実に確保できるよう，市町村や国と緊密な連携を図りながら，多様

な方策を講じていきます。 

 

視点③ 民の力を最大限活かしながら「創造的な復興」を実現 

・民間をはじめ様々な主体による復興に向けた事業や取組が幅広く進められていくことによって，

復興事業相互の効果が相乗的に高まっていくことから，こうした復興に向けた活動を全力でサ

ポートします。 

  

視点④ 市町村と連携して力強く復興を推進 

・市町村のパートナーとして市町村の復興の取組をしっかりとサポートします。 

・県民一人一人が復興への役割を自覚し主体となるとともに，国・県・市町村・団体等が総力を

結集して，県勢の復興と更なる発展を目指します。 

  

視点⑤ 効率的・効果的な県政運営 

・ＰＤＣＡサイクルのマネジメント手法により，事業の執行状況や事業目的の達成状況について

広く明らかにするとともに，外部有識者等の意見も取り入れながら評価を行い，その結果を具

体的な復興の取組に反映し，計画の着実な推進を図ります。 

 

視点⑥ 東北地方の発展をけん引する広域連携と道州制の推進 

・復興の取組及び地域が抱える課題の解決に向けて，連携強化や役割分担など広域的な視点から

県政に取り組みます。 

・道州制など新たな広域自治体のあるべき姿の実現を目指します。  
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

 

 

 

 

 

 

第４章 

 

将来ビジョン・震災復興・地方創生

実施計画 

［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

○［将来ビジョン・３３の取組］，［震災復興計画・７分野］及び［地方創生

総合戦略・４つの基本目標］対応表 

 

将来ビジョン・ 

３３の取組 
頁数 

震災復興計画・ 

７分野 
頁数 

地方創生総合戦略・ 

４つの基本目標 
頁数 

１．富県宮城の実現 ～県内総生産１０兆円への挑戦～ 

(1) 育成・誘致による県内製造業の集積促進 

取組１ 

地域経済を力強くけん引するもの

づくり産業（製造業）の振興 

P.27 (3)経済・商工・観光・雇用 

①ものづくり産業の復興 

P.236 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(1)地域産業の競争力強化 

①新たな創業に対する支援 

②産業・金融との連携 

④地域を担う中核起業支援 

⑤新事業・新産業と雇用を生

み出す地域イノベーション

の推進 

⑥地域からのグローバル経

済への展開 

基本目標２ 宮城県への移

住・定住の流れをつくる 

(2)企業の地方拠点強化，企

業等における地方採用・就労

の拡大 

 

 

 

P.390 

P.390 

P.391 

P.392 

 

 

P.392 

 

 

 

P.405 

取組２ 

産学官連携による高度技術産業の

集積促進 

P.33 

取組３ 

豊かな農林水産資源と結びついた

食品製造業の振興 

P.36 (4)農業・林業・水産業 

④一次産業を牽引する食産業

の振興 

P.304 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(1)地域産業の競争力強化 

⑧農林水産業等の成長産業

化 

P.393 

(2) 観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化 

取組４ 

高付加価値型サービス産業・情報

関連産業及び地域商業の振興 

P.40 (3)経済・商工・観光・雇用 

②商業・観光の再生 

P.248 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(1)地域産業の競争力強化 

①新たな創業に対する支援 

⑦地域のサービス産業の活

性化等 

⑨交流人口の拡大に向けた

観光地域づくりの推進 

(3)ＩＣＴ等の利活用による

地域の活性化 

①地域社会全体での利活用

の推進 

②ＩＣＴ産業の振興 

 

 

 

P.390 

P.393 

 

P.396 

 

 

 

P.402 

 

P.402 

取組５ 

地域が潤う，訪れてよしの観光王

国みやぎの実現 

P.43 

(3) 地域経済を支える農林水産業の競争力強化 

取組６ 

競争力ある農林水産業への転換 

P.50 (4)農業・林業・水産業 

①魅力ある農業・農村の再興 

②活力ある林業の再生 

③新たな水産業の創造 

④一次産業を牽引する食産業

の振興 

 

P.275 

P.286 

P.291 

P.304 

基本目標１ 新たな雇用を

創出する 

(1)地域産業の競争力強化 

⑧農林水産業等の成長産業

化 

(2)人材還流，人材育成及び

雇用対策 

③農林水産業における新規

就業者への総合支援 

 

 

 

P.393 

 

 

 

P.400 

取組７ 

地産地消や食育を通じた需要の創

出と食の安全安心の確保 

P.64 

(4) アジアに開かれた広域経済圏の形成 

取組８ 

県内企業のグローバルビジネスの

推進と外資系企業の立地促進 

P.69 (3)経済・商工・観光・雇用 

①ものづくり産業の復興 

P.236 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(1)地域産業の競争力強化 

⑥地域からのグローバル経

済への展開 

P.392 
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

将来ビジョン・ 

３３の取組 
頁数 

震災復興計画・ 

７分野 
頁数 

地方創生総合戦略・ 

４つの基本目標 
頁数 

取組９ 

自立的に発展できる経済システム

構築に向けた広域経済圏の形成 

P.73 (3)経済・商工・観光・雇用 

②商業・観光の再生 

P.248 基本目標４ 時代に合った

地域をつくり，安全・安心な

暮らしを守る 

(2)地域における経済・生活

圏の形成 

P.416 

(5) 産業競争力の強化に向けた条件整備 

取組 10 

産業活動の基礎となる人材の育

成・確保 

P.76 (3)経済・商工・観光・雇用 

③雇用の維持・確保 

P.268 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(2)人材還流，人材育成及び

雇用対策 

①若者人材等の還流及び育

成・定着支援 

②専門性の高い人材確保の

支援 

③農林水産業における新規

就業者への総合支援 

④大学・高等専門学校・専修

学校等における地域ニーズ

に対応した人材育成支援 

⑤地域における女性の活躍

推進 

基本目標２ 宮城県への移

住・定住の流れをつくる 

(1)地方移住の推進 

(2)企業の地方拠点強化，企

業等における地方採用・就労

の拡大 

基本目標３ 若い世代の結

婚・出産・子育ての希望をか

なえる 

(4)仕事と生活の調和（ワー

ク・ライフ・バランス）の実

現（「働き方改革」） 

 

 

 

 

P.399 

 

P.400 

 

P.400 

 

P.400 

 

 

P.401 

 

 

 

P.404 

P.405 

 

 

P.412 

 

 

 

取組 11 

経営力の向上と経営基盤の強化 

P.82 (3)経済・商工・観光・雇用 

①ものづくり産業の復興 

P.236 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(1)地域産業の競争力強化 

①新たな創業に対する支援 

②産業・金融との連携 

③事業継承の円滑化，事業再

生，経営改善支援等 

 

 

 

P.390 

P.390 

P.391 

取組 12 

宮城の飛躍を支える産業基盤の整

備 

P.87 (5)公共土木施設 

①道路，港湾，空港などの交通

基盤の確保・整備促進 

P.315 

－ － 

２．安心と活力に満ちた地域社会づくり 

(1) 子どもを生み育てやすい環境づくり 

取組 13 

次代を担う子どもを安心して生み

育てることができる環境づくり 

P.91 (2)保健・医療・福祉 

②未来を担う子どもたちへの

支援 

P.219 基本目標３ 若い世代の結

婚・出産・子育ての希望をか

なえる 

P.408 

取組 14 

家庭・地域・学校の協働による子

どもの健全な育成 

P.97 (6)教育 

②家庭・地域の教育力の再構築 

P.352 
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

将来ビジョン・ 

３３の取組 
頁数 

震災復興計画・ 

７分野 
頁数 

地方創生総合戦略・ 

４つの基本目標 
頁数 

(2) 将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり 

取組 15 

着実な学力向上と希望する進路の

実現 

P.100 (6)教育 

①安全・安心な学校教育の確保 

P.336 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(2)人材還流，人材育成及び

雇用対策 

④大学・高等専門学校・専修

学校等における地域ニーズ

に対応した人材育成支援 

基本目標２ 宮城県への移

住・定住の流れをつくる 

(3)地元大学等の活性化 

P.400 

 

 

 

 

 

 

P.406 

取組 16 

豊かな心と健やかな体の育成 

P.108 

－ － 

取組 17 

児童生徒や地域のニーズに応じた

特色ある教育環境づくり 

P.113 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(2)人材還流，人材育成及び

雇用対策 

⑥高齢者，障害者が活躍でき

る社会の実現 

P.401 

(3) 生涯現役で安心して暮らせる社会の構築 

取組 18 

多様な就業機会や就業環境の創出 

p.117 (3)経済・商工・観光・雇用 

③雇用の維持・確保 

P.268 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(2)人材還流，人材育成及び

雇用対策 

①若者人材等の還流及び育

成・定着支援 

⑤地域における女性の活躍

推進 

⑥高齢者，障害者が活躍でき

る社会の実現 

基本目標３ 若い世代の結

婚・出産・子育ての希望をか

なえる 

(1)若い世代の経済的安定 

 

 

 

 

P.399 

 

P.401 

 

P.401 

 

P.409 

取組 19 

安心できる地域医療の充実 

P.123 (2)保健・医療・福祉 

①安心できる地域医療の確保 

P.212 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(3)ＩＣＴ等の利活用による

地域の活性化 

①地域社会全体での利活用

の推進 

基本目標２ 宮城県への移

住・定住の流れをつくる 

(3)地元大学等の活性化 

P.402 

 

 

 

 

 

P.406 

取組 20 

生涯を豊かに暮らすための健康づ

くり 

P.128 

取組 21 

高齢者が元気に安心して暮らせる

環境づくり 

P.132 (2)保健・医療・福祉 

③だれもが住みよい地域社会

の構築 

P.226 基本目標４ 時代に合った

地域をつくり，安全・安心な

暮らしを守る 

(5)安全で安心して暮らせる

地域社会の構築 

P.419 

取組 22 

障害があっても安心して生活でき

る地域社会の実現 

P.137 

－ － 

取組 23 

生涯学習社会の確立とスポーツ・

文化芸術の振興 

P.141 (6)教育 

③生涯学習・文化・スポーツ活

動の充実 

P.356 基本目標１ 安定した雇用

を創出する 

(1)地域産業の競争力強化 

⑩地域の歴史・町並み・文

化・芸術・スポーツ等による

地域活性化 

P.397 
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

将来ビジョン・ 

３３の取組 
頁数 

震災復興計画・ 

７分野 
頁数 

地方創生総合戦略・ 

４つの基本目標 
頁数 

(4) コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

取組 24 

コンパクトで機能的なまちづくり

と地域生活の充実 

p.147 (1)環境・生活・衛生・廃棄物 

①被災者の生活環境の確保 

P.194 基本目標２ 宮城県への移

住・定住の流れをつくる 

(1)地方移住の推進 

P.404 

(5)公共土木施設 

④沿岸市町をはじめとするま

ちの再構築 

P.332 基本目標４ 時代に合った

地域をつくり，安全・安心な

暮らしを守る 

(2)地域における経済・生活

圏の形成 

P.416 

(5) だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり 

取組 25 

安全で安心なまちづくり 

P.152 (7)防災・安全・安心 

④安全・安心な地域社会の構築 

P.378 基本目標４ 時代に合った

地域をつくり，安全・安心な

暮らしを守る 

(5)安全で安心して暮らせる

地域社会の構築 

P.419 

取組 26 

外国人も活躍できる地域づくり 

P.157 (2)保健・医療・福祉 

③だれもが住みよい地域社会

の構築 

P.226 

－ － 

３．人と自然が調和した美しく安全な県土づくり 

(1) 経済・社会の持続的発展と環境保全の両立 

取組 27 

環境に配慮した社会経済システム

の構築と地球環境保全への貢献 

P.159 (1)環境・生活・衛生・廃棄物 

③持続可能な社会と環境保全

の実現 

P.206 基本目標４ 時代に合った

地域をつくり，安全・安心な

暮らしを守る 

P.413 

取組 28 

廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使

用・再生利用）と適正処理の推進 

P.167 (1)環境・生活・衛生・廃棄物 

②廃棄物の適正処理 

P.205  

－ － 

(2) 豊かな自然環境，生活環境の保全 

取組 29 

豊かな自然環境，生活環境の保全 

P.169 (1)環境・生活・衛生・廃棄物 

③持続可能な社会と環境保全

の実現 

P.194 

－ － 

(3) 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

取組 30 

住民参画型の社会資本整備や良好

な景観の形成 

P.174 (4)農業・林業・水産業 

①魅力ある農業・農村の再興 

P.275 基本目標４ 時代に合った

地域をつくり，安全・安心な

暮らしを守る 

(1)中山間地域等における

「小さな拠点」やコンパクト

シティの形成とふるさとづ

くりの推進 

P.415 

(5)公共土木施設 

④沿岸市町をはじめとするま

ちの再構築 

P.332 

(4) 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

取組 31 

巨大地震に備えた施設整備や情報

ネットワークの充実 

P.177 (5)公共土木施設 

①道路，港湾，空港などの交通

基盤の確保・整備促進 

③上下水道などのライフライ

ンの整備 

(7)防災・安全・安心 

①防災機能の再構築 

②大津波等への備え 

 

P.315 

 

P.330 

 

 

P.363 

P.371 

－ － 
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

将来ビジョン・ 

３３の取組 
頁数 

震災復興計画・ 

７分野 
頁数 

地方創生総合戦略・ 

４つの基本目標 
頁数 

取組 32 

洪水や土砂災害などの大規模自然

災害対策の推進 

P.182 (5)公共土木施設 

②海岸，河川などの県土保全 

P.324 

－ － 

取組 33 

地域ぐるみの防災体制の充実 

P.185 (7)防災・安全・安心 

①防災機能の再構築 

③自助・共助による市民レベル

の防災体制の強化 

 

P.363 

P.371 

基本目標４ 時代に合った

地域をつくり，安全・安心な

暮らしを守る 

(4)住民が地域防災の担い手

となる環境の確保 

P.418 

※ 「将来ビジョン・３３の取組」ごとに，対応する主な「震災復興計画・７分野」及び「地方創生総合戦略・４つの 

基本目標」の項目名を記載しています。 
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

 

 

 

「第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］」は，下

記のように統一的に記載しています。 

 

 １．○○○○○○○○○○  

（１）○○○○○○○○○○ 

取組１ ○○○○○○○○○○ 

 

行動方針 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

    

    

    

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

震災 

地創 

○○○○○○○○○事業 

 分野(1)② ３  基本目標１(2)③  

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

○○○○○○○○○  ○○（H○○） → ○○（H29） 

○○○○課 H○○～○

○ 

 

 

 

 

 

凡  例 

宮城の将来ビジョン「第４章 宮城の未来を

つくる３３の取組」に掲載した取組を記載し

ています。 

４か年の計画期間中に目指す目標を記載

しています。 

本県における「主担当課・

室」名を記載しています。 

目標指標設定時の当初値等を記

載しています。 

事業名，取組の内容，個別取組の目標などを記載しています。また，「第５章 震災

復興実施計画」に掲載している「宮城県震災復興推進事業」に該当する事業について

は，震災記号及び分野番号を，「第６章 地方創生実施計画」に掲載している「宮城

県地方創生推進事業」に該当する事業については，地創記号及び基本目標をそれぞ

れ記載しています。 

事業の実施年度を記載

しています。二段で記載

している場合は，上段が

当初，下段が変更後の事

業期間です。 

４か年の計画期間中に行う主な取

組の方向を記載しています。 
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第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

 

 

 

○ 【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」４か年の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費○○，○○○百万円（うち県事業費○○，○○○百万円） 

 

 

 

 

 

○ 取組１に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 (1)② ３ ○○○○○○○○○○事業 

02   

03   

04   

05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

「宮城の将来ビジョン推進事業」について，４か年の事業費

見込額を，百万円単位で記載しています（再掲している個別

取組の事業費見込額を含む）。 

「第５章 震災復興実施計画」に掲載している「宮城

県震災復興推進事業」のうち，取組に関連する事業の

事業名等を記載しています。 
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第４章 １（１）取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

第４章 将来ビジョン・震災復興・地方創生実施計画 

［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

１．富県宮城の実現 ～県内総生産１０兆円への挑戦～  

（１）育成・誘致による県内製造業の集積促進 

 

取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

 

 

 

行動方針 

◇ みやぎ産業振興機構などの産業支援機関と連携した県内製造業の技術力の向上，経営

の高度化，営業力やマーケティング機能の強化及び生産性の向上に向けた総合的な支援

を行います。 

◇ 地域資源の更なる利活用や技術開発等による新たな価値の創出及びイノベーション

の促進による競争力の向上 を図ります。 

◇ 自動車関連産業への参入や取引拡大に向けた，県内製造業の技術力の向上や設備投資

への支援，大学等学術研究機関や試験研究機関との連携による技術開発を支援します。 

◇ とうほく自動車産業集積連携会議を通じ，新潟県を含む東北７県と北海道が連携した

東海圏域での商談会の開催等による受注機会の拡大を促進します。 

◇ 自動車関連産業や高度電子機械産業などの経済波及効果の高い業種や，質の高い雇用

の拡大に大きく貢献する業種などを中心とした，地域経済の核となる拠点企業等の戦略

的な誘致の推進と企業間ネットワークの強化を図ります。 

◇ 本社機能を含めた企業の誘致に対するインセンティブの強化と，今後不足が懸念され

る事業用地の確保・整備を促進します。 

◇ 高度電子機械産業，医療・健康機器産業，航空機関連産業やクリーンエネルギー等環

境関連産業など技術革新の進展や市場拡大が期待される分野における設備投資への支

援や技術開発，製品開発への取組を支援します。 

◇ 成長市場を見据えた国内外での販路開拓・取引拡大等を促進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

製造品出荷額等（食料品製造業を除く）（億円） 
29,502億円 

（H19年） 

34,778億円 

（H26年） 

32,343億円 

（H29年） 

製造品出荷額等（高度電子機械産業分）（億円） 
11,868億円 

（H19年） 

10,596億円 

（H26年） 

10,449億円 

（H29年） 

製造品出荷額等（自動車産業分）（億円） 
1,672億円 

（H19年） 

2,928億円 

（H26年） 

4,100億円 

（H29年） 

企業立地件数（件）[累計]  
26件 

（H24年度） 

67件 

（H27年度） 

180件 

（H26～29年度） 
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第４章 １（１）取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

企業集積等による雇用機会の創出数（人） 

［累計］ 

0人 

（H20年度） 

11,465人 

（H27年度） 

11,000人 

（H20～29年度） 

産業技術総合センターによる技術改善支援件

数（件）[累計] 

443件 

（H20年度） 

1,452件 

（H27年度） 

2,180件 

（H26～29年度） 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業 

 分野(3)① ３   基本目標１(1) ④  

被災企業等が直面する技術的課題や新規参入及び取引拡大等に対応するため，

大学教員等を派遣するなど，技術的支援を行うほか，産学共同による研究会活動

を通じて，地域企業の技術力・提案力の向上を図ります。 

産学官連携数［累計］ 674件（H20） → 4,890件（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

 

 

 

02 

地創 

富県宮城技術支援拠点整備拡充事業 

  基本目標１(1) ④  

県内企業が単独で保有することの難しい機器等を産業技術総合センターに整備

し，企業の課題解決及び技術高度化による産業集積促進を図ります。 

産業技術総合センターによる技術改善支援件数［累計］ 

443件（H20） → 2,180件（H26～29） 

新産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 

03 

震災 

地創 

起業家等育成支援事業 

  分野(3)① ４   基本目標１(1) ①  

震災復興に向けた新たな産業の創出のため，東北大学等との連携により新たな

事業活動を行う事業者のうち，経営基盤が脆弱な事業者に対し，東北大学に併設

されているビジネスインキュベータ「T-Biz」への入居賃料を補助します。 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

地創 

みやぎの中小企業マーケティング活動支援事業 

 分野(3)① ４   基本目標１(1) ⑤  

 県内の中小企業には，開発した優良製品の販売先を開拓できなかったり，販売

製品の市場性が低かったりする場合が見受けられることから，売れる製品を適切

な市場に投入するため，市場調査を経た製品開発から販路開拓までの一貫支援を

実施します。 

中小企業支

援室 

Ｈ27～Ｈ31 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

05 

地創 

みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業 

  基本目標１(1) ④  

産学官連携により「みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業」を展開し，県内の優れた工

業製品の市場開拓・販路拡大に向けた取組を行います。 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

ものづくりシニア指導者育成事業 

  基本目標１(2) ②  

 専門的知識を有する企業ＯＢに対してコーディネートスキル教育の実施や県内

企業への派遣を行います。 

新産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

07 

地創 

みやぎの伝統的工芸品産業振興事業 

 基本目標１(1) ⑤  

県内の地域において育み受け継がれてきた伝統的工芸品の振興を図るため，新

商品開発や販路拡大に向けた支援等を行います。 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（１）取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

08 非予算的手法：企業訪問強化プロジェクト 

企業の現状やニーズの把握・発掘，相談への対応を的確に行うとともに，行政

の施策内容や各種情報を迅速に提供し，富県宮城の実現に向けた産業活動を支援

します。 

あわせて，市町村等と一体となったワンストップサービスの実現にも寄与しま

す。 

企業訪問件数［累計］ 4,441件（H22～H24） → 4,500件（H26～H29） 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

09 

震災 

地創 

高度電子機械産業集積促進事業（取組 2から再掲） 

 分野(3)① ４   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，県内企業及び関係機関で構

成する「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機械産

業の技術に関するセミナーや大型展示会への出展支援等を行います。 

製造品出荷額等（高度電子機械関連産業） 

 11,868億円（H19） → 10,449億円（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

 

10 

地創 

みやぎマーケティング・サポート事業（取組 11から再掲） 

  基本目標１(1) ①  

（公財）みやぎ産業振興機構を通じ，企業の成長段階に応じて，起業から販路

開拓までをカバーする一貫的な支援策を実施します。 

創業や経営革新の支援件数（件）［累計］ 

 1,422社（H20～H27年度の累計） →  1,414社（H20～H29年度の累計） 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

11 富県創出県民総力事業（基礎的取組から再掲） 

「富県宮城の実現」に向けた産業界，市町村，県民等の率先した取組を促進し

ます。 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ32 

12 富県共創推進事業（基礎的取組から再掲） 

「富県宮城の実現」に向け，産業界，学術機関，行政機関からなる推進会議の

開催や，県民・企業等の意識醸成のための取組を進めます。 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

自動車関連産業特別支援事業 

  分野(3)① ４   基本目標１(1) ④  

トヨタ自動車東日本（株）の発足や,大手部品メーカーの県内進出など,本県の

自動車関連産業を取り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入と取引拡

大を促進することにより自動車関連産業の一層の振興を図るため，取引機会の創

出や人材育成，技術支援など総合的な支援を行います。 

製造品出荷額等（自動車産業分） 1,672億円（H19） → 4,100億円（H29） 

自動車産業

振興室 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

みやぎ企業立地奨励金事業 

  分野(3)① ５   基本目標２(2)  

設備投資に係る初期費用の負担を軽減することにより，企業立地を促進し，地

域産業の活性化及び雇用機会の拡大を図るため，県内に工場等を新設・増設した

企業に対して奨励金を交付します。 

奨励金交付企業数（社）［累計］ 0社（H20） → 245社（H29） 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

15 

地創 

企業立地促進法関連産業集積促進事業 

  基本目標２(2)  

市町村が行う企業誘致を促進・支援するため，工場用地整備に必要な資金を無

利子等で市町村に貸し付けます。 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（１）取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

16 

地創 

立地有望業界動向調査事業 

  基本目標２(2)  

設備投資が好調で，地域経済への波及効果が高いと見込まれる特定業界にター

ゲットを絞り，重点的な誘致活動を行います。 

高度電子機械関連企業等新規立地件数［累計］ 0社（H20） → 4社（H29） 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 

17 

地創 

名古屋産業立地センター運営事業 

  基本目標２(2)  

中京地区において，自動車関連企業を中心とした誘致活動等を強化し，本県へ

の企業集積及び地元企業の取引拡大等の一層の推進を図るため，名古屋産業立地

センターを運営します。 

宮城県への立地決定企業数［累計］  0社（H20） → 24社（H29） 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 

18 

地創 

情報通信関連企業立地促進奨励金（取組 4から再掲） 

                            基本目標１(3) ③  

技術波及や活性化につながる企業の誘致を通じて，情報産業の集積に取り組み

ます。 

情報通信関連企業立地件数［累計］ 0社（H20） → 6社程度（H29） 

情報産業振

興室 

Ｈ23～Ｈ32 

19 

震災 

地創 

クリーンエネルギーみやぎ創造事業（取組 27から再掲） 

                      分野(1)③ １   基本目標４(3)  

新たな産業集積と地球温暖化対策の両立を図りながら，真に豊かな「富県宮城」

の実現を目指すため，クリーンエネルギー関連産業の集積を促進するとともに，

クリーンエネルギーの先進的な利活用促進の取組や県内クリーンエネルギー関連

産業の取引拡大及び同製品の地産地消に向けた取組など，クリーンエネルギー産

業の振興に更に積極的に取り組みます。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

20 

震災 

地創 

省エネルギー・コスト削減実践支援事業（取組 27から再掲） 

             分野(1)③ １   基本目標４(3)  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，企業活動を継続し，かつ事業コストを削減

させるため，県内事業所における省エネルギー設備の導入を支援します。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

21 

震災 

地創 

新エネルギー設備導入支援事業（取組 27から再掲） 

   分野(1)③ １   基本目標４(3)  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，再生可能エネルギーの導入を促進するため，

県内事業所における新エネルギー設備の導入を支援します。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

22 

震災 

地創 

みやぎ新エネルギー・環境関連産業振興加速化事業（取組 27から再掲） 

  分野(1)③ １   基本目標４(3)  

今後も成長が期待される新エネルギー・環境関連産業分野における県内事業者

の取組を積極的に支援し，新エネルギー事業や関連する設備・デバイス等の製造

業分野での付加価値（取引量）の増大及び雇用の創出を目指します。 

環境政策課 Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

23 

震災 

地創 

水素エネルギー利活用推進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

環境負荷の低減，災害対応能力の強化，産業振興などで，大きな効果が期待さ

れる水素エネルギーの利活用推進に向け，東北で初めてとなる商用水素ステーシ

ョンの整備への助成や燃料電池自動車の普及促進を中心とした取組を積極的に進

め，「東北における水素社会先駆けの地」を目指します。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27→Ｈ32 

↓ 

Ｈ27～Ｈ28 
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第４章 １（１）取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

24 

震災 

地創 

燃料電池自動車導入推進事業（取組 27から再掲） 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入支援を行うとともに，ＦＣＶカーレンタル導

入実証によるＦＣＶの県民利用機会の拡大やＦＣバスの試験運行などによる水素

エネルギーの認知度向上と有用性に関する普及啓発を図ります。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

25 

震災 

地創 

水素ステーション導入促進事業（取組 27から再掲） 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

再生可能エネルギーを活用した水素ステーションの運用を行います。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

26 

震災 

地創 

水素エネルギー利活用普及促進事業（取組 27から再掲） 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

日常生活では馴染みの少ない水素エネルギーの普及に向けて県民向けのイベン

ト等を開催します。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

27 

震災 

地創 

水素エネルギー産業創出事業（取組 27から再掲） 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

水素エネルギーに関する将来の産業創出に向けて，県内事業者を対象に大学等

学術機関と連携した燃料電池・水素関連技術に関するセミナー等を開催します。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ29～Ｈ32 

28 

地創 

クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業（取組 27から再掲） 

             基本目標４(3)  

クリーンエネルギー・省エネルギー関連分野で新製品開発等を行う県内事業者

に対して技術開発等に要する経費の一部を補助し，関連新製品の実用化等を支援

することで，本県のクリーンエネルギー関連産業の振興を図ります。 

新製品開発支援件数[累計] 2件（H24） → 12件（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

29 

地創 

情報通信関連企業立地説明会開催事業（取組４から再掲） 

 基本目標１(3) ③  

首都圏での開発系ＩＴ企業等への立地セミナーの開催を通じて，情報産業の集

積に取り組みます。 

情報産業振

興室 

Ｈ29～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む） 

総事業費：１４，０９７百万円（うち県事業費：１３，９８１百万円） 

 

 

○ 取組１に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）① １ 復興企業相談助言事業 

02 （3）① １ 中小企業経営支援事業（取組 11から再掲） 

03 （3）① １ 中小企業施設設備復旧支援事業 

04 （3）① １ 中小企業等復旧・復興支援事業費補助金 

05 （3）① １ 企業立地資金貸付事業 

06 （3）① １ 工業立地促進資金貸付事業 

07 （3）① ３ 工業製品放射線関連風評被害対策事業 
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第４章 １（１）取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

No. 分野番号 事  業  名 

08 （3）① ４ ものづくり企業販路開拓・取引拡大支援事業 

09 （3）① ４ 仙台港国際ビジネスサポートセンター災害復旧・改修事業 
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第４章 １（１）取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促進 

取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促進 

 

 

 

行動方針 

◇ 高度技術産業の創出を目指した企業と学術研究機関との人材や技術の相互交流，共同

研究，ネットワーク形成等と，東北各県と連携した放射光施設など最先端研究施設の誘

致を推進します。 

◇ 県内学術研究機関や県内企業等による新技術開発等のプロジェクトに対する，国など

の大規模資金導入に向けた支援を行います。 

◇ 産学連携の研究成果を活用した革新的で競争力のある製品の開発支援と，地域産業の

活性化による魅力ある雇用の創出に取り組みます。 

◇ 独自技術を持つ企業の連携や，医工連携等の分野横断的な創造的研究による新製品等

の開発を支援します。 

◇ 県内企業及び県内学術研究機関が持つ知的財産・未利用特許等の技術シーズと市場ニ

ーズのマッチング等による活用を促進するとともに，その技術を利用した新製品等の開

発を支援します。 

◇ 産学官による技術高度化支援を通じた自動車関連産業，半導体・エネルギー，医療・

健康機器，航空機関連産業はもとより，今後新たな技術革新の進展が期待される分野に

おける取引の創出及び拡大を促進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

産学官連携数（件）［累計］ 
674件 

（H20年度） 

4,112件 

（H27年度） 

4,890件 

（H29年度） 

知的財産の支援（特許流通成約）件数（件）  

［累計］ 

160件 

（H20年度） 

227件 

（H27年度） 

240件 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

高度電子機械産業集積促進事業 

                    分野(3)① ４   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，県内企業及び関係機関で構

成する「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機械産

業の技術に関するセミナーや大型展示会への出展支援等を行います。 

製造品出荷額等（高度電子機械関連産業） 

 11,868億円（H19） → 10,449億円（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（１）取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

地創 

地域企業競争力強化支援事業 

  基本目標１(1) ④  

企業等との連携協力のもと，自動車関連・高度電子機械・食品製造等の分野に

関連する研究開発，技術移転を行い，地域企業の高付加価値製品の開発や実用化

を支援します。 

知的財産の支援（特許流通成約）累計件数［累計］ 

 160件（H20） → 240件（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ29 

03 

震災 

地創 

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業（取組 1から再掲） 

  分野(3)① ３   基本目標１(1) ④  

被災企業等が直面する技術的課題や新規参入及び取引拡大等に対応するため，

大学教員等を派遣するなど，技術的支援を行うほか，産学共同による研究会活動

を通じて，地域企業の技術力・提案力の向上を図ります。 

産学官連携数［累計］ 674件（H20） → 4,890件（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

地創 

起業家等育成支援事業（取組 1から再掲） 

  分野(3)① ４   基本目標１(1) ①  

震災復興に向けた新たな産業の創出のため，東北大学等との連携により新たな

事業活動を行う事業者のうち，経営基盤が脆弱な事業者に対し，東北大学に併設

されているビジネスインキュベータ「T-Biz」への入居賃料を補助します。 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 未利用熱活用設備開発事業（取組 27から再掲） 

 県内の温泉や工場廃熱等の未利用熱を利用した小型発電等のエネルギー活用設

備の設置適正を調査するとともに，地域に適した小型エネルギー再利用設備の技

術開発についての枠組を構築します。 

新産業振興

課 

Ｈ26 

06 潜熱利用蓄熱モジュール開発事業（取組 27から再掲） 

 中低温度域における潜熱利用蓄熱システムについて，蓄熱材の選定及び充填方

法・充填方法に応じた最適熱交換器の形状等を検討します。 

また，県内工場の排出形態に適した潜熱利用蓄熱モジュールの技術開発を行い

ます。 

新産業振興

課 

Ｈ27 

07 

地創 

知的財産活用推進事業 

     基本目標１(1) ⑤  

企業等における知的財産を活用した競争力の強化と経営の持続的発展を支援し

ます。 

知的財産の支援（特許流通成約）累計件数［累計］ 

 160件（H20） → 240件（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

地域イノベーション戦略支援プログラム事業 

 基本目標１(1) ⑤  

本県の産学官金の連携により策定した「地域イノベーション戦略」に基づき，

国際競争力を持つ医療機器産業クラスターの形成を支援します。 

新産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ28 

09 

震災 

地創 

新規参入・新産業創出等支援事業 

  分野(3)① ４   基本目標１(1) ④  

 高度電子機械産業や自動車産業分野等での新事業，新産業創出などを促進する

ため，産学官連携による技術高度化などを図るための技術・商品開発費用の一部

を支援するとともに，川下企業等への参入を目指して，試作開発等に取り組む県

内企業に対し，その費用の一部を助成し，新規参入の推進を図ります。 

製造品出荷額等（高度電子機械関連産業） 

 11,868億円（H19） → 10,449億円（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（１）取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 

地創 

デジタルエンジニアリング高度化支援事業 

 基本目標１(1) ④  

 県内ものづくり企業が，自動車や航空機，医療等の分野で新規参入や新産業創

出等を果たし，今後，幅広く活躍することができるよう，デジタルエンジニアの

育成等を支援します。 

新産業振興

課 

Ｈ28～Ｈ31 

 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：６９７百万円（うち県事業費：５１９百万円） 

 

 

○ 取組２に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）① ３ 産業技術総合センター技術支援事業 

02 （3）① ５ 革新的医療機器創出促進事業 

03 （3）① ５ 医療機器製造販売業等促進計画事業 
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取組３ 豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興 

 

 

 

行動方針 

◇ 高齢社会や健康志向等，消費者ニーズを反映した売れる商品づくりを促進します。 

◇ 農林漁業者や食品製造業者等との連携による農商工連携や６次産業化の取組を支援

します。 

◇ 県内での取引を活発にする企業間マッチングを支援します。 

◇ 食品製造業の商品開発力や販売力の強化を中心とした経営革新を促進します。 

◇ 産学官の連携や地域の食文化を生かした新たな商品開発を促進します。 

◇ 共同ブランドの創出などによる高付加価値化や生産性の向上，販路開拓に向けた異業

種を含む事業者間の協業に関する機運醸成と体制の構築を図ります。 

◇ 水産加工業のものづくり企業としての側面に着目した経営革新や生産性の向上，次世

代の業界を牽引する人材の育成に取り組みます。 

◇ 販売競争を優位に展開する県産食品の高付加価値化，ブランド化の一層の推進と，国

内外への積極的な発信を行います。 

◇ 県や関係機関の協力による大規模商談会の開催，首都圏や海外等で開催される国際規

模の商談会における県産食品の取引拡大や新たな販路開拓に向けた支援を行います。 

◇ 首都圏や海外等における市場調査やビジネスマッチングの支援を行います。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 
6,014億円 

（H19年） 

4,944億円 

(H26年) 

5,762億円 

(H29年) 

１事業所当たり粗付加価値額（食料品製造業）

（万円） 

22,535万円 

（H19年） 

25,798万円 

（H26年） 

28,429万円 

（H29年） 

企業立地件数（食品関連産業等）（件）［累計］ 

3件 

 

（H20年） 

73件 

(H22～H27年の累計) 

（H27年） 

51件 

(H26～H29年の累計) 

（H29年） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 地域産業振興事業 

各地方振興事務所（地域事務所を含む）が各圏域の復興状況や課題を踏まえ，

地域特性や農林水産物等の地域資源を効果的に活用し，市町村等と連携して早期

復興や地域産業の活性化を図ります。 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

震災 

水産加工業ビジネス復興支援事業 

  分野(4)③ ３  

 震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上げの回復が遅れており，人手

不足もあいまって非常に厳しい状況に置かれています。現状を打開し，高い競争

力を発揮するとともに，地域経済の再生を果たすため，課題解決を事業者ととも

に目指す伴走型支援組織を設置します。 

中小企業支

援室 

Ｈ28～Ｈ32 

03 

震災 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト 

 分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧ 

県内食産業の再構築を図るため，消費者や実需者のニーズに基づき，県内食品

製造業者が販路開拓を図る際に生じる「商品開発」，「人材育成」，「販売・商談」

などの課題に対し，総合的な支援を行います。 

※商品ブラッシュアップ専門家派遣事業 

※商談会マッチング強化事業   

※首都圏販路開拓支援事業    

※復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業 

※「選ばれる商品づくり」支援事業    

関連商談会における成約件数［累計］ 242件（H24） → 892件（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ32 

04 

震災 

地創 

ハラール対応食普及促進事業 

  分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

ハラール対応食の普及促進に向け，ハラール対応勉強会やハラール対応食試食

会を開催するとともに，ハラールに関する情報発信を実施します。 

また，ハラール認証取得やハラール製品製造に要する加工機器・資材費等の経

費の補助を行います。 

食産業振興

課 

Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

05 

地創 

地域産業振興事業（地方創生型）（取組 5から再掲） 

  基本目標１(1) ⑨  

各地方振興事務所（地域事務所を含む）が各圏域の復興状況や課題を踏まえた

モデル事業を実施し，地域課題の見える化とその対処に向けたモデルケースの構

築を図ります。 

富県宮城推

進室 

Ｈ27 

06 

地創 

非予算的手法：地域資源の活用等による創意ある取組を行う中小企業者及び農林

漁業者等への支援 

 基本目標１(1) ⑧  

中小企業地域資源活用促進法等に基づき，地域資源の活用等による創意ある取

組を行う中小企業者及び農林漁業者等への支援を行います。 

当該事業における国の認定件数［累計］ 

 56件（H19～H24） → 106件（H19～H29） 

富県宮城推

進室 

農林水産政

策室 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

07 

震災 

地創 

みやぎの農商工連携・６次産業化支援強化事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

農林漁業者が自ら，または商工業者（２次産業・３次産業者）と連携して取り

組む，地域資源を活用した新たな商品の開発や販路開拓等の事業を推進するため，

地域の実情を踏まえた農商工連携・６次産業化の取組の掘り起こしや推進を目的

として，各地方振興事務所等が中心となり，その取組を支援します。 

農商工等連携促進法，地域産業資源活用法及び六次産業化・地産地消法に基づく

国の認定件数［累計］  94件（H26） → 106件（H29） 

農林水産政

策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

08 

地創 

６次産業化ネットワーク活動交付金（取組 6から再掲） 

  基本目標１(1) ⑧  

農林漁業者と地域の様々な事業者等がネットワークを形成して行う６次産業化

の取組を支援するとともに，そのネットワークを活用した新商品開発や販路開拓

の取組及びその取組に必要な機械又は施設の整備を支援します。 

六次産業化・地産地消法に基づく認定件数［累計］ 

  65件（H26） → 67件（H29） 

農林水産政

策室 

Ｈ25～Ｈ32 

09 

地創 

地域でつくる！６次産業化「絶品」創出事業（取組 6から再掲） 

                            基本目標１(1) ⑧  

 販路を強く意識した商品ブラッシュアップと，販売ターゲットを明確にしたプ

ロモーションを展開する取組をモデル事業として実施し，県内の６次産業化に取

り組む農林漁業者へ啓発を行います。 

農林水産政

策室 

Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

10 

地創 

みやぎ６次産業化トライアル事業（取組 6から再掲） 

 基本目標１(1) ⑧  

６次産業化を目指すためのトライアルとして，初期段階の取組に必要な機械等

のハード整備と商品化等に向けての専門家派遣を組み合わせた支援を行います。 

当該事業により開発された商品数  0品（H28） → 10品（H29） 

農林水産政

策室 

Ｈ29～Ｈ32 

11 非予算的手法：企業訪問強化プロジェクト（取組 1から再掲） 

企業の現状やニーズの把握・発掘，相談への対応を的確に行うとともに，行政

の施策内容や各種情報を迅速に提供し，富県宮城の実現に向けた産業活動を支援

します。 

あわせて，市町村等と一体となったワンストップサービスの実現にも寄与しま

す。 

企業訪問件数［累計］ 4,441件（H22～H24） → 4,500件（H26～H29） 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

12 

震災 

地創 

食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業 

県産食材のブランド化を推進するとともに，地域イメージである「食材王国み

やぎ」の全国的な定着を目指します。 

※県産ブランド品確立支援事業      分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

※地域イメージ確立推進事業                 分野(4)④ ３  

※みやぎの「食」ブランド復興支援事業            分野(4)④ ３  

「食材王国みやぎ」ロゴ使用申請件数［累計］ 146件（H22） → 413件（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

首都圏県産品販売等拠点運営事業 

 分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県産品の紹介・販路拡大及び観光案内・宣伝のほか，被災した県内事業者の復

興を支援するため，首都圏アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」の運営管理

を行います。 

アンテナショップの買上客数［年間］ 766人/日（H20） → 1,000人/日（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

首都圏県産品販売等拠点施設機能強化事業 

 分野(4)④ ２  

東京アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」の持つ各種機能の強化を図り,

被災した県内事業者の復興を支援するとともに,産業振興の推進を図ります。 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ27 

15 

震災 

地創 

県産品販路開拓バックアップ事業 

 分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

首都圏及び関西圏向けの専任スタッフを配置し,県産品をバイヤー等に売り込

むことにより,その販路の開拓及び販売の拡大を図ります。  

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

16 

震災 

地創 

宮城県産品販路拡大サポート事業 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

首都圏の卸・小売業者等との商談を円滑に進めるための商談シートの整備や県

内事業者の販路開拓ニーズの掘り起こし等を行うことにより,県産品の販路回

復・拡大を図ります。 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 

17 

震災 

地創 

県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

宮城県食品輸出促進協議会と連携し，セミナー等の開催や商談会の実施により，

輸出に取り組もうとする県内事業者の販路拡大を支援します。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

18 

震災 

地創 

輸出基幹品目販路開拓事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物を輸出する際の基幹となる品目を定め，輸出基幹品目のプロモ

ーションや継続的な取引への支援等を実施することにより，海外市場でのより実

効的な販路開拓を行います。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

19 

震災 

地創 

県産農林水産物等海外インターネット販売支援事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物等の輸出を促進するに当たり,県内事業者が新たな販路として

海外市場を認識し，輸出に取り組む事業者及び輸出品目を増やすことを目的とし

て，海外インターネット通販による機会を提供し，輸出拡大に向けた機運醸成と

販路開拓の支援を行います。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ28 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む） 

総事業費：２，２２５百万円（うち県事業費：１，９７２百万円） 

 

 

○ 取組３に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）① １ 中小企業等復旧・復興支援事業費補助金（取組 1から再掲） 

02 （4）④ ２ 物産展等開催事業 

03 （4）④ ２ 県外事務所県産品販路拡大事業 

04 （4）④ ３ みやぎの園芸・畜産物消費拡大事業 
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（２）観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化 

 

取組４ 高付加価値型サービス産業・情報関連産業及び地域商業の振興 

 

 

 

行動方針 

◇ 地域経済を活性化させる新たなビジネスモデルの構築や，グローバル化や流通の合理

化など，経済構造の変化に対応した新たな事業展開に対するアドバイス機能等を充実さ

せます。 

◇ コミュニティビジネス等の地域や生活に密着したサービス業への支援や，地域から生

まれるベンチャービジネスへの創業を支援します。 

◇ 地域内外から多くの人が集まる魅力ある商店街の構築に向けた支援を行います。 

◇ 地域における小規模事業者の持続可能性確保に向けた次世代の育成や後継者の確保

等の事業承継に関する支援を行います。 

◇ 商店街の空き店舗等を活用したインキュベーション施設の開設を支援します。 

◇ 自動車関連産業等ものづくり産業の振興にもつながる組込みソフトウエア開発企業

など情報関連産業の戦略的な誘致を促進します。 

◇ 起業や産業の創出・育成に向けたＩＣＴのフル活用や農林水産業，観光業等をはじめ，

様々な分野や幅広い場面における積極的かつ効果的なＩＣＴの利活用を促進します。 

◇ 情報関連産業をはじめ，幅広い分野で活躍できるＩＣＴ人材の育成及び確保に向けた

支援を行います。 

◇ ＩｏＴデバイスや車載電子機器等の組込みソフト，ＡＩなど，成長が期待される分野への

参入や取引拡大を目指した技術習得，人材交流，商品開発に向けた取組を支援します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

サービス業の付加価値額（億円） 
22,129億円 

（H18年度） 

23,114億円 

（H26年度） 

23,997億円 

（H29年度） 

情報関連産業売上高（億円） 
2,262億円 

（H19年度） 

2,253億円 

（H26年度） 

3,020億円 

（H29年度） 

企業立地件数（開発系ＩＴ企業（ソフトウェア

開発企業））（社）［累計］ 

0社 

（H20年度） 

1社 

（H27年度） 

6社 

（H29年度） 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

商店街再生加速化支援事業   

 分野(3)② ４  

少子高齢化や震災による環境の変化に直面している地域商店街が，社会問題に

対応できる商店街として発展するための支援を行います。 

商店街再生加速化計画策定数［累計］ 0件（H24） →  12件（H29） 

商工金融課 Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

地創 

まちなか創業チャレンジャー支援事業 

 基本目標１(1) ①  

 創業・第二創業者に対する創業支援及びその体制を強化する取組を実施する商

工団体等を支援することにより，地域における創業・第二創業の促進及び地域経

済の活性化・雇用創出を図ります。 

商工金融課 Ｈ27～Ｈ31 

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

03 中心市街地商業活性化計画策定支援事業（取組 24から再掲） 

市町村等による中心市街地活性化基本計画の安定支援などを通じて地域商業の

活性化を支援します。   

また，中心市街地活性化基本計画において定められた市街地改善のための公共

公益施設の整備を支援します。 

中心市街地活性化基本計画策定数［累計］ 0件（H20） → 4件（H29） 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

04 

震災 

商談会開催支援事業 

 分野(3)② １  

震災により販路を喪失した商工業者の販路回復・拡大のため，中小企業支援団

体が開催する商談会等に係る経費を補助します。 

商工金融課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 

05 仙石線多賀城地区連続立体交差事業（取組 24から再掲） 

踏切による交通渋滞や中心市街地の分断を解消するため，多賀城駅付近におけ

るＪＲ仙石線の高架化を行います。 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

06 

震災 

市街地再開発事業（取組 24から再掲） 

 分野(5)④ １  

住宅供給や中心市街地活性化を促進し，都市機能の復興を図るため，市街地再

開発事業を実施します。 

事業完了地区 0地区（H25） → 多賀城駅北地区（多賀城市）1地区完成（H28） 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ25～Ｈ28 

 

07 

震災 

地創 

地域ＩＣＴ利活用コーディネート事業 

 分野(3)① ３   基本目標１(3) ①  

 地域社会の様々な分野や場面における効果的なＩＣＴ普及・活用のためのコー

ディネート業務を行い，社会的効用が大きいと期待される事案の社会実装を進め

るための事業化マッチングを行います。 

情報政策課 Ｈ28～Ｈ30 

08 

震災 

地創 

みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進事業 

 分野(3)② ５   基本目標１(1) ⑤  

情報関連産業において，特定分野等へ県内ＩＴ企業の技術者を派遣し，ＯＪＴ・

共同研究による知識・技術の習得を図るとともに，震災による発注減等の影響に

より売上高が減少している県内中小ＩＴ企業などの域外からの市場獲得を後押し

するため，首都圏等で開催される展示会への地域ＩＴ関連企業などの出展を支援

します。 

情報産業振

興室 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

地創 

みやぎＩＴ商品販売・導入促進事業 

 基本目標１(1) ⑦  

地域産業が求めるＩＴ商品の開発を支援するとともに，優れたＩＴ商品を認定

し，その商品の販売・導入を支援することにより，情報関連産業の振興と地域産

業のＩＴ化を推進します。 

情報産業振

興室 

Ｈ23～Ｈ32 

10 

地創 

みやぎＩＴ技術者等確保・育成支援事業 

 基本目標１(3) ③  

情報関連産業において，市場拡大が期待される分野で必要とされる人材の育成

を支援します。 

情報産業振

興室 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

11 

地創 

情報通信関連企業立地促進奨励金 

 基本目標１(3) ③  

技術波及や活性化につながる企業の誘致を通じて，情報産業の集積に取り組み

ます。 

情報通信関連企業立地件数［累計］ 0社（H20） → 6社程度（H29） 

情報産業振

興室 

Ｈ23～Ｈ32 

12 

地創 

ＩＴ産業事務系人材育成事業 

  基本目標１(2) ①  

県内ＩＴ企業等の事務職に従事するために必要な知識や技術と就業に必要な接

遇等の研修を実施することにより，事業者が求める即戦力となる人材の供給を促

進します。 

情報産業振

興室 

Ｈ25～Ｈ29 

13 

地創 

ＩＣＴ技術者ＵＩＪターン等促進事業 

 基本目標２(1)  

 地方創生において重要な役割を担う県内情報サービス産業の中核的人材である

技術系人材を確保・育成するため，県内求職者に対して合同面接会などの情報発

信の他，就業後に高度教育プログラムを提供することにより，ＩＣＴ技術者の確

保を支援します。 

情報産業振

興室 

Ｈ27～Ｈ30 

↓ 

Ｈ27～Ｈ28 

14 

地創 

情報通信関連企業立地説明会開催事業 

 基本目標１(3) ③  

首都圏での開発系ＩＴ企業等への立地セミナーの開催を通じて，情報産業の集

積に取り組みます。 

情報産業振

興室 

Ｈ29～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：７，９７１百万円（うち県事業費：１，２４９百万円） 

 

 

○ 取組４に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）① １ 中小企業等復旧・復興支援事業費補助金（取組 1から再掲） 

02 （3）② １ がんばる商店街復興支援事業 

03 （3）② １ 商業機能回復支援事業 

04 （3）② ３ 被災商工会等施設等復旧支援事業 

05 （3）② ３ 小規模事業経営支援事業費補助金 

06 （3）② ４ 中小企業経営革新・創業支援セミナー等開催事業 
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取組５ 地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現 

 

 

 

行動方針 

◇ 各種観光キャンペーンなど催し物や行事を活用した積極的な誘客活動を推進します。 

◇ テレビやインターネットなど多様な広報媒体を複合的に組み合わせた効果的な情報

展開を行います。 

◇ 海の玄関口である仙台塩釜港（仙台港区）及び港周辺地域の新たな魅力やイメージの

創造・発信に取り組みます。 

◇ プロスポーツ等と連携したイメージアップによる旅行意欲の喚起や，２０２０年東京

オリンピック・パラリンピックを契機とした誘客につながる取組を推進します。 

◇ ｢政宗が育んだ“伊達”な文化｣が日本遺産に認定されたことを契機とした文化財の観

光活用による交流を促進します。 

◇ 日本三景松島をはじめとする景観や温泉，食材などの宮城らしい資源を生かし，地域

が連携した体験・滞在型観光の発掘・整備を取り組みます。 

◇ 自然環境や伝統文化などを活用したグリーン・ツーリズム及びエコツーリズム推進体

制を整備・支援します。 

◇ 地域一体となったもてなしの心向上のための取組強化や，だれもが安全安心に観光で

きる環境づくりを促進します。 

◇ 観光施設及び案内板・標識，無料公衆無線ＬＡＮ（フリーWi-Fi）の整備，バリアフ

リー・ユニバーサルデザインの普及推進による観光客受入態勢の整備拡充を行います。 

◇ マーケティングに基づいた新たな旅行ニーズへの対応と多言語表示等の整備など外

国人が旅行しやすい環境を整備します。 

◇ 外国人観光客や中部以西からの観光客など対象を絞った戦略的な誘致を推進します。 

◇ 東北観光の復興に向けた仙台市，松島湾エリア及び仙台空港周辺を対象とする復興観

光拠点都市圏の形成に取り組みます。 

◇ 広域観光周遊ルートの設定や仙台空港民営化等を契機とした東北が一体となった各

種プロモーション活動などの広域観光に向けた取組を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

観光客入込数（万人） 
5,679万人 

（H20年） 

6,066万人 

（H27年） 

6,700万人 

（H29年） 

観光消費額（億円） 
5,751億円 

（H20年） 

4,536億円 

（H27年） 

6,000億円 

（H29年） 

外国人観光客宿泊者数（万人） 
7.5万人 

（H24年） 

16.1万人 

（H27年） 

16万人 

（H29年） 

主要な都市農山漁村交流拠点施設の利用人口

（万人） 

868万人 

（H20年度） 

1,298 万人 

（H27 年度） 

1,430万人 

（H29年度） 
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【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 県外向け広報事業 

県外向けの広報番組を放送し，宮城の観光資源や食材・物産，復興の状況等を

ＰＲします。 

広報課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

02 

震災 

地創 

仙台・宮城観光キャンペーン推進事業 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

県内外の一般消費者及び旅行エージェントや報道関係者などに対し，本県の観

光の情報や復興の状況を正確に伝えることにより観光客の誘致を図るため，関係

自治体等と協力して観光キャンペーンなどを実施します。 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

非予算的手法：秋の行楽みやぎ路誘客大作戦～秋色満載みやぎ・やまがたの観光

～ 

 基本目標１(1) ⑨  

秋の紅葉の時期に，東北自動車道の国見サービスエリア内に観光案内所を開設

し，本県観光地までのルート案内や見どころ紹介等観光情報の発信を積極的に行

います。 

観光案内所来所者数［年間］ 2,171人（H20） → 2,500人（H29） 

観光課 Ｈ23～Ｈ29 

04 

震災 

地創 

県外観光客支援事業 

  分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

県外観光客に本県を快適に観光していただくため，教育旅行・インセンティブ

ツアーについては「みやぎ教育旅行等コーディネート支援センター」，復興ツーリ

ズムについては「みやぎ観光復興支援センター」を設置し，旅行会社や学校，企

業に対して観光情報を提供するとともに，被災地の受入先とマッチングを行いま

す。 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

05 

地創 

映画タイアップ型観光プロモーション事業 

 基本目標１(1) ⑨  

本県を題材とした映画が全国上映されることに併せ，本県の自然景観や食，伝

統工芸等の観光資源をプロモーションすることにより，本県への誘客を促し，観

光客入込数の増加を目指します。 

観光課 

国際経済・

交流課 

Ｈ27 

06 

震災 

留学生協働事業 

                              分野(3)② ７  

留学生の外国人としての視点を活用し，外国人を対象にした商品やサービスの

開発･改良のほか，販路開拓･拡大を目指します。また，本県の観光地などモニタ

ーツアーを開催し，外国人目線での魅力や外国人受入れ態勢の評価などをＳＮＳ

等を通じて母国をはじめとする海外に広く発信してもらいます。 

国際経済・

交流課 

Ｈ28～Ｈ32 

07 仙台港周辺地域における賑わい創出事業 

                            

官民一体で，仙台港周辺地域の新たなイメージ定着や誘客に向けた取組を進め

るとともに，賑わいの創出を継続していくための推進体制の整備を進めます。 

公営事業課 Ｈ27～Ｈ32 

08 

地創 

みやぎ観光戦略受入基盤整備事業 

 基本目標１(1) ⑨  

あらゆる観光客の安全な利用に配慮した自然公園施設の再整備や，観光客が広

域的に移動しやすい環境整備のため，観光案内板等の整備を促進します。 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

09 

地創 

宮城県グリーン製品を活用した公園施設整備事業 

 基本目標１(1) ⑨  

平成元から８年頃に整備した東北自然歩道「新・奥の細道」の案内看板等が老

朽化したため，撤去を行うとともに引き続き必要な個所には新しい案内看板を設

置します。 

観光課 Ｈ24～Ｈ31 

10 

震災 

地創 

沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業 

  分野(3)② ６   基本目標１(1) ⑨  

沿岸部で宿泊施設や観光集客施設の立地等により地域の交流人口拡大に貢献す

るモデル事業者を支援します。 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

11 仙台・宮城おもてなし態勢向上事業 

 仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」を活用した本県観光のＰＲ活動

により，県内への誘客を図ります。 

観光課 Ｈ28～Ｈ32 

12 

震災 

地創 

魅力あふれる松島湾観光創生事業 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

 松島湾エリアの３市３町と連携して観光資源の発掘と磨き上げを行い，広域連

携による観光地域づくりに向けた事業を展開します。 

観光課 Ｈ27～Ｈ29

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

13 

地創 

グリーン・ツーリズム促進支援事業 

 基本目標１(1) ⑨  

都市住民と農山漁村の住民が，交流活動を通じて互いに支え合い，関係者全員

が前向きに楽しく活動を継続できるグリーン・ツーリズムを目指し，推進環境の

整備，人材育成，情報発信，地域活動の活性化に係る支援を行います。 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

みやぎ農山漁村交流促進事業 

 分野(4)① ４   基本目標１(1) ⑨  

 農林漁業体験受入に取り組む地域グリーン・ツーリズム実践団体を対象とし，

農山漁村における宿泊体験や情報発信ＰＲ活動等に係る事業費を補助し，震災復

興や都市と農山漁村の交流促進を図り，新たなひとの流れをつくります。 

農村振興課 Ｈ26～Ｈ29 

15 

地創 

地域間交流促進基盤整備事業 

  基本目標１(1) ⑨  

仙台市秋保地区と山形市山寺地区を結ぶ県営林道「二口線」を整備し，両県の

観光資源を活かした交流人口の拡大を図ります。 

相互交流人口[年間]  9,000人（H27） → 40,000人（H30） 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ29 

16 

震災 

地創 

文化財の観光活用による地域交流の促進事業 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑩  

地域の歴史，町並み，文化の象徴である本県の文化財を一体的に活用し，観光・

産業資源として地域活性化を図るため，国内外の観光客に対して情報発信を行い

ます。 

文化財保護

課 

Ｈ27～Ｈ31 

17 

震災 

地創 

「“伊達”な文化」魅力発信推進事業 

  分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑩  

文化庁の日本遺産に平成 28 年度認定された「政宗が育んだ“伊達”な文化」の

魅力に関する積極的な情報発信や普及啓発等を通して，地域の活性化に取り組む

とともに，関係市町と連携し，新たな日本遺産の認定に向けた取組を推進します。 

文化財保護

課 

Ｈ28～Ｈ32 

18 地域産業振興事業（取組 3から再掲） 

各地方振興事務所（地域事務所を含む）が各圏域の復興状況や課題を踏まえ，

地域特性や農林水産物等の地域資源を効果的に活用し，市町村等と連携して早期

復興や地域産業の活性化を図ります。 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

19 

地創 

地域産業振興事業（地方創生型） 

  基本目標１(1) ⑨  

各地方振興事務所（地域事務所を含む）が各圏域の復興状況や課題を踏まえた

モデル事業を実施し，地域課題の見える化とその対処に向けたモデルケースの構

築を図ります。 

富県宮城推

進室 

Ｈ27 

20 

地創 

みやぎエコ・ツーリズム推進事業（取組 29から再掲） 

 基本目標１(1) ⑨  

エコの視点を取り入れた観光施策を実施し，観光地の環境保全を図りながら，

エコに関する県民意識の向上を促します。 

公共交通機関利用者［年間］ 0人（H24） → 1,200人（H29） 

観光課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

21 

地創 

観光集客施設無線ＬＡＮ設置支援事業 

 基本目標１(1) ⑨  

県内の宿泊施設，観光集客施設への無線ＬＡＮ機器の設置を促し，パソコン，

スマートフォンやタブレットなどでの観光情報等の入手環境を向上させるため，

機器を設置する事業者に対し補助を行います。 

観光課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 

22 

震災 

地創 

インバウンド誘客拡大受入環境整備事業 

 分野(3)② ７   基本目標１(1) ⑨  

 東京オリンピックの県内開催等を踏まえ，外国人が安心して旅行しやすい環境

の整備を行うための事業を展開します。 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

23 

地創 

外国人観光客受入環境整備促進事業  

                          基本目標１(1) ⑨  

宿泊施設や観光集客施設に外国語の施設案内看板の設置やパンフレット作成の

ほか，無料公衆無線ＬＡＮの設置等を実施する事業者に対し補助を行います。 

観光課 Ｈ29～Ｈ32 

24 

震災 

地創 

留学生等を活用した外国人観光客誘致促進事業 

 分野(2)③ ４   基本目標１(1) ⑨  

外国人観光客の誘致促進を目的として，県内留学生及び駐日大使館職員を対象

としたモニターツアーを実施します。 

国際経済・

交流課 

Ｈ27 

25 

震災 

地創 

サインの多言語化表記による訪日外国人誘致促進事業 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

 県内の集客施設等におけるサイン（案内表示，標識等）の多言語化表示を推進

することにより，訪日外国人が安心かつ容易に移動し，視察や観光資源を楽しみ，

また，良好な地域イメージを抱いていただける環境を醸成し，ＭＩＣＥの誘致活

動の円滑な推進及び地域の活性化促進を図ります。 

国際経済・

交流課 

Ｈ28～Ｈ31 

↓ 

Ｈ28 

26 

地創 

「観光力強化」のための交通環境整備事業 

 基本目標１(1) ⑨  

 地理的条件や既存交通網を活用し，マイカーやバスで気軽に観光地へアクセス

できる交通環境の更なる充実を図り，交通の利便性など観光に係る魅力や優位性

を積極的にアピールできる交通環境を構築します。 

警察本部交

通規制課 

Ｈ28～Ｈ32 

27 

震災 

地創 

ハラール対応食普及促進事業（取組 3から再掲） 

  分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

ハラール対応食の普及促進に向け，ハラール対応勉強会やハラール対応食試食

会を開催するとともに，ハラールに関する情報発信を実施します。 

また，ハラール認証取得やハラール製品製造に要する加工機器・資材費等の経

費の補助を行います。 

食産業振興

課 

Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

28 

震災 

無料公衆無線 LAN整備事業 

 分野(3)② ７  

 ICT を利活用しながら国内外からの集客力を強化するための基本的インフラと

して，県有施設への無料 Wi-Fi（みやぎ FreeWi-Fi）の整備を進めるとともに，情

報コンテンツの提供により一層の利便性向上と情報発信力の強化に取り組むも

の。 

情報政策課 Ｈ28～Ｈ32 

29 

震災 

地創 

仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港の旅客数及び貨物取扱量の更なる増加に向けて，仙台空港に就航して

いる LCC と連携したプロモーションの実施や，貨物取扱事業者等を対象としたセ

ミナーの開催などにより，航空旅客・貨物需要の創出を図ります。 

空港臨空地

域課 

Ｈ25～Ｈ32 

30 

震災 

観光復興緊急対策事業 

 分野(3)② ９  

震災により県内観光に大きな影響が生じていることから，県内外からの誘客を

早急に進めるため，正確な観光情報の提供や誘客キャラバン等を実施します。 

観光課 Ｈ23～Ｈ29

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

31 

震災 

地創 

外国人観光客災害復興緊急誘致促進事業 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

震災の発生以降，大幅に減少している外国人観光客の積極的な誘致を図るため，

観光地の復興等について正確な情報を提供するとともに，海外において誘客プロ

モーションを行います。 

外国人観光客宿泊者数［年間］ 47,860人（H23） → 160,000人（H29） 

観光課 

  

Ｈ25～Ｈ32 

32 

震災 

みやぎ観光復興イメージアップ事業  

 分野(3)② ９  

震災の発生に伴い，県内への観光にも大きな影響が生じていることから，本県

のイメージアップや県内への旅行意欲の喚起を図るため，ＪＲ等と連携した首都

圏ＰＲを行います。 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

33 

地創 

 

外国人観光客誘致促進事業 

 基本目標１(1) ⑨  

海外からの観光客誘致促進のために各種プロモーション事業を実施します。 

外国人観光客宿泊者数［年間］ 47,860人（H23） → 160,000人（H29） 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

34 

地創 

教育旅行誘致促進事業 

 基本目標１(1) ⑨  

高まりつつある宮城の知名度を生かしながら，更なるイメージアップを図り，

国内からの観光客等の誘致を促進します。 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

35 

震災 

地創 

仙台空港活用誘客特別対策事業 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港就航地において，航空会社とも連携した観光ＰＲ活動を実施し，誘客

を促進します。 

観光課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ28 

36 インセンティブツアー誘致促進事業 

インセンティブツアーを誘致するために，東北観光推進機構や東北経済連合会

等と連携し，海外プロモーションと招請事業を行います。 

観光課 Ｈ26 

↓ 

Ｈ26～Ｈ27 

37 

震災 

地創 

航空会社と連携した観光キャンペーン事業 

 分野(3)② ８   基本目標１(1) ⑨  

航空機を利用した誘客強化を図るため，航空会社と連携した航空版の観光キャ

ンペーンを展開します。 

観光課 Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

38 仙台空港おもてなし促進事業 

 仙台空港におけるおもてなしの強化や観光情報の発信を強化することを通じ

て，国内外からの観光客誘致を促進します。 

観光課 Ｈ28～Ｈ32 

↓ 

Ｈ28 

39 

震災 

地創 

空港機能を活用した国外プロモーション活動等事業 

  分野(3)② ６   基本目標１(1) ⑨  

空港機能を活用し，広域観光連携による新たな地域観光ルートを紹介するほか，

アニメコンテンツ等を活用して外国人観光客を誘致する等，仙台空港の利用を促

進することで，地域経済の活性化に結びつけます。 

仙台空港国際線乗降客数  167千人（H26） → 450千人（H28） 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

40 

震災 

地創 

東北各県等の連携による外国人観光客誘致促進事業 

   分野(3)② ７   基本目標１(1) ⑨  

東北の地域が一体となった外国人旅行客の誘致を推進するため，東北観光推進

機構及び東北各県との連携によるプロモーション活動や情報発信を行うととも

に，東北の豊富な観光資源を活かして広域周遊観光を推進します。 

観光課 Ｈ28～Ｈ32 

41 

震災 

地創 

インバウンド誘致促進事業 

 分野(3)② ７   基本目標１(1) ⑨  

 「仙台・宮城インバウンド推進協議会」において，東北観光復興対策交付金を

活用した効果的なインバウンド事業の検討を重ねて，プロポーザル方式による事

業提案を実施します。 

観光課 Ｈ29～Ｈ30 

 

42 

震災 

仙台空港を拠点としたインバウンド促進事業 

 分野(3)② ７  

 東北のグローバル・ゲートウェイである仙台空港を拠点に， 海外からの誘客促

進を図るため，国際線の需要喚起や外国人観光客の受入環境の整備等に取り組み

ます。 

 仙台空港国際線乗降客数  167千人（H26） → 500千人（H29） 

空港臨空地

域課 

Ｈ29 

43 

震災 

三陸地域広域連携インバウンド対応事業 

 分野(3)②７  

 三陸地域の自治体が連携し，当該エリアの多言語観光案内板を設置し，外国人

観光客が安心して旅行できる環境を整備します。 

観光課 Ｈ29 

44 

震災 

 

冬の観光キャンペーン推進事業 

 分野(3)②９  

 温泉県としてのポテンシャルを最大限活かした観光需要を拡大させるため，Ｊ

Ｒ東日本による取組と連携した県内各地域の温泉への誘客を図るキャンペーンを

実施します。 

観光課 Ｈ29～Ｈ30 

 

45 

震災 

地創 

仙台・松島復興観光拠点都市圏事業 

 分野(3)②７   基本目標１(1) ⑨  

 仙台市，仙台空港周辺及び松島湾エリアを対象に「仙台・松島復興観光拠点都

市圏」を形成するため，観光資源の磨き上げや受入体制整備といった受入環境の

整備について重点的に取り組みます。 

観光課 Ｈ29～Ｈ30 

46 

震災 

 

台湾向け本県ＰＲ番組放送事業 

 分野(3)②７  

 台湾で人気の高いテレビドラマロケ地の誘致や本県の魅力を伝える台湾向けテ

レビ番組の制作等を行い，テレビ視聴者へ効果的に本県の魅力をＰＲしすること

により，台湾からの観光客の増加を目指します。 

国際経済・

交流課 

Ｈ28 
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○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：５，４２６百万円（うち県事業費：５，１９２百万円） 

 

 

○ 取組５に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）② ６ 観光施設再生・立地支援事業 

02 （3）② ６ 自然公園施設災害復旧事業 

03 （3）② ６ 松島公園津波防災緑地整備事業 

04 （3）② ６ 気仙沼大島地域観光再生支援事業 

05 （3）② ６ 沿岸部観光復興情報等発信事業 

06 （3）② ６ 唐桑半島ビジターセンター改修事業 

07 （3）② ９ 地域産業振興事業（復興推進型） 

08 （3）② ９ みやぎ復興ツーリズム推進事業 

09 （3）② ９ 風評被害等観光客実態調査事業 

10 （3）② ９ 東南アジア等地域外国人観光客受入基盤整備事業 

11 （3）② ９ 仙台空港おもてなし促進事業【緊急雇用創出事業】 

12 （3）② ９ 観光復興映像制作事業 

13 （3）② ９ 次世代の観光担い手による観光ルート発掘事業 

14 （3）② ９ 市町村観光物産展支援事業 

15 （3）② ９ 日本三景松島再発見プロジェクト事業 

16 （3）② ９ 市町村観光協会等情報発信強化事業 

17 （3）② ９ 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会ホームページ等情報管理発信事業 

18 （3）② ９ 仙台・宮城おもてなし態勢向上事業【緊急雇用創出事業】 

19 （3）② ９ 宮城県観光ＰＲ動画拡充事業 

20 （3）② ６ 松島水族館跡地利活用事業 

21 （3）② ６ 松島水族館跡地利用施設整備事業 

22 （3）② ７ 圏域別連携による外国人観光客誘致促進事業 

23 （3）② ７ 香港等からの観光客誘客促進事業 

24 （3）② ７ 首都圏在住留学生モニターツアー 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

（３）地域経済を支える農林水産業の競争力強化 

 

取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

 

 

 

行動方針 

◇ 戦略的な水稲新品種の導入による宮城米の販売，ブランド力の強化を図ります。 

◇ 「食材王国みやぎ」を支える県産農林水産物のブランド化を推進します。 

◇ 安全安心な農林水産物の生産と安定供給体制の確立を支援します。 

◇ 消費者ニーズに即し，かつ競争力のある農林水産物及び加工品の生産や，地域資源の

新たな価値の創出とその価値の発信を担うことの出来る企業的経営感覚を有した生産

者や法人を育成します。 

◇ 農地の適切な保全と農地中間管理機構等と連携した農地の大区画化・集約化や法人化

により経営体の強化を推進します。 

◇ ＩＣＴの活用をはじめとした先進的な技術導入支援や次世代型施設園芸拠点整備の

取組など地域の担い手の実情に沿った産地化を推進します。  

◇ 他産業のノウハウを取り込んだ付加価値の高いアグリビジネスの振興に取り組みます。 

◇ 水産資源の適切な保全と管理，養殖や増殖の推進及び生育環境の保全と改善に取り組

みます。 

◇ 収益性の高い漁業生産体制や養殖生産物の高品質化，水産加工クラスター及び種苗生

産体制を構築します。 

◇ 漁業経営の法人化・協業化や水産業復興特区等による強い経営体の育成を推進します。 

◇ 震災後に新たに建設された魚市場の機能の強化等による水揚げ確保に取り組みます。 

◇ 畜産業における生産基盤の強化と畜産経営体の安定化を推進します。 

◇ 計画的な森林施業から木材流通に至る生産経費の低減，良質な製材品の生産等を促進

します。 

◇ ＣＬＴや木質バイオマスなど新たな木材利用を見込んだ木材供給体制を整備します。 

◇ 農林水産業の担い手不足を補うため，作業の省力化につながる技術の導入や機械施設

の整備を推進します。 

◇ 東アジアや東南アジア市場等に向けた県産食品の輸出を促進します。 

◇ 農林水産業と流通加工業等とのビジネスマッチングの推進支援を強化します。 

◇ 農商工連携や６次産業化による新たな商品の開発・販路開拓等の取組を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

農業産出額（億円） 
1,875億円 

（H20年） 

1,741億円 

（H27年） 

1,821億円 

（H29年） 

水田フル活用・生産調整地内の作付率（％） 
77.8％ 

（H20年度） 

83.8％ 

（H26年度） 

86.0％ 

（H29年度） 

飼料用米の作付面積(ha) 
153ha 

（H20年度） 

4,850ha 

（H27年度） 

5,900ha 

（H29年度） 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

園芸作物産出額（億円） 
345 億円 

（H19年） 

329億円 

（H27年） 

418億円 

（H29年） 

アグリビジネス経営体数（経営体） 
58 経営体 

（H20年度） 

100経営体 

（H27年度） 

120経営体 

（H29年度） 

林業産出額（億円） 
90億円 

（H19年） 

80億円 

（H26年） 

89億円 

（H29年） 

優良みやぎ材の出荷量（㎥） 
22,900㎥ 

（H20年度） 

29,673㎥ 

（H27年度） 

39,000㎥ 

（H29年度） 

漁業生産額（億円） 
808 億円 

（H19年） 

668億円 

（H26年） 

777億円 

（H29年） 

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・ 

塩釜）における水揚金額（億円） 

716 億円 

（H20年） 

567億円 

（H28年） 

602億円 

（H29年） 

水産加工品出荷額（億円） 
2,817億円 

（H19年） 

1,721億円 

（H26年） 

2,582億円 

（H29年） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

地創 

みやぎの「金のいぶき」産地確立支援事業 

 基本目標１(1) ⑧  

 農業の成長産業化に向け，有望な地域資源である「金のいぶき」等の玄米食用

玄米の流通体制を早急に構築するとともに，「宮城」の「金のいぶき」の知名度向

上を図る。 

宮城県における平成 28年産「金のいぶき」作付面積 

  75ha（H27） → 200ha（H28） 

農林水産政

策室 

Ｈ27 

02 

震災 

宮城米広報宣伝事業 

 分野(4)④ ３  

「米どころ宮城」の知名度を維持し，更なる消費及び販路の拡大を図るため，

宮城米マーケティング推進機構を実施主体として，広報宣伝事業，首都圏等大消

費地ＰＲ等を行います。 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

みやぎの「金のいぶき」生産拡大事業 

 基本目標１(1) ⑧  

「金のいぶき」のブランドの創造と広報・啓発等を行い,家庭への普及や飲食店

など新たな需要を開拓し,生産拡大を図ります。 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ30 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

04 

地創 

宮城米産地強化対策事業 

 基本目標１(1) ⑧  

地域ブランド米や環境保全米の取組をレベルアップするとともに直播栽培の推

進や有望品種の活用により，農業者が安定的な生産と経営が行えるよう支援しま

す。 

一等米比率 77.1％（H20） → 90.0％以上（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

05 

地創 

新「みやぎ米」創出戦略事業 

 基本目標１(1) ⑧  

水稲新品種の戦略的な導入を行うとともに，特色ある米づくりを活かした「地

域ブランド米」創出に向けた支援や低コスト・省力化に向けた支援を行うことに

より，宮城米全体の評価向上と稲作農家の経営安定を図ります。 

水稲新品種作付面積 －（H23） → 1,600ha【30年産】（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ27～Ｈ31 

06 

地創 

みやぎの「とっておきササニシキ」産地復活推進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

 ササニシキの産地復活等に向けた研究会の設置・運営や販売促進に向けたＰＲ

活動など，地域独自の取組を支援するとともに，地域連携によるＰＲイベントの

開催等を支援することにより，特色ある産地づくりの推進及び稲作農家の経営安

定を図ります。 

ササニシキ栽培面積 3,921ha（H27） → 4,117ha（H28） 

ササニシキ産出額 3,951百万円（H27） → 4,149百万円（H28） 

農産園芸環

境課 

Ｈ27 

07 

地創 

「みやぎの殻付きカキ」首都圏販売ネットワーク構築事業 

                            基本目標１(1) ⑧  

震災や風評によるブランド力の低下，販路喪失が著しいことから，本県で最も

従事者の多い主要養殖物であるカキについて，ブランド力の向上，首都圏におけ

る販路開拓，新たな販路ネットワークの構築に取り組み，沿岸地域の復興，活性

化，ひいては雇用の確保を図ります。 

水産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ27 

08 

地創 

伊達いわな販路拡大･生産体制強化事業 

 基本目標１(1) ⑧  

県でブランド化・普及を進めている「伊達いわな」について，内水面養殖生産

者及び関係市町等が連携して行う一次加工（フィレ－加工など）及びその供給体

制の構築や販路拡大の取組，生産基盤の強化を支援することにより，内水面・中

山間地域の活性化を推進します。 

新規生産者・雇用者数 －人（H26） →新規生産者 2人 新規販路開拓 5件（H29） 

水産業基盤

整備課 

Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

09 

震災 

地創 

食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業（取組 3から再掲） 

県産食材のブランド化を推進するとともに，地域イメージである「食材王国み

やぎ」の全国的な定着を目指します。 

※県産ブランド品確立支援事業      分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

※地域イメージ確立推進事業                 分野(4)④ ３  

※みやぎの「食」ブランド復興支援事業            分野(4)④ ３  

「食材王国みやぎ」ロゴ使用申請件数［累計］ 146件（H22） → 413件（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 

震災 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（取組 3から再掲） 

 分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県内食産業の再構築を図るため，消費者や実需者のニーズに基づき，県内食品

製造業者が販路開拓を図る際に生じる「商品開発」，「人材育成」，「販売・商談」

などの課題に対し，総合的な支援を行います。 

※商品ブラッシュアップ専門家派遣事業   

※商談会マッチング強化事業  

※首都圏販路開拓支援事業   

※復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業 

※「選ばれる商品づくり」支援事業  

関連商談会における成約件数［累計］ 242件（H24） → 892件（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ32 

11 

震災 

地創 

農業参入支援事業 

  分野(4)① ３   基本目標１(2) ③  

被災地域においては，農地や農業生産施設はもとより，農業の中核的人材も失

うなど，地域全体の農業生産力の減退が懸念されることから，民間投資を活用し

た農業生産力の維持・向上，地域農業の活性化，雇用の促進に資するため，企業

の農業参入を推進します。 

参入企業数［累計］ 18社（H22） → 37社（H28） 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

12 

震災 

食料生産地域再生のための先端技術展開事業（農業関係） 

 分野(4)① ３  

津波被災農地を新たな食料供給基地として再生させるため，県や独法の試験研

究機関，民間企業，大学等に蓄積されている多様な先端技術を組み合わせ最適化

し，農業法人等のほ場において大規模実証を行います。 

あわせて，実証された先端技術を体系化し，新しい産業としての農業を支える

技術として発信すること等により，復旧・復興に活用します。 

実証研究によって得られた成果の情報発信数（H22）0→24件（H29） 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ29 

13 太陽光利用型植物工場研究拠点整備事業 

基本目標１(1) ⑧ 

施設園芸への転換を促進するため，高度な技術開発や研究を行う高軒高施設の

太陽光利用型植物工場を農業・園芸総合研究所に整備します。 

農業振興課 Ｈ28～Ｈ29 

 

14 耕作放棄地対策事業 

耕作放棄地の解消や発生防止のため，市町村の取組支援やモデル的な取組を講

じるなどの耕作放棄地対策を推進します。 

耕作放棄地対策協議会設立数 9協議会（H20） → 34協議会（H29） 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

15 

震災 

「魅力あるみやぎの農業・農村の再興」加速化事業 

 分野(4)① ３  

圏域の特性を活かした農業関連事業を展開し，地域の独自性を活かした取組を

行うことなどにより,本県農業の復興を推進します。 

農業振興課 Ｈ26～Ｈ28 

↓ 

Ｈ26～Ｈ27 

16 

地創 

人・農地プラン推進事業 

    基本目標１(1) ⑧  

 市町村が集落レベル等で人・農地プランを作成し，プランの実現に向け農地集

積等に必要な取組を支援します。 

事業実施市町村数 24市町村（H24） → 35市町村（H29） 

農業振興課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

17 

地創 

農地中間管理事業 

       基本目標１(1) ⑧  

 農地の賃貸借を促進し，農用地の利用の効率化及び高度化の促進を図ります。 

担い手への農地利用集積率（対耕地面積） 47.3％（H25） → 63.0％（H29） 

農業振興課 Ｈ26～Ｈ32 

18 

震災 

地創 

大規模経営体育成支援事業 

  分野(4)① ３   基本目標１(1) ⑧  

本県農業を牽引する先進的な大規模経営体の育成を図るため，先端技術の導入

や新規品目・新規部門の導入により，経営の高度化を支援します。 

低コスト生産技術導入数 ０技術（H26） → ３技術（H29） 

農業振興課 Ｈ27～Ｈ32 

19 

地創 

みやぎ食と農のクラウドファンディング支援事業 

 基本目標１(1) ⑧  

 農業関係事業者がクラウドファンディングを活用しながら，ブランド化，販路

開拓など地方創生への取組をサポートする支援体制を整備します。 

食と農におけるクラウドファンディング件数 0件（H27） → 30件（H30） 

農業振興課 Ｈ27～Ｈ30 

20 

地創 

みやぎの農業・農村地域活力支援事業 

 基本目標１(1) ⑧  

農業・農村地域において地域の創意と主体性に基づき，持続可能な農業経営と

地域農業の活性化を目的として取り組む活動を支援します。 

経営の複合化，加工品生産等に新たに取り組む団体 

0団体（H27） → 6団体（H29） 

農業振興課 Ｈ28～Ｈ32 

21 

地創 

農業のカイゼンモデル実証事業 

 基本目標１(1) ⑧  

ＩＣＴを活用した経営の革新と生産工程管理による安全な農産物の生産と品質

の向上，普及指導活動の機能強化を図ります。 

カイゼンモデル実証経営体数 0経営体数（H27） → 9経営体数（H30） 

農業振興課 Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

22 

地創 

農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業 

 基本目標１(1) ⑧  

経営の早期安定化に向け経営支援計画の策定と専任プロデューサーを配置し，

課題解決に向けたノウハウ，スキルの習得を支援します。 

ハンズオン支援モデル経営体数  0（H28） →10経営体（H29） 

農業振興課 Ｈ29～Ｈ32 

23 

震災 

地創 

園芸振興戦略総合対策事業 

 分野(4)① ３   基本目標１(1) ⑧  

園芸産地の構造改革を進め，競争力を強化するとともに，技術的な課題の解決，

県産農産物の認知度向上や販売対策の展開，生産施設・機械の整備等により園芸

特産品目産出額の向上を図ります。 

園芸作物産出額［年間］ 301億円（H26） → 422億円（H32） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ29

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

24 

地創 

売れるみやぎの麦・大豆生産拡大事業 

 基本目標１(1) ⑧  

実需者ニーズに対応した高品質な麦類・大豆を安定的に生産する体制を整備す

ることにより，食料自給率の向上を目指すとともに，主産地としての地位を確立・

強化するため，ブランド化に向けた様々な取組を推進します。 

年間収穫量 小麦  5,030ｔ（H20） → 6,300ｔ（H29） 

 大麦  4,010ｔ（H20） → 4,030ｔ（H29） 

 大豆  16,800ｔ（H20） → 25,800ｔ（H29） 

上位等級比率 小麦    92％（H20） →   90％（H29） 

 大麦    79％（H20） →   85％（H29） 

 大豆    65％（H20） →   70％（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

25 

地創 

アグリビジネス・チャレンジ支援事業 

 基本目標１(1) ⑧  

震災復興計画が目指す「先進的な農林業の構築」と将来ビジョンにおける「競

争力ある農林水産業への転換を早期に実現させるために，関連産業の付加価値を

取り込んで農業経営を発展させるアグリビジネスの取組を牽引する，マーケティ

ング戦略を持った大規模農業経営体の育成の加速化を図ります。 

アグリビジネス経営体数 58経営体（H20） → 120経営体（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

26 経営所得安定対策等推進事業 

食料自給率及び農業所得の向上を目指し，米の生産数量目標に即した米生産と，

水田をフルに活用した麦・大豆・飼料用米等戦略作物の生産振興を図る「経営所

得安定対策等」を円滑に推進するため，地域農業再生協議会及び県農業再生協議

会等に対し，運営に必要な経費を助成します。 

水田のフル活用面積 27,941ha（H20） → 30,800ha（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

27 

地創 

飼料用米利用促進事業 

   基本目標１(1) ⑧  

 飼料用米の多収性品種の作付拡大に向けた種子確保と，飼料用米の地域内での

利用を促進することにより，飼料用米の取組の定着化を図り，農家所得の向上と

飼料用米による水田フル活用を実現します（H28まで飼料用米生産拡大推進事業）。 

飼料用米の作付面積 153ha（H20） → 5,900ha（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ26～Ｈ28

↓ 

Ｈ26～Ｈ31 

28 

地創 

みやぎの企業的園芸等整備モデル事業 

 基本目標１(1) ⑧  

農村の基幹産業である農業による地方創生を図るため,農業法人における施設

整備や大型機械等の整備を支援することで,農業生産の拡大や多角化による地域

振興を図ります。 

農産園芸環

境課 

Ｈ27～Ｈ30 

29 

地創 

産地パワーアップ事業 

     基本目標１(1) ⑧  

産地の収益力向上の実現に向け，生産・出荷コスト削減や高収益な作付け体系

へ転換や，実需者のニーズに応じた生産により，生産体制の強化や集出荷機能の

改善に向けた取組を総合的に支援します。 

農産園芸環

境課 

Ｈ28～Ｈ32 

30 

地創 

新たなみやぎの園芸産地づくり広域連携事業 

 基本目標１(1) ⑧  

水田農業からの転換による園芸産地創生を図るため，生産者･農業団体･実需者

等が広域に連携して販売促進活動や体制整備等を一体的に行う取組を支援するこ

とで，新たな産地づくりを図ります。 

農産園芸環

境課 

Ｈ28～Ｈ30 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

31 みやぎの優良肉用牛生産振興対策事業 

肉用牛改良と経営安定対策を連携した事業を展開し，肉用牛生産の活性化と増

頭を図ります。 

肉用牛平均飼養頭数 17頭／戸（H20） → 22頭／戸（H29） 

畜産課 Ｈ23～Ｈ32 

32 

 

飼料価格高騰対策支援事業 

自給飼料の確保や食品残さの飼料的利用の拡大を促します。 

さらに，家畜生産性の向上による低コスト化を図り，畜産経営の安定化を推進

します。 

WCS（発酵粗飼料）用稲作付面積 1,191ha（H22）→ 1,700ha（H29） 

畜産課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

33 第１１回全共宮城大会推進事業 

公益社団法人全国和牛登録協会が主催する平成 29 年宮城県開催の第 11 回全国

和牛能力共進会を行うため，開催に必要な諸準備を行うとともに円滑な運営に必

要な各種事業を行います。 

畜産課 

全国和牛能

力共進会推

進室 

Ｈ25～Ｈ29 

34 

地創 

畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 

 基本目標１(1) ⑧  

 地域単位で飼養頭数・戸数等の減少などの畜産の課題を検討し，課題解決のた

めに必要な施設整備等を実施します。 

畜産課 Ｈ27～Ｈ31 

35 

地創 

みやぎの畜産雇用創出推進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

 畜産生産基盤の強化のため，畜産経営体が，規模拡大のための施設整備を実施

し，そのため雇用が創出された場合規模拡大に係る家畜導入を支援します。 

畜産課 Ｈ28～Ｈ32 

36 トップブランドに向けた「仙台牛」の差別化事業 

仙台牛の脂肪酸や香気成分等を化学分析し，仙台牛の特徴を把握するとともに

遺伝子検査の実施・データを蓄積することにより遺伝子評価手法による改良速度

を向上させます。 

畜産課 Ｈ29～Ｈ32 

37 みやぎの肉用牛パワーアップ事業 

情報通信技術などを活用し，省労働力化を進めることにより，担い手の規模拡

大や新たな担い手の確保を図り，肉用牛繁殖経営基盤の強化を推進します。 

畜産課 Ｈ29～Ｈ32 

38 

地創 

みやぎのきのこ振興対策事業 

  基本目標１(1) ⑧  

県で菌株を保有する「みやぎのきのこ」の安定生産，安定供給のための菌株維

持や劣化対策を行い，みやぎの特用林産物の振興を図ります。 

特用林産物生産量［年間］ 5,440t（H24） → 6,626t（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

39 

地創 

「みやぎの里山林」再生ビジネス推進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

森林組合，林業事業体，自伐林家など多様な担い手の育成，新たな流通及び木

材利用創出に向けた体制の構築等により，里山の豊富な森林資源をフル活用した

事業を展開し，林業の成長産業化を通じた地方創生の取組を推進します。 

自伐林家登録者数［年間］ 0人（H25） → 30人（H27） 

林業振興課 Ｈ26～Ｈ27 

40 

地創 

新たな木材利用チャレンジ事業 

 基本目標１(1) ⑧  

中層階等の非木造分野における木材利用の拡大を図るため,「宮城県ＣＬＴ等普

及推進協議会（仮称）」において実施する木造建築に関する技術者育成やＣＬＴ等

の生産体制の整備に向けた取組へ支援します。 

素材生産量［年間］ 530千㎥（H26） → 550千㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ27～Ｈ31 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

41 

地創 

素材新流通システム構築事業 

 基本目標１(1) ⑧  

住宅需要の減少が予測される中，ＣＬＴなどの新しい技術を活用した非住宅分

野での需要開発や大規模木質バイオマス発電所への燃料用原木の供給など，今後，

木材需要の多様化が見込まれることから，新たな需要ニーズに対応した需給調整

機能を有した素材流通体制の検討・構築を図ります。 

素材生産量［年間］ 530千㎥（H26） → 550千㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ31 

42 

地創 

「みやぎの里山」ビジネス推進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

自伐林家やＵＩＪターン等の多様な担い手の新たな確保・育成により適正な森

林整備の推進と木材生産の拡大による林業の成長産業化を目指します。 

自伐林家登録者数［年間］ 0人（H26） → 30人（H31） 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ31 

43 合板・製材生産性強化対策事業 

生産性向上等の体質強化を図るため，合板・製材工場等における設備投資や，

それらと結び付いた間伐材等の生産・供給，搬出コスト低減のための路網整備，

高性能林業機械等の整備を一体的に推進します。 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ29 

44 

地創 

県産材・木のビルプロジェクト推進事業 

  基本目標１(1)⑧  

林業の成長産業化に向け，ＣＬＴ等を用いたモデル施設の建設費を支援し,県産

ＣＬＴ等の本格活用と普及を推進します。 

素材生産量[年間]  530千㎥（H26） → 550千㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ29～Ｈ32 

45 

 

県有林経営事業 

計画的・安定的な林産事業と効率的な森林整備による持続可能な県有林経営を

進めるとともに，県内の林業・木材産業の振興に寄与します。 

立木売払量［年間］ 30,570㎥（H20） → 40,000㎥（H29） 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

46 

地創 

次世代造林樹種生産体制整備事業 

 基本目標１(1) ⑧  

 センダン，ユリノキ等の早生樹種の導入に向けた先導的な植林地の造成や，合

板用に需要が高まり価格が上昇し種子も不足しているカラマツの種子生産体制の

整備，さらにこれらの樹種のコンテナ苗の生産体制の強化を行うことで次世代の

造林樹種の生産体制を整備し，「儲かる林業」の実現による活力ある林業・木材産

業の確立を目指します。 

森林整備課 Ｈ28～Ｈ31 

47 

 

次世代木材生産・供給システム構築事業 

 木材加工施設やバイオマス利用施設での木材需要の拡大に伴い，製材用，合板

用，チップ用等の原木の用途間や，木材需要施設間で過不足が生じるなど，原木

の需給バランスが崩れつつあることから，県が川上の素材生産業者と川中の木材

需要施設と連携して間伐材等の安定供給に向けた構想を作成し，同構想に基づき

素材生産者が行う搬出間伐に対して支援することにより，原木の需給ギャップの

解消を図ります。 

森林整備課 Ｈ28～Ｈ32 

48 

震災 

水産都市活力強化対策支援事業 

 分野(4)③ ３  

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等による水揚げ確保と水産物の

販売力強化を柱とした取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

水産加工品出荷額 1,227億円（H23） → 2,582億円（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 



 

58 

 

第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

49 

震災 

食料生産地域再生のための先端技術展開事業（水産業関係） 

 分野(4)① ３  

被災地域を新たに食料生産地域として再生するため，復興地域の特色を踏まえ

つつ，先端的な農林水産技術を駆使した大規模実証研究を推進します。 

研究課題数 4件（H27） → 4件（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 

50 

震災 

漁業経営改善支援強化事業  

                              分野(4)③ ３  

関係機関と連携し，被災により個別での再起が難しい漁業者に対して，共同化

や協業化等による経営再開や経営安定に向けた取組を支援します。 

法人及び共同化による漁業，養殖業再開数 96団体（H27） → 96団体（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

51 

震災 

沿岸漁業・養殖業復興支援強化対策事業 

                              分野(4)③ ３  

東日本大震災からの復旧・復興を図るため，県が実施する補助事業等の業務支

援，漁業者団体が運営する種苗生産施設の技術者の確保育成の支援などを外部委

託し，事業の円滑な推進と被災休職者の雇用を促進します。 

漁業生産額 438億円（H23） → 777億円（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ27 

52 

地創 

みやぎの水産物流通促進事業 

  基本目標１(1) ⑧  

地元に水揚げされる前浜原料の有効活用のための技術的支援や加工技術の向上

のための品評会を行うとともに，輸出振興のための取組を行い，本県水産加工品

の製造・販売の拡大を図ります。 

水産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ27 

53 

地創 

ＩＴを活用した水産加工業生産性向上実証事業 

 基本目標１(1) ⑧  

水産加工業の経営安定を図るため，今まで積極的に取り組まれていなかった原

価管理について，原価把握（原価分析）を商品アイテム毎に行い，生産コスト削

減による生産性向上を図り，水産加工業の競争力強化を支援します。） 

水産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

54 「みやぎの水産物」販路拡大創出事業 

基本目標１(1) ⑧ 

 本県の主要養殖生産物をはじめとする水産物について，小回りのきく自動車（キ

ッチンカー）による販売体制を整備し，ブランド力の向上，首都圏における販路

開拓に取り組みます。 

水産業振興

課 

Ｈ28 

55 養殖振興プラン推進事業 

宮城県養殖振興プランに基づき，付加価値の高い安全な生産物の供給や漁場環

境の適正な把握による種苗確保のための調査・情報提供や生産性の向上等を図り

ます。 

海面養殖生産額［年間］ 253億円（H22） → 253億円（H29） 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

56 

震災 

地創 

みやぎの強い漁業経営体育成支援事業 

 分野(4)③ ３   基本目標１(1) ⑧  

沿岸地域の基幹産業である養殖業・漁船漁業について，先駆的な未利用資源を活

用した取組や国際漁業認証を取得する取組を支援することにより，漁村地域に安

定的雇用を創出します（H28まで「みやぎの強い養殖経営体育成支援事業」）。 

未利用資源を活用したシステム導入施設数 0件（H27） → 3件（H29） 

認証取得件数 0件（H27） → 5件（H29） 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ31

↓ 

Ｈ28～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

57 

地創 

ＩＴ技術を活用したギンザケ養殖高度化事業 

 基本目標１(1) ⑧  

本県主要養殖種の１つであるギンザケにおける生産・販売の構造改革を進める

ため，経費削減と省力化が期待できる「無加水給餌」について，ＩＴ技術等の利

用により普及の障害となっている課題を解決し，生産者の所得向上を図ります。 

増肉係数 1.5（H26） → 1.3（H29） 

餌使用量 －（H26） → 10％減（H29） 

水産業基盤

整備課 

Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

58 

震災 

ブランド水産物資源増大事業 

 分野(4)③ ２  

本県沿岸漁業の重要魚種であるホシガレイの種苗生産及び種苗量産技術開発，

栽培漁業推進会議の開催等を行います。また，平成 25年以降，増加傾向にある仙

台湾のヒラメ資源による餌資源の減少が他の有用水産資源に及ぼす影響について

調査を実施します。 

種苗生産量（ホシガレイ） → 全長 30mm･20千尾生産， 

全長 80mm･16千尾放流計画（H29～） 

水産業基盤

整備課 

Ｈ29～Ｈ32 

59 

震災 

栽培漁業種苗生産事業 

 分野(4)③ ２  

本県栽培漁業基本計画の対象魚種に選定されているアワビ・アカガイについて，

復旧整備した水産技術総合センター種苗生産施設で震災以前と同様，種苗生産を

再開します。 

種苗生産量（アワビ） → 殻長 30mm･100万個配布計画（H29～） 

種苗生産量（アカガイ） → 殻長 2mm･100万個生産計画（H29～） 

水産業基盤

整備課 

Ｈ29～Ｈ32 

60 

震災 

水産加工業ビジネス復興支援事業（取組 3から再掲）  

                              分野(4)③ ３  

震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上げの回復が遅れており，人手

不足もあいまって非常に厳しい状況に置かれています。現状を打開し，高い競争

力を発揮するとともに，地域経済の再生を果たすため，課題解決を事業者ととも

に目指す伴走型支援組織を設置します。 

中小企業支

援室 

Ｈ28～Ｈ32 

61 

震災 

地創 

農林水産金融対策事業（取組 11から再掲）  

  分野(4)① １   基本目標１(1) ②  

農林水産業者が経営改善や規模拡大等に取り組む場合に必要な資金について，

円滑な融通と負担軽減を図り，経営の安定と競争力の強化に取り組みます。 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

62 

震災 

集落営農ステップアップ支援事業（取組 11から再掲） 

  分野(4)① ３  

被災地集落営農の早期営農再開を目的にプランの策定から経営再開に向けた取

組を支援します。 

また，集落営農組織の実践プランの策定，園芸品目など新たな作物導入や農産

加工などの取組を支援し，経営基盤の確立と組織体制の強化を図ります。 

集落営農組織での園芸作物・加工部門等導入組織数 

  延べ 52組織（H20） → 延べ 195組織（H29） 

農業振興課 Ｈ24～Ｈ26 

63 

地創 

みやぎ材利用センター活動支援事業（取組 7から再掲） 

  基本目標１(1) ⑧  

みやぎ材利用センターを中心とする県内外の製材工場等とのネットワーク化に

より，優良みやぎ材等の適時・適切な供給体制を整備します。 

優良みやぎ材出荷量［年間］ 19,300㎥（H21） → 39,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

64 

震災 

木質バイオマス活用拠点形成事業（取組 27から再掲） 

  分野(4)② ２  

木質バイオマス（未利用間伐材等）を燃料や原料へ利活用することで，県産材

の有効利用と二酸化炭素の排出抑制による地球温暖化防止対策を推進します。 

林地残材の利用量［年間］ 8,424㎥（H21） → 48,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ24～Ｈ29 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

65 

震災 

地創 

木質バイオマス広域利用モデル形成事業（取組 27から再掲） 

  分野(4)② ２   基本目標１(1)⑧  

木質バイオマス（未利用間伐材等）を燃料や原料として利活用することで，県

産材の有効利用と二酸化炭素の排出抑制による地球温暖化防止対策を推進しま

す。 

未利用間伐材等の利用量［年間］ 5,100㎥（H26） →  15,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ32 

66 

震災 

地創 

森林育成事業（取組 27 から再掲） 

  分野(4)② １   基本目標１(1) ⑧  

県産材の安定供給と森林整備の推進による木材産業の維持・復興及び地球温暖

化防止や水源のかん養，県土の保全など森林の有する多面的機能の発揮を図るた

め，搬出間伐を主体とした森林整備に対して支援します。 

民有林間伐面積［年間］ 4,470ha（H20） → 5,600ha（H29） 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

67 

震災 

地創 

温暖化防止間伐推進事業（取組 27から再掲） 

  分野(1)③ ２   基本目標１(1) ⑧  

森林の有する二酸化炭素吸収機能を発揮させるため,保育（切捨）間伐や利用（搬

出）間伐への支援を強化し,温暖化防止に寄与するとともに，多面的機能の発揮，

森林整備による雇用の確保と関連産業の維持・復興を図ります。 

二酸化炭素吸収量［累計］ 46,639ｔ（H21） → 453,000ｔ（H29） 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

68 

震災 

地創 

温暖化防止森林更新推進事業（取組 27から再掲）  

  分野(1)③ ２   基本目標１(1) ⑧  

森林を若返らせることにより森林の二酸化炭素吸収機能を高めるため，造林未

済地への植栽とともに，高齢化している森林を環境に配慮しながら更新すること

で，温暖化防止に貢献します。 

また，津波で被災した海岸防災林復旧のための林業種苗の増産を図ります。 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

69 

震災 

水産加工業人材確保支援事業（取組 10から再掲） 

 分野(4)③ １  

震災により水産業に従事する人材不足が顕著なことから，遠隔地からの通勤手

段確保と宿舎整備等に係る整備支援を行うことにより人材確保を図り，水産業の

復興を支援します。 

水産加工品出荷額 1,227億円（H23） → 2,582億円（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

70 

震災 

地創 

県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業 

 分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

宮城県食品輸出促進協議会と連携し，セミナー等の開催や商談会の実施により，

輸出に取り組もうとする県内事業者の販路拡大を支援します。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

71 

震災 

地創 

輸出基幹品目販路開拓事業 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物を輸出する際の基幹となる品目を定め，輸出基幹品目のプロモ

ーションや継続的な取引への支援等を実施することにより，海外市場でのより実

効的な販路開拓を行います。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

72 

震災 

地創 

県産農林水産物等海外インターネット販売支援事業 

 分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物等の輸出を促進するに当たり,県内事業者が新たな販路として

海外市場を認識し，輸出に取り組む事業者及び輸出品目を増やすことを目的とし

て，海外インターネット通販による機会を提供し，輸出拡大に向けた機運醸成と

販路開拓の支援を行います。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ28 

73 

地創 

水産加工業販路共創加速化事業 

 基本目標１(1) ⑧  

輸出の振興及び被災水産事業者の国内販路の回復のため，地域の複数の水産加

工業者の商品を集約して販売する団体の組成を通じて，中小水産加工業者の復興

を支援します。 

水産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 

74 

震災 

地創 

水産加工業者のＨＡＣＣＰ普及推進事業 

   分野(4)③ ３    基本目標１(1) ⑧ 

 県産水産食品の輸出を拡大するため，国外への販路開拓を目指す水産加工業者

に対してＨＡＣＣＰ導入に向けた支援を行います。 

HACCP 認証取得業者数 0業者（H28） → 5業者（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ29～Ｈ32 

75 

地創 

東アジアとの経済交流促進事業（取組 8から再掲） 

  基本目標１(1) ⑥  

東アジアの経済成長の中心である中国等との経済交流を促進します。 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ32 

76 

震災 

地創 

ハラール対応食普及促進事業（取組 3から再掲）  

  分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

ハラール対応食の普及促進に向け，ハラール対勉強会やハラール対応食試食会

を開催するとともに，ハラールに関する情報発信を実施します。 

また，ハラール認証取得やハラール製品製造に要する加工器・資材費等の経費

の補助を行います。 

食産業振興

課 

Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

77 

震災 

地創 

みやぎの農商工連携・６次産業化支援強化事業 

 分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

農林漁業者が自ら，または商工業者（２次産業・３次産業者）と連携して取り

組む，地域資源を活用した新たな商品の開発や販路開拓等の事業を推進するため，

地域の実情を踏まえた農商工連携・６次産業化の取組の掘り起こしや推進を目的

として，各地方振興事務所等が中心となり，その取組を支援します。 

農商工等連携促進法，地域産業資源活用法及び六次産業化・地産地消法に基づく

国の認定件数［累計］ 94件（H26） → 106件（H29） 

農林水産政

策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

78 

地創 

６次産業化ネットワーク活動交付金 

 基本目標１(1) ⑧  

農林漁業者と地域の様々な事業者等がネットワークを形成して行う６次産業化

の取組を支援するとともに，そのネットワークを活用した新商品開発や販路開拓

の取組及びその取組に必要な機械又は施設の整備を支援します。 

六次産業化・地産地消法に基づく認定件数［累計］ 22件（H22） → 67件（H29） 

農林水産政

策室 

Ｈ25～Ｈ32 

79 

地創 

地域でつくる！６次産業化「絶品」創出事業 

                            基本目標１(1) ⑧  

 販路を強く意識した商品ブラッシュアップと，販売ターゲットを明確にしたプ

ロモーションを展開する取組をモデル事業として実施し，県内の６次産業化に取

り組む農林漁業者へ啓発を行います。 

農林水産政

策室 

Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

80 

地創 

みやぎ６次産業化トライアル事業 

 基本目標１(1) ⑧  

６次産業化を目指すためのトライアルとして，初期段階の取組に必要な機械等

のハード整備と商品化等に向けての専門家派遣を組み合わせた支援を行います。 

当該事業により開発された商品数  0品（H28） → 10品（H29） 

農林水産政

策室 

Ｈ29～Ｈ32 

81 

地創 

農産物直売・農産加工ビジネス支援事業 

 基本目標１(1) ⑧  

農産物の付加価値向上と販路の拡大に向け，農産物直売所の魅力向上と集客拡

大を図るとともに，農産加工事業者の商品力や販売力の向上を支援します。 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む） 

総事業費：３５，２７３百万円（うち県事業費：２５，８２５百万円） 

 

 

○ 取組６に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （4）① １ 東日本大震災災害復旧事業(農村整備関係) 

02 （4）① １ 東日本大震災農業生産対策事業 

03 （4）① １ 被災農家経営再開支援事業 

04 （4）① １ 被災地域農業復興総合支援事業 

05 （4）① １ 農業制度資金活用者等経営支援事業 

06 （4）① １ 耕作放棄地活用支援事業 

07 （4）① １ 畜舎等施設整備支援対策事業 

08 （4）① １ 農業団体被災施設等再建整備支援事業 

09 （4）① １ 自治法派遣職員・任期付職員専門研修事業 

10 （4）① １ 次世代施設園芸導入加速化対策事業 

11 （4）① １ 先進的農業被災地導入支援事業 

12 （4）① ２ 復興整備実施計画事業(農村整備関係) 

13 （4）① ２ 地域農業経営再開復興支援事業 

14 （4）① ２ 東日本大震災復興交付金事業（農村整備関係） 

15 （4）① ２ 復興再生整備実施計画事業(農村整備関係) 

16 （4）① ２ 農村地域復興再生基盤総合整備事業(農村整備関係） 

17 （4）① ３ みやぎの子牛生産基盤復興支援事業 

18 （4）① ３ 新技術導入広域推進事業（農業） 

19 （4）① ３ ＩＴ活用営農指導支援事業 

20 （4）① ３ 経営再建家畜導入支援対策事業 

21 （4）① ３ みやぎの農産物直売所等魅力発信支援事業 
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第４章 １（３）取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

No. 分野番号 事  業  名 

22 （4）① ４ みやぎの農業・農村復旧復興情報発信事業 

23 （4）② １ 林業・木材産業活力維持緊急支援事業 

24 （4）② １ 林道施設早期復旧事業 

25 （4）② １ 森林整備加速化・林業再生事業 

26 （4）③ １ 漁場生産力回復支援事業 

27 （4）③ １ 水産物加工流通施設復旧支援事業 

28 （4）③ １ 水産物加工流通施設整備支援事業 

29 （4）③ １ 養殖生産物衛生管理対策事業 

30 （4）③ １ 小型漁船及び定置網共同化支援事業 

31 （4）③ １ 水産業団体被災施設等再建整備支援事業 

32 （4）③ １ 漁業取締待機所復旧事業 

33 （4）③ １ 生ガキ衛生管理対策事業 

34 （4）③ ２ 栽培漁業種苗放流支援事業 

35 （4）③ ２ 水産試験研究機関復旧整備事業 

36 （4）③ ２ 水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業 

37 （4）③ ２ 被災地域情報化推進事業 

38 （4）③ ３ 加工原料等安定確保支援事業（水産業） 

39 （4）③ ３ 水産流通加工業者復興支援事業 

40 （4）④ １ 食品加工原材料調達支援事業 

41 （4）④ ３ ６次産業化新事業創出支援事業 

42 （4）① １ 被災農地再生支援事業 

43 （4）① １ 次世代施設園芸地域展開促進事業 
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第４章 １（３）取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保 

取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保 

 

 

 

行動方針 

◇ 環境保全型農業を実施する「みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度」の推進

や生鮮品・加工品等の高度衛生管理化，県産食品の総合衛生管理体制の普及定着，ＧＡ

Ｐの導入促進等，安全安心な食品の安定供給を推進します。 

◇ 「食の安全安心県民総参加運動」や，生産者と消費者等関係者間の食材や食品に関す

る情報共有と，相互理解による安全安心に係る信頼関係の構築に取り組みます。 

◇ 行政，生産者，事業者，消費者等の連携による食の安全安心を支える体制を整備しま

す。 

◇ 県産農林水産物の放射性物質検査の適切な実施のほか，風評により販路を失った農林

水産物のイメージアップに関する取組と県内外への安全性の情報発信を行います。 

◇ 地産地消につながる県産食材の学校給食への利用を促進します。 

◇ 関係者の連携による地産地消に向けた体制の構築や直売施設の活用を支援します。 

◇ 宮城の豊かな食を生かした食育の推進に取り組みます。 

◇ 県産食材の再認識・再発見を促す情報や機会の提供と県内供給力の向上に取り組みま

す。 

◇ 「木づかい運動」の推進やＣＬＴ等木材の利用技術の開発及び普及支援，県産木材「優

良みやぎ材」の供給力強化，利用促進等に取り組みます。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

学校給食の地場産野菜などの利用品目数の割

合（％） 

27.3％ 

（H20年度） 

28.5％ 

（H28年度） 

33.4％ 

（H29年度） 

県内木材需要に占める県産材シェア（％） 
46.8％ 

（H20年度） 

42.7％ 

（H27年度） 

51.0％ 

（H29年度） 

環境保全型農業取組面積（ha） 
21,857ha 

（H20年度） 

26,583ha 

（H27年度） 

28,168ha 

（H29年度） 

みやぎ食の安全安心取組宣言者数（事業者） 
2,731事業者 

（H20年度） 

2,948事業者 

（H27年度） 

3,050事業者 

（H29年度） 
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第４章 １（３）取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

地創 

みやぎ食の安全安心県民総参加運動事業 

 基本目標１(1) ⑧  

食の安全安心の確保に向け，消費者，生産者・事業者及び行政の協働による「県

民総参加運動」を展開します。 

みやぎ食の安全安心取組宣言者数（事業者）［累計］ 

  2,731事業者（H20） → 3,050事業者（H29） 

食と暮らし

の安全推進

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 輸入食品等検査対策事業 

県内に流通する輸入食品の安全性確保のため，残留農薬や動物用医薬品等の検

査を実施するとともに，輸入食品取扱業者等に対する一斉監視や消費者に対する

啓発を行います。 

検査検体数［年間］ 77検体（H20） → 150検体（H29） 

食と暮らし

の安全推進

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 非予算的手法：ＨＡＣＣＰ定着事業 

自主的な食品衛生管理体制の確立に向け，県独自の食品衛生自主管理認証制度

（みやぎＨＡＣＣＰ）の普及・啓発を図り，事業者が積極的にＨＡＣＣＰに取り

組むことができるよう支援します。 

HACCP研修会参加施設数 66施設（H26） → 200施設（H29） 

食と暮らし

の安全推進

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

地創 

水産加工業者のＨＡＣＣＰ普及推進事業（取組 6から再掲） 

   分野(4)③ ３    基本目標１(1) ⑧ 

 県産水産食品の輸出を拡大するため，国外への販路開拓を目指す水産加工業者

に対してＨＡＣＣＰ導入に向けた支援を行います。 

HACCP 認証取得業者数 0業者（H28） → 5業者（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ29～Ｈ32 

05 

震災 

地創 

県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

                    分野(4)④ ４   基本目標１(1) ⑥  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けたことから，復興状況に合わせ

た県産品のイメージアップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，メデ

ィアの活用，海外バイヤー対応などを支援します。 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ30

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

06 

震災 

地創 

「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業 

  分野(4)④ ４   基本目標１(1) ⑧  

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対応するため，県産農林水産物

等の広報ＰＲ等を行い信頼回復と消費拡大を図ります。 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ30 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

07 土壌由来リスク管理事業 

カドミウム及びヒ素の基準値を超過した米の生産・流通を防止するため，(独)

農業環境技術研究所が育成した土壌中のカドミウムをほとんど吸収しないイネを

活用し，本県におけるカドミウム及びヒ素対策技術の実証等に取り組みます。 

米以外の農作物については，吸収抑制技術の確立に向けた試験に継続して取り

組みます。 

カドミウム含有量基準値超過米の産出量 65トン（H24） → 11トン以下（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

08 環境にやさしい農業定着促進事業 

持続的な農業生産方式の導入に取り組むエコファーマーを育成するとともに，

県独自の「みやぎの環境にやさしい農産物認証表示制度を運営することにより,信

頼性の高い特別栽培農産物の生産・出荷・流通を推進します。 

また,「みやぎの有機農業推進計画（平成 27 年３月改定）」に基づき,自然循環

機能の推進と環境負荷の大幅な低減が可能な有機農業の取組の定着を図ります。 

環境保全型農業取組面積 21,857ha（H20） → 30,000ha（H32） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

09 環境保全型農業直接支援対策事業 

 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対

し，取組面積に応じて国等と共同して支援することにより，環境に配慮した農業

を推進します。 

地球温暖化防止等に効果の高い営農取組面積 418ha（H23） → 14,500ha（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ31 

10 

震災 

 

みやぎの肉用牛イメージアップ事業 

                              分野(4)④ ４  

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評により，宮城県産牛肉が敬遠され牛

肉価格が急激に下落するなどの影響があったことから，低下した県産牛肉イメー

ジを回復させるため消費拡大等の対策を実施します。 

畜産課 Ｈ27～Ｈ29 

11 生がきノロウイルス対策事業 

生がきの安全性を確保するため，ノロウイルスを短時間で検出できる新たな検

査手法（ＡＢＣ－ＬＡＭＰ法）の実用化に向けた実証試験を行い，検査体制の構

築に取り組みます。 

宮城県漁協のノロウィルス検査における ABC-LAMP法の利用割合 

   0％（H20） → 80％（H29）※800件/年 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 

12 

震災 

有用貝類毒化監視・販売対策事業 

  分野(4)③ １  

 本県産二枚貝等のうち産業上重要な種類について，定期的に貝毒検査及び有毒

プランクトンの監視を実施し，貝毒による食中毒の未然防止を図ります。 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ32 

13 

地創 

学校給食における県産食材利用推進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

学校給食における県内農林水産物の利用拡大を図るため，毎年 11月を「すくす

くみやぎっ子みやぎのふるさと食材月間」とし，普及・啓発を図るとともに，生

産者と学校給食調理施設とのマッチングを支援します。 

学校給食における地場産野菜等の利用品目数の割合 

 27.3％（H20） → 33.4％（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

14 

震災 

地創 

食育・地産地消推進事業 

  分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

県内で生産される農林水産物に対する理解の向上や消費・活用の促進を図るた

め，地産地消を全県的に推進します。 

また，県産食材や地産地消の必要性について理解を深めるため，食育を推進し

ます。 

食材王国みやぎ地産地消推進店登録数［累計］ 

178店舗（H22） → 400店舗（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

15 

 

みやぎの食育推進戦略事業（取組 20から再掲） 

「第２期及び第３期宮城県食育推進プラン」に基づき，人材育成等による食育

推進体制の強化に努めるとともに，イベント等での普及啓発により意識の高揚を

図るなど，県民運動としての食育に取り組みます。 

みやぎ食育コーディネーターによる食育推進活動への参加人数［年間］ 

   4,473人（H20） → 15,000人（H29） 

健康推進課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

16 

地創 

みやぎ材利用センター活動支援事業 

  基本目標１(1) ⑧  

 みやぎ材利用センターを中心とする県内外の製材工場等とのネットワークによ

り，優良みやぎ材等の適時・適切な供給体制を整備します。 

優良みやぎ材出荷量［年間］ 19,300㎥（H21） → 39,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（３）取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

17 

震災 

地創 

木の香るおもてなし普及促進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

県産材を利用した店舗等の木造・木質化や木製品の導入への支援を通じて，県

産木材の利用拡大を図るとともに，地球温暖化防止対策を推進します。 

※被災施設再建支援事業                   分野(4)② ２  

優良みやぎ材出荷量［年間］ 19,300㎥（H21） →  39,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

18 

地創 

非予算的手法：みやぎの木づかい運動 

 基本目標１(1) ⑧  

県内の森林資源を有効に活用するため，市町村や関係団体・企業等と連携し，

木材の利用意義について県民の意識を高め，県産材の利用促進を図る県民運動を

展開します。 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

19 

震災 

地創 

県産材利用エコ住宅普及促進事業（取組 27から再掲） 

 基本目標１(1) ⑧  

被災者の住宅再建など，県産材利用住宅への支援を通じて，県産木材の利用拡大

を図るとともに，地球温暖化防止対策を推進します。 

※被災施設再建支援事業                   分野(4)② ２  

優良みやぎ材出荷量［年間］ 19,300㎥（H21） → 39,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

20 

地創 

新たな木材利用チャレンジ事業（取組 6から再掲） 

 基本目標１(1) ⑧  

中層階等の非木造分野における木材利用の拡大を図るため,「宮城県ＣＬＴ等普

及推進協議会（仮称）」において実施する木造建築に関する技術者育成やＣＬＴ等

の生産体制の整備に向けた取組へ支援します。 

素材生産量［年間］ 530千㎥（H26） → 550千㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ27～Ｈ31 

21 

地創 

県産材・木のビルプロジェクト推進事業（取組 6から再掲） 

  基本目標１(1)⑧  

林業の成長産業化に向け，ＣＬＴ等を用いたモデル施設の建設費を支援し,県産

ＣＬＴ等の本格活用と普及を推進します。 

素材生産量[年間]  530千㎥（H26） → 550千㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ29～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２０１百万円（うち県事業費：１８３百万円） 

 

 

○ 取組７に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （4）③ １ 有用貝類毒化監視対策事業 

02 （4）④ ２ みやぎまるごとフェスティバル開催事業 

03 （4）④ ４ 水産物安全確保対策事業 

04 （4）④ ４ 放射性物質検査対策事業 

05 （4）④ ４ 県産農林水産物放射性物質対策事業 

06 （4）④ ４ 残留放射性物質検査関係事業（農業） 
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第４章 １（３）取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保 

No. 分野番号 事  業  名 

07 （4）④ ４ 農産物放射能対策事業 

08 （4）④ ４ 放射性物質影響調査事業（畜産） 

09 （4）④ ４ 特用林産物放射性物質対策事業 

10 （4）④ ４ 給与自粛牧草等処理円滑化事業 

11 （4）④ ４ 肉用牛出荷円滑化推進事業 

12 （4）④ ４ 草地土壌放射性物質低減対策事業 

13 （4）④ ４ 森林除染実証事業 

14 （4）④ ４ 特用林産物産地再生支援事業 

15 （4）④ ４ ほだ木等原木林再生実証事業 

16 （7）① ３ 学校給食の安全・安心対策事業 
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第４章 １（４）取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進 

（４）アジアに開かれた広域経済圏の形成 

 

取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進 

 

 

 

行動方針 

◇ 県の海外事務所や関係機関との連携による総合的なグローバルビジネスの支援体制

を整備します。 

◇ 隣接県や民間企業と連携した海外拠点事務所の運営や，企業の海外進出支援体制を整

備します。 

◇ 経済成長の著しい東南アジア諸国をはじめ，東アジア，ロシア，米国等との経済交流

を促進します。 

◇ 東北各県や関係団体と連携した県産品の販路開拓や原材料調達等のための商談会開

催等，海外との取引機会の拡大を支援します。 

◇ 海外との取引拡大に向けた市場調査，海外取引事務や知的財産保護対策等のノウハウ

の提供，アドバイスやマッチング機能などの支援体制を強化します。 

◇ 最先端の研究シーズを有する東北大学等との連携など，宮城の優位性を生かした外資

系企業・研究機関の立地を促進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

宮城県の貿易額（県内港湾・空港の輸出入額）

（億円） 

11,050億円 

（H20年） 

9,620億円 

（H27年） 

10,000億円 

（H29年） 

県の事業をきっかけとした海外企業等との年

間成約件数（件） 

27件 

（H20年度） 

10件 

（H27年度） 

35件 

（H29年度） 

企業誘致件数（進出外資系企業数）（社）［累計］ 
5社 

（H20年度） 

11社 

（H27年度） 

16社 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

海外交流基盤強化事業 

 分野(3)② ９  

中国吉林省，米デラウェア州，露ニジェゴロド州等外国政府等との関係を強化

するとともに，本県のＰＲ等を効果的に実施し，販路開拓等を下支えします。 

また，震災後，被災地支援等で交流があった各国政府・経済団体等に県内企業

の情報を積極的に発信するなど，具体的な企業間交流につながる支援を行います。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

非予算的手法：みやぎ海外ネットワーク形成事業 

 基本目標１(1) ⑥  

本県にゆかりのある海外在住の外国人等へフェイスブックにより双方向の情報

発信や情報交換を行います。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ29 
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第４章 １（４）取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

03 

震災 

みやぎグローバルビジネス総合支援事業 

 分野(3)① ４  

海外ビジネスに積極的に挑戦しようとする県内企業に対し，ビジネスの深度及

び段階に応じて，専門のアドバイザーによる相談事業，海外に拠点を持つアドバ

イザーによる販路開拓支援サービス，実践的なセミナー等の必要な支援を行いま

す。 

グローバルビジネスアドバイザー相談対応件数及び海外販路開拓アドバイザー 

支援件数［年間］ 19件（H27） → 23件（H29） 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ32 

04 海外事務所運営費補助事業 

韓国ソウル及び中国大連において海外事務所を運営し，海外展開を目指す県内

企業に対する総合的な支援体制を整備します。 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

日本貿易振興機構仙台貿易情報センター負担金 

 基本目標１(1) ⑥  

（独）日本貿易振興機構（ジェトロ）仙台貿易情報センターと連携し，海外展

開を目指す県内企業からの各種相談に応じる体制を整備します。 

ジェトロ仙台の相談対応件数［年間］ 973件（H27） → 980件（H29） 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

東アジアとの経済交流促進事業 

 基本目標１(1) ⑥  

東アジアの経済成長の中心である中国等との経済交流を促進します。 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

ロシアとの経済交流促進事業 

  基本目標１(1) ⑥  

近年経済成長が続くロシア地域との経済交流を促進します。 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

東南アジアとの経済交流促進事業 

 基本目標１(1) ⑥  

近年，安定的な経済成長を続け，所得水準の向上により消費市場としても成熟

する東南アジアとの経済交流を促進します。 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ26～Ｈ32 

09 

震災 

地創 

多文化共生推進事業（取組 26から再掲） 

  分野(1)① ４   基本目標４(4)  

国籍や民族等の違いにかかわらず，県民すべての人権が尊重され，だれもが社

会参加できる「多文化共生社会」の形成を目指し，日本人と外国人の間に立ちは

だかる「意識の壁」，「言葉の壁」，「生活の壁」を解消することにより，自立と社

会参加を促進するとともに，災害等の緊急時においても外国人の生活の安全・安

心を図ります。 

多言語による生活情報の提供実施市町村数（市町村）［累計］ 

14市町村（H27） → 14市町村（H29） 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

10 国際協力推進事業（取組 26から再掲） 

相手地域のニーズに合った国際協力を実施することで，宮城の知名度及び評価

の向上と本県との経済的相互発展の牽引役となる「親宮城」人材の育成を図ると

ともに，国際協力関係を地域間の経済交流の促進と本県の経済発展につなげます。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

11 

地創 

仙台空港“創貨・集貨”拠点化促進事業 

 基本目標１(1) ⑥  

 仙台空港民営化を契機として，単独での輸出が困難な中小食品事業者の海外販

路開拓を支援する「創貨・集貨組織」を官民連携で設立し，商流・物流の活性化

と将来的な貨物量の底上げを図ります。 

富県宮城推

進室 

Ｈ27～Ｈ28 
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第４章 １（４）取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

12 

震災 

ミラノ国際博覧会出展事業 

   分野(3)① ４  

 国際博覧会条約に基づく５年に１回の大規模博覧会として開催される「ミラノ

国際博覧会」日本館のイベント広場で，岩手県・石巻市・東北経済連合会と合同

で食・食文化等のＰＲを実施することで，県産品の安全性を世界へ発信し，風評

払拭や輸出機会の拡大につなげるとともに，「東北ブランド」の知名度向上を図り

ます。 

国際経済・

交流課 

Ｈ27 

13 

震災 

地創 

姉妹友好関係等を活用した海外販路開拓事業 

 分野(3)① ４   基本目標１(1) ⑥  

 中長期的な視点から，県内企業の販路開拓があまり取り組まれていなく，今後

も人口増加が見込まれる北米市場や，米国内の他の地域においてもこれまでの姉

妹交流（米国デラウェア州）の成果等を活用し，販路開拓を目指します。 

国際経済・

交流課 

Ｈ27～Ｈ31 

14 

地創 

東南アジア宮城県産品マーケティング支援事業 

 基本目標１(1) ⑥  

 近年，安定的な経済成長を続ける東南アジアの中でも，特に中間層が拡大しつ

つあり，親日国でもあるベトナムにおいて，県産品の輸出拡大を図ります。 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ27～Ｈ32 

15 

震災 

地創 

県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

宮城県食品輸出促進協議会と連携し，セミナー等の開催や商談会の実施により

輸出に取り組もうとする県内事業者の販路拡大を支援します。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

16 

震災 

地創 

輸出基幹品目販路開拓事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物を輸出する際の基幹となる品目を定め，輸出基幹品目のプロモ

ーションや継続的な取引への支援等を実施することにより，海外市場でのより実

効的な販路開拓を行います。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

17 

震災 

地創 

県産農林水産物等海外インターネット販売支援事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物等の輸出を促進するに当たり,県内事業者が新たな販路として

海外市場を認識し，輸出に取り組む事業者及び輸出品目を増やすことを目的とし

て，海外インターネット通販による機会を提供し，輸出拡大に向けた機運醸成と

販路開拓の支援を行います。 

新規輸出事業者数［累計］ 3事業所（H20） → 30事業所（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ28 

18 

震災 

地創 

ハラール対応食普及促進事業（取組 3から再掲） 

  分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

ハラール対応食の普及促進に向け，ハラール対応勉強会やハラール対応食試食

会を開催するとともに，ハラールに関する情報発信を実施します。 

また，ハラール認証取得やハラール製品製造に要する加工機器・資材費等の経

費の補助を行います。 

食産業振興

課 

Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

19 

震災 

地創 

外資系企業県内投資促進事業 

     分野(3)① ５   基本目標１(1) ⑥  

県内企業のグローバル化による産業の活性化を図るため，本県の投資環境を国

内外に発信するとともに,これまで構築したネットワーク等を活用し,本県への投

資を促進します。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（４）取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

20 

震災 

地創 

被災中小企業海外ビジネス支援事業 

 分野(3)① ４   基本目標１(1) ⑥  

 震災により従来の取引が中断しこれを再開する必要がある企業及び国内外での

従来の販路・棚の喪失を受けて，海外において新規に販路を開拓しようとする企

業に対し，そのビジネス展開の深度に応じた支援を行います。 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ29 

21 

震災 

非予算的手法：海外交流基盤再構築事業 

 分野(3)②９  

震災により大幅に減少した外国人観光客の誘客を図るため，本県がこれまで築い

てきた海外自治体との交流基盤を活用し，海外政府要人へ来県を促すとともに，

国際会議や訪問団等を積極的に受入れます。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：８８６百万円（うち県事業費：８７８百万円） 
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第４章 １（４）取組９ 自立的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成 

取組９ 自立的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成 

 

 

 

行動方針 

◇ 自動車関連産業等における新潟県を含む東北７県での連携を促進します。 

◇ 県境を越えた企業，研究機関の間での役割分担や協力体制の構築等による，東北地方

への産業集積を支援します。 

◇ 三陸縦貫自動車道をはじめとする広域的な経済活動を支える道路ネットワークの整

備を促進します。 

◇ 東北に立地する企業の物流コスト削減など，国際競争力強化に寄与するための仙台塩

釜港の施設整備を推進します。 

◇ 東北全体の活性化をけん引する拠点である仙台空港の需要喚起のためのプロモーシ

ョン活動を推進します。 

◇ 山形県との連携に関する構想に基づく施策をはじめとした，東北各県等の官民による

連携を促進します。 

◇ 東北各県や東北観光推進機構と連携した広域観光周遊ルートの設定など，広域観光を

推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

全国平均と比較した東北地方の一人当たり県

民所得の割合（％） 

82.6％ 

（H18年度） 

87.5％ 

（H25年度） 

92.6％ 

（H29年度） 

東北地方の転入超過数（他ブロックとの比較順

位）（位） 

8位 

（H20年） 

6位 

（H27年） 

7位 

（H29年） 

東北地方の延べ宿泊者数（観光目的 50%以上・

従業員数 10人以上の施設）（万人） 

2,107万人 

（H20年） 

1,848万人 

（H27年） 

2,136万人 

（H28年） 

東北地方の完成自動車の港湾取扱貨物量 

（移出分）（万トン） 

409 万トン 

（H20年） 

550万トン 

（H27年） 

642万トン 

（H29年） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

自動車関連産業特別支援事業（取組 1から再掲） 

  分野(3)① ４   基本目標１(1) ④  

トヨタ自動車東日本（株）の発足や,大手部品メーカーの県内進出など,本県の

自動車関連産業を取り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入と取引拡

大を促進することにより自動車関連産業の一層の振興を図るため，取引機会の創

出や人材育成，技術支援など総合的な支援を行います。 

製造品出荷額等（自動車産業分） 1,672億円（H19） → 4,100億円（H29） 

自動車産業

振興室 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（４）取組９ 自立的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

震災 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（取組 3から再掲） 

県内食産業の再構築を図るため，消費者や実需者のニーズに基づき，県内食品

製造業者が販路開拓を図る際に生じる「商品開発」，「人材育成」，「販売・商談」

などの課題に対し，総合的な支援を行います。 

※商品ブラッシュアップ専門家派遣事業  分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

※商談会マッチング強化事業       分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

※首都圏販路開拓支援事業        分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

※復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業 

 分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

※「選ばれる商品づくり」支援事業    分野(4)④ ２   基本目標１(1) ⑧  

関連商談会における成約件数［累計］ 242件（H24） → 892件（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ32 

03 

震災 

高規格幹線道路整備事業（取組 12から再掲）   

                               分野(5)① １  

地域高規格道路整備事業（取組 12から再掲）  

                               分野(5)① １  

国が事業主体となる三陸縦貫自動車道などの高規格幹線道路の整備等につい

て，その事業費の一部を負担します。 

あわせて，県土の復興を支える，みやぎ県北高速幹線道路の整備を推進し，地

域間連携の強化を図ります。 

道路課 高規格道路

整備事業： 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

地域高規格道

路整備事業： 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

港湾整備事業（取組 12 から再掲）   

  分野(5)① ４  

宮城のみならず東北の復興と発展をけん引する中核的国際拠点港湾を目指し，

より適切な管理・運営を図るとともに，港湾機能の拡充のための施設整備を推進

します。 

港湾課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

震災 

地創 

空港機能を活用した国外プロモーション活動等事業（取組 5から再掲） 

  分野(3)② ６   基本目標１(1) ⑨  

空港機能を活用し，広域観光連携による新たな地域観光ルートを紹介するほか，

アニメコンテンツ等を活用して外国人観光客を誘致する等，仙台空港の利用を促

進することで，地域経済の活性化に結びつけます。 

仙台空港国際線乗降客数  167千人（H26） → 450千人（H28） 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

06 

地創 

地域連携推進事業 

  基本目標４(2)  

自立的に発展できる地域を形成するため，山形県などの東北各県や地域の経済

団体等との連携を強化し，広域連携施策を検討・推進します。 

震災復興政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

非予算的手法：秋の行楽みやぎ路誘客大作戦～秋色満載みやぎ・やまがたの観光

～（取組 5から再掲） 

 基本目標１(1) ⑨  

秋の紅葉の時期に，東北自動車道の国見サービスエリア内に観光案内所を開設

し，本県観光地までのルート案内や見どころ紹介等観光情報の発信を積極的に行

います。 

観光案内所来所者数［年間］ 2,171人（H20） → 2,500人（H29） 

観光課 Ｈ23～Ｈ29 
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第４章 １（４）取組９ 自立的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

08 

震災 

地創 

仙台・宮城観光キャンペーン推進事業（取組 5から再掲） 

  分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

県内外の一般消費者及び旅行エージェントや報道関係者などに対し，本県の観

光の情報や復興の状況を正確に伝えることにより観光客の誘致を図るため，関係

自治体等と協力して観光キャンペーンなどを実施します。 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

09 

震災 

みやぎ観光復興イメージアップ事業（取組 5から再掲） 

 分野(3)② ９  

震災の発生に伴い，県内への観光にも大きな影響が生じていることから，本県

のイメージアップや県内への旅行意欲の喚起を図るため，ＪＲ等と連携した首都

圏ＰＲを行います。 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

10 

地創 

外国人観光客誘致促進事業（取組 5から再掲） 

  基本目標１(1) ⑨  

海外からの観光客誘致促進のために各種プロモーション事業を実施します。 

外国人観光客宿泊者数［年間］ 47,860人（H23） → 160,000人（H29） 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

11 

地創 

教育旅行誘致促進事業（取組 5から再掲） 

  基本目標１(1) ⑨  

高まりつつある宮城の知名度を生かしながら，更なるイメージアップを図り，

国内からの観光客等の誘致を促進します。 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

12 

震災 

地創 

仙台空港活用誘客特別対策事業（取組 5から再掲） 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港就航地において，航空会社とも連携した観光ＰＲ活動を実施し，誘客

を促進します。 

観光課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ28 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１０１，９８４百万円（うち県事業費：１０１，５９１百万円） 
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第４章 １（５）取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

（５）産業競争力の強化に向けた条件整備 

 

取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

 

 

 

行動方針 

◇ 社会情勢の変化やグローバル化に対応し，ビジネスチャンスを的確にとらえ，宮城県

経済をけん引する次代のリーダーや起業家的人材，地域イノベーション人材の育成と定

着を促進します。 

◇ 企業の競争力向上に資するプロフェッショナル人材に対するニーズの掘り起こしや

県内企業への還流を促進します。 

◇ 地域商業におけるまちづくりと連携した地域の活性化につながる商店街づくりに向

け，安定した経営ができる人材の育成を支援します。 

◇ 就業者の減少や高年齢化に備えた将来のみやぎの建設産業を担う人材の確保・育成を

推進します。 

◇ 社会情勢の変化に対応し，地域をけん引するリーダーとなる次代の農林水産業を担う

人材・後継者の育成確保を推進します。 

◇ 水産加工業など沿岸部を中心に人手不足が深刻化している状況を踏まえた潜在的な

求職ニーズの掘り起こしや，求人企業とのマッチングなどの強化に取り組みます。  

◇ みやぎ産業人材育成プラットフォームなど，産学官の連携による学校と地域企業が一

体となった産業・復興を担う人材の育成を推進します。 

◇ 子どもたちや若者の発達段階に応じた勤労観や職業観を醸成し，早期離職の抑制や県

内就職率の向上に向けて産学官が連携したキャリア教育や志教育を推進します。 

◇ 働く意欲のある若者や女性，高齢者の個々のキャリアに応じた就業・雇用環境の整備

や能力開発の促進と，女性の活躍促進に取り組んでいる企業における社会的評価の獲得

に向けた普及啓発を推進します。  

◇ 宮城県の基幹産業である製造業の発展を担うものづくり人材の育成体制を構築します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

ライフステージに応じた基幹プログラムの推

進数（件）［累計］ 

8件 

（H21年度） 

17件 

（H28年度） 

18件 

（H29年度） 

県が関与する高度人材養成事業の受講者数

（人）［累計］ 

399人 

（H21年度） 

1,157人 

（H28年度） 

1,230人 

（H29年度） 

基幹産業関連公共職業訓練の修了者数（人） 

［累計］ 

0人 

（H21年度） 

970人 

（H27年度） 

1,385人 

（H29年度） 

県立高等学校生徒のインターンシップ実施校

率（％） 

62.2％ 

（H24年度） 

66.7％ 

（H27年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

第一次産業における新規就業者数（人） 

（取組１８に再掲） 

151人 

（H20年度） 

280人 

（H27年度） 

245人 

（H29年度） 
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第４章 １（５）取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

地創 

宮城ＵＩＪターン助成金事業 

 基本目標１(2) ②  

 ＵＩＪターンによりプロフェッショナル人材を雇い入れた県内中小企業に対し

て経費の一部を助成し，負担軽減と必要な人材の確保を支援します。 

雇用対策課 Ｈ27～Ｈ31 

02 

地創 

プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 

 基本目標１(2) ②  

プロフェッショナル人材戦略拠点に配置したプロフェッショナル人材戦略マネ

ージャーが，地域企業経営者に新事業や新販路開拓など「攻めの経営」への転換

を促すとともに，民間人材ビジネス事業者を活用してプロフェッショナル人材の

本県へのＵＩＪターンを促進します。 

雇用対策課 Ｈ27～Ｈ31 

03 

地創 

外国人留学生定着支援事業 

 基本目標１(1) ⑥  

外国人留学生に対し就職支援事業を行なうことで，高度な技能や知識を持つ外

国人人材の本県への定着を促進します。 

国際経済・

交流課 

Ｈ29～Ｈ32 

↓ 

Ｈ29～Ｈ30 

04 

地創 

新たな農業担い手育成プロジェクト 

 基本目標１(2) ③  

青年農業者の育成及び確保を図るため，就農関連情報の提供から研修等の相談，

農業大学校における教育・研修の実施，青年就農給付金の給付等により，就農ま

での一貫した支援を通して円滑な就農を支援します。 

新規就農者数［年間］ 80人（H20） → 130人（H29） 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

05 

地創 

みやぎ食と農の次世代リーダー育成事業 

 基本目標１(2) ③  

 農村地域の次世代リーダーの養成に向けた講座の開設，若者や女性農業者の地

域定着のため働きやすい就業環境の整備，新たな情報発信や交流活動を支援しま

す。 

新規就農者数［年間］ 170人（H26） → 130人（H29） 

農業振興課 Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

06 

地創 

みやぎの田園回帰促進人材確保・支援事業 

 基本目標１(2) ③  

 若者を中心とした田園回帰の促進や新たな担い手を確保するため，農山漁村地

域への新しい人の流れを作る取組や農福連携を推進する取組を支援します。 

新規就農者数［年間］ 170人（H26） → 130人（H29） 

農業振興課 Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

07 

地創 

森林整備担い手対策事業 

 基本目標１(2) ③  

森林整備を担う林業事業体の経営改善を支援し，林業労働力の育成確保を図り

ます。 

新規林業就業者数（定着者数）［累計］ 400人（H20） → 1,049人（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

温暖化防止森林づくり担い手確保事業 

 基本目標１(1) ⑧  

高度な技能を有し集約施業を実践する地域リーダーとなる人材の育成や就労環

境の改善により，森林づくりの担い手確保を推進します。 

宮城県森林施業プランナー育成数 20人（H24） → 20人（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（５）取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

09 

地創 

林業後継者育成事業 

 基本目標１(2) ③  

若い林業後継者や将来林業の担い手となる青年等を対象に研修会等を通じて森

林・林業に関する知識・技術を指導するとともに，林業後継者団体の活動を支援

します。 

林業教室修了生数 1,379人（H22） → 1,403人（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

10 

震災 

沿岸漁業担い手活動支援事業 

  分野(4)③ ３  

本県水産業の復興と持続的発展のため，浜の中核であり，後継者となる漁業士

や漁協青年部などの活動を支援するとともに，新たな担い手となる漁業就業者の

確保や育成を図ります。 

沿岸漁業新規就業者数［年間］ 26人（H23） → 25人（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

11 

震災 

水産加工業人材確保支援事業 

 分野(4)③ １  

震災により水産業に従事する人材不足が顕著なことから，遠隔地からの通勤手

段確保と宿舎整備等に係る整備支援を行うことにより人材確保を図り，水産業の

復興を支援します。 

水産加工品出荷額 1,227億円（H23） → 2,582億円（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

12 

震災 

地創 

みやぎの漁業担い手確保育成支援事業 

 分野(4)③ ３   基本目標１(2) ③  

宮城の沿岸漁業への就業希望者がワンストップで相談，体験，技術習得，就労

できる体制整備を行います。 

また，沖合・遠洋漁業の担い手確保・幹部船員の育成に向けて新規就業者・船

舶職員確保支援を総合的に実施します。 

水産業振興

課 

Ｈ28～Ｈ32 

13 

震災 

働きやすい水産加工場づくり推進事業 

 分野(4)③ ３  

水産加工場における働きやすい職場環境調査と水産加工業への就業意識調査を

行います。 

水産業振興

課 

Ｈ28～Ｈ32 

14 

地創 

いきいき男女共同参画推進事業（取組 18から再掲） 

  基本目標１(2) ⑤  

企業等におけるポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バランスについて

の普及啓発を図ることにより，女性も男性も能力を発揮しやすい両立支援等の充

実した職場環境づくりを促進するとともに，キャリアアップを目指す女性や女性

の活躍促進を支援する人材の育成を行い，男女共同参画の推進を図ります。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ23～Ｈ32 

15 

地創 

地域女性活躍推進事業（取組 18から再掲） 

    基本目標１(2) ⑤  

女性の活躍による地域経済の活性化や多様な地域課題の解決に期待が高まって

いる中，経済団体や各種団体との連携体制を構築し，女性が活躍しやすい環境の

整備を推進します。 

みやぎの女性活躍促進サポーター数［累計］ 0人(H27) →50人(H29)  

共同参画社

会推進課 

Ｈ27～Ｈ32 
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第４章 １（５）取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

16 

震災 

地創 

産業人材育成プラットフォーム推進事業 

  分野(3)① ３   基本目標１(2) ①  

地域産業復興の重要な要素である産業人材を育成するため，産学官の連携によ

って，ライフステージに応じた多様な人材育成を推進するとともに，地域の教育

現場と地域産業界が一体となった産業人材育成体制を確立し，地域企業の生産性

向上に寄与できる人材の育成を図ります。 

ライフステージに応じた基幹プログラムの推進数［累計］ 

   8件（H21） → 18件（H29） 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

17 

地創 

非予算的手法：地（知）の拠点大学による地方創生推進事業（ＣＯＣ＋） 

                              基本目標２(3)  

 地方創生の中心となる「ひと」の集積を図るため，県内の大学等や企業と連携

し，若者の地元定着に向けた取組を支援します。 

産業人材対

策課 

Ｈ27～Ｈ31 

18 

地創 

キャリア教育推進事業 

 基本目標１(2) ④  

県内のキャリア教育の状況を産業振興の観点から整理検証し，若者の定住や就

業率向上に効果的なプログラムの検討や推進体制を構築し，労働力を確保します。 

産業人材対

策課 

Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

19 

震災 

地創 

高卒就職者援助事業（取組 18から再掲） 

  分野(3)③ ２   基本目標１(2) ①  

県内の新規高卒者の就職を促進するため，合同就職面接会や企業説明会を開催

します。 

新規高卒者の就職内定率 88.2％（H22） → 100.0％（H29） 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

20 

震災 

地創 

進路達成支援事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

生徒に対して自らが社会でどのように生きるべきかを考えさせ，志をもって高

校生活を送ることができるよう支援します。 

特に就職希望の生徒に対しては，模擬面接等の即効性のある支援により就職内

定率の持続を図るとともに，計画的に企業見学やインターンシップ，内定者の入

社準備に向けたセミナーの充実を図るなど，職場定着率の向上を目指します。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

21 

震災 

地創 

みやぎクラフトマン２１事業（取組 15から再掲） 

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

専門高校，企業や自治体を含め，地域産業を担う専門的職業人を育成する体制

を構築し，企業ＯＢ等の熟練技能者による実践的な指導や，高校生が現場実習等

の機会を通して実践的な知識や技術・技能に触れることで，ものづくり産業に対

する理解を深め，職業意識の向上を図ることにより地域を支える人材の確保につ

なげます。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

22 

震災 

産業人材育成重点化モデル事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５  

被災地域の産業復興に貢献し，かつ将来の地域産業を担う人材を育成するため，

地域の産業界と連携し，震災復興に係る課題解決を通した教育活動を展開します。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

23 

 

宮城県版キャリアセミナーコーディネート事業（取組 15から再掲） 

本県の志教育を推進する目的で，県立高等学校が取り組む進路指導ワークショ

ップ等に係る人材の開拓や学校で開催するワークショップセミナーの企画・立

案・運営等の事業を展開し，震災からの復興や未来を担う人材を育成します。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 
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第４章 １（５）取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

24 

震災 

地創 

「地学地就」地域産業の担い手育成推進事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ④  

地域の企業と学校が連携・協力し，富県宮城の将来を支えるものづくり人材の

育成と確保のため，経済商工観光部（産業人材対策課・雇用対策課）と連携し，

人手不足の解消や職場定着に向けた取組を行います。 

高校教育課 Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

25 

震災 

地創 

ものづくり人材育成確保対策事業 

  分野(3)① ３   基本目標１(2) ①  

地元企業や立地企業が必要とするものづくり人材を確保するため，企業の認知

度向上や製造業を志す高校生の拡大及び技術力向上を図り，学生等の県内企業へ

の就職を促進するとともに,企業の採用力を強化し,企業の人材確保を支援しま

す。 

高等学校新規卒業者のうち製造業就職者数［年間］ 

  1,318人（H23） → 1,500人（H29） 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

26 

震災 

ものづくり産業人材アシスト事業 

 分野(3)③ ４  

県内の中小規模のものづくり企業（製造業）において，被災離職者などの県内

求職者を雇用し，ＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴを組み合わせた研修を実施することによ

り，就業に役立つ実践的なスキルを身につける支援を行います。 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 

27 

地創 

地域ひとづくり総合推進事業 

  基本目標１(2) ④  

産学金官の連携により，『地域イノベーションの担い手の育成と支援体制の整

備』，『県内企業の中核となる即戦力人材の育成と確保』を総合的に実施すること

で，「雇用の質と量」，「産業人材の育成・確保」の両面から地域産業の競争力強化

を図るとともに，学生等の県内就職率の向上を図ります。 

産業人材対

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

↓ 

Ｈ28～Ｈ32 

28 

地創 

地方創生インターンシップ事業 

 基本目標１(2) ①  

首都圏に在住する宮城県出身学生のＵターン就職や宮城県内に在住・通学する

学生の地元定着を促進し，宮城県のものづくり産業を中心とした人材不足の解消

に向けて県内企業でのインターンシップ実施を支援するもの。 

インターンシップ参加者の内，県内就職者数 →0人（H29） 20人（H32） 

産業人材対

策課 

Ｈ28～Ｈ32 

29 

震災 

地創 

自動車関連産業特別支援事業（取組 1から再掲） 

  分野(3)① ４   基本目標１(1) ④  

トヨタ自動車東日本（株）の発足や,大手部品メーカーの県内進出など,本県の

自動車関連産業を取り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入と取引拡

大を促進することにより自動車関連産業の一層の振興を図るため，取引機会の創

出や人材育成，技術支援など総合的な支援を行います。 

製造品出荷額等（自動車産業分） 1,672億円（H19） → 4,100億円（H29） 

自動車産業

振興室 

Ｈ23～Ｈ32 

30 

震災 

地創 

高度電子機械産業集積促進事業（取組 2から再掲） 

  分野(3)① ４   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，県内企業及び関係機関で構

成する「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機械産

業の技術に関するセミナーや企業内覧会の開催等による支援を行います。 

製造品出荷額等（高度電子機械関連産業） 

 11,868億円（H19） → 10,449億円（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（５）取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：４，１０６百万円（うち県事業費：３，９７４百万円） 

 

 

○ 取組１０に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）③ １ 離職者等再就職訓練事業 

02 （3）③ ３ 非予算的手法：地域経済活性化・人材育成連携事業 

03 （3）③ ４ 訓練環境整備促進事業 

04 （6）① ２ 公立大学法人宮城大学被災学生支援事業費助成事業 

05 （6）① ５ みやぎの専門高校展事業（取組 15から再掲） 

06 （6）① ５ 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業（取組 15から再掲） 

07 （3）③ ４ 大学等による復興を担う人材育成事業（取組 33から再掲） 
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第４章 １（５）取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化 

取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化 

 

 

 

行動方針 

◇ 社会情勢等に的確に対応できる中小企業・小規模事業者等の育成に向け，商工会，商

工会議所，農業協同組合などの各種産業関連団体との連携による情報提供や相談機能の

強化を推進します。 

◇ 認定農業者などの経営安定化や集落営農の組織化，漁船漁業の構造改革に向けた取組

等の支援による農林水産業における経営基盤の確立支援と，社会情勢に応じた経営を展

開できる人材育成を推進します。 

◇ 起業家の育成やビジネスプランの作成支援，円滑な事業承継，事業再生支援など，産

業支援機関等と連携した多様な経営支援体制の充実を図ります。 

◇ 多様化する企業・地域の課題解決に向けた，地域経済分析システム等の客観的データ

の活用強化を推進します。 

◇ 制度融資の充実をはじめとする資金調達環境の整備などによる，自動車関連産業や食

品関連産業など成長が見込まれ経済の中核をなす業種への重点的な支援を行います。 

◇ ファンドなどを活用した資金供給，企業の事業性を評価する融資制度の構築など，中

小企業・小規模事業者にあっても利用しやすい多様な資金調達手段の活用促進を推進し

ます。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

創業や経営革新の支援件数（件）[累計] 
119件 

（H20年度） 

1,422件 

（H27年度） 

1,414件 

（H29年度） 

農業経営改善計画の認定数（認定農業者数） 

（経営体） 

6,266経営体 

（H20年度） 

6,437経営体 

（H27年度） 

6,320経営体 

（H29年度） 

集落営農数（集落営農） 
679 集落営農 

（H20年） 

911集落営農 

（H28年） 

912集落営農 

（H29年） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 産業復興相談センター支援事業 

中小企業の経営再生に向けた対応を行っている「宮城県産業復興相談センター」

に対して支援を行い，中小企業の経営基盤の強化を促進します。 

宮城県産業復興相談センターが支援した企業社（者）［累計］ 

  642社（H23） → 780社（H29） 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（５）取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

地創 

小規模事業者伴走型支援体制強化事業 

 基本目標１(1) ③  

小規模事業者の経営計画等作成から計画に基づく取組みに係る指導を行う商工

会・商工会議所の伴走型支援体制を強化することにより，小規模事業者の販路開

拓等に向けた持続的経営，経営革新の促進を図ります。 

中小企業支

援室 

Ｈ28～Ｈ29 

03 

震災 

集落営農ステップアップ支援事業 

 分野(4)① ３  

被災地集落営農の早期営農再開を目的にプランの策定から経営再開に向けた取

組を支援します。また，集落営農組織の実践プランの策定，園芸品目など新たな

作物導入や農産加工などの取組を支援し，経営基盤の確立と組織体制の強化を図

ります。 

集落営農組織での園芸作物・加工部門等導入組織数 

  延べ 52組織（H20） → 延べ 195組織（H29） 

農業振興課 Ｈ24～Ｈ26 

04 

震災 

地創 

地域農業担い手育成支援事業 

  分野(4)① ３   基本目標１(2) ③  

東日本大震災からの復興と地域の発展のため，その担い手となる認定農業者及

び集落営農組織の経営力の強化を支援します。 

事業を活用して法人化した集落営農組織 

２組織／年（H23） → ９組織／年（H29） 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

農業経営高度化支援事業 

 基本目標１(1) ⑧  

将来にわたり地域農業を効率的，安定的に担う経営体への農用地の利用集積を

促進します。 

農村整備課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

建設産業振興支援事業 

 基本目標１(1) ④  

震災後の復興，地域再生に大きな役割を担う建設産業の支援のため，建設産業

振興プランに基づき，担い手の確保・育成や経営戦略の強化等に資する各種事業

を展開します。 

事業管理課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

震災 

水産加工業ビジネス復興支援事業（取組 3から再掲） 

  分野(4)③ ３  

 震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上げの回復が遅れており，人手

不足もあいまって非常に厳しい状況に置かれています。現状を打開し，高い競争

力を発揮するとともに，地域経済の再生を果たすため，課題解決を事業者ととも

に目指す伴走型支援組織を設置します。 

中小企業支

援室 

Ｈ28～Ｈ32 

08 

震災 

地創 

大規模経営体育成支援事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)① ３   基本目標１(1) ⑧  

本県農業を牽引する先進的な大規模経営体の育成を図るため，先端技術の導入

や新規品目・新規部門の導入により，経営の高度化を支援します。 

低コスト生産技術導入数 ０技術（H26） → ３技術（H29） 

農業振興課 Ｈ27～Ｈ32 

09 

震災 

水産都市活力強化対策支援事業（取組 6から再掲） 

  分野(4)③ ３  

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等による水揚げ確保と水産物の

販売力強化を柱とした取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

水産加工品出荷額 1,227億円（H23） → 2,582億円（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 
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第４章 １（５）取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 

地創 

地域経済構造分析推進事業 

 基本目標１(1) ④  

より有効な産業振興策や企業支援策を企画・立案するため，地域経済分析シス

テム（RESAS）や民間が保有するビッグデータ等を活用し，本県の産業構造や現状

の詳細な分析を行います。 

富県宮城推

進室 

Ｈ28～Ｈ32 

11 

地創 

みやぎマーケティング・サポート事業 

 基本目標１(1) ①  

（公財）みやぎ産業振興機構を通じ，企業の成長段階に応じて，起業から販路

開拓までをカバーする一貫的な支援策を実施します。 

創業や経営革新の支援件数（件） 

1,422社（H20～H27年度の累計） → 1,414件（H20～H29年度の累計） 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

12 

地創 

県中小企業支援センター事業 

  基本目標１(1) ①  

（公財）みやぎ産業振興機構を通じて，中小企業等の創業・経営革新，取引支

援，販路拡大，情報化等を総合的に支援します。 

創業や経営革新の支援件数（件） 

 1,422社（H20～H27年度の累計） → 1,414件（H20～H29年度の累計） 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

地域起業・新事業創出活動拠点運営事業 

 分野(3)① ４   基本目標１(1) ①  

被災した沿岸地域など人口減少が進んでいる地域において，人口の回復・定着

に向けた新たな雇用の創出を図るため，起業・新事業創出の活動拠点を設置し，

地域内外との人的ネットワーク構築の促進することにより新たなビジネスの創出

を支援します。 

創業や経営革新の支援件数 

 1,422社（H20～H27年度の累計） → 1,414件（H20～H29年度の累計） 

中小企業支

援室 

Ｈ26～Ｈ29 

14 

地創 

地域創業推進事業 

 基本目標１(1) ①  

移住先での創業を志向するＵＩＪターン希望者に向けた本県の創業環境や創業

支援施策についての情報提供の場の構築を行うとともに，有望なビジネスプラン

を持つ創業希望者に対し本県での創業を働き掛けるほか，県と市町村による創業

支援に関するネットワーク構築を行います。 

創業や経営革新の支援件数 

1,422社（H20～H27 年度の累計） →  1,414社（H20～H29年度の累計） 

中小企業支

援室 

Ｈ29～Ｈ32 

15 

震災 

地創 

宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業 

 分野(3)① ２   基本目標１(1) ②  

県融資制度を利用した中小企業者（自動車産業等に関連する事業を行う中小企

業者や震災により被災した中小企業者など）の保証料負担を軽減するため，県の

制度として協会基本料率から引き下げた保証料率を設定するとともに，協会に対

して引き下げ分の一部を補助します。 

県制度融資残高に占める産業振興資金融資残高の割合 

0.75％（H20） → 0.94％（H29） 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

16 

地創 

中小企業金融対策事業 

 基本目標１(1) ②  

中小企業の円滑な資金繰りを支援するため，中小企業制度融資を充実させ，中

小企業者の経営の安定化や成長・発展を支援します。 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（５）取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

17 非予算的手法：国営土地改良事業負担金償還対策事業 

国営土地改良事業負担金に係る農家等の金利負担の軽減を図るため，関係機関

と連携し，低利資金を調達することで一括繰上償還を推進します。 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ31 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

18 

震災 

地創 

農林水産金融対策事業 

 分野(4)① １   基本目標１(1) ②  

農林水産業者が経営改善や規模拡大等に取り組む場合に必要な資金について，

円滑な融通と負担軽減を図り，経営の安定と競争力の強化に取り組みます。 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

19 

震災 

中小企業高度化事業 

 分野(3)① ２  

震災により甚大な被害を受けた中小企業協同組合や商店街振興組合等を支援す

るため，これらの組合等が被災した共同施設を復旧又は新たに整備する場合に長

期無利子の貸付を行います。 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

20 

震災 

地創 

スタートアップ加速化支援事業 

 分野(3)① ４   基本目標１(1) ①  

被災地をはじめとした県内での創業及び新事業の創出（経営革新）を支援する

ため，事業者・企業に対しスタートアップ資金を補助します。 

創業資金の補助件数（交付対象者数） 

60社（H20～H28年度の累計） →  240社（H20～H32年度の累計） 

中小企業支

援室 

Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２４５，３４０百万円（うち県事業費：２４４，７０４百万円） 

 

 

○ 取組１１に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）① １ 復興企業相談助言事業（取組 1から再掲） 

02 （3）① １ 中小企業経営支援事業 

03 （3）① １ 小規模企業者等設備導入資金 

04 （3）① ２ 中小企業経営安定資金等貸付金 

05 （3）① ２ 中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付事業 

06 （3）① ２ 被災中小企業者対策資金利子補給事業 

07 （3）① ２ 中小企業等二重債務問題対策事業 

08 （4）① １ 津波被害土地改良区債償還支援事業 

09 （4）① １ 農業制度資金活用者等経営支援事業（取組 6から再掲） 

10 （4）① １ 
東日本大震災農林業災害対策資金利子補給事業 

市町村農林業災害対策資金特別利子助成事業 

11 （4）① １ 天災資金利子補給（農林業） 

12 （4）① １ 農林業災害対策資金に伴う信用保証制度円滑化対策事業 
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第４章 １（５）取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化 

No. 分野番号 事  業  名 

13 （4）① １ 農林業震災復旧支援利子負担軽減事業 

14 （4）① １ 土地改良区運営資金利子補給事業 

15 （4）③ １ 漁業経営震災復旧特別対策資金利子補給事業 

16 （4）③ １ 
東日本大震災水産業災害対策資金利子補給事業 

市町村水産業災害対策資金特別利子助成事業 

17 （4）③ １ 天災資金利子補給（水産業） 

18 （4）③ １ 水産業災害対策資金に伴う信用保証制度円滑化対策事業 
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第４章 １（５）取組１２ 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 

取組１２ 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 

 

 

 

行動方針 

◇ 貨物量の増加や船舶の大型化に対応した岸壁やふ頭用地の造成など，港湾機能拡充の

ための施設を整備します。 

◇ 港湾貨物の需要開拓及び新規航路開設に向けた誘致活動(ポートセールス)を強化し

ます。 

◇ 仙台港背後地の土地区画整理により整備された土地の活用促進等による港周辺地域

の貿易関連機能や流通・工業機能を強化します。 

◇ 仙台空港民営化を契機とした航空需要の拡大と航空路線の誘致活動（エアポートセー

ルス）を強化します。 

◇ 企業誘致などの土地利用による空港周辺地域の活性化を図ります。 

◇ 三陸縦貫自動車道など高速道路網及び広域ネットワークの形成に向けた道路網の整

備を促進します。 

◇ 製造活動を支える価格競争力のある工業用水道の長期安定供給を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量

［実入り］（TEU） 

134,856TEU 

（H20年） 

161,973TEU 

（H27年） 

176,000TEU 

（H29年） 

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コンテ

ナ貨物除き）（万トン） 

3,309万トン 

（H20年） 

3,514万トン 

（H27年） 

3,666万トン 

（H29年） 

仙台空港乗降客数（千人） 
2,947千人 

（H20年度） 

3,114千人 

（H27年度） 

3,500千人 

（H29年度） 

仙台空港国際線乗降客数（千人） 
260 千人 

（H20年度） 

160千人 

（H27年度） 

500千人 

（H29年度） 

高速道路のインターチェンジに 40 分以内で到

達可能な人口の割合（％） 

95.1％ 

（H20年度） 

95.4％ 

（H27年度） 

98.6％ 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

港湾整備事業 

 分野(5)① ４  

宮城のみならず東北の復興と発展をけん引する中核的国際拠点港湾を目指し，

より適切な管理・運営を図るとともに，港湾機能の拡充のための施設整備を推進

します。 

港湾課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 １（５）取組１２ 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

震災 

港湾利用促進事業 

  分野(5)① ４  

コンテナ貨物等の集荷促進と新規航路の開設や既存航路の安定化のための誘致

活動(ポートセールス)を行います。 

企業訪問数 98社（H20） → 540社（H26～H29） 

港湾課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

震災 

非予算的手法：港湾活性化推進事業 

 分野(5)① ４  

統合した新たな仙台塩釜港において，各港の機能と役割を明確にし，スケール

メリットを活かした効率的・効果的な港湾の管理・運営並びに利活用促進を図る

ため,連絡会議開催等による，港湾関係者との連携の強化及び協働活動を推進しま

す。 

港湾課 Ｈ25～Ｈ32 

04 

震災 

仙台港背後地土地区画整理事業 

 分野(5)④ １  

東北の産業経済拠点である仙台港周辺地域の貿易関連機能や商業，流通，工業

生産機能の強化を図るため，換地処分に向けた基盤整備を行います。 

仙台港背後地土地区画整理事業区域における市街化率 

  76.5％（H20） → 100％ （H29） 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

05 

震災 

仙台空港利用促進事業 

  分野(3)② ９  

本県の主要なインフラである仙台空港について，関係機関等と連携し航空機を

使った旅行需要の喚起に努めるなど，運航路線の維持拡大や一層の利用促進を図

ります。 

企業等訪問数［累計］ 155社（H19～H20） → 500社（H25～H29） 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

震災 

仙台空港民営化推進事業 

  分野(5)① ５  

仙台空港の更なる活性化を図るため，国が進める空港経営改革の動きに合わせ,

空港の経営一体化及び民間運営委託を推進します。 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ27 

07 

 

中坪・荷揚場地区整備事業  

仙台空港周辺の更なる活性化を図るため，国が進める空港経営改革の動きをひ

とつの契機として，事業用地を整備するとともに企業誘致の一助としてインフラ

の整備状況などの情報提供等を行います。 

敷地の整備 －（H24）→ 13ha（H27） 

空港臨空地

域課 

Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ28 

08 

震災 

仙台空港周辺整備対策事業  

 分野(5)① ５  

仙台空港と空港周辺地域との調和ある発展を図るため，仙台空港周辺対策協議

会に対して運営費を補助します。 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

震災 

仙台空港周辺地域土地利用調査事業 

 分野(5)① ５  

 空港周辺への産業集積に向けた土地利用調査を実施し，空港民営化後の更なる

活性化を図ります。 

空港臨空地

域課 

Ｈ27 

10 

震災 

地創 

仙台空港地域連携・活性化事業  

  分野(5)① ５   基本目標１(1) ⑨  

 仙台空港民営化の効果を最大限に発揮し，航空旅客の増加による交流人口の拡

大を図るため，運営権者との連携により，宮城県及び東北全域からのアウトバウ

ンドの強化に取り組み，路線の拡充に向けた需要喚起を図ります。 

空港臨空地

域課 

Ｈ28～Ｈ32 
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第４章 １（５）取組１２ 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

11 仙台空港周辺地域土地利用方針策定事業 

 分野(5)① ５  

仙台空港周辺地域の活性化に向けて，開発事業手法及び事業実施にあたっての

課題と解決策を検討します。。 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

12 

震災 

仙台空港周辺地域活性化推進検討事業 

 分野(5)① ５  

仙台空港周辺地域の開発候補地について，ケーススタディを行い，開発者が事

業化に向けた検討を行えるようにすることで，周辺地域の開発及び活性化を推進

します。 

空港臨空地

域課 

Ｈ29～Ｈ32 

13 

震災 

仙台空港活性化調査事業 

 分野(5)① ５  

仙台空港民営化の成功に向けては，空港の運用時間の延長も重要な課題となる

ことから，運用時間の延長に関する基礎調査を実施します。 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

14 

震災 

仙台空港運用時間検討事業 

 分野(5)① ５  

仙台空港民営化の成功に向けて重要な課題となる空港の運用時間について，空

港周辺の住民や，関係機関との調整を行いながら，仙台空港の運用時間に関する

検討を進めます。 

空港臨空地

域課 

Ｈ29 

15 

震災 

高規格幹線道路整備事業  

 分野(5)① １  

地域高規格道路整備事業  

 分野(5)① １  

国が事業主体となる三陸縦貫自動車道などの高規格幹線道路の整備等につい

て，その事業費の一部を負担します。 

あわせて，県土の復興を支える，みやぎ県北高速幹線道路の整備を推進し，地

域間連携の強化を図ります。 

道路課 高規格道路

整備事業： 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

地域高規格道

路整備事業： 

Ｈ23～Ｈ32 

16 広域道路ネットワーク整備事業  

高規格道路の計画に合わせたアクセス道路の整備や，産業拠点の形成及び地域

間連携を支援する広域道路ネットワークを整備します。 

道路課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

17 

震災 

仙台東部地区道路ネットワーク検討調査 

 分野(5)① １  

 東日本大震災後の道路環境の変化などを踏まえ,仙台東部地区の道路ネットワ

ークについて検証を行い，沿岸部の高規格道路と仙台都心間の円滑なアクセス策

について検討します。 

道路課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

18 

地創 

「富県戦略」育成・誘致による県内製造業の集積促進事業 

新規開発工業団地等において交通信号機，道路標識等の整備を行います。 

※「産業振興による雇用」のための交通環境整備事業     基本目標４(5)  

警察本部交

通規制課 

Ｈ23～Ｈ29 

19 

地創 

仙台空港“創貨・集貨”拠点化促進事業（取組 8から再掲） 

  基本目標１(1) ⑥  

 仙台空港民営化を契機として，単独での輸出が困難な中小食品事業者の海外販

路開拓を支援する「創貨・集貨組織」を官民連携で設立し，商流・物流の活性化

と将来的な貨物量の底上げを図ります。 

富県宮城推

進室 

Ｈ27～Ｈ28 

20 上工下水一体官民連携運営構築事業 

民の力を最大限活用したみやぎ型管理運営方式を構築するため，平成 32年度か

らの運用開始を目指し，導入可能性調査，官民の役割分担の検討，資産調査を行

うとともに，事業者の選定に向けた検討を進めます。 

水道経営管

理室 

Ｈ28～Ｈ31 
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第４章 １（５）取組１２ 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１３０，６７７百万円（うち県事業費：１２７，７４２百万円） 

 

○ 取組１２に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）② ６ アニメコンテンツを活用した台湾観光客誘致拡大事業 

02 （4）① １ 農業団体被災施設等再建整備支援事業（取組 6から再掲） 

03 （4）③ １ 漁港災害復旧事業１（県営５漁港） 

04 （4）③ １ 漁港災害復旧事業２（県営・市町営漁港） 

05 （4）③ １ 水産業共同利用施設復旧支援事業 

06 （4）③ １ 水産業共同利用施設復旧整備事業 

07 （4）③ １ 広域漁港整備事業 

08 （4）③ １ 漁港施設機能強化事業（市町営） 

09 （4）③ ３ 漁業集落防災機能強化事業 

10 （4）③ ３ 漁業集落防災機能強化効果促進事業 

11 （4）③ ２ 漁港環境整備事業 

12 （4）③ ２ 災害関連漁業集落環境施設復旧事業 

13 （4）③ ２ 廃油処理施設災害復旧事業 

14 （4）③ ２ 漁港施設機能強化事業 

15 （4）③ ２ 水産環境整備事業 

16 （4）③ ２ 漁場生産力向上対策事業 

17 （4）③ ２ 被災漁場環境調査事業 

18 （4）③ ２ 水産物供給基盤機能保全事業 

19 （5）① ２ 公共土木施設災害復旧事業（道路） 

20 （5）① ２ 道路改築事業 

21 （5）① ２ 離島振興事業（道路） 

22 （5）① ２ 交通安全施設等整備事業 

23 （5）① ２ 道路維持修繕事業 

24 （5）① ４ 公共土木施設災害復旧事業（港湾） 

25 （5）① ４ 港湾立地企業支援事業 

26 （5）④ １ 都市計画街路事業 
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第４章 ２（１）取組１３ 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり 

２．安心と活力に満ちた地域社会づくり  

（１）子どもを生み育てやすい環境づくり 

取組１３ 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり 

 

 

 

行動方針 

◇ 子育て世代に対する支援の拡充のほか，市町村・企業・ＮＰＯなどとの連携・協働に

よる結婚・妊娠・出産・子育てについて切れ目のない支援の実施による少子化対策を総

合的に推進します。 

◇ 働きながら子育てを行う男性を含めた従業員等に対する育児休業取得の促進や職場復帰

しやすい環境の整備など，職場における仕事と子育ての両立支援対策を促進します。 

◇ 女性の継続雇用や再就職等への支援など，男女ともに仕事と育児等が両立できる環境

の整備と，従業員の休暇取得の促進や超過勤務の縮減など事業主へのワーク・ライフ・

バランスの重点的な普及を推進します。 

◇ 保育所入所待機児童の解消に向けた保育所整備等の促進や，子育てを行う親の多様な

ニーズにこたえるため，家庭的保育，延長保育及び放課後児童クラブなどの各種サービ

スの充実に向けた取組を支援します。 

◇ 適切な保育環境の確保を図るため，保育士の確保に向けた取組を支援します。 

◇ それぞれの地域の実情に応じた子育て中の親の交流の場の設置などの地域における

子育て支援の充実を図ります。 

◇ 不登校や引きこもりなど悩みを抱える子ども・子育てに不安・問題を抱える親や家族

に対する福祉と教育が連携した相談・指導の充実及び市町村に対する支援を行います。 

◇ 子どもの心身の健康対策，貧困対策，虐待防止など多様化・複雑化した子育てに係る

諸問題への総合的な対応を推進します。 

◇ 関係機関の連携による虐待防止体制の整備及び発生予防から早期発見・保護児童等に

対する援助など，迅速かつ的確に対応します。 

◇ 周産期・小児医療体制の整備及び小児救急医療体制の充実を図ります。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

合計特殊出生率 
1.29 

（H20年） 

1.36 

（H27年） 

1.40 

（H29年） 

育児休業取得率（％）       男 性 

                 女 性 

4.1％ 

75.8％ 

（H21年度） 

4.9％ 

89.8％ 

（H27年度） 

6.0％ 

89.0％ 

（H29年度） 

保育所等利用待機児童数（仙台市を除く）（人） 
511人 

（H21年度） 

425人 

（H28年度） 

0人 

（H29年度） 

宮城県庁における男性職員の育児休業取得率

（％） 

2.4％ 

（H17年度） 

14.5％ 

（H27年度） 

15.0％ 

（H32年度） 
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第４章 ２（１）取組１３ 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

子ども・子育て支援対策事業（次世代育成支援対策事業） 

 分野(2)② ３   基本目標３(3)  

震災復興における子育て支援施策の推進かつ「みやぎ子ども・子育て幸福計画」

の進捗管理・評価のため，次世代育成支援対策地域協議会の意見・提言等を踏ま

え，総合的かつ計画的な事業進捗を図ります。 

また，平成 26年度に策定した「子ども・子育て支援事業支援計画」の進捗管理・

評価のため，子ども・子育て会議の意見・提言等を求めます。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

不妊治療相談・助成事業 

 基本目標３(2)  

不妊治療を受けている夫婦に対し，治療費の一部を助成するとともに，不妊・

不育に関する相談活動等を行う「不妊・不育専門相談センター」を運営します。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

結婚支援事業 

 基本目標３(2)  

少子化の要因となっている晩婚化・未婚化の進行を踏まえ，人口減少に歯止め

をかけるため，出会いや結婚を希望する方々を応援する事業を実施します。 

子育て支援

課 

Ｈ28～Ｈ31 

04 

地創 

地域少子化対策重点推進交付金事業 

 基本目標３(2)  

結婚，妊娠から子育てに至る各段階の負担・悩み・不安を切れ目無く解消する

ための支援を充実ため，結婚に対する取組，結婚，妊娠・出産，乳児期を中心と

する子育てに温かい社会づくり・機運の醸成の取組を行います。 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

05 乳幼児医療助成費 

乳幼児の医療費一部負担額を市町村が助成した場合，そのうち 1/2を県が負担

します。 

子育て支援

課 

Ｈ29～Ｈ32 

06 小学校入学準備支援事業 

少子化対策の推進及び子育て家庭における経済的負担の軽減を図るため，市町

村が行う小学校入学準備支援事業に要する経費について補助金を交付します。 

子育て支援

課 

Ｈ29～Ｈ32 

07 「仕事」と「家庭」両立支援事業 

労働者の仕事と家庭の両立を支援するため，子育てを援助する「ファミリー・

サポート・センター」の市町村設置の促進及び運営に関する支援，雇用環境の整

備に向けた普及啓発を行います。 

育児休業取得率 男性 4.0% 女性 86.7%（H24） → 男性 6.0% 女性 89.0%（H29） 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

08 

地創 

中小企業ワーク・ライフ・バランス支援事業 

 基本目標３(4)  

 県内中小企業に対するアドバイザーの派遣や，人事労務担当者等を対象とする

企業交流会を実施することにより，労働者が仕事と生活の調和を図ることのでき

る職場環境づくりを推進します。 

雇用対策課 Ｈ21～Ｈ32 

09 

地創 

いきいき男女共同参画推進事業（取組 18から再掲） 

  基本目標１(2) ⑤  

企業等におけるポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バランスについて

の普及啓発を図ることにより，女性も男性も能力を発揮しやすい両立支援等の充

実した職場環境づくりを促進するとともに，キャリアアップを目指す女性や女性

の活躍促進を支援する人材の育成を行い，男女共同参画の推進を図ります。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ23～Ｈ32 



 

93 

 

第４章 ２（１）取組１３ 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 

震災 

地創 

待機児童解消推進事業 

  分野(2)② ２   基本目標３(2)  

待機児童解消に向け，保育所，事業所内保育施設等の整備支援や，家庭的保育

者の育成支援等を行います。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

11 

震災 

保育所等複合化・多機能化推進事業 

 分野(2)② ２  

復興計画などに基づき，保育所，認定こども園，放課後児童クラブ，地域子育

て支援拠点などの子育て関連施設の複合化・多機能化する際の整備費について補

助します。 

子育て支援

課 

Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ31 

12 

震災 

地創 

保育士確保支援事業  

  分野(2)② １   基本目標３(2)  

適切な保育環境の確保を図るため，保育士の確保・定着に向けた取組を推進し

ます。 

子育て支援

課 

Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

13 

地創 

保育士・保育所支援センター事業 

 基本目標３(2)  

保育士・保育所支援センターに保育士再就職支援コーディネーターを配置し，

潜在保育士の就職及び定着等を支援し，もって待機児童の解消を図ります。 

子育て支援

課 

Ｈ26～Ｈ29 

14 

震災 

地創 

地域型保育給付費負担金 

 分野(2)② ３   基本目標３(2)  

子ども・子育て支援新制度において，地域型保育事業（①小規模保育事業，②

家庭的保育事業，③居宅訪問型保育事業，④事業所内保育事業，特例給付）に対

して市町村が支弁する地域型保育給付の一部を県が負担します。 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

15 

震災 

地創 

施設型給付費負担金 

 分野(2)② ３   基本目標３(2)  

子ども・子育て支援新制度において，私立認可保育所や認定こども園を児童が

利用した場合，市町村が支弁する施設型給付の一部を県が負担します。 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

16 

震災 

地創 

地域子ども・子育て支援事業 

  分野(2)② ３   基本目標３(2)  

子ども・子育て新制度において，市町村が実施する地域子ども・子育て支援事

業に対して，県が補助します。 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

17 

地創 

子ども・子育て支援人材育成事業 

 基本目標３(2)  

「放課後児童クラブ支援員」認定研修事業及び「子育て支援員」養成研修を実

施し，子ども・子育て新制度事業を推進します。 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ29

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

18 

震災 

地創 

子育て支援を進める県民運動推進事業 

 分野(2)② ３   基本目標３(3)  

震災により多くの県民が甚大な被害を受け，長期の仮設住宅等での生活を余儀

なくされる等，地域における子育て支援活動への影響が懸念されることから，県

民総参加による県民運動を展開し，これにより，地域全体で子育てを支援する機

運を醸成し，「子育てにやさしい宮城県」の実現を目指します。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

19 

震災 

母子父子寡婦福祉資金貸付及び利子補給事業 

                               分野(2)② １  

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等に対し，修学・住宅・生活等に必要な各種

の資金の貸付や利子補給を行うなど，被災した家庭等の自立を支援します。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

20 

震災 

地創 

子ども虐待対策事業 

  分野(2)② ３   基本目標３(3)  

震災の影響による養育環境等の変化に伴い，児童虐待の増加が懸念されること

から，児童相談所及び保健福祉事務所等の家庭相談室において，専門的な立場か

らの支援を行います。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

21 

震災 

ひとり親家庭支援員設置事業 

 分野(2)② １  

震災に伴い，ひとり親家庭等からの生活・就労相談の増加が見込まれるため，

関係保健福祉事務所にひとり親家庭支援員を増員するなど，ひとり親家庭等の自

立を支援します。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

22 

地創 

子どもメンタルサポート事業 

    基本目標３(3)  

不登校や引きこもり，震災に伴う影響など，心に不安を抱える児童とその親に

対する専門的なケアを行うとともに，社会的・精神的自立を図るための取組を支

援します。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

23 

地創 

母子保健児童虐待予防事業 

  基本目標３(3)  

育児不安や虐待要因の一つである産後うつ病など養育支援が必要な家庭の早期

発見を支援するとともに，震災に伴う影響等への適切な支援を行います。 

また，若い世代への健康教育を行います。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

24 児童虐待防止強化事業 

近年増加傾向にある児童虐待に対処するため，市町村の要保護児童対策地域協

議会の強化，児童相談所職員の専門性の向上，被虐待児童の安全確認及び社会復

帰の促進並びに児童虐待の普及啓発を図ります。 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

25 

震災 

里親等支援センター事業 

                               分野(2)② １  

震災孤児や，震災等により増加している児童虐待のため親と生活できない児童

等の家庭的な養育環境の確保を図るため，里親等を支援する「里親等支援センタ

ー」を設置し，里親等の増加への取組を行うとともに，里親等への支援体制の強

化を図ります。 

子育て支援

課 

Ｈ28～Ｈ32 

26 社会的養護拡充事業 

児童養護施設等を継続的に運営するために必要な老朽化したベッド，緊急地震

速報受信装置等，児童の安全確保のために必要な備品の更新，フローリング貼等

の設備の更新及び内部改修等の要する費用を施設等に補助することにより，施設

等の入所児童等の生活向上を図ります。 

子育て支援

課 

Ｈ28～Ｈ29 

27 要保護児童生活環境支援事業 

施設や里親等に対し，高等学校就学費等を補助し，施設や里親等に措置されて

いる要保護児童が，より安定した環境で学習等その自立に向けた取組を行うこと

ができるよう支援します。 

子育て支援

課 

Ｈ28～Ｈ32 

28 親子滞在型支援施設事業 

（里）親子の家族再統合計画等を踏まえ，段階的な支援スケジュールにおける

支援の一環として，２４時間対応する職員が配置された施設で（里）親子を支援

し，（里）親子の再統合等を図ります。 

子育て支援

課 

Ｈ29～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

29 子ども人権対策事業 

虐待等から子どもの人権を守るため，虐待防止に向けた啓発活動を行うととも

に，地域における要保護児童対策地域協議会の活動を支援します。 

市町村要保護児童対策地域協議会設置数 31市町村（H21） → 35市町村（H29） 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

30 フードバンク支援事業 

フードバンク活動について，その取組が広がるよう運営や普及啓発に対する支

援を行います。 

社会福祉課 Ｈ28～Ｈ32 

31 子ども食堂支援事業 

子どもたちの身近な地域に子ども食堂ができるよう開設を検討している方に，

開設に向けたノウハウの提供と開設後の相談体制の構築を図ります。 

社会福祉課 Ｈ28～Ｈ32 

32 学習支援事業 

貧困の連鎖を防止するため，県内（町村域）で子ども食堂的機能を備えた学習

支援事業を実施します。 

社会福祉課 Ｈ28～Ｈ32 

33 

地創 

小児救急医療対策事業 

 基本目標３(2)  

小児の急なけがや発熱等に対する不安を解消するための取組や，小児科医以外

の医師に対し救急患者への対応に必要な知識の向上を図るための取組を推進しま

す。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

34 

地創 

周産期・小児医療従事者確保・育成支援事業 

 基本目標３(2)  

産科医師等が減少かつ不足し，過酷な勤務状況となっていること等を踏まえ，

分娩を取り扱った産科医師等や産科医を目指す研修医に対する手当の支給を支援

し，産科医の確保を図ります。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

35 

地創 

周産期救急搬送コーディネーター事業 

 基本目標３(2)  

救急医療を必要とする妊婦の搬送先の調整・確保を行うコーディネーターを配

置し，周産期救急救命の向上を図ります。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

36 

地創 

周産期医療ネットワーク強化事業 

 基本目標３(2)  

市町村及び医療機関等において，妊婦健診や分娩情報等，妊娠から出産後まで

の情報を共有するネットワークシステムを構築することで，リスクに応じた健

診・分娩体制を確保し，早期の育児支援を行います。 

あわせて，セミオープンシステムの普及に当たって必要な助産師外来の利用促

進を図ります。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：５７，５６９百万円（うち県事業費：３５，２４２百万円） 

 

 

○ 取組１３に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （2）① １ 児童福祉施設等給食安全・安心対策事業 

02 （2）② １ 被災児童やその家族等を支援するための相談・援助事業 
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第４章 ２（１）取組１３ 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり 

No. 分野番号 事  業  名 

03 （2）② １ 東日本大震災みやぎこども育英基金事業（取組 15から再掲） 

04 （2）② １ 震災遺児家庭等支援事業  

05 （2）② １ 認可外保育施設利用者支援事業 

06 （2）② １ 保育所保育料減免支援事業 

07 （2）② １ 幼保連携型認定こども園保育料減免事業 

08 （2）② ２ 被災保育所等災害復旧事業 

09 （2）② ２ 保育所再開支援事業 

10 （2）② ２ 児童厚生施設等災害復旧事業 

11 （2）② ３ 仮設住宅等サポートセンター支援事業 

12 （2）② ３ 少子化対策支援市町村交付金事業 
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第４章 ２（１）取組１４ 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成 

取組１４ 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成 

 

 

 

行動方針 

◇ 親としての「学び」と「育ち」の支援など，家庭の教育力を支える環境づくりを推進

します。 

◇ 家庭・地域・学校・団体や企業等の連携・協働による子どもの基本的な生活習慣の確

立に向けた取組を推進します。 

◇ 家庭・地域・学校の連携強化に向けた新たな仕組みづくりと学校と地域のコーディネ

ート機能の充実による協働教育を推進します。 

◇ 家庭教育支援・子育て支援に関わる地域人材の養成，子どもの活動拠点づくりなど，支援

者・団体のネットワークの構築による地域全体で子育てを支える体制を整備します。 

◇ 学校と地域住民やＮＰＯ，企業などの多様な主体と連携・協働した教育活動や地域活

動を促進します。 

◇ 地域づくりに向けた学習や活動への子どもたちの参画機会を創出します。 

◇ 貧困など困難を抱えた子どもの養育環境の改善と自立に向けた支援をおこないます。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）（％） 
3.7％ 

（H20年度） 

3.8％ 

（H28年度） 

3.0％ 

（H29年度） 

平日，午後１０時より前に就寝する児童の割合

（小学６年生）（％） 

53.5％ 

（H24年度） 

55.2％ 

（H28年度） 

60.0％ 

（H29年度） 

平日，午前６時３０分より前に起床する児童の

割合（小学６年生）（％） 

43.3％ 

（H24年度） 

59.0％ 

（H28年度） 

60.0％ 

（H29年度） 

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以外で使

う時間が３時間以上」と答えた児童生徒の割合（％） 

小学５年生 

中学２年生 

高校２年生 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

 

 

4.8％ 

15.2％ 

27.1％ 

（H28年度） 

 

 

4.1％ 

13.9％ 

24.5％ 

（H29年度） 

「市町村家庭教育支援チーム」を設置する市町

村数（市町村） 
－ 

17市町村 

（H27年度） 

22市町村 

（H29年度） 

地域学校協働本部を設置する市町村数（市町村） － 
0市町村 

（H27年度） 

9市町村 

（H29年度） 

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登

録数（企業・団体，個人）（団体，人）及び活

用件数（件） 

190 団体 

363人 

－ 

（H24年度） 

243団体 

493人 

2,254件 

（H27年度） 

300団体 

500人 

2,460件 

（H29年度） 
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第４章 ２（１）取組１４ 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

基本的生活習慣定着促進事業 

  分野(6)② １   基本目標３(3)  

震災以降，子どもたちの生活リズムが一層不規則になることが懸念されており，

規則正しい生活習慣や外遊びなどの重要性がますます高まっていることから，み

やぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛同する企業・団体と連携し，社会総が

かりで，幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図ります。 

みやぎっ子ルルブル推進会議会員数［累計］ 50団体（H21） → 400団体（H29） 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

非予算的手法：はやね・はやおき・あさごはん推奨運動 

 基本目標３(3)  

「はやね・はやおき・あさごはん」といった基本的生活習慣の子どもへの定着

に向けて，広く県民や家庭への普及活動を実施します。 

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生） 3.7％（H20） → 2.0％（H29） 

教育企画室

ほか 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

震災 

地創 

「学ぶ土台づくり」普及啓発事業（取組 15から再掲） 

 分野(6)② １   基本目標３(3)  

第２期「学ぶ土台づくり」推進計画を踏まえ，幼児教育の一層の充実に向けて，

「親子間の愛着形成の促進」や「基本的生活習慣の確立」，「豊かな体験活動によ

る学びの促進」の重要性について啓発するとともに，関係機関と連携しながら「幼

児教育の充実のための環境づくり」に取り組みます。 

また，本県における幼児教育の実態や課題を踏まえ，第３期「学ぶ土台づくり」

推進計画を策定します。 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

地創 

放課後子ども教室推進事業 

  分野(6)② １   基本目標３(3)  

被災した地域の子どもたち等に対し，放課後や週末等に安全・安心な学習活動

拠点を設け，地域の方々の参画を得ながら子どもたちの成長を地域全体で支えて

いく仕組みづくりをする市町村に対して支援を行います。 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

05 

震災 

地創 

協働教育推進総合事業 

震災により子どもを育てる環境が大きく損なわれていることから， 家庭・地

域・学校が連携・協働して地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進し，地域

の教育力の向上や活性化を図るとともに，子どもたちの学びを核とした地域住民

のネットワークの構築と地域コミュニティの再生を図ります。 

また，放課後子ども教室推進事業を活動に組み入れ，地域と学校が連携・協働

した活動を一体的に進めます。 

※協働教育推進総合事業           分野(6)② １   基本目標３(3)  

※公民館等を核とした地域活動支援事業            分野(6)③ １  

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

06 

震災 

地創 

志教育支援事業（取組 15 から再掲）  

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

東日本大震災の経験を踏まえ，児童生徒に，自らが社会で果たすべき役割を主

体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に物事

に取り組む姿勢を育む教育を推進します。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（１）取組１４ 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

07 

震災 

地創 

高等学校「志教育」推進事業（取組 15から再掲）  

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を

目指し，その実現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する

ため，地域における志教育の推進体制の充実を図るとともに，学校設定教科・科

目等による志教育の推進，志教育に関する情報発信，マナーアップ運動，地域貢

献活動及び特色ある高等学校づくりに取り組みます。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

08 

震災 

地創 

みやぎらしい家庭教育支援事業 

 分野(6)② １   基本目標３(3)  

近年，都市化や核家族化，地縁的つながりの希薄化を背景として，家庭教育が

困難になっていることから，震災後の多様な課題を抱える地域社会において，家

庭教育に関する相談等に応じる支援者の育成や家庭教育支援チーム設置の普及を

図り，これらの活用によって家庭教育に係る情報や学習機会の提供を推進するな

ど，家庭教育支援の充実と振興を図ります。 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

09 

震災 

高等学校等育英奨学資金貸付事業 

 分野(6)① ２  

経済的理由から修学が困難となった生徒に対して奨学資金を貸し付けるととも

に，震災を起因とした経済的理由により修学が困難となった生徒を対象に被災生

徒奨学資金の貸し付けを行います。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：５，１５２百万円（うち県事業費：５，１５２百万円） 
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第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

（２）将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり 

 

取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

 

 

 

行動方針 

◇ 児童生徒の発達段階に応じた「志教育」を推進します。 

◇ 幼児教育の充実に向けた「学ぶ土台づくり」を推進します。 

◇ 家庭学習に関する啓発や家庭における学習環境等の整備など，児童生徒の学習習慣定着に

向けた取組を推進します。 

◇ 学校と家庭の連携による確かな学力の定着に向けた実効性のある取組を推進します。 

◇ 児童生徒の需要理解に向けた教員の教科指導力向上や学習指導体制の向上を推進します。 

◇ 主体的・対話的で深い学び（「アクティブラーニング」）の視点による授業改善を推進します。 

◇ 児童生徒の授業理解に向けた教員の教科指導力向上や学習指導体制の工夫を図ります。 

◇ 幼児期の教育と小学校教育の円滑な接続や，学びの連続性を踏まえた小学校・中学校・高

校の連携を強化します。 

◇ 学力・学習状況調査などによる児童生徒の学力定着状況の把握・分析・公開を推進します。 

◇ 児童生徒の進路選択能力の育成に向けた指導体制の充実と教員の進路指導に関する能

力・技能の向上を図ります。 

◇ 高校生一人ひとりが勤労観・職業観を育み，希望する進路が着実に実現できる進路指導の

充実を図ります。 

◇ 産業界などとの連携による児童生徒の発達段階に応じたキャリア教育の充実を図ります。 

◇ 地域の進学指導等の拠点となる高校での取組の充実とその成果の普及を推進します。 

◇ 県内の高校と大学間での高大連携の推進とその成果の普及を推進します。 

◇ 国際的に活躍できるグローバル・リーダー，社会の変化や産業の動向等に対応した専門的

職業人などの育成を推進します。 

◇ 英語力の向上に向けた教育や国際的視野を広める体験活動等の充実を図ります。 

◇ 帰国・外国籍児童生徒等に対する学習面や学校生活面におけるきめ細かな支援を推進しま

す。 

◇ 情報モラル教育を含む情報教育の充実や教科指導におけるＩＣＴ活用などによるＩＣＴ

教育を推進します。 

◇ 社会形成・社会参加に関する教育（シチズンシップ教育）や環境教育を推進します。 

◇ 自国や郷土の歴史への関心を高め，理解を深める教育を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（％） 

小学６年生 

中学３年生 

高校２年生 

 

78.4％ 

67.1％ 

43.8％ 

（H20年度） 

 

80.0％ 

71.6％ 

50.1％ 

（H28年度） 

 

81.8％ 

74.5％ 

51.0％ 

（H29年度） 
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第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

全国平均正答率とのかい離（ポイント） 

小学６年生 

中学３年生 

 

－4.6ポイント 

－0.6ポイント 

（H20年度） 

 

-5ポイント 

0ポイント 

（H28年度） 

 

0ポイント以上 

0ポイント以上 

（H29年度） 

児童生徒の家庭等での学習時間（％） 

小学６年生：３０分以上の児童の割合 

中学３年生：１時間以上の生徒の割合 

高校２年生：２時間以上の生徒の割合 

 

83.5％ 

63.1％ 

13.4％ 

（H20年度） 

 

90.7％ 

66.2％ 

13.3％ 

（H28年度） 

 

91.8％ 

67.8％ 

16.0％ 

（H29年度） 

大学等への現役進学達成率の全国平均値との

かい離（ポイント） 

－1.0ポイント 

（H20年度） 

1.1ポイント 

（H27年度） 

1.2ポイント 

（H29年度） 

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのか

い離（ポイント） 

－0.7ポイント 

（H20年度） 

1.3ポイント 

（H27年度） 

0.5ポイント 

（H29年度） 

体験活動やインターンシップの実施校率（％） 

体験学習（農林漁業）に取り組む小学校の割合

職場体験に取り組む中学校の割合 

公立高等学校生徒のインターンシップ実施校率 

 

81.7％ 

95.2％ 

62.2％ 

（H24年度） 

 

86.3％ 

97.8％ 

66.7％ 

（H27年度） 

 

87.9％ 

98.4％ 

70.0％ 

（H29年度） 

県及び県教育委員会が主催する幼稚園教諭，保

育士等を対象とした研修会の参加者数（悉皆研

修を除く）（人） 

－ 
1,773人 

（H27年度） 

2,200人 

（H29年度） 

県立学校での一斉学習における「 MIYAGI 

Style」の実施校数（校） 
－ 

11校 

（H27年度） 

20校 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

志教育支援事業 

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

東日本大震災の経験を踏まえ，児童生徒に，自らが社会で果たすべき役割を主

体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に物事

に取り組む姿勢を育む教育を推進します。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

震災 

地創 

高等学校「志教育」推進事業 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を目

指し，その実現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進するた

め，地域における志教育の推進体制の充実を図るとともに，学校設定教科・科目

等による志教育の推進，志教育に関する情報発信，マナーアップ運動，地域貢献

活動及び特色ある高等学校づくりに取り組みます。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

03 

震災 

地創 

「学ぶ土台づくり」普及啓発事業 

 分野(6)② １   基本目標３(3)  

第２期「学ぶ土台づくり」推進計画を踏まえ，幼児教育の一層の充実に向けて，

「親子間の愛着形成の促進」や「基本的生活習慣の確立」，「豊かな体験活動によ

る学びの促進」の重要性について啓発するとともに，関係機関と連携しながら「幼

児教育の充実のための環境づくり」に取り組みます。 

また，本県における幼児教育の実態や課題を踏まえ，第３期「学ぶ土台づくり」

推進計画を策定します。 

教育企画室 

義務教育課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

地創 

基本的生活習慣定着促進事業（取組 14から再掲） 

 分野(6)② １   基本目標３(3)  

 震災以降，子どもたちの生活リズムが一層不規則になることが懸念されており，

規則正しい生活習慣や外遊びなどの重要性がますます高まっていることから，み

やぎっ子ルルブル推進会議の設置趣旨に賛同する企業・団体と連携し，社会総が

かりで，幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図ります。 

みやぎっ子ルルブル推進会議会員数［累計］ 50団体（H21） → 400団体（H29） 

教育企画室 

 

 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

震災 

教育振興基本計画策定事業 

  分野(6)① １  

 教育制度改革に伴い，教育施策の「大綱」に基づく施策の推進が求められるこ

とに加え，震災により児童生徒を取り巻く環境が大きく変化しており，震災から

の単なる復旧にとどまらない本県教育の復興に向けた施策をより一層推進するた

め，「第２期宮城県教育振興基本計画」を策定します。 

教育企画室 Ｈ27～Ｈ28 

06 

震災 

学力向上推進事業 

 分野(6)① ５  

宮城県総合教育センターに「学力向上に関する総合的な支援機能」を整備の上，

全国学力・学習状況調査及びみやぎ学力状況調査結果の分析内容を踏まえ，児童

生徒の更なる学力向上を目指し，教員の実践力や実践力の基盤となる自己研鑽な

どを高める総合的な対策を講じます。 

教職員課 

義務教育課 

高校教育課 

Ｈ25～Ｈ32 

07 

震災 

小中学校学力向上推進事業 

 分野(6)① ５  

震災の体験を踏まえ学ぶことの意義を再確認させながら学習習慣の形成を図る

とともに，教員の教科指導力の向上を図ります。 

また，学力向上に取り組む市町村教育委員会に対して支援を行います。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

08 

震災 

幼・保・小連携推進事業 

  分野(6)① ５  

震災により子どもの生活環境や学習環境が大きく変化したことから，その変化

に対応するため，合同研修会の開催や情報共有を含めた幼・保・小連携を一層推

進します。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 
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第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

09  宮城県学力・学習状況調査事業 

 本県児童生徒の一層の学力向上に向け，学習指導の改善と家庭学習の充実を図

るため，小・中学校児童生徒における学習内容の定着状況と学習意識，学校の学

習に係る取組や意識等を悉皆調査します。 

あわせて，本調査の結果と全国学力・学習状況調査の結果を関連付けて分析す

ることにより，全ての小・中学校において，学力の経年比較と個に応じた指導の

ＰＤＣＡサイクルの確立を図ります。 

義務教育課 Ｈ26～Ｈ32

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 

10 

震災 

児童生徒の学習意識調査事業 

分野(6)① ３  

東日本大震災の影響やこれまでの意識調査の結果等を踏まえ，授業づくりなど

の検証・改善を行い，学校の学びの場としての価値を高めるとともに，これらの

検証・改善の状況を「見える化」するため，児童生徒の学習意識調査を実施しま

す。 

義務教育課 Ｈ29～Ｈ32 

11 

震災 

高等学校学力向上推進事業 

 分野(6)① ５  

本県の復興に向けて，学ぶことの意義を実感させながら「確かな学力向上」を

図る必要があるため，本県生徒の学力状況，学習状況及び教育課程の実施状況を

把握することで，教育課程の適切な実施，教員の授業力の向上と校内研修体制の

充実を支援します。 

また，医師を志す生徒など，高い志をもった生徒の希望進路の達成に向けた支

援を行います。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

12 

震災 

地創 

協働教育推進総合事業（取組 14から再掲） 

震災により子どもを育てる環境が大きく損なわれていることから， 家庭・地

域・学校が連携・協働して地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進し，地域

の教育力の向上や活性化を図るとともに，子どもたちの学びを核とした地域住民

のネットワークの構築と地域コミュニティの再生を図ります。 

また，放課後子ども教室推進事業を活動に組み入れ，地域と学校が連携・協働

した活動を一体的に進めます。 

※協働教育推進総合事業           分野(6)② １   基本目標３(3)  

※公民館等を核とした地域活動支援事業            分野(6)③ １  

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

みやぎクラフトマン２１事業 

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

専門高校，企業や自治体を含め，地域産業を担う専門的職業人を育成する体制

を構築し，企業ＯＢ等の熟練技能者による実践的な指導や，高校生が現場実習等

の機会を通して実践的な知識や技術・技能に触れることで，ものづくり産業に対

する理解を深め，職業意識の向上を図ることにより地域を支える人材の確保につ

なげます。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

産業人材育成重点化モデル事業 

 分野(6)① ５  

被災地域の産業復興に貢献し，かつ将来の地域産業を担う人材を育成するため，

地域の産業界と連携し，震災復興に係る課題解決を通した教育活動を展開します。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 
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第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

15 

震災 

全国産業教育フェア宮城大会開催事業 

 分野(6)① ５  

専門高校等の生徒が日頃の学習成果を総合的に発表する全国産業教育フェアを

開催することで,全国の専門高校等の生徒の学習意欲や産業界,教育界,国民一般

への専門高校等の魅力的な教育内容について理解・関心を高め, 

また,新たな産業教育の在り方を探りつつ新しい時代に即した専門高校等にお

ける産業教育の活性化を図り,さらに東日本大震災からの復興状況を発信し,全国

からの支援への感謝の意を表すことを目的として開催します。 

高校教育課 Ｈ25～Ｈ26 

16 

 

宮城県版キャリアセミナーコーディネート事業 

本県の志教育を推進する目的で，県立高等学校が取り組む進路指導ワークショ

ップ等に係る人材の開拓や学校で開催するワークショップセミナーの企画・立

案・運営等の事業を展開し，震災からの復興や未来を担う人材を育成します。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

17 

震災 

みやぎ産業教育フェア開催事業 

 分野(6)① ５  

専門高校等における学習成果を広く紹介し，魅力的な教育内容について理解・

関心を高めるとともに，次代につながる新たな産業教育のあり方を発信します。 

また，大会での発表・体験・交流を通じて，東日本大震災からの復興に寄与す

る次代を担う産業人・職業人としての意識の啓発と志の醸成を図ります。 

高校教育課 Ｈ27～Ｈ32 

18 

震災 

地創 

「地学地就」地域産業の担い手育成推進事業 

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ④  

 地域の企業と学校が連携・協力し，富県宮城の将来を支えるものづくり人材の

育成と確保のため，経済商工観光部（産業人材対策課・雇用対策課）と連携し，

人手不足の解消や職場定着に向けた取組を行います。 

高校教育課 Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

19 

震災 

地創 

産業人材育成プラットフォーム推進事業（取組 10から再掲） 

  分野(3)① ３   基本目標１(2) ①  

地域産業復興の重要な要素である産業人材を育成するため，産学官の連携によ

って，ライフステージに応じた多様な人材育成を推進するとともに，地域の教育

現場と地域産業界が一体となった産業人材育成体制を確立し，地域企業の生産性

向上に寄与できる人材の育成を図ります。 

ライフステージに応じた基幹プログラムの推進数［累計］ 

   8件（H21） → 18件（H29） 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

20 

震災 

地創 

進路達成支援事業 

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

生徒に対して自らが社会でどのように生きるべきかを考えさせ，志をもって高

校生活を送ることができるよう支援します。 

特に就職希望の生徒に対しては，模擬面接等の即効性のある支援により就職内定

率の持続を図るとともに，計画的に企業見学やインターンシップ，内定者の入社

準備に向けたセミナーの充実を図るなど，職場定着率の向上を目指します。進路

希望決定率の向上（高校） 97.4％（H20） → 99.7％（H29） 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

21 

震災 

県立高等学校キャリアアドバイザー事業 

 分野(6)① ５  

すべての県立高等学校に引き続きキャリアアドバイザーを配置し，インターン

シップの実施や就職情報の提供，面接指導の一層の充実を図ることで，就職内定

率の更なる向上を図るとともに，懸案である早期離職の解消に向けた取組を強化

します。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 
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第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

22 

震災 

進学拠点校等充実普及事業 

  分野(6)① ５  

復興の歩みの中にあっても，県内各地域の進学重点校の一層の活性化を目指し，

指定校における生徒の学習意欲を高め学力の向上を図るとともに，学校の進路指

導体制の改善と教員の指導力の向上を図ります。 

さらに，その成果を各地域で他校に還元することにより，県全域での進学率向

上を図ります。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

23 

震災 

地創 

高卒就職者援助事業（取組 18から再掲） 

  分野(3)③ ２   基本目標１(2) ①  

県内の新規高卒者の就職を促進するため，合同就職面接会や企業説明会を開催

します。 

新規高卒者の就職内定率 88.2％（H22） → 100.0％（H29） 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

24 

震災 

非予算的手法：新規高卒未就職者対策事業（取組 18から再掲） 

 分野(6)① ５  

就職が未内定の卒業生等に対して県教育委員会が正規雇用につながるような各

種セミナーやスキルアップ講座等を計画的に実施することにより，就職支援と職

能開発を行います。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

25 

震災 

地創 

みやぎ若者活躍応援事業 

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

本県の次代を担う青少年に対し，東日本大震災後のみやぎを支える次代のリー

ダーを育成する事業を行うとともに，県の様々な政策課題や地域課題について意

見を表明する機会を提供することにより，青少年の社会参加の意識を高め，地域

で主体的に活躍する人材を育成します。 

また，ＮＰＯなどの団体と若者とのマッチングの機会の周知を行い，若者の社

会参画への機会の確保を図ります。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ26～Ｈ32 

26 

震災 

非予算的手法：みやぎフューチャースクール事業 

 分野(6)① １  

「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，21世紀を生きる子どもたちに求

められる力を育む教育を実現するため，大学等と連携し,一人一台の情報端末や電

子黒板，無線ＬＡＮ等が整備された環境において，デジタル教材等を活用した教

育の実践研究を行います。 

教育企画室 Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 

27 ＩＣＴ利活用向上事業 

「第２期みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて教育の情報化を推進し，情

報化社会・グローバル社会において主体的に学び，考え行動するみやぎの児童生

徒の育成を目指します。 

授業中に ICTを活用して指導する能力を有する教員の割合 

59.7％（H23） → 80.0％（H29） 

教育企画室 Ｈ24～Ｈ32 

28 非予算的手法：教科指導におけるＩＣＴ活用「MIYAGI Style」推進事業 

児童生徒の情報活用能力の育成やわかりやすく深まる授業を実現するため，Ｉ

ＣＴを効果的・効率的に活用する授業スタイルである「MIYAGI Style」の普及・

定着を推進します。 

県立学校での一斉学習における「MIYAGI Style」の実施校数 

 11校（H27） → 20校（H29） 

教育企画室 Ｈ28～Ｈ32 



 

106 

 

第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

29 

地創 

ＩＣＴを活用した専門高校生地域定着促進事業 

 基本目標１(3) ②  

ＩＣＴを活用した教育の実践などを通じ，県立の専門高校等の基礎学力の向上

を図るとともに，地元企業との共同商品開発などにより地元企業と専門高校の親

和性を高め，地域定着を促進します。 

教育企画室 Ｈ27 

30 

地創 

ＩＣＴを活用した特別支援学校スキルアップ事業 

 基本目標１(3) ②  

特別支援学校において，ＩＣＴ機器を，障害を補うツールとして活用し，「自立」

と「社会参加」を促進することにより，地域における共生社会（全員参加型社会）

の実現を目指します。 

教育企画室 Ｈ28～Ｈ31 

31 

震災 

 

学校運営支援統合システム整備事業 

 分野(6)①１  

学校における教務・校務を支援するシステムを導入することにより，教員の本

来の業務である「生徒に関わる時間」を創出するとともに，ＩＣＴを日常的に活

用することによりＩＣＴ教育の広がりを促進します。 

また，非常時の生徒データの消失に備えたデータの一元管理や学納金の管理に

おける多重チェック機能の運用を可能とします。 

教育企画室 Ｈ24～Ｈ31 

32 生徒の英語力向上事業 

国際共通語としての英語力の向上を図り，グローバル人材としてこれからの時

代を生き抜くための素地を形成するため，県内全公立中学校２年生（仙台市を除

く）を対象に，県内統一の英語能力測定テストを実施します。 

義務教育課 Ｈ29～Ｈ32 

33 

地創 

スーパーグローバルハイスクール事業 

 基本目標１(2) ④  

社会に対する関心と深い教養，コミュニケーション能力や問題解決力等の素養

を身に付け，将来，国際的に活躍できるグローバルリーダーの育成を図ります。 

高校教育課 Ｈ26～Ｈ30 

34 

震災 

地創 

スーパープロフェッショナルハイスクール事業 

 分野(6)① ５   基本目標１(2) ④  

専門高校において，大学・研究機関・企業等との連携の強化等により，社会の

変化や産業の動向等に対応した，高度な知識・技能を身につけ，社会の第一線で

活躍できる専門的職業人の育成を図ります。 

高校教育課 Ｈ26～Ｈ28 

35 シチズンシップ教育推進事業 

次代の社会を担う高校生が，公民として，社会とのかかわりを持ちながら，よ

り良く生きていくために必要な資質・能力・態度等を育てます。 

高校教育課 Ｈ27～Ｈ28 

36 

地創 

キャリア教育推進事業（取組 10から再掲） 

  基本目標１(2) ①  

県内のキャリア教育の状況を産業振興の観点から整理検証し，若者の定住や就

業率向上に効果的なプログラムの検討や推進体制を構築し，労働力を確保します。 

産業人材対

策課 

Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

37 

震災 

非予算的手法：豊かな体験活動推進事業（取組 16から再掲） 

  分野(6)② １  

震災により地域とのつながりの重要性が再認識されていることから，自然の中

での農林漁業体験等を通して，児童生徒の豊かな人間性や社会性などの育成を図

ります。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２，３６７百万円（うち県事業費：２，３６７百万円）  
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第４章 ２（２）取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

 

○ 取組１５に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （2）② １ 東日本大震災みやぎこども育英基金事業 

02 （6）① ２ 被災児童生徒就学支援（援助）事業 

03 （6）① ２ 被災幼児就園支援事業 

04 （6）① ２ 被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業 

05 （6）① ２ 私立学校授業料等軽減特別補助事業 

06 （6）① ２ 非予算的手法：公立専修学校授業料等減免事業 

07 （6）① ５ みやぎの専門高校展事業 

08 （6）① ５ 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業 

09 （6）① ５ 中高一貫教育推進事業 
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第４章 ２（２）取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成 

取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成 

 

 

 

行動方針 

◇ 多様な社会体験や自然体験などの体験活動の充実や学校教育活動全般を通じた心の

教育に関する取組を推進します。 

◇ 家庭・地域との連携による基本的な生活習慣の重要性に関する普及啓発を推進しま

す。 

◇ みやぎアドベンチャープログラムの活用等による豊かな人間関係の構築に向けた取

組を推進します。 

◇ 児童生徒の様々な問題行動の解消に向けた調査研究や教員研修，スクールカウンセラ

ー・スクールソーシャルワーカーなどの学校等への配置・派遣や専門家・関係機関との

連携による教育相談体制の充実を図ります。 

◇ 学校・家庭・市町村教育委員会・関係機関・地域が一体となった，いじめ・不登校等

の未然防止，早期発見・早期対応に向けた取組を推進します。 

◇ 「分かる授業」の実践や互いに認め合う学級づくりなど，全ての児童生徒が「行きた

くなる学校」づくりを推進します。 

◇ 不登校等の教育的配慮を必要とする児童生徒の増加の懸念に対する，児童生徒への長

期的・継続的な心のケアを推進します。 

◇ 子どもの成長段階に応じて楽しく運動ができる取組や，運動習慣の確立に向けた取組

を推進します。 

◇ 小学校・中学校・高校にわたる体力・運動能力調査の継続的な実施など，子どもの体

力・運動能力向上に向けた取組を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童

生徒の割合（％） 

小学６年生 

中学３年生 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

85.6％ 

71.2％ 

（H28年度） 

 

 

88.5％ 

73.5％ 

（H29年度） 

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答え

た児童生徒の割合（％） 

小学６年生 

中学３年生 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

92.7％ 

91.8％ 

（H28年度） 

 

 

92.8％ 

93.6％ 

（H29年度） 

不登校児童生徒の在籍者比率（％） 

小学校 

中学校 

高等学校 

 

0.34％ 

3.17％ 

1.57％ 

（H20年度） 

 

0.47％ 

3.53％ 

2.40％ 

（H27年度） 

 

0.35％ 

3.16％ 

1.30％ 

（H29年度） 
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第４章 ２（２）取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

不登校児童生徒の再登校率（小・中）（％） 
37.0％ 

（H20年度） 

29.4％ 

（H27年度） 

35.5％ 

（H29年度） 

「不登校児童生徒の個票等を活用した引継を

行っている」と答えた小・中学校の割合（％） 

小学校 

中学校 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

89.3％ 

12.4％ 

（H28年度） 

 

 

100％ 

100％ 

（H29年度） 

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合

計点の全国平均値とのかい離（ポイント） 

小学５年生（男） 

小学５年生（女） 

中学２年生（男） 

中学２年生（女） 

 

 

－1.15ポイント 

－0.61ポイント 

－0.19ポイント 

－0.56ポイント 

（H24 年度） 

 

 

－0.86ポイント 

－0.53ポイント 

－0.05ポイント 

－1.55ポイント 

（H28 年度） 

 

 

0.1ポイント 

0.1ポイント 

0.1ポイント 

0.1ポイント 

（H29 年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

志教育支援事業（取組 15 から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

東日本大震災の経験を踏まえ，児童生徒に，自らが社会で果たすべき役割を主

体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に物事

に取り組む姿勢を育む教育を推進します。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

震災 

地創 

高等学校「志教育」推進事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を

目指し，その実現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する

ため，地域における志教育の推進体制の充実を図るとともに，学校設定教科・科

目等による志教育の推進，志教育に関する情報発信，マナーアップ運動，地域貢

献活動及び特色ある高等学校づくりに取り組みます。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

03 

震災 

非予算的手法：豊かな体験活動推進事業 

 分野(6)② １  

震災により地域とのつながりの重要性が再認識されていることから，自然の中

での農林漁業体験等を通して，児童生徒の豊かな人間性や社会性などの育成を図

ります。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（２）取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

04 

震災 

地創 

みやぎアドベンチャープログラム事業 

  分野(6)① ３   基本目標３(3) 

児童生徒の豊かな人間関係の構築に向け，みやぎアドベンチャープログラム（Ｍ

ＡＰ）を展開するための指導者の養成や研修，事例研究等を進めます。 

また，児童生徒の震災によるストレスや困難を共に乗り越え，復興に向けて心

をひとつにして行動していこうという集団の意志へと高め，心の復興を図ること

ができるよう，みやぎアドベンチャープログラムの手法を取り入れた集団活動等

を実施します。 

※心の復興支援プログラム推進事業  

義務教育課 

高校教育課

生涯学習課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

震災 

地創 

基本的生活習慣定着促進事業（取組 14から再掲） 

  分野(6)② １   基本目標３(3)  

震災以降，子どもたちの生活リズムが一層不規則になることが懸念されており，

規則正しい生活習慣や外遊びなどの重要性がますます高まっていることから，み

やぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛同する企業・団体と連携し，社会総が

かりで，幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図ります。 

みやぎっ子ルルブル推進会議会員数［累計］ 50団体（H21） → 400団体（H29） 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

非予算的手法：はやね・はやおき・あさごはん推奨運動（取組 14から再掲） 

  基本目標３(3)  

「はやね・はやおき・あさごはん」といった基本的生活習慣の子どもへの定着

に向けて，広く県民や家庭への普及活動を実施します。 

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生） 3.7％（H20） → 2.0％（H29） 

教育企画室

ほか 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

震災 

地創 

私立学校スクールカウンセラー等活用事業 

                      分野(6)① ３   基本目標３(3)  

被災した児童生徒等の心のケアを行うスクールカウンセラー等を配置する私立

学校を支援します。 

私学文書課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

08 

震災 

地創 

子どもの心のケア推進事業 

             分野(2)② １   基本目標３(3)  

震災の影響に伴う，心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対応し，児童精

神科医及び心理士等による「子どもの心のケアチーム」が巡回指導等を行います。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

震災 

子どもの心のケア地域拠点事業 

                               分野(2)② １  

震災により心に深い傷を負った子どもたちに対する支援を行うため，児童精神

科医など専門職の派遣や研修事業等を行います。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

10 

震災 

地創 

教育相談充実事業 

  分野(6)① ３   基本目標３(3)  

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，早期に正常な学習活動に戻れるよ

うにするため，スクールカウンセラーの配置・派遣などを通して，一人一人への

きめ細かい心のケアを行うとともに，学校生活の中で心の安定が図られるよう，

相談・支援体制の一層の整備を図ります。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

11 

震災 

地創 

いじめ・不登校等対策推進事業 

  分野(6)① ３   基本目標３(3)  

児童生徒自身が抱える問題や児童生徒を取り巻く震災等による環境（家庭，養

育環境，友人関係等）の変化等，多様な要因により生じるいじめや不登校等の問

題行動を解決するために，スクールソーシャルワーカーや支援員等の配置・派遣，

支援チームや東部教育事務所への児童生徒の心のサポート班の設置等により，児

童生徒や家庭，学校へ多様な支援を行います。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（２）取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

12 

震災 

みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業 

                      分野(6)① ３  

東日本大震災に起因する心の問題から生じる不登校や不登校傾向及びいじめ等

により，学校生活に困難を抱えるようになった児童生徒の学校復帰や自立支援を

目的として市町村が行う体制整備を支援します。 

義務教育課 Ｈ28～Ｈ32 

13 

震災 

生徒指導支援事業 

  分野(6)① ３  

問題行動等対応研修会等を通じて，不登校・いじめ・校内暴力等，問題行動等

を抱える児童生徒に適切に対応できる教職員の資質・能力の向上を図ります。 

また，生徒指導上の諸問題に関する協議会を通じて，問題行動等に適切に対応

できる校内指導体制や関係機関との連携体制の構築・整備を促進します。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

総合教育相談事業 

  分野(6)① ３   基本目標３(3)  

心の問題に関する高度な専門的知識・経験を有する精神科医や臨床心理士が，

いじめ，不登校，非行等の諸問題について，面接又は電話による教育相談を行い

ます。 

また，特に震災による心の傷が癒えず，様々な環境の変化に適応できない児童

生徒に対応して心のケアを行うため，相談体制を強化します。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

15 

震災 

地創 

高等学校スクールカウンセラー活用事業 

 分野(6)① ３   基本目標３(3)  

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，臨床心理に関して高度に専門

的な知識，経験を有するスクールカウンセラーを配置・派遣します。 

また，震災後の心のケア対策として，教員とカウンセラーの研修会や情報交換

会を実施するなど，相談体制の強化を図ります。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

16 

震災 

地創 

いじめ・不登校等対策強化事業 

  分野(6)① ３   基本目標３(3)  

各学校のいじめ・不登校等の問題行動への対応を支援する心のケア支援員，心

のサポートアドバイザーを配置するとともに，関係機関や外部の専門家等との連

携・協力のネットワークを強化し，組織的・体系的な生徒指導を進め，問題の早

期発見・早期解決を図ります。 

高校教育課 Ｈ25～Ｈ32 

17 

震災 

ネット被害未然防止対策事業 

  分野(6)① ３  

いじめ問題の温床ともなる掲示板・ＳＮＳ等の検索・監視を実施し，速やかな

対処を図るとともに，スマートフォン等の利用に関する情報モラル育成のための

教員研修，生徒・保護者向け講話の講師派遣等を行います。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

18 

震災 

学校・地域保健連携推進事業 

 分野(6)① ３  

公立小・中学校及び県立学校を対象に，心身の健康問題を抱えている児童生徒

の課題解決に向け，希望する学校に専門医等を派遣し，「心のケア」や「生活習慣」

などに関する研修会，健康相談等を実施します。 

また，各教育事務所に地域における健康課題解決に向けた支援チームをつくり，

研修会等を実施します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

19 みやぎの子どもの体力・運動能力充実プロジェクト事業 

子どもの体力・運動能力の向上に向け，児童生徒の実態に応じた向上策を検討

するとともに，児童生徒の運動習慣化を図るための方策を検討し，実施します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（２）取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

20 学校給食備品整備事業 

夜間定時制課程を置く県立高等学校及び県立特別支援学校において，学校給食

を提供するために必要な備品を計画的に更新・整備し，学校給食の事故防止及び

児童生徒の心身の健全な発達を目指します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ26～Ｈ32 

21 

地創 

オリンピック・パラリンピック教育推進事業 

 基本目標１(1) ⑩  

スポーツ庁の「オリンピック・パラリンピック調査研究事業」を受託した国立

大学法人筑波大学から，県実行委員会が再委託を受け，オリンピック・パラリン

ピックの価値を活用した教育実践研究を行います。 

スポーツ健

康課 

Ｈ27～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：９，５７０百万円（うち県事業費：９，５４８百万円） 

 

 

○ 取組１６に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （6）① ３ 学校復興支援対策教職員加配事業 

02 （6）① ３ 特別支援学校外部専門家活用事業 
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第４章 ２（２）取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

 

 

 

行動方針 

◇ 少人数学級や少人数指導など，児童生徒の実情に応じたきめ細かな教育活動の充実を

図ります。 

◇ 県立高校の再編整備や入学者選抜制度改善などの推進による，時代のニーズや教育環

境の変化，生徒の多様化・個性化などに応じた魅力ある学校づくりを推進します。 

◇ 学校の自主性・主体性を生かした学校運営の支援や学校評価の充実，地域の人材の積

極的な活用やコミュニティ・スクールの促進などによる地域に開かれた魅力ある学校づ

くりを推進します。 

◇ 障害の有無にかかわらず地域の小・中学校で共に学ぶことのできる学習システムづく

りなどの特別支援教育の充実を図ります。 

◇ 一人ひとりの特性に応じた適切な配慮や支援など，多様な個性が生かされる教育を推

進します。 

◇ 優秀な教員の確保と，教員の資質能力の総合的な向上・学校活性化を図るための適切

な人事評価や教員研修等の充実を図ります。 

◇ 学校の耐震化など，安全で快適な教育施設の整備を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

保護者及び地域住民等に対して学校公開を実

施している学校（小・中）の割合（％） 

小学校 

中学校 

 

 

 

- 

- 

 

 

 

76.0％ 

54.0％ 

（H28年度） 

 

 

80.0％ 

54.0％ 

（H29年度） 

学校関係者評価を広く公表している県立高等

学校の割合（％） 
－ 

67.5％ 

（H26年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

学校外の教育資源を活用している公立高等学

校の割合（％） 

58.1％ 

（H20年度） 

87.2％ 

（H27年度） 

90.0％ 

（H29年度） 

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校

の児童生徒と交流及び共同学習した割合（％） 

28.2％ 

（H20年度） 

31.9％ 

（H28年度） 

36.0％ 

（H29年度） 
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第４章 ２（２）取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

県立高校将来構想管理事業 

 分野(6)① １  

「新県立高校将来構想」（平成 23～32 年度）について適正に進行管理を行うと

ともに，県の復興計画や各地域の復興の方向性などを踏まえて，新たな実施計画

及び県立高校将来構想（平成 31～40 年度）の検討を進め，平成 30 年度に策定し

ます。 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

02 

震災 

県立高校将来構想推進事業 

 分野(6)① １  

県の復興計画や各地域の復興の方向性などを踏まえて策定される「新県立高校

将来構想」（平成 23～32 年度）の実施計画に基づき，再編及び学科改編に伴う学

校施設や教育環境の整備を進めます。 

教育企画室 

高校教育課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 学級編制弾力化（少人数学級）事業 

学習習慣の着実な定着や問題行動等の低減を図るため，小・中学校の低学年に

おいて少人数学級を導入し，きめ細かな教育活動の充実を図ります。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

04 高等学校入学者選抜改善事業 

今後の入学者選抜の在り方についての入学者選抜審議会の答申を踏まえ，速や

かに入試制度の改善を図るとともに，新しい入試制度の周知と円滑な実施に向け

て積極的に情報を提供します。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

震災 

地創 

高等学校「志教育」推進事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を

目指し，その実現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する

ため，地域における志教育の推進体制の充実を図るとともに，学校設定教科・科

目等による志教育の推進，志教育に関する情報発信，マナーアップ運動，地域貢

献活動及び特色ある高等学校づくりに取り組みます。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

06 時代に即応した学校経営支援事業 

学校の運営における解決困難な問題に迅速かつ適切に対応していくための支援

を行います。 

教育庁総務

課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 学校評価事業 

開かれた学校づくりと，児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づ

くりを推進するため，学校関係者評価委員会を設置し，学校評価の充実を図りま

す。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

08 特別支援教育システム整備事業 

特別支援学校に在籍する児童生徒が，その居住地の小中学校の児童生徒との交

流及び共同学習を通して，障害のある児童生徒と障害のない児童生徒が共に学ぶ

ための指導や支援方法，校内体制の在り方等についての検討を進めます。 

また，地域における障害のある児童生徒の社会参加と地域における特別支援教

育の理解促進を図ります。 

特別支援教

育室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

09 特別支援教育研修充実事業 

障害のある幼児児童生徒に対する校内支援体制の充実に向けたコーディネータ

ー養成や，管理職，特別支援教育担当教員等に対する研修を行います。 

特別支援教

育室 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（２）取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 特別支援教育地域支援推進事業 

幼稚園，小・中学校，高等学校等に在籍している障害のある幼児児童生徒に対

する支援の充実と特別支援学校のセンター的機能の強化を図ります。 

特別支援学校における地域支援関係活動の実施回数［年間］ 

  764回（H20） → 1,500回（H29） 

特別支援教

育室 

Ｈ23～Ｈ32 

11 医療的ケア推進事業 

特別支援学校に通学する医療的ケアが必要な児童生徒の学習環境を整備しま

す。 

特別支援教

育室 

Ｈ23～Ｈ32 

12 特別支援学校校舎改築事業 

知的障害特別支援学校の狭隘化解消への対応や軽度知的障害生徒の進路拡大に

向けた施設整備を行います。 

特別支援教

育室 

施設整備課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

13 発達障害早期支援事業 

発達障害のある幼児児童生徒に関する保護者等の理解の促進及び市町村におけ

る支援体制の充実を図り，子どもの就学前から就学後に至るまで切れ目のない支

援体制の確立に向けた取組を進めます。 

特別支援教

育室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

14 共に学ぶ教育推進モデル事業 

 障害のある（特別な支援を要する）児童生徒が地域の学校に在籍し，障害のな

い児童生徒と「共に学ぶ」場合に必要な，効果的な教育方法や校内体制の確立に

向けて，モデル校・モデルエリアを設定し，各種専門家等の派遣による支援を行

います。 

特別支援教

育室 

Ｈ27～Ｈ32 

 

15 

地創 

非予算的手法：高等学園進路就労定着支援事業  

 基本目標１(2) ⑥  

平成 28年４月に開校する女川高等学園において，在学中から教育･福祉･労働等

の関係機関との連携を図り，地域の支援体制のもと，就労の定着と社会的自立に

向けた円滑な移行を支援します。 

特別支援教

育室 

Ｈ27～Ｈ32

↓ 

Ｈ27～Ｈ28 

16 

震災 

地創 

教職員ＣＵＰ（キャリア・アップ・プログラム）事業 

教職員の一層の資質能力の向上のため，経験段階や職能に応じた各種研修や特

定の課題に関する研修等の充実を図ります。 

※心のケア研修事業             分野(6)① ３   基本目標３(3)  

※防災教育等推進者研修事業         分野(6)① ４   基本目標４(4)  

教職員課 Ｈ23～Ｈ32 

17 実践的指導力と人間性重視の教員採用事業 

教員採用選考方法の改善を行い，教育課題への対応に積極的に貢献できる優秀

な人材の確保に努めます。 

教職員課 Ｈ23～Ｈ32 

18 私立学校施設設備災害対策支援事業 

私立学校設置者が行う学校施設設備の非構造部材の耐震化など，災害対策事業

に要する経費の一部を補助し，私立学校の防災対策を支援します。 

私学文書課 Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ29 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１２，２７５百万円（うち県事業費：１２，０８５百万円） 

  



 

116 

 

第４章 ２（２）取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

 

○ 取組１７に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （6）① １ 県立学校施設災害復旧事業 

02 （6）① １ 県立学校教育設備等災害復旧事業 

03 （6）① １ 校舎等小規模改修事業 

04 （6）① １ 市町村立学校施設災害復旧事業 

05 （6）① １ 私立学校施設設備災害復旧支援事業 

06 （6）① １ 私立学校施設設備災害復旧支援利子補給事業 

07 （6）① １ 私立学校等教育環境整備支援事業 

08 （6）① ５ 非予算的手法：「地域復興に係る学校協議会」事業 
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第４章 ２（３）取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

（３）生涯現役で安心して暮らせる社会の構築 

 

取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

 

 

 

行動方針 

◇ 経済情勢により変化する就業形態に応じた，産学官の各種機関や関係団体による多様

な就業能力開発機会を提供します。 

◇ 企業や関係機関・団体と連携した非自発的離職者の再挑戦に向けた就労を支援しま

す。 

◇ 復興需要後の雇用情勢の変化などを見据えた地域の安定的な雇用機会の創出に取り

組みます。 

◇ 外国人県民等の雇用機会の確保に必要な指導・助言の充実を図ります。 

◇ だれもが働きやすい労働環境の整備や女性・中高年齢者のスキルアップ，再就職の支

援などを推進します。  

◇ 若年者に対する相談体制の充実や職業選択機会の提供など，総合的な就業環境の整備

に取り組みます。 

◇ 学生・求職者が県内の企業と接する機会の設定などによる就業を促進します。  

◇ 若い世代の正規雇用の拡充など，若年者の経済的安定に向けた支援を行います。 

◇ 生活困窮者等に対し，就労準備支援や就労支援を行うことによる経済的自立を促進し

ます。 

◇ 障害者雇用率の改善に向けた意識の啓発や障害者の特性に応じたマッチング支援を

推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

基金事業における新規雇用者数（人） 

 ※H20～29年度累計 

111人 

（H20年度） 

94,846人 

（H20～27年度） 

84,500人 

(H20～H29年度) 

正規雇用者数（人） 
592,100人 

（H24年度） 

634,200人 

（H28年度） 

600,000人 

（H29年度） 

高年齢者雇用率（％） 
8.0％ 

（H21年度） 

12.1％ 

（H28年度） 

12.6％ 

（H29年度） 

新規高卒者の就職内定率（％） 
94.3％ 

（H20年度） 

99.6％ 

（H27年度） 

100.0％ 

（H29年度） 

ジョブカフェ利用者（併設の仙台学生職業セン

ターを含む）の就職者数（人） 

2,323人 

（H20年度） 

4,866人 

（H27年度） 

3,500人 

（H29年度） 

障害者雇用率（％） 
1.57％ 

（H21年度） 

1.88％ 

（H27年度） 

2.00％ 

（H29年度） 

介護職員数（人）［累計］ 

（取組２１から再掲） 

 

20,346人 

（H19年度） 

28,041人 

（H25年度） 

34,879人 

（H29年度） 
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第４章 ２（３）取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

第一次産業における新規就業者数（人） 

（取組１０から再掲） 

151人 

（H20年度） 

280人 

（H27年度） 

245人 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

緊急雇用創出事業 

 分野(3)③ １  

離職者等（被災求職者を含む。）の生活安定を図るため，国からの追加交付によ

る「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用し，緊急かつ一時的な雇用機会を創

出するとともに，産業政策と一体となった安定的な雇用の創出を図ります。 

新規雇用者数［累計］ 111人（H20） → 84,500人（H29） 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ31 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

震災 

地創 

みやぎ雇用創出対策事業 

  分野(3)③ １   基本目標１(2) ⑥  

中高年齢の非自発的離職者を雇い入れた事業主等に奨励金を支給することによ

り，離職者の再就職を促進します。 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 職場定着向上支援事業 

新入社員を対象にしたセミナーやカウンセリング等を行うとともに，新入社員

の職場定着に課題を抱える企業に対する助言等を行うことにより，新規高卒者等

の新入社員の職場定着の向上を図ります。 

雇用対策課 Ｈ26～Ｈ27 

04 

地創 

いきいき男女共同参画推進事業 

 基本目標１(2) ⑤  

企業等におけるポジティブ・アクションやワーク・ライフ・バランスについて

の普及啓発を図ることにより，女性も男性も能力を発揮しやすい両立支援等の充

実した職場環境づくりを促進するとともに，キャリアアップを目指す女性や女性

の活躍促進を支援する人材の育成を行い，男女共同参画の推進を図ります。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

地域女性活躍推進事業 

    基本目標１(2) ⑤  

女性の活躍による地域経済の活性化や多様な地域課題の解決に期待が高まって

いる中，経済団体や各種団体との連携体制を構築し，女性が活躍しやすい環境の

整備を推進します。 

みやぎの女性活躍促進サポーター数［累計］ 0人(H27) →50人(H29) 

共同参画社

会推進課 

Ｈ27～Ｈ32 

06 「仕事」と「家庭」両立支援事業（取組 13から再掲） 

労働者の仕事と家庭の両立を支援するため，子育てを援助する「ファミリー・

サポート・センター」の市町村設置の促進及び運営に係る支援，雇用環境の整備

に向けた普及啓発を行います。 

育児休業取得率 男性 4.0% 女性 86.7%（H24） → 男性 6.0% 女性 89.0%（H29） 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

07 

地創 

宮城ＵＩＪターン助成金事業（取組 10から再掲）  

  基本目標１(2) ②  

ＵＩＪターンによりプロフェッショナル人材を雇い入れた県内中小企業に対し

て経費の一部を助成し，負担軽減と必要な人材の確保を支援します。 

雇用対策課 Ｈ27～Ｈ31 
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第４章 ２（３）取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

08 

地創 

中小企業ワーク・ライフ・バランス支援事業（取組 13から再掲） 

  基本目標３(4)  

県内中小企業に対するアドバイザーの派遣や，人事労務担当者等を対象とする

企業交流会を実施することにより，労働者が仕事と生活の調和を図ることのでき

る職場環境づくりを推進します。 

雇用対策課 Ｈ21～Ｈ32 

09 

地創 

プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業（取組 10から再掲） 

  基本目標１(2) ②  

プロフェッショナル人材戦略拠点に配置したプロフェッショナル人材戦略マネ

ージャーが，地域企業経営者に新事業や新販路開拓など「攻めの経営」への転換

を促すとともに，民間人材ビジネス事業者を活用してプロフェッショナル人材の

本県へのＵＩＪターンを促進します。 

雇用対策課 Ｈ27～Ｈ31 

10 

地創 

新たな農業担い手育成プロジェクト（取組 10から再掲） 

  基本目標１(2) ③  

青年農業者の育成及び確保を図るため，就農関連情報の提供から研修等の相談，

農業大学校における教育・研修の実施，青年就農給付金の給付等により，就農ま

での一貫した支援を通して円滑な就農を支援します。 

新規就農者数［年間］ 80人（H20） → 130人（H29） 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

11 

地創 

森林整備担い手対策事業（取組 10から再掲） 

  基本目標１(2) ③  

森林整備を担う林業事業体の経営改善を支援し，林業労働力の育成確保を図り

ます。 

新規林業就業者数（定着者数）［累計］ 400人（H20） → 1,049人（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

12 

地創 

温暖化防止森林づくり担い手確保事業（取組 10から再掲） 

  基本目標１(1) ⑧  

高度な技能を有し集約施業を実践する地域リーダーとなる人材の育成や就労環

境の改善により，森林づくりの担い手確保を推進します。 

宮城県森林施業プランナー育成数 20人（H24） → 20人（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

沿岸漁業担い手活動支援事業（取組 10から再掲） 

  分野(4)③ ３  

本県水産業の復興と持続的発展のため，浜の中核であり，後継者となる漁業士

や漁協青年部などの活動を支援するとともに，新たな担い手となる漁業就業者の

確保や育成を図ります。 

沿岸漁業新規就業者数［年間］ 26人（H23） → 25人（H29） 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

みやぎの漁業担い手確保育成支援事業（取組 10から再掲） 

  分野(4)③ ３   基本目標１(2) ③  

宮城の沿岸漁業への就業希望者がワンストップで相談，体験，技術習得，就労

できる体制整備を行います。 

また，沖合・遠洋漁業の担い手確保・幹部船員の育成に向けて新規就業者・船

舶職員確保支援を総合的に実施します。 

水産業振興

課 

Ｈ28～Ｈ32 

15 

震災 

産業人材育成重点化モデル事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５  

被災地域の産業復興に貢献し，かつ将来の地域産業を担う人材を育成するため，

地域の産業界と連携し，震災復興に係る課題解決を通した教育活動を展開します。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 
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第４章 ２（３）取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

16 

震災 

全国産業教育フェア宮城大会開催事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５  

専門高校等の生徒が日頃の学習成果を総合的に発表する全国産業教育フェアを

開催することで,全国の専門高校等の生徒の学習意欲や産業界,教育界,国民一般

への専門高校等の魅力的な教育内容について理解・関心を高め,また,新たな産業

教育の在り方を探りつつ新しい時代即した専門高校等における産業教育の活性化

を図り,さらに東日本大震災からの復興状況を発信し,全国からの支援への感謝の

意を表すことを目的として開催します。 

高校教育課 

 

Ｈ25～Ｈ26 

17 

地創 

ひとり親家庭等自立支援対策事業 

  基本目標３(1)  

ひとり親家庭等の自立に向け，職業能力開発や就業相談を実施するとともに，

市町村等関係機関におけるひとり親家庭等支援の取組を促進します。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

18 女性・中高年齢者スキルアップ雇用促進事業 

子育て等を終えた女性や中高年齢者に人材育成を行い，雇用の促進及び人手不

足の業種等における人材確保を図るとともに，新たな雇用及び定着を促します。 

雇用対策課 Ｈ26～Ｈ27 

19 

地創 

女性・中高年人材育成助成事業 

 基本目標１(2) ⑥  

子育て等を終えた女性や中高年齢者等を雇用し，業務に必要な資格取得等の人

材育成を行う中小企業等に経費の一部を助成し，女性及び中高年齢者等の就職及

び企業の人材確保を支援します。 

雇用対策課 Ｈ27～Ｈ31 

20 

地創 

子育て女性等就職支援事業 

  基本目標１(2) ⑤  

子育て女性の就労支援が手薄な県内各地方で，子育て女性等就労支援拠点を整

備･育成するため，事業実施団体を助成します。 

雇用対策課 Ｈ27～Ｈ31 

21 生活福祉資金貸付事業 

低所得者，障害者等に対し，資金の貸し付けと必要な相談支援を行うことによ

り，経済的自立や社会参加の促進などを図り安定した生活が送れるよう支援しま

す。 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

22 

地創 

生活困窮者自立促進支援事業 

 基本目標３(1)  

生活困窮者が困窮状態から早期に脱却することを支援するため，本人の状態に

応じた包括的かつ継続的な相談支援等を実施するとともに，地域における自立・

就労支援等の体制を構築します。 

社会福祉課 Ｈ27～Ｈ32 

23 生活保護就労支援事業 

就労支援員を配置し，生活保護受給者の就労意欲の喚起，面接指導及び公共職

業安定所への同行訪問等を行い，就労による経済的な自立を支援します。 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

24 生活・就労支援事業 

求職中の貧困・困窮者等に対して，住宅手当の支給等により自立を支援します。 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ27 

25 退所児童等アフターケア事業 

児童養護施設退所者等からの生活や就業についての相談に応じることで，これ

らの者の地域社会における社会的自立の促進を図ります。 

子育て支援

課 

Ｈ29～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

26 

震災 

地創 

みやぎ出前ジョブカフェ事業 

   分野(3)③ ２   基本目標１(2) ①  

仙台からの遠隔地に居住する若年求職者の支援ニーズにこたえるため，キャリ

アカウンセラー等のスタッフが地域に赴き，就職に関する情報提供やカウンセリ

ング等の支援を行います。 

雇用対策課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

27 

震災 

地創 

高卒就職者援助事業 

  分野(3)③ ２   基本目標１(2) ①  

県内の新規高卒者の就職を促進するため，合同就職面接会や企業説明会を開催します。 

新規高卒者の就職内定率 88.2％（H22） → 100.0％（H29） 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

28 

震災 

地創 

新規大卒者等就職援助事業 

  分野(3)③ ２   基本目標１(2) ①  

新規大卒者等の就職と復興に向けた県内企業の優秀な人材確保を支援するた

め，合同就職面接会の開催や求人情報の提供を行います。 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

29 

地創 

若年者就職支援ワンストップセンター設置事業 

 基本目標３(1)  

若年求職者，フリーター等を対象に，キャリアカウンセリング，各種就職支援

セミナーや職場体験等，若者の仕事探しをワンストップで支援します。 

ﾜﾝｽﾄｯﾌﾟｾﾝﾀｰ利用者の就職者数［累計］ 14,000人(H26～H29 各年度 3,500人) 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

30 

地創 

みやぎの若者の職業的自立支援対策事業（ニート対策事業） 

 基本目標３(1)  

若年無業者等が経済的，社会的に自立できるように，職業意識の啓発や社会へ

の適応を個別的，継続的に支援します。 

進路決定者者数［累計］ 1,093人（H25） → 2,100人（H29） 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

31 

地創 

中小企業・大学等就職支援事業 

 基本目標１(2) ①  

地元中小企業の人事採用担当者と，大学等の就職担当者が一堂に会する「中小

企業・大学等就職支援事業」を開催することにより，地元中小企業の人材確保や

大学等の内定率向上を支援します。 

雇用対策課 Ｈ26～Ｈ31 

↓ 

Ｈ26～Ｈ27 

32 

地創 

若者等人材確保・定着支援事業 

 基本目標１(2) ①  

企業人事担当者向けのセミナーや専門家の派遣により，従業員の採用から定

着・育成までの支援を行うとともに，新入社員向けのセミナー等を通じて就労意

欲やビジネススキルの向上を図り，早期離職の防止を図ります。 

雇用対策課 Ｈ27～Ｈ31 

33 

震災 

地創 

進路達成支援事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

生徒に対して自らが社会でどのように生きるべきかを考えさせ，志をもって高

校生活を送ることができるよう支援します。 

 特に就職希望の生徒に対しては，模擬面接等の即効性のある支援により就職内

定率の持続を図るとともに，計画的に企業見学やインターンシップ，内定者の入

社準備に向けたセミナーの充実を図るなど，職場定着率の向上を目指します。 

進路希望決定率の向上（高校） 97.4％（H20） → 99.7％（H29） 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

34 

震災 

非予算的手法：新規高卒未就職者対策事業 

 分野(6)① ５  

就職が未内定の卒業生等に対して県教育委員会が正規雇用につながるような各

種セミナーやスキルアップ講座等を計画的に実施することにより，就職支援と職

能開発を行います。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 
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第４章 ２（３）取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

35 

震災 

地創 

みやぎクラフトマン２１事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ①  

専門高校，企業や自治体を含め，地域産業を担う専門的職業人を育成する体制

を構築し，企業ＯＢ等の熟練技能者による実践的な指導や，高校生が現場実習等

の機会を通して実践的な知識や技術・技能に触れることで，ものづくり産業に対

する理解を深め，職業意識の向上を図ることにより地域を支える人材の確保につ

なげます。 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

36 宮城県版キャリアセミナーコーディネート事業（取組 15から再掲） 

本県の志教育を推進する目的で，県立高等学校が取り組む進路指導ワークショ

ップ等に係る人材の開拓や学校で開催するワークショップセミナーの企画・立

案・運営等の事業を展開し，震災からの復興や未来を担う人材を育成します。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

37 

震災 

地創 

「地学地就」地域産業の担い手育成推進事業（取組 15から再掲） 

  分野(6)① ５   基本目標１(2) ④  

地域の企業と学校が連携・協力し，富県宮城の将来を支えるものづくり人材の

育成と確保のため，経済商工観光部（産業人材対策課・雇用対策課）と連携し，

人手不足の解消や職場定着に向けた取組を行います。 

高校教育課 Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

38 

地創 

障害者雇用アシスト事業 

                            基本目標１(2) ⑥  

訪問により企業情報の収集を行い，障害者就業・生活支援センター等に情報提

供するとともに，企業に対して障害者雇用に係る普及啓発，助言等を行うことに

より，県内企業における障害者雇用を促進します。 

障害者雇用率 1.57%（H21） → 2.00%（H29） 

雇用対策課 Ｈ26～Ｈ31 

39 

地創 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業 

                            基本目標３(1)  

求人事業所と求職者双方のニーズを把握し，円滑な人材参入・定着を支援する

ため，宮城県福祉人材センターに専門員を配置するなど福祉・介護人材の安定的

な確保等を推進します。 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む） 

総事業費：６９，５２０百万円（うち県事業費：６９，４６９百万円） 

 

 

○ 取組１８に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （3）③ １ 雇用維持対策事業 

02 （3）③ １ 勤労者地震災害特別融資制度 

03 （3）③ １ 沿岸地域就職サポートセンター事業 

04 （3）③ ２ 被災者等再就職支援対策事業 

05 （6）① ５ みやぎの専門高校展事業（取組 15から再掲） 

06 （6）① ５ 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業（取組 15から再掲） 
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第４章 ２（３）取組１９ 安心できる地域医療の充実 

取組１９ 安心できる地域医療の充実 

 

 

 

行動方針 

◇ 全国から県内の自治体病院等への勤務を希望する医師を募集・配置するなど，地域医療体

制の整備・充実や地域による偏在の解消に向けた着実な医師確保対策を推進します。 

◇ 新設された医学部から輩出される医師の効果的な配置に向けた修学資金制度の適切

な運営を図ります。 

◇ 地元大学医学部等と連携した地域医療，災害医療の担い手の育成に取り組みます。 

◇ 県内医療機関等に従事する看護職や認定看護師の確実な確保とその資質向上に向け

た支援を行います。 

◇ 二次医療圏ごとにその拠点となる病院整備に対する支援と，地域医療支援病院や地域

の中核的な病院を中心とした各地域の病院，診療所の連携・機能分担を促進します。 

◇ ＩＣＴを活用した医療福祉情報ネットワークシステムによる病院，診療所，福祉施設，

在宅サービス事業者等の連携強化や情報共有等を推進します。  

◇ 救急科専門医や救急救命士などの救急医療を担う人材の育成・確保と，救急医療情報

システムの有効活用などによる二次医療圏内での救急医療の完結を目指した救急医療

体制の整備を促進します。 

◇ 初期・二次・三次の各救急医療体制の充実とドクターヘリの導入推進及び円滑な運用

を図ります。 

◇ 急性期から回復期，維持期まで一貫性のある総合的なリハビリテーション提供体制の

構築と宮城県リハビリテーション支援センターの充実を図ります。 

◇ より高度で専門的ながん医療提供に向けた宮城県立がんセンターをはじめとしたが

ん診療連携拠点病院の機能強化や在宅緩和ケアの体制整備など，総合的ながん対策を推

進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

県の施策による自治体病院等（県立病院を除

く）への医師配置数（人） 

21人 

（H20年度） 

97人 

（H28年度） 

75人 

（H29年度） 

病院収容時間（分） 
35.8分 

（H19年） 

42.5分 

（H27年） 

前年全国平均 

（H29年） 

病院及び介護サービス施設，事業所に従事する

リハビリテーション専門職（理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士）の数（人） 

1,151人 

（H18年度） 

2,566人 

（H27年度） 

2,528人 

（H29年度） 

新規看護職員充足率（％） 
67.1％ 

（H20年度） 

81.6％ 

（H27年度） 

80％以上 

（H29年度） 

認定看護師数（人） 
62人 

（H20年度） 

287人 

（H28年度） 

394人 

（H29年度） 
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第４章 ２（３）取組１９ 安心できる地域医療の充実 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

宮城県ドクターバンク事業 

 分野(2)① ２  

医師不足及び地域・診療科による偏在に対応し，地域医療を担う市町村立及び

一部事務組合の自治体病院・診療所に勤務する医師を確保します。 

医師確保対

策室 

Ｈ23～Ｈ32 

02 医学生修学資金等貸付事業 

県内の自治体病院等で勤務する意志を有する医学生等を対象に修学資金等を貸

し付けます。 

医師確保対

策室 

Ｈ23～Ｈ32 

03 女性医師支援事業 

増加する女性医師が地域医療の担い手として活躍できるよう，保育サービスや

復職研修等に関する情報提供・相談対応，女性が働きやすい勤務環境を整備する

医療機関への支援等の事業を行います。 

医師確保対

策室 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

04 医師育成機構運営事業 

大学（東北大学，東北医科薬科大学），医師会，医療機関，県で構成する「宮城

県医師育成機構」において医師のキャリア形成支援等を通じ，医師にとって魅力

的な環境を構築し，宮城県への医師招へい，定着を促進します。 

医師確保対

策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 非予算的手法：地域医療医師登録紹介事業 

「宮城県地域医療医師無料職業紹介所」を設置し，勤務の斡旋を希望する医師

に対し自治体病院等を紹介します。 

医師確保対

策室 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

震災 

医学部設置推進事業 

   分野(2)① ２  

東日本大震災からの復興と医師不足解消を図るため，東北地方の自治体病院へ

の就業を志す臨床医の養成に重点を置いた新たな医学部の実現に向けて，大学や

東北各県等との調整等を行います。 

医師確保対

策室 

Ｈ25～Ｈ29 

07 

震災 

医療勤務環境改善支援事業 

  分野(2)① ２  

医師等医療従事者の人材確保を図るため，県内の医療機関における医療従事者

の勤務環境改善の取組を支援するほか，勤務環境改善相談窓口を設置することな

どにより，医療従事者の勤務環境改善と負担の軽減を図ります。 

医療整備課 Ｈ27～Ｈ32 

08 

震災 

医学部設置等支援事業 

   分野(2)① ２  

東日本大震災からの復興と医師不足解消を図るため，東北医科薬科大学等に対

し,新たな医学生修学資金（ファンド）制度の創設に係る原資を拠出するほか,医

学部新設に伴う費用に対する補助を行います。 

医師確保対

策室 

Ｈ27～Ｈ32 

09 

地創 

地域医療を志す中学生育成事業 

 基本目標１(2) ①  

県内の中学生が医療機関の見学や医療体験を通し，県内の医療現場の理解と医

療関係者として働くことの重要性について認識してもらい，医学部・看護学部へ

の進学を目指す生徒のすそ野を広げ，将来宮城の医師・看護師として活躍する志

を持った人材の育成を行います。 

医師確保対

策室 

Ｈ28～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組１９ 安心できる地域医療の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 

地創 

医療従事者育成事業 

  基本目標４(5)  

内科系医師を新規に雇用し，中小規模病院へ派遣するとともに，東北大学と地

域の支援病院との看護職のネットワークを構築します。 

また，小児科医（新生児科医を含む）及び産科医の養成と配置を行います。 

医療整備課 Ｈ28～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ29 

11 

震災 

地創 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療連携構築事業 

                    分野(2)① ３   基本目標１(3) ①  

医療従事者の不足が懸念される中，切れ目のない医療の提供体制を推進するた

め，ＩＣＴを活用した地域医療連携システムを構築することにより，病院，診療

所，福祉施設，在宅介護事業者等の連携強化・情報共有を図り，子どもから高齢

者までだれもが，県内どこでも安心して医療が受けられる体制を構築します。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

12 看護師確保総合対策事業 

質の高い看護職員の養成，県内施設への就職促進，勤務環境改善による定着化・

離職防止，潜在している有資格者の復職支援など，各種課題に総合的パッケージ

として取り組むことにより，看護職員の確実な確保を図ります。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

13 認定看護師課程派遣助成事業 

安全で質の高い看護サービス提供に向け，知識・技術がより訓練された看護職

員の確保に取り組みます。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

14 

震災 

看護師確保緊急対策事業 

  分野(2)① ２  

看護師の確保が困難な沿岸部の被災地に看護師等の新卒者を誘導するため，修

学資金の創設や教育環境整備を行い看護職員の確実な確保を図ります。 

医療整備課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ29 

15 多職種連携推進基盤整備事業 

新しい包括的な地域医療モデルの構築を目指し，多職種による学会形式の会議

を開催する事業に対する支援を行います。 

医療整備課 Ｈ24～Ｈ32 

16 看護職員県内定着促進事業 

看護職員の県内への就職促進及び偏在解消を目的として，県内の病院の魅力を

伝えるガイドブックの作成や就職ガイダンスの開催と併せて，現場の実状に応じ

た施策を議論するための検討会を開催します。 

医療整備課 Ｈ29 

↓ 

Ｈ29～Ｈ32 

17 

地創 

薬剤師確保対策事業 

 基本目標４(5)  

在宅医療への薬剤師の参画及び健康サポート薬局を推進するため，関係団体と

連携しながら，県内に従事する薬剤師の確保対策（特に被災地）に取り組みます。 

薬務課 Ｈ28～Ｈ32 

18 国民健康保険都道府県単位化推進事業 

平成 30年度からの市町村国民健康保険運営の都道府県単位化に向けて，国保運

営方針の策定や標準保険料率及び納付金の算定，財政安定化基金の造成等の準備

業務を行います。 

国保医療課 Ｈ27～Ｈ29 

19 救急医療再生事業 

地域医療再生計画に基づき，救急科専門医の確保など，救急医療の再生に必要

な取組を行います。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

20 初期・二次救急体制機能強化事業 

救急医療に従事する勤務医等に手当を支払う医療機関に対して支援を行うとと

もに，二次救急医療機関の医師を対象とした専門領域研修を実施し，受入機能の

強化を図ります。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組１９ 安心できる地域医療の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

21 救命救急センター運営費補助事業 

救命救急センターを設置して高度の救急医療を提供する医療機関を対象として

運営費の一部を補助します。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

22 救急医療体制強化事業 

救急搬送の受入先選定が困難となる事案について，受入医療機関に対して支援

を行い，救急搬送の受入体制の強化を図ります。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

23 救急患者退院コーディネーター事業 

県の救急患者退院コーディネーターと連携して，退院調整を行うコーディネー

ターを配置する医療機関に対して支援を行うとともに，急性期から慢性期まで，

それぞれの機能を担う医療機関の連携システムを構築し，救急搬送の受入体制の

強化を図ります。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

24 

震災 

ドクターヘリ運航事業 

  分野(2)① ２  

救急医療の分野において，治療開始までの時間が短縮されることで，傷病者の

救命効果と予後の改善効果が期待されるドクターヘリ事業について，実施主体で

ある医療機関に対し，補助を行います。 

医療整備課 Ｈ27～Ｈ32 

25 救急電話相談事業 

大人の急なけがや病気に対する不安を解消するとともに，救急医療の適正利用

につなげ，救急医療機関の負担を軽減を図ります。 

医療整備課 Ｈ29 

↓ 

Ｈ29～Ｈ32 

26 

震災 

精神障害者救急医療システム運営事業 

 分野(2)① ２  

震災に伴いＰＴＳＤ等の精神疾患の発症者の増加や精神状態の悪化等が懸念さ

れることから，従前の精神科救急医療体制の充実強化を図り，緊急に精神科医療

を必要とする県民に対して，精神症状や身体合併症に応じた適切な医療を提供し

ます。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

27 

地創 

地域リハビリテーション推進強化事業 

 基本目標４(5)  

高齢者や障害者が，住み慣れた地域で生涯にわたって生き生きとして生活が送

れるよう，保健，医療,福祉の関係機関が，支援対象者の状況やニーズに応じた支

援の方向性等の情報を共有し，地域におけるリハビリテーション体制の充実を図

ります。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

28 がん対策総合推進事業 

「第２期宮城県がん対策推進計画」に基づき，がん予防及び検診受診率の向上，

専門医師の育成確保，緩和ケアの提供，がんに関する情報提供・相談機能の充実

及びがん登録の推進など，総合的ながん対策の推進に取り組みます。 

疾病・感染

症対策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２３，６５８百万円（うち県事業費：１８，９６９百万円） 

 

 

○ 取組１９に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （2）① １ リハビリテーション支援事業 
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第４章 ２（３）取組１９ 安心できる地域医療の充実 

No. 分野番号 事  業  名 

02 （2）① ２ 薬局整備事業 

03 （2）① ２ 医療施設等災害復旧支援事業 

04 （2）① ２ 救急医療情報センター運営事業 

05 （2）① ２ 気仙沼地域医療施設復興事業 

06 （2）① ２ 石巻地域医療施設復興事業 

07 （2）① ２ 仙台地域医療施設復興事業 

08 （2）① ２ 人材確保・養成事業 

09 （7）① ４ 地域医療推進委員会運営事業 
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第４章 ２（３）取組２０ 生涯を豊かに暮らすための健康づくり 

取組２０ 生涯を豊かに暮らすための健康づくり 

 

 

 

行動方針 

◇ 医療・福祉提供体制の確保と，健康寿命を積極的に延伸するための保健・予防対策の

充実を図ります。  

◇ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の減少等を目指した食生活，運動，禁煙

対策等の予防対策に重点を置いた県民の健康づくりを推進します。 

◇ 乳幼児に対するフッ化物の活用の推進やそれぞれの年代や地域の実情に応じた歯科

保健体制の整備を促進します。 

◇ がんについての普及啓発活動及び働く世代をはじめとしたがん検診受診率向上の取

組や効果的で質の高いがん検診の普及を促進します。 

◇ 地域や学校，家庭，職場等との連携・協力による宮城の特性を生かした総合的な食育

を推進します。 

◇ 保健所や衛生研究所，医療機関などの関係機関が連携した防疫体制や医療提供体制，

情報提供体制の構築及び感染症集団発生時に備えた隣県等を含めた広域的な連携体制

の整備を促進します。 

◇ 心の健康づくりを促進する相談・指導体制の整備と，社会問題となっている自死対策

等を推進します。 

◇ ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害）等の心の問題に対応するため，みやぎ心のケア

センターによる心のケアの取組の充実を図ります。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

健康寿命（要介護２以上の認定者数をもとに算

定したもの） 

男性 

女性 

 

 

 

71.08年 

74.59年 

（H23年） 

 

 

79.43年 

84.13年 

（H27年） 

 

 

79.45年 

84.58年 

（H29年） 

３歳児のむし歯のない人の割合 
72.6％ 

（H23年度） 

75.6％ 

（H26年度） 

80％以上 

（H29年度） 

自殺死亡率（人口１０万対） 
27.8 

（H20年） 

17.4 

（H27年） 

19.4 

（H29年） 
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第４章 ２（３）取組２０ 生涯を豊かに暮らすための健康づくり 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

健康支援事業 

  分野(1)① １  

 応急仮設住宅，在宅等の被災住民に対して，健康状態の悪化を防止するととも

に健康不安の解消を図るため，看護職員による健康相談，訪問指導等を支援しま

す。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

02 保健師確保対策事業 

体系的・計画的な県内自治体保健師の確保・資質向上（人材育成）を推進する

ことにより，保健師活動の充実，ひいては県民が生涯を豊かに暮らすための健康

づくりの推進を図ります。 

医療整備課 Ｈ29～Ｈ32 

03 みやぎ２１健康プラン総合推進事業 

県民の健康寿命の延伸，健康格差の縮小等を基本方針とする「第２次みやぎ２

１健康プラン」に基づき，栄養・食生活，身体活動・運動，たばこ３分野を重点

分野とし，生活習慣病予防と環境改善に向け，健康づくり施策を推進します。 

健康推進課 Ｈ23～Ｈ32 

04 スマートみやぎプロジェクト 

多分野連携による全ライフステージを対象とした切れ目のない健康応援体制の

構築を目指し，スマートみやぎ健民会議（県民運動）を核とした健康づくりに関

する県民運動を推進します。 

また，市町村，保険者，企業等との連携により，日常的に健康づくりの実践を

進めていけるよう健康情報発信等の拠点を整備します。 

健康推進課 Ｈ29～Ｈ32 

05 みやぎのデータヘルス推進事業 

特定健診・保健指導結果，医療・介護の状況，県民健康・栄養調査結果等のデ

ータを継続的に収集・分析し，圏域別等に地域の特徴を見える化するとともに，

本県の特徴的な健康課題を明確にして科学的根拠に基づく生活習慣病の発症・重

症化予防対策の推進を図ります。 

健康推進課 Ｈ29～Ｈ32 

06 歯科保健対策事業 

80歳で 20本以上の歯を保つ 8020運動の達成を目指し，県民のライフステージ

に応じた歯と口腔の健康づくりを支援します。 

また，乳幼児へのフッ化物を応用した取組みを推進するとともに，在宅での口

腔ケアを受けやすい環境整備を図ります。 

健康推進課 Ｈ23～Ｈ32 

07 がん対策総合推進事業（取組 19から再掲） 

「第２期宮城県がん対策推進計画」に基づき，がん予防及び検診受診率の向上，

専門医師の育成確保，緩和ケアの提供，がんに関する情報提供・相談機能の充実

及びがん登録の推進など，総合的ながん対策の推進に取り組みます。 

疾病・感染

症対策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 みやぎの食育推進戦略事業 

「第２期及び第３期宮城県食育推進プラン」に基づき，人材育成等による食育

推進体制の強化に努めるとともに，イベント等での普及啓発により意識の高揚を

図るなど，県民運動としての食育に取り組みます。 

みやぎ食育コーディネーターによる食育推進活動への参加人数［年間］ 

   4,473人（H20） → 15,000人（H29） 

健康推進課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組２０ 生涯を豊かに暮らすための健康づくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

09 

震災 

地創 

食育・地産地消推進事業（取組 7から再掲） 

  分野(4)④ ３   基本目標１(1) ⑧  

県内で生産される農林水産物に対する理解の向上や消費・活用の促進を図るた

め，地産地消を全県的に推進します。 

また，県産食材や地産地消の必要性について理解を深めるため，食育を推進し

ます。 

食材王国みやぎ地産地消推進店登録数［累計］ 

178店舗（H22） → 400店舗（H29） 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

10 社会的課題に対応するための学校給食活用事業 

地産地消の推進や伝統的食文化の継承などの社会的な課題・要請について，食

品の生産・加工・流通等の関係者・行政・大学などと連携して，学校給食の実施

における業務手順や実施方法等の仕組みを再構築し，課題解決を図ります。 

スポーツ健

康課 

Ｈ28 

11 感染症対策事業 

肝炎対策事業 

新興・再興感染症や生物テロ発生等に備え，広域的な連携体制の強化や保健所

における相談・検査体制の整備を促進します。 

一類・二類・三類感染症の集団発生事例数［年間］ 

0事例（H20） → 0事例（H29） 

疾病・感染

症対策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

12 新型インフルエンザ対策事業 

新型インフルエンザの大規模流行時に備え，抗インフルエンザウイルス薬の備

蓄や各種会議の開催,訓練の実施など発生対策の強化に努めます。 

抗インフルエンザウィルス薬備蓄量 462.0千人分（H24） → 426.2千人分（H29） 

医療整備課 

疾病・感染

症対策室 

薬務課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

13 感染制御対策連携事業 

県内における感染症による健康危機管理事案の発生に対処するため，感染制御

対策に取り組みます。 

感染症医療従事者の養成数  0人（H28） → 60（H32） 

疾病・感染

症対策室 

Ｈ29 

↓ 

Ｈ29～Ｈ32 

14 

震災 

心のケアセンター事業 

  分野(2)③ １  

被災者の震災による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ），うつ病，アルコール

関連問題，自死等の心の問題に長期的に対応するとともに，被災精神障害者の医

療と地域生活を支援するため，心のケアの拠点となるセンターの運営を支援しま

す。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

15 

震災 

自殺対策緊急強化事業 

  分野(2)③ １  

震災で様々な問題を抱え，自死に追い込まれる被災者が増加することが懸念さ

れることから，自死を防ぐための人材を養成するとともに，県民への広報啓発や

市町村・民間団体が実施する事業等に助成を行います。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

16 心の健康づくり推進事業（自死対策事業） 

県民の心の健康を保持するため，その普及啓発を図るとともに，地域における

サポート体制の構築に取り組みます。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

17 

震災 

ひきこもりケア体制整備事業 

  分野(2)③ １  

ひきこもり状態にある本人や家族を対象に，個別相談や家族会を開催するとと

もに，支援者への研修，情報の提供等を行います。 

障害福祉課 Ｈ25～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組２０ 生涯を豊かに暮らすための健康づくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

18 

震災 

学校・地域保健連携推進事業（取組 16から再掲） 

  分野(6)① ３  

公立小・中学校及び県立学校を対象に，心身の健康問題を抱えている児童生徒

の課題解決に向け，希望する学校に専門医等を派遣し，「心のケア」や「生活習慣」

などに関する研修会，健康相談等を実施します。 

また，各教育事務所に地域における健康課題解決に向けた支援チームをつくり，

研修会等を実施します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：４，３９０百万円（うち県事業費：４，３７９百万円） 

 

 

○ 取組２０に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （2）① １ 被災者健康支援会議事業 

02 （2）① １ 食生活支援事業 

03 （2）① １ 歯科口腔保健支援事業 

04 （2）① １ リハビリテーション支援事業（取組 19から再掲） 

05 （2）① １ 被災者特別健診事業 

06 （2）① １ 特定健康診査等追加健診支援事業 

07 （2）① １ 仮設住宅等入居者健康調査事業 

08 （2）① １ 災害公営住宅入居者健康調査事業 

09 （2）① １ 健康づくり活動をとおした絆形成プロジェクト事業 

10 （2）① １ 被災地がん検診受診促進事業 

11 （2）① １ 被災地感染症予防啓発事業 

12 （2）③ １ 被災地摂食障害治療支援事業 
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第４章 ２（３）取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり 

取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり 

 

 

 

行動方針 

◇ 高齢者の知識や経験を生かした地域活動への参加促進と，地域で活動する核となる人

材の養成・確保に取り組みます。 

◇ 高齢者が住み慣れた地域で安心して生活を送るための医療，介護，予防，住まい，生

活支援サービスが切れ目なく一体的に提供される地域包括ケア体制の構築に向けた取

組を推進します。  

◇ 介護サービス利用者の立場に立ち，専門的知識に基づいてサービスを提供できる質の

高い介護人材の養成・確保に取り組みます。 

◇ 高齢者の見守りや生活支援などの被災地支援のノウハウを生かした地域支え合い体

制づくりを推進します。 

◇ 介護予防サービスの提供や，自立した生活を送るための介護予防ケアマネジメント体

制の構築を支援します。 

◇ 高齢者などの権利を擁護するための体制づくりと虐待発生防止に向けた県民意識の

啓発に取り組みます。 

◇ 認知症への正しい理解の促進や，かかりつけ医等による認知症の早期発見・早期対応

体制の構築支援など，認知症高齢者やその介護家族を支える総合的な支援を実施しま

す。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

認知症サポーター数（人）［累計］ 
15,414人 

（H20年度） 

163,296人 

（H28年度） 

162,000人 

（H29年度） 

主任介護支援専門員数（人）［累計］ 
241人 

（H20年度） 

1,320人 

（H28年度） 

1,619人 

（H29年度） 

介護予防支援指導者数（人）［累計］ 
18人 

（H20年度） 

221人 

（H28年度） 

311人 

（H29年度） 

週 1回以上実施される住民運営の介護予防活動

参加率（％） 

0.7％ 

（H26年度） 

1.1％ 

（H27年度） 

4.7％ 

(H29年度) 

生活支援コーディネーター修了者数（人） 

［累計］ 

0人 

（H26年度） 

229人 

（H27年度） 

523人 

（H29年度） 

特別養護老人ホーム入所定員数（人）［累計］ 
7,061人 

（H20年度） 

11,123人 

（H27年度） 

12,104人 

（H29年度） 

介護職員数（人）［累計］ 

（取組１８に再掲） 

20,346人 

（H19年度） 

28,041人 

（H25年度） 

34,879人 

（H29年度） 
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第４章 ２（３）取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

地創 

明るい長寿社会づくり推進事業 

 基本目標１(2) ⑥  

元気な高齢者の社会活動への参加を促進するため，啓発情報誌の発行やスポー

ツ・芸術活動などに対する補助を行います。 

高齢者の活動を牽引する地域ﾘｰﾀﾞｰ数［累計］ 

3,316人（H25） →  4,300人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

震災 

在宅医療連携推進事業 

 分野(2)③ ３  

地域包括ケアにおける多職種連携のため，関係施設の状況について調査・分析

を行うほか，先進的な取組について支援を行い，体制整備を図っていきます。 

医療整備課 Ｈ25～Ｈ32 

↓ 

Ｈ25～Ｈ27 

03 

震災 

在宅医療連携体制支援事業 

 分野(2)③ ３  

在宅医療を実施する医療機関を確保し，在宅医療サービス提供基盤の充実を図

る一方，介護・福祉サービスとの連携強化の取組を進めます。 

医療整備課 Ｈ26～Ｈ32 

04 

震災 

在宅医療基盤整備事業 

 分野(2)③ ３  

地域包括ケア体制構築のための多職種連携を推進するための取組や，在宅医療

を担う医療機関等の役割を充実・強化するための各種事業に対して支援します。             

医療整備課 Ｈ26～Ｈ32 

05 

震災 

在宅医療・介護サービス充実事業 

 分野(2)③ ３  

地域包括ケア体制構築のため，関係団体等が実施する事業に対し補助を行い，

宮城県全体での在宅医療・介護サービスの充実を図っていきます。 

医療整備課 Ｈ26～Ｈ32 

06 

震災 

特別養護老人ホーム建設費補助事業 

 分野(2)③ ２  

入所待機者の解消を図るため，広域型（定員 30人以上）の特別養護老人ホーム

新築等に対して建設費用を補助します。 

計画的施設整備の推進，特別養護老人ﾎｰﾑ入所定員数［累計］ 

   7,061人（H20） → 12,104人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

震災 

地創 

地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンター支援事業） 

                      分野(1)① １   基本目標４(2)  

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮城県サポートセンター支援事

務所を設置し，専門職の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が設置運

営するサポートセンターを支援します。 

また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情報誌の発行・配布などの支援

のほか，市町が行う災害公営住宅入居者を地域で支援する体制づくりを支援しま

す。 

長寿社会政

策課 

 

Ｈ24～Ｈ28 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

08 介護予防に関する事業評価・市町村支援事業 

介護予防の普及啓発や介護予防に関する取組の評価・分析等を行い，市町村に

おける効率的かつ効果的な介護予防の取組を支援します。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

09 地域包括支援センター職員等研修事業 

市町村が運営する地域包括支援センターの職員や業務の一部を受託する介護支

援専門員の資質向上を図るための取組を推進します。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 療養病床転換助成事業 

医療制度改革の一環として平成 29 年度末までに行われる療養病床の再編成に

伴い，老人保健施設等への転換を円滑に進めるための支援を行います。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ29 

11 介護支援専門員資質向上事業（試験・登録等） 

 介護支援専門員実務研修受講試験の実施及び介護支援専門員の登録証の発行等

を行います。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

12 介護支援専門員支援体制強化事業 

 介護支援専門員の資質向上を図るため，専門員相互の連携・支援体制づくりを

促進するとともに専門的知識及び技術の向上に向けた取組を推進します。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

介護人材確保推進事業 

  分野(2)③ ４   基本目標１(2) ⑥  

県内介護人材確保・定着に向けた介護関係団体協議会における，意見交換の実

施，関係団体間の情報共有及び役割の明確化等を通して，介護人材の確保・定着

を図るための取組を推進します。 

介護職員数［累計］ 28,041人（H25） → 34,879人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ26～Ｈ32 

14 

震災 

地域包括ケア推進体制整備事業 

 分野(2)③ ３  

関係機関・団体による協議会を新設し，本県における地域包括ケアシステム体

制の構築，施策推進を図ります。 

長寿社会政

策課 

Ｈ26～Ｈ32 

15 

震災 

地域包括ケア推進支援事業 

 分野(2)③ ３  

地域包括ケア体制構築支援のため全県的な普及啓発を行い，地域包括ケアの重

要性についての意識醸成を図ります。 

地元専門職の研修会等を実施するなど，各圏域における連携・協力体制の構築・

強化を支援します。 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

16 介護従事者確保対策事業 

宮城県内の介護分野への新たな人材の参入・参画を促進し，不足する介護従事

者の安定的な確保を図るため，介護福祉士養成校等の取組を支援します 

介護職員数［累計］ 28,041人（H25） → 34,879人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

17 

震災 

地創 

介護人材確保支援事業 

  分野(3)③ １   基本目標１(2) ①  

不足している介護人材を確保するため，無資格かつ未就業方を雇用しながら，

雇用期間中の勤務の一部として，介護職員初任者研修を受講させ，介護業務に必

要な知識・技術の習得を支援し，介護人材の確保・育成及び定着を図ります。 

介護職員数［累計］ 28,041人（H25） → 34,879人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

18 介護支援専門員資質向上事業（研修） 

介護支援専門員の資質向上を図り，ケアマネジメントの質を確保するため，介

護支援専門員に対し，法に定められた研修等を行います。 

主任介護支援専門員数［累計］1,220人（H27） → 1,619人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

19 ケアマネージャー多職種連携支援体制強化事業 

 介護支援専門員に対する助言・指導のほか，医療職や多の福祉職等を交えた講

習会を開催するなど，多職種連携による多角的な視点を持った現場対応力の向上

に向けた取組を行います。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

20 

震災 

生活支援サービス開発支援事業 

  分野(2)③ ３  

予防給付のうち訪問介護と通所介護の地域支援事業へ移行ついて，県サポート

支援センターで培ったノウハウを活かした市町村支援を行うほか，生活支援コー

ディネーター養成研修の開催等を行います。 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

21 

地創 

職場環境改善事業 

 基本目標１(2) ①  

県内の介護人材確保・定着に向け，介護事業所経営者の意識啓発を図るため，

経営者向けシンポジウム及び勉強会を開催します。 

介護職員数［累計］ 28,041人（H25） → 34,879人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ29～Ｈ32 

22 介護人材参入促進事業 

中高年者を掘り起こし，入門的な研修や職場見学を実施することで，介護福祉

士等専門職をサポートする人材の参入を促進するとともに，再就職希望者を対象

に研修や職場見学を実施し，介護現場への復帰を促します。 

介護職員数［累計］ 28,041人（H25） → 34,879人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ28～Ｈ32 

23 ロボット等介護機器開発・導入推進事業 

介護職員の勤務環境を改善するため，介護現場への介護用リフトの導入検討及

び介護ロボット等の導入に補助するとともに，介護現場のニーズに基づく介護機

器の開発を図ります。 

長寿社会政

策課 

Ｈ28～Ｈ30 

24 

震災 

既存資源活用型介護機能構築事業 

 分野(2)③ ４  

高齢化が進行している災害公営住宅等集合住宅において，既存資源を活用し，

高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らすための介護機能構築に向けたニーズ，

手法等を調査研究します。 

長寿社会政

策課 

Ｈ29 

25 外国人介護人材資格取得支援事業 

東北福祉大学と連携し，ＥＰＡ等外国人を対象に介護福祉士等資格に必要な日

本語の読解力，国家試験対策等を習得させるための支援を行います。 

介護職員数［累計］ 28,041人（H25） → 34,879人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ29～Ｈ30 

26 外国人介護人材受入推進事業 

外国人活用のニーズ調査を行うとともに，介護事業所経営者を対象にシンポジ

ウムや勉強会を開催し，外国人介護人材を受け入れるための意識啓発を行います。 

介護職員数［累計］ 28,041人（H25） → 34,879人（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ29～Ｈ30 

27 

震災 

患者のための薬局ビジョン推進事業 

 分野(2)③ ３  

「かかりつけ薬局」として地域包括ケア等に貢献できるよう，健康サポート機

能の強化や在宅対応等における地域の薬局間での連携体制構築の取組など，薬局

のかかりつけ機能強化のためのモデル事業等を実施します。 

薬務課 Ｈ25～Ｈ32 

28 

地創 

福祉・介護人材マッチング機能強化事業（取組 18から再掲） 

 基本目標３(1)  

求人事業所と求職者双方のニーズを把握し，円滑な人材参入・定着を支援する

ため，宮城県福祉人材センターに専門員を配置するなど福祉・介護人材の安定的

な確保等を推進します。 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

29 認知症疾患医療センター運営事業 

各医療圏に１か所以上認知症疾患医療センターを整備し，認知症患者への適切

な治療の確保，医療と介護の連携充実を図ります。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

30 高齢者虐待対策事業 

高齢者虐待防止に対する県民理解の促進と，虐待発生時における適切な対応シ

ステムの構築を支援します。 

虐待件数の縮減［年間］ 344件（H23） → 300件（H29） 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

31 認知症地域ケア推進事業 

認知症の早期発見・見守り・適切なケアサービスの提供など，認知症の人を地

域で総合的に支える仕組みづくりを県下全域で推進します。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

32 認知症地域医療支援事業（認知症研修） 

かかりつけ医に対する認知症への理解の促進や認知症サポート医との連携，医

療従事者向け認知症対応力の向上など，認知症患者への適切な治療の確保を図り

ます。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

33 認知症地域支援研修事業（認知症研修） 

認知症地域支援推進員や認知症初期集中支援チーム員を養成し，認知症の人と

家族に身近な市町村単位での認知症地域ケア充実を図ります。 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

34 認知症介護実践者等研修事業 

 認知症介護の指導的立場にある者及び実務者に対し，認知症介護に関する研修

を実施することにより，認知症介護の専門職員を養成し，介護技術の向上を図り

ます。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

35 認知症介護実務者総合研修事業 

 認知症介護に従事する者に対し，職能別に，認知症介護に関する研修を実施す

ることにより，認知症介護の専門職員を養成し，介護技術の向上を図ります。 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

36 市民後見人養成・支援事業 

認知症高齢者等が成年後見制度の利用に至る前の支援から成年後見制度の利用

に至るまでの支援が切れ目なく，一体的に確保されるよう，権利擁護を担う人材

を養成します。 

長寿社会政

策課 

Ｈ27 

↓ 

Ｈ27→Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：５，５１４百万円（うち県事業費：５，３９８百万円） 

 

 

○ 取組２１に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （2）③ ２ 社会福祉施設等復旧費補助事業 

02 （2）③ ２ 老人福祉施設等災害復旧支援事業 

03 （2）③ ２ 介護サービス事業所・施設等復旧支援事業 

04 （2）③ ２ 介護基盤緊急整備特別対策事業 

05 （2）③ ２ 介護基盤復興まちづくり整備事業 

06 （2）③ ４ 介護人材採用支援事業 

07 （2）③ ２ 介護基盤整備等補助事業 

08 （2）③ ４ 介護保険施設業務改善支援事業 
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第４章 ２（３）取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現 

取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現 

 

 

 

行動方針 

◇ 障害を理由とする差別の解消に向けた取組の支援や普及啓発を推進します。 

◇ 障害者の地域生活を支える相談支援体制の整備を促進します。 

◇ グループホームなどの身近な地域での住まいの場や，日中活動の場など生活基盤の整

備を促進します。 

◇ バリアフリー・ユニバーサルデザインに配慮した施設整備等を推進します。 

◇ 働く意欲のある障害者等の就職活動を支える能力開発の場の確保や相談・指導体制の

充実を図ります。 

◇ 障害者就労施設等からの物品及び役務の調達を推進することによる受注機会の確保

に取り組みます。 

◇ 利用者ニーズに応じた福祉サービスの提供や地域での支え合いへの支援を行います。 

◇ 医療を要する状態にある難病患者や障害者等及びその家族が安心して生活を送るこ

とができる環境の整備を推進します。 

◇ 専門的知識に基づく質の高い福祉サービスを提供できる介護人材の育成に取り組み

ます。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

就労継続支援Ｂ型事業所における工賃の平均

月額（円） 

14,101円 

（H20年度） 

18,643円 

（H27年度） 

23,000円 

（H29年度） 

グループホーム利用者数（人） 
1,385人 

（H20年度） 

2,035人 

（H27年度） 

2,527人 

（H29年度） 

入院中の精神障害者の地域生活への移行 

入院後 3ヶ月及び 1年時点退院率（％） 

3ヶ月 50.3％ 

1年  82.8％ 

（H23年度） 

3ヶ月 53.5％ 

1年  86.5％ 

（H24年度） 

3ヶ月 64％以上 

1年 91％以上 

（H29年度） 

入院中の精神障害者の地域生活への移行 

在院期間１年以上の長期入院者数（人） 

3,471人 

（H24年度） 

3,434人 

（H25年度） 

2,846人 

（H29年度） 

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に

基づく適合証の交付割合（％） 

10.5％ 

（H20年度） 

7.9％ 

（H27年度） 

10.0％ 

（H29年度） 
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第４章 ２（３）取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

地創 

バリアフリーみやぎ推進事業 

 基本目標１(2) ⑥  

バリアフリーに取り組む民間団体等と連携し，バリア（障壁，障害となるもの）

のない社会づくりに取り組みます。 

福祉のまちづくり読本を配布した小学校の割合 82％（H20） → 90％（H29） 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

02 障害児（者）相談支援事業 

市町村と連携し，障害児（者）等が身近な地域で療育相談や指導等を受けられ

る環境を整備します。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 障害者グループホーム等整備促進事業 

障害者の地域での生活の場を確保するため，グループホーム（ケアホーム）の

バリアフリー化を図るなど，整備を促進します。 

グループホーム整備数［累計］ 25箇所（H21） → 48箇所（H29） 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

04 障害者虐待防止・差別解消推進事業 

障害者虐待防止法に基づき，障害者虐待防止に関する体制整備，相談・通報対

応，普及啓発等に取り組みます。 

また，障害者差別解消法に基づき，差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供に

関する体制整備，相談・紛争対応，普及啓発等に取り組みます。 

障害者虐待の件数［年間］ H23初年度 → 0件（H29） 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

05 障害者グループホーム整備緊急支援事業 

 精神障害者又は重度の障害者を対象としたグループホームの新設や既存の家屋

を改修してグループを整備する法人に対して補助します。 

障害福祉課 Ｈ28～Ｈ29 

06 

地創 

障害者就業・生活支援センター事業 

  基本目標１(2) ⑥  

障害者の職業的自立に向け，就労のための相談対応から職場定着，それに伴う

日常生活を支援します。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

みやぎ障害者ＩＴサポート事業 

  基本目標１(2) ⑥  

みやぎ障害者ＩＴサポートセンターを設置し，相談対応を行うほか，各種研修

を実施します。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

就労支援事業 

  基本目標１(2) ⑥  

障害者の就労を促進するための資格取得の支援や県庁における障害者の就業体

験の場の創出等を行います。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

地創 

障害者工賃向上支援総合対策事業 

  基本目標１(2) ⑥  

障害者の工賃水準を引き上げるため，就労支援事業所等にコンサルタントを派

遣するなど経営改善等への支援を行います。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

10 

地創 

就労移行等連携調整事業 

  基本目標４(5)  

アセスメント実施機関である就労移行支援事業所の不足等により，アセスメン

ト実施が困難な圏域において，支援対象者への適切なアセスメントと様々な支援

機関との連携のためのコーディネートを図り，障害者の能力に応じた就労の場へ

の移行を推進します。 

障害福祉課 Ｈ27～Ｈ32 
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第４章 ２（３）取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

11 就労移行支援事業所機能強化事業 

 就労移行支援事業所の「企業の障害者受入を支援するノウハウ」を強化し，企

業の障害者受入体制の整備を支援することにより，就職した障害者が働き続けら

れる環境を整備します。 

障害福祉課 Ｈ29～Ｈ31 

12 ＡＬＳ等総合対策事業 

ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症）等の重症難病患者が，在宅で安心して療養生活

を送ることができる体制を整備するとともに，介護人を派遣するなどその家族へ

の支援を行います。 

医療相談件数［年間］ 1,120件（H20） → 1,100件（H29） 

介護人派遣件数［年間］ 1,487件（H20） → 1,150件（H29） 

疾病・感染

症対策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

13 難病患者等自立支援事業 

「宮城県難病相談支援センター」を運営し，難病患者等の悩みや不安の解消を

図ります。 

難病患者等への相談支援件数［年間］ 1,020件（H20） → 1,000件（H29） 

疾病・感染

症対策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

地創 

高次脳機能障害者支援事業 

 基本目標１(2) ⑥  

脳の損傷によって記憶障害などの症状がある者に対する専門的な相談支援や，

関係機関同士の地域ネットワークの充実を図ります。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

15 

地創 

発達障害者支援センター運営事業 

 基本目標１(2) ⑥  

自閉症等障害がある発達障害児者とその家族，支援者に対して，乳幼児期から

成人期までの各ライフステージに対応した支援を総合的に行います。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

16 精神障害者地域移行支援事業 

入院治療の不要な精神障害者に対する支援を行い，地域生活への移行を促進し

ます。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

17 拓桃医療療育センター・拓桃支援学校整備事業 

県立こども病院との一体的な機能連携の実現を目指し，拓桃医療療育センター

及び併設している拓桃支援学校の移転整備を推進します。 

障害福祉課 

特別支援教

育室 

施設整備課 

Ｈ23～Ｈ27 

18 

震災 

発達障害拠点事業 

                               分野(2)③ ４  

 東日本大震災により被災した発達障害児者のニーズを踏まえた支援体制を整備

するため，地域支援拠点を設置し，発達障害児者とその家族，支援者の連携体制

構築に向けた支援を提供します。 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

19 新障害者支援施設整備事業 

船形コロニーの建替について，県全域のセーフティネット，民間をバックアッ

プ，地域の社会資源をコーディネートする役割を担うため，現地にて段階的に整

備を推進します。また，ワーキング・グループを設置し，重度・最重度の知的障

害者の支援の充実策等について，具体策を検討します。 

障害福祉課 Ｈ26 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

20 医療的ケア等体制整備推進事業 

医療的ケアが必要な在宅の重症心身障害児者が利用可能な地域の核となる拠点

施設の整備を検討するほか，重症心身障害児者の支援のためのモデル事業を実施

します。 

障害福祉課 Ｈ27 

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 
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第４章 ２（３）取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

21 

地創 

障害福祉関係施設人材確保支援事業 

 基本目標１(2) ①  

福祉・介護人材の不足に対応するため，働きながら介護職員初任者研修等を受

講することにより，福祉・介護人材の育成を図るとともに雇用の拡大を図ります。 

障害福祉課 Ｈ26～Ｈ32 

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 

22 発達障害児者支援開発事業 

自閉症や学習障害等の発達障害のある障害児（者）について，乳幼児期から成

人期まで一貫した支援体制の整備を図るため，県内整備状況を把握し，支援体制

の充実を図ります。 

障害福祉課 Ｈ28～Ｈ32 

23 地域生活支援拠点整備推進事業 

地域において障害者が安心して生活できるように，相談・緊急時の受け入れ等

の機能を備えた地域生活支援拠点の施設を整備する法人に対して補助します。 

障害福祉課 Ｈ28～Ｈ29 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１２，０８３百万円（うち県事業費：１２，０８３百万円） 

 

 

○ 取組２２に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （2）③ １ 被災地精神保健対策事業 

02 （2）③ １ 被災地アルコール関連問題支援緊急強化事業 

03 （2）③ ２ 障害福祉サービス事業所等復旧支援費補助事業 

04 （2）③ ２ 障害福祉施設整備復旧事業 

05 （2）③ ２ 障害福祉施設整備復旧支援事業 

06 （2）③ ２ 被災障害者就労支援事業所等復興支援体制づくり事業 

07 （2）③ ２ 被災障害者就労支援事業所全国復興支援マッチング事業 

08 （2）③ ４ 被災障害者相談支援者養成事業 

09 （2）③ ４ 障害者サポートセンター整備事業 

10 （2）③ ４ 聴覚障害者情報センター運営事業 

11 （2）③ ４ 被災地における知的障害児（者）等地域支え合い体制づくり事業 

12 （2）③ ４ 復興支援拠点事業 
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第４章 ２（３）取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興 

取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興 

 

 

 

行動方針 

◇ 社会環境に対応した多様な学習機会が充実し，その成果が評価・活用される生涯学習

社会の環境づくりに向けた取組を推進します。 

◇ 教育機関や民間企業，文化芸術等多様な分野における関係団体とのネットワーク化に

よる学習機会の提供と県民の自主的な学習活動の支援を行います。 

◇ 複雑化する地域課題に取り組む講座など，社会環境に対応した学習機会の充実に向け

た取組や，地域の多様な生涯学習活動を支援する指導者などの育成に取り組みます。 

◇ 総合型地域スポーツクラブの創設・育成支援など，生涯スポーツ社会の実現に向けた

環境づくりを推進します。 

◇ ２０２０年東京オリンピック・パラリンピック競技大会開催に向けての準備及び機運

の醸成に取り組みます。 

◇ 競技スポーツにおける生徒から学生，社会人までの一貫した指導体制の確立や指導者

育成対策の拡充，競技力向上に向けた選手育成強化や支援体制の整備を推進します。 

◇ 文化芸術の振興を図るため，身近な文化施設における展示会の開催や創造性を育む多

彩なワークショップ型事業の展開などにより，県民が文化芸術に触れ，参加する機会の

充実に向けた取組を推進します。 

◇ 伝統文化や地域文化の継承・振興に向けた取組の支援と文化財の保存・活用を推進し

ます。 

◇ 県民の文化芸術活動やスポーツイベントを生かした地域づくりや交流を推進します。 

◇ 文化芸術の力に関する理解促進を図り，地域固有の文化の価値を生かした地域づくり

や文化芸術活動を通じて活力のある地域づくりなどを行う活動団体への支援を行いま

す。 

◇ 宮城県図書館・宮城県美術館・東北歴史博物館等の拠点の充実と関係機関とのネット

ワーク構築に取り組みます。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

みやぎ県民大学講座における受講率（％） 
60.8％ 

（H24年度） 

66.8％ 

（H27年度） 

72.0％ 

（H29年度） 

市町村社会教育講座の参加者数 

（人口千人当たり）（人） 
－ 

728人 

（H27年度） 

742人 

（H29年度） 

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数 

（うち出品者・出演者等の数）（千人） 

1,036千人 

（23千人） 

（H20年度） 

1,016千人 

（21千人） 

（H27年度） 

1,050千人 

（24千人） 

（H29年度） 

総合型地域スポーツクラブの市町村における

育成率（％） 

42.9％ 

（H20年度） 

68.6％ 

（H28年度） 

77.1％ 

（H29年度） 
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第４章 ２（３）取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

みやぎ県民大学推進事業 

  分野(6)③ １   基本目標２(3)  

多様化する県民の学習活動を支援するため，地域において生涯学習活動を推進

する人材の育成や，学校，社会教育施設，民間団体等との連携・協力により，多

様な学習機会を提供します。 

みやぎ県民大学受講率 60.8%（H24） → 72.0%（H29） 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

オリンピック・パラリンピック推進事業 

 基本目標１(1) ⑩  

 2020年に東京オリンピック･パラリンピック競技大会が開催され，県内において

もサッカー予選試合の開催が見込まれることから，「宮城県 2020 東京オリンピッ

ク･パラリンピック推進本部」を中心に，全庁一丸となって，関連施策に取り組み

ます。 

震災復興・

企画総務課 

Ｈ26～Ｈ32 

03 

震災 

地創 

広域スポーツセンター事業 

  分野(6)③ １   基本目標１(1) ⑩  

被災者を含む全ての県民の健康増進と活力維持を図るため，地域や年齢・性別，

障害の有無に関わらず，誰もがスポーツに親しめるよう，みやぎ広域スポーツセ

ンター機能の充実を図り，県民が主体的にスポーツを楽しむことができるように

「総合型地域スポーツクラブ」の設立・運営に向けた取組を支援します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

地創 

スポーツ選手強化対策事業 

  分野(6)③ １   基本目標１(1) ⑩  

本県の競技力の向上を図るため，公益財団法人宮城県体育協会等を通じて競技

スポーツ選手の競技力向上を支援します。 

また，被災者の活力と希望を生み出し，県民の生涯スポーツへの参画を促進す

るため，スポーツにおける国際大会・全国大会等で活躍できる選手の育成を支援

します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

震災 

運動部活動地域連携促進事業 

 分野(6)③ １  

震災の影響により，児童生徒の運動する場や機会の減少をはじめ，体力・運動

能力の低下など，学校における運動部活動を取り巻く環境が変化している中で，

学校と地域が連携し，地域に住む優れたスポーツ指導者を「外部指導者」，「運動

部活動指導員」として活用し，運動部活動の充実及び教員の指導力向上を図りま

す。 

また，被災校に対して，活動場所への移動や活動場所の確保についての支援を

行います。 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

平成 29年度全国高等学校総合体育大会開催事業 

 基本目標１(1) ⑩  

平成 29年度に南東北３県（山形・宮城・福島）で開催される全国高等学校総合

体育大会（インターハイ）について，主催者として準備及び調整業務を行うとと

もに，競技大会の運営を主管する市町及び宮城県高等学校体育連盟等への業務支

援を行うことにより，円滑な大会運営を図ります。 

全国高校総

体推進室 

Ｈ26～Ｈ29 

07 平成 27年度全日本中学校体育大会開催事業 

平成 27年度に宮城県で開催される全日本中学校体育大会について，主催者とし

て準備及び調整業務を行うとともに，競技大会の運営を主管する宮城県中学校体

育連盟等への業務支援を行うことにより，円滑な大会運営を図ります。 

スポーツ健

康課 

Ｈ26～Ｈ27 
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第４章 ２（３）取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

08 

震災 

宮城県自転車競技場改修事業及び室内練習場等増設事業 

 分野(6)③ １  

宮城野原地区広域防災拠点整備事業により，宮城自転車競技場（仙台市宮城野

原）を解体することから，競技施設を宮城県自転車競技場（大和町）へ集約化し

ます。 

あわせて，集約化により必要となる同施設の走路部分の大規模改築や附帯施設

（室内練習施設等）の新設を行います。 

スポーツ健

康課 

Ｈ26 

09 

震災 

地創 

県有体育施設整備充実事業 

  分野(6)③ １   基本目標１(1) ⑩  

老朽化している県有体育施設の設備・備品を，平成 29年度南東北インターハイ

開催，平成 30 年カヌー競技の東北総体開催及び 2020 年東京オリンピック・パラ

リンピック開催に合わせて整備・更新することにより，その機能の維持・向上を

図ります。 

スポーツ健

康課 

Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

10 ジュニアアスリート育成事業 

スポーツにおける国際大会・全国大会等で活躍できる選手を育成するため，県

内全域の小学生の体力・運動能力の向上を図るとともに，ジュニアアスリートを

発掘・育成し，個人の適性に応じた競技種目選択の機会充実を支援します。それ

によりスポーツを通して活力と絆のあるみやぎの復興を目指します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ24～Ｈ32 

11 

地創 

平成 29年度インターハイ等特別強化事業 

 基本目標１(1) ⑩  

平成 29 年度南東北インターハイの本県開催を成功に導くとともに，本大会は

2020東京オリンピック・パラリンピックに向けた本県出身選手の発掘・育成にも

つながる大会となるため，高等学校の優秀なチームや選手の育成を目指し，競技

力の向上を目指します。 

また，本大会で好成績を収めることで，県民のスポーツへの関心を高め，体力・

運動能力向上の契機とし，次世代の人材育成を図ります。 

スポーツ健

康課 

Ｈ27～Ｈ32 

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 

12 

地創 

2020年東京オリンピック・パラリンピック強化支援対策事業 

                            基本目標１(1) ⑩  

宮城県からメダル獲得選手を輩出すること及び多くのオリンピアン・パラリン

ピアンを輩出することを目指し，活躍が期待される選手に対し，強化活動の支援

を実施します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ28～Ｈ32 

13 

地創 

オリンピック・パラリンピック教育推進事業（取組 16から再掲） 

  基本目標１(1) ⑩  

スポーツ庁の「オリンピック・パラリンピック調査研究事業」を受託した国立

大学法人筑波大学から，県実行委員会が再委託を受け，オリンピック・パラリン

ピックの価値を活用した教育実践研究を行います。 

スポーツ健

康課 

Ｈ27～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）開催事業 

 分野(6)③ ２   基本目標１(1) ⑩  

県民に対して，優れた文化芸術の鑑賞と発表の機会を広く提供するとともに，

東日本大震災により甚大な被害を受けた沿岸地域の市町を重点地域として，学校

や公共施設，福祉施設等にアーティストを派遣し，子どもや地域住民が身近に文

化芸術に触れることのできる体験型ワークショップなどを中心とした事業を実施

します。 

消費生活・

文化課 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

15 

震災 

慶長遣欧使節出帆 400年記念事業 

 分野(6)③ ２  

平成 25 年 10 月，慶長遣欧使節が石巻市月浦を出帆してから 400 年の節目を迎

え，慶長遣欧使節の果たした歴史的な偉業を国内外に広く発信し未来へと引き継

いでいくため，関係団体が連携して実行委員会を設立し，400年の記念事業を実施

します。 

消費生活・

文化課 

Ｈ24～Ｈ27 

16 

震災 

地創 

慶長使節船ミュージアム有効活用事業 

 分野(6)③ ２   基本目標１(1) ⑩  

 先人の偉業を伝える慶長使節船ミュージアムの景観や歴史的･文化的価値を有

効活用し，観光資源としての価値を高め，利用者の増加につなげます。 

消費生活・

文化課 

Ｈ27 

17 慶長使節船復元船アーカイブ事業 

歴史的・文化的価値の高い，慶長使節船復元船「サン・ファン・バウティスタ」

の記録を整備するとともに，将来的にバーチャル体験などの２次活用に幅広く対

応できるよう，３次元データの計測を行います。 

消費生活・

文化課 

Ｈ29 

18 

地創 

図書館市町村連携事業 

  基本目標１(1) ⑩  

県図書館が市町村立図書館等への支援を行うことにより，県全体で図書館サー

ビスの充実と質の向上を図ります。 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

19 

地創 

みやぎの文化育成支援事業 

   基本目標１(1) ⑩  

県民に芸術文化を鑑賞する機会を提供するとともに，県内の芸術文化活動への

支援を行います。 

県芸術祭，巡回小劇場，河北美術展，高等学校総合文化祭等参加者数［年間］ 

  83千人（H20） → 84千人（H29） 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

20 

地創 

図書館貴重資料保存修復事業 

  基本目標１(1) ⑩  

県図書館で所蔵している貴重資料の修復・保存を進め，その成果を公開すると

ともに，学校教育・生涯学習の場における教材としての活用を図ります。 

修復，デジタル化，レプリカ作成した貴重資料数［累計］ 

  327点（H20） → 337点（H29） 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

21 

地創 

美術館教育普及事業 

      基本目標１(1) ⑩  

県民の創作活動や研究，体験の場として，公開講座やワークショップなどの各

種教育普及活動を実施します。 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

22 

地創 

第 41回全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文 2017）開催事業 

                            基本目標１(1) ⑩  

全国の高校生が集結し，演劇や吹奏楽等 23部門で発表・交流を行う高校生の文

化の祭典「第 41 回全国高等学校総合文化祭」の平成 29 年度宮城県開催に向けた

準備と円滑な大会運営を図ります。 

全国高校総

合文化祭推

進室 

Ｈ26～Ｈ29 

23 

地創 

瑞巌寺修理補助事業 

      基本目標１(1) ⑩  

国宝「瑞巌寺本堂」及び関連する建造物の修復工事を支援し，良好な状態での

保存管理を行い，次代に引き継ぎます。 

あわせて，地域の文化財を再認識するとともに，地域の資源としての活用を図

り，地域の活性化に役立てます。 

瑞巌寺本堂等の修復工事の進捗状況 72.4％（H27） → 100％（H29） 

文化財保護

課 

Ｈ23～Ｈ29 
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第４章 ２（３）取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

24 

震災 

地創 

東北歴史博物館教育普及事業インタラクティブシアター整備事業 

 分野(6)① ４   基本目標１(1) ⑩  

こども歴史館インタラクティブシアターについて歴史・防災・ＩＣＴ教育を推

進するため，180インチスクリーンによる双方向通信参加型体験学習システムへ機

器をリニューアルし，防災教育副読本と連動した映像コンテンツを追加します。 

文化財保護

課 

Ｈ27～Ｈ31 

25 

震災 

地創 

「“伊達”な文化」魅力発信推進事業（取組 5から再掲） 

  分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑩  

 文化庁の日本遺産に平成 28年度認定された「政宗が育んだ“伊達”な文化」の

魅力に関する積極的な情報発信や普及啓発等を通して，地域の活性化に取り組む

とともに，関係市町と連携し，新たな日本遺産の認定に向けた取組を推進します。 

文化財保護

課 

Ｈ28～Ｈ32 

26 

地創 

多賀城創建１３００年記念重点整備事業 

   基本目標１(1) ⑩  

「特別史跡多賀城跡附寺跡整備基本計画」に基づき，多賀城創建 1300年となる

平成 36年度の公開を目指して，多賀城跡の政庁跡から南門跡に至る地区を優先し

て集中整備し，多賀城市などの関係機関と連携しながら，地域の活性化に向けた

観光資源として活用を図ります。 

文化財保護

課 

Ｈ29～Ｈ32 

27 

地創 

美術館施設整備事業 

  基本目標１(1) ⑩  

宮城県美術館の今後の在り方についてソフト・ハード両面から検討を進め，施

設設備の劣化・老朽化や社会的要請等への抜本的な対応策を講じます。 

生涯学習課 Ｈ26～Ｈ32 

28 

震災 

地創 

文化財の観光活用による地域交流の促進事業（取組 5から再掲） 

 分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑩  

地域の歴史，町並み，文化の象徴である本県の文化財を一体的に活用し，観光・

産業資源として地域活性化を図るため，国内外の観光客に対して情報発信を行い

ます。 

文化財保護

課 

Ｈ27～Ｈ31 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：６，９１２百万円（うち県事業費：５，５２３百万円） 

 

 

○ 取組２３に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （1）① ４ 無形民俗文化財再生支援事業 

02 （6）③ １ 公立社会教育施設災害復旧事業 

03 （6）③ １ 公立社会体育施設災害復旧事業 

04 （6）③ １ 防災キャンプ推進事業（取組 33から再掲） 

06 （6）③ １ 松島自然の家再建事業 

07 （6）③ ２ 指定文化財等災害復旧支援事業 

08 （6）③ ２ 被災有形文化財等保存事業 

09 （6）③ ２ 復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査事業 

10 （6）③ ２ 特別名勝松島保護対策事業 



 

146 

 

第４章 ２（３）取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興 

No. 分野番号 事  業  名 

11 （6）③ ２ 被災博物館等再興事業 

12 （6）③ ２ 「（仮）東大寺展」開催事業 

13 （6）③ ２ 文化芸術による心の復興支援事業 

14 （6）③ ２ 先進的文化芸術創造拠点形成事業 
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第４章 ２（４）取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

（４）コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

 

取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

 

 

 

行動方針 

◇ 都市計画区域の整備，開発及び保全の方針（都市計画区域マスタープラン）などに基

づくコンパクトで機能的な良好な市街地形成を促進します。 

◇ 都市計画における適切な土地利用や公共公益施設の適切な配置を促進します。 

◇ 持続可能なまちづくりに向けて，被災市町の復興まちづくりへの支援を行います。 

◇ 公共交通軸周辺の市街地整備や既存市街地の再開発を促進するとともに，まちづくり

と連携した，持続可能な地域公共交通ネットワークの形成を促進します。 

◇ バリアフリー・ユニバーサルデザイン社会実現のための施設整備及び普及啓発を促進

します。 

◇ まちづくりと連携した，地域の実情に応じた商店街の活性化を支援します。 

◇ 豊かな自然環境や独自の伝統文化等を活用した，市町村やＮＰＯなど様々な主体との

協調・連携による住民主体の地域活動や交流機会の創出などを支援します。 

◇ 地域における活力創出のための様々な活動やその中核となる人材育成等を支援します。 

◇ 移住希望者に対する相談窓口の設置・仕事や子育て等関連情報のワンストップ化など

市町村や関係団体と協働した首都圏等からの移住定住を促進します。 

◇ 全ての県民が安心していきいきと暮らせる地域社会づくりを図るための地域福祉の

担い手を育成します。 

◇ 各圏域の中核的な都市が，近隣の市町村と連携し，コンパクト化・ネットワーク化す

ることにより，活力ある社会経済を維持するための拠点化の支援や仙台都市圏などの都

市機能を活用した連携型の地域構造の形成を推進します。 

◇ 県民生活に欠かせない機能を集約化した小さな拠点の形成に向けた支援と地域コミ

ュニティの再構築を推進します。 

◇ 交通弱者の通院や通学，買い物など地域住民の日常生活に不可欠な生活交通バス路線

をはじめとした公共交通の維持のための市町村等への支援を行います。 

◇ 地理的情報格差の解消に向けた情報通信基盤整備を促進します。 

◇ 災害公営住宅や空き家等を活用した高齢者が生きがいをもって暮らせる交流拠点へ

の支援を行います。 

 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

商店街再生加速化計画策定数（件）［累計］ 
0件 

（H24年度） 

8件 

（H27年度） 

12件 

（H29年度） 

１人当たり年間公共交通機関利用回数（回） 
108回 

（H21年度） 

106回 

（H26年度） 

108回 

（H29年度） 
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第４章 ２（４）取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

地域公共交通網形成計画策定数（件）［累計］ 
0件 

（H26年度） 

1件 

（H27年度） 

9件 

（H29年度） 

「みやぎ移住サポートセンター」を通じた 

ＵＩＪターン就職者数（人）［延べ］ 

0人 

（H26年度） 

41人 

（H27年度） 

150人 

（H27～29年度） 

地域再生計画の認定数（件）［累計］ 
1件 

（H26年度） 

4件 

（H27年度） 

6件 

（H27～29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

市街地再開発事業 

  分野(5)④ １  

 住宅供給や中心市街地の活性化を促進し，都市機能の復興を図るため,市街地再

開発事業を実施します。 

事業完了地区 0地区（H25）→ 多賀城駅北地区（多賀城市）1地区完成（H28） 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

02 都市計画基礎調査 

都市の将来像を示す都市計画区域マスタープランの見直しのため，都市計画区

域の人口規模，市街地面積，土地利用状況などの都市計画の基礎調査を行います。 

また，市町村の立地適正化計画策定など，コンパクトで機能的なまちづくりを

促進するとともに，都市計画における広域調整をはじめ，適切な土地利用や公共

公益施設の適切な配置に取り組みます。 

都市計画区域マスタープランの見直し区域数 22区域（H24） → 32区域（H29） 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 仙石線多賀城地区連続立体交差事業 

踏切による交通渋滞や中心市街地の分断を解消するため，多賀城駅付近におけ

るＪＲ仙石線の高架化を行います。 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

04 みやぎ特定地域振興支援事業 

人口減少や高齢化率の高い地域の実態を把握し，今後の地域振興に向けての課

題と解決策の方向性について調査研究を行います。 

地域復興支

援課 

Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26 

05 

震災 

地創 

ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業 

 分野(1)① ４   基本目標４(2)  

 様々な分野において，ＮＰＯ等による絆力を活かした復興・被災者支援の取組

やＮＰＯ等の絆力強化に資する取組，被災者が人と人とのつながりや生きがいを

持てるような取組に対して支援します。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ28～Ｈ32 

06 ＮＰＯ活動推進事業 

企業や団体などに所属する人材を「みやぎプロボノワーカー」として登録し，

NPO及び中間支援組織とのマッチングを行い，組織の基盤強化と活動の促進を図り

ます。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ29～Ｈ31 
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第４章 ２（４）取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

07 中心市街地商業活性化計画策定支援事業 

市町村等による中心市街地活性化基本計画の安定支援などを通じて地域商業の

活性化を支援します。 

また，中心市街地活性化基本計画において定められた市街地改善のための公共

公益施設の整備を支援します。 

中心市街地活性化基本計画策定数［累計］ 0件（H20） → 12件（H29） 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

08 

震災 

商店街再生加速化支援事業（取組 4から再掲） 

  分野(3)② ４  

少子高齢化や震災による環境の変化に直面している地域商店街が，社会問題に

対応できる商店街として発展するための支援を行います。 

商店街再生加速化計画策定数［累計］ 0件（H24） →  12件（H29） 

商工金融課 Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 

09 

地創 

移住・定住推進事業 

 基本目標２(1)  

大都市圏や他地域と本県との交流や移住を推進し，本県の地域力の充実と地域

の活性化を図ります。 

地域復興支

援課 

Ｈ23～Ｈ32 

10 

地創 

地域力創出人材育成講座事業 

 基本目標２(3)  

地域の課題解決に取り組むリーダーとなる人材を育成するため，地域活性化の

第一人者をメイン講師とする講座を開催します。 

地域復興支

援課 

Ｈ29～Ｈ32 

11 地域おこし協力隊交流事業 

地域おこし協力隊の活動を支援するとともに，隊員の任期後の地元への定着を

促進するため，研修・交流会を開催します。 

地域復興支

援課 

Ｈ29～Ｈ32 

12 

震災 

被災者生活支援事業（離島航路） 

 分野(1)① １  

震災により甚大な被害を受けた離島航路事業者に対し，離島航路運営費補助金，

離島住民運賃割引，経営安定資金貸付事業による運航支援を行います。 

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

13 被災者生活支援事業（阿武隈急行）  

 第三セクター鉄道である阿武隈急行（株）に対し，運行支援を行います。 

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

被災者生活支援事業（路線バス） 

 分野(1)① １   基本目標４(2)  

 震災により甚大な被害を受けたバス事業者に対し，宮城県バス運行対策費補助

金による運行支援を行います。 

また，仮設住宅における住民バスの運行に対して，宮城県バス運行維持対策補

助金による支援を行います。 

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

15 非予算的手法：公共交通活性化モニター事業 

インターネット等を利用したアンケート調査を実施するなど，交通機関の種類

に応じた適切な方法により，県内の公共交通の課題・問題点を把握し，公共交通

機関のサービス改善につなげます。 

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 

16 

地創 

非予算的手法：三セク鉄道活用地域支援事業 

 基本目標４(2)  

阿武隈急行線と沿線の歴史資源の融合により創出する新たな観光資源を中軸に

据え，阿武隈急行等民間事業者や宮城・福島沿線３市２町の県域を超えた広域連

携による魅力ある観光地域づくりの推進を図ります。 

総合交通対

策課 

Ｈ27～Ｈ31 
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第４章 ２（４）取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

17 

震災 

地創 

市町村共同利用型クラウド（ＳａａＳ）基盤構築推進事業 

 分野(7)① ２   基本目標４(5)  

 機能的で効率的な行政体制の構築のため，市町村の各種システムの共同利用型

クラウド(ＳａａＳ:サース)基盤の構築を推進します。 

情報政策課 Ｈ27～Ｈ29 

18 

震災 

地創 

被災地域福祉推進事業 

 分野(2)③ ４   基本目標４(2)  

被災者に対する相談支援や見守り活動，住民同士の交流機会の促進を通じて，

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の維持向上，地域住民等による支

え合いへの移行などを図ります。 

社会福祉課 Ｈ24～Ｈ32 

19 地域福祉推進事業 

地域福祉支援計画（第３期）を策定し，地域福祉に対する県の役割等を明確に

示すとともに，市町村の地域福祉推進を支援するほか，コミュニティソーシャル

ルワークの視点を持った地域福祉を担う人材を育成します 

地域福祉計画の策定市町村数［累計］ 10市町村（H20） → 22市町村（H29） 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

20 

震災 

地創 

被災市町復興まちづくりフォローアップ事業 

 分野(5)④ １   基本目標４(1)  

被災市町の復興まちづくり計画案の検討，計画策定及び事業実施のための支援

を行います。 

復興まちづ

くり推進室 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１９，４４９百万円（うち県事業費：９，７０７百万円） 

 

 

○ 取組２４に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （1）① １ 被災者生活再建支援金支給事業 

02 （1）① １ 災害弔慰金・見舞金給付事業 

03 （1）① １ 生活福祉資金貸付事業（生活復興支援体制強化事業） 

04 （1）① １ 災害援護資金貸付事業 

05 （1）① １ 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター等整備事業） 

06 （1）① １ 被災地域生活支援体制構築事業 

07 （1）① １ みやぎ県外避難者帰郷支援事業 

08 （1）① １ 県外避難者支援員設置事業 

09 （1）① １ みやぎ被災者生活支援事業 

10 （1）① １ 県外避難者支援拠点設置事業 

11 （1）① １ 仙石線・東北本線接続線整備支援事業 

12 （1）① １ 仙石東北ライン女川延伸支援事業 

13 （1）① １ 非予算的手法：復興住宅市町村連絡調整会議 

14 （1）① １ 住宅再建支援事業（二重ローン対策） 
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第４章 ２（４）取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

No. 分野番号 事  業  名 

15 （1）① １ 宮城復興住宅マッチングサポート事業 

16 （1）① １ 住生活基本計画策定 

17 （1）① ２ 応急仮設住宅確保事業 

18 （1）① ２ 災害公営住宅整備事業 

19 （1）① ２ 県営住宅ストック総合改善事業費 

20 （1）① ２ 県営住宅管理事業費 

21 （1）① ２ 県営住宅リフォーム事業費 

22 （1）① ２ 小規模住宅地区改良事業 

23 （1）① ２ 狭あい道路整備等促進事業 

24 （1）① ３ 特定鉱害復旧事業 

25 （1）① ３ 応急仮設住宅共同施設維持管理事業 

26 （1）① ３ 被災者住宅確保等支援事業 

27 （1）① ４ 復興活動支援事業 

28 （1）① ４ みやぎ地域復興支援事業 

29 （1）① ４ 被災地域交流拠点施設整備事業 

30 （1）① ４ 地域コミュニティ再生支援事業 

31 （1）① ４ 震災復興担い手ＮＰＯ等支援事業 

32 （5）④ １ 都市公園維持管理事業 

33 （5）④ １ 被災市街地復興土地区画整理事業 

34 （5）④ １ 防災集団移転促進事業 

35 （5）④ １ 建設資材供給安定確保事業 

36 （5）④ １ 津波復興拠点整備事業 
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第４章 ２（５）取組２５ 安全で安心なまちづくり 

（５）だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり 

 

取組２５ 安全で安心なまちづくり 

 

 

 

行動方針 

◇ 「犯罪のない安全・安心まちづくり」に向けた行政，地域，事業者等との連携による

県民運動を展開します。 

◇ 住民による自主的な防犯活動の活発化に向けた啓発活動を実施します。 

◇ 学校，通学路等の安全対策促進など子どもを犯罪から守るための環境整備と安全教育

の充実を図ります。 

◇ ストーカー，ＤＶ，いじめ，虐待等への関係機関が連携した対応及び被害者支援の推

進などによる子どもや女性，高齢者，障害者，外国人等の防犯上の観点から特に配慮を

要する方々に対する安全対策の充実を図ります。 

◇ 交通死亡事故抑止に資する効果的かつ実効性のある交通安全対策の推進や官民協働

による飲酒運転を許さない社会環境づくりを推進します。 

◇ 消費者の自立と消費者被害の未然防止に向けた，ライフステージに応じた消費者教育

の充実を図ります。 

◇ 犯罪の防止や事件の解決に効果的な防犯カメラの有用性とプライバシーの保護との

調和を図った適切かつ効果的な防犯カメラの活用を促進します。 

◇ 特殊詐欺やインターネットを利用した犯罪から県民を守るための広報啓発活動やテ

ロ等重大事件の未然防止対策を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

刑法犯認知件数（件） 
28,583件 

（H20年） 

16,466件 

（H28年） 

18,000件以下 

（H29年） 

県内各市町村における「安全・安心まちづくり」

に関する条例制定数 

22 

（H20年度） 

35 

（H27年度） 

35 

（H29年度） 

市町村における安全・安心まちづくりに関する

推進組織の設置状況数 

24 市町村 

（H24年） 

27市町村 

（H27年） 

29市町村 

（H29年） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

安全・安心まちづくり推進事業 

  分野(7)④ ３   基本目標４(5)  

安全・安心まちづくりを推進するため，地域コミュニティ活動団体への支援を

行うほか，性暴力被害を受けた場合の支援体制を整備します。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ２（５）取組２５ 安全で安心なまちづくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 薬物乱用防止推進事業 

薬物乱用防止指導員等のボランティアと連携し，覚せい剤・危険ドラッグ・シ

ンナー等の薬物乱用防止運動を展開します。 

小中学校等対象薬物乱用防止教室への講師派遣者数と受講児童・生徒数 

派遣者数 0人/年（H17） → 130人/年（H24） → 160人/年（H29） 

受講者数 0人/年（H17） → 19,480人/年（H24）→ 23,000人/年（H29） 

薬務課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 危険ドラッグ対策事業 

県警及び麻薬取締部と連携し，危険ドラッグの販売が疑われる店舗に対し監視

指導を行います。 

また，県内で流通している危険ドラッグの検査機能の充実を図ります。 

薬務課 Ｈ25～Ｈ30 

04 

震災 

地創 

地域安全対策推進事業 

  分野(7)④ ３   基本目標４(5)  

安全・安心な地域社会を構築するためには，被災地を中心としたパトロール活

動の強化と不在交番の解消を図る必要があることから，その役割を担う交番相談

員を増員します。 

また，県内全域における地域の安全対策に向け，警察安全相談員及び交番相談

員の適切な配置を進めます。 

警察本部県

民相談課 

地域課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

05 

震災 

地創 

非予算的手法：防犯ボランティア活動促進事業 

 分野(7)④ ３   基本目標４(5)  

被災地等における安全で安心な生活の基盤となる地域治安組織を強固にするた

め，自主防犯ボランティア団体の組織化と活性化及び防犯リーダーの育成を促進

し，応急仮設住宅，復興住宅，防災集団移転地域，学校等を対象に，ボランティ

ア活動への支援を行います。 

また，被災し活動が停止，又は活動を縮小したボランティア団体の活動再開等

を支援します。 

警察本部生

活安全企画

課 

Ｈ25～Ｈ29 

06 

地創 

非行少年を生まない社会づくり推進事業 

 基本目標４(5)  

学校やその周辺における児童・生徒の安全確保等の活動を行うスクールサポー

ターの体制整備・拡充を図ります。 

警察本部少

年課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

少年立ち直り支援推進事業 

 基本目標４(5)  

 少年サポートセンターの少年警察補導員に，実務的で専門的な知識・技能の習

得を図ります。 

警察本部少

年課 

Ｈ28～Ｈ32 

08 

震災 

地創 

配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援対策事業 

 分野(2)② ３   基本目標４(5)  

震災による生活環境の変化に伴い，配偶者からの暴力の増加等が懸念されるこ

とから，関係機関との連携の下，普及啓発活動や相談体制の強化，自立生活への

援助，緊急避難先の確保に対する支援等を行い，暴力の防止と被害者の自立促進

を図ります。 

ＤＶ基本計画策定市町村数［累計］ 4市町村（H23） → 8市町村（H29） 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

震災 

市町村配偶者暴力相談支援センター設置促進事業 

 分野(2)② ３  

市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置促進を行うことにより，ＤＶ

被害者の保護及び相談体制の整備の推進を図ります。 

子育て支援

課 

Ｈ29 
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第４章 ２（５）取組２５ 安全で安心なまちづくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 

地創 

ストーカー・ＤＶ相談体制整備事業 

 基本目標４(5)  

専門的知識を有するストーカー・ＤＶ専門アドバイザーを配置し，相談等の初

期段階からの踏み込んだ対応により，被害の未然防止及び被害者の保護・支援を

行います。 

警察本部県

民安全対策

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

11 

地創 

次代を担う女性・子どもらを犯罪から守る安全安心なまち創生事業 

 基本目標４(5)  

 次代を担う女性・子どもらを主に対象とした強制わいせつ等の性犯罪，強盗な

どの重要犯罪を早期に検挙するため，捜査に有効な装備資機材を整備し，県民や

観光客らが安心して過ごせる安全なまちを創出します。 

警察本部刑

事総務課 

Ｈ28～Ｈ32 

12 

震災

地創 

子ども虐待対策事業（取組 13から再掲） 

  分野(2)② ３   基本目標３(3) 

震災の影響による養育環境等の変化に伴い，児童虐待の増加が懸念されること

から，児童相談所及び保健福祉事務所等の家庭相談室において，専門的な立場か

らの支援を行います。 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

いじめ・不登校等対策推進事業（取組 16から再掲） 

  分野(6)① ３   基本目標３(3)  

児童生徒自身が抱える問題や児童生徒を取り巻く震災等による環境（家庭，養

育環境，友人関係等）の変化等，多様な要因により生じるいじめや不登校等の問

題行動を解決するために，スクールソーシャルワーカーや支援員等の配置・派遣，

支援チームや東部教育事務所への児童生徒の心のサポート班の設置等により，児

童生徒や家庭，学校へ多様な支援を行います。 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

いじめ・不登校等対策強化事業（取組 16から再掲） 

  分野(6)① ３   基本目標３(3)  

各学校のいじめ・不登校等の問題行動への対応を支援する心のケア支援員，心

のサポートアドバイザーを配置するとともに，関係機関や外部の専門家等との連

携・協力のネットワークを強化し，組織的・体系的な生徒指導を進め，問題の早

期発見・早期解決を図ります。 

高校教育課 Ｈ25～Ｈ32 

15 

震災 

地創 

非予算的手法：効果的交通安全教育推進事業 

 分野(7)④ ２   基本目標４(5)  

交通事故のない安全で快適な交通社会を実現するため，「第１０次宮城県交通安

全計画」に基づき，自治体や交通安全関係機関・団体と連携の上，更に効果的な

交通安全教育を推進して交通事故の減少を目指します。 

警察本部交

通企画課 

Ｈ23～Ｈ29 

16 

震災 

地創 

「だれもが住みよい安全・安心な地域づくり」のための交通環境整備事業 

 分野(7)④ ２   基本目標４(5)  

第１０次宮城県交通安全計画を実現し，交通事故のない安全で快適な交通社会

とするため，「交通事故，交通取締，交通安全教育，交通規制などの多角的分析に

よる交通事故抑止対策」などにより交通事故の減少を図ります。 

警察本部交

通企画課 

交通規制課 

Ｈ27～Ｈ32 

17 常時録画式交差点カメラ装置整備事業 

 交通事故多発信号交差点に設置し，あらゆる交通事故事件について，客観的証

拠による適切な捜査の推進を図ります。 

警察本部交

通指導課 

Ｈ28～Ｈ32 

18 

震災 

地創 

消費生活センター機能充実事業 

  分野(1)① １   基本目標４(5)  

震災復興に便乗した悪質商法などから消費者を守り，被害の未然防止・拡大防

止を図るため，県消費生活センターの相談・指導体制等の機能を拡充するほか，

市町村の消費生活相談窓口の機能充実・強化を支援します。 

消費生活・

文化課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 



 

155 

 

第４章 ２（５）取組２５ 安全で安心なまちづくり 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

19 

震災 

地創 

防犯カメラの設置・運用ガイドライン策定事業 

 分野(7)④ ３   基本目標４(5)  

犯罪の防止や事件の解決に効果的な防犯カメラの有用性とプライバシーの保護

との調和を図り，防犯カメラを適切かつ効果的に活用するため，設置及び運用に

関するガイドラインを策定します。 

共同参画社

会推進課 

Ｈ28 

20 

震災 

地創 

防犯カメラの効果的活用促進のための広報啓発事業 

 分野(7)④ ３   基本目標４(5)  

 防犯カメラガイドラインの周知とカメラ設置に伴うプライバシー保護等の問題

解決に向けて，有識者による講演やパネルディスカッションを内容とした地域住

民等参加によるシンポジウムを開催し，防犯カメラの適切かつ効果的な活用を図

ります。   

共同参画社

会推進課 

Ｈ29 

21 

震災 

ネット被害未然防止対策事業（取組 16から再掲） 

  分野(6)① ３  

いじめ問題の温床ともなる掲示板・ＳＮＳ等の検索・監視を実施し，速やかな

対処を図るとともに，スマートフォン等の利用に関する情報モラル育成のための

教員研修，生徒・保護者向け講話の講師派遣等を行います。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

22 

震災 

緊急配備支援システム整備事業 

  分野(7)④ １  

震災復興事業の本格化等に伴い，新たな形態の犯罪が敢行される可能性が極め

て高いほか，各種犯罪の増加も予想されることから，犯罪の広域化・スピード化

等に的確に対応した治安維持体制を構築するため，緊急配備支援システム等を整

備します。 

警察本部刑

事総務課 

Ｈ27～Ｈ32 

23 

 

非予算的手法：犯罪被害者支援事業 

犯罪の被害に遭われた方等のニーズに対応した支援を行うため，指定被害者支

援要員の体制の充実を図り，犯罪の被害に遭われた方等の視点に立った刑事手続

の説明，支援制度に関する情報提供，事情聴取の付添い等の支援を推進します。 

警察本部警

務課 

Ｈ23～Ｈ32 

24 

地創 

非予算的手法：サイバー犯罪対策事業 

 基本目標４(5)  

インターネットを利用した各種犯罪（サイバー犯罪）から県民を守るための諸

対策を推進します。 

警察本部生

活環境課 

Ｈ23～Ｈ29 

25 

地創 

非予算的手法：国際テロ未然防止事業 

 基本目標４(5)  

 国際空港，港湾における安全・安心を確保し,県が目指す仙台港プロモーション

事業及び外国人観光客安心サポート事業等を含む「富県創出モデル事業」の推進

環境を整えるため,関係機関や民間事業者等と連携し，情報交換や広報啓発のため

の会議や具体的事案を想定した訓練等を推進し,テロ等重大事件の未然防止を図

る基盤を構築します。 

警察本部外

事課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１，７２６百万円（うち県事業費：１，７２６百万円） 
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第４章 ２（５）取組２５ 安全で安心なまちづくり 

○ 取組２５に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （1）① １ 消費者啓発事業 

02 （1）① １ 消費生活相談事業 

03 （2）② １ 要保護児童支援事業 

04 （7）④ １ 警察本部機能強化事業 

05 （7）④ １ 警察施設機能強化事業 

06 （7）④ １ 交番・駐在所機能強化事業 

07 （7）④ １ 各種警察活動装備品等整備事業（取組 31から再掲） 

08 （7）④ １ 警察職員宿舎整備事業 

09 （7）④ ３ 非予算的手法：暴力団等反社会的勢力排除・取締り推進事業  

10 （7）④ ３ 生活安全情報発信事業 
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第４章 ２（５）取組２６ 外国人も活躍できる地域づくり 

取組２６ 外国人も活躍できる地域づくり 

 

 

 

行動方針 

◇ 多文化共生の機運醸成，市町村や関係団体，県民の適切な役割分担と協働を推進しま

す。 

◇ 情報の多言語化や日本語学習の支援など外国人県民等に対するコミュニケーション

支援を促進します。 

◇ 保健・医療・福祉，防災，就労，教育，居住など外国人県民等に対する相談への対応

による基本的な生活支援を促進します。 

◇ 地域社会に対する意識啓発や外国人県民等の社会参画など多文化共生の地域づくり

に対する支援を行います。 

◇ 友好地域をはじめとした海外との交流を深めるとともに，県民・民間団体が主体とな

った国際交流活動や国際協力活動を行うことができる環境づくりの促進・支援します。 

◇ 県内でＪＥＴプログラムや海外技術研修などを経験し，母国等へ戻った外国人を活用

した国際化推進のための人的ネットワークの構築を推進します。 

◇ 県内大学等への留学生をはじめとする高度な専門知識や技術力を持つ外国人の卒業

後における県内企業や研究機関への就業促進を図ります。 

◇ 事業者への外国人県民等の雇用に関する情報提供や雇用促進に向けた啓発を実施し

ます。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

多言語による生活情報の提供実施市町村数（市

町村）［累計］ 

5 市町村 

（H20年度） 

14市町村 

（H27年度） 

14市町村 

（H29年度） 

外国人相談対応の体制を整備している市町村

数（市町村）［累計］ 

4 市町村 

（H20年度） 

6市町村 

（H27年度） 

8市町村 

（H29年度） 

日本語講座開設数（箇所）［累計］ 
25箇所 

（H20年度） 

28箇所 

（H27年度） 

31箇所 

（H29年度） 
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第４章 ２（５）取組２６ 外国人も活躍できる地域づくり 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

地創 

多文化共生推進事業 

  分野(1)① ４   基本目標４(4)  

国籍や民族等の違いにかかわらず，県民すべての人権が尊重され，だれもが社

会参加できる「多文化共生社会」の形成を目指し，日本人と外国人の間に立ちは

だかる「意識の壁」，「言葉の壁」，「生活の壁」を解消することにより，自立と社

会参加を促進するとともに，災害等の緊急時においても外国人の生活の安全・安

心を図ります。 

多言語による生活情報の提供実施市町村数（市町村）［累計］ 

14市町村（H27）  → 14市町村（H29） 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

震災 

地創 

サインの多言語化表記による訪日外国人誘致促進事業（取組 5から再掲） 

  分野(3)② ９   基本目標１(1) ⑨  

 県内の集客施設等におけるサイン（案内表示，標識等）の多言語化表示を推進

することにより，訪日外国人が安心かつ容易に移動し，視察や観光資源を楽しみ，

また，良好な地域イメージを抱いていただける環境を醸成し，ＭＩＣＥの誘致活

動の円滑な推進，及び地域の活性化促進を図ります。 

国際経済・

交流課 

Ｈ28～Ｈ31 

↓ 

Ｈ28 

03 国際協力推進事業（取組 8から再掲） 

相手地域のニーズに合った国際協力を実施することで，宮城の知名度及び評価

の向上と本県との経済的相互発展の牽引役となる「親宮城」人材の育成を図ると

ともに，国際協力関係を地域間の経済交流の促進と本県の経済発展につなげます。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

海外交流基盤強化事業（取組 8から再掲） 

 分野(3)② ９  

中国吉林省，米デラウェア州，露ニジェゴロド州等外国政府等との関係を強化

するとともに，本県のＰＲ等を効果的に実施し，販路開拓等を下支えします。 

また，震災後，被災地支援等で交流があった各国政府・経済団体等に県内企業

の情報を積極的に発信するなど，具体的な企業間交流につながる支援を行います。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

震災 

非予算的手法：海外交流基盤再構築事業（取組 8から再掲） 

 分野(3)② ９  

震災により大幅に減少した外国人観光客の誘客を図るため，本県がこれまで築い

てきた海外自治体との交流基盤を活用し，海外政府要人へ来県を促すとともに，

国際会議や訪問団等を積極的に受入れます。 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：６８百万円（うち県事業費：６８百万円） 
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第４章 ３（１）取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 

３．人と自然が調和した美しく安全な県土づくり  

（１）経済・社会の持続的発展と環境保全の両立 

 

取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 

 

 

 

行動方針 

◇ 環境に関する情報の効果的な発信と，家庭，学校，地域社会や職場などにおける環境

について学ぶ機会の充実を図ります。 

◇ グリーン購入やエコドライブなど，すべての主体による環境配慮行動の日常化を促進

します。 

◇ 地域特性を生かした多様な再生可能エネルギー等の導入促進や，県民総ぐるみの省エ

ネルギー活動など，宮城から興す地球温暖化対策を推進します。 

◇ 市町村が取り組む環境に配慮したまちづくり（エコタウン）の形成に対する支援を行

います。 

◇ 県事務事業におけるグリーン購入，グリーン入札制度の導入など，環境配慮型企業や

製品の優遇による県の環境配慮型率先行動を実施します。 

◇ 森林整備の推進や木材の利用拡大，県民が実施する森林づくり活動に対する支援な

ど，社会全体で支える森林づくりを推進します。 

◇ クリーンエネルギー等環境関連産業の誘致及び振興と，クリーンエネルギー社会の実

現に資する先導的なプロジェクトを実施します。 

◇ 商用水素ステーション整備への支援のほか，燃料電池自動車の導入促進など，水素エ

ネルギーの利活用に向けたプロジェクトを実施します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） 

（TJ） 

24,107TJ 

（H22年度） 

24,293TJ 

（H27年度/推計値） 

26,993TJ 

（H29年度） 

みやぎ環境税を活用した県及び市町村事業に

よる二酸化炭素削減量（t-CO2） 

9.3 万 t-CO2 

（H23年度） 

34.3万 t-CO2 

（H27年度） 

65.1万 t-CO2 

（H29年度） 

太陽光発電システムの導入出力数（MW） 
50MW 

（H22年度） 

551MW 

（H27年度/推計値） 

343MW 

（H29年度） 

クリーンエネルギー自動車の導入台数（千台） 
29千台 

（H22年度） 

126千台 

（H27年度） 

240千台 

（H29年度） 

間伐による二酸化炭素吸収量（民有林） 

（千トン）［累計］ 

47 千トン 

（H21年度） 

234千トン 

（H26年度） 

453千トン 

（H29年度） 
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第４章 ３（１）取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

環境基本計画推進事業 

  分野(1)③ １  

宮城県環境基本計画が目指す「持続可能な社会の実現」に向けて，積極的な環

境配慮行動の実践を宣言する「みやぎｅ行動（eco do!）宣言」を，環境施策と連

携させることで，県民・事業者等の環境配慮行動を促進します。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ32 

02 非予算的手法：環境保全率先実行計画進行管理事業 

宮城県からの地球温暖化対策発信に向け，省エネ法に対する取組等により，環

境保全率先実行計画を推進します。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

 

環境情報センター運営事業 

環境情報の普及啓発及び環境学習・環境教育を支援するため，「環境情報センタ

ー」において，環境関連図書などの閲覧・貸出や環境学習教室の開催などを行い

ます。 

環境政策課 Ｈ26～Ｈ32 

04 環境教育指導者育成事業 

小学校で環境教育に関わる教員を対象とした研修会を開催し，環境教育に関す

る指導者を育成するとともに，環境教育の普及促進を図ります。 

環境政策課 Ｈ28～Ｈ32 

05 人と自然の交流事業 

自然環境に恵まれた県立自然の家の社会教育施設を活用した自然体験プログラ

ムを実施し，環境保全等に対する理解の動機付けを図るとともに，一人一人が置

かれている日々の生活の中で自ら意識を改革し，より良く行動する人材の育成を

図ります。 

自然の家で主催する「自然体験プログラム」事業に参加した利用者数［累計］ 

  437人（H24） → 570人（H29） 

生涯学習課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

06 みやぎ地球温暖化対策地域推進事業 

「宮城県地球温暖化対策実行計画（区域施策編）」（平成 26年 1月策定）を着実

に推進し，県内の温室効果ガス排出量の削減を図るため，地域における温暖化防

止活動の推進や地球温暖化防止に関する普及啓発を行います。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ32 

07 既存住宅省エネルギー改修促進事業 

既存住宅の断熱改修を行う県民に対し，工事費用の一部を補助することで,家庭

における省エネルギー化を促進します。 

環境政策課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28  

08 

震災 

地創 

省エネルギー・コスト削減実践支援事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，企業活動を継続し，かつ，事業コストを削

減させるため，県内事業所における省エネルギー設備の導入を支援します。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

震災 

地創 

新エネルギー設備導入支援事業 

  分野(1)③ １   基本目標４(3)  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，再生可能エネルギーの導入を促進するため，

県内事業所における新エネルギー設備の導入を支援します。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

10 自然エネルギー等・省エネルギー促進事業 

自然エネルギー等の導入や省エネルギー活動の促進に向けた普及啓発活動等を

行います。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 
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第４章 ３（１）取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

11 パリ協定温暖化対策強化事業 

「パリ協定」及び平成 28年 5月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」に掲

げられた温室効果ガス削減目標の達成を図るため，地域における温暖化防止活動

の推進及び地球温暖化防止に関する普及啓発の強化を図ります。 

環境政策課 Ｈ29～Ｈ32 

12 

震災 

地創 

スマートエネルギー住宅普及促進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

家庭における二酸化炭素排出量の一層の削減と災害時等に電気や熱を確保でき

る住まいの普及を促進するため，住宅用太陽光発電システム，蓄電池，家庭用燃

料電池など，住宅の創エネ・蓄エネ・省エネ設備の導入や既存住宅の断熱改修等

に対して助成を行います。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

再生可能エネルギー等を活用した地域復興支援事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

エネルギー資源の地域内活用や資金の地域内循環の仕組みなど，再生可能エネ

ルギーやエネルギーマネジメントをまちづくりに組み込んだ取組（＝エコタウン

の形成）を一層充実させていくため，市町村と連携して取組を実施する事業者に

対して調査等経費の補助を行うとともに，県内外の先進的取組の情報共有など，

市町村への支援を行います。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

自立・分散型エネルギーの導入を促進するため，災害時に防災拠点となる公共

施設への再生可能エネルギーや蓄電池の導入に要する経費の補助を行います。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

15 

震災 

地創 

海洋再生可能エネルギー導入推進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

洋上風力発電等の導入の可能性や課題を様々な角度から整理するため，関係機

関・団体等で構成する研究会を設立し，研究会での検討を通じ，必要な情報の収

集・整理を行った上で，可能性のあるエリアにおいて詳細な調査を実施し，導入

に向けた環境整備を行います。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ28～Ｈ32 

16 

震災 

地創 

温泉熱多段階利用推進調査事業 

  分野(1)③ １   基本目標４(3)  

未利用の温泉熱の活用を促進するため，市町村や事業者に対し，温泉の成分，

流量，温度等をモニタリングするための設備の導入経費の補助を行います。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ28～Ｈ30 

↓ 

Ｈ28 

17 非予算的手法：エコドライブ運動推進事業 

環境に優しい運転方法「エコドライブ」を県民一体となって推進するための普

及啓発活動などを実施します。 

環境対策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

18 

震災 

低炭素型水ライフスタイル導入支援事業 

 分野(1)③ １  

 節湯・節水機器及び低炭素社会対応型浄化槽を住宅に導入した県民に対し設置

費用の一部を補助することで，家庭における水ライフスタイルの低炭素化を促し

ます。 

補助交付世帯数 0世帯（H24） → 957世帯（H29） 

循環型社会

推進課 

Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

19 未利用熱活用設備開発事業 

県内の温泉や工場廃熱等の未利用熱を利用した小型発電等のエネルギー活用設

備の設置適正を調査するとともに，地域に適した小型エネルギー再利用設備の技

術開発についての枠組を構築します。 

新産業振興

課 

Ｈ26 
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第４章 ３（１）取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

20 潜熱利用蓄熱モジュール開発事業 

中低温度域における潜熱利用蓄熱システムについて，蓄熱材の選定及び充填方

法・充填方法に応じた最適熱交換器の形状等を検討します。 

また，県内工場の排出形態に適した潜熱利用蓄熱モジュールの技術開発を行い

ます。 

新産業振興

課 

Ｈ27 

21 公共施設の省エネ推進事業（道路照明灯改修事業） 

宮城県が管理している国県道における道路照明灯について，従来の水銀灯から

消費電力の少ない省エネルギー型に改修を行うことにより温室効果ガスの排出削

減に取り組みます。 

道路照明灯の省エネ型への交換基数［累計］ 551基（H26） → 1,112基（H28） 

道路課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

22 下水道施設における未利用資源のエネルギー活用推進事業 

未利用となっている下水道資源を有効活用し，下水道施設を地域に根ざした再

生可能エネルギー等の供給拠点とすることで，地球温暖化防止に貢献するととも

に，再生可能エネルギー設備を配する下水道施設を活用したエネルギーや環境に

関する人材育成，教育の場を提供します。 

下水道課 Ｈ29～Ｈ32 

23 自然の家ハイブリッド街路灯整備事業 

省エネルギー対策を講じている太陽光・風力を利用したハイブリッド街路灯設

備を自然の家に整備し，利用者の安全・安心を図るとともに，設備の設置による

自然エネルギーの有効活用に触れる機会の提供や最先端技術の学習機会の創出を

通じて，環境立県を支える人材を育成します。 

自然の家ハイブリッド型街路灯設置数 0基（H24）→ 4基（H26） 

生涯学習課 Ｈ25～Ｈ26 

24 美術館照明設備整備事業 

 年間23万人程度の来館者数が見込まれる美術館施設への省エネルギー型照明設

備の導入を「象徴的取組」として推進することにより，東日本大震災による影響

を受けて高まっている県民の節電意識及び省エネルギーへの関心を更に促進し，

普及啓発を図るため，不特定多数の県民が利用する社会教育施設として省エネル

ギー型設備に関する環境整備を図ります。 

生涯学習課 Ｈ26 

↓ 

Ｈ26～Ｈ27 

25 図書館照明設備整備事業 

 年間平均35万人前後の来館者数が見込まれる図書館施設への省エネルギー型照

明設備の導入により，消費電力量の抑制及び二酸化炭素排出量の削減による地球

温暖化対策等に貢献します。 

また，同設備の環境整備を通じて，東日本大震災による影響を受けて高まって

いる県民の節電意識及び省エネルギーへの関心・理解を更に促進し，同設備に関

する普及啓発を図ります。 

生涯学習課 Ｈ27 

26 

地創 

「環境負荷が少なく持続可能なエネルギーの推進」のための交通安全施設整備事業 

 基本目標４(3)  

交通信号機，道路標識などの全ＬＥＤ化により省電力化を図ります。 

警察本部交

通規制課 

Ｈ27～Ｈ32 

27 宮城県グリーン製品普及拡大事業 

環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築のため，環境に配慮した

製品を「宮城県グリーン製品」として認定し，その普及拡大を図ります。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

28 

地創 

小水力等農村地域資源利活用促進事業 

 基本目標４(3)  

県内の農業用水利施設について，小水力等発電導入の可能性調査を行います。 

また，農業用水を活用した小水力発電等の普及拡大のため，低コストで最適な

整備手法の検討を進めます。 

可能性調査実施件数［累計］ 3件（H24） →  60件（H29） 

農村振興課 

 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

29 森林吸収オフセット推進事業 

温暖化防止対策や森林整備を社会全体で支える仕組みづくりを推進するため，

森林による二酸化炭素吸収量をクレジット化する森林吸収オフセット・クレジッ

ト制度の取組を推進します。 

J-ｸﾚｼﾞｯﾄ登録件数及びｵﾌｾｯﾄ・ｸﾚｼﾞｯﾄ発行件数［累計］ 

・登録件数 0（H21） → 5（H29） ・発行件数 0（H21） → 5（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

30 

震災 

地創 

県産材利用エコ住宅普及促進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

被災者の住宅再建など，県産材利用住宅への支援を通じて，県産木材の利用拡大

を図るとともに，地球温暖化防止対策を推進します。 

※被災施設再建支援事業                   分野(4)② ２  

優良みやぎ材出荷量［年間］ 19,300㎥（H21） → 39,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

31 

震災 

木質バイオマス活用拠点形成事業 

 分野(4)② ２  

木質バイオマス（未利用間伐材等）を燃料や原料へ利活用することで，県産材

の有効利用と二酸化炭素の排出抑制による地球温暖化防止対策を推進します。 

林業振興課 Ｈ24～Ｈ29 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

32 みんなの森林
も り

づくりプロジェクト推進事業 

県民が自主的かつ主体的に取り組む植林活動や森林整備などの森林づくり活動

等への支援を通じて，多様な主体によるバラエティに富んだ県民参加の森林づく

りを推進します。 

提案プロジェクト実施団体数［累計］ 6団体（H24） → 12団体（H29） 

林業振興課 Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ29～Ｈ32 

33 

震災 

地創 

木質バイオマス広域利用モデル形成事業 

 分野(4)② ２   基本目標１(1) ⑧  

木質バイオマス（未利用間伐材等）を燃料や原料として利活用することで，県

産材の有効利用と二酸化炭素の排出抑制による地球温暖化防止対策を推進しま

す。 

未利用間伐材等の利用量［年間］ 5,100㎥（H26） → 15,000㎥（H29） 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ32 

34 

地創 

森林マネジメント認証普及促進事業 

 基本目標１(1) ⑧  

適正な森林管理を促進するため，森林認証の取得等に対し支援を行います。ま

た，森林吸収オフセット・クレジット制度等の普及啓発を通じ，社会全体で森林

整備を支える体制を作ります。（H28まで「地域森林再生マネジメント推進事業」） 

森林認証（FSC-FM）面積[累計] 1,314ha（H27）→  5,000ha （H32） 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ32 

35 

震災 

地創 

森林育成事業 

  分野(4)② １   基本目標１(1) ⑧  

県産材の安定供給と森林整備の推進による木材産業の維持・復興及び地球温暖

化防止や水源のかん養，県土の保全など森林の有する多面的機能の発揮を図るた

め，搬出間伐を主体とした森林整備に対して支援します。 

民有林間伐面積［年間］ 4,470ha（H20） → 5,600ha（H29） 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

36 

震災 

地創 

温暖化防止間伐推進事業 

  分野(1)③ ２   基本目標１(1) ⑧  

森林の有する二酸化炭素吸収機能を発揮させるため,保育（切捨）間伐や利用（搬

出）間伐への支援を強化し,温暖化防止に寄与するとともに，多面的機能の発揮，

森林整備による雇用の確保と関連産業の維持・復興を図ります。 

二酸化炭素吸収量［累計］ 46,639ｔ（H21） → 453,000ｔ（H29） 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 



 

164 

 

第４章 ３（１）取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 
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課・室 
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37 

震災 

地創 

環境林型県有林造成事業 

  分野(1)③ ２   基本目標１(1) ⑧  

県民生活の保全と，木材資源の長期的な供給を確保するため，県行造林地の契

約更新による森林整備（再造林・保育等）を実施し，良好な森林環境を維持する

ことにより，森林の持つ多面的機能の発揮と下流域における災害発生の未然防止

を図ります。 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

38 

震災 

地創 

温暖化防止森林更新推進事業 

  分野(1)③ ２   基本目標１(1) ⑧  

森林を若返らせることにより森林の二酸化炭素吸収機能を高めるため，造林未

済地への植栽とともに，高齢化している森林を環境に配慮しながら更新すること

で，温暖化防止に貢献します。また，津波で被災した海岸防災林復旧のための林

業種苗の増産を図ります。 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

39 

震災 

地創 

里山林健全化事業 

  分野(1)③ ２   基本目標１(1) ⑧  

ナラ枯れ被害の拡大を防止するため，人家・道路等周辺等箇所における被害木

の駆除を支援します。また，景勝地の遊歩道等脇でくん蒸処理された松くい虫被

害材を林外搬出し，バイオマス燃料等として有効活用し，森林環境の向上を図り

ます。 

森林整備課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

40 非予算的手法：わたしたちの森づくり事業 

森林・林業及び地球環境保全についての問題を捉える機会を創出すること，並

びに森林の整備を促進することを目的として，森林づくり活動等を行う団体や企

業と協定を締結し，団体等に活動のフィールドとして県有林を提供します。 

さらに希望があれば，森の命名権を有償で譲渡します。 

協定締結数及び森林整備面積［累計］ 8件 30ha（H20） → 27件 170ha（H29） 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

41 

震災 

地創 

復興木材供給対策間伐推進事業 

  分野(4)② １   基本目標１(1) ⑧  

地球温暖化防止とともに，住宅再建等の復興に必要な木材を供給することを目

的に，搬出間伐に対して支援します。 

復興向け間伐材供給量［累計］ 43千㎥（H25） → 146千㎥（H29） 

森林整備課 Ｈ27～Ｈ29 

42 環境にやさしい農業定着促進事業（取組 7から再掲） 

持続的な農業生産方式の導入に取り組むエコファーマーを育成するとともに，

県独自の「みやぎの環境にやさしい農産物認証表示制度」を運営することにより,

信頼性の高い特別栽培農産物の生産・出荷・流通を推進します。 

また,「みやぎの有機農業推進計画（平成 27年３月策定）に基づき,自然循環機

能の推進と環境負荷の大幅な低減が可能な有機農業の取組の定着を図ります。 

環境保全型農業取組面積 21,857ha（H20） → 30,000ha（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

43 環境保全型農業直接支援対策事業（取組 7から再掲） 

 地球温暖化防止や生物多様性保全に効果の高い営農活動に取り組む農業者に対

し，取組面積に応じて国等と共同して支援することにより，環境に配慮した農業

を推進します。 

地球温暖化防止等に効果の高い営農取組面積 418ha（H23） → 14,500ha（H29） 

農産園芸環

境課 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ31 

44 

地創 

温暖化防止森林づくり担い手確保事業（取組 10から再掲） 

  基本目標１(1) ⑧  

高度な技能を有し集約施業を実践する地域リーダーとなる人材の育成や就労環

境の改善により，森林づくりの担い手確保を推進します。 

宮城県森林施業ﾌﾟﾗﾝﾅｰ育成数 20人（H24） →  20人（H29） 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 
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課・室 
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45 

震災 

地創 

クリーンエネルギーみやぎ創造事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

新たな産業集積と地球温暖化対策の両立を図りながら，真に豊かな「富県宮城」

の実現を目指すため，クリーンエネルギー関連産業の集積を促進するとともに，

クリーンエネルギーの先進的な利活用促進の取組や県内クリーンエネルギー関連

産業の取引拡大及び同製品の地産地消に向けた取組など，クリーンエネルギー産

業の振興に更に積極的に取り組みます。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

46 

震災 

地創 

みやぎ新エネルギー・環境関連産業振興加速化事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

今後も成長が期待される新エネルギー・環境関連産業分野における県内事業者

の取組を積極的に支援し，新エネルギー事業や関連する設備・デバイス等の製造

業分野での付加価値（取引量）の増大及び雇用の創出を目指します。 

環境政策課 Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

47 

地創 

クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業 

 基本目標４(3)  

クリーンエネルギー・省エネルギー関連分野で新製品開発等を行う県内事業者

に対して技術開発等に要する経費の一部を補助し，関連新製品の実用化等を支援

することで，本県のクリーンエネルギー関連産業の振興を図ります。 

新製品開発支援件数[累計] 2件（H24） → 12件（H29） 

新産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

48 

地創 

クリーンエネルギー利活用実践推進事業 

 基本目標４(3)  

資源，エネルギーや環境問題などについて理解を深め，環境保全やクリーンエ

ネルギーの利活用などの課題に対応できる職業人を育成します。 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

49 

震災 

地創 

水素エネルギー利活用推進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

環境負荷の低減，災害対応能力の強化，産業振興などで，大きな効果が期待さ

れる水素エネルギーの利活用推進に向け，東北で初めてとなる商用水素ステーシ

ョンの整備への助成や燃料電池自動車の普及促進を中心とした取組を積極的に進

め，「東北における水素社会先駆けの地」を目指します。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

↓ 

Ｈ27～Ｈ28 

50 

震災 

地創 

燃料電池自動車導入推進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入支援を行うとともに，ＦＣＶカーレンタル導

入実証によるＦＣＶの県民利用機会の拡大やＦＣバスの試験運行などによる水素

エネルギーの認知度向上と有用性に関する普及啓発を図ります。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

51 

震災 

地創 

水素ステーション導入促進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

再生可能エネルギーを活用した水素ステーションの運用を行います。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

52 

震災 

地創 

水素エネルギー利活用普及促進事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

日常生活では馴染みの少ない水素エネルギーの普及に向けて県民向けのイベン

ト等を開催します。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

53 

震災 

地創 

水素エネルギー産業創出事業 

 分野(1)③ １   基本目標４(3)  

水素エネルギーに関する将来の産業創出に向けて，県内事業者を対象に大学等

学術機関と連携した燃料電池・水素関連技術に関するセミナー等を開催します。 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ29～Ｈ32 
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第４章 ３（１）取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２４，３３４百万円（うち県事業費：１９，８６６百万円） 

 

 

○ 取組２７に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （4）② １ 森林整備加速化・林業再生事業（取組 6から再掲） 
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第４章 ３（１）取組２８ 廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進 

取組２８ 廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進 

 

 

 

行動方針 

◇ 様々な場面における３Ｒ活動を推進するための県民・事業者・市町村等に対する啓発

活動を充実します。 

◇ 東日本大震災以降に排出量が多いままとなっている廃棄物の発生抑制，再資源化等を

促進します。 

◇ 製品の製造，流通から廃棄までの各段階やサービスの提供に伴う環境負荷低減を促進

します。 

◇ リサイクル施設の整備など３Ｒを支える社会的基盤の充実とリサイクル関連新技術

開発を促進します。 

◇ 廃棄物の適正処理の推進のための排出事業者等の意識醸成や県民の理解協力の促進

と不法投棄等不適正処理の根絶に向けた監視指導を強化します。 

◇ 廃棄物処理に関する情報公開の促進などによる透明性の確保と必要施設の維持確保

を促進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量 

（g/人・日） 

1,066g/人･日 

（H19年度） 

1,008g/人･日 

（H26年度） 

968g/人･日 

（H29年度） 

一般廃棄物リサイクル率（％） 
24.0％ 

（H19年度） 

25.6％ 

（H26年度） 

27.9％ 

（H29年度） 

産業廃棄物排出量（千トン） 
11,172千トン 

（H19年度） 

11,997千トン 

（H26年度） 

10,501千トン 

（H29年度） 

産業廃棄物リサイクル率（％） 
29.9％ 

（H19年度） 

42.0％ 

（H26年度） 

35.0％ 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 環境産業コーディネーター派遣事業 

３Ｒ推進の仕組みづくりや再生可能エネルギーの普及を促進するため，環境産

業コーディネーターを派遣し，地域や企業の各々の実態に応じた低炭素化を進め

ます。 

３Ｒ活動支援件数［累計］ 9件（H26） → 18件（H29） 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

02 非予算的手法：「みやぎの環境 e-news」の発行 

県内外の環境配慮の取組や，補助金を活用した事業者を紹介するメールマガジ

ンを発行します。 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 
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第４章 ３（１）取組２８ 廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

03 非予算的手法：市町村等３Ｒ連携事業 

市町村への助言や，情報共有・検討の場としてワークショップ，みやぎの３Ｒ

推進連絡会議等を開催し，３Ｒの推進に取り組む市町村及び事業者を支援します。 

循環型社会

推進課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 リスタートみやぎの３Ｒ推進事業 

 第２期循環型社会形成推進計画を推進するための啓発事業や循環資源のリサイ

クル推進のための調査事業等を実施します。 

循環型社会

推進課 

Ｈ28～Ｈ32 

05 非予算的手法：エコフォーラムの展開 

県内事業者における３Ｒへの取組を支援するため，地域及び業種ごとの３Ｒ推

進組織（エコフォーラム）構築等を支援します。 

ｴｺﾌｫｰﾗﾑの展開構築数［累計］ 3（H26） → 4（H29） 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ32 

06 みやぎ産業廃棄物３Ｒ等推進設備整備事業 

県内事業者が行う産業廃棄物の３Ｒ等に係る設備・機器等の整備を支援します。 

発生抑制設備等整備支援件数［累計］ 13件（H26） → 25件（H29） 

ﾘｻｲｸﾙ設備整備支援件数［累計］ 初年度 26件（H26） → 43件（H29） 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

07 ３Ｒ技術・製品開発チャレンジ応援事業 

県内事業者が行う産業廃棄物の３Ｒ等に係る技術の改良及び研究開発並びにリ

サイクル製品の開発等の取組を支援します。 

３Ｒ新技術の研究開発取組数［累計］ 9件（H26） → 18件（H29） 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

08 ３Ｒ商品開発スタートアップ・販売促進支援事業 

 県内事業者が行う産業廃棄物の３Ｒ等に係る商品開発やシステム構築，販売促

進等の取組を支援します。 

取組件数［累計］ 10件（H26） → 15件（H29） 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

09 循環型社会システム構築大学連携事業 

県内希少金属等有用金属のリサイクルシステム構築に向けた共同研究を地元大

学と実施します。 

循環型社会

推進課 

Ｈ29～Ｈ31 

10 産業廃棄物処理システム健全化促進事業 

産業廃棄物の不適正処理防止の普及啓発や廃棄物処理の透明性を高めるための

事業を実施します。 

循環型社会

推進課 

Ｈ23～Ｈ32 

11 産業廃棄物不法投棄監視強化事業 

産業廃棄物の不法投棄等の早期把握，拡大防止のための監視強化や不法投棄防

止に向けた広報活動を実施します。 

循環型社会

推進課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：８３９百万円（うち県事業費：８３９百万円） 

 

○ 取組２８に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （4）③ １ みやぎの漁場再生事業 
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第４章 ３（２）取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全 

（２）豊かな自然環境，生活環境の保全 

 

取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全 

 

 

 

行動方針 

◇ 特別名勝松島や国定公園に指定されている栗駒山や蔵王山，ラムサール条約湿地であ

る伊豆沼など，宮城を彩る豊かな自然環境の保全・再生を推進します。 

◇ 松くい虫等による森林の被害防止対策を推進します。 

◇ 有害鳥獣捕獲の担い手確保等の対策や，地域と共生する野生生物の保護管理の推進

と，希少野生動植物種の保護・保全再生に取り組みます。 

◇ 宮城の地域文化に育まれた身近なみどり空間の保全・創出と自然環境保全意識の醸成

を推進します。 

◇ 住民と民間団体，事業者，行政等が自然環境に関する情報を共有することができる体

制の整備と，自然保護に積極的に取り組む人材（団体）の育成を推進します。 

◇ 地域や学校と連携した農村環境保全等の協働活動を促進します。 

◇ 豊かな自然環境を保全しながら自然の恵みによるやすらぎと潤いを楽しむことがで

きるエコツーリズムなど，自然環境の賢明な活用を促進します。 

◇ 農林水産業の多面的機能に注目した取組への支援と環境に優しい農林業の普及促進

に取り組みます。 

◇ 上流から下流まで流域全体が協力・連携した各流域の特性を生かした健全な水循環を

推進します。 

◇ 大気汚染や水質汚濁などの改善に向けた公害に関する調査研究を推進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

豊かな自然環境の保護・保全を目的とした指定

地域の県土面積に占める割合（％） 

［参考：指定地域の面積(ha)］ 

25.9571％ 

(189,117.42ha) 

（H20年度） 

26.0610％

(189,874.27ha)

（H27年度） 

26.1639％ 

(190,624.27ha) 

（H29年度） 

地域や学校教育と連携した農村環境保全等の

協働活動に参加した人数（人） 

［Ｈ18からの累計］ 

14,947人 

（H20年度） 

39,394人 

（H27年度） 

48,000人 

（H29年度） 

松くい虫被害による枯損木量（㎥） 
14,420㎥ 

（H20年度） 

16,523㎥ 

（H27年度） 

13,000㎥ 

（H29年度） 

沿道における浮遊粒子状物質の環境基準達成

率（％） 

（黄砂等の影響を受けた時間帯を除く。） 

77.8％ 

（H24年度） 

100％ 

（H27年度） 

100％ 

（H29年度） 
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第４章 ３（２）取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 自然公園保全対策事業 

金華山島においてニホンジカの採食による草原化を防ぐための施設の維持管理

や，栗駒山麓及び蔵王山における貴重な高山性植生群落の保護回復に向けた取組

等を実施します。 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 伊豆沼・内沼自然再生推進事業 

ラムサール条約湿地である伊豆沼・内沼の環境保全に向けた各種取組を実施し

ます。 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ31 

03 

 

みやぎラムサールトライアングル魅力発信事業 

ラムサールトライアングルと呼ばれている伊豆沼・内沼，蕪栗沼・周辺水田，

化女沼の３つのラムサール条約湿地の魅力を，国内だけでなく海外にも発信し，

湿地の保護及び地域の活性化につなげられるよう，３つの湿地を地域の財産とし

て活用するワイズユースを推進する取組を実施します。 

自然保護課 Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

04 野鳥の森再生事業 

蔵王野鳥の森において，コース内の木道や橋梁等の老朽化等が著しいことから，

環境負荷の少ないグリーン製品を活用し，環境配慮や再生利用を推進しつつ，利

用者の安全確保・機能向上のための改修を行い，野鳥や木々とふれあう空間の再

生を行います。 

自然保護課 Ｈ26 

↓ 

Ｈ26～Ｈ29 

05 伊豆沼・内沼よみがえれ在来生物プロジェクト事業 

ラムサール条約湿地である伊豆沼・内沼では，ブラックバスによる在来魚の捕

食や，アメリカザリガニによる沈水植物の採食や切断により，在来生物の減少が

見られていることから，多様な在来生物が生息・生育していた昭和 50年代前半の

自然環境を取り戻すことを目標に，在来生物を増やす取組を実施するとともに，

その技術を普及させる取組を行います。 

自然保護課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

06 生物多様性総合推進事業 

宮城県生物多様性地域戦略の総合的推進を図るとともに，生物多様性に関する

普及啓発を行います。 

自然保護課 Ｈ27～Ｈ31 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

07 

震災 

野生鳥獣保護管理事業 

 分野(1)③ ２  

指定管理鳥獣（ニホンジカ・イノシシ）をはじめとする野生鳥獣の保護及び管

理を推進するとともに，希少野生動植物の保護・保全に向けた取組などを推進し

ます。 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 傷病野生鳥獣救護推進事業 

非予算的手法：傷病野生鳥獣フォスター・ペアレント事業 

傷病野生鳥獣の適切な救護に向け，関係機関・団体等との連携のもと各種活動

を実施します。 

また，傷病野生鳥獣を一時飼養しているボランティア等の負担軽減と県民理解

の促進に向けた「フォスター・ペアレント制度」を運用します。 

傷病野生鳥獣の野生復帰率 8％（H20） → 15％（H29） 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

09 環境影響生物基礎調査事業 

震災復興事業や再生可能エネルギー施設建設等に伴って，県内での生息状況の

把握や保護方策の再検討が必要になっている希少な猛禽類について，現地調査を

含めた最新の知見と客観的なデータの集積を図るとともに，「保護保全施策」を策

定します。 

自然保護課 Ｈ26～Ｈ27 
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第４章 ３（２）取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 県民の森施設改修事業 

自然環境や森林・林業を学ぶ中核施設である県民の森の中央記念館を，安全で

明るく快適な学舎へと改修し，より多くの県民に利用していただき，自然環境教

育等を推進します。 

県民の森の利用者数［年間］ 263,524人（H21） → 235,000人（H29） 

自然保護課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

11 昭和万葉の森再生事業 

昭和万葉の森において，遊歩道の傷みが著しく，利用者の安全確保のための改

修を行う必要があることから，環境負荷の少ないグリーン製品を活用し，環境配

慮や再生利用を推進しながら，安全で快適な森林公園の再生を行います。 

自然保護課 Ｈ27～Ｈ28 

12 サンクチュアリセンター機能充実事業 

サンクチュアリセンターの機能充実を図るとともに，生物多様性を踏まえた環

境教育の実践により，自然保護の普及啓発を推進します。 

自然保護課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

13 蒲生干潟見守り事業 

釣り人などの利用者のマナー低下等により，鳥類の営巣等が阻害されているた

め，利用者に対する環境保全啓発活動を行うとともに，持続可能な利用をするた

めの環境基礎調査及びモニタリングを行い，生物多様性の保全を図ります。 

自然保護課 Ｈ28～Ｈ32 

14 狩猟者確保対策事業 

狩猟者の負担を軽減することで，狩猟意欲を高め，狩猟者減少を抑制するとと

もに，市町村が実施する有害鳥獣捕獲のための担い手育成事業に補助することで，

新たな有害鳥獣捕獲の担い手を確保します。 

自然保護課 Ｈ28～Ｈ32 

15 希少野生動植物調査及び生息地域情報データベース化事業 

県内の希少野生動植物について，現地調査等により状況の変化を継続的に調査

し，本県における保護方策策定の基礎資料とします。 

また，調査等で把握した希少野生動植物の生息地域等情報データをデータベー

ス化します。 

自然保護課 Ｈ28～Ｈ32 

16 こもれびの森森林科学館改修事業 

展示内容を生物多様性の保全などの最新のものにし，地域材等を利用して外装，

内装を木質化し，人材育成や環境教育の場として，安全で明るく快適な施設とし

て県民の利用に供します。 

自然保護課 Ｈ28～Ｈ30 

17 野生鳥獣適正管理事業 

イノシシ等の野生鳥獣による農業被害が増大する一方，狩猟者が減少・高齢化

している状況を踏まえ，県においても野生鳥獣の捕獲等に知識と技能を有する人

材を配置し，野生鳥獣の捕獲推進と被害防止対策の強化を行います。 

非常勤職員配置人数  ０名（H28） → ２名（H29） 

自然保護課 Ｈ29～Ｈ32 

18 野生鳥獣生息状況調査事業 

カワウによる漁業被害が徐々に報告され始め，今後，生息分布域の拡大と個体

数増加による影響が大きくなることが危惧されるため，その生息状況を調査しま

す。 

自然保護課 Ｈ29 

19 蔵王野鳥の森自然観察センター施設改修事業 

展示内容を，生物多様性の保全などの最新のものに改修し，より楽しく・親し

みやすい施設とします。また，自然の保護・保全等を学べる安全で明るく快適な

環境教育の場として，県民の利用に供します。 

自然保護課 Ｈ29～Ｈ31 

20 絶滅危惧種（薬用植物）復活プロジェクト事業 

県薬用植物園で保全している絶滅危惧種（薬用植物）について，現地生息を取

り戻し，自然環境の保全と植物の有用性の普及啓発を図ります。 

薬務課 Ｈ27～Ｈ29 
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第４章 ３（２）取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

21 松くい虫被害対策事業 

松島や三陸海岸等における松くい虫被害の拡大を防止するため，被害木の伐倒

駆除，薬剤散布等を実施します。 

また，松くい虫被害に抵抗性のあるマツの苗木を生産するための採種園の整備

などを進め，松林の景観保全と自然環境の維持を図ります。 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

22 

地創 

特別名勝「松島」松林景観保全対策事業 

 基本目標１(1) ⑧  

全国から多くの観光客が訪れる特別名勝「松島」地域は，近年の異常気象や震

災の影響により，松くい虫被害が広範囲に拡大しており，あわせて，湾内の島々

ではウミネコ等の繁殖により植生回復が阻害され，当地域の景観を構成する松林

の荒廃が進んでいます。 

このため，当地域の県所管松林における被害跡地に松くい虫に抵抗性のある松

を植栽するほか，現存している松の保護を徹底し，松島地域の景観保全対策を進

めます。 

松くい虫被害による枯損木量 14,420m3（H20） → 13,000m3（H29） 

森林整備課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

23 

震災 

松島地域自然景観向上対策事業 

                              分野(1)③ ２  

松くい中被害が増加傾向にある松島地域において，震災の影響により残存する

過年度枯れ木（枯死から１年以上経過した被害木）の伐倒処理を行い，自然景観

の向上を図ります。 

過年度枯れ被害木処理量 2,223m3（H28） → 4,758 m3（H29） 

森林整備課 Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ29 

24 みどりのふるさとづくり人材育成・支援事業 

森林を利用した自然体験や自然観察の案内を行う「森林インストラクター」や，

森林公園の管理の支援者となる「自然環境サポーター」を養成します。 

森林インストラクター認定者数［累計］ 368人（H20） → 613人（H29） 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

25 非予算的手法：みんなでやれるっちゃ・宮城のみどりづくり事業 

県内企業から苗木の提供を受け，県民の森をはじめとした県内各地にバットの

原木となるアオダモなどの広葉樹を植樹します。 

バットの森整備箇所［累計］ 5箇所（H21） → 13箇所（H29） 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

26 非予算的手法：みやぎの里山林協働再生支援事業 

 社会貢献や環境貢献を目的として森づくりへの参加を希望する企業等に対し,

手入れを必要とする里山林のあっせんや活動のコーディネートを行い,多様な主

体との協働による里山林の再生活動を支援します。 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ32 

27 

震災 

百万本植樹事業 

  分野(1)③ ２  

緑化活動の機運の高まりを契機とし，県民一人一人が身近なみどりを増やす活

動を支援することにより，緑化思想の高揚と活動意欲の増進を図り，みどり豊か

な県土の発展と潤いのある生活環境の創造を図ります。 

県内の緑化木配布本数［累計］ 143,396本（H21） → 157,500本（H29） 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ32 

28 非予算的手法：みやぎの田園環境教育支援事業 

県民に農業・農村の持つ魅力などを再認識してもらうとともに農村環境保全に

係る意識の醸成を図るため，地域や学校教育との連携・協働による農村環境保全

活動を支援します。 

地域や学校教育と連携した農村環境保全等の協同活動に参加した人数 

［H18からの累計］ 14,947人（H20） → 48,000人（H29） 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ３（２）取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

29 

震災 

森・里・川・海がつながる宮城の自然再発見事業 

 分野(1)③ ２  

環境省が震災復興施策として策定したグリーン復興プロジェクトに示された

「みちのく潮風トレイル」を県として着実に推進していくため，ソフト事業や人

的体制の整備を図ります。 

自然保護課 Ｈ26 

30 七ッ森里山環境学習林保全事業 

県のほぼ中心部にある七ッ森県有林を「里山環境学習林」に位置づけ，多くの

県民が身近に里山とふれあい，学習する場を整備・保全します。 

自然保護課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ30 

31 

地創 

みやぎエコ・ツーリズム推進事業 

 基本目標１(1) ⑨  

エコの視点を取り入れた観光施策を実施し，観光地の環境保全を図りながら，

エコに関する県民意識の向上を促します。 

公共交通機関利用者［年間］ 0人（H24） → 1,200人（H29） 

観光課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

32 閉鎖性水域の水質保全事業 

閉鎖性水域である松島湾，伊豆沼,釜房ダムについて水質保全に向けた取組を実

施します。 

なお，第６期釜房ダム貯水池水質保全計画については，中間評価検討業務を行

います。 

環境対策課 Ｈ23～Ｈ32 

33 豊かなみやぎの水循環創造事業 

県内を５流域に区分し，各流域において健全な水循環のための計画を策定しま

す。 

また，各機関，団体等が連携し，普及啓発を含めた取組を進めます。 

さらに，水道水源特定保全地域指定に必要な「植物自然充実度」調査を実施し

ます。 

環境対策課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２，１８５百万円（うち県事業費：２，１３５百万円） 

 

 

○ 取組２９に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （1）③ ２ 環境保全地域指定・管理事業 

02 （1）③ ２ 沿岸被災地における希少野生動植物調査事業 

03 （1）③ ２ 野生鳥獣放射能対策事業 

04 （1）③ ２ 保健環境センター再建事業 

05 （1）③ ２ 大気環境モニタリング事業（震災対応） 

06 （4）② ３ 林業種苗生産施設体制整備事業 
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第４章 ３（３）取組３０ 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

（３）住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

取組３０ 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

 

 

 

行動方針 

◇ みやぎ型ストックマネジメントなど長期的な視点に立った社会資本の新設・保全・更

新システムの整備を推進します。 

◇ ストックマネジメント計画の策定による健全な下水道経営に向けた取組を推進しま

す。 

◇ 社会資本の計画段階や管理に関して住民意見を取り入れていく体制を整備します。 

◇ 社会資本整備への県民参加や理解向上のための情報発信及び住民対話を推進します。 

◇ みやぎスマイルロードプログラムなど道路や河川清掃などへの住民や企業参画を促

進します。 

◇ 農業水利施設や治山施設，漁港関係施設の適時適切な機能診断と保全対策によるスト

ックマネジメントを推進します。 

◇ 農地や農業用水など農山漁村の豊かな地域資源を保全し活用するための，地域ぐるみ

の農業生産活動や農地保全活動を支援します。 

◇ 地域との連携・協働による都市住民との交流及び移住定住の促進や，農山漁村の持つ

魅力を発信する取組を支援します。 

◇ 全県的な景観形成の方向性提示と市町村の景観形成を支援します。 

◇ 景観に配慮した公共施設整備の促進と規制等による良好な景観形成への誘導を図り

ます。 

◇ 宮城の良好な景観の選定など景観づくりへの普及啓発を推進します。 

◇ 貴重な歴史的土木遺産の再生と利活用を促進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］ 
255 団体 

（H20年度） 

527団体 

（H28年度） 

536団体 

（H29年度） 

農村の地域資源の保全活動を行った面積（ha） 
46,147ha 

（H20年度） 

71,563ha 

（H27年度） 

82,200ha 

（H29年度） 

景観行政に主体的に取り組んでいる市町村数 

（市町村）［累計］ 

4 市町村 

（H25年度） 

8市町村 

（H28年度） 

12市町村 

（H29年度） 
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第４章 ３（３）取組３０ 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

流域下水道事業 

                              分野(5)③ １  

流域下水道の流入量の増加と施設の老朽化に対応するため，整備を行います。 

下水道課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

震災 

流域下水道事業（維持管理） 

                              分野(5)③ １  

清潔で良好な生活環境の確保と水質の保全を図るため，流域下水道施設の適切

な維持管理を行います。 

下水道課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

震災 

流域下水道事業（調査） 

                              分野(5)③ １  

自然災害に対してより強固かつ柔軟な対応を可能とするための業務継続計画，

被災地復興計画等を反映した事業計画等の策定及び調査を実施します。 

下水道課 Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

社会資本再生復興計画推進事業 

   基本目標４(1)  

宮城県社会資本再生・復興計画の推進に向け，県民に対する説明責任の向上に

努めながら，土木行政への理解が高まるよう住民参画を促進します。 

また，宮城県における社会資本整備の基本的考え方となる「みやぎ型ストック

マネジメント」の実践に向け，具体的な行動計画を定め，積極的に取り組みます。 

土木総務課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

非予算的手法：アドプトプログラム推進事業 

 基本目標４(1)  

道路や河川などの公共空間について，企業や地域住民と行政とが役割分担のも

とで継続的な清掃・美化や管理活動を行うアドプトプログラムを推進します。 

道路課ほか Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

農山村集落体制づくり支援事業 

 基本目標４(1)  

人口減少の著しい中山間地域等において，集落活性化に向けた地域の実態把握

を行うとともに，援農ボランティアや森林整備・資源活用ボランティアの取組機

会の創出支援を行うことにより，条件不利地域における新しい集落体制づくりや

森林を活用した人材交流を促進し，農山村集落の活性化を図ります。 

農村振興課 Ｈ28～Ｈ31 

07 農道整備事業 

農産物の流通や農村集落と農地や集出荷施設などの農業施設を連絡する農道網

を整備します。 

農村整備課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

土地改良施設機能診断事業 

 基本目標４(1)  

施設管理者をはじめ関係機関と連携して農業水利施設の適時適切な機能診断を

行うとともに，診断結果に基づく機能保全計画を策定し，必要な対策に結びつけ

ます。また，施設の長寿命化に向けた管理態勢の更なる強化を図るため，高度な

技術を必要とする機能保全に対する管理者自らの取組を支援し，これらの取組を

通して，住民参加による社会資本整備の活動フィールドを適正に確保します。 

農村整備課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ29～Ｈ33 

09 

地創 

県営造成施設管理体制整備促進事業 

 基本目標４(1)  

県営造成施設を管理する土地改良区を対象とし，市町村が事業主体となって土

地改良区等の管理体制の整備を図るために行う支援活動に対して助成を行いま

す。 

農村整備課 Ｈ27～Ｈ32 
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第４章 ３（３）取組３０ 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

10 

震災 

地創 

沿岸域景観再生復興事業（貞山運河再生・復興ビジョン関係） 

                     分野(5)② ４   基本目標４(1)  

桜・松などにより美しい景観を形成し，地元の人々に親しまれてきた沿岸域の

河川について，景観の再生を沿川地域の復興のシンボルとするべく，沿川に桜等

の植樹を地元・民間企業・ボランティア等により協働で実施します。 

河川課 Ｈ25～Ｈ28 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

11 みやぎの景観形成事業 

景観アドバイザーの派遣や広域的景観形成の調整等による市町村等への支援，

景観に対する県民意識の醸成を図るための普及啓発を実施します。 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ32 

12 

震災 

地創 

中山間地域等直接支払交付金事業 

                      分野(4)① ４   基本目標４(1)  

中山間地域等の条件不利地域において，農地の荒廃を防ぎ，多面的機能を継続

的，効果的に発揮させるため，農業生産活動及びサポート体制の構築を支援しま

す。 

中山間地域等条件不利農地の保全活動を支援する面積 

  2,183ha（H20） → 2,200ha（H29） 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ32 

13 

震災 

地創 

多面的機能支払事業 

                      分野(4)① ４   基本目標４(1)  

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため，地域共同で行う多面的機能

を支える活動や，地域資源の質的向上を図る活動を支援します。 

農地の保全活動を支援する面積 43,964ha（H20） → 81,000ha（H29） 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：４５，２３７百万円（うち県事業費：４１，１４１百万円） 

 

 

○ 取組３０に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （4）① ４ 農地・水保全管理復旧活動支援事業 
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第４章 ３（４）取組３１ 巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実 

（４）巨大地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり 

 

取組３１ 巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実 

 

 

 

行動方針 

◇ 緊急輸送道路の橋りょう，物資輸送の岸壁，防災拠点施設等の公共建築物の耐震化の

促進や県立都市公園の防災公園の整備に取り組みます。 

◇ ライフラインの耐震化の促進と各管理者との連携強化による早期復旧体制の整備に

取り組みます。 

◇ 住宅や特定建築物等の耐震化を促進します。 

◇ 海岸保全施設等の整備と水門等の遠隔操作化を促進します。 

◇ 高台移転，職住分離，多重防御による大津波対策など東日本大震災の教訓を生かした

災害に強いまちづくりを推進します。 

◇ 市町村の地域防災拠点と県の広域防災拠点・圏域防災拠点との連携による広域的な防

災体制を整備します。 

◇ 広報・避難誘導態勢の整備や住民の防災意識の向上を図る津波に備えたまちづくりな

どのソフト対策を促進します。 

◇ 地震や津波などの観測体制の充実を図ります。 

◇ 宮城県総合防災情報システムなどの情報ネットワークの充実を図ります。 

◇ 国，市町村，大学，研究機関との連携による地震・津波の調査研究と先端科学技術活

用を促進します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋） 

［累計］ 

0橋 

（0％） 

（H22年度） 

35橋 

（28%） 

（H27年度） 

87橋 

（69％） 

（H29年度） 

多数の者が利用する特定建築物の耐震化率

（％） 

78％ 

（H20年度） 

93％ 

（H27年度） 

95％ 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

橋梁耐震化事業  

 分野(5)① ３  

地震時における主要幹線道路等の橋梁耐震性，安全性を確保するため，耐震化

を行います。 

道路課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ３（４）取組３１ 巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

震災 

仙台空港整備事業（耐震化） 

 分野(5)① ５  

仙台空港の運用に必要な空港施設を改修するとともに，救急・救命活動等の拠

点機能や緊急物資・人員等の輸送受入機能等を確保するため，空港の耐震化を推

進します。 

※仙台空港整備事業 

Ｂ滑走路の耐震化進捗［累計］ 

 交差部及びＬ=97m（H24） → 交差部及びＬ=271m（H29） 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 防災公園整備事業 

避難場所となる都市公園における防災機能として防災対応トイレなどを整備し

ます。 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

04 水管橋耐震化事業 

震災時の生活を支えるライフラインの機能を確保するため，広域水道等の水管

橋の耐震化を推進します。 

広域水道等水管橋の耐震化完了数（完了率）［累計］ 

  16橋（29％）（H20） → 55橋（100％）（H30） 

水道経営管

理室 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

05 

震災 

警察施設震災対策促進事業 

  分野(7)④ １  

警察署に設置されている非常用発動発電設備は，老朽化が著しく容量が小さい

ことから，災害に強い警察施設の構築を図るため，容量がより大きな非常用発動

発電設備を早期に整備します。 

※警察署非常用発動発電設備強化事業 

警察本部装

備施設課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

震災 

大規模災害対策事業 

  分野(7)④ ２  

大規模災害発生に伴う停電時においても交通信号機を稼働させ，被災者の避難

や救助を円滑に行うため，交通信号機用電源付加装置を整備します。 

※緊急輸送交通管制施設整備事業 

警察本部交

通規制課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

07 

震災 

地創 

交通安全施設による防災・減災機能強化事業 

 分野(7)④ ２   基本目標４(5)  

 自然災害などのリスクに直面しても適切な対応が可能となるインフラとしての

交通安全施設整備を推進します。 

警察本部交

通規制課 

Ｈ28～Ｈ32 

08 非予算的手法：情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ）の策定・推進事

業（取組 33から再掲） 

災害時において業務の停止を最小限にするため，情報システムに係る業務継続

計画（ｉ－ＢＣＰ）を策定します。 

また，定期的に訓練を実施し，計画の見直しを行います。 

情報政策課 Ｈ23～Ｈ32 

09 

震災 

医療施設耐震化事業 

 分野(7)① ４  

災害時の医療体制を確保するため，災害拠点病院等の耐震化（耐震診断及び耐

震性を欠く既存施設の建て替え・補強）の費用を補助します。 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

10 

震災 

木造住宅等震災対策事業 

                               分野(1)① ３  

県民の生命と財産の被害の軽減を図るため，倒壊の危険性が高いとされる昭和

56年５月以前に建てられた木造住宅等の耐震診断・耐震改修に対し助成等を行い，

耐震化を促進します。 

住宅耐震診断の助成件数［累計］ 5,402件（H20） → 15,700件（H32） 

建築宅地課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ３（４）取組３１ 巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

11 特定建築物等震災対策事業 

昭和56年以前の旧耐震基準で建てられた耐震性の劣る建築物の耐震化を図るた

め，大規模な特定建築物の耐震診断・耐震改修及び避難所の耐震診断に対し助成

を行い，耐震化を促進します。 

建築宅地課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

12 海岸保全施設整備事業（農地） 

農地海岸において，施設の老朽化等から確実な運転・操作が困難となっている

防潮水門について耐震化・遠隔操作化を含めた改修を行います。 

農村整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

13 

震災 

海岸保全施設整備事業（漁港）  

 分野(5)② １  

国民経済上及び民生安定上重要な地域を，高潮・津波・波浪等による被害から

守るため，海岸保全施設の新設を行います。 

漁港復興推

進室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

震災 

道路改築事業（復興） 

 分野(5)① ２  

 震災により被災した地域を支援するため，防災機能を強化した国道や県道の整

備を行います。 

道路課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

15 

震災 

地創 

津波避難表示板設置事業 

 分野(5)② １   基本目標４(4)  

 市町が策定する地域防災計画に位置づけられる避難道路の整備や市町が検討し

ている津波シミュレーションの結果と併せて，地域の津波に対する防災力の向上

を図るための支援として津波避難表示板の設置を行います。 

比較的頻度の高い津波に対し，施設の防護機能を有する海岸数（海岸） 

  0海岸（H22） → 61海岸（H32） 

河川課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

16 

地創 

津波に備えたまちづくり検討 

 基本目標４(4)  

住民参画による津波に備えた土地利用検討や，避難態勢の検討，津波防災シン

ポジウム等を開催します。 

津波に備えたまちづくり検討会津波防災シンポジウム（セミナー）の開催市町 

地区数［累計］ 5市町地区（H24） →  10市町地区（H29） 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

17 

震災 

港湾整備事業（復興） 

 分野(5)① ４  

津波や高潮に対して安全な物流拠点機能を確保し，災害に強い港湾を形成する

ため，岸壁背後において防潮堤や漂流物対策施設を整備します。 

 L1 防潮堤整備  0%（H23）→ 84%（H29） 

港湾課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

18 

震災 

海岸改修事業（港湾） 

 分野(5)① ４  

港湾海岸における津波や高潮からの安全性を保持するため，海岸保全施設の整

備及び適切な管理を推進します。 

港湾課 Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

19 

震災 

津波防災緑地整備事業 

 分野(5)④ １  

防災機能の強化のため，津波被害を軽減する機能を有する津波防災緑地を整備

します。 

都市計画課 Ｈ24～Ｈ29 

20 

震災 

地創 

圏域防災拠点資機材等整備事業 

 分野(7)① ２   基本目標４(4)  

 広域防災拠点との連携のもと，各圏域（県内７つ）内市町村の防災活動の支援

や，他圏域における防災活動に対し支援する役割を果たす「圏域防災拠点」にお

ける活動用資機材等を整備します。 

危機対策課 Ｈ28～Ｈ31 
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第４章 ３（４）取組３１ 巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

21 

震災 

地創 

広域防災拠点整備事業（宮城野原公園） 

 分野(7)① ２   基本目標４(4)  

大規模災害時に県内をカバーする広域防災拠点として，宮城野原公園を拡張し

都市公園の整備を行います。 

都市計画課 Ｈ25～Ｈ32 

22 防災回線再構築事業 

災害時の行政・防災機関との主たる情報システムである県防災行政無線ネット

ワークについて，老朽化した地上系防災行政無線の更新を行います。 

危機対策課 Ｈ26～Ｈ29 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２４１，１５７百万円（うち県事業費：２２３，４２２百万円） 

 

 

○ 取組３１に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （1）① ３ がけ地近接等危険住宅移転事業 

02 （5）① ３ 橋梁長寿命化事業 

03 （5）② １ 公共土木施設災害復旧事業（海岸） 

04 （5）② １ 海岸改良事業 

05 （5）② １ 海岸管理費 

06 （5）② １ 海岸調査費 

07 （5）② ２ 河川改修事業（復興）（取組 32から再掲） 

08 （5）③ ２ 水道施設復旧事業 

09 （5）③ ２ 広域水道緊急時バックアップ体制整備事業 

10 （5）③ ２ 工業用水道基幹施設耐震化等事業 

11 （5）③ ２ 広域水道基幹施設等耐震化事業 

12 （5）④ １ 都市公園整備事業 

13 （5）④ １ 震災復興祈念公園整備事業 

14 （7）① ２ 防災ヘリコプター防災基地整備事業 

15 （7）① ２ 情報伝達システム再構築事業 

16 （7）① ２ 石巻・気仙沼合同庁舎移転建替事業 

17 （7）① ２ 災害情報通信基盤強化事業（地デジ共聴施設） 

18 （7）① ２ 合同庁舎災害復旧事業（総合情報ネットワーク及びみやぎハイパーウェブの整備） 

19 （7）① ２ 合同庁舎災害復旧事業（個人番号利用事務系ネットワークの移設） 

20 （7）① ２ 非予算的手法：土木部業務継続計画（ＢＣＰ） 

21 （7）① ４ 大規模災害時医療救護体制整備事業 

22 （7）① ５ 非予算的手法：防災拠点としての学校づくり事業 
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第４章 ３（４）取組３１ 巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実 

No. 分野番号 事  業  名 

23 （7）② ２ 大震災検証記録作成普及事業 

24 （7）② ２ 震災復興記録作成普及事業 

25 （7）② ２ 震災復興広報・啓発事業 

26 （7）② ２ 復興情報等発信拠点設置事業 

27 （7）② ２ 津波対策強化推進事業 

28 （7）② ２ 国連防災世界会議関連事業 

29 （7）② ２ 東日本大震災記憶伝承・検証調査事業 

30 （7）③ ２ 建築関係震災対策事業 

31 （7）④ １ 警察本部機能強化事業（取組 25から再掲） 

32 （7）④ １ 警察施設機能強化事業（取組 25から再掲） 

33 （7）④ １ 交番・駐在所機能強化事業（取組 25から再掲） 

34 （7）④ １ 各種警察活動装備品等整備事業 

35 （7）④ １ 食糧等備蓄事業 

36 （7）④ ２ 震災に強い交通安全施設整備事業 

37 （7）④ ２ 震災に強い交通管制センター整備事業 

38 （7）④ ２ まちの立ち上げ促進のための交通安全施設整備事業 
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第４章 ３（４）取組３２ 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進 

取組３２ 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進 

 

 

 

行動方針 

◇ 宮城県河川流域情報システム等による洪水情報提供体制の充実を図ります。 

◇ 宮城県砂防総合情報システム等による土砂災害情報提供体制の充実と土砂災害警戒

区域の指定などによる市町村と連携した警戒避難体制の整備を推進します。 

◇ 火山災害に対応するため，噴火の規模や被害想定に整合した減災対策計画の策定や市

町の避難体制の構築，防災マップの作成支援に取り組みます。 

◇ 近年多発するゲリラ豪雨や台風等による洪水被害を防ぐための効果的な河川等の整

備と河川管理施設の適正な維持管理を推進します。 

◇ 土砂災害を防ぐための効果的な土砂災害防止施設の整備と施設の適正な維持管理を

推進します。 

◇ 山地災害を防ぎ，水源のかん養，生活環境の保全等を図る治山施設などを整備します。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

要改修区間延長に対し時間雨量 40mm 相当の降

雨により想定される水害を防止できる河川区

間延長の増加率 

0％ 

（H26年度） 

0.3％ 

（H27年度） 

1.1% 

（H29年度） 

土砂災害危険箇所におけるハード対策実施箇

所数（箇所）［累計］ 

603 箇所 

（H20年度） 

626箇所 

（H27年度） 

635箇所 

（H29年度） 

土砂災害危険箇所におけるソフト対策実施箇

所数（箇所）［累計］ 

386 箇所 

（H20年度） 

2,316箇所 

（H27年度） 

3,606箇所 

（H29年度） 

土砂災害から守られる住宅戸数（戸）［累計］ 
13,008戸 

（H20年度） 

14,544戸 

（H27年度） 

14,821戸 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 火山防災対策事業 

常時観測が必要な蔵王山と栗駒山について，国，隣県，市町，関係機関，火山

専門家等と連携し，噴火時等の避難体制等の検討を共同で行うための火山防災協

議会を運営し，火山活動の状況に応じて迅速・円滑に対応できるよう防災体制を

整備します。 

危機対策課 Ｈ27～Ｈ32 

02 火山噴火対策事業 

 県内の３活火山のうち，常時監視対象の蔵王山及び栗駒山について，配備用倉

庫の設置や防災用ヘルメット，防塵マスク等の配備を行います。 

観光課 Ｈ27～Ｈ32 

↓ 

Ｈ27 

03 河川流域情報等提供事業 

河川の災害情報提供システムを適切に運用し，県民や市町村に災害情報を提供

します。 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ３（４）取組３２ 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

04 

震災 

基幹的河川改修・ダム建設事業 

 分野(5)② ２  

規模の大きな河川や人口・資産が集中する都市河川など背後地の資産や治水上

の影響の大小を踏まえ，重点的かつ効果的な河川改修，ダム建設を行います。 

※河川改修事業 

※河川総合開発事業（ダム） 

水害を防止できる河川区間延長の増加率 0%（H26） → 1.1%（H29） 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

震災 

河川改修事業（復興） 

 分野(5)② ２  

まちづくりと連携し，防災機能を強化した総合的な浸水対策を行います。 

 要改修区間延長に対し時間雨量 40mm 相当の降雨により想定される水害を防止で

きる河川区間延長の増加率                      0%（H26） → 1.1%（H29） 

河川課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

震災 

総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

 分野(5)② ３  

整備効果の早期発現を図るため，優先度の高い箇所への重点投資による効果的

な土砂災害防止施設の整備を行います。 

※災害関連緊急事業 

※砂防事業 

※地すべり対策事業 

※急傾斜地崩壊対策事業 

※砂防設備等緊急改築事業 

ハード対策施設整備箇所数［累計］ 603箇所（H20） → 635箇所（H29） 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

震災 

総合的な土砂災害対策事業（ソフト対策事業） 

 分野(5)② ３  

予防減災対策として土砂災害警戒区域等の指定を推進するとともに，警戒避難

基準雨量提供システムなどの情報提供の機能拡充を図ります。 

※情報基盤緊急整備事業 

※砂防・急傾斜基礎調査 

土砂災害警戒区域等の指定数［累計］ 386箇所（H20） → 3,606箇所（H29） 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

08 治山事業 

山地に起因する災害等から県民の生活・財産を保全し,安全で安心できる県民生

活を実現するために,治山施設や保安林の整備を計画的に推進します。 

また,平成 20年岩手・宮城内陸地震による林地崩壊箇所等の早期復旧を図りま

す。 

山地災害危険地区Ａランク（411箇所）における着手数（率） 

  207箇所（50.4％）（H20） → 296箇所（70.0％）（H29） 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：６９，９０８百万円（うち県事業費：６８，６２４百万円） 

 

 

○ 取組３２に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （4）② ３ 治山事業（復興） 



 

184 

 

第４章 ３（４）取組３２ 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進 

No. 分野番号 事  業  名 

02 （4）② ３ 治山施設災害復旧事業（海岸事業） 

03 （4）② ３ 海岸防災林造成事業（復興） 

04 （4）② ３ 海岸防災林造成事業（国直轄事業） 

05 （4）② ３ 三陸リアスの森保全対策事業 

06 （5）① ２ 災害防除事業 

07 （5）② ２ 公共土木施設災害復旧事業（河川） 

08 （5）② ２ 河川管理費 

09 （5）② ３ 砂防事業（維持修繕事業） 
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第４章 ３（４）取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実 

取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実 

 

 

 

行動方針 

◇ 宮城県総合防災情報システムを活用した情報の収集や防災関係機関の相互の情報共

有を推進します。 

◇ 東日本大震災の記憶の風化防止や震災関連資料の収集・保存・公開等の取組の充実を

図ります。 

◇ 要配慮者をはじめとした住民の円滑な避難体制や避難所運営体制等の整備支援と地

域間の相互応援体制の整備支援を行います。 

◇ 災害ボランティアの円滑な受入・活動体制の整備支援と民間事業者との協力体制の整

備を推進します。 

◇ 被災後の生活安定支援体制を整備します。 

◇ 自主防災組織の育成，防災訓練への参加促進，発達段階に応じた系統的な防災教育を

推進します。 

◇ 東日本大震災の教訓を踏まえ，復興のまちづくりに対応した地域防災力の強化・支援

を行います。 

◇ 行政や関係機関における防災に関する深い知識や高い判断能力を持った防災担当職

員の育成を推進します。 

◇ 企業や地域において防災活動の中心となる防災リーダーの育成を支援します。 

◇ 企業におけるＢＣＰ（緊急時企業存続事業計画）策定など企業の防災対策を支援しま

す。 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数

（人）［累計］ 

770人 

（H20年度） 

6,991人 

（H27年度） 

9,000人 

（H29年度） 

自主防災組織の組織率（％） 
83.8％ 

（H20年度） 

82.2% 

（H27年度） 

87.0％ 

（H29年度） 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城の将来ビジョン推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 

震災 

県政広報展示室運営事業 

 分野(7)② ２  

震災の記憶を風化させないため，県政広報展示室を活用し，写真パネルなどに

より，来庁者や見学者に分かりやすく紹介します。 

広報課 Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ３（４）取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

02 

震災 

首都圏復興フォーラム運営事業 

 分野(7)② ２  

東日本大震災の風化防止と震災復興に対する全国からの幅広い支援の継続を訴

えるため，青森・岩手・福島の被災各県と連携し，被災地の復興状況や復興に向

けた取組を首都圏の住民及びマスコミに広く情報提供するフォーラムを開催しま

す。 

震災復興推

進課 

Ｈ25～Ｈ32 

03 

震災 

震災復興広報強化事業 

 分野(7)② ２  

被災地の復興関連情報を「みやぎ震災復興情報ポータルサイト」やＳＮＳ「い

まを発信！復興みやぎ」で発信します。 

また，復興の進捗状況等をまとめた冊子「みやぎ・復興の歩み」を作成するほ

か，広報紙「ＮＯＷ ＩＳ.」を作成・配布します。 

その他，ポスター掲示やパネル展等を県内外で実施し，震災の風化防止，中長

期的な支援意識の向上や復興の気運醸成を図ります。 

震災復興推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

震災 

障害者震災記憶風化防止活動支援事業 

 分野(2)③ ４  

ホームページやマルシェ等イベントの機会を通じて県内外に情報発信すること

により，震災記憶の風化防止，障害者の生きがいづくり，人と人とのつながりづ

くりを支援します。 

障害福祉課 Ｈ28～Ｈ32 

05 

震災 

地創 

3.11伝承・減災プロジェクト推進事業 

 分野(7)② ２   基本目標４(4)  

被災事実を後世に伝承し，迅速な避難行動につながる様々な試みに積極的に取

り組んでいきます。この取組の総称を「3.11伝承・減災プロジェクト」とし，当

面は津波浸水表示板等の設置を行います。 

津波浸水表示板設置数［累計］  0枚（H23） → 330枚（H29） 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

06 

震災 

震災資料収集・公開事業 

 分野(6)③ １  

東日本大震災の教訓を後世に伝えるため，震災に関する記録類（図書・雑誌・

チラシなど）を収集するとともに，県図書館内に閲覧コーナーを設置し，広く県

民の利用に供します。 

また，東日本大震災に関する記録・記憶・資料等（震災関連資料）をデジタル

化してＷｅｂ上で公開し，様々な主体による利活用の支援を行います。 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

災害ボランティア受入体制整備事業 

 基本目標４(4)  

災害ボランティアの受入体制を整備するため，災害ボランティアセンターの運

営スタッフを養成する研修等を行います。 

災害ボランティアセンター設置運営に関する研修受講者数［累計］ 

  445人（H27） → 800人（H29） 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

08 

震災 

地創 

非予算的手法：避難行動要支援者等支援事業 

 分野(7)① ２   基本目標４(4)  

地震等の災害発生時に避難行動要支援者が安全・確実に避難できる体制を確保

するため，「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン」の周知・啓発

を通じて，市町村の取組を支援します。 

福祉避難所の指定済み市町村数 11市町村（H21） → 全市町村（H29） 

保健福祉総

務課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第４章 ３（４）取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

09 

震災 

地創 

多文化共生推進事業（取組 26から再掲） 

  分野(1)① ４   基本目標４(4)  

国籍や民族等の違いにかかわらず，県民すべての人権が尊重され，だれもが社

会参加できる「多文化共生社会」の形成を目指し，日本人と外国人の間に立ちは

だかる「意識の壁」，「言葉の壁」，「生活の壁」を解消することにより，自立と社

会参加を促進するとともに，災害等の緊急時においても外国人の生活の安全・安

心を図ります。 

多言語による生活情報の提供実施市町村数（市町村）［累計］ 

14市町村（H27） → 14市町村（H29） 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

10 

震災 

地域防災計画再構築事業 

 分野(7)① ２  

災害対策基本法の改正や国の防災基本計画の修正等を踏まえ，県地域防災計画

の継続的な見直しを行います。 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

11 

震災 

非予算的手法：意識啓発・防災マップ作成対応事業 

 分野(7)② １  

地震や津波など災害に関する基礎知識等の普及や地域における危険箇所の把握

に向けた防災マップの作成支援等を行います。 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

12 

震災 

非予算的手法：津波避難計画作成支援事業 

 分野(7)② １  

 県が作成した「津波対策ガイドライン」に基づき，沿岸市町が作成する津波避

難計画の策定支援を行います。 

沿岸部の津波避難計画作成市町村数（市町）[累計]９市町 → 15市町(H29) 

危機対策課 Ｈ26～Ｈ29 

13 

震災 

地創 

地域防災力向上支援事業 

 分野(7)③ １   基本目標４(4)  

市町村が行う「共助」の中核となる自主防災組織の育成活性化に向けた取り組

みを支援し，県内の地域防災力の充実・強化を図ります。 

危機対策課 Ｈ29～Ｈ32 

14 

震災 

地創 

防災専門教育推進事業 

  分野(6)① ４   基本目標４(4)  

平成 28年４月に開設した多賀城高校災害科学科において，東日本大震災から学

んだ教訓を確実に後世に伝承するとともに，将来，国内外で発生する災害から一

人でも多くの命や暮らしを守ることのできる人材を育成します。 

教育企画室 

施設整備課 

Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 

15 

震災 

地創 

防災教育推進事業 

  分野(6)① ４   基本目標４(4)  

震災の教訓，指針の内容を児童生徒等に内面化させるため，防災教育副読本を

作成し防災教育の徹底を図るとともに，関係機関のネットワークを整備し，学校・

家庭・地域の連携による防災教育・防災体制の充実を図ります。 

また，防災教育推進協力校を指定し防災教育副読本を活用するとともに，地域

と連携した防災教育のカリキュラムを含めた実践研究を推進し，みやぎモデルを

創造します。 

さらにその成果を発信することにより，防災教育の一層の充実を図ります。 

スポーツ健

康課 

Ｈ25～Ｈ32 

16 

震災 

地創 

みやぎ防災ジュニアリーダー養成事業 

 分野(7)③ １   基本目標４(4)  

将来の宮城を支え，自主防災組織等における次世代のリーダーなど将来の地域

の防災活動の担い手を育成するため，防災に関する知識・技術を習得し，災害対

応能力を身に付けるとともに，防災や減災への取組に自発的に協力・活動する中

学生や高校生をみやぎ防災ジュニアリーダーとして養成します。 

スポーツ健

康課 

Ｈ29～Ｈ32 
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第４章 ３（４）取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

17 

震災 

地創 

防災リーダー（宮城県防災指導員）養成事業 

 分野(7)③ １   基本目標４(4)  

企業や地域において防災活動の中心となる防災リーダーの育成を支援し，自主

防災組織の育成，防災訓練への参加促進，防災教育の充実を図ります。 

防災ﾘｰﾀﾞｰ（宮城県防災指導員等）養成者数［累計］ 

   770人（H20） → 9,000人（H29） 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

18 

震災 

非予算的手法：防災協定・災害支援目録登録の充実 

 分野(7)② １  

災害時の必要物資等の調達を円滑に行うため，災害時に支援をいただく企業団

体等との防災協定や，災害支援目録への登録企業の拡大を図ります。 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

19 非予算的手法：大規模震災に係る業務の継続のための計画等の策定・推進 

大規模震災時においての災害対応業務が持続できるよう，業務継続のための計

画・マニュアル等を作成します。また，業務の更新等にあわせた計画・マニュア

ル等の見直しを推進します。 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 

20 

震災 

非予算的手法：防災体制マニュアル等の見直し整備 

 分野(7)① ２  

大震災の経験・検証結果等に基づき，災害対策本部要綱，大規模災害応急マニ

ュアル等の防災体制関係例規を見直し，全庁的な防災体制を再構築します。 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

21 災害用石油製品備蓄事業 

消防車両や警察車両など災害救助活動等を行う緊急通行車両等に優先的に供給

する燃料を確保するため，災害対応型中核給油所等において燃料を備蓄する際に

必要となる経費を負担することにより，本県の防災体制の強化を図ります。 

危機対策課 Ｈ27～Ｈ30 

22 消防広域化・無線デジタル化促進事業 

市町村の消防の効率化と基盤強化を図るため，宮城県消防広域化推進計画に基

づいて，消防広域化の推進を支援します。 

消防課 Ｈ23～Ｈ29 

23 

地創 

消防団充実強化事業 

 基本目標４(4)  

市町村が行う消防団員確保の取組を支援することで，消防団組織の充実強化を

促進します。 

消防課 Ｈ27～Ｈ29 

24 非予算的手法：情報システムに係る業務継続計画（ｉ－ＢＣＰ）の策定・推進事

業 

災害時において業務の停止を最小限にするため，情報システムに係る業務継続

計画（ｉ－ＢＣＰ）を策定します。 

また，定期的に訓練を実施し，計画の見直しを行います。 

情報政策課 Ｈ23～Ｈ32 

25 

震災 

地創 

中小企業ＢＣ（事業継続）力向上支援事業 

 分野(3)① ３   基本目標４(4)  

県内中小企業のＢＣ（事業継続）力を高めるため，専門家の協力を得ながら，

事業継続の取組促進に資する調査検証，普及啓発を行うとともに，支援担当者の

能力向上等を図ります。 

講習会等受講企業数［累計］ H19初年度 819社（H20） → 2,000社（H29） 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１，５２９百万円（うち県事業費：１，５１１百万円） 
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第４章 ３（４）取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実 

○ 取組３３に関連する宮城県震災復興推進事業 

No. 分野番号 事  業  名 

01 （6）① ４ 防災主任・安全担当主幹教諭配置事業 

02 （6）① ４ 学校安全教育推進事業 

03 （6）③ １ 防災キャンプ推進事業 

04 （7）① １ 市町村の行政機能回復に向けた総合的支援（人的支援を含む） 

05 （7）① １ 災害復旧資金（貸付金） 

06 （7）① ２ 消防力機能回復事業 

07 （7）① ２ 消防救急無線ネットワーク構築支援事業 

08 （7）① ２ 初動派遣職員等体制整備事業 

09 （7）① ３ 原子力防災体制整備事業 

10 （7）① ３ 環境放射能等監視体制整備事業 

11 （7）① ３ 放射線・放射能広報事業 

12 （7）① ３ 福島第一原発事故損害賠償請求支援事業 

13 （7）① ３ 除染対策支援事業 

14 （7）③ １ 男女共同参画の視点での防災意識啓発事業 

15 （7）③ １ 大学等による復興を担う人材育成事業 

16 （7）④ ３ 非予算的手法：防災リーダー養成事業との連携事業 

17 （7）④ ３ 非予算的手法：防災計画策定・防災訓練等開催事業 
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第４章 将来ビジョン・震災復興実施計画 － 将来ビジョンの実現を支える基礎的な取組 

将来ビジョン実現を支える基礎的な取組  

【市町村の主体的な取組への支援】 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

01 広域行政推進事業 

自主的な市町村合併を含めた市町村の広域行政施策について，幅広く支援しま

す。 

市町村課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 権限移譲等交付金 

地方分権の担い手である市町村に対し，県からの権限移譲を推進します。 

市町村課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

市町村振興総合支援事業 

 基本目標４(1)  

市町村が自ら必要なメニューを選択し個性的・重点的な事業が推進できるよう，

県単独補助金の統合化・総合化を一層推進します。 

地域復興支

援課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

 

【様々な主体との連携・協働体制の構築】 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

04 富県創出県民総力事業 

「富県宮城の実現」に向けた産業界，市町村，県民等の率先した取組を促進し

ます。 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ32 

05 富県共創推進事業 

「富県宮城の実現」に向け，産業界，学術機関，行政機関からなる推進会議の

開催や，県民・企業等の意識醸成のための取組を進めます。 

富県宮城推

進室 

Ｈ23～Ｈ32 

 

 

【宮城の将来ビジョン・宮城県震災復興計画・宮城県地方創生総合戦略の推進】 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

(年度) 

06 将来ビジョン・震災復興計画推進事業 

宮城の将来ビジョン及び宮城県震災復興計画の着実な推進を図ります。 

震災復興政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 まち・ひと・しごと創生総合戦略策定費 

まち・ひと・しごと創生法に基づき，「地方版総合戦略」及び「地方人口ビジョ

ン」を策定します。 

震災復興政

策課 

Ｈ26～Ｈ27 

 

○【宮城の将来ビジョン推進事業】「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：３，１８７百万円（うち県事業費：３，１８７百万円） 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

 

 

 

 

 

第５章 

 

震災復興実施計画 

［ 震災復興計画・７分野 ］ 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

 

 

「第５章 震災復興実施計画［ 震災復興計画・７分野 ］」は，下記のように統一的に記載してい

ます。 

 

（１）○○○○○○○○○○ 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

    

    

    

 

１ ○○○○○○○○○○ 

 

＜行動方針＞ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

○○○○○○○○○事業 

 取組 12  基本目標１(2)③ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○○○○○○○。 

【事業実施主体：国，県，市町村】 

○○○○課 H○○～○

○ 

 

 

  

凡  例 

４か年の計画期間中に行う主な取組の

方向を記載しています。 

４か年の計画期間中に目指す目標を記載しています。（復旧・復興に

係る最終的な目標に対する割合を，括弧内に記載しています。） 

① ○○○○○○○○○○○  

宮城県震災復興計画「６ 分野別の復興の方

向性」に掲載した項目を記載しています。 

本県における「主担当課・室」

名を記載しています。 

「事業名」，「取組の内容」及び「事業主体（事業の実施に関係する国，県，市町村（財源負担を伴う場合を含

む））」を記載しています。また，該当する「宮城の将来ビジョン」の取組を， 取組番号 または 関連：取組

番号 で記載しています。さらに，宮城県震災復興計画「４ 緊急重点事項」に関係する事業については緊急記

号を，「第６章 地方創生実施計画」に掲載している「宮城県地方創生推進事業」に該当する事業については，

地創記号及び基本目標をそれぞれ記載しています。 

事業の実施年度を記載

しています。二段で記載

している場合は，上段が

変更前，下段が変更後の

事業期間です。 
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第５章 震災復興実施計画［震災復興計画・７分野］ 

 

○ 取組にかかる「再生期」４か年の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費 ○○○，○○○百万円（うち県事業費○○○，○○○百万円） 

 

各分野の項目毎に，取組に係る４か年の事業費見込額を，百万円単位

で記載しています（再掲している個別取組の事業費見込額を含む）。 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

第５章 震災復興実施計画［ 震災復興計画・７分野 ］ 

（１）環境・生活・衛生・廃棄物 

① 被災者の生活環境の確保 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

災害公営住宅の整備戸数（戸）［累計］ 

0戸 

（0％） 

（H22年度） 

13,784戸 

（86.4％） 

（H28年度） 

15,651戸 

（98.1％） 

（H29年度） 

被災地におけるコミュニティ再構築活動を行

う団体への助成件数（件）［累計］ 

0件 

（H22年度） 

15件 

（H28年度） 

15件 

（H29年度） 

 

１ 被災者の良好な生活環境の確保 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災者の良好な生活環境の確保のため，仮設住宅における介護・福祉サービスを提供する拠

点（サポートセンター）による見守り活動を継続するとともに，健康に関する相談・訪問活動

や消費生活相談など，きめ細かな支援に取り組みます。 

◇ 県外避難者に対して復興状況や各種支援に関する情報を定期的に提供するとともに，県外避

難者の帰郷意向や課題等について避難先自治体等との情報共有に努め，県外避難者の早期の円

滑な帰郷を促進します。 

◇ 地域住民の生活交通を確保するため，離島航路及び路線バスの運行支援を行うとともに，沿

岸市町のまちづくりと連携のもと復興に取り組みます。 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

被災者生活再建支援金支給事業 

                              関連：取組 24  

震災で居住する住宅が全壊するなど，生活基盤に著しい被害を受けた世帯者に

対し，生活の再建を支援するため，被災者生活再建支援法に基づき，47都道府県

が拠出した基金と国の補助金により生活再建支援金を支給します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

消防課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

① 被災者の生活環境の確保  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

02 

緊急 

災害弔慰金・見舞金給付事業 

 関連：取組 24  

震災により家族を失った被災者や障害を負った被災者に対し，弔慰金・見舞金

を給付します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

震災援護室 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

03 

 

生活福祉資金貸付事業（生活復興支援体制強化事業）  

                              関連：取組 24  

震災特例による生活福祉資金貸付事業を実施する県社会福祉協議会の基盤強化

を図るため，貸付相談員等を県社会福祉協議会及び市町村社会福祉協議会に配置

する経費等に対して補助します。 

【事業主体：県】 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

緊急 

災害援護資金貸付事業 

                              関連：取組 24  

震災で家屋を失った被災者や世帯主が負傷した被災者に対し，生活再建を支援

するため，当面の生活資金を融資します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

震災援護室 Ｈ23～Ｈ29 

05 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター等整備事業） 

                              関連：取組 24  

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，地域の支え合い活動の立ち上

げ支援や，応急仮設住宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

06 

地創 

地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンター支援事業） 

  取組 21   基本目標４(2)  

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮城県サポートセンター支援事

務所を設置し，専門職の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が設置運

営するサポートセンターを支援します。 

また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情報誌の発行・配布などの支援

のほか，市町が行う災害公営住宅入居者を地域で支援する体制づくりを支援しま

す。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

 

Ｈ24～Ｈ28 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

07 被災地域生活支援体制構築事業 

 関連：取組 24  

災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討する市町に対して，検討費用

等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ26 

08 

緊急 

健康支援事業 

     取組 20  

応急仮設住宅，在宅等の被災住民に対して，健康状態の悪化を防止するととも

に健康不安の解消を図るため，看護職員による健康相談，訪問指導等を支援しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

09 

地創 

みやぎ県外避難者帰郷支援事業 

  関連：取組 24   基本目標２(4)  

県外避難者の早期帰郷に向け，郵送調査により県外避難者の帰郷意向等を把握

し，関係機関等で情報を共有するとともに，「復興定期便」やホームページにより，

復興状況や各種支援情報等，定期的かつ継続的に情報提供を行います。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ24～Ｈ29 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

10 

地創 

県外避難者支援員設置事業 

 関連：取組 24   基本目標２(4)  

 県外避難者支援員を配置し，避難者へ情報提供等支援の充実と避難者の見守り

や交流会を実施する避難先自治体との連携構築を図ります。 

 さらに，県外避難者調査員を設置し，県外避難者のうち，所在不明の者に対し，

居所追跡及び現地訪問等を通じた帰郷意思確認を実施することで，県外避難者名

簿の整理・精査を行います。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

11 みやぎ被災者生活支援事業 

 関連：取組 24  

被災者の避難生活の安定や生活再建のため,主な支援制度や相談窓口等，各行政

機関等の情報を取りまとめた「みやぎ被災者生活支援ガイドブック」を発行しま

す。 

また，被災者支援に係る総合調整を行います。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ24～Ｈ29 

12 

地創 

県外避難者支援拠点設置事業 

  関連：取組 24   基本目標２(4)  

県外避難者が，帰郷に向けた情報提供や相談援助等を受けられるよう，ＮＰＯ

等の支援団体と連携して，県外に支援窓口を設置します。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ27～Ｈ29 

13 

緊急 

被災者生活支援事業（離島航路） 

 取組 24  

震災により甚大な被害を受けた離島航路事業者に対し，離島航路運営費補助金，

離島住民運賃割引，経営安定資金貸付事業による運航支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】  

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

14 

緊急 

地創 

被災者生活支援事業（路線バス） 

  取組 24   基本目標４(2)  

震災により甚大な被害を受けたバス事業者に対し，宮城県バス運行対策費補助

金による運行支援を行います。 

また，仮設住宅における住民バスの運行に対して，宮城県バス運行維持対策補

助金による支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

15 仙石線・東北本線接続線整備支援事業  

   関連：取組 24  

ＪＲ東日本が石巻・仙台間の所要時間の短縮や被災地の復興の一助として行う

仙石線と東北本線を結ぶ接続線の整備に支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

総合交通対

策課 

Ｈ26～Ｈ27 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

16 仙石東北ライン女川延伸支援事業 

 関連：取組 24  

 ＪＲ東日本が行う仙石東北ラインの女川への延伸を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

総合交通対

策課 

Ｈ28 

17 

緊急 

地創 

消費生活センター機能充実事業 

  取組 25   基本目標４(5)  

震災復興に便乗した悪質商法などから消費者を守り，被害の未然防止・拡大防

止を図るため，県消費生活センターの相談・指導体制等の機能を拡充するほか，

市町村の消費生活相談窓口の機能充実・強化を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

消費生活・

文化課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

18 

地創 

消費者啓発事業 

  関連：取組 25   基本目標４(5)  

震災復興に便乗した悪質商法などに関する情報提供や注意喚起に取り組むとと

もに，学校，家庭，職域その他の様々な場を通じて消費生活に関する普及啓発を

行います。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ23～Ｈ32 

19 

地創 

消費生活相談事業 

  関連：取組 25   基本目標４(5)  

消費生活センター及び県民サービスセンターにおいて，震災復興に便乗した悪

質商法などの消費生活に関する相談業務を行います。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ23～Ｈ32 

20 

地創 

被災地域福祉推進事業［分野 (2)③４から再掲］ 

                         取組 24   基本目標４(2)  

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の維持向上に向け，必要な支援

体制の構築などを図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ24～Ｈ32 

21 非予算的手法：復興住宅市町村連絡調整会議 

 関連：取組 24  

災害公営住宅の整備，管理，募集，入居に関する情報を共有するとともに，自

力再建に向けた情報の共有を図ります。 

【事業主体：県】 

住宅課 

復興住宅整

備室 

Ｈ24～Ｈ29 

22 住宅再建支援事業（二重ローン対策） 

 関連：取組 24  

二重ローンを抱えることとなる被災者の負担軽減を図るため，既住宅債務を有

する被災者が，新たな借入により住宅を再建する場合に，既住宅債務に係る利子

に対して助成を行います。 

【事業主体：県】 

住宅課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

23 宮城復興住宅マッチングサポート事業  

 関連：取組 24  

住宅再建の本格化に伴い懸念される，工務店の不足や，職人・資材の不足等に

対し，自力再建に向けて希望条件に合う工務店の紹介や，建設事業者間における

職人，資材等の融通を支援します。 

【事業主体：県】 

住宅課 Ｈ27～Ｈ29 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

24 住生活基本計画策定 

 関連：取組 24  

住宅復興及び住宅再建支援の取組や次世代に向けての多様なライフスタイル，

ニーズに対応した住まい方を検討し，新たな住生活基本計画を策定します。 

【事業主体：国，県】 

住宅課 Ｈ24～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２１，７０４百万円（うち県事業費：１８，０７９百万円）  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

２ 災害公営住宅の早期整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災者が早期に恒久的な住宅に入居できるよう，市町と連携を密にし，災害公営住宅の計画

的な整備を進めます。 

◇ 災害公営住宅の建設に当たっては，用地確保を含めた民間事業者からの事業提案等の手法や

民間賃貸住宅の借上げ，買取り等を活用することにより早期の住宅供給に努めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

応急仮設住宅確保事業 

 関連：取組 24  

被災した県民が新しい住宅を確保するまでの間，被災者の生活拠点となる応急

仮設住宅等を確保します。 

【事業主体：国，県】 

震災援護室 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

02 

緊急 

災害公営住宅整備事業 

 関連：取組 24  

震災により住宅を滅失し，自力での住宅再建が困難な被災者の恒久的な住まい

を確保するため，災害公営住宅を整備します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

住宅課 

復興住宅整

備室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

03 県営住宅ストック総合改善事業費 

 関連：取組 24  

「宮城県県営住宅ストック総合活用計画（宮城県公営住宅等長寿命化計画）」に

基づき，県営住宅における施設の長寿化と居住性を高め，ストックの有効活用を

図ります。 

【事業主体：国，県】 

住宅課 Ｈ23～Ｈ32 

04 県営住宅管理事業費 

 関連：取組 24  

建築基準法の規定に基づき義務付けられた定期点検における外壁全面打診点検

について，県営住宅で計画的に実施します。 

【事業主体：国，県】 

住宅課 Ｈ23～Ｈ32 

05 県営住宅リフォーム事業費 

 関連：取組 24  

「宮城県県営住宅ストック総合活用計画（宮城県公営住宅等長寿命化計画）」に

基づき，県営住宅のリフォーム事業を行い，ストックの有効活用を図ります。 

【事業主体：県】 

住宅課 Ｈ23～Ｈ32 

06 

 

小規模住宅地区改良事業 

 関連：取組 24  

震災により壊滅的な被害を受けた住宅地区における住環境の改善を図るため，

公的住宅の建設や建築物の敷地の整備等を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

住宅課 Ｈ24～Ｈ29 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

07 狭あい道路整備等促進事業 

 関連：取組 24  

安全な住宅市街地の形成を図るため，市町村が実施する狭あい道路の調査・測

量や安全性を確保するための整備費用等に対して国が助成を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

建築宅地課 Ｈ23～Ｈ30 

 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４３３，０７５万円（うち県事業費：１００，２７５百万円） 
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３ 恒久的な住宅での安定した生活に向けた支援                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災者の応急的な住宅から恒久的な住宅への住み替えがスムーズに進むよう，市町村等の関

係機関と連携を密にし，被災者の住み替え等に係るニーズや課題等の把握に努め，仮設住宅の

集約や恒久的な住宅への住み替え等に伴う被災者の精神的・経済的負担の軽減に取り組みます。 

◇ 住宅金融支援機構が行う災害復興住宅融資等を活用し，被災者の住宅再建を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

がけ地近接等危険住宅移転事業 

 関連：取組 31  

がけ地の崩壊，津波等により，住民の生命に危険を及ぼすおそれのある危険な

住宅を安全な場所に移転する者に補助する市町に対し，その補助事業に要する経

費を国が補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

建築宅地課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

特定鉱害復旧事業 

                              関連：取組 24  

震災により誘発された亜炭鉱陥没の被害を受けた住宅・敷地及び農地等の復旧

を実施する団体に対し，必要な経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

応急仮設住宅共同施設維持管理事業 

 関連：取組 24  

応急仮設住宅を適切に管理するため，関係市町村等で組織する応急仮設住宅管

理推進協議会等に対し，共同利用施設の維持管理等に要する経費を補助します。 

【事業主体：県】 

震災援護室 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

04 

緊急 

木造住宅等震災対策事業 

 取組 31  

県民の生命と財産の被害の軽減を図るため，倒壊の危険性が高いとされる昭和

56年５月以前に建てられた木造住宅等の耐震診断・耐震改修に対し助成等を行い，

耐震化を促進します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

建築宅地課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

被災者住宅確保等支援事業  

 関連：取組 24  

 民間賃貸住宅を再建先とする被災者の方々に，住宅確保に関する情報提供やマ

ッチング支援を行います。また，転居支援センターを設置し，転居困難者等の相

談や再建支援を行います。 

【事業主体:県】 

震災援護室 Ｈ27～Ｈ31 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２，３００百万円（うち県事業費：３，３０６百万円）  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

４ 地域コミュニティの再生と被災地の活力創出に向けた多様な活動への支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 地域コミュニティの再構築を進めるため，市町村やＮＰＯ等，様々な主体と協調・連携し，

住民主体による地域活動の支援や交流機会の創出，伝統行事や民俗芸能の再開に向けた支援な

どに取り組みます。 

◇ 被災地において，一人一人が生きがいを持って暮らせる地域づくりを進めていくため，地域

における活力創出のための様々な活動やその中核となる人材の育成等の支援に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター等整備事業） 

［分野 (1)①１から再掲］                  関連：取組 24  

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，地域の支え合い活動の立ち上

げ支援や，応急仮設住宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

02 

地創 

地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンター支援事業） 

［分野 (1)①１から再掲］            取組 21   基本目標４(2)  

 被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮城県サポートセンター支援事

務所を設置し，専門職の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が設置運

営するサポートセンターを支援します。 

 また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情報誌の発行・配布などの支援

のほか，市町が行う災害公営住宅入居者を地域で支援する体制づくりを支援しま

す。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

 

Ｈ25～Ｈ32 

03 被災地域生活支援体制構築事業［分野 (1)①１から再掲］ 

 関連：取組 24  

 災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討する市町に対して，検討費用

等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ26 

04 

地創 

復興活動支援事業 

  関連：取組 24   基本目標４(1)  

 被災市町で設置する復興支援員の活動が円滑に行われるよう，研修等の開催に

よる人材の育成，被災地間の連携，情報共有などの後方支援体制を整備する。 

【事業主体：国，県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ24～Ｈ32 

05 

地創 

みやぎ地域復興支援事業 

  関連：取組 24   基本目標４(1)  

被災者の生活再建をきめ細かく支援するために必要な各種助成を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ25～Ｈ32 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 被災地域交流拠点施設整備事業 

 関連：取組 24  

地域コミュニティの再構築，住民主体の地域活動の活性化及び地域防災力の向

上を図るため，震災により甚大な被害を受けた沿岸市町を対象として，集会所等

の住民交流拠点施設の整備及び同施設を活用した住民活動に対して補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ25～Ｈ32 

07 

地創 

地域コミュニティ再生支援事業 

  関連：取組 24   基本目標４(1)  

自治組織等が自発的，主体的に取り組む地域コミュニティ再生活動のための資

金等を補助することにより，被災地域の生活環境づくりを支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ27～Ｈ32 

08 無形民俗文化財再生支援事業 

 関連：取組 23  

震災で活動母体のコミュニティが失われたり，用具が流失・損傷したりして，

活動の継続が困難になった地域の祭礼行事や民俗芸能等の無形民俗文化財保持団

体に対して，行事や芸能の再開を促すとともに，伝統文化の実施を通したコミュ

ニティ再生の一助とするために，用具等の備品の整備を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

文化財保護

課 

Ｈ23～Ｈ27 

09 震災復興担い手ＮＰＯ等支援事業 

 関連：取組 24   

中長期的な被災地の復興や被災者支援の促進を図るため，震災復興の重要な担

い手であるＮＰＯ等の運営力強化（人材育成やネットワークの形成等）に資する

先駆的取組に対して助成するとともに，ＮＰＯ等の経営能力の向上や活動基盤の

整備等を目的とした各種相談・研修事業等を実施します。 

【事業主体：県】 

共同参画社

会推進課 

Ｈ25～Ｈ27 

10 

地創 

多文化共生推進事業 

 取組 26   基本目標４(4)  

国籍や民族等の違いにかかわらず，県民すべての人権が尊重され，だれもが社

会参加できる「多文化共生社会」の形成を目指し，日本人と外国人の間に立ちは

だかる「意識の壁」，「言葉の壁」，「生活の壁」を解消することにより，自立と社

会参加を促進するとともに，災害等の緊急時においても外国人の生活の安全・安

心を図ります。 

【事業主体：国，県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

11 

地創 

ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業 

  取組 24   基本目標４(2)  

様々な分野において，ＮＰＯ等による絆力を活かした復興・被災者支援の取組

やＮＰＯ等の絆力強化に資する取組，被災者が人と人とのつながりや生きがいを

持てるような取組に対して支援します。 

【事業主体：県】 

共同参画社

会推進課 

Ｈ28～Ｈ32 

12 

地創 

被災地域福祉推進事業［分野 (2)③４から再掲］ 

  取組 24   基本目標４(2)  

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の維持向上に向け，必要な支援

体制の構築などを図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ24～Ｈ32 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ① 被災者の生活環境の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

13 文化芸術による心の復興支援事業［分野 (6)③２から再掲］ 

 関連：取組 23  

第２期宮城県文化芸術振興ビジョンの重点取組である「文化芸術の力を活用し

た震災からの心の復興」を推進するため，市町村，学校，文化施設，支援団体等

と連携・協働し，未来を担う子どもたちや地域住民等がより身近に文化芸術に触

れ，参画・成果発表する機会が得られるよう，様々な主体による心の復興に向け

た取組を推進します。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ26～Ｈ32 

14 先進的文化芸術創造拠点形成事業［分野 (6)③２から再掲］ 

 関連：取組 23  

芸術団体・芸術家等と産学官の連携により地域の文化芸術資源を活用して行う，

文化芸術活用や人材育成，ネットワーク構築に向けた取組に対して支援を行い，

被災地における文化芸術の力による心の復興や地域活性化を推進します。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ29～Ｈ32 

 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１３，８１１百万円（うち県事業費：１３，７１３百万円） 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ② 廃棄物の適正処理 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 

災害廃棄物等処理率（県処理分）（％） 
0％ 

（H22年度） 

100％ 

（H25年度） 

 

１ 災害廃棄物の適正処理 

 

＜これまでの取組状況＞ 

◇ 震災で発生した膨大な量の災害廃棄物の処理を迅速かつ適正に行い，１年以内に被災地から

搬出し，廃棄物の再生利用を図りながらおおむね３年以内に処理を完了させるため，継続的な

処理や費用負担等に関する体制の構築に取り組みました。 

◇ こうした中，復興まちづくりを進める上で前提となる災害廃棄物の処理については，県外自

治体の協力を得ながら，当初の目標である「復旧期」で処理が完了しました。 

 

 

 

 

 

② 廃棄物の適正処理  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） 

(TJ) 

24,107TJ 

（H22年度） 

24,293TJ 

（H27年度/推計値） 

26,993TJ 

（H29年度） 

太陽光発電システムの導入出力数（MW） 
50MW 

（H22年度） 

551MW 

（H27年度/推計値） 

343MW 

（H29年度） 

 

１ 再生可能エネルギーの導入とスマートシティの形成 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災地のまちづくりにあわせた再生可能エネルギー，省エネルギー設備の導入への支援及び

市町村に対するエコタウン(スマートシティ)の形成支援などの取組を着実に展開していきます。 

◇ 復興需要等で増加が見込まれる温室効果ガスについては，再生可能エネルギーの導入促進に

加え，より一層削減効果の高い省エネルギー促進に重点を置いた施策を展開していきます。 

  ◇ 災害対応能力の強化をはじめ，環境負荷の低減や経済波及効果が期待できる水素エネルギー

の利活用促進に取り組み，「東北における水素社会先駆けの地」の実現を目指します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 環境基本計画推進事業 

 取組 27  

宮城県環境基本計画が目指す「持続可能な社会の実現」に向けて，積極的な環

境配慮行動の実践を宣言する「みやぎｅ行動（eco do!）宣言」を，環境施策と連

携させることで，県民・事業者等の環境配慮行動を促進します。 

【事業主体：県】 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

省エネルギー・コスト削減実践支援事業 

                        取組 27   基本目標４(3)  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，企業活動を継続し，かつ，事業コストを削

減させるため，県内事業所における省エネルギー設備の導入を支援します。 

【事業主体：県】 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

新エネルギー設備導入支援事業 

                        取組 27   基本目標４(3)  

ひっ迫するエネルギー供給の中で，再生可能エネルギーの導入を促進するため，

県内事業所における新エネルギー設備の導入を支援します。 

【事業主体：県】 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

③ 持続可能な社会と環境保全の実現  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 

地創 

クリーンエネルギーみやぎ創造事業 

                        取組 27   基本目標４(3)  

新たな産業集積と地球温暖化対策の両立を図りながら，真に豊かな「富県宮城」

の実現を目指すため，クリーンエネルギー関連産業の集積を促進するとともに，

クリーンエネルギーの先進的な利活用促進の取組や県内クリーンエネルギー関連

産業の取引拡大及び同製品の地産地消に向けた取組など，クリーンエネルギー産

業の振興に更に積極的に取り組みます。 

【事業主体：県】 

環境政策課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

スマートエネルギー住宅普及促進事業 

                        取組 27   基本目標４(3)  

家庭における二酸化炭素排出量の一層の削減と災害時等に電気や熱を確保でき

る住まいの普及を促進するため，住宅用太陽光発電システム，蓄電池，家庭用燃

料電池など，住宅の創エネ・蓄エネ・省エネ設備の導入や既存住宅の断熱改修等

に対して助成を行います。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

再生可能エネルギー等を活用した地域復興支援事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

エネルギー資源の地域内活用や資金の地域内循環の仕組みなど，再生可能エネ

ルギーやエネルギーマネジメントをまちづくりに組み込んだ取組（＝エコタウン

の形成）を一層充実させていくため，市町村と連携して取組を実施する事業者に

対して調査等経費の補助を行うとともに，県内外の先進的取組の情報共有など，

市町村への支援を行います。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

07 

地創 

防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

 自立・分散型エネルギーの導入を促進するため，災害時に防災拠点となる公共

施設への再生可能エネルギーや蓄電池の導入に要する経費の補助を行います。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 低炭素型水ライフスタイル導入支援事業  

 取組 27  

 節湯・節水機器及び低炭素型社会対応浄化槽を住宅に導入する県民に対し設置

費用の一部を補助することで，家庭における水ライフスタイルの低炭素化を促し

ます。 

【事業主体：県】 

循環型社会

推進課 

Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

09 

地創 

海洋再生可能エネルギー導入推進事業 

                        取組 27   基本目標４(3)  

洋上風力発電等の導入の可能性や課題を様々な角度から整理するため，関係機

関・団体等で構成する研究会を設立し，研究会での検討を通じ，必要な情報の収

集・整理を行った上で，可能性のあるエリアにおいて詳細な調査を実施し，導入

に向けた環境整備を行います。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ28～Ｈ32 

10 

地創 

温泉熱多段階利用推進調査事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

 未利用の温泉熱の活用を促進するため，市町村や事業者に対し，温泉の成分，

流量，温度等をモニタリングするための設備の導入経費の補助を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ28～Ｈ30 

↓ 

Ｈ28 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

11 

地創 

水素エネルギー利活用推進事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

 環境負荷の低減，災害対応能力の強化，産業振興などで，大きな効果が期待さ

れる水素エネルギーの利活用推進に向け，東北で初めてとなる商用水素ステーシ

ョンの整備への助成や燃料電池自動車の普及促進を中心とした取組を積極的に進

め，「東北における水素社会先駆けの地」を目指します。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

↓ 

Ｈ27～Ｈ28 

12 

地創 

みやぎ新エネルギー・環境関連産業振興加速化事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

 今後も成長が期待される新エネルギー・環境関連産業分野における県内事業者

の取組を積極的に支援し，新エネルギー事業や関連する設備・デバイス等の製造

業分野での付加価値（取引量）の増大及び雇用の創出を目指します。 

【事業主体：県】 

環境政策課 Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

13 

地創 

燃料電池自動車導入推進事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入支援を行うとともに，ＦＣＶカーレンタル導

入実証によるＦＣＶの県民利用機会の拡大やＦＣバスの試験運行などによる水素

エネルギーの認知度向上と有用性に関する普及啓発を図ります。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

14 

地創 

水素ステーション導入促進事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

再生可能エネルギーを活用した水素ステーションの運用を行います。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

15 

地創 

水素エネルギー利活用普及促進事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

日常生活では馴染みの少ない水素エネルギーの普及に向けて県民向けのイベン

ト等を開催します。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

16 

地創 

水素エネルギー産業創出事業 

 取組 27   基本目標４(3)  

水素エネルギーに関する将来の産業創出に向けて，県内事業者を対象に大学等

学術機関と連携した燃料電池・水素関連技術に関するセミナー等を開催します。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ29～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１１，９６６百万円（うち県事業費：１１，９６６百万円）  
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

２ 自然環境の保全の実現 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災した沿岸域における適正な自然環境の保護体制を確保するとともに，自然再生事業の充

実や，本県の生物多様性の保全を図ります。 

◇ 「三陸復興国立公園」再編をはじめ，国のグリーン復興プロジェクトを効果的に展開するた

め，国と連携しながら，本県の自然環境の保全に努めるとともに，必要な人的体制の構築を促

進するほか，宮城の豊かな自然環境を内外に向けて発信していきます。 

◇ 野生鳥獣の保護管理を計画的に進めます。特に，放射能の影響により出荷制限指示が出され

ているイノシシ，ツキノワグマなど野生鳥獣肉の検査を強化します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 
○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 環境保全地域指定・管理事業 

 関連：取組 29  

環境保全地域における開発行為について指導等を行い，自然環境の適切な保全

を図ります。また，県自然環境保全地域等に指定された山林等に係る固定資産税

の課税免除を行う市町村に対する交付事業を行います。 

【事業主体：県】 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ32 

02 沿岸被災地における希少野生動植物調査事業 

 関連：取組 29  

沿岸被災地における希少野生動植物の保護・保全対策を実施するとともに，宮

城県レッドデータブックを発刊し，様々な主体が連携して取り組む「多様な生物

と共存したふるさと宮城の復興」を実現し，次代に継承していくことを目指しま

す。 

【事業主体：県】 

自然保護課 Ｈ25～Ｈ27 

03 百万本植樹事業 

             取組 29  

緑化活動の機運の高まりを契機とし，県民一人一人が身近なみどりを増やす活

動を支援することにより，緑化思想の高揚と活動意欲の増進を図り，みどり豊か

な県土の発展と潤いのある生活環境の創造を図ります。 

【事業主体：県】 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ32 

04 森・里・川・海がつながる宮城の自然再発見事業 

 取組 29  

環境省が震災復興施策として策定したグリーン復興プロジェクトに示された

「みちのく潮風トレイル」を県として着実に推進していくため，ソフト事業や人

的体制の整備を図ります。 

【事業主体：県】     

自然保護課 Ｈ26 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 野生鳥獣放射能対策事業  

 関連：取組 29  

東京電力福島第一原子力発電所の事故の影響により，出荷制限指示が出されて

いるイノシシ及びツキノワグマ肉の出荷制限解除申請の時機を判断するため，野

生鳥獣の肉の放射能モニタリング調査を実施します。 

【事業主体：県】  

自然保護課 Ｈ25～Ｈ29 

06 

地創 

森林育成事業［分野 (4)②１から再掲］ 

 取組 27   基本目標１(1) ⑧  

県産材の安定供給と森林整備の推進による木材産業の維持・復興及び地球温暖

化防止や水源のかん養，県土の保全など森林の有する多面的機能の発揮を図るた

め，搬出間伐を主体とした森林整備に対して支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

温暖化防止間伐推進事業       

 取組 27   基本目標１(1) ⑧  

森林の有する二酸化炭素吸収機能を発揮させるため,保育（切捨）間伐や利用（搬

出）間伐への支援を強化し,温暖化防止に寄与するとともに，多面的機能の発揮，

森林整備による雇用の確保と関連産業の維持・復興を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

環境林型県有林造成事業 

 取組 27   基本目標１(1) ⑧  

県民生活の保全と，木材資源の長期的な供給を確保するため，県行造林地の契

約更新による森林整備（再造林・保育等）を実施し，良好な森林環境を維持する

ことにより，森林の持つ多面的機能の発揮と下流域における災害発生の未然防止

を図ります。 

【事業主体：県】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

09 保健環境センター再建事業  

 関連：取組 29  

県民が健康で安心して暮らせる生活環境を確保するため，震災で損壊した保健

環境センターを再建し，試験検査体制の整備・充実強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

環境対策課 Ｈ23～Ｈ26 

10 大気環境モニタリング事業（震災対応） 

 関連：取組 29  

 震災により被災した地域においては，建築物の解体に伴うアスベストの飛散が

懸念されていることから，生活環境への影響を確認するため，大気中のアスベス

ト濃度の測定を行います。 

【事業主体：県】 

環境対策課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

11 

地創 

復興木材供給対策間伐推進事業［分野 (4)②１から再掲］ 

                       取組 27   基本目標１(1) ⑧  

地球温暖化防止とともに，住宅再建等の復興に必要な木材を供給することを目

的に，搬出間伐に対して支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ27～Ｈ29 
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第５章（１）環境・生活・衛生・廃棄物 ③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

12 

地創 

温暖化防止森林更新推進事業      

 取組 27   基本目標１(1) ⑧  

森林を若返らせることにより森林の二酸化炭素吸収機能を高めるため，造林未

済地への植栽とともに，高齢化している森林を環境に配慮しながら更新すること

で，温暖化防止に貢献します。また，津波で被災した海岸防災林復旧のため林業

種苗の増産を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

地創 

里山林健全化事業 

 取組 27   基本目標１(1) ⑧  

ナラ枯れ被害の拡大を防止するため，人家・道路等周辺等における被害木の駆

除を支援します。また，景勝地の遊歩道等脇でくん蒸処理された松くい虫被害材

を林外搬出し，バイオマス燃料等として有効活用し，森林環境の向上を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

14 松島地域自然景観向上対策事業 

 取組 29  

松くい中被害が増加傾向にある松島地域において，震災の影響により残存する

過年度枯れ木（枯死から１年以上経過した被害木）の伐倒処理を行い，自然景観

の向上を図ります。 

【事業主体：県】 

森林整備課 Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ29 

15 野生鳥獣保護管理事業 

 取組 29  

指定管理鳥獣（ニホンジカ・イノシシ）をはじめとする野生鳥獣の保護及び管

理を推進するとともに，希少野生動植物の保護・保全に向けた取組などを推進し

ます。 

【事業主体：県】 

自然保護課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１０，３２３百万円（うち県事業費：７，４０７百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

（２）保健・医療・福祉 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した病院，有床診療所の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

114箇所 

（99.1％） 

（H28年度） 

115箇所 

（100％） 

（H29年度） 

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）［累計］ 

（分野（７）①に再掲） 

12箇所 

（75.0％） 

（H22年度） 

15箇所 

（93.8％） 

（H28年度） 

16箇所 

（100％） 

（H29年度） 

県の施策による地域医療連携システムへの接

続施設数（施設）［累計］ 

0施設 

（H22年度） 

478施設 

（H27年度） 

1,000施設 

（H29年度） 

 

１ 被災市町村の健康づくり施策の支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災住民の健康状況の把握，健康の保持増進等のため，市町村などと連携し，被災者の健康

調査，看護職員による健康相談，歯科医師等による歯科保健相談，栄養士による食生活支援，

リハビリテーション専門職による運動指導等の支援を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 被災者健康支援会議事業 

 関連：取組 20  

県及び市町村が実施する被災者健康支援施策を企画・実施・評価するに当たり，

保健・医療・福祉の専門家を招へいし，助言を求めます。 

【事業主体：県】 

保健福祉総

務課 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

02 

緊急 

健康支援事業［分野 (1)①１から再掲］  

 関連：取組 20  

応急仮設住宅，在宅等の被災住民に対して，健康状態の悪化を防止するととも

に健康不安の解消を図るため，看護職員による健康相談，訪問指導等を支援しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

① 安心できる地域医療の確保  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 

緊急 

食生活支援事業 

 関連：取組 20  

応急仮設住宅の入居者等に対し，食生活の悪化を予防し，栄養改善を図るため，

栄養士等による栄養改善等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

健康推進課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

04 

緊急 

歯科口腔保健支援事業 

 関連：取組 20  

応急仮設住宅等の入居者に対して，口腔の健康状態を改善し，誤嚥性肺炎等を

予防するため，歯科医師，歯科衛生士による歯科口腔保健指導等を実施します。 

【事業主体：県】 

健康推進課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

05 

緊急 

地創 

リハビリテーション支援事業 

  関連：取組 19   基本目標４(5)  

生活不活発病や障害の予防，住環境の改善，福祉用具の調整等を，目的として，

応急仮設住宅等の入居者に対して，市町村の承認を受けた法人等が，リハビリテ

ーション専門職等による相談・指導を支援実施するための経費を対象とし補助を

行います。 

【事業主体：県，市町村】 

障害福祉課 

  

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

06 被災者特別健診事業 

 関連：取組 20  

特定健診・保健指導の対象になっていない 18 歳以上 39 歳以下の被災者が自ら

の健康状態を把握するとともに，健康状態の悪化を早期に発見・予防することが

できるよう，市町村が実施する基本健診・詳細健診等の経費について補助します。 

【事業主体：県,市町村】 

健康推進課 

  

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

07 特定健康診査等追加健診支援事業 

 関連：取組 20  

震災後の生活の変化に伴う被災者の健康状態悪化を早期に発見するために，市

町村が実施する腎機能検査等の追加健診の経費について補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

国保医療課 

  

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

08 児童福祉施設等給食安全・安心対策事業 

 関連：取組 13  

児童のより一層の安全・安心確保の観点から，児童福祉施設等で提供される給

食における放射性物質の有無について把握するため，給食一食分全体について事

後検査を実施します。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ24～Ｈ32 

09 仮設住宅等入居者健康調査事業 

 関連：取組 20  

市町村との協働により，応急仮設住宅（プレハブ仮設住宅及び民間賃貸借上住

宅）入居者の健康状態を把握し，支援を必要とする人を健康支援事業等につなげ

ます。 

【事業主体：県，市町村】 

健康推進課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

10 災害公営住宅入居者健康調査事業 

 関連：取組 20  

市町村との協働により，災害公営住宅入居者等の健康状態を把握し，支援を必

要とする人を健康支援事業等につなげます。 

【事業主体：県，市町村】 

健康推進課 Ｈ27～Ｈ32 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

11 健康づくり活動をとおした絆形成プロジェクト事業 

 関連：取組 20  

運動の推進と健康な食事の普及をとおして健康づくりを行う仲間づくりの推進

を図るとともに，地域で健康づくりを支え，推進する体制の構築を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

健康推進課 Ｈ27～Ｈ32 

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 

12 被災地感染症予防啓発事業 

 関連：取組 20  

被災者の感染症予防とまん延の防止を図るため，東北大学大学院医学系研究科

などの協力を得て，福祉施設等の職員等に対する研修会の開催や普及啓発のチラ

シの配付などを行います。 

【事業主体：県】 

疾病・感染

症対策室 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ28 

13 被災地がん検診受診促進事業 

 関連：取組 20  

震災による影響がみられるがん検診受診率を向上させるため，罹患率が特に増

加傾向にある乳がんについて，40歳代女性の乳がん検診未受検者に対し電話又は

郵便により受診を勧める事業を実施する市町村に対し，必要な経費を補助します。 

【事業主体：市町村】  

疾病・感染

症対策室 

Ｈ27 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９２０百万円（うち県事業費：９２０百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

２ 被災医療機関等の再整備の推進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災市町村の新たなまちづくりの方向性と整合を図りながら，病院，診療所，薬局，訪問看

護ステーションの復旧・復興に向けた取組を着実に推進し，安心して医療を受けられる体制整

備を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

薬局整備事業 

 関連：取組 19  

震災により甚大な被害を受けた被災地における地域医療の復興のため，仮設住

宅近辺における医療機関の整備に合わせて薬局の整備を支援します。 

また，地域の復興計画に沿って，各地域に拠点薬局の整備を支援し，適切な医

薬品の供給体制を図ります。 

【事業主体：県】 

薬務課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

02 

緊急 

医療施設等災害復旧支援事業 

 関連：取組 19  

被災した医療提供機能の早期回復と施設等の復旧を図るため，施設開設者に対

して復旧等費用を補助します。 

【事業主体：県】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

03 

緊急 

医療施設耐震化事業［分野 (7)①４から再掲］ 

 取組 31  

災害時の医療体制を確保するため，災害拠点病院等の耐震化（耐震診断及び耐

震性を欠く既存施設の建て替え・補強）の費用を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

04 

緊急 

大規模災害時医療救護体制整備事業［分野 (7)①４から再掲］  

                             関連：取組 31  

大規模災害時に医療救護活動を迅速かつ適切に実施できるよう，会議や訓練を

開催するほか研修に参加することで，平時から医療救護活動に関する関係機関・

団体の協力体制等の確率を図るとともに災害医療に関する知識を深めます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

救急医療情報センター運営事業 

 関連：取組 19  

大規模災害時に各医療機関が診療の継続に必要とする物資や人的支援について

速やかに把握し，その支援体制を確保するため，その情報システムを整備します。 

【事業主体：国，県】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

緊急 

精神障害者救急医療システム運営事業 

 取組 19  

震災に伴いＰＴＳＤ等の精神疾患の発症者の増加や精神状態の悪化等が懸念さ

れることから，従前の精神科救急医療体制の充実強化を図り，緊急に精神科医療

を必要とする県民に対して，精神症状や身体合併症に応じた適切な医療を提供し

ます。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

宮城県ドクターバンク事業 

 取組 19  

医師不足及び地域・診療科による偏在に対応し，地域医療を担う市町村立及び

一部事務組合の自治体病院・診療所に勤務する医師を確保します。 

【事業主体：県】 

医師確保対

策室 

Ｈ23～Ｈ32 

08 看護師確保緊急対策事業 

 取組 19  

看護師の確保が困難な沿岸部の被災地に看護師等の新卒者を誘導するため，修

学資金の創設や教育環境整備を行い看護職員の確実な確保を図ります。 

【事業主体：県】 

医療整備課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ29 

09 気仙沼地域医療施設復興事業  

 関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づく気仙沼地域における医療施設等の新築への補助など

復興の取組に対する支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

10 石巻地域医療施設復興事業  

 関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づく石巻地域における医療施設等の新築への補助など復

興の取組に対する支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

11 仙台地域医療施設復興事業 

 関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づく仙台地域における医療施設等の新築への補助など復

興の取組に対する支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ30 

12 人材確保・養成事業 

 関連：取組 19  

地域医療復興計画に基づき医療人材確保に向けた各種対策を実施します。 

【事業主体：県】 

医療整備課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

13 医学部設置推進事業 

 取組 19  

 東日本大震災からの復興と医師不足解消を図るため，東北地方の自治体病院へ

の就業を志す臨床医の養成に重点を置いた新たな医学部の実現に向けて，大学や

国，東北各県等との調整等を行います。 

【実施主体：県】 

医師確保対

策室 

Ｈ25～Ｈ29 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

14 医療勤務環境改善支援事業 

 取組 19  

 医師等医療従事者の人材確保を図るため，県内の医療機関における医療従事者

の勤務環境改善の取組を支援するほか，勤務環境改善相談窓口を設置することな

どにより，医療従事者の勤務環境改善と負担の軽減を図ります． 

【事業主体:県】 

医療整備課 Ｈ27～Ｈ32 

15 医学部設置等支援事業 

 取組 19  

 東日本大震災からの復興と医師不足解消を図るため，東北医科薬科大学等に対

し,新たな医学生修学資金（ファンド）制度の創設に係る原資を拠出するほか,医

学部新設に伴う費用に対する補助を行います。 

【事業主体：県】 

医師確保対

策室 

Ｈ27～Ｈ32 

16 ドクターヘリ運航事業 

 取組 19  

 救急医療の分野において,治療開始までの時間が短縮されることで,傷病者の救

命効果と予後の改善効果が期待されるドクターヘリの事業について,事業主体で

ある医療機関に対し,補助を行います。 

【事業主体：県】 

医療整備課 Ｈ27～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：８３，７２２百万円（うち県事業費：５４，６４３百万円）  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ① 安心できる地域医療の確保 

３ 保健・医療・福祉連携の推進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 医療資源の不足を医療機関の相互協力，東北大学との連携などによりカバーできる状況を整

備し，ライフサイクルに応じた切れ目のない医療提供体制を推進するため，ＩＣＴ（情報通信

技術）を活用した医療福祉情報ネットワークシステムを構築し，病院，診療所，福祉施設，在

宅サービス事業者等の連携強化や情報共有等を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療連携構築事業 

     取組 19   基本目標１(3) ①  

医療従事者の不足が懸念される中，切れ目のない医療の提供体制を推進するた

め，ＩＣＴを活用した地域医療連携システムを構築することにより，病院，診療

所，福祉施設，在宅介護事業者等の連携強化・情報共有を図り，子どもから高齢

者までだれもが，県内どこでも安心して医療が受けられる体制を構築します。 

【事業主体：国，県】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，７７０百万円（うち県事業費：４，４５７百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した保育所の復旧箇所数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

127箇所 

（94.1％） 

（H27年度） 

135箇所 

（100％） 

（H29年度） 

被災した児童館及び児童センターの復旧箇所

数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

18箇所 

（85.7％） 

（H27年度） 

21箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

１ 被災した子どもと親への支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災で親を亡くした子どもや里親への支援などを行うため，関係機関との協力体制を強化し，

長期的・継続的に支援を行います。 

◇ 巡回相談などを行う「子どもの心のケアチーム」の活動を，教育分野をはじめ関係機関と連

携・協力し，就学等により途切れることのないよう，中長期的な視点を持って子どもたちの心

のケアを進めます。 

◇ 母子寡婦福祉資金の貸付の実施，市町村窓口などひとり親家庭支援従事者へ情報提供の強化

を図るほか，東日本大震災みやぎこども育英基金奨学金等により，経済的な支援等を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

要保護児童支援事業 

 関連：取組 25  

震災に伴い保護が必要となった子どもを養育するため，里親制度や児童養護施

設等の活用により，生活の場を確保するなど，被災した子どもたちを支援します。 

【事業主体：国，県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

地創 

子どもの心のケア推進事業 

      取組 16   基本目標３(3)  

震災の影響に伴う，心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対応し，児童精

神科医及び心理士等による「子どもの心のケアチーム」が巡回指導等を行います。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

② 未来を担う子どもたちへの支援  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 

地創 

心のケア研修事業［分野 (6)①３から再掲］ 

                         取組 17   基本目標３(3)  

より長期的視点に立った児童生徒の心理的ケアを支える教員の支援技術の向上

及び学校と地域が連携した地域の子育て機能の回復・強化が必要であることから，

教職員を対象として，被災した児童生徒等の心のケアに関する研修会を実施しま

す。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

【事業主体：国，県】 

教職員課 Ｈ26～Ｈ32 

04 被災児童やその家族等を支援するための相談・援助事業 

 関連：取組 13  

被災の影響を受けている子どもたちが抱える課題を解決し，元気で健やかな子

どもの成長を見守る安心な社会づくりの推進を図るため，被災した子どもの健

康・生活面等における支援の強化に必要な施策を総合的に実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

子どもの心のケア地域拠点事業 

 取組 16  

震災により心に深い傷を負った子どもたちに対する支援を行うため，児童精神

科医など専門職の派遣や研修事業等を行います。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

緊急 

地創 

教育相談充実事業［分野 (6)①３から再掲］ 

                        取組 16    基本目標３(3)  

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，早期に正常な学習活動に戻れるよ

うにするため，スクールカウンセラーの配置・派遣などを通して，一人一人への

きめ細かい心のケアを行うとともに，学校生活の中で心の安定が図られるよう，

相談・支援体制の一層の整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

地創 

高等学校スクールカウンセラー活用事業［分野 (6)①３から再掲］ 

  取組 16   基本目標３(3)  

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，臨床心理に関して高度に専門

的な知識，経験を有するスクールカウンセラーを配置・派遣します。 

また，震災後の心のケア対策として，教員とカウンセラーの研修会や情報交換

会を実施するなど，相談体制の強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

08 

緊急 

地創 

総合教育相談事業［分野 (6)①３から再掲］ 

  取組 16   基本目標３(3)  

心の問題に関する高度な専門的知識・経験を有する精神科医や臨床心理士が，

いじめ，不登校，非行等の諸問題について，面接又は電話による教育相談を行い

ます。 

また，特に震災による心の傷が癒えず，様々な環境の変化に適応できない児童

生徒に対応して心のケアを行うため，相談体制を強化します。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

09 ひとり親家庭支援員設置事業  

     取組 13  

震災に伴い，ひとり親家庭等からの生活・就労相談の増加が見込まれるため，

関係保健福祉事務所にひとり親家庭支援員を増員するなど，ひとり親家庭等の自

立を支援します。 

【事業主体：国，県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

10 母子父子寡婦福祉資金貸付及び利子補給事業 

     取組 13  

母子家庭及び父子家庭並びに寡婦等に対し，修学・住宅・生活等に必要な各種

の資金の貸付や利子補給を行うなど，被災した家庭等の自立を支援します。 

【事業主体：国，県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

11 東日本大震災みやぎこども育英基金事業 

 関連：取組 15  

震災で保護者を亡くした子どもたちのため，国内外から寄せられた寄附金を基

金に積み立て，活用することにより子どもたちの修学等を支援します。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

教育庁総務

課 

Ｈ23～Ｈ32 

12 震災遺児家庭等支援事業 

 関連：取組 13  

ひとり親家庭（震災遺児家庭）となった世帯は，経済面，子どもの養育面等様々

な側面で困難に直面していくことになるため，自立し，安定した生活を送ること

ができるよう各種支援を実施します。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ24～Ｈ32 

13 認可外保育施設利用者支援事業 

 関連：取組 13  

被災した認可外保育施設利用者に対し，被災状況に応じて，認可外保育施設の

利用料負担が軽減されるよう支援します。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

14 保育所保育料減免支援事業 

 関連：取組 13  

市町村が行う被災者への保育所（へき地保育所含む）保育料減免について支援

します。 

【事業主体：国，県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

15 

地創 

保育士確保支援事業 

 取組 13   基本目標３(2)  

適切な保育環境の確保を図るため，保育士の確保・定着に向けた取組を推進し

ます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

16 幼保連携型認定こども園保育料減免事業 

 関連：取組 13  

幼保連携型認定こども園が行う被災者への利用料減免について支援します。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ29 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

17 里親等支援センター事業 

     取組 13  

震災孤児や，震災等により増加している児童虐待のため親と生活できない児童

等の家庭的な養育環境の確保を図るため，里親及びファミリーホームの養育者（以

下「里親等」）を支援する「里親等支援センター」を設置し，里親等の増加への取

組を行うとともに，里親等への支援体制の強化を図ります。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ28～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７，６６３百万円（うち県事業費：７，６６３百万円）  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

２ 児童福祉施設等の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災市町村の新たなまちづくりに合わせて保育所，児童館等の移転，建替えなども含め，子

育て支援施設の整備を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

被災保育所等災害復旧事業 

 関連：取組 13  

被災した保育所の復旧を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

02 

緊急 

保育所再開支援事業 

 関連：取組 13  

被災した保育所の再開に必要な施設の修繕や備品の整備等を支援します。 

【事業主体：国，県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

03 

緊急 

児童厚生施設等災害復旧事業 

 関連：取組 13  

被災した児童館や放課後児童クラブ，地域子育て支援センター等，子育て支援

施設の復旧を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

04 

緊急 

地創 

待機児童解消推進事業 

 取組 13   基本目標３(2)  

待機児童解消に向け，保育所，事業所内保育施設等の整備支援や，家庭的保育

者の育成支援等を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

05 保育所等複合化・多機能化推進事業 

    取組 13  

復興計画などに基づき，保育所，認定こども園，放課後児童クラブ，地域子育

て支援拠点などの子育て関連施設の複合化・多機能化する際の整備費について補

助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１５，４００百万円（うち県事業費：１０，４５３百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

３ 地域全体での子ども・子育て支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 子どもやその家族等を支援するため，ＮＰＯ等の各種団体，関係機関と連携・協力しながら，

多様なニーズに対応した保育サービスの促進や児童虐待及びＤＶ事案の未然防止と適切な支援

の提供を推進します。また，安心して子どもを生み育てることができる地域社会の実現を図る

ため，子育て支援の県民運動を進めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 仮設住宅等サポートセンター支援事業 

 関連：取組 13  

仮設住宅において，子育て世帯が安心して生活できるよう被災市町のサポート

センターを中心に活動する子育て支援団体の育成，団体間のネットワークづくり

を促進するため，セミナーや支援団体間の会議等について，ＮＰＯ法人に委託し，

実施します。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

子育て支援を進める県民運動推進事業 

 取組 13   基本目標３(3)  

震災により多くの県民が甚大な被害を受け，長期の仮設住宅等での生活を余儀

なくされる等，地域における子育て支援活動への影響が懸念されることから，県

民総参加による県民運動を展開し，これにより，地域全体で子育てを支援する機

運を醸成し，「子育てにやさしい宮城県」の実現を目指します。 

【事業主体：県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

子ども・子育て支援対策事業（次世代育成支援対策事業） 

 取組 13   基本目標３(3)  

震災復興における子育て支援施策の推進かつ「みやぎ子ども・子育て幸福計画」

の進捗管理・評価のため，次世代育成支援対策地域協議会の意見・提言等を踏ま

え，総合的かつ計画的な事業進捗を図ります。 

また，平成 26年度に策定した「子ども・子育て支援事業支援計画」の進捗管理・

評価のため，子ども・子育て会議の意見・提言等を求めます。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

子ども虐待対策事業 

 取組 13   基本目標３(3)  

震災の影響による養育環境等の変化に伴い，児童虐待の増加が懸念されること

から，児童相談所及び保健福祉事務所等の家庭相談室において，専門的な立場か

らの支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ② 未来を担う子どもたちへの支援 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 

地創 

配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援対策事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

震災による生活環境の変化に伴い，配偶者からの暴力の増加等が懸念されるこ

とから，関係機関との連携の下，普及啓発活動や相談体制の強化，自立生活への

援助，緊急避難先の確保に対する支援等を行い，暴力の防止と被害者の自立促進

を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

地域型保育給付費負担金 

 取組 13   基本目標３(2)  

子ども・子育て支援制度において，地域型保育事業（①小規模保育事業，②家

庭的保育事業，③居宅訪問型保育事業，④事業所内保育事業，特例給付）に対し

て市町村が支弁する地域型保育給付の一部を県が負担します。 

【事業主体：市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

07 

地創 

施設型給付費負担金 

 取組 13   基本目標３(2)  

子ども・子育て支援新制度において，市町村長が私立認可保育所や認定こども

園を児童が利用した場合，市町村が支弁する施設型給付の一部を県が負担します。 

【事業主体：市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

08 

地創 

地域子ども・子育て支援事業 

 取組 13   基本目標３(2)  

 平成 27年度からの導入される「放課後児童クラブ支援員」認定研修事業及び「子

育て支援員」養成研修を実施し，子ども・子育て新制度事業の推進を図ります。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ27～Ｈ32 

09 

地創 

少子化対策支援市町村交付金事業 

  関連：取組 13   基本目標３(2)  

 震災以降の人口流出や急速に進展する少子化により疲弊するコミュニティの再

生に対応するため，市町村が実施する地域の実情に応じた出会い・結婚支援や生

み育てやすい環境づくりなど少子化対策事業に対して交付金を交付します。 

【事業主体：県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ27 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

10 市町村配偶者暴力相談支援センター設置促進事業 

 分野(2)② ３  

市町村における配偶者暴力相談支援センターの設置促進を行うことにより，Ｄ

Ｖ被害者の保護及び相談体制の整備の推進を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

子育て支援

課 

Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４０，４６２百万円（うち県事業費：２２，３７１百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した高齢者福祉施設の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

197箇所 

（99.5％） 

（H28年度） 

198箇所 

（100％） 

（H29年度） 

被災した障害者福祉施設の復旧箇所数（箇所） 

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

137箇所 

（99.3％） 

（H27年度） 

138箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

１ 県民の心のケア 

 

＜行動方針＞ 

◇ 「みやぎ心のケアセンター」などによる被災者への相談支援体制等を強化するため，人材の

育成・確保に取り組むとともに，子どもから大人までの切れ目のない心のケアの取組の充実を

図ります。また，県民への自死防止のための広報啓発など自死予防対策を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 文化芸術による心の復興支援事業［分野 (6)③２から再掲］ 

 関連：取組 23  

 第２期宮城県文化芸術振興ビジョンの重点取組である「文化芸術の力を活用し

た震災からの心の復興」を推進するため，市町村，学校，文化施設，支援団体等

と連携・協働し，未来を担う子どもたちや地域住民等がより身近に文化芸術に触

れ，参画・成果発表する機会が得られるよう，様々な主体による心の復興に向け

た取組を推進します。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ26～Ｈ32 

02 

緊急 

心のケアセンター事業  

     取組 20  

被災者の震災による心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ），うつ病，アルコール

関連問題，自死等の心の問題に長期的に対応するとともに，被災精神障害者の医

療と地域生活を支援するため，心のケアの拠点となるセンターの運営を支援しま

す。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

③ だれもが住みよい地域社会の構築  
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 

緊急 

地創 

教育相談充実事業［分野 (6)①３から再掲］ 

  取組 16   基本目標３(3)  

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，早期に正常な学習活動に戻れるよ

うにするため，スクールカウンセラーの配置・派遣などを通して，一人一人への

きめ細かい心のケアを行うとともに，学校生活の中で心の安定が図られるよう，

相談・支援体制の一層の整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

04 

緊急 

地創 

高等学校スクールカウンセラー活用事業［分野 (6)①３から再掲］ 

  取組 16   基本目標３(3)  

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，臨床心理に関して高度に専門

的な知識，経験を有するスクールカウンセラーを配置・派遣します。 

また，震災後の心のケア対策として，教員とカウンセラーの研修会や情報交換

会を実施するなど，相談体制の強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

被災地精神保健対策事業 

 関連：取組 22  

被災した精神障害者（未治療者や治療中断している者等）の在宅生活の継続を

図るため，専門職による訪問支援を行います。 

また，被災者の心のケアを行う市町村に助成を行い，訪問・相談活動の強化等

を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ32 

06 自殺対策緊急強化事業 

 取組 20  

震災で様々な問題を抱え，自死に追い込まれる被災者が増加することが懸念さ

れることから，自死を防ぐための人材を養成するとともに，県民への広報啓発や

市町村・民間団体が実施する事業等に助成を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 ひきこもりケア体制整備事業 

 取組 20  

ひきこもり状態にある本人や家族を対象に，個別相談や家族会を開催するとと

もに，支援者への研修，情報の提供等を行います。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ25～Ｈ32 

08 被災地摂食障害治療支援事業 

 関連：取組 20  

東日本大震災の影響等により思春期に多く見られる摂食障害の増加が懸念され

ることから，精神科又は心療内科の外来を有する救急医療体制が整備された総合

病院を摂食障害治療支援センターとして位置づけ，専門的かつ関係機関と連携し

た総合的な支援等を行います。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ27～Ｈ29 

09 被災地アルコール関連問題支援緊急強化事業 

 関連：取組 22  

震災による心の問題，特にアルコール関連問題が顕在化しており，今後も増加

が懸念されることから，保健所で実施しているアルコール関連問題の専門相談等

の取組の充実を図るとともに，地域住民からの相談に対応する保健所職員の資質

向上を図ります。 

        【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ27～Ｈ32 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

10 

緊急 

地創 

子どもの心のケア推進事業［分野 (2)②１から再掲］  

  取組 16   基本目標３(3)  

震災の影響に伴う，心的外傷後ストレス障害（ＰＴＳＤ）等に対応し，児童精

神科医及び心理士等による「子どものこころのケアチーム」が巡回指導等を行い

ます。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ32 

11 

地創 

心のケア研修事業［分野 (6)①３から再掲］ 

 取組 17   基本目標３(3)  

より長期的視点に立った児童生徒の心理的ケアを支える教員の支援技術の向上

及び学校と地域が連携した地域の子育て機能の回復・強化が必要であることから，

教職員を対象として，被災した児童生徒等の心のケアに関する研修会を実施しま

す。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

【事業主体：国，県】 

教職員課 Ｈ26～Ｈ32 

12 子どもの心のケア地域拠点事業［分野 (2)②１から再掲］  

 関連：取組 13  

震災により心に深い傷を負った子どもたちに対する支援を行うため，児童精神

科医など専門職の派遣や研修事業等を行います。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，５９７百万円（うち県事業費：４，５８７百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

２ 社会福祉施設等の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災した特別養護老人ホーム，障害者支援施設等の社会福祉施設やグループホーム・ケアホ

―ム等の復旧を図ります。 

◇ 被災市町村の新たなまちづくりと歩調を合わせながら，必要な施設，事業所等の適正配置を

進め，いつでも必要な支援やサービスが利用でき，だれもが安心して生活できる地域環境づく

りを推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

社会福祉施設等復旧費補助事業 

 関連：取組 21  

要介護高齢者のサービス提供機能の回復と老人福祉施設等の早期復旧を図るた

め，被災施設の復旧費用の一部を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

02 

緊急 

老人福祉施設等災害復旧支援事業 

 関連：取組 21  

被災した老人福祉施設等のうち災害復旧費国庫補助金の支援対象とならない施

設へ復旧費用を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ24 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

03 

緊急 

介護サービス事業所・施設等復旧支援事業 

 関連：取組 21  

被災地で生活する要介護高齢者の介護サービス等を確保するため，震災により

被災した介護サービス事業者に対し，事業再開に要する経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

04 

緊急 

障害福祉サービス事業所等復旧支援費補助事業 

   関連：取組 22  

被災した障害福祉サービス事業所等の早期復旧を図るため,事業展開に要する

経費（備品・設備等）について補助します。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

05 特別養護老人ホーム建設費補助事業 

 取組 21  

入所待機者の解消を図るため，広域型（定員 30人以上）の特別養護老人ホーム

新築等に対して建設費用を補助します。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

06 介護基盤緊急整備特別対策事業 

 関連：取組 21  

被災した地域密着型施設のうち，社会福祉施設等災害復旧費補助金の支援対象

とならない施設への復旧支援を補助します。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ26 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

07 介護基盤復興まちづくり整備事業 

 関連：取組 21  

被災市町からの申請に基づき，東日本大震災復興交付金制度の中で基幹事業と

して位置付けられている介護基盤復興まちづくり整備事業（「定期巡回・随時対応

サービス」や「訪問看護ステーション」の整備等）を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

長寿社会政

策課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 

08 

緊急 

障害福祉施設整備復旧事業 

 関連：取組 22  

福祉施設サービスの回復を図るため，障害者支援施設など社会福祉施設の復旧

費用の一部を補助します。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

09 障害福祉施設整備復旧支援事業 

   関連：取組 22  

福祉施設サービスの回復を図るため，障害者支援施設等の復旧に当たり，国庫

補助の災害復旧事業の自己負担金の一部を補助します。 

              【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

10 被災障害者就労支援事業所等復興支援体制づくり事業 

                              関連：取組 22  

震災によって影響を受けた就労支援事業所に対して，県内に復興拠点を設け，

新たな販路や新規業務の開拓，県内をはじめ，他の地域からの業務マッチングを

継続的に行うことで，就労支援事業所の運営支援と，事業所で働く障害者の就労

意欲と賃金向上を支援します。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

11 被災障害者就労支援事業所全国復興支援マッチング事業                 

                              関連：取組 22  

県内の就労支援事業所の復興を支援するため，被災県以外の地域からの業務受

注及び宮城県からの全国へ向けた情報発信と営業活動等による新たな流通経路の

開拓や販路拡大を行うことで，就労する障害者の就労意欲の向上と工賃の向上を

支援します。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 Ｈ24～Ｈ32 

↓ 

Ｈ24～Ｈ26 

12 介護基盤整備等補助事業 

   関連：取組 21  

地域包括ケアシステムの構築に向けて，都道府県計画に基づき地域密着サービ

ス等，地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進するため，地域密

着型サービス等整備助成及び介護施設等の施設開設準備等助成を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１６，０８４百万円（うち県事業費：１４，００２百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

３ 地域包括ケアシステムの構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災地域の実情に応じ，医療と福祉の連携など，多職種の連携による地域包括ケア体制の構

築を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター等整備事業） 

［分野 (1)①１から再掲］                  関連：取組 24  

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，地域の支え合い活動の立ち上

げ支援や，応急仮設住宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

02 

地創 

地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンター支援事業） 

［分野 (1)①１から再掲］             取組 21   基本目標４(2)  

 被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮城県サポートセンター支援事

務所を設置し，専門職の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が設置運

営するサポートセンターを支援します。 

 また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情報誌の発行・配布などの支援

のほか，市町が行う災害公営住宅入居者を地域で支援する体制づくりを支援しま

す。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

 

Ｈ24～Ｈ28 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

03 被災地域生活支援体制構築事業［分野 (1)①１から再掲］ 

 関連：取組 24  

 災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討する市町に対して，検討費用

等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ26 

04 

地創 

被災地域福祉推進事業［分野 (2)③４から再掲］  

      取組 24   基本目標４(2)  

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の維持向上に向け，必要な支援

体制の構築などを図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ24～Ｈ32 

05 在宅医療連携推進事業 

 取組 21  

地域包括ケアにおける多職種連携のため，関係施設の状況について調査・分析

を行うほか，先進的な取組について支援を行い，体制整備を図っていきます。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ25～Ｈ32 

↓ 

Ｈ25～Ｈ27 

06 在宅医療連携体制支援事業 

 取組 21  

在宅医療を実施する医療機関を確保し，在宅医療サービス提供基盤の充実を図

る一方，介護・福祉サービスとの連携強化の取組を進めます。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ26～Ｈ32 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

07 地域包括ケア推進体制整備事業 

 取組 21  

関係機関・団体による協議会を新設し，本県における地域包括ケアシステム体

制の構築，施策推進を図ります。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ26～Ｈ32 

08 地域包括ケア推進支援事業 

 取組 21  

地域包括ケア体制構築支援のため全県的な普及啓発を行い，地域包括ケアの重

要性についての意識醸成を図ります。地元専門職の研修会等を実施するなど，各

圏域における連携・協力体制の構築・強化を支援します。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

09 生活支援サービス開発支援事業 

 取組 21  

予防給付のうち訪問介護と通所介護の地域支援事業へ移行ついて，県サポート

支援センターで培ったノウハウを活かした市町村支援を行うほか，生活支援コー

ディネーター養成研修の開催等を行います。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

10 患者のための薬局ビジョン推進事業 

 取組 21  

「かかりつけ薬局」として地域包括ケア等に貢献できるよう，健康サポート機

能の強化や在宅対応等における地域の薬局間での連携体制構築の取組など，薬局

のかかりつけ機能強化のためのモデル事業等を実施します。 

【事業主体：県】 

薬務課 Ｈ25～Ｈ32 

11 在宅医療基盤整備事業 

 取組 21  

地域包括ケア体制構築のための多職種連携を推進するための取組や，在宅医療

を担う医療機関等の役割を充実・強化するための各種事業に対して支援します。 

【事業主体：県】 

医療整備課 Ｈ26～Ｈ32 

12 在宅医療・介護サービス充実事業 

 取組 21  

地域包括ケア体制構築のため，関係団体等が実施する事業に対し補助を行い，

宮城県全体での在宅医療・介護サービスの充実を図っていきます。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ26～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１１，２７３百万円（うち県事業費：１１，１５６百万円） 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

４ 災害公営住宅を含む地域の包括的な支え合いの体制の構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 仮設住宅から災害公営住宅への移行にあたり，長期的な視野を持って見守り等の支援体制を

継続し，住民同士による支え合い体制の構築に向け，市町村，社会福祉協議会，ＮＰＯ等と連

携し，高齢者や障害者等が安心して生活できる地域コミュニティの構築等を進めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 地域支え合い体制づくり事業（サポートセンター等整備事業） 

［分野 (1)①１から再掲］                  関連：取組 24  

被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう，地域の支え合い活動の立ち上

げ支援や，応急仮設住宅内等へのサポートセンターの設置・運営等を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

02 

地創 

地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンター支援事業） 

［分野 (1)①１から再掲］             取組 21   基本目標４(2)  

 被災地域で高齢者等が安心して生活できるよう宮城県サポートセンター支援事

務所を設置し，専門職の相談会やアドバイザー派遣などを行い被災市町が設置運

営するサポートセンターを支援します。 

 また，被災者支援従事者の研修会や被災者支援情報誌の発行・配布などの支援

のほか，市町が行う災害公営住宅入居者を地域で支援する体制づくりを支援しま

す。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

 

Ｈ24～Ｈ28 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

03 

 

被災地域生活支援体制構築事業［分野 (1)①１から再掲］ 

 関連：取組 24  

 災害公営住宅における支援体制のあり方等を検討する市町に対して，検討費用

等の支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ26 

04 

地創 

介護人材確保推進事業 

 取組 21   基本目標１(2) ⑥  

県内介護人材確保・定着に向けた介護関係団体協議会における，意見交換の実

施，関係団体間の情報共有及び役割の明確化等を通して，介護人材の確保・定着

を図るための取組を推進します。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ26～Ｈ32 

05 被災障害者相談支援者養成事業 

 関連：取組 22  

被災後の障害児者の相談支援に従事する職員への研修及びアドバイザー派遣に

よる助言等を行います。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

障害者サポートセンター整備事業  

  関連：取組 22   基本目標４(5)  

被災した障害児者とその家族に対して，住まい・交流の場の提供をはじめ，生

活相談，緊急時対応，安否確認等の生活支援を行います。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

07 聴覚障害者情報センター運営事業 

 関連：取組 22  

被災聴覚障害者支援業務を継続し，県内の聴覚障害者を広く支援する「宮城県

聴覚障害者情報センター」（愛称：みみサポみやぎ）を運営します。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 被災地における知的障害児（者）等地域支え合い体制づくり事業 

 関連：取組 22  

被災した知的障害児者とその家族の生活再建のため，支援の核となる人材の育

成等地域で支え合う体制づくりを実施する団体へ補助を行います。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

 

復興支援拠点事業 

 関連：取組 22  

 障害児者に対する福祉サービスが円滑に提供できるよう事業所を支援する体制

整備を進めます。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 

 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

10 発達障害拠点事業 

      取組 22  

 東日本大震災により被災した発達障害児者のニーズを踏まえた支援体制を整備

するため，地域支援拠点を設置し，発達障害児者とその家族，支援者の連携体制

構築に向けた支援を提供します。 

【事業主体：国，県】 

障害福祉課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

11 

地創 

復興活動支援事業［分野 (1)①４から再掲］  

   関連：取組 24   基本目標４(1)  

被災市町で設置する復興支援員の活動が円滑に行われるよう，研修等の開催に

よる人材の育成，被災地間の連携，情報共有などの後方支援体制を整備する。 

【事業主体：国，県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ24～Ｈ32 

12 

地創 

みやぎ地域復興支援事業［分野 (1)①４から再掲］ 

  関連：取組 24   基本目標４(1)  

被災者の生活再建をきめ細かく支援するために必要な各種助成を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ25～Ｈ32 

13 被災地域交流拠点施設整備事業［分野 (1)①４から再掲］ 

 関連：取組 24  

地域コミュニティの再構築，住民主体の地域活動の活性化及び地域防災力の向

上を図るため，震災により甚大な被害を受けた沿岸市町を対象として，集会所等

の住民交流拠点施設の整備及び同施設を活用した住民活動に対して補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ25～Ｈ32 

14 

地創 

地域コミュニティ再生支援事業［分野 (1)①４から再掲］ 

  関連：取組 24   基本目標４(1)  

自治組織等が自発的，主体的に取り組む地域コミュニティ再生活動のための資

金等を補助することにより，被災地域の生活環境づくりを支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

地域復興支

援課 

Ｈ27～Ｈ32 
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第５章（２）保健・医療・福祉 ③ だれもが住みよい地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

15 

地創 

被災地域福祉推進事業 

  取組 24   基本目標４(2)  

被災者の安定的な日常生活の確保や心身の健康の維持向上に向け，必要な支援

体制の構築などを図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

社会福祉課 Ｈ24～Ｈ32 

16 

地創 

多文化共生推進事業［分野 (1)①４から再掲］ 

  取組 26   基本目標４(4)  

国籍や民族等の違いにかかわらず，県民すべての人権が尊重され，だれもが社

会参加できる「多文化共生社会」の形成を目指し，日本人と外国人の間に立ちは

だかる「意識の壁」，「言葉の壁」，「生活の壁」を解消することにより，自立と社

会参加を促進するとともに，災害等の緊急時においても外国人の生活の安全・安

心を図ります。 

【事業主体：国，県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

17 介護人材採用支援事業 

 関連：取組 21  

東日本大震災以降の深刻な介護人材不足に対応するため，沿岸被災市町の介護

施設等を運営する法人が新規職員を採用することを支援し，介護人材不足を解消

することを目的として実施する。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ26～Ｈ32 

18 障害者震災記憶風化防止活動支援事業 

     取組 33  

ホームページやマルシェ等イベントの機会を通じて県内外に情報発信すること

により，震災記憶の風化防止，障害者の生きがいづくり，人と人とのつながりづ

くりを支援します。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ28～Ｈ32 

19 介護保険施設業務改善支援事業 

  関連：取組 21  

気仙沼圏域における介護事業所の業務改善に向けた啓発セミナーの開催や労働

環境の改善に意欲がある事業所を支援します。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ29～Ｈ30 

20 既存資源活用型介護機能構築事業 

 取組 21  

高齢化が進行している災害公営住宅等集合住宅において，既存資源を活用し，

高齢者が住み慣れた場所で安心して暮らすための介護機能構築に向けたニーズ，

手法等を調査研究します。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１３，６２６百万円（うち県事業費：１３，６２６百万円）  
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

（３）経済・商工・観光・雇用 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補

助金の採択企業数（件）［累計］ 

0件 

（H24年度） 

70件 

（H25～27年度） 

105件 

（H25～29年度） 

復興に向けた相談助言や取引拡大・販路開拓等

の支援企業数（件）［累計］ 

0件 

（H22年度） 

1,910 件 

（H23～27年度） 

2,604件 

（H23～29年度） 

 

１ 被災事業者の復旧・事業再開への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 沿岸部を中心として，復旧補助制度の活用による工場・設備等の復旧が完了していない事業

者等の事業再開に向け，関係機関と連携し，インフラ整備等のまちづくりの進捗状況に応じた，

制度の柔軟な運用などきめ細かな支援を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

復興企業相談助言事業 

  関連：取組 1   基本目標１(1) ②  

早期復興を目指す被災中小企業に対して必要な一連の支援を総合的に実施する

ことにより，計画的な復興を支援します。 

【事業主体：県】 

企業復興支

援室  

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

地創 

中小企業経営支援事業  

  関連：取組 1   基本目標１(1) ②  

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対し，事業再建に当たっての資

金繰りや経営上の課題等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

中小企業施設設備復旧支援事業 

  関連：取組 1  

被災した中小製造業者の事業再開・継続のため，工場・倉庫，機械設備に要す

る経費を補助します。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

① ものづくり産業の復興  
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金 

 関連：取組 1  

 県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製造業等の中小企業等，事業協

同組合等の組合，商店街が一体となって進める災害復旧・整備に当たり，その計

画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助します。 

【事業主体：国，県】 

企業復興支

援室 

商工金融課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

小規模企業者等設備導入資金 

 関連：取組 11  

震災により甚大な被害を受けた小規模企業者等の早期事業再開を支援するた

め，（公財）みやぎ産業振興機構を通じて新たな設備導入に対して無利子貸付等を

行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ26 

06 

緊急 

地創 

企業立地資金貸付事業 

  関連：取組 1   基本目標２(2)  

 企業（原則として中小企業）が県内に工場等を新設・移転等する場合に，金融

機関を通じて，工場建屋の建設費用及び機械・設備の取得費用を低利で貸し付け

ます。 

【事業主体：県】 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

地創 

工業立地促進資金貸付事業 

  関連：取組 1   基本目標２(2)  

企業が県内に工場等を新設・移転等する場合に，金融機関を通じて，工場等用

地の取得費用を低利で貸し付けます。 

【事業主体：県】 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１６０，６２１百万円（うち県事業費：１１９，８４８百万円）  
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

２ 経営安定等に向けた融資制度の充実 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災により生産活動に支障を来している中小企業者の経営を安定させるため，信用保証料を

引き下げて事業資金の融資を促進し，円滑な資金調達の実現を図るとともに，事業復旧・復興

のための借入資金の利子補給を行うほか，国や関係機関との連携による支援策の周知強化や活

用促進など，二重債務問題への対応等により，被災中小企業の事業再生を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

中小企業経営安定資金等貸付金  

  関連：取組 11   基本目標１(1) ②  

震災により直接・間接の被害を受け，事業活動に支障を来している中小企業者

に対して金融支援を行い，経営の安定化や復旧・復興を支援します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付事業  

 関連：取組 11  

事業計画の認定を受けた中小企業等グループの企業や，中小企業基盤整備機構

が整備する仮設工場・店舗への入居企業等に対し，復旧に必要な設備等の導入資

金について貸付を行います。 

【事業主体：県】 

企業復興支

援室 

Ｈ23～Ｈ29 

03 

緊急 

中小企業高度化事業 

 取組 11  

震災により甚大な被害を受けた中小企業協同組合や商店街振興組合等を支援す

るため，これらの組合等が被災した共同施設を復旧又は新たに整備する場合に長

期無利子の貸付を行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

緊急 

小規模企業者等設備導入資金［分野 (3)①１から再掲］  

 関連：取組 11  

震災により甚大な被害を受けた小規模企業者等の早期事業再開を支援するた

め，（公財）みやぎ産業振興機構を通じて新たな設備導入に対して無利子貸付等を

行います。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ26 

05 

緊急 

被災中小企業者対策資金利子補給事業  

 関連：取組 11  

被災中小企業者の金利負担を軽減するため，県中小企業経営安定資金・災害復

旧対策資金（東日本大震災災害対策枠）及びみやぎ中小企業復興特別資金を借り

入れた中小企業者のうち一定の要件を満たした者に対し利子補給を行います。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 



 

239 

 

第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

緊急 

地創 

中小企業等二重債務問題対策事業 

  関連：取組 11   基本目標１(1) ②  

中小企業者等の二重債務問題に対応するため，既往債務の買い取りを行う「宮

城産業復興機構」に出資し，中小企業者等の円滑な再生を図ります。 

【事業主体：国，県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

地創 

宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業 

 取組 11   基本目標１(1) ②  

県融資制度を利用した中小企業者（自動車産業等に関連する事業を行う中小企

業者や震災により被災した中小企業者など）の保証料負担を軽減するため，県の

制度として協会基本料率から引き下げた保証料率を設定するとともに，協会に対

して引き下げ分の一部を補助します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１７５，３８９百万円（うち県事業費：１５６，６７６百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

３ 企業の競争力向上に向けた技術開発，人材育成等への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県内企業等が直面する生産能力や研究開発力等の技術的課題等に対応するため，宮城県産業

技術総合センターの技術力の活用や産学官連携により企業のニーズに即した支援を行います。 

◇ 特に自動車関連産業や高度電子機械産業等では，地元企業に対し，産業の特性に応じた現場

力・技術力支援などの様々な支援を強化するとともに，産学官連携によるものづくり人材の育

成・確保を図ります。 

◇ 震災時におけるＢＣＰの効果等を検証しながら，県内中小企業等の災害時の事業継続力の強

化に向けた取組を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

復興企業相談助言事業［分野 (3)①１から再掲］ 

  関連：取組 1   基本目標１(1) ②  

早期復興を目指す被災中小企業に対して必要な一連の支援を総合的に実施する

ことにより，計画的な復興を支援します。 

【事業主体：県】 

企業復興支

援室  

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

新規参入・新産業創出等支援事業［分野 (3)①４から再掲］ 

  取組 2   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業や自動車産業分野等での新事業，新産業創出などを促進する

ため，産学官連携による技術高度化などを図るための技術・商品開発費用の一部

を支援するとともに，川下企業等への参入を目指して，試作開発等に取り組む県

内企業に対し，その費用の一部を助成し，新規参入の推進を図ります。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業                     

 取組 1   基本目標１(1) ④  

被災企業等が直面する技術的課題や新規参入及び取引拡大等に対応するため，

大学教員等を派遣するなど，技術的支援を行うほか，産学共同による研究会活動

を通じて，地域企業の技術力・提案力の向上を図ります。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

産業技術総合センター技術支援事業 

  関連：取組 2   基本目標１(1) ④  

被災企業等が抱える技術的課題の解決を図るため，産業技術総合センターの資

源を活用して施設・機器開放を行うほか，試験分析や技術改善支援等を実施しま

す。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 

地創 

中小企業ＢＣ（事業継続）力向上支援事業 

 取組 33   基本目標４(4)  

県内中小企業のＢＣ（事業継続）力を高めるため，専門家の協力を得ながら，

事業継続の取組促進に資する調査検証，普及啓発を行うとともに，支援担当者の

能力向上等を図ります。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

緊急 

工業製品放射線関連風評被害対策事業  

  関連：取組 1  

震災に係る東京電力福島第一原子力発電所事故の影響に対する不安を原因とし

て，県内企業が自社製品に対する残留放射能測定を求められる事例が増大してい

ることから，技術支援の一環として，県内で生産される工業製品の残留放射能を

測定し，その結果を報告書として提供します。 

【事業主体：国，県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ29

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

産業人材育成プラットフォーム推進事業 

 取組 10   基本目標１(2) ①  

地域産業復興の重要な要素である産業人材を育成するため，産学官の連携によ

って，ライフステージに応じた多様な人材育成を推進するとともに，地域の教育

現場と地域産業界が一体となった産業人材育成体制を確立し，地域企業の生産性

向上に寄与できる人材の育成を図ります。 

【事業主体：県】 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

ものづくり人材育成確保対策事業 

 取組 10   基本目標１(2) ①  

地元企業や立地企業が必要とするものづくり人材を確保するため，企業の認知

度向上や製造業を志す高校生の拡大及び技術力向上を図り，学生等の県内企業へ

の就職を促進するとともに,企業の採用力を強化し,企業の人材確保を支援しま

す。 

【事業主体：県】 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

 

水産加工業ビジネス復興支援事業［分野 (4)③３から再掲］ 

 取組 3  

震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上げの回復が遅れており，人手不

足もあいまって非常に厳しい状況に置かれています。現状を打開し，高い競争力

を発揮するとともに，地域経済の再生を果たすため，課題解決を事業者とともに

目指す伴走型支援組織を設置します。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ28～Ｈ32 

10 

地創 

地域ＩＣＴ利活用コーディネート事業 

 取組 4   基本目標１(3) ①  

 地域社会の様々な分野や場面における効果的なＩＣＴ普及・活用のためのコー

ディネート業務を行い，社会的効用が大きいと期待される事案の社会実装を進め

るための事業化マッチングを行います。 

【事業主体：県】 

情報政策課 Ｈ28～Ｈ30 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９２３百万円（うち県事業費：７９２百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

４ 更なる販路開拓・取引拡大等に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 事業再開を果たしたものの，震災により受注先の確保が困難となっている県内中小企業の販

路開拓と取引拡大を図るため，国内外での商談会の開催等によるマッチング支援や企業ニーズ

に応じて技術力の向上に向けた支援を行います。 

◇ 海外ビジネス展開への支援として，震災により喪失した販路の回復を積極的に支援するため，

実践的なセミナーの開催や相談事業等，県内企業のグロ―バルビジネスを総合的に支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

中小企業経営支援事業［分野 (3)①１から再掲］ 

  関連：取組 1   基本目標１(1) ②  

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対し，事業再建に当たっての資

金繰りや経営上の課題等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

自動車関連産業特別支援事業 

 取組 1   基本目標１(1) ④  

トヨタ自動車東日本（株）の発足や，大手部品メーカーの県内進出など，本県

の自動車関連産業を取り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入と取引

拡大を促進することにより自動車関連産業の一層の振興を図るため，取引機会の

創出や人材育成，技術支援など総合的な支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

自動車産業

振興室 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

高度電子機械産業集積促進事業 

  取組 2   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，県内企業及び関係機関で構

成する「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機械産

業の技術に関するセミナーや大型展示会への出展支援等を行います。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

ものづくり企業販路開拓・取引拡大支援事業 

  関連：取組 1   基本目標１(1) ④  

震災により受注先の確保が困難となった中小企業の販路開拓と取引拡大を図る

ため，東京等で商談会を開催するなど，商品の受注確保と販路開拓の支援を行い

ます。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ29 

05 仙台港国際ビジネスサポートセンター災害復旧・改修事業 

  関連：取組 1  

 東北唯一の国際拠点港湾である仙台港の港湾業務機能支援と交流機能集積を目

的に設置された「仙台港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）」が震災によ

り甚大な被害を受けたため，修繕を行います。 

【事業主体：国，県】 

海外ビジネ

ス支援室 

公営事業課 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ26 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

新規参入・新産業創出等支援事業 

 取組 2   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業や自動車産業分野等での新事業，新産業創出などを促進する

ため，産学官連携による技術高度化などを図るための技術・商品開発費用の一部

を支援するとともに，川下企業等への参入を目指して，試作開発等に取り組む県

内企業に対し，その費用の一部を助成し，新規参入の推進を図ります。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

被災中小企業海外ビジネス支援事業 

  関連：取組 8   基本目標１(1) ⑥  

震災により従来の取引が中断しこれを再開する必要がある企業及び国内外での

従来の販路・棚の喪失を受けて,海外において新規に販路を開拓しようとする企業

に対し，そのビジネス展開の深度に応じた支援を行います。 

【事業主体：県】 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ29 

08 みやぎグローバルビジネス総合支援事業 

 取組 8  

海外ビジネスに積極的に挑戦しようとする県内企業に対し，ビジネスの深度及

び段階に応じて，専門のアドバイザーによる相談事業，海外に拠点を持つアドバ

イザーによる販路開拓支援サービス，実践的なセミナー等の必要な支援を行いま

す。 

【事業主体：県】 

海外ビジネ

ス支援室 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

地創 

起業家等育成支援事業 

 取組 1   基本目標１(1) ①  

震災復興に向けた新たな産業の創出のため，東北大学等との連携により新たな

事業活動を行う事業者のうち，経営基盤が脆弱な事業者に対し，東北大学に併設

されているビジネスインキュベータ「T-Biz」への入居賃料を補助します。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

10 

地創 

スタートアップ加速化支援事業 

                    取組 11   基本目標１(1) ①  

県内で創業する者に対して，スタートアップ資金を助成します。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

11 

地創 

地域起業・新事業創出活動拠点運営事業 

 取組 11   基本目標１(1) ①  

 被災した沿岸地域など人口減少が進んでいる地域において，人口の回復・定着

に向けた新たな雇用の創出を図るため，起業・新事業創出の活動拠点を設置し，

地域内外との人的ネットワーク構築の促進することにより新たなビジネスの創出

を支援します。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ26～Ｈ29 

12 

 

ミラノ国際博覧会出展事業 

 取組 8  

 国際博覧会条約に基づく５年に１回の大規模博覧会として開催される「ミラノ

国際博覧会」日本館のイベント広場で，岩手県・石巻市・東北経済連合会と合同

で食・食文化等のＰＲを実施することで，県産品の安全性を世界へ発信し，風評

払拭や輸出機会の拡大につなげるとともに，「東北ブランド」の知名度向上を図り

ます。 

【事業主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ27 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

13 

地創 

みやぎの中小企業マーケティング活動支援事業 

 取組 1   基本目標１(1) ⑤  

 県内の中小企業には，開発した優良製品の販売先を開拓できなかったり，販売

製品の市場性が低かったりする場合が見受けられることから，売れる製品を適切

な市場に投入するため，市場調査を経た製品開発から販路開拓までの一貫支援を

実施します。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ27～Ｈ31 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

14 

地創 

姉妹友好関係等を活用した海外販路開拓事業 

 取組 8   基本目標１(1) ⑥  

 中長期的な視点から，県内企業の販路開拓があまり取り組まれていなく，今後

も人口増加が見込まれる北米市場や，米国内の他の地域においてもこれまでの姉

妹交流（米国デラウェア州）の成果等を活用し，販路拡大を目指します。 

【事業主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ27～Ｈ31 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，９８７百万円（うち県事業費：１，７５３百万円） 
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５ 更なる企業誘致の展開と新たな産業集積の促進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 更なる産業の集積を図るため，産業基盤を強化するほか，自動車関連産業や高度電子機械産

業など県内に工場等を新増設する企業に対して企業立地奨励金や復興特区を活用した企業誘

致活動を強化します。 

◇ 特に沿岸部を中心として，廃業により事業者数が大きく減少している状況を踏まえ，沿岸部

の地域経済の再生と安定的な雇用の確保に向けて，津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立

地補助金を最大限に活用しながら，積極的な誘致を展開するとともに，被災地における創業を

支援します。 

◇ 事業用地が不足している状況を踏まえ，新たな企業立地の要望に対応できるよう，県におい

ても工業団地の分譲を進めていくほか，市町村と連携した工業団地造成の推進や空き工場等の

情報提供など，事業用地の確保に努めていきます。 

◇ 本県の経済・産業の発展に資する新たな産業分野（クリーンエネルギー，医療等）の産業集

積に向けた企業誘致活動等を展開するほか，最先端の研究シーズを有する東北大学等と連携し

ながら外資系研究開発型企業等の誘致を図るとともに，雇用の創出につながる製造業等の外資

系企業の進出を促進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

みやぎ企業立地奨励金事業 

 取組 1   基本目標２(2)  

 設備投資に係る初期費用の負担を軽減することにより，企業立地を促進し，地

域産業の活性化及び雇用機会の拡大を図るため，県内に工場等を新設・増設した

企業に対して奨励金を交付します。 

【事業主体：県】 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

外資系企業県内投資促進事業 

 取組 8   基本目標１(1) ⑥  

県内企業のグローバル化による産業の活性化を図るため，本県の投資環境を国

内外に発信するとともに，これまで構築したネットワーク等を活用し，本県への

投資を促進します。 

【事業主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

地創 

企業立地資金貸付事業［分野 (3)①１から再掲］  

  関連：取組 1   基本目標２(2)  

企業（原則として中小企業）が県内に工場等を新設・移転等する場合に，金融

機関を通じて，工場建屋の建設費用及び機械・設備の取得費用を低利で貸し付け

ます。 

【事業主体：県】 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 



 

246 

 

第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ① ものづくり産業の復興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 

緊急 

地創 

工業立地促進資金貸付事業［分野 (3)①１から再掲］ 

  関連：取組 1   基本目標２(2)  

企業が県内に工場等を新設・移転等する場合に，金融機関を通じて，工場等用

地の取得費用を低利で貸し付けます。 

【事業主体：県】 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

自動車関連産業特別支援事業［分野 (3)①４から再掲］ 

  取組 1   基本目標１(1) ④  

トヨタ自動車東日本（株）の発足や，大手部品メーカーの県内進出など，本県

の自動車関連産業を取り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入と取引

拡大を促進することにより自動車関連産業の一層の振興を図るため，取引機会の

創出や人材育成，技術支援など総合的な支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

自動車産業

振興室 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

高度電子機械産業集積促進事業［分野 (3)①４から再掲］ 

  取組 2   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，県内企業及び関係機関で構

成する「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機械産

業の技術に関するセミナーや大型展示会への出展支援等を行います。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

水素エネルギー利活用推進事業［分野 (1)③１から再掲］ 

  取組 27   基本目標４(3)  

 環境負荷の低減，災害対応能力の強化，産業振興などで，大きな効果が期待さ

れる水素エネルギーの利活用推進に向け，東北で初めてとなる商用水素ステーシ

ョンの整備への助成や燃料電池自動車の普及促進を中心とした取組を積極的に進

め，「東北における水素社会先駆けの地」を目指します。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

↓ 

Ｈ27～Ｈ28 

08 

地創 

燃料電池自動車導入推進事業［分野 (1)③１から再掲］ 

  取組 27   基本目標４(3)  

 燃料電池自動車（ＦＣＶ）の導入支援を行うとともに，ＦＣＶカーレンタル導

入実証によるＦＣＶの県民利用機会の拡大やＦＣバスの試験運行などによる水素

エネルギーの認知度向上と有用性に関する普及啓発を図ります。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

09 

地創 

水素ステーション導入促進事業［分野 (1)③１から再掲］ 

  取組 27   基本目標４(3)  

 再生可能エネルギーを活用した水素ステーションの運用を行います。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

10 

地創 

水素エネルギー利活用普及促進事業［分野 (1)③１から再掲］ 

 取組 27   基本目標４(3)  

日常生活では馴染みの少ない水素エネルギーの普及に向けて県民向けのイベン

ト等を開催します。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ27～Ｈ32 

11 

地創 

水素エネルギー産業創出事業［分野 (1)③１から再掲］ 

  取組 27   基本目標４(3)  

 水素エネルギーに関する将来の産業創出に向けて，県内事業者を対象に大学等

学術機関と連携した燃料電池・水素関連技術に関するセミナー等を開催します。 

【事業主体：県】 

再生可能エ

ネルギー室 

Ｈ29～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

12 革新的医療機器創出促進事業 

 関連：取組 2  

革新的医療機器等の創出を通じ，産業集積，新産業創出による被災地の復興を

図るため，医療機器開発の支援を行います。 

【事業主体：県】 

医療整備課 Ｈ24～Ｈ27 

13 医療機器製造販売業等促進計画事業 

 関連：取組 2  

医療機器産業への新規参入を促進するため，医療機器製造販売業者の責任技術

者の資格要件のうち，実務経験を緩和するため，特別講習を開催します。 

【事業主体：県】 

薬務課 Ｈ24～Ｈ28 

↓ 

Ｈ24～Ｈ26 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１１，９０１百万円（うち県事業費：１１，８５５百万円） 
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

仮設店舗から本設店舗への事業者移行率（％） 
0％ 

（H24年度） 

22.2％ 

（H27年度） 

80％ 

（H29年度） 

観光客入込数（万人） 
6,129万人 

（H22年） 

6,066万人 

（H27年） 

6,700万人 

（H29年） 

 

○ 商業 

１ 沿岸部のまちづくりの状況に応じた商業機能の再生 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災地の新たなまちづくりとコミュニティの再生に資するため，沿岸部の復興まちづくりの

進捗に合わせ，より面的な商業機能の再生に向けた支援を行います。 

◇ 沿岸部に新しく形成される商店街が，人口流出の阻止・住民の定着や雇用の確保につながる

よう，関係機関と連携しながら，ソフト・ハードの両面から新商店街の持続的発展に向けた支

援を行います。 

◇ 被災した商業者が，震災前の売上等を回復し，順調に事業拡大が図られるよう継続的に相談

事業等を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

中小企業経営支援事業［分野 (3)①１から再掲］ 

  関連：取組 1   基本目標１(1) ②  

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対し，事業再建に当たっての資

金繰りや経営上の課題等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金［分野 (3)①１から再掲］ 

  関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製造業等の中小企業等，事業協

同組合等の組合，商店街が一体となって進める災害復旧・整備に当たり，その計

画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助します。 

【事業主体：国，県】 

企業復興支

援室 

商工金融課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

② 商業・観光の再生  
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 商店街再生加速化支援事業［分野 (3)②４から再掲］ 

 取組 4  

少子高齢化や震災による環境の変化に直面している地域商店街が，社会問題に

対応できる商店街として発展するための支援を行います。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 

04 

 

商業機能回復支援事業 

 関連：取組 4  

 被災地域における商業機能の回復を図るため，店舗等の施設及び設備を復旧す

る被災事業者に対して，費用の一部を助成します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ26～Ｈ30 

↓ 

Ｈ26～Ｈ29 

05 

緊急 

がんばる商店街復興支援事業 

 関連：取組 4  

震災により甚大な被害を受けた沿岸市町の商店街の復興を図るため，商店街の

復興に必要な業務に従事する「商店街復興サポーター」を配置します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

06 商談会開催支援事業 

 取組 4  

震災により販路を喪失した商工業者の販路回復・拡大のため，中小企業支援団

体が開催する商談会等に係る経費を補助します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１６０，６２４百万円（うち県事業費：１１９，５５３百万円）  
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第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

２ 経営安定等に向けた融資制度の充実 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災により事業活動に支障を来している商業者の経営を安定させるため，信用保証料を引き

下げて事業資金の融資を促進し，円滑な資金調達の実現を図るとともに，事業復旧・復興のた

めの借入資金の利子補給を行うほか，国や関係機関との連携による支援策の周知強化や活用促

進など，二重債務問題への対応等により，被災中小企業の事業再生を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

中小企業経営支援事業［分野 (3)①１から再掲］ 

  関連：取組 1   基本目標１(1) ②  

震災により甚大な被害を受けた県内中小企業に対し，事業再建に当たっての資

金繰りや経営上の課題等を解決するため，助言等を行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

地創 

中小企業経営安定資金等貸付金［分野 (3)①２から再掲］ 

  関連：取組 11   基本目標１(1) ②  

震災により直接・間接の被害を受け，事業活動に支障を来している中小企業者

に対して金融支援を行い，経営の安定化や復旧・復興を支援します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

中小企業等グループ設備等復旧整備資金貸付事業［分野 (3)①２から再掲］ 

 関連：取組 11  

事業計画の認定を受けた中小企業等グループの企業や，中小企業基盤整備機構

が整備する仮設工場・店舗への入居企業等に対し，復旧に必要な設備等の導入資

金について貸付を行います。 

【事業主体：県】 

企業復興支

援室 

Ｈ23～Ｈ29 

04 

緊急 

中小企業高度化事業［分野 (3)①２から再掲］ 

 取組 11  

震災により甚大な被害を受けた中小企業協同組合や商店街振興組合等を支援す

るため，これらの組合等が被災した共同施設を復旧又は新たに整備する場合に長

期無利子の貸付を行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

小規模企業者等設備導入資金［分野 (3)①１から再掲］ 

 関連：取組 11  

震災により甚大な被害を受けた小規模企業者等の早期事業再開を支援するた

め，（公財）みやぎ産業振興機構を通じて新たな設備導入に対して無利子貸付等を

行います。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ26 



 

251 

 

第５章（３）経済・商工・観光・雇用 ② 商業・観光の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

緊急 

被災中小企業者対策資金利子補給事業［分野 (3)①２から再掲］ 

 関連：取組 11  

被災中小企業者の金利負担を軽減するため，県中小企業経営安定資金・災害復

旧対策資金（東日本大震災災害対策枠）及びみやぎ中小企業復興特別資金を借り

入れた中小企業者のうち一定の要件を満たした者に対し利子補給を行います。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

地創 

中小企業等二重債務問題対策事業［分野 (3)①２から再掲］ 

  関連：取組 11   基本目標１(1) ②  

中小企業者等の二重債務問題に対応するため，既往債務の買い取りを行う「宮

城産業復興機構」に出資し，中小企業者等の円滑な再生を図ります。 

【事業主体：国，県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ32 

08 

緊急 

地創 

宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業［分野 (3)①２から再掲］ 

 取組 11   基本目標１(1) ②  

県融資制度を利用した中小企業者（自動車産業等に関連する事業を行う中小企

業者や震災により被災した中小企業者など）の保証料負担を軽減するため，県の

制度として協会基本料率から引き下げた保証料率を設定するとともに，協会に対

して引き下げ分の一部を補助します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１７５，３９３百万円（うち県事業費：１５６，６８０百万円）  
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３ 商工会，商工会議所等の機能強化に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災した商業者の事業継続と経営の安定，沿岸部の復興まちづくりの進捗に応じた新たな商

店街の形成を促進するため，地域の商業者に対する商工会，商工会議所の相談・指導，販路開

拓等の業務に対する支援を引き続き行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

被災商工会等施設等復旧支援事業 

 関連：取組 4  

震災により甚大な被害を受けた商工会や商工会議所について，被災中小企業組

合等共同施設等復旧支援事業（国補助）の対象となる商工会館等の建設・修繕に

要する経費や，従来，同事業の対象とならなかった商工会館等の附帯施設の建設・

修繕に要する経費等について補助します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 小規模事業経営支援事業費補助金 

  関連：取組 4  

小規模事業者等の振興と安定に寄与することを目的として，商工会等が行う小

規模事業者等の経営又は技術の改善発達のための事業に要する経費を補助しま

す。 

また，宮城県商工会連合会が行う商工会の運営に関する指導事業に要する経費

を補助します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：８，５４５百万円（うち県事業費：７，６８３百万円） 
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４ 先進的な商業の確立に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 地域コミュニティの核となる商店街が復興を果たし，更なる発展を遂げ，少子高齢化などの

時代の動きに対応した先進的な商業を確立するため，新しいまちづくりと調和した新たな商業

ビジョン作成や経営革新の支援などを行うほか，事業継続力の向上に向けた取組を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 商店街再生加速化支援事業 

 取組 4  

少子高齢化や震災による環境の変化に直面している地域商店街が，社会問題に

対応できる商店街として発展するための支援を行います。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 

02 中小企業経営革新・創業支援セミナー等開催事業 

  関連：取組 4  

震災により甚大な被害を受けた沿岸部等の地域の商工業の早期復興を図るた

め，経営革新，創業等をテーマとしたセミナーの開催を委託します。 

【事業主体：県】 

商工金融課 Ｈ23～Ｈ26 

03 

地創 

中小企業ＢＣ（事業継続）力向上支援事業［分野 (3)①３から再掲］  

  取組 33   基本目標４(4)  

県内中小企業のＢＣ（事業継続）力を高めるため，専門家の協力を得ながら，

事業継続の取組促進に資する調査検証，普及啓発を行うとともに，支援担当者の

能力向上等を図ります。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２７７百万円（うち県事業費：１３９百万円） 
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５ ＩＴ企業等の支援・活用 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 地域産業の効率化，高付加価値化を図るため，県内ＩＴ関連企業を活用したＩＴ技術導入の

支援を行うとともに，県内ＩＴ企業等の売上高の回復を図るため，首都圏等からの市場獲得等

に向けた支援を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進事業 

 取組 4   基本目標１(1) ⑤  

情報関連産業において，特定分野等へ県内ＩＣＴ企業の技術者を派遣し，ＯＪ

Ｔ・共同研究による知識・技術の習得を図るとともに，震災による発注減等の影

響により売上高が減少している県内中小ＩＣＴ企業などの域外からの市場獲得を

後押しするため，首都圏等で開催される展示会への地域ＩＣＴ関連企業などの出

展を支援します。 

【事業主体：県】 

情報産業振

興室 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２５百万円（うち県事業費：２５百万円） 
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○ 観光 

６ 沿岸被災地の観光回復 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 沿岸部の観光回復を促進するため，震災と東京電力福島第一原子力発電所事故の風評の払拭

に努めるとともに，沿岸市町の復興まちづくりと連動して観光資源の再生・創出を図ります。 

◇ 他圏域に比べ遅れている沿岸部の観光客の回復に向けて，沿岸部の食・自然・産業を生かし

た体験型観光や，大災害の被災地の状況を見て，学んで，支援する「本県でしか体験できない

防災・減災を目的とした旅行」等の復興ツーリズムを推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 観光施設再生・立地支援事業 

 関連：取組 5  

被災した施設及び設備の復旧に要する経費及び施設を新規立地する経費等につ

いて助成します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

02 自然公園施設災害復旧事業 

                              関連：取組 5  

東日本大震災により被害を受けた県内の観光施設の復旧と施設整備を推進しま

す。 
【事業主体：国，県】 

観光課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

03 

 

松島公園津波防災緑地整備事業 

 関連：取組 5  

防災対策を目的に県立都市公園松島公園を津波防災緑地として整備します。 

【事業主体：国，県】 

観光課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ29 

04 気仙沼大島地域観光再生支援事業 

 関連：取組 5  

東日本大震災で大きな被害を受けた気仙沼市の大島地域の復興支援として，観

光資源の調査・整備を行い，教育旅行・体験学習等の受入態勢強化を支援すると

ともに，平成 30年度の大島架橋開通を見据え，観光資源，地場産品の高付加価値

化に取り組む団体を支援します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

05 

地創 

沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業 

     取組 5   基本目標１(1) ⑨  

沿岸部で宿泊施設や観光集客施設の立地等により地域の交流人口拡大に貢献す

るモデル事業者を支援します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

沿岸部観光復興情報等発信事業 

                    関連：取組 5   基本目標１(1) ⑨  

沿岸部の観光情報等を首都圏のマスメディア等を活用して発信します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

07 唐桑半島ビジターセンター改修事業  

   関連：取組 5  

唐桑半島ビジターセンターの衛生設備等の改修を行い，利用者の利便性の向上

を図ります。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ29 

08 

地創 

空港機能を活用した国外プロモーション活動等事業 

                    関連：取組 5   基本目標１(1) ⑨  

空港機能を活用し，広域観光連携による新たな地域観光ルートを紹介するほか，

アニメコンテンツ等を活用して外国人観光客を誘致する等，仙台空港の利用を促

進することで，地域経済の活性化に結びつけます。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

09 

地創 

アニメコンテンツを活用した台湾観光客誘致拡大事業 

  関連：取組 12   基本目標１(1) ⑨  

 アジアで人気の高い日本のアニメコンテンツを活用し，宮城の観光・特産品等

を盛り込んだ短編アニメを制作・発信することにより，台湾の方に「宮城での旅

行目的創生」を図ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ27 

10 松島水族館跡地利活用事業 

  関連：取組 5  

松島水族館の閉館に伴い，観光客の減少が危惧されるため，松島湾エリアの集

客力回復に向けて，民間のノウハウを活かした松島水族館跡地利活用策を検討し

ます。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28 

11 松島水族館跡地利用施設整備事業 

 関連：取組 5  

松島水族館跡地を利活用する民間事業者等を対象に公募を行い，選定された事

業者が施設を建設する際の経費の一部を支援します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３，５５０百万円（うち県事業費：３，５５０百万円）  
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７ 外国人観光客の回復 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災により減少した外国人観光客の回復に向けて，海外での風評を払拭するための正確な観

光情報の継続的な提供や外国人が過ごしやすい環境整備の推進などにより，従来の東アジアの

重点市場（中国，韓国，台湾，香港）に加え，増加が期待できる東南アジア諸国（タイ，シン

ガポール，マレーシア等）もターゲットとした誘客を展開します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

外国人観光客災害復興緊急誘致促進事業［分野 (3)②９から再掲］  

 取組 5    基本目標１(1) ⑨  

震災の発生以降，大幅に減少している外国人観光客の積極的な誘致を図るため，

観光地の復興等について正確な情報を提供するとともに，海外において誘客プロ

モーションを行います 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ25～Ｈ32 

02 

地創 

インバウンド誘客拡大受入環境整備事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

東京オリンピックの県内開催等を踏まえ，外国人が安心して旅行しやすい環境

の整備を行うための事業を展開します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

03 圏域別連携による外国人観光客誘致促進事業 

 関連：取組 5  

圏域ごとに市町連携によるインバウンド誘客のための情報発信や受入体制整備

等に係る事業を実施します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 

04 香港等からの観光客誘客促進事業 

         関連：取組 5  

外国人宿泊者数の回復が遅れている香港を主な対象として情報発信を強化し，

本県の認知度向上を図り，観光客の回復を図ります。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 

05 東北各県等の連携による外国人観光客誘致促進事業 

   取組 5  

東北の地域が一体となった外国人旅行客の誘致を推進するため，東北観光推進

機構及び東北各県との連携によるプロモーション活動や情報発信を行うととも

に，東北の豊富な観光資源を活かして広域周遊観光を推進します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

インバウンド誘致促進事業 

                       取組 5   基本目標１(1) ⑨  

「仙台・宮城インバウンド推進協議会」において，東北観光復興対策交付金を

活用した効果的なインバウンド事業の検討を重ねて，プロポーザル方式による事

業提案を実施します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 

07 三陸地域広域連携インバウンド対応事業 

 取組 5  

 三陸地域の自治体が連携し，当該エリアの多言語観光案内板を設置し，外国人

観光客が安心して旅行できる環境を整備します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29 

08 仙台・松島復興観光拠点都市圏事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

 仙台市，仙台空港周辺及び松島湾エリアを対象に「仙台・松島復興観光拠点都

市圏」を形成するため，観光資源の磨き上げや受入体制整備といった受入環境の

整備について重点的に取り組みます。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29～Ｈ30 

09 首都圏在住留学生モニターツアー 

 関連：取組 5  

 首都圏在住の留学生に東北を体感してもらい，留学生のネットワークや情報発

信力を活用したＰＲを行い，外国人旅行客の誘致を促進する。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29～Ｈ30

↓ 

Ｈ28 

10 留学生協働事業 

      取組 5  

留学生の外国人としての視点を活用し，外国人を対象にした商品やサービスの

開発･改良のほか，販路開拓･拡大を目指します。また，本県の観光地などモニタ

ーツアーを開催し，外国人目線での魅力や外国人受入れ態勢の評価などをＳＮＳ

等を通じて母国をはじめとする海外に広く発信してもらいます。 

【事業主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ28～Ｈ32 

11 

 

仙台空港を拠点としたインバウンド促進事業 

 取組 5  

 東北のグローバル・ゲートウェイである仙台空港を拠点に，海外からの誘客促

進を図るため，国際線の需要喚起や外国人観光客の受入環境の整備等に取り組み 

ます。 

【事業主体：県】   

空港臨空地

域課 

Ｈ29 

12 

地創 

留学生等を活用した外国人観光客誘致促進事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

外国人観光客の誘致促進を目的として，県内留学生及び駐日大使館職員を対象

としたモニターツアーを実施します。 

【事業主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ27 

13 台湾向け本県ＰＲ番組放送事業 

 取組 5  

 台湾で人気の高いテレビドラマロケ地の誘致や本県の魅力を伝える台湾向けテ

レビ番組の制作等を行い，テレビ視聴者へ効果的に本県の魅力をＰＲしすること

により，台湾からの観光客の増加を目指します。 

【事業主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ28 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

14 無料公衆無線 LAN整備事業 

 取組 5  

 ICT を利活用しながら国内外からの集客力を強化するための基本的インフラと

して，県有施設への無料 Wi-Fi（みやぎ FreeWi-Fi）の整備を進めるとともに，情

報コンテンツの提供により一層の利便性向上と情報発信力の強化に取り組むも

の。 

【事業主体：県】 

情報政策課 Ｈ28～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，１５２百万円（うち県事業費：１，１５２百万円） 
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８ 東北が一体となった広域観光の充実 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 東北地方全体の観光の底上げを図るため，ＬＣＣ就航や今後予定されている仙台空港の民営

化等を契機として，東北各県及び関係団体等と連携した東北全体の観光資源の魅力のＰＲなど

により，アクセスの良い本県を玄関口とした東北域内の広域観光の充実を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

仙台・宮城観光キャンペーン推進事業［分野 (3)②９から再掲］ 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

県内外の一般消費者及び旅行エージェントや報道関係者などに対し，本県の観

光の情報や復興の状況を正確に伝えることにより観光客の誘致を図るため，関係

自治体等と協力して観光キャンペーンなどを実施します。 

【事業主体：県，市町村】 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

仙台空港活用誘客特別対策事業［分野 (3)②９から再掲］ 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港就航地において，航空会社とも連携した観光ＰＲ活動を実施し，誘客

を促進します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ28 

03 

地創 

仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業［分野 (3)②９から再掲］ 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港の旅客数及び貨物取扱量の更なる増加に向けて，仙台空港に就航して

いる LCC と連携したプロモーションの実施や，貨物取扱事業者等を対象としたセ

ミナーの開催などにより，航空旅客・貨物需要の創出を図ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ25～Ｈ32 

04 

地創 

航空会社と連携した観光キャンペーン事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

航空機を利用した誘客強化を図るため，航空会社と連携した航空版の観光キャ

ンペーンを展開します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５７３百万円（うち県事業費：４１８百万円）  
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９ 国内外からの誘客強化と受入態勢の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県内客を維持しつつ，中部以西等からの県外客の誘致の拡大を図るため，本県の「食」や「温

泉」，「自然」などの多様な観光資源の情報発信やポストＤＣをはじめとしたプロモーション活

動の強化等を行います。 

◇ 本県を訪れる観光客に満足していただけるよう，居心地の良い空間の提供や食・産業・文化

等を生かした多様な観光メニューの提供や観光事業者などの観光を担う人材の育成等により，

観光資源の魅力の向上や観光客の受入態勢の整備を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 観光復興緊急対策事業 

     取組 5  

震災により県内観光に大きな影響が生じていることから，県内外からの誘客を

早急に進めるため，正確な観光情報の提供や誘客キャラバン等を実施します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

02 

地創 

仙台・宮城観光キャンペーン推進事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

県内外の一般消費者及び旅行エージェントや報道関係者などに対し，本県の観

光の情報や復興の状況を正確に伝えることにより観光客の誘致を図るため，関係

自治体等と協力して観光キャンペーンなどを実施します。 

【事業主体：県，市町村】 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

外国人観光客災害復興緊急誘致促進事業 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

震災の発生以降，大幅に減少している外国人観光客の積極的な誘致を図るため，

観光地の復興等について正確な情報を提供するとともに，海外において誘客プロ

モーションを行います。 

【事業主体：県】 

観光課 

  

Ｈ25～Ｈ32 

04 非予算的手法：海外交流基盤再構築事業  

 取組 8  

震災により大幅に減少した外国人観光客の誘致を図るため，本県がこれまで築

いてきた海外自治体等との交流基盤を活用し，海外政府要人の来県を促すととも

に，国際会議や訪問団等を積極的に受け入れます。 

【事業主体：国，県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 海外交流基盤強化事業 

 取組 8  

中国吉林省，米デラウェア州，露ニジェゴロド州等外国政府等との関係を強化

するとともに，本県 ＰＲ等を効果的に実施し，販路開拓等を下支えします。 

また，震災後，被災地支援等で交流があった各国政府・経済団体等に県内企業

の情報を積極的に発信するなど，具体的な企業間交流につながる支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

06 みやぎ観光復興イメージアップ事業  

 取組 5  

震災の発生に伴い，県内への観光にも大きな影響が生じていることから，本県

のイメージアップや県内への旅行意欲の喚起を図るため，ＪＲ等と連携した首都

圏ＰＲを行います。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ23～Ｈ32 

07 みやぎ復興ツーリズム推進事業 

 関連：取組 5  

本県への観光客の誘致を促進するため，被災地と内陸部との連携を密にし，被

災地訪問と観光とをむすびつけた復興ツーリズムへの参加者を増やし，定着させ

ていきます。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ24～Ｈ32 

↓ 

Ｈ24～Ｈ26 

08 風評被害等観光客実態調査事業 

 関連：取組 5  

東京電力福島第一原発事故にかかる，観光客の動態及び県内観光事業の被害実

態調査に基づき，風評被害の実態を検証し，今後の施策を検討します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ25～Ｈ26 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

09 

地創 

仙台空港活用誘客特別対策事業 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港就航地において，航空会社とも連携した観光ＰＲ活動を実施し，誘客

を促進します。 

  【事業主体：県】 

観光課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ28 

10 仙台空港利用促進事業 

 取組 12  

本県の主要なインフラである仙台空港について，関係機関等と連携し航空機を

使った旅行需要の喚起に努めるなど，運航路線の維持拡大や一層の利用促進を図

ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ32 

11 仙台空港民営化推進事業［分野 (5)①５から再掲］ 

 取組 12  

仙台空港の更なる活性化を図るため，国が進める空港経営改革の動きに合わせ，

空港の経営一体化及び民間運営委託を推進します。 

【事業主体：国，県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ27 

12 仙台空港周辺整備対策事業［分野 (5)①５から再掲］ 

 取組 12  

 仙台空港と空港周辺地域との調和ある発展を図るため，仙台空港周辺対策協議

会に対して運営費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

13 仙台空港周辺地域土地利用調査事業［分野 (5)①５から再掲］  

 取組 12  

 空港周辺への産業集積に向けた土地利用調査を実施し，空港民営化後の更なる

活性化を図ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ27 

14 

地創 

仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港の旅客数及び貨物取扱量の更なる増加に向けて，仙台空港に就航して

いるＬＣＣと連携したプロモーションの実施や，貨物取扱事業者等を対象とした

セミナーの開催などにより，航空旅客・貨物需要の創出を図ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ25～Ｈ32 

15 

地創 

航空会社と連携した観光キャンペーン事業［分野 (3)②８から再掲］ 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

 航空機を利用した誘客強化を図るため，航空会社と連携した航空版の観光キャ

ンペーンを展開します。 

【事業主体：県】 

観光課 

 

Ｈ27～Ｈ28 

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 

16 

地創 

県外観光客支援事業 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

県外観光客に本県を快適に観光していただくため，教育旅行・インセンティブ

ツアーについては「みやぎ教育旅行等コーディネート支援センター」，復興ツーリ

ズムについては「みやぎ観光復興支援センター」を設置し，旅行会社や学校，企

業に対して観光情報を提供するとともに，被災地の受入先とマッチングを行いま

す。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

17 東南アジア等地域外国人観光客受入基盤整備事業  

 関連：取組 5  

今後増加が見込まれる東南アジア等地域からの外国人観光客に快適な観光を楽

しんでいただくための受入態勢の整備を行い，本県への外国人観光客の誘致を促

進します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ25～Ｈ26 

18 仙台空港おもてなし促進事業【緊急雇用創出事業】 

 関連：取組 5  

仙台空港におけるおもてなしの強化や観光情報の発信を強化することを通じて

国内外からの観光客誘致を促進します 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ23～Ｈ27 

19 観光復興映像制作事業 

 関連：取組 5  

営業を再開した施設や新たに始まった取組など，震災復興への歩みを進める県

内観光地の今を伝えるＤＶＤを制作し，観光イベントや物産展などにおいて観光

ＰＲを実施します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

20 市町村観光物産展支援事業 

 関連：取組 5  

市町村等が行う観光展，物産市などにおいて観光ＰＲの支援を行います。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ25～Ｈ26 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

21 日本三景松島再発見プロジェクト事業  

 関連：取組 5  

松島湾全体の観光資源の発掘と磨き上げ，さらに有機的に結びつけたテーマ性

やストーリー性のある観光地づくりを行います。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26 

22 仙台・宮城おもてなし態勢向上事業【緊急雇用創出事業】  

 関連：取組 5  

 仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」を活用した本県観光のＰＲ活動

により，県内への誘客を図ります。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ24～Ｈ27 

23 宮城県観光ＰＲ動画拡充事業 

 関連：取組 5  

 仙台・宮城観光ＰＲキャラクター「むすび丸」を活用した映像を制作し，イン

ターネット配信による正確な情報発信を行います。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ24～Ｈ26 

24 次世代の観光担い手による観光ルート発掘事業 

 関連：取組 5  

 将来の本県の観光業界を担う若手人材を集めた「みやぎ観光未来塾」を開催し，

担い手の育成と新たな客層に対応出来る観光ルートの発掘に取り組みます。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ26 

25 市町村観光協会等情報発信強化事業  

 関連：取組 5  

 市町村観光協会の訪問による地域特有の観光情報の収集や，地域における着地

型の観光資源の発掘や磨き上げを行う場合の助言，相談などを行います。 

 また，「仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会」事務局が設置しているホーム

ページに掲載する観光情報サイトの充実管理業務を行います。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ24～Ｈ32 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

26 仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会ホームページ等情報管理発信事業 

 関連：取組 5  

仙台・宮城観光キャンペーン推進協議会事務局が設置しているホームページに

掲載する観光情報サイトの充実管理を行います。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ24～Ｈ26 

27 

地創 

インバウンド誘客拡大受入環境整備事業［分野 (3)②７から再掲］ 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

 東京オリンピックの県内開催等を踏まえ，外国人が安心して旅行しやすい環境

の整備を行うための事業を展開します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

28 

地創 

魅力あふれる松島湾観光創生事業 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

 松島湾エリアの３市３町と連携して観光資源の発掘と磨き上げを行い，広域連

携による観光地域づくりに向けた事業を展開します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ29 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

29 

地創 

サインの多言語化表記による訪日外国人誘致促進事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

 海外の誘客施設等におけるサイン（案内表示，標識等）の多言語化表示を推進

することにより，訪日外国人が安心かつ容易に移動し，視察や観光資源を楽しみ，

また，良好な地域イメージを抱いていただける環境を醸成し，ＭＩＣＥの誘致活

動の円滑な推進及び地域の活性化促進を図ります。 

【実施主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ28～Ｈ31 

↓ 

Ｈ28 

30 地域産業振興事業（復興推進型） 

 関連：取組 5  

地域課題に精通している各地方振興事務所の企画提案による地域産業復興のた

めの事業を，外部団体のネットワークやノウハウも取り入れた形で実施します。 

【事業主体：県】 

富県宮城推

進室 

Ｈ28～Ｈ32 

↓ 

Ｈ28 

31 

地創 

仙台空港地域・連携活性化事業［分野 (5)①５から再掲］ 

  取組 12   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港民営化の効果を最大限に発揮し，航空旅客の増加による交流人口の拡

大を図るため，運営権者との連携により，宮城県及び東北全域からのアウトバウ

ンドの強化に取り組み，路線の拡充に向けた需要喚起を図ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ28～Ｈ32 

32 仙台空港周辺地域土地利用方針策定事業［分野 (5)①５から再掲］ 

 取組 12  

仙台空港周辺地域の活性化に向けて，開発事業手法及び事業実施にあたっての

課題と解決策を検討します 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

33 

地創 

文化財の観光活用による地域交流の促進事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑩  

 地域の歴史，町並み，文化の象徴である本県の文化財を一体的に活用し，観光・

産業資源として地域活性化を図るため，国内外の観光客に対して情報発信を行い

ます。 

【事業主体：県】 

文化財保護

課 

Ｈ27～Ｈ31 

34 

地創 

ハラール対応食普及促進事業［分野 (4)④３から再掲］ 

  取組 3   基本目標１(1) ⑧  

ハラール対応食の普及促進に向け，ハラール対応勉強会やハラール対応食試食

会を開催するとともに，ハラールに関する情報発信を実施します。 

また，ハラール認証取得やハラール製品製造に要する加工機器・資材費等の経

費の補助を行います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

35 圏域別連携による外国人観光客誘致促進事業［分野 (3)②７から再掲］ 

   関連：取組 5  

圏域ごとに市町連携によるインバウンド誘客のための情報発信や受入体制整備 

等に係る事業を実施します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 

36 香港等からの観光客誘客促進事業［分野 (3)②７から再掲］ 

   関連：取組 5  

外国人宿泊者数の回復が遅れている香港を主な対象として情報発信を強化し，

本県の認知度向上を図り，観光客の回復を図ります。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

37 東北各県等の連携による外国人観光客誘致促進事業［分野 (3)②７から再掲］ 

                               関連：取組 5  

東北の地域が一体となった外国人旅行客の誘致を推進するため，東北観光推進

機構及び東北各県との連携によるプロモーション活動や情報発信を行うととも

に，東北の豊富な観光資源を活かして広域周遊観光を推進します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 

38 

地創 

インバウンド誘致促進事業［分野 (3)②７から再掲］ 

                        取組 5   基本目標１(1) ⑨  

「仙台・宮城インバウンド推進協議会」において，東北観光復興対策交付金を

活用した効果的なインバウンド事業の検討を重ねて，プロポーザル方式による事

業提案を実施します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ28～Ｈ30 

39 

地創 

「“伊達”な文化」魅力発信推進事業 

                       取組 5   基本目標１(1) ⑩  

 文化庁の日本遺産に平成 28年度認定された「政宗が育んだ“伊達”な文化」の

魅力に関する積極的な情報発信や普及啓発等を通して，地域の活性化に取り組む

とともに，関係市町と連携し，新たな日本遺産の認定に向けた取組を推進します。 

【事業主体：民間等】 

文化財保護

課 

Ｈ28～Ｈ32 

40 三陸地域広域連携インバウンド対応事業［分野 (3)②７から再掲］ 

 取組 5  

 三陸地域の自治体が連携し，当該エリアの多言語観光案内板を設置し，外国人

観光客が安心して旅行できる環境を整備します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29 

41 仙台・松島復興観光拠点都市圏事業［分野 (3)②７から再掲］ 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

 仙台市，仙台空港周辺及び松島湾エリアを対象に「仙台・松島復興観光拠点都

市圏」を形成するため，観光資源の磨き上げや受入体制整備といった受入環境の

整備について重点的に取り組みます。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29～Ｈ30 

42 冬の観光キャンペーン推進事業 

 取組 5  

 温泉県としてのポテンシャルを最大限活かした観光需要を拡大させるため，Ｊ

Ｒ東日本による取組と連携した県内各地域の温泉への誘客を図るキャンペーンを

実施します。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29～Ｈ30 

 

43 首都圏在住留学生モニターツアー［分野 (3)②７から再掲］ 

 関連：取組 5  

 首都圏在住の留学生に東北を体感してもらい，留学生のネットワークや情報発

信力を活用したＰＲを行い，外国人旅行客の誘致を促進する。 

【事業主体：県】 

観光課 Ｈ29～Ｈ30

↓ 

Ｈ28 

44 

 

仙台空港を拠点としたインバウンド促進事業［分野(3)②７から再掲］ 

 取組 5  

東北のグローバル・ゲートウェイである仙台空港を拠点に，海外からの誘客促

進を図るため，国際線の需要喚起や外国人観光客の受入環境の整備等に取り組み

ます。 

【事業主体：県】  

空港臨空地

域課 

Ｈ29 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

45 

 

仙台空港活性化調査事業［分野 (5)①５から再掲］ 

 取組 12  

仙台空港民営化の成功に向けては，空港の運用時間の延長も重要な課題となる

ことから，運用時間の延長に関する基礎調査を実施します。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

46 

 

仙台空港運用時間検討事業［分野 (5)①５から再掲］ 

 取組 12  

仙台空港民営化の成功に向けて重要な課題となる空港の運用時間について，空

港周辺の住民や，関係機関との調整を行いながら，仙台空港の運用時間に関する

検討を進めます。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ29 

 

○取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，４０１百万円（うち県事業費：２，１６４百万円） 
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＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

基金事業における新規雇用者数（震災後）（人） 

［累計］ 

0人 

（H22年度） 

84,981人 

（H23～27年度） 

75,500人 

（H23～29年度） 

正規雇用者数（人） 
592,100人 

（H24年度） 

634,200人 

（H28年度） 

600,000人 

（H29年度） 

新規高卒者の就職内定率（％） 
94.3％ 

（H20年度） 

99.6％ 

（H27年度） 

100.0％ 

(H29年度) 

 

１ 緊急的な雇用と安定的な雇用の維持・確保 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 再生期の前半においては，沿岸部を中心に産業の復興に引き続き時間を要すると見込まれる

ことから，直ちに安定的な雇用機会を得ることができない被災者等の状況を踏まえ，緊急雇用

創出事業により，短期の雇用機会の確保を図ります。 

◇ 産業施策と一体となって雇用面での支援を行う事業復興型雇用創出助成金の活用により，継

続して安定的な雇用の確保を図ります。 

◇ 沿岸部を中心に人手不足が深刻化している状況を踏まえ，ハローワーク等関係機関と連携した潜

在的な求職ニーズの掘り起こしや求人企業とのマッチングなど就職支援の取組を強化します。 

◇ 被災者を含め，新たな職業に就こうとする求職者に対し，知識・技能の習得のため，離職者

等再就職訓練を実施します。 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

緊急雇用創出事業 

 取組 18  

離職者等（被災求職者を含む。）の生活安定を図るため，国からの追加交付によ

る「緊急雇用創出事業臨時特例基金」を活用し，緊急かつ一時的な雇用機会を創

出するとともに，産業政策と一体となった安定的な雇用の創出を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

 

02 

緊急 

雇用維持対策事業 

 関連：取組 18  

震災により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対し，休業等の雇用の維

持のために要した経費を助成します。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ26 

③ 雇用の維持・確保  
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 

緊急 

勤労者地震災害特別融資制度 

 関連：取組 18  

被災者の生活再建を支援するため，震災で被災した勤労者に対し，東北労働金

庫と提携して低利の生活資金を融資します。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

みやぎ雇用創出対策事業 

 取組 18  基本目標１(2) ⑥  

中高年齢の非自発的離職者を雇い入れた事業主等に奨励金を支給することによ

り，離職者の再就職を促進します。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

沿岸地域就職サポートセンター事業 

  関連：取組 18   基本目標１(2) ①  

人手不足が顕著となっている沿岸３市に就職支援のためのサポートセンターを

設置し，求職者の掘り起こしから，被災求職者等の様々な状況，段階に応じた就

職関連支援策を提供することにより，被災求職者等の再就職を支援します。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ25～Ｈ29

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

06 

緊急 

中小企業施設設備復旧支援事業［分野 (3)①１から再掲］  

 関連：取組 1  

被災した中小製造業の事業再開・継続のため，工場，倉庫，機械設備に要する

経費を補助します。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金［分野 (3)①１から再掲］ 

 関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製造業等の中小企業等，事業協

同組合等の組合，商店街が一体となって進める災害復旧・整備に当たり，その計

画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助します。 

【事業主体：国，県】 

企業復興支

援室 

商工金融課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

緊急 

離職者等再就職訓練事業 

 関連：取組 10  

震災により離職を余儀なくされた方々を含め，新たな職業に就こうとする離職

者等に対し，積極的に支援するとともに，県内の職業能力開発機能を維持するた

め，「離職者等再就職訓練」を実施します。 

【事業主体：国，県】 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

地創 

介護人材確保支援事業 

 取組 21   基本目標１(2) ①  

不足している介護人材を確保するため，無資格かつ未就業の方を雇用しながら，

雇用期間中の勤務の一部として，介護職員初任者研修を受講させ，介護業務に必

要な知識・技術の習得を支援し，介護人材の確保・育成及び定着を図ります。 

【事業主体：県】 

長寿社会政

策課 

Ｈ27～Ｈ32 

 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２２７，４０１百万円（うち県事業費：１８６，９１４百万円） 
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２ 新規学卒者等の就職支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 新規学卒者等の就職状況は，復興需要により一時的に改善されているものの，経済情勢の先

行きは不透明であることから，新規学卒者等の就職促進を図るため，合同面接会や就職支援セ

ミナー等の支援策の充実を図るとともに，新規学卒者等の職場定着率が低いことから，早期離

職防止のための支援を行います。 

◇ 若年者の就職支援や中小企業の人材確保を図るため，みやぎ若年者就職支援センター（みや

ぎジョブカフェ）や地域若者サポートステーションを核として，地域の企業・学校等と幅広い

連携を進めながら，職業能力の向上やマッチング支援を進めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

みやぎ出前ジョブカフェ事業 

     取組 18   基本目標１(2) ①  

仙台からの遠隔地に居住する若年求職者の支援ニーズにこたえるため，キャリ

アカウンセラー等のスタッフが地域に赴き，就職に関する情報提供やカウンセリ

ング等の支援を行います。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

02 被災者等再就職支援対策事業 

 関連：取組 18  

震災により離職や廃業を余儀なくされた方等の再就職を支援するため，合同就

職面接会を開催します。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ29

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

高卒就職者援助事業 

 取組 18   基本目標１(2) ①  

県内の新規高卒者の就職を促進するため，合同就職面接会や企業説明会を開催

します。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

新規大卒者等就職援助事業 

 取組 18   基本目標１(2) ①  

新規大卒者等の就職と復興に向けた県内企業の優秀な人材確保を支援するた

め，合同就職面接会の開催や求人情報の提供を行います。 

【事業主体：県】 

雇用対策課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：６０百万円（うち県事業費：６０百万円） 
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３ 被災事業者の事業再開と企業誘致等による雇用の確保 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 被災者の生活安定に向けて，沿岸部を中心として復旧補助制度等により，被災事業者の事業

展開を図り，被災者の失われた雇用機会の確保を図ります。 

◇ 沿岸部を中心として，事業者の廃業により雇用の場が失われていることから，新たな雇用の

場を創出するため，企業立地奨励金や国の立地補助制度，復興特区を活用した企業誘致活動を

強化するとともに創業を支援します。 

◇ 高度電子機械産業や自動車関連産業に加え，多様な雇用機会の創出につながる次代を担う産

業（クリーンエネルギー，医療などの分野）を育成し，新たな雇用の場を創出します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

みやぎ企業立地奨励金事業［分野 (3)①５から再掲］ 

  取組 1   基本目標２(2)  

設備投資に係る初期費用の負担を軽減することにより，企業立地を促進し，地

域産業の活性化及び雇用機会の拡大を図るため，県内に工場等を新設・増設した

企業に対して奨励金を交付します。 

【事業主体：県】 

産業立地推

進課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

外資系企業県内投資促進事業［分野 (3)①５から再掲］ 

  取組 8   基本目標１(1) ⑥  

県内企業のグローバル化による産業の活性化を図るため，本県の投資環境を国

内外に発信するとともに，これまで構築したネットワーク等を活用し，本県への

投資を促進します。 

【事業主体：県】 

国際経済・

交流課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

自動車関連産業特別支援事業［分野 (3)①４から再掲］ 

  取組 1   基本目標１(1) ④  

トヨタ自動車東日本（株）の発足や，大手部品メーカーの県内進出など，本県

の自動車関連産業を取り巻く環境の変化に対応して，地元企業の新規参入と取引

拡大を促進することにより自動車関連産業の一層の振興を図るため，取引機会の

創出や人材育成，技術支援など総合的な支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

自動車産業

振興室 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

高度電子機械産業集積促進事業［分野 (3)①４から再掲］ 

  取組 2   基本目標１(1) ④  

高度電子機械産業の取引の創出・拡大を図るため，県内企業及び関係機関で構

成する「みやぎ高度電子機械産業振興協議会」を運営するほか，高度電子機械産

業の技術に関するセミナーや大型展示会への出展支援等を行います。 

【事業主体：県】 

新産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 

地創 

非予算的手法：地域経済活性化・人材育成連携事業 

 関連:取組 10   基本目標２(3)  

 宮城大学との連携により，沿岸被災地など人口減少地域における復興と経済活

性化に向けた人材の育成を図ります。 

【事業主体：県】 

震災復興政

策課 

Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９，９１０百万円（うち県事業費：９，８６４百万円） 
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４ 復興に向けた産業人材育成 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ ものづくり産業の集積に合わせ，ものづくり人材の需要が高まっていくことから，自動車関

連産業や高度電子機械産業をはじめ，立地企業等のニーズに対応した人材の育成と確保を図る

とともに，技能・技術の向上への積極的な支援を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

産業人材育成プラットフォーム推進事業［分野 (3)①３から再掲］  

  取組 10   基本目標１(2) ①  

地域産業復興の重要な要素である産業人材を育成するため，産学官の連携によ

って，ライフステージに応じた多様な人材育成を推進するとともに，地域の教育

現場と地域産業界が一体となった産業人材育成体制を確立し，地域企業の生産性

向上に寄与できる人材の育成を図ります。 

【事業主体：県】 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

ものづくり人材育成確保対策事業［分野 (3)①３から再掲］ 

  取組 10   基本目標１(2) ①  

地元企業や立地企業が必要とするものづくり人材を確保するため，企業の認知

度向上や製造業を志す高校生の拡大及び技術力向上を図り，学生等の県内企業へ

の就職を促進するとともに,企業の採用力を強化し,企業の人材確保を支援しま

す。 

【事業主体：県】 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 ものづくり産業人材アシスト事業 

 取組 10  

県内の中小規模のものづくり企業（製造業）において，被災離職者などの県内

求職者を雇用し，ＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴを組み合わせた研修を実施することによ

り，就業に役立つ実践的なスキルを身につける支援を行います。 

【事業主体：県】 

産業人材対

策課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 

04 訓練環境整備促進事業 

 関連:取組 10  

被災地における技術者育成の活性化や若年者の技術向上を図るため，沿岸部を

中心とした県立高等技術専門校において，安全に実習できるよう施設及び設備の

改修等を行います。 

【事業主体：国，県】 

産業人材対

策課 

Ｈ25～Ｈ26 

05 大学等による復興を担う人材育成事業 

 関連：取組 33  

 宮城の創造的な復興を担う人材を育成するため，宮城大学が行う沿岸被災地等

を含む県内各地をフィールドとした地域協働の人材育成への取組や，県内すべて

の大学等が加盟する学都仙台コンソーシアムにおいて実施する復興大学事業に係

る経費について支援します。 

【事業主体：県】 

私学文書課 Ｈ29～Ｈ32 
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○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１９１百万円（うち県事業費：１９１百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

（４）農業・林業・水産業 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

津波被災農地の復旧面積（ha）［累計］ 

0ha 

（0％） 

（H22年度） 

12,510ha 

（96％） 

（H28年度） 

13,000ha 

（100％） 

（H31年度） 

津波被災地域における農地復興整備面積（ha） 

［累計］ 

0ha 

（H24年度） 

5,222ha 

（H27年度） 

7,187ha 

（H29年度） 

被災地域における先進的園芸経営体（法人）数 
22法人 

（H24年） 

30法人 

（H27年） 

50法人 

（H29年） 

高能力繁殖雌牛導入・保留頭数（頭）［累計］ 
1,845頭 

（H25年） 

5,956頭 

（H27 年度までの累計） 

9,000頭 

（H29年） 

効率的・安定的農業経営を営む担い手への農地

利用集積率（％） 

62.5％ 

（H23年度） 

51.6％ 

（H27年度） 

63.0％ 

（H29年度） 

  

１ 生産基盤の復旧及び営農再開支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 東日本大震災に係る農地・農業用施設等の復旧復興のロードマップに基づき，関連事業と調

整を図りながら，引き続き生産基盤の復旧を図ります。 

◇ 被災した農業生産施設や農業機械の一体的な整備を推進するとともに，農業経営の再建に向

け専門家による経営指導等を行います。 

◇ 被災した農業者の負担軽減を図るため，各種制度資金の融通の円滑化を図ります。 

◇ 被災した農業団体の施設・設備等の再建を支援します。また，被災した土地改良区などの農

業関係団体を支援するため，借入金償還の軽減などを図ります。 

 

 

  

① 魅力ある農業・農村の再興  
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【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

東日本大震災災害復旧事業（農村整備関係） 

 関連：取組 6  

震災により著しく損なわれた農業生産力の維持・向上を図るため，農地・農業

用施設等の復旧工事を実施することにより，生産基盤の早期回復を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農村振興課

農村整備課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

02 

緊急 

東日本大震災農業生産対策事業 

 関連：取組 6  

農業・経営の早期再生のため，被災した施設等の改修，再編整備，農業機械の

再取得,被災農地の生産性回復の取組等に対して助成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農産園芸環

境課 

畜産課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

03 

緊急 

被災農家経営再開支援事業 

 関連：取組 6  

被災農家の経営再開を支援するため，地域復興組合で行う農地復旧の取組や，

園芸施設，畜舎等の復旧に係る共同作業に対して支援金を交付します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ27 

04 畜舎等施設整備支援対策事業 

 関連：取組 6  

震災により畜舎が流失するなど生産基盤に被害を受けた生産者が農業生産力を

維持するため，経営再建や新たな生産開始に必要な家畜飼養管理用施設等を整備

するための経費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

畜産課 Ｈ23～Ｈ27 

05 被災地域農業復興総合支援事業 

 関連：取組 6  

被害を受けた市町村が実施する農業用施設の整備及び農業用機械の導入を総合

的に支援し，地域の意欲ある多様な経営体の育成・確保及び早期の営農再開を支

援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

緊急 

耕作放棄地活用支援事業 

 関連：取組 6  

被災した農業者や農業法人が，県内の耕作放棄地を活用して営農を再開する取

組に対して支援します。 

【事業主体：国，県】 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

07 農業制度資金活用者等経営支援事業 

                               関連：取組 6  

被災農業者の経営体等に対して，民間の専門家等を活用し，経営の再建・継続・

発展に向けて支援します。 

【事業主体：県】 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

08 

緊急 

津波被害土地改良区債償還支援事業 

 関連：取組 11  

津波によって農地・農業用施設に壊滅的な被害を受けた国営土地改良事業地区

に係る地元負担金について，賦課金徴収に見通しがつかない土地改良区に対して

支援します。 

【事業主体：県】 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ26 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

09 

緊急 

東日本大震災農林業災害対策資金利子補給事業 

市町村農林業災害対策資金特別利子助成事業  

 関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，震災及び東京電力福島第一

原子力発電所の事故に伴う出荷停止等による損害を受けた農林業者に対して，災

害対策資金の円滑な融通を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

10 天災資金利子補給（農林業） 

 関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，震災により被害を受けた農

林業者に対して，農林業の復旧に必要な資金の円滑な融通を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ32

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

11 農林業災害対策資金に伴う信用保証制度円滑化対策事業 

 関連：取組 11  

県単独事業である農林業災害対策資金について，県が新たに特別準備金等を出

えんすることにより，被災農林業者へ資金融通の円滑化を図るとともに，信用基

金協会の安定経営を支援します。 

【事業主体：県】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ32 

12 農林業震災復旧支援利子負担軽減事業  

 関連：取組 11  

災害復旧を目的として農林業者が農業協同組合から借り入れる低利の独自資金

について，金利負担の軽減のために農業協同組合が負担する経費を県が補助する

ことにより，復旧途上にある農林業経営を支援します。 

【事業主体：県】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

13 農業団体被災施設等再建整備支援事業  

 関連：取組 6  

被災地域の農業の再生を図るため，震災により甚大な被害を受けた農業団体（協

同組合等）の施設・設備等の再建を支援し，当該団体の運営基盤の復興・強化を

図ります。 

【事業主体：県】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

14 

地創 

農林水産金融対策事業 

 取組 11   基本目標１(1) ②  

農林水産業者が経営改善や規模拡大等に取り組む場合に必要な資金について，

円滑な融通と負担軽減を図り，経営の安定と競争力の強化に取り組みます。 

【事業主体：県】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

15 土地改良区運営資金利子補給事業 

 関連：取組 11  

農業用水利施設等の維持管理を担う土地改良区の運営について，地震・津波被

害により組合員から経常賦課金が徴収できず運営費や維持管理費が不足する場合

等，土地改良区が金融機関から借入をする場合に，組合員（農業者）の負担軽減

を図るため，利子補給を行います。 

【事業主体：国】 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

16 自治法派遣職員・任期付職員専門研修事業 

   関連：取組 6  

農業農村整備事業に携わる地方自治法による派遣職員や任期付職員の能力向上を

目指して，災害復旧・復興を主体とした技術研修を実施するとともに，再生期に

求められる人材を育成するため，技術力の強化・継承，人づくりを充実します。 

また，地方自治法による職員の派遣をいただいている都道県の要請に基づき派

遣元におけるセミナーを実施します。 

【事業主体：県】 

農村振興課 Ｈ26～Ｈ29 

17 次世代施設園芸導入加速化対策事業 

 関連：取組 6  

被災農業者等が，地域資源エネルギーや高度な環境制御などの先端技術を取り

入れ，周年生産から調製・出荷までを一体的に行う被災地域の拠点となる次世代

型の大規模園芸施設整備の取組等に対して助成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農産園芸環

境課 

Ｈ26～Ｈ28 

18 先進的農業被災地導入支援事業 

                               関連：取組 6  

被災地域において，知事が指定する国の先進的なプロジェクトを活用し，農業の

創造的な復興に取り組む被災農業者に対して助成します。 

【事業主体：県】 

農林水産政

策室 

農産園芸環

境課 

Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 

19 被災農地再生支援事業 

 関連：取組 6  

東日本大震災の津波により被災した農地において営農再開した農業者が速やか

に農業生産復旧等を図るための石礫除去や農地の生産力回復への取組を支援しま

す。 

【事業主体：県】 

農産園芸環

境課 

Ｈ29～Ｈ32 

20 次世代施設園芸地域展開促進事業 

 関連：取組 6  

次世代施設園芸導入加速化支援事業により平成２８年度に石巻市北上に整備さ

れた宮城県拠点で得られた成果を近隣地域や県内各地の農業者等に伝達すること

により，地域における次世代施設園芸の普及拡大を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農産園芸環

境課 

Ｈ28～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７４，３９５百万円（うち県事業費：６８，５８８万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

２ 新たな地域農業の構築に向けた生産基盤の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 津波の被害が著しい未整備の農地を中心に，農地の面的な集約，経営規模の拡大等を図り，

競争力のある経営体を育成するため，大区画ほ場整備等，生産基盤の整備を行います。同時に，

防災集団移転促進事業で市町が買い取る住宅跡地等を集積・再配置し，公共用地等の創出など，

土地改良法の換地制度を活用し，土地利用の整序化を行います。 

◇ 津波による被災市町において，地域農業の将来像を描いた計画を作成し，その実現に向け農

地集積等に必要な取組を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地域農業経営再開復興支援事業 

                               関連：取組 6  

震災により被害を受けた地域において，経営再開マスタープランを作成し，プ

ランの実現に向け農地集積等に必要な取組を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

02 

緊急 

復興整備実施計画事業（農村整備関係） 

                               関連：取組 6  

甚大な津波被害区域において，農地の再編整備や施設整備に係る地域の諸条件

等についての調査・計画及び設計を行い，農業生産基盤整備の実施計画を策定し

ます。 

【事業主体：県】 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

03 

緊急 

東日本大震災災害復旧事業（農村整備関係）［分野 (4)①１から再掲］ 

 関連：取組 6  

震災により著しく損なわれた農業生産力の維持・向上を図るため，農地・農業

用施設等の復旧工事を実施することにより，生産基盤の早期回復を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農村振興課 

農村整備課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 

04 

緊急 

東日本大震災復興交付金事業（農村整備関係）  

 関連：取組 6  

津波により被災した農村地域において，農山漁村地域の復興に必要な生産基盤

の総合的な整備を実施します。 

あわせて，認定農業者等，将来の農業生産を担う者への農用地の利用集積を図

ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農村整備課 

農地復興推

進室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 農村地域復興再生基盤総合整備事業（農村整備関係）  

  関連：取組 6  

被災した農地・農業用施設等について，被災地等の農業が速やかに再生できるよ

う農業生産基盤等の整備を総合的に実施することにより，東日本大震災からの復

興を円滑かつ迅速に推進し，安全で安心して暮らせる地域の再生を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農村整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 復興再生整備実施計画事業（農村整備関係）  

  関連：取組 6  

津波被害地域やその隣接地域において，農地の再編整備や施設整備に係る地域の

諸条件等についての調査・計画及び設計を行い，農業生産基盤整備の実施計画を

策定します。 

【事業主体：県，市町村】 

農村振興課 Ｈ25～Ｈ27 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１８２，６４６百万円（うち県事業費：１８２，３６４百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

３ 競争力ある農業経営の実現 

 

＜行動方針＞ 

◇ 競争力のある農業経営を実現するため，多様な担い手の参入や共同化・法人化，６次産業化

などに向けた支援を行います。 

◇ 大規模な土地利用型農業を実現するため，地域水田農業を支える認定農業者や農業法人等，

地域の中心となる経営体への農地集積を図るとともに，農業用施設や機械などの導入を支援し

ます。 

◇ 園芸団地を整備する取組等を支援し，被災地域をリードする園芸産地の復興を図ります。ま

た，畜産経営体の施設機械整備を支援するとともに，能力の高い雌牛の導入等を行い生産基盤

の復興を図ります。 

◇ 他産業のノウハウを積極的に取り込むなど，付加価値の高いアグリビジネスの振興を図りま 

す。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

農業参入支援事業 

 取組 6   基本目標１(2) ③  

被災地域においては，農地や農業生産施設はもとより，農業の中核的人材も失

うなど，地域全体の農業生産力の減退が懸念されることから，民間投資を活用し

た農業生産力の維持・向上，地域農業の活性化，雇用の促進に資するため，企業

の農業参入を推進します。 

【事業主体：県】 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

02 

緊急 

東日本大震災農業生産対策事業［分野 (4)①１から再掲］  

                              関連：取組 6  

農業・経営の早期再生のため，被災した施設等の改修，再編整備，農業機械の

再取得,被災農地の生産性回復等に対して助成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農産園芸環

境課， 

畜産課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

03 

緊急 

畜舎等施設整備支援対策事業［分野 (4)①１から再掲］ 

 関連：取組 6  

震災により畜舎が流失するなど生産基盤に被害を受けた生産者が農業生産力を

維持するため，経営再建や新たな生産開始に必要な家畜飼養管理用施設等を整備

するための経費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

畜産課 Ｈ23～Ｈ27 

04 

緊急 

経営再建家畜導入支援対策事業 

 関連：取組 6  

震災により畜舎の流失等生産基盤に被害を受けた生産者の負担軽減を図るた

め，経営再建，生産回復のために必要な新たな代替家畜の導入経費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

畜産課 Ｈ23～Ｈ26 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 

緊急 

食料生産地域再生のための先端技術展開事業（農業関係） 

 取組 6  

津波被災農地を新たな食料供給基地として再生させるため，県や独法の試験研

究機関，民間企業，大学等に蓄積されている多様な先端技術を組み合わせ最適化

し，農業法人等のほ場において大規模実証を行います。 

あわせて，実証された先端技術を体系化し，新しい産業としての農業を支える

技術として発信すること等により，復旧・復興に活用します。 

【事業主体：国，県】 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ29 

06 集落営農ステップアップ支援事業 

 取組 11  

被災地集落営農の早期営農再開を目的にプランの策定から経営再開に向けた取

組を支援します。 

また，集落営農組織の実践プランの策定，園芸品目など新たな作物導入や農産

加工などの取組を支援し，経営基盤の確立と組織体制の強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

農業振興課 Ｈ24～Ｈ26 

07 新技術導入広域推進事業（農業）  

  関連：取組 6  

農業の生産性向上及び復興の加速に向け，試験研究機関，大学等で開発された

新技術や低コスト・省力化技術等を現地で実証し，技術の導入・普及定着を図り

ます。 

【事業主体：県】 

農業振興課 Ｈ25～Ｈ26 

08 「魅力あるみやぎの農業・農村の再興」加速化事業 

 取組 6  

圏域の特性を活かした農業関連事業を展開し，地域の独自性を活かした取組を

行うことなどにより,本県農業の復興を推進します。 

【事業主体：県】 

農業振興課 Ｈ26～Ｈ28 

↓ 

Ｈ26～Ｈ27 

09 ＩＴ活用営農指導支援事業 

 関連：取組 6  

ＩＴ技術を活用して被災地のいちご団地生産者の栽培管理データをリアルタイ

ムに集約し，養液管理技術の定着・向上を図ります。 

【事業主体：県】 

農業振興課 Ｈ26～Ｈ27 

10 

地創 

園芸振興戦略総合対策事業 

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

園芸産地の構造改革を進め，競争力を強化するとともに，技術的な課題の解決，

県産農産物の認知度向上や販売対策の展開により園芸特産品目産出額の向上を図

ります。 

【事業主体：県】 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

11 みやぎの農産物直売所等魅力発信支援事業  

 関連：取組 6  

農産物直売所等への周遊を促すスタンプラリーを実施するとともに，雑誌やフ

リーペーパーを活用したＰＲなどにより，農産物直売所等への集客及び販売額の

拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

農産園芸環

境課 

Ｈ25～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

12 みやぎの子牛生産基盤復興支援事業  

 関連：取組 6  

「好平茂」号や「勝洋」号等の本県基幹種雄牛産子の優良子牛の県内保留を支

援し，県内の生産基盤を強固にすることで，県内畜産業の復興と畜産経営体の拡

大を推進します。 

【事業主体：県】 

畜産課 Ｈ25～Ｈ26 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

13 

地創 

大規模経営体育成支援事業 

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

本県農業を牽引する先進的な大規模経営体の育成を図るため，先端技術の導入

や新規品目・新規部門の導入により，経営の高度化を支援します。 

【事業主体：県】 

農業振興課 Ｈ27～Ｈ32 

14 

地創 

地域農業担い手育成支援事業 

 取組 11   基本目標１(2) ③  

東日本大震災からの復興と地域の発展のため，その担い手となる認定農業者及

び集落営農組織の経営力の強化を支援します。 

【事業主体：県】 

農業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

15 次世代施設園芸導入加速化対策事業［分野 (4)①１から再掲］  

                              関連：取組 6  

被災農業者等が，地域資源エネルギーや高度な環境制御などの先端技術を取り

入れ，周年生産から調製・出荷までを一体的に行う被災地域の拠点となる次世代

型の大規模園芸施設整備の取組等に対して助成します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農産園芸環

境課 

Ｈ26～Ｈ28 

16 先進的農業被災地導入支援事業［分野 (4)①１から再掲］ 

 関連：取組 6  

 被災地域において，知事が指定する国の先進的プロジェクトを活用し,農業の創

造的な復興に取り組む被災農業者に対して助成します。 

【事業主体：県】 

農林水産政

策室 

農産園芸環

境課 

 

Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 

17 次世代施設園芸地域展開促進事業［分野 (4)①１から再掲］ 

 関連：取組 6  

次世代施設園芸導入加速化支援事業により平成２８年度に石巻市北上に整備さ

れた宮城県拠点で得られた成果を近隣地域や県内各地の農業者等に伝達すること

により，地域における次世代施設園芸の普及拡大を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農産園芸環

境課 

Ｈ28～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９，１５０百万円（うち県事業費：６，７１５百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

４ にぎわいのある農村への再生 

 

＜行動方針＞ 

◇ 都市と農村の交流を推進して，農村地域の活性化を実現する農村振興に向けた取組を支援し

ます。 

◇ 農村の持つ多面的機能維持のため，地域主体による地域資源の保全管理の取組を支援し，防

災対策や自然環境，景観を意識した活力のある農村の形成を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

食育・地産地消推進事業［分野 (4)④３から再掲］ 

  取組 7   基本目標１(1) ⑧  

県内で生産される農林水産物に対する理解の向上や消費・活用の促進を図るた

め，地産地消を全県的に推進します。 

また，県産食材や地産地消の必要性について理解を深めるため，食育を推進し

ます。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

02 

地創 

中山間地域等直接支払交付金事業 

 取組 30   基本目標４(1)  

中山間地域等の条件不利地域において，農地の荒廃を防ぎ，多面的機能を継続

的，効果的に発揮させるため，農業生産活動及びサポート体制の構築を支援しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

多面的機能支払事業 

 取組 30   基本目標４(1)  

農業・農村の多面的機能の維持・発揮を図るため，地域共同で行う，多面的機

能を支える活動や，地域資源の質的向上を図る活動を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ32 

04 農地・水保全管理復旧活動支援事業  

  関連：取組 30  

震災により被災を受けた農業用施設等の速やかな復旧を図るため，機動的かつ

きめ細やかに農地周りの施設の補修等に取り組む組織を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農村振興課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ26 

05 みやぎの農業・農村復旧復興情報発信事業  

  関連：取組 6  

東日本大震災の記録の継承，支援への感謝，継続的な復興への支援及び防災対

策の重要性を喚起するため，パネル展等を開催し，復旧・復興の情報発信に努め

ます。 

【事業主体：県】 

農村振興課 Ｈ25～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ① 魅力ある農業・農村の再興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

みやぎ農山漁村交流促進事業 

 取組 5   基本目標１(1) ⑨  

農林漁業体験受入に取り組む地域グリーン・ツーリズム実践団体を対象とし,農

山漁村における宿泊体験や情報発信ＰＲ活動等に係る事業費を補助し，震災復興

や都市と農山漁村の交流促進を図り，新たなひとの流れをつくります。 

【事業主体：県】 

農村振興課 Ｈ26～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１２，０６０百万円（うち県事業費：７，９４５百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した木材加工施設における製品出荷額 

（億円） 

0億円 

（H22年度） 

415億円 

（H27年度） 

273億円 

（H29年度） 

優良みやぎ材の出荷量（㎥） 
22,900㎥ 

（H20年度） 

29,673㎥ 

（H27年度） 

39,000㎥ 

（H29年度） 

海岸防災林（民有林）復旧面積（ha）［累計］ 

0ha 

（0％） 

（H22年度） 

162ha 

（21.6％） 

（H27年度） 

250ha 

（38.5％） 

（H29年度） 

被災地域における木質バイオマス活用量 

（万トン） 

0 万トン 

（H22年度） 

44万トン 

（H27年度） 

35万トン 

（H29年度） 

 

１ 復興に向けた木材供給の拡大・産業発展への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 間伐等の森林整備を推進し，県産材の安定供給を図ります。 

◇ 木材加工施設や乾燥施設等の整備を更に推進し，｢優良みやぎ材｣の供給力を強化します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

林業・木材産業活力維持緊急支援事業  

  関連：取組 6  

東日本大震災復興に必要な木材を安定的に供給するため，国の交付金によって

造成された基金を用いて，間伐材原木等の流通コストを支援します。 

【事業主体：国，県】 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ26 

02 森林整備加速化・林業再生事業  

  関連：取組 6  

間伐などの森林整備の加速化と，間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産

業の再生を図るとともに，震災からの復興に必要な木材の安定供給を図るため，

木材加工流通施設の整備や未利用間伐材・林地残材等の活用促進に向けた木質バ

イオマス利活用施設の整備など，川上から川下まで幅広い取組を支援します。  

【事業主体：国，県，市町村】 

林業振興課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

② 活力ある林業の再生  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 

地創 

森林育成事業 

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

県産材の安定供給と森林整備の推進による木材産業の維持・復興及び地球温暖

化防止や水源のかん養，県土の保全など森林の有する多面的機能の発揮を図るた

め，搬出間伐を主体とした森林整備に対して支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

温暖化防止間伐推進事業［分野 (1)③２から再掲］ 

  取組 27   基本目標１(1) ⑧  

森林の有する二酸化炭素吸収機能を発揮させるため,保育（切捨）間伐や利用（搬

出）間伐への支援を強化し,温暖化防止に寄与するとともに，多面的機能の発揮，

森林整備による雇用の確保と関連産業の維持・復興を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

里山林健全化事業［分野 (1)③２から再掲］ 

  取組 27   基本目標１(1) ⑧  

ナラ枯れ被害の拡大を防止するため，人家・道路等周辺等における被害木の駆

除を支援します。また，景勝地の遊歩道等脇でくん蒸処理された松くい虫被害材

を林外搬出し，バイオマス燃料等として有効活用し，森林環境の向上を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

06 

地創 

環境林型県有林造成事業［分野 (1)③２から再掲］ 

  取組 27   基本目標１(1) ⑧  

県民生活の保全と，木材資源の長期的な供給を確保するため，県行造林地の契

約更新による森林整備（再造林・保育等）を実施し，良好な森林環境を維持する

ことにより，森林の持つ多面的機能の発揮と下流域における災害発生の未然防止

を図ります。 

【事業主体：県】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

復興木材供給対策間伐推進事業 

  取組 27   基本目標１(1) ⑧  

地球温暖化防止とともに，住宅再建等の復興に必要な木材を供給することを目

的に，搬出間伐に対して支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ27～Ｈ29 

08 

緊急 

林道施設早期復旧事業  

  関連：取組 6  

震災により被害が発生している林道施設について，県民生活の保全と木材の安

定供給を確保するため，早期復旧を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ28 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１４，８７０百万円（うち県事業費：７，３８０百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

２ 被災住宅等の再建及び木質バイオマス利用拡大への支援 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県産材を使用した住宅の建築や民間施設等の木造･木質化を支援します。 

◇ 木材チップ処理加工施設や発電・熱利用施設の整備を支援するとともに，未利用間伐材等の

収集・運搬を促進し，木質バイオマスの利用拡大を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

被災施設再建支援事業 

       基本目標１(1) ⑧  

復興住宅や民間施設等の木造・木質化を支援するとともに，復興に必要な県産

材の供給力強化を図ります。 

※木の香るおもてなし普及促進事業                  取組 7  

※県産材利用エコ住宅普及促進事業                 取組 27  

【事業主体：県，市町村】 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 森林整備加速化・林業再生事業［分野 (4)②１から再掲］  

 関連：取組 6  

間伐などの森林整備の加速化と，間伐材等の森林資源を活用した林業・木材産

業の再生を図るとともに，震災からの復興に必要な木材の安定供給を図るため，

木材加工流通施設の整備や未利用間伐材・林地残材等の活用促進に向けた木質バ

イオマス利活用施設の整備など，川上から川下まで幅広い取組を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

林業振興課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

03 

緊急 

 

木質バイオマス活用拠点形成事業 

 取組 27  

木質バイオマス（未利用間伐材等）を燃料や原料へ利活用することで，県産材

の有効利用と二酸化炭素の排出抑制による地球温暖化防止対策を推進します。 

【事業主体：県，市町村】 

林業振興課 Ｈ24～Ｈ29 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

04 

地創 

木質バイオマス広域利用モデル形成事業 

 取組 27   基本目標１(1) ⑧  

木質バイオマス（未利用間伐材等）を燃料や原料として利活用することで，県

産材の有効利用と二酸化炭素の排出抑制による地球温暖化防止対策を推進しま

す。 

【事業主体：県，市町村】 

林業振興課 Ｈ28～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１１，０１８百万円（うち県事業費：４，８８７百万円）  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

３ 海岸防災林の再生と県土保全の推進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県土の保全や県民生活の安全を確保するため，治山施設（海岸防潮堤等）の早期復旧を図る

とともに，海岸防災林の計画的な復旧を進めます。 

◇ 海岸防災林の復旧に必要な抵抗性クロマツ等の優良種苗を安定的に生産するため，生産施設

等の整備を支援します。 

◇ 被災森林や造林未済地の再植林を進めるとともに，間伐等の森林整備を推進し，下流域にお

ける災害の未然防止など森林の公益的機能の持続的な発揮を確保します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

治山事業（復興）  

 関連：取組 32  

震災により新たに発生した林地崩壊について，今後の降雨等による崩壊の拡大

や土石の流出等を防止するため，治山ダムや山腹施設を設置し，県土及び県民生

活の保全を図ります。 

【事業主体：国，県】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

02 

緊急 

治山施設災害復旧事業（海岸事業） 

 関連：取組 32  

津波により甚大な被害が発生している治山施設（海岸防潮堤等）について，県

土及び県民生活を保全するため，早期に復旧を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

03 

緊急 

海岸防災林造成事業（復興） 

 関連：取組 32  

県土及び県民生活を保全するため，津波により流失・倒伏・幹折等の甚大な被

害が発生している海岸防災林（潮害・飛砂防備保安林）等について早期復旧を図

ります。 

【事業主体：国，県】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

04 

緊急 

海岸防災林造成事業（国直轄事業） 

 関連：取組 32  

県土及び県民生活を保全するため，津波により流失・倒伏・幹折等の甚大な被

害が発生している海岸防災林（潮害・飛砂防備保安林）等について早期復旧を図

ります。 

【事業主体：国，県】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ32 

05 林業種苗生産施設体制整備事業 

 関連：取組 29  

海岸林等被災した森林を再生し，被災地の復興を進めるため，優良種苗の安定

供給体制の確立に必要な育苗機械や育苗生産施設等の整備を支援します。 

【事業主体：国，県】 

森林整備課 Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ② 活力ある林業の再生 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

温暖化防止森林更新推進事業［分野 (1)③２から再掲］ 

  取組 27   基本目標１(1) ⑧  

森林を若返らせることにより森林の二酸化炭素吸収機能を高めるため，造林未

済地への植栽とともに，高齢化している森林を環境に配慮しながら更新すること

で，温暖化防止に貢献します。 

また，津波で被災した海岸防災林復旧のため林業種苗の増産を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

環境林型県有林造成事業［分野 (1)③２から再掲］ 

  取組 27   基本目標１(1) ⑧  

県民生活の保全と，木材資源の長期的な供給を確保するため，県行造林地の契

約更新による森林整備（再造林・保育等）を実施し，良好な森林環境を維持する

ことにより，森林の持つ多面的機能の発揮と下流域における災害発生の未然防止

を図ります。  

【事業主体：県】 

森林整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 三陸リアスの森保全対策事業 

 関連：取組 32  

東日本大震災の大津波による海岸侵食や，地盤沈下等の地殻変動により侵食を

受けて崩壊した山腹で，国庫補助事業の採択基準を満たさない林地崩壊箇所にお

いて，林地の保全，海域等への土砂及び枯損木の流出防止を図り，漁業者等地域

住民の安全・安心を守ります。 

【事業主体：県】 

森林整備課 Ｈ28 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５８，４９２百万円（うち県事業費：２５，６７７百万円）  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩

釜）における水揚金額（億円） 

716 億円 

（H20年） 

567億円 

(H28年) 

602億円 

（H29年） 

水産加工品出荷額（億円） 
2,817億円 

（H19年） 

1,721億円 

（H26年） 

2,582億円 

（H29年） 

沿岸漁業新規就業者数（人） 
26人 

（H23年度） 

40人 

（H27年度） 

25人 

（H29年度） 

 

１ 水産業の早期再開に向けた支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災からの本県水産業の復興のために展開すべき施策を示す，「水産業の振興に関する基本

的な計画」に基づき，水産業の復興に努めます。 

◇ 海底のがれきの撤去作業は長期間を要するため当面は現状の撤去作業を継続するとともに，

更に長期間にわたり操業中に回収されることが想定されるがれきを含めて，継続的な処理や費

用負担等について長期的な処分体制を整備します。 

◇ 漁船漁業や養殖業については漁船・漁具，養殖施設などの復旧整備を引き続き支援します。 

◇ 流通・加工業については魚市場の衛生高度化や共同利用施設の整備促進，事業者の早期再開

に向けた支援を継続し，流通・加工機能の一層の回復を図ります。 

◇ 震災により経営基盤や生産基盤を失った漁業者・事業者が事業を再開できるまでの間，借入

金の償還などにかかる負担軽減や有利な資金調達などが可能となるよう支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

みやぎの漁場再生事業 

 関連：取組 28  

県内の漁場を５ブロックに分け，起重機船等を用い，津波により漁場に堆積し

たがれき等を撤去します。 

【事業主体：国，県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

③ 新たな水産業の創造  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

02 

緊急 

漁場生産力回復支援事業 

 関連：取組 6  

漁業生産力の回復を図るため，漁業者自ら行う漁場に堆積したがれきの回収作

業や操業中に回収したがれきの処分等に要する経費を支援します。 

【事業主体：国，県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

03 

緊急 

漁港災害復旧事業１（県営５漁港）  

 関連：取組 12  

甚大な津波被害を受けた水産業集積拠点となる県営漁港５港（気仙沼・志津川・

女川・石巻・塩釜）において，宮城県漁港整備計画に基づく災害復旧工事を実施

します。 

【事業主体：国，県】 

漁港復興推

進室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

04 

緊急 

漁港災害復旧事業２（県営・市町営漁港）  

 関連：取組 12  

甚大な津波被害を受けた県営漁港及び市町営漁港について，漁港整備計画に基

づく災害復旧工事を実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

05 

緊急 

水産業共同利用施設復旧支援事業 

 関連：取組 12  

震災により被災した水産業共同利用施設の修繕及び機器等の復旧費を補助しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

06 

緊急 

水産業共同利用施設復旧整備事業 

 関連：取組 12  

震災により被災した水産業共同利用施設等の本格復旧費を補助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

水産物加工流通施設復旧支援事業 

 関連：取組 6  

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等の復旧及び機器の整備費を補

助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ27 

08 

緊急 

水産物加工流通施設整備支援事業 

 関連：取組 6  

被災した漁協，水産加工業協同組合等の共同利用施設等の整備に係る費用を補

助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

09 広域漁港整備事業 

                              関連：取組 12  

震災により甚大な被害を受けた女川漁港・志津川漁港の荷さばき施設について，

高度な衛生管理に対応するため，周辺漁港施設と合わせて早急に復旧工事を実施

します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ28 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

10 

緊急 

養殖生産物衛生管理対策事業 

 関連：取組 6  

生ガキによる食中毒を未然に防止するため，漁協が自主的に実施している生ガ

キのノロウイルス検査を補助することにより，安全管理体制を強化し，漁業者の

検査費用の負担を軽減することで，本県カキ養殖業の早期復興に努めます。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ25～Ｈ27 

11 漁業経営震災復旧特別対策資金利子補給事業  

   関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・再建を図るため，被災した漁業者の事業資金

を円滑に融通します。 

【事業主体：県，市町村】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ24～Ｈ31 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

12 

緊急 

小型漁船及び定置網共同化支援事業 

 関連：取組 6  

漁業者が共同利用するための漁船建造費，中古船取得・修繕費，定置網購入費

用等を助成します。 

【事業主体：国，県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

13 

緊急 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金［分野 (3)①１から再掲］ 

 関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製造業等の中小企業等，事業協

同組合等の組合，商店街が一体となって進める災害復旧・整備に当たり，その計

画に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助します。 

【事業主体：国，県】 

企業復興支

援室 

商工金融課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

14 東日本大震災水産業災害対策資金利子補給事業 

市町村水産業災害対策資金特別利子助成事業 

 関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，被災した漁業者に対して，

災害対策資金の円滑な融通を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ32

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

15 天災資金利子補給（水産業）  

 関連：取組 11  

災害復旧の促進及び経営の維持・回復を図るため，震災により被害を受けた漁

業者に対して，漁業の復旧に必要な資金の融通の円滑化を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ32

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

16 水産業災害対策資金に伴う信用保証制度円滑化対策事業 

 関連：取組 11  

県単独事業である水産業災害対策資金について，県が新たに特別準備金等を出

えんすることにより，被災漁業者へ資金融通の円滑化を図るとともに，信用基金

協会の安定経営を支援します。 

【事業主体：県】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ32 

17 水産業団体被災施設等再建整備支援事業 

 関連：取組 6  

被災地域の水産業の再生を図るため，震災により甚大な被害を受けた水産業団

体（漁業協同組合等）の施設・設備等の再建を支援し，当該団体の運営基盤の復

興・強化を図ります。 

【事業主体：県】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

18 

地創 

農林水産金融対策事業［分野 (4)①１から再掲］ 

  取組 11   基本目標１(1) ②  

農林水産業者が経営改善や規模拡大等に取り組む場合に必要な資金について，

円滑な融通と負担軽減を図り，経営の安定と競争力の強化に取り組みます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

19 漁業取締待機所復旧事業 

 関連：取組 6  

震災の津波により流失した漁業取締待機所を新築し復旧します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ27 

20 水産加工業人材確保支援事業 

 取組 10  

震災により水産業に従事する人材不足が顕著なことから，遠隔地からの通勤手

段確保と宿舎整備等に係る整備支援を行うことにより人材確保を図り，水産業の

復興を支援します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

21 

緊急 

有用貝類毒化監視対策事業 

   関連：取組 7  

本県産二枚貝等のうち産業上重要な種類について，定期的に貝毒検査及び有毒

プランクトンの監視を実施し，貝毒による食中毒の未然防止を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ27 

22 

緊急 

生ガキ衛生管理対策事業 

 関連：取組 6  

生ガキによる食中毒を未然に防止するため，漁協が自主的に実施している生ガ

キのノロウイルス検査を補助することにより，安全管理体制を強化し，漁業者の

検査費用の負担を軽減することで，本県カキ養殖業の早期復興に努めます。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ30 

23 

緊急 

有用貝類毒化監視・販売対策事業 

 取組 7  

 本県産二枚貝等のうち産業上重要な種類について，定期的に貝毒検査及び有毒

プランクトンの監視を実施し，貝毒による食中毒の未然防止を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ32 

24 

緊急 

漁港施設機能強化事業（市町営） 

 関連：取組 12  

震災により甚大な被害を受けた市町営漁港において漁港機能の回復を図るた

め，漁港施設用地等の改良・補修（嵩上げ等）を実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ23～Ｈ28

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

25 

緊急 

漁業集落防災機能強化事業 

 関連：取組 12  

東日本大震災の被災地域における漁業集落の早期復興を図るため，漁業集落の

地盤嵩上げ・切盛土と生活基盤の一体的な整備を実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ24～Ｈ28

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

26 漁業集落防災機能強化効果促進事業 

 関連：取組 12  

漁業集落防災機能強化事業と連携して復興に相乗効果を与え，事業の促進を図

るため，水産業の再生と漁村の活性化や漁村における防災体制の強化に取り組み

ます。 

【事業主体：国，県】 

漁港復興推

進室 

Ｈ25～Ｈ29

↓ 

Ｈ25～Ｈ28 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４４２，４５７百万円（うち県事業費：２７０，１５０百万円）  
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２ 水産業集約地域，漁業拠点の再編整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 水産物が集積される水産業集積拠点漁港については，競争力と魅力ある本県水産業の集積拠

点として再構築を図ります。 

◇ 漁業関連施設の早期復旧と機能回復に向けて取組を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

漁港施設機能強化事業 

 関連：取組 12  

震災により甚大な被害を受けた流通拠点となる県営漁港の機能回復を図るた

め，漁港背後地の荷さばき用地等の漁港施設用地等の嵩上げ等を実施します。 

また，漁港機能の集約再編を含む漁港復旧復興計画を策定します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

漁港環境整備事業 

 関連：取組 12  

東日本大震災の被災地域における農山漁村地域の復興に必要な漁港環境施設の

復旧を行います。 

【事業主体：国，県】 

漁港復興推

進室 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

03 

緊急 

水産物加工流通施設整備支援事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 関連：取組 6  

被災した漁協，水産加工業協同組合等の共同利用施設等の整備に係る費用を補

助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

04 

緊急 

水産物加工流通施設復旧支援事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 関連：取組 6  

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等の復旧及び機器の整備費を補

助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ27 

05 

緊急 

水産環境整備事業  

   関連：取組 12  

震災により被害を受けた漁場施設を復旧し，干潟による環境浄化や藻礁の設置

による漁場改善を図るための整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 
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取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

緊急 

漁場生産力向上対策事業 

 関連：取組 12  

円滑な漁業・養殖業の再開と漁場生産力の向上に寄与するため，被災漁場にお

いて沿岸漁業，養殖業を円滑に行うための漁具改良，漁場機能回復技術及び油分

等が残留する漁場の環境改善技術の開発を行うとともに，これら技術開発に必要

な資源状況や環境収容力の把握を行います。 

【事業主体：国，県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ27 

07 

緊急 

栽培漁業種苗放流支援事業 

 関連：取組 6  

震災により，水産技術総合センター種苗生産施設が被災し，アワビやヒラメ等

の種苗生産，放流が実施不可能となったことから，当該施設における種苗体制が

整うまでの間，放流用種苗を確保し放流を行います。 

また，さけ稚魚についても引き続き，放流種苗の確保に係る支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ28

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

08 水産技術総合センター種苗生産施設復旧整備事業  

 関連：取組 6  

震災により甚大な被害を受けた水産技術総合センター養殖生産部種苗生産施設

の復旧・整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

 

09 

緊急 

水産試験研究機関復旧整備事業 

 関連：取組 6  

震災により甚大な被害を受けた水産技術総合センター本所，水産加工開発部，

気仙沼水産試験場の復旧・整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

10 災害関連漁業集落環境施設復旧事業  

   関連：取組 12  

東日本大震災により被災した，寒風沢漁港，野々島漁港，志津川漁港，長崎漁

港の漁業集落環境施設を復旧します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ24～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ30 

 

11 

緊急 

廃油処理施設災害復旧事業 

 関連：取組 12  

東日本大震災で被災した，気仙沼漁港の廃油処理施設の復旧・整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ26 

12 被災地域情報化推進事業 

 関連：取組 6  

海岸無線局の効果的・効率的な無線通信ネットワークシステム再構築への取組

に対し，支援を行い，本県沿岸漁船の安全・安心な操業体制を構築します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ27 

13 被災漁場環境調査事業 

 関連：取組 12  

東日本大震災で重油の流出等が発生した漁場の海底油分の状況や，大津波の影

響を受けたエゾアワビ等の磯根資源及び磯焼け発生状況など，被災した漁場環境

を把握し，漁場生産力の回復・向上に向けた調査を行います。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ32 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

14 水産物供給基盤機能保全事業 

 関連：取組 12  

漁港・漁場施設の長寿命化を図りつつ更新コストを平準化するため，施設の機

能診断を実施し，その結果に基づき，機能保全計画を策定し，機能保全工事を行

います。 

【事業主体：県，市町村】 

漁港復興推

進室 

Ｈ28～Ｈ32 

15 ブランド水産物資源増大事業 

 取組 6  

本県沿岸漁業の重要魚種であるホシガレイの種苗生産及び種苗量産技術開発，

栽培漁業推進会議の開催等を行います。また，平成 25年以降，増加傾向にある仙

台湾のヒラメ資源による餌資源の減少が他の有用水産資源に及ぼす影響について

調査を実施します。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ29～Ｈ32 

16 栽培漁業種苗生産事業 

 取組 6  

本県栽培漁業基本計画の対象魚種に選定されているアワビ・アカガイについて，

復旧整備した水産技術総合センター種苗生産施設で震災以前と同様，種苗生産を

再開します。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ29～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９９，８５４百万円（うち県事業費：９７，８２７百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

３ 競争力と魅力ある水産業の形成 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 強い経営体を育成するため，漁業種類ごとの経営モデルの検討，６次産業化などの取組を推

進します。あわせて，新規就業者の確保や，後継者となる担い手の育成などの取組を推進しま

す。 

◇ 水産都市としての活力を強化するため，生産段階だけでなく水産加工などに携わる経営体に

おける経営体質強化，関連産業の集積高度化を推進し，地域の総合産業として飛躍するよう努

めます。あわせて，水産物・水産加工品のブランド化，産学官の連携強化などによる付加価値

向上の取組や流通促進，販路確保・拡大に向けた取組を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

加工原料等安定確保支援事業（水産業）  

 関連：取組 6  

漁協，水産加工業協同組合に対し，震災の影響で遠隔地から加工原料を確保し

た際に生じた掛かり増し経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

02 

緊急 

沿岸漁業担い手活動支援事業 

 取組 10  

本県水産業の復興と持続的発展に向けて，浜の中核であり，後継者となる漁業

士や漁協青年部などの活動を支援するとともに，新たな担い手となる漁業就業者

の確保や育成を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 水産流通加工業者復興支援事業 

 関連：取組 6  

水産流通加工業及び国，県等の補助事業に関する知見を持つ「水産業復興支援

コーディネーター」を設置し，県内の水産業者に対し，活用可能な補助事業の紹

介，事務手続き等の支援を行います。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ27 

04 

緊急 

水産物安全確保対策事業［分野 (4)④４から再掲］  

 関連：取組 7  

国の「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」において本県海域が検査対

象になったことから，県水産物の安全流通に資するため，放射能検査機器を導入

し，水産物の放射性物質濃度のモニタリング調査を実施します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

 

水産都市活力強化対策支援事業 

 取組 6  

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等による水揚げ確保と水産物の

販売力強化を柱とした取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

緊急 

漁業経営改善支援強化事業  

      取組 6  

関係機関と連携し，被災により個別での再起が難しい漁業者に対して，共同化

や協業化等による経営再開や経営安定に向けた取組を支援します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

07 食料生産地域再生のための先端技術展開事業（水産業関係） 

      取組 6  

被災地域を新たに食料生産地域として再生するため，復興地域の特色を踏まえ

つつ，先端的な農林水産技術を駆使した大規模実証研究を推進します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 

08 

緊急 

沿岸漁業・養殖業復興支援強化対策事業 

 取組 6  

東日本大震災からの復旧・復興を図るため，県が実施する補助事業等の業務支

援，漁業者団体が運営する種苗生産施設の技術者の確保育成の支援などを外部委

託し，事業の円滑な推進と被災休職者の雇用を促進します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ27 

09 水産加工業ビジネス復興支援事業 

 取組 3  

 震災により甚大な被害を受けた水産加工業は売上げの回復が遅れており，人手

不足もあいまって非常に厳しい状況に置かれています。現状を打開し，高い競争

力を発揮するとともに，地域経済の再生を果たすため，課題解決を事業者ととも

に目指す伴走型支援組織を設置します。 

【事業主体：県】 

中小企業支

援室 

Ｈ28～Ｈ32 

10 

地創 

みやぎの漁業担い手確保育成支援事業 

 取組 10   基本目標１(2) ③  

 宮城の沿岸漁業への就業希望者がワンストップで相談，体験，技術習得，就労

できる体制整備を行います。 

また，沖合・遠洋漁業の担い手確保・幹部船員の育成に向けて新規就業者・船

舶職員確保支援を総合的に実施します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ28～Ｈ32 

11 働きやすい水産加工場づくり推進事業 

 取組 10  

 水産加工場における働きやすい職場環境調査と水産加工業への就業意識調査を

行います。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ28～Ｈ32 

12 

緊急 

地創 

みやぎの強い漁業経営体育成支援事業 

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

沿岸地域の基幹産業である養殖業・漁船漁業について，先駆的な未利用資源を

活用した取組や国際漁業認証を取得する取組を支援することにより，漁村地域に

安定的雇用を創出します（H28まで「みやぎの強い養殖経営体育成支援事業」）。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ31

↓ 

Ｈ28～Ｈ32 

13 

地創 

水産加工業者のＨＡＣＣＰ普及推進事業 

  取組 6   基本目標１(1) ⑧  

 県産水産食品の輸出を拡大するため，国外への販路開拓を目指す水産加工業者

に対してＨＡＣＣＰ導入に向けた支援を行います。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ29～Ｈ32 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：８７６百万円（うち県事業費：７９６百万円）  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

４ 安全・安心な生産・供給体制の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 水産物の安全性確保のため，引き続き検査体制を強化し，定期的に監視を行います。 

◇ 風評被害を払拭するため，安全性のＰＲを行うとともに，県産の水産物や水産加工品等の販

売支援を行います。 

◇ 漁業者団体が実施している貝毒やノロウイルス等の衛生検査の取組に対し支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

水産物安全確保対策事業［分野 (4)④４から再掲］ 

 関連：取組 7  

国の「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」において本県海域が検査対

象になったことから，県水産物の安全流通に資するため，放射能検査機器を導入

し，水産物の放射性物質濃度のモニタリング調査を実施します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

養殖生産物衛生管理対策事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 関連：取組 6  

生ガキによる食中毒を未然に防止するため，漁協が自主的に実施している生ガ

キのノロウイルス検査を補助することにより，安全管理体制を強化し，漁業者の

検査費用の負担を軽減することで，本県カキ養殖業の早期復興に努めます。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ25～Ｈ27 

03 

緊急 

県産農林水産物放射性物質対策事業［分野 (4)④４から再掲］ 

 関連：取組 7  

原子力災害対策特別措置法に基づく農林水産物の放射性物質検査を実施しま

す。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業［分野 (4)④４から再掲］ 

     取組 7   基本目標１(1) ⑧  

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対応するため，県産農林水産物

等の広報ＰＲ等を行い信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ30 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

05 

地創 

県産農林水産物等イメージアップ推進事業［分野 (4)④４から再掲］ 

  取組 7   基本目標１(1) ⑥  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けたことから，復興状況に合わせ

た県産品のイメージアップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，メデ

ィアの活用，海外バイヤー対応などを支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ③ 新たな水産業の創造 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

緊急 

有用貝類毒化監視対策事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 関連：取組 7  

 本県産二枚貝等のうち産業上重要な種類について，定期的に貝毒検査及び有毒

プランクトンの監視を実施し，貝毒による食中毒の未然防止を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ23～Ｈ27 

07 

緊急 

生ガキ衛生管理対策事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 関連：取組 6  

生ガキによる食中毒を未然に防止するため，漁協が自主的に実施している生ガ

キのノロウイルス検査を補助することにより，安全管理体制を強化し，漁業者の

検査費用の負担を軽減することで，本県カキ養殖業の早期復興に努めます。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ30 

08 

緊急 

有用貝類毒化監視・販売対策事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 取組 7  

 本県産二枚貝等のうち産業上重要な種類について，定期的に貝毒検査及び有毒

プランクトンの監視を実施し，貝毒による食中毒の未然防止を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業基盤

整備課 

Ｈ28～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９５９百万円（うち県事業費：８９７百万円）  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 
6,014億円 

（H19年） 

4,944億円 

（H26年） 

5,762億円 

（H29年） 

 

１ 食品製造事業者の本格復旧への支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 多くの事業者の事業再開や事業継続，本格復旧を見据えた施設設備支援を行うとともに，食

品製造業の本格復旧を図るため，生産機能の高度化や効率化に向けた施設・設備整備への支援

を行い，生産性の向上と品質向上を促進します。 

◇ 食品製造業者の事業再開に向け，原材料の安定確保などに係る取組を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

 

中小企業等復旧・復興支援事業費補助金［分野 (3)①１から再掲］ 

 関連：取組 1  

県が認定した復興事業計画に基づき，被災した製造業等の中小企業，事業協同

組合等の組合，商店街が一体となって進める災害復旧・整備に当たり，その計画

に不可欠な施設等の復旧・整備に要する経費を国と連携して補助します。 

【事業主体：国，県】 

企業復興支

援室 

商工金融課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 食品加工原材料調達支援事業 

 関連：取組 6  

県内水産加工品製造業者等の本格復旧にあたり，原材料調達先が被災し，代替

原材料を他産地から調達したり,他社に製造委託して事業継続する場合に，新たに

発生する掛かり増し経費を助成します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

県産農林水産物等イメージアップ推進事業［分野 (4)④４から再掲］ 

 取組 7   基本目標１(1) ⑥  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けたことから，復興状況に合わせ

た県産品のイメージアップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，メデ

ィアの活用，海外バイヤー対応などを支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

④ 一次産業を牽引する食産業の振興  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 

地創 

「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業［分野 (4)④４から再掲］ 

  取組 7   基本目標１(1) ⑧  

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対応するため，県産農林水産物

等の広報ＰＲ等を行い信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ30 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

05 

緊急 

水産物加工流通施設復旧支援事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 関連：取組 6  

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等の復旧及び機器の整備費を補

助します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ27 

06 

緊急 

水産物加工流通施設整備支援事業［分野 (4)③１から再掲］ 

 関連：取組 6  

被災した漁協，水産加工組合等の共同利用施設等の整備に係る費用を補助しま

す。 

【事業主体：国，県，市町村】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

07 

緊急 

加工原料等安定確保支援事業（水産業）［分野 (4)③３から再掲］  

 関連：取組 6  

漁協，水産加工業協同組合に対し，震災の影響で遠隔地から加工原料を確保し

た際に生じた掛かり増し経費を補助します。 

【事業主体：国，県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

08 

 

水産流通加工業者復興支援事業［分野 (4)③３から再掲］ 

 関連：取組 6  

水産流通加工業及び国，県等の補助事業に関する知見を持つ「水産業復興支援

コーディネーター」を設置し，県内の水産業者に対し，活用可能な補助事業の紹

介，事務手続き等の支援を行います。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ27 

09 みやぎの肉用牛イメージアップ事業［分野 (4)④４から再掲］ 

 関連：取組 7  

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評により，宮城県産牛肉が敬遠され牛

肉価格が急激に下落するなどの影響があったことから，低下した県産牛肉イメー

ジを回復させるため消費拡大等の対策を実施します。 

【事業主体：県】 

畜産課 Ｈ27～Ｈ29

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１７３，６４３百万円（うち県事業費：１３１，９９８百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

２ 競争力の強化による販路の拡大 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 県産農林水産物等の販路拡大を図るため，商談会の開催や国内外の見本市出展支援等の強化

によりマッチング機会を一層創出するほか，市場ニーズを的確にとらえた新商品・新技術の開

発と営業力，企画提案力等の向上といった人材育成を支援する仕組みを構築します。 

  ◇ 需要先である小売業の被災や消費低迷に対処するため，県産農林水産物の販売促進に係る取

組を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業（地域イメージ確立推進

事業）［分野 (4)④３から再掲］ 

 取組 3  

知事のトップセールスや民間企業との連携,ウェブサイトでの情報発信により,

地域イメージである「食材王国みやぎ」の確立を推進します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 物産展等開催事業 

 関連：取組 3  

本県産品の展示販売，観光の積極的なＰＲを展開するため，主要都市等の百貨

店を中心に物産展を開催します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 みやぎまるごとフェスティバル開催事業  

 関連：取組 7  

県内の関係団体・自治体等が連携し，産業の分野を横断した県産品の展示・実

演・販売を行う「みやぎまるごとフェスティバル」を開催し，地域産業の活性化

並びに県産品の消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（商品ブラッシュアップ専門家派遣事業）  

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，商談会出展に向け，商品開発や

営業力強化の知見を有する専門家を派遣し，個社の競争力向上を支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ32 

05 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（商談会マッチング強化事業） 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

商談会の開催，大規模商談会への出展と出展事業者を対象とした商品の提案や

交渉力を高めるセミナー開催を通じ，県内食品製造業者等の販路開拓を支援しま

す。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ32 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（首都圏販路開拓支援事業） 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

商品カタログを配布し，首都圏バイヤーの希望による商談会や試食商談会を開

催し，県内製造業者等の販路開拓を支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ32 

07 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事

業） 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，首都圏等県内外での販路開拓を

支援するため，商品づくりや売り上げ向上を目指した商談会への出展等を支援し

ます。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ32 

08 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（選ばれる商品づくり支援事業） 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

県内の中小食品製造業者等が行う地域の食材を活用した商品開発への取組を支

援するとともに，コーディネーター機能等を活用し，企業間の連携を促進します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ32 

09 

地創 

首都圏県産品販売等拠点運営事業 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

県産品の紹介・販路拡大及び観光案内・宣伝のほか，被災した県内事業者の復

興を支援するため，首都圏アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」の運営管理

を行います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

10 首都圏県産品販売等拠点施設機能強化事業 

 取組 3  

東京アンテナショップ「宮城ふるさとプラザ」の持つ各種機能の強化を図り,被

災した県内事業者の復興を支援するとともに,産業振興の推進を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ27 

11 

地創 

県産品販路開拓バックアップ事業 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

 首都圏及び関西向けの専任スタッフを配置し,県産品をバイヤー等に売り込む

ことにより,その販路の開拓及び販売の拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

12 

地創 

宮城県産品販路拡大サポート事業 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

 首都圏の卸・小売業者等との商談を円滑に進めるための商談シートの整備や県

内事業者の販路開拓ニーズの掘り起こし等を行うことにより,県産品の販路回

復・拡大を図ります。 

 【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 

13 

地創 

県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業 

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

宮城県食品輸出促進協議会と連携し，セミナー等の開催や商談会の実施により，

輸出に取り組もうとする県内事業者の販路拡大を支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

14 

地創 

輸出基幹品目販路開拓事業 

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物を輸出する際の基幹となる品目を定め，輸出基幹品目のプロモ

ーションや継続的な取引への支援等を実施することにより，海外市場でのより実

効的な販路開拓を行います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ29 

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

15 県外事務所県産品販路拡大事業  

 関連：取組 3  

県外事務所において県産品の販路拡張を図るため，県産品の展示・販売等を行

います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

16 

地創 

食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業（県産ブランド品確立支

援事業） 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

県産食材のブランド価値向上に取り組む生産者等への支援，県産食材の実需者

とのマッチングや食材王国みやぎフェア開催などの支援により，県産食材の付加

価値と認知度の向上を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

17 

 

水産都市活力強化対策支援事業［分野(4)④３から再掲］ 

 取組 6  

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等による水揚げ確保と水産物の

販売力強化を柱とした取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 

18 

地創 

県産農林水産物等海外インターネット販売支援事業   

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

県産農林水産物等の輸出を促進するに当たり,県内事業者が新たな販路として

海外市場を認識し，輸出に取り組む事業者及び輸出品目を増やすことを目的とし

て，海外インターネット通販による機会を提供し，輸出拡大に向けた機運醸成と

販路開拓の支援を行います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ28 

19 

地創 

ハラール対応食普及促進事業［分野(4)④３から再掲］ 

  取組 3   基本目標１(1) ⑧  

ハラール対応食の普及促進に向け，ハラール対応勉強会やハラール対応食試食

会を開催するとともに，ハラールに関する情報発信を実施します。 

また，ハラール認証取得やハラール製品製造に要する加工機器・資材費等の経

費の補助を行います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，０９６百万円（うち県事業費：１，７７０百万円）  
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

３ 食材王国みやぎの再構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災前に生産額等が全国上位にあった宮城米や仙台いちご，仙台牛，カキ，ギンザケ等を中

心とする本県の良質な食材の更なる知名度向上に向け，総合的なプロモーションを展開すると

ともに，これらの豊かな食材や高度な加工技術を用いた付加価値の高い商品づくりを促進しま

す。 

◇ 「食材王国みやぎ」の復興，再構築を図るため，６次産業化や農商工連携の手法を活用し，

県産農林水産物等の需要拡大に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業（県産ブランド品確立支

援事業）［分野 (4)④２から再掲］ 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

県産食材のブランド価値向上に取り組む生産者等への支援，県産食材の実需者

とのマッチングや食材王国みやぎフェア開催などの支援により，県産食材の付加

価値と認知度の向上を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業（地域イメージ確立推進

事業） 

 取組 3  

知事のトップセールスや民間企業との連携,ウェブサイトでの情報発信により,

地域イメージである「食材王国みやぎ」の確立を推進します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（商品ブラッシュアップ専門家派遣事業） 

［分野 (4)④２から再掲］           取組 3   基本目標１(1) ⑧  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，商談会出展に向け，商品開発や

営業力強化の知見を有する専門家を派遣し，個社の競争力向上を支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ32 

04 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（商談会マッチング強化事業） 

［分野 (4)④２から再掲］           取組 3   基本目標１(1) ⑧  

商談会を開催するとともに，商品の提案や交渉力を高めるセミナー開催を通じ，

県内食品製造業者等の販路開拓を支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ32 

05 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（首都圏販路開拓支援事業） 

［分野 (4)④２から再掲］           取組 3   基本目標１(1) ⑧  

商品カタログを配布し，首都圏バイヤーの希望による商談会や試食商談会を開

催し，県内製造業者等の販路開拓を支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ27～Ｈ32 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事

業）［分野 (4)④２から再掲］ 

  取組 3   基本目標１(1) ⑧  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，首都圏等県内外での販路開拓を

支援するため，商品づくりや売り上げ向上を目指した商談会への出展等を支援し

ます。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ32 

07 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（選ばれる商品づくり支援事業） 

［分野 (4)④２から再掲］           取組 3   基本目標１(1) ⑧  

県内の中小食品製造業者等が行う地域の食材を活用した商品開発への取組を支

援するとともに，コーディネーター機能等を活用し，企業間の連携を促進します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ26～Ｈ32 

08 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業（みやぎの「食」ブラン

ド復興支援事業） 

 取組 3  

 一定程度の知名度を有する県産品の更なる付加価値と販売力の向上を図りま

す。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ28

↓ 

Ｈ29～Ｈ32 

09 みやぎの園芸・畜産物消費拡大事業 

 関連：取組 3  

震災後の本県畜産業及び園芸作物の復興と健全な発展を図るため，県，ＪＡな

ど関係団体等で組織する各協議会が行う消費拡大，銘柄確立の事業に対して補助

します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ32 

10 宮城米広報宣伝事業 

 取組 6  

「米どころ宮城」の知名度を維持し，更なる消費及び販路の拡大を図るため，

宮城米マーケティング推進機構を実施主体として，広報宣伝事業，首都圏等大消

費地ＰＲ等を行います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

11 

地創 

みやぎの農商工連携・６次産業化支援強化事業 

 取組 6   基本目標１(1) ⑧  

農林漁業者が自ら，または商工業者（２次産業・３次産業者）と連携して取り

組む，地域資源を活用した新たな商品の開発や販路開拓等の事業を推進するため，

地域の実情を踏まえた農商工連携・６次産業化の取組の掘り起こしや推進を目的

として，各地方振興事務所等が中心となり，その取組を支援します。 

【事業主体：県】 

農林水産政

策室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

12 ６次産業化新事業創出支援事業  

     取組 6  

事業の多角化・高度化を目指す，被災した農林漁業者等に対する事業構想の策

定支援を行います。 

【事業主体：県】 

農林水産政

策室 

Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

13 

地創 

食育・地産地消推進事業 

 取組 7   基本目標１(1) ⑧  

県内で生産される農林水産物に対する理解の向上や消費・活用の促進を図るた

め，地産地消を全県的に推進します。 

また，県産食材や地産地消の必要性について理解を深めるため，食育を推進し

ます。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

14 

地創 

県産農林水産物等イメージアップ推進事業［分野 (4)④４から再掲］ 

  取組 7   基本目標１(1) ⑥  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けたことから，復興状況に合わせ

た県産品のイメージアップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，メデ

ィアの活用，海外バイヤー対応などを支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

15 

地創 

「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業［分野 (4)④４から再掲］ 

     取組 7   基本目標１(1) ⑧  

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対応するため，県産農林水産物

等の広報ＰＲ等を行い信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ30 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

16 みやぎまるごとフェスティバル開催事業［分野 (4)④２から再掲］ 

 関連：取組 7  

県内の関係団体・自治体等が連携し，産業の分野を横断した県産品の展示・実

演・販売を行う「みやぎまるごとフェスティバル」を開催し，地域産業の活性化

並びに県産品の消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

17 みやぎの肉用牛イメージアップ事業［分野 (4)④４から再掲］ 

 関連：取組 7  

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評により，宮城県産牛肉が敬遠され牛

肉価格が急激に下落するなどの影響があったことから，低下した県産牛肉イメー

ジを回復させるため消費拡大等の対策を実施します。 

【事業主体：県】 

畜産課 Ｈ27～Ｈ29

↓ 

Ｈ28～Ｈ32 

18 

地創 

ハラール対応食普及促進事業 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

ハラール対応食の普及促進に向け，ハラール対応勉強会やハラール対応食試食

会を開催するとともに，ハラールに関する情報発信を実施します。 

また，ハラール認証取得やハラール製品製造に要する加工機器・資材費等の経

費の補助を行います。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ28 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，０８８百万円（うち県事業費：１，６４５百万円） 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

４ 県産農林水産物の安全性確保と風評の払拭等 

 

＜行動方針＞ 

◇ 簡易検査と精密検査を計画的に実施し，必要に応じて民間の検査機関も活用するなど，精密

検査の充実を図り，出荷・流通前における県産農林水産物の安全性を確保します。また，土壌

や飼料，きのこ原木等における放射性物質検査を実施することによって，農林水産物の生産環

境整備に努めます。 

◇ 出荷制限指示が出されている品目等について，早期生産再開と出荷制限解除に向けた取組を

進めます。 

◇ 風評被害によりシェアを失っている本県水産加工品等水産物をはじめとする県産品のイメ

―ジアップに関する取組を支援するとともに，安全性のＰＲなど，県内外への情報発信を強化

します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

水産物安全確保対策事業  

 関連：取組 7  

国の「水産物の放射性物質検査に関する基本方針」において本県海域が検査対

象になったことから，県水産物の安全流通に資するため，放射能検査機器を導入

し，水産物の放射性物質濃度のモニタリング調査を実施します。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

放射性物質検査対策事業  

 関連：取組 7  

県内産牛肉の食の安全・安心を確保するため，放射性物質の検査機器を維持・

管理するとともに，継続した検査体制を構築し，市場出荷前の牛肉や流通食品等

に含まれる放射性物質の検査を実施します。 

【事業主体：国，県】 

食と暮らし

の安全推進

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

県産農林水産物放射性物質対策事業  

 関連：取組 7  

原子力災害対策特別措置法に基づく農林水産物の放射性物質検査を実施しま

す。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ32 

04 残留放射性物質検査関係事業（農業）  

   関連：取組 7  

農作物等に残留する放射性物質の検査を円滑に進めるため，普及センターや試

験研究機関において実施されるサンプル測定に伴う業務補助作業を行います。 

【事業主体：国，県】 

農業振興課 Ｈ26 

↓ 

Ｈ26～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 

緊急 

農産物放射能対策事業 

 関連：取組 7  

農産物等の安全確認を行うため，主要県産農産物等を対象に放射性物質の濃度

を把握し，今後の営農対策の検討に資するデータを整備します。 

【事業主体：県】 

農産園芸環

境課 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

緊急 

放射性物質影響調査事業（畜産） 

 関連：取組 7  

本県農畜産物等の放射性物質を測定し，消費者の健康への影響を未然に防ぐと

ともに，放射性物質を低減する栽培技術を指導するための調査を実施します。 

【事業主体：県】 

畜産課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

07 

緊急 

特用林産物放射性物質対策事業 

 関連：取組 7  

特用林産物を始めとした各種林産物の安心・安全の確保に向け，放射性物質検

査を徹底するとともに，特用林産物の生産再開に向けた無汚染原木の確保等へ支

援します。 

【事業主体：国，県】 

林業振興課 Ｈ23～Ｈ32 

08 農林業震災復旧支援利子負担軽減事業  

 関連：取組 11  

災害復旧を目的として農林業者が農業協同組合から借り入れる低利の独自資金

について，金利負担の軽減のために農業協同組合が負担する経費を県が補助する

ことにより，復旧途上にある農林業経営を支援します。 

【事業主体：県】 

農林水産経

営支援課 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ27 

09 

緊急 

給与自粛牧草等処理円滑化事業  

 関連：取組 7  

東京電力福島第一原子力発電所事故により放射性物質に汚染された稲わら及び

牧草の処理を円滑に進めるため，一時保管等について支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

畜産課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

10 

緊急 

肉用牛出荷円滑化推進事業 

 関連：取組 7  

県産牛肉の信頼性を確保するため，当分の間，出荷される肉用牛全頭を対象と

した放射性物質の検査を行います。 

また，廃用牛の放射性物質低減対策を支援します。 

【事業主体：県】 

畜産課 Ｈ23～Ｈ32 

11 草地土壌放射性物質低減対策事業 

 関連：取組 7  

東京電力福島第一原子力発電所事故に伴い，牧草地から牧草への放射性セシウ

ムの移行を低減するため，牧草地の反転耕等の事業を実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

畜産課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

12 

緊急 

森林除染実証事業  

 関連：取組 7  

特用林産物の生産再開に向けて，ほだ場や竹林の除染実証と効果調査等を実施

します。 

【事業主体：国，県】 

林業振興課 Ｈ24～Ｈ29 

↓ 

Ｈ24～Ｈ28 

13 

緊急 

特用林産物産地再生支援事業 

                              関連：取組 7  

特用林産物の出荷制限解除に向けて，栽培工程管理に必要な資機材の整備を支

援します。 

【事業主体：県】 

林業振興課 Ｈ26～Ｈ29 
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第５章（４）農業・林業・水産業 ④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

14 

地創 

県産農林水産物等イメージアップ推進事業 

                       取組 7   基本目標１(1) ⑥  

震災で県産農林水産物等が大規模な被害を受けたことから，復興状況に合わせ

た県産品のイメージアップを図るため，被災前の状況に回復するまでの間，メデ

ィアの活用，海外バイヤー対応などを支援します。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

15 

地創 

「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業 

     取組 7   基本目標１(1) ⑧  

原発事故の影響とみられる需要の落ち込み等に対応するため，県産農林水産物

等の広報ＰＲ等を行い信頼回復と消費拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ30 

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

16 

地創 

食産業ステージアッププロジェクト（復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事

業） 

 取組 3   基本目標１(1) ⑧  

沿岸部等で販路を失った県内中小企業に対し，首都圏等県内外での販路開拓を

支援するため，商品づくりや売り上げ向上を目指した商談会への出展等を支援し

ます。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ32 

17 食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業（みやぎの「食」ブラン

ド復興支援事業）［分野 (4)④３から再掲］ 

 取組 3  

 一定程度の知名度を有する県産品の更なる付加価値と販売力の向上を図りま

す。 

【事業主体：県】 

食産業振興

課 

Ｈ24～Ｈ28

↓ 

Ｈ29～Ｈ32 

18 

 

水産都市活力強化対策支援事業［分野 (4)③３から再掲］ 

                                 取組 6  

水産都市の経済の中心である魚市場機能の強化等による水揚げ確保と水産物の

販売力強化を柱とした取組により，水産都市の活力強化を図ります。 

【事業主体：県】 

水産業振興

課 

Ｈ25～Ｈ29 

19 みやぎの肉用牛イメージアップ事業 

 関連：取組 7  

東京電力福島第一原子力発電所事故の風評により，宮城県産牛肉が敬遠され牛

肉価格が急激に下落するなどの影響があったことから，低下した県産牛肉イメー

ジを回復させるため消費拡大等の対策を実施します。 

【事業主体：県】 

畜産課 Ｈ27～Ｈ29

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

20 ほだ木等原木林再生実証事業  

 関連：取組 7  

 きのこ用原木を供給する広葉樹林の再生と将来に向けた原木の安定供給に向け

て，汚染された原木林を伐採（更新伐）し，放射性物質の低減化を図るとともに，

萌芽更新により再生された広葉樹林の原木林としての活用の可否について，実証

等を実施します。 

【事業主体：国，県】 

林業振興課 Ｈ26～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，５５１百万円（うち県事業費：３，７４６百万円）  
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

（５）公共土木施設 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

公共土木施設災害復旧事業（道路・橋梁）の執

行状況（％） 

－ 

（H22年度） 

78.0％ 

（H27年度） 

94.0％ 

（H29年度） 

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋） 

［累計］ 

0橋 

（0％） 

（H22年度） 

35橋 

（28%） 

（H27年度） 

87橋 

（69％） 

（H29年度） 

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量

［実入り］（TEU） 

155,454TEU 

（H22年） 

161,973TEU 

（H27年） 

176,000TEU 

（H29年） 

 

○ 道路 

１ 高規格幹線道路等の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 復興道路に位置づけられた三陸縦貫自動車道などの整備を促進し，防災道路ネットワークを

形成する高規格幹線道路の充実強化を図ります。 

◇ みやぎ県北高速幹線道路の整備を推進し，東西広域連携軸を強化します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 高規格幹線道路整備事業 

 取組 12  

国が事業主体となる三陸縦貫自動車道などの高規格幹線道路の整備等につい

て，その事業費の一部を負担します。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 地域高規格道路整備事業 

 取組 12  

県土の復興を支える，みやぎ県北高速幹線道路の整備を推進し，地域間連携の

強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ32 

① 道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進  
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 仙台東部地区道路ネットワーク検討調査 

 取組 12  

 東日本大震災後の道路環境の変化などを踏まえ,仙台東部地区の道路ネットワ

ークについて検証を行い，沿岸部の高規格道路と仙台都心間の円滑なアクセス策

について検討します。 

【事業主体：県】 

道路課 Ｈ26～Ｈ27 

↓ 

Ｈ26～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７５，３３４百万円（うち県事業費：７５，３３４百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

２ 主要幹線となる国道，県道の整備及び復興まちづくりと一体となった関連道路の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 災害に強い幹線道路ネットワークを整備するため，国道 108 号，国道 113 号，国道 398 号

等の主要幹線道路の整備を推進します。また，安全な道路利用が図られるよう交通安全施設等

の整備や災害防除対策を着実に進めます。 

◇ 沿岸部においては，離島振興のため大島架橋事業を進めるほか，海岸保全施設の整備と併せ

て，多重防御による防災・減災機能を有する高盛土構造の防災道路について検討し，復興まち

づくりと一体的に整備を進めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（道路） 

 関連：取組 12  

被災した道路及び橋梁等について，公共土木施設災害復旧事業により施設復旧

を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 道路改築事業  

 関連：取組 12  

震災により被災した地域を支援するため，国道や県道，市町村道（代行受託）

の整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ32 

03 道路改築事業（復興） 

     取組 31  

 震災により被災した地域を支援するため，防災機能を強化した国道や県道の整

備を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

04 離島振興事業（道路）  

 関連：取組 12  

震災により被災した離島地域を支援するため，架橋整備や島内道路整備を行い

ます。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ30 

05 交通安全施設等整備事業  

 関連：取組 12  

歩行者・自転車の安全確保や交通の円滑化を図るため，歩道整備や交差点改良

を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 災害防除事業  

 関連：取組 32  

道路利用者の安全性を確保するため，落石等の危険箇所について災害防除事業

を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ32 

07 道路維持修繕事業  

 関連：取組 12  

災害時における緊急輸送道路の通行確保や復旧・復興を確実に実施するため，

適切な道路管理を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ32 

 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２１４，１９７百万円（うち県事業費：２１４，１９７百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

３ 橋梁等の耐震化・長寿命化 

 

＜行動方針＞ 

◇ 橋梁などの道路関連施設における耐震化計画及び長寿命化計画に基づき，順次新たな対策を

推進し，耐震化・長寿命化を着実に実施します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 橋梁耐震化事業 

 取組 31  

地震時における主要幹線道路等の橋梁耐震性，安全性を確保するため，耐震化

を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ32 

02 橋梁長寿命化事業  

 関連：取組 31  

橋梁の長寿命化を図るため，橋梁長寿命化計画に基づき，老朽化した橋梁につ

いて予防保全的に補修を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ31 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２３，９８７百万円（うち県事業費：２３，９８７百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

○ 港湾，空港 

４ 港湾機能の拡充と利用促進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 仙台塩釜港のさらなる利用拡大や効率的な管理運営に向けて，埠頭用地拡張や防波堤の延伸

など，港湾機能の拡充を図ります。 

◇ 貨物集荷，企業誘致や新規航路の開拓など，積極的なポートセールスを推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（港湾） 

 関連：取組 12  

被災した港湾施設等について，公共土木施設災害復旧事業により施設の復旧を

行います。 

【事業主体：国，県】 

港湾課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

02 港湾整備事業 

 取組 12  

宮城のみならず東北の復興と発展をけん引する中核的国際拠点港湾を目指し，

より適切な管理・運営を図るとともに，港湾機能の拡充のための施設整備を推進

します。 

【事業主体：国，県】 

港湾課 Ｈ23～Ｈ32 

03 港湾整備事業（復興） 

     取組 31  

津波や高潮に対して安全な物流拠点機能を確保し，災害に強い港湾を形成する

ため，岸壁背後において防潮堤や漂流物対策施設を整備します。 

【事業主体：県】 

港湾課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

04 港湾立地企業支援事業 

 関連：取組 12  

 仙台塩釜港（石巻港区）において，被災した企業岸壁や護岸を公共岸壁として

再整備し，港湾立地企業の復興を支援します。 

【事業主体：県】 

港湾課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ25～Ｈ29 

05 海岸改修事業（港湾） 

 取組 31  

港湾海岸における津波や高潮からの安全性を保持するため，海岸保全施設の整

備及び適切な管理を推進します。 

【事業主体：県】 

港湾課 Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 港湾利用促進事業 

 取組 12  

コンテナ貨物等の集荷促進と新規航路の開設や既存航路の安定化のための誘致

活動（ポートセールス）を行います。 

               【事業主体：県】 

港湾課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

07  非予算的手法：港湾活性化推進事業 

 取組 12  

統合した新たな仙台塩釜港において，各港の機能と役割を明確にし，スケール

メリットを活かした効率的・効果的な港湾の管理・運営並びに利活用促進を図る

ため，港湾関係者との連携の強化及び協働活動を推進します。 

               【事業主体：県】 

港湾課 Ｈ25～Ｈ32 

08 仙台港国際ビジネスサポートセンター災害復旧・改修事業 

［分野 (3)①４から再掲］                   関連：取組 1  

 東北唯一の国際拠点港湾である仙台港の港湾業務機能支援と交流機能集積を目

的に設置された「仙台港国際ビジネスサポートセンター（アクセル）」が震災によ

り甚大な被害を受けたため，修繕を行います。 

【事業主体：国，県】 

海外ビジネ

ス支援室 

公営事業課 

Ｈ24～Ｈ25 

↓ 

Ｈ24～Ｈ26 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む） 

 総事業費：１５０，４９８百万円（うち県事業費：１５０，４９８百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

５ 仙台空港の利用促進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 仙台空港利用の旅客・貨物需要を喚起するとともに，エアポートセールスに取り組みます。 

◇ 国が進める空港経営改革の動きに合わせ，仙台空港の経営一体化及び民間運営委託を推進し，

空港の機能充実と周辺地域の活性化を図ります。 

◇ 仙台空港鉄道株式会社改革支援プラン行動計画を着実に推進し，仙台空港鉄道株式会社の早

期経営安定化を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 仙台空港整備事業 

 取組 31  

仙台空港の運用に必要な空港施設を改修するとともに，救急・救命活動等の拠

点機能や緊急物資・人員等の輸送受入機能等を確保するため，空港の耐震化を推

進します。 

※仙台空港整備事業（耐震化） 

【事業主体：国，県，市町村】 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 仙台空港利用促進事業［分野 (3)②９から再掲］ 

 取組 12  

本県の主要なインフラである仙台空港について，関係機関等と連携し航空機を

使った旅行需要の喚起に努めるなど，運航路線の維持拡大や一層の利用促進を図

ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 仙台空港民営化推進事業 

 取組 12  

仙台空港の更なる活性化を図るため，国が進める空港経営改革の動きに合わせ，

空港の経営一体化及び民間運営委託を推進します。 

【事業主体：国，県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ27 

04 仙台空港周辺整備対策事業 

 取組 12  

仙台空港と空港周辺地域との調和ある発展を図るため，仙台空港周辺対策協議

会に対して運営費を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

空港臨空地

域課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 仙台空港周辺地域土地利用調査事業 

 取組 12  

 空港周辺への産業集積に向けた土地利用調査を実施し，空港民営化後の更なる

活性化を図ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ27 
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第５章（５）公共土木施設 ① 道路，港湾，空港等の交通基盤の確保・整備促進 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業［分野 (3)②９から再掲］ 

  取組 5   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港の旅客数及び貨物取扱量の更なる増加に向けて，仙台空港に就航して

いるＬＣＣと連携したプロモーションの実施や，貨物取扱事業者等を対象とした

セミナーの開催などにより，航空旅客・貨物需要の創出を図ります。 

  【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ25～Ｈ32 

07 

地創 

仙台空港地域連携・活性化事業 

 取組 12   基本目標１(1) ⑨  

仙台空港民営化の効果を最大限に発揮し，航空旅客の増加による交流人口の拡

大を図るため，運営権者との連携により，宮城県及び東北全域からのアウトバウ

ンドの強化に取り組み，路線の拡充に向けた需要喚起を図ります。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ28～Ｈ32 

08 仙台空港周辺地域土地利用方針策定事業 

 取組 12  

仙台空港周辺地域の活性化に向けて，開発事業手法及び事業実施にあたっての

課題と解決策を検討します。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

09 仙台空港周辺地域活性化推進検討事業 

 取組 12  

仙台空港周辺地域の開発候補地について，ケーススタディを行い，開発者が事

業化に向けた検討を行えるようにすることで，周辺地域の開発及び活性化を推進

します。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ29～Ｈ32 

10 

 

仙台空港を拠点としたインバウンド促進事業［分野 (3)②７から再掲］ 

 取組 5  

 東北のグローバル・ゲートウェイである仙台空港を拠点に，海外からの誘客促

進を図るため，国際線の需要喚起や外国人観光客の受入環境の整備等に取り組み

ます。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ29 

11 

 

仙台空港活性化調査事業 

 取組 12  

仙台空港民営化の成功に向けては，空港の運用時間の延長も重要な課題となる

ことから，運用時間の延長に関する基礎調査を実施します。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ28 

12 

 

仙台空港運用時間検討事業 

 取組 12  

仙台空港民営化の成功に向けて重要な課題となる空港の運用時間について，空

港周辺の住民や，関係機関との調整を行いながら，仙台空港の運用時間に関する

検討を進めます。 

【事業主体：県】 

空港臨空地

域課 

Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，８０２百万円（うち県事業費：１，７９９百万円）  
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の防護

機能が確保された海岸数（海岸） 

0海岸 

（H22年度） 

13海岸 

（H27年度） 

52海岸 

（H29年度） 

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の防護

機能が確保された河川数（河川） 

0河川 

（H22年度） 

0河川 

（H27年度） 

33河川 

（H29年度） 

地震により土砂災害が発生した箇所における

土砂災害防止施設整備率（％） 

－ 

（H22年度） 

71.0％ 

（H27年度） 

100.0％ 

（H27年度） 

  

１ 海岸の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 津波や高潮から防御するため，背後地で行われるまちづくりと連携し，海岸防災林との組合

せなどにより，防災・減災機能の強化を図りながら，海岸の整備を進めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 海岸保全施設整備事業（漁港）  

 取組 31  

国民経済上及び民生安定上重要な地域を，高潮・津波・波浪等による被害から

守るため，海岸保全施設の新設を行います。 

【事業主体：国，県】 

漁港復興推

進室 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（海岸） 

 関連：取組 31  

被災した海岸保全施設等について，公共土木施設災害復旧事業により施設復旧

を行います。 

【事業主体：国，県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

03 海岸改良事業 

 関連：取組 31  

被災した海岸保全施設等の機能強化を図るため，施設復旧と併せて堤防の拡幅

や新設を行うとともに，津波情報提供設備や避難誘導標識等の設置を行います。 

【事業主体：国，県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 

② 海岸，河川などの県土保全  
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 海岸管理費 

 関連：取組 31  

海岸保全区域及び海岸保全施設の適正な管理を行うため，県内一円の海岸清掃

及び人口リーフに設置された灯浮標の点検整備を実施します。 

【事業主体：県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 

05 海岸調査費 

 関連：取組 31  

震災の影響により沈下した海岸や侵食が繰り返される海岸の海浜状況を調査す

るとともに，整備した海岸の機能状況を確認するため定期的な調査を実施します。 

【事業主体：県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

津波避難表示板設置事業  

  取組 31   基本目標４(4)  

 市町が策定する地域防災計画に位置づけられる避難道路の整備や市町が検討し

ている津波シミュレーションの結果と併せて，地域の津波に対する防災力の向上

を図るための支援として津波避難表示板の設置を行います。 

【事業主体：県】 

河川課 Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む） 

 総事業費：１３８，０２９百万円（うち県事業費：１３８，０２９百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

２ 河川の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 地盤沈下により，洪水被害のリスクが高まった低平地の治水安全度を早期に向上させるため，

河道改修やダムなどの整備による，上下流一体となった総合的治水対策を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

公共土木施設災害復旧事業（河川） 

 関連：取組 32  

被災した河川施設等について，公共土木施設災害復旧事業により施設復旧を行

います。 

【事業主体：国，県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 河川改修事業 

 取組 32  

震災の影響による地盤沈下や集中豪雨の多発，都市化の進展に伴う被害リスク

の増大などに対し，流域が一体となって総合的な浸水対策を行います。 

※基幹的河川改修・ダム建設事業 

【事業主体：国，県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 

03 河川改修事業（復興） 

 取組 32  

まちづくりと連携し，防災機能を強化した総合的な浸水対策を行います。 

【事業主体：国，県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

04 河川総合開発事業（ダム） 

 取組 32  

震災の影響による地盤沈下等により，洪水被害ポテンシャルが高まった低平地

等の洪水防御対策を図るため，建設中のダム事業の整備促進を図ります。 

※基幹的河川改修・ダム建設事業 

【事業主体：国，県，市町村】 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 

05 河川管理費 

 関連：取組 32  

河川堤防等の適正な機能と河川環境を確保するため，堤防除草や河道掘削，水

門等の維持修繕を行います。 

【事業主体：県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２９５，４２１百万円（うち県事業費：２９５，４２１百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

３ 土砂災害対策の推進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 土砂災害危険箇所における基礎調査の実施や土砂災害警戒区域等の指定を推進し，県土全体

の土砂災害防止対策を実施するとともに，住民の防災意識の醸成を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 砂防事業 

 取組 32  

流域における荒廃地域の保全及び土石流等の土砂災害から，下流部の人家，耕

地，公共施設等を守るため，砂防えん堤等の砂防設備を整備します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

【事業主体：国，県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

02 地すべり対策事業 

 取組 32  

人家や道路，河川などの公共施設等に対する地すべりによる被害を除去・軽減

し，県土の保全と住民生活の安定を図るため，地すべり防止施設等を整備します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

【事業主体：国，県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 急傾斜地崩壊対策事業 

 取組 32  

急傾斜地の崩壊による災害から人命保護及び国土の保全を図るため，急傾斜地

崩壊防止施設を設置します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

【事業主体：国，県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

04 砂防設備等緊急改築事業 

 取組 32  

地域の安全性を向上させるため，既存の砂防設備及び地すべり防止施設につい

て緊急改築を行います。 

※総合的な土砂災害対策事業（ハード整備事業） 

【事業主体：国，県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 情報基盤緊急整備事業 

 取組 32  

過去に土砂災害（土石流，地すべり，がけ崩れ等）が発生した地区又は発生す

るおそれの高い地区における防災体制を確立するため，予警報システムを整備し

ます。 

※総合的な土砂災害対策事業（ソフト対策事業） 

【事業主体：国，県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 砂防事業（維持修繕事業） 

 関連：取組 32  

がけ崩れや土石流等の災害時に，砂防関係施設の機能を確保するため，適切な

維持管理を行います。 

【事業主体：県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

07 砂防・急傾斜基礎調査 

 取組 32  

土砂災害からの防災対策を推進するため，地形，地質，降水等の状況や土砂災

害のおそれがある土地の利用状況等を調査します。 

※総合的な土砂災害対策事業（ソフト対策事業）  

【事業主体：国，県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１１，８２７百万円（うち県事業費：１１，８２７百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ② 海岸，河川などの県土保全 

４ 貞山運河再生・復興ビジョンに基づく運河の復旧・復興 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 国，県，市町，民間等からなる「貞山運河再生復興会議」を発足し，施策や事業間の総合調

整を図り，「貞山運河再生・復興ビジョン」に基づく取組の具体化を進めます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

沿岸域景観再生復興事業（貞山運河再生・復興ビジョン関係） 

                        取組 30   基本目標４(1)  

桜・松などにより美しい景観を形成し，地元の人々に親しまれてきた沿岸域の

河川について，景観の再生を沿川地域の復興のシンボルとするべく，沿川に桜等

の植樹を地元・民間企業・ボランティア等により協働で実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

河川課 Ｈ25～Ｈ28 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３１百万円（うち県事業費：３１百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ③ 上下水道などのライフラインの整備 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

緊急時バックアップ用の広域水道連絡管整備

事業の進捗率（％） 

0.8％ 

（H25年） 

3.5％ 

（H27年） 

63.3％ 

（H29年） 

 

１ 下水道の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 流域下水道においては，長寿命化支援制度に基づく計画の策定や下水道施設の補修・修繕を

実施し，施設の老朽化対策や延命化によるコスト縮減を図り，耐震化等の機能向上を含めた長

寿命化対策を計画的に推進します。また，工業団地や住宅団地整備に伴う流入量増加を見込ん

だ水処理施設の増設工事を実施します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 流域下水道事業  

     取組 30  

流域下水道の流入量の増加と施設の老朽化に対応するため，整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

下水道課 Ｈ23～Ｈ32 

02 流域下水道事業（維持管理）  

     取組 30  

清潔で良好な生活環境の確保と水質の保全を図るため，流域下水道施設の適切

な維持管理を行います。 

【事業主体：県】 

下水道課 Ｈ23～Ｈ32 

03 流域下水道事業（調査）  

 取組 30  

自然災害に対してより強固かつ柔軟な対応を可能とするための業務継続計画，

被災地復興計画等を反映した事業計画等を策定するための調査を実施します。 

【事業主体：県】 

下水道課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３２，７１０百万円（うち県事業費：３２，７１０百万円）  

③ 上下水道などのライフラインの整備  
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第５章（５）公共土木施設 ③ 上下水道などのライフラインの整備 

２ 広域水道，工業用水道の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 広域水道及び工業用水道の安定供給を図るため，耐震化及び緊急時のバックアップ機能を担

う連絡管の整備促進を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

水道施設復旧事業 

 関連：取組 31  

震災で被害を受けた市町村所管の水道施設について復旧支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

食と暮らし

の安全推進

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 広域水道緊急時バックアップ体制整備事業 

 関連：取組 31  

安全で安定的な水道用水の供給を図るため，緊急時におけるバックアップ用の

連絡管の整備を行います。 

【事業主体：県】 

水道経営管

理室 

Ｈ25～Ｈ32 

↓ 

Ｈ25～Ｈ31 

03 広域水道基幹施設等耐震化事業 

   関連：取組 31  

安全で安定的な水道用水の供給を図るため，調整池や浄水場等の基幹水道構造

物の耐震化工事を行います。 

【事業主体：国，県】 

水道経営管

理室 

Ｈ26～Ｈ31 

04 工業用水道基幹施設耐震化等事業 

 関連：取組 31  

工業用水を安定的に供給するため，配水池や浄水場等の基幹水道構造物につい

て耐震化工事や緊急時におけるバックアップ用の施設の整備を行います。 

【事業主体：県】 

水道経営管

理室 

Ｈ24～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：５，９３２百万円（うち県事業費：５，９３２百万円） 
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

防災公園事業の着手数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H25年度） 

20箇所 

（95％） 

（H28年度） 

21箇所 

（100％） 

（H29年度） 

住宅等建築が可能となった被災市街地復興土

地区画整理事業地区数（地区）［累計］ 

１地区 

（H25年度） 

26地区 

（H28年度） 

34地区 

（H29年度） 

住宅等建築が可能となった防災集団移転促進

事業地区数（地区）［累計］ 

12地区 

（6.2％） 

（H25年度） 

159地区 

（81.5％） 

（H27年度） 

194地区 

（99％） 

（H29年度） 

 

１ まちづくりと多様な施策との連携 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 津波被害を受けた沿岸市町において，住民が震災前よりも確実に安全に暮らすことができる

よう防災機能が強化された都市構造への転換を図るとともに，地域産業や地域経済の一層の活

性化につなげる新たなまちづくり支援や防災公園整備など公共土木施設の事業を推進します。 

◇ 新たなまちづくりに併せて，教育や医療・福祉などの各種施設などについて，利用者の利便

性とともに，地域におけるコミュニティの再構築などにも配慮した，適切な配置を促進します。

また，地域交通の再構築や地域の将来像に応じた景観形成への支援を行います。 

◇ 大規模災害時に迅速かつ的確に災害応急活動を実施し，県民を災害から守るための活動拠点

として機能する都市公園（広域防災拠点）の整備を推進します。 

◇ 東日本大震災により亡くなられた方々への追悼と鎮魂や震災の教訓を伝承する震災復興祈

念公園の整備を推進します。 

◇ 防災集団移転促進事業の移転元地の土地利用について，市町の計画作成や事業実施を支援し

ます。 

 

 

  

④ 沿岸市町をはじめとするまちの再構築  
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急

地創 

被災市町復興まちづくりフォローアップ事業 

     取組 24   基本目標４(1)  

被災市町の復興まちづくり計画案の検討，計画策定及び事業実施のための支援

を行います。 

【事業主体：県】 

復興まちづ

くり推進室 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 都市計画街路事業 

 関連：取組 12  

被災した市街地の復興や都市交通の円滑化を図るため，まちづくりと併せて街

路整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

都市公園整備事業 

  関連：取組 31   基本目標４(4)  

都市の中に緑地とオープンスペースを確保し，休養やレクリエーションの場を

提供するため，都市公園の整備を行います。 

【事業主体：国，県】 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ32 

04 都市公園維持管理事業 

 関連：取組 24  

安全で快適な憩いの場を提供するため，県立都市公園における施設の保守点検

や緑地等の維持管理を行います。 

【事業主体：県】 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ32 

05 仙台港背後地土地区画整理事業 

 取組 12  

東北の産業経済拠点である仙台港周辺地域の貿易関連機能や商業，流通，工業

生産機能の強化を図るため，換地処分に向けた基盤整備を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

06 市街地再開発事業 

 取組 24  

 住宅供給や中心市街地の活性化を促進し，都市機能の復興を図るため，市街地

再開発事業を実施します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

07 被災市街地復興土地区画整理事業 

 関連：取組 24  

震災により被災した沿岸１１市町の市街地の復興を図るため，土地区画整理事

業を実施に向けた調整を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ24～Ｈ32 

08 津波防災緑地整備事業 

     取組 31  

防災機能の強化のため，津波被害を軽減する機能を有する津波防災緑地を整備

します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ24～Ｈ29 
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

09 防災集団移転促進事業 

 関連：取組 24  

住民の居住に適当でないと認められる区域内にある住居の集団的移転を促進す

るため，国が事業主体（市町）に対して事業費の一部補助を行い，防災のための

集団移転の促進を図ります。 

【事業主体：国，市町村】 

建築宅地課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

10 建設資材供給安定確保事業 

 関連：取組 24  

復旧・復興事業に必要な建設資材の安定的な供給を確保するため，主要資材の

需給量等を調査し，適時，国，市町村及び関係団体等との情報共有を図り，復旧・

復興を推進します。 

【事業主体：県】 

事業管理課 Ｈ24～Ｈ29 

11 道路改築事業（復興）［分野 (5)①２から再掲］ 

     取組 31  

震災により被災した地域を支援するため，防災機能を強化した国道や県道の整

備を行います。 

【事業主体：国，県】 

道路課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

12 港湾整備事業（復興）［分野 (5)①４から再掲］ 

     取組 31  

津波や高潮に対して安全な物流拠点機能を確保し，災害に強い港湾を形成する

ため，岸壁背後において防潮堤や漂流物対策施設を整備します。 

【事業主体：県】 

港湾課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

13 河川改修事業（復興）［分野 (5)②２から再掲］ 

     取組 31  

まちづくりと連携し，防災機能を強化した総合的な浸水対策を行います。 

【事業主体：国，県】 

河川課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ30 

14 震災復興祈念公園整備事業  

 関連：取組 31  

東日本大震災で犠牲となられた方々の追悼や鎮魂と，震災の教訓の伝承を図る

ため，震災復興祈念公園を整備します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ25～Ｈ32 

15 津波復興拠点整備事業  

 関連：取組 24  

震災により被災した沿岸８市町における市街地の復興を図るため，津波復興拠

点整備事業の実施に向けた調整を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ24～Ｈ30 

16 

緊急 

被災者生活支援事業（離島航路）［分野 (1)①１から再掲］ 

 取組 24  

震災により甚大な被害を受けた離島航路事業者に対し，離島航路運営費補助金，

離島住民運賃割引，経営安定資金貸付事業による運航支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 

17 

緊急 

地創 

被災者生活支援事業（路線バス）［分野 (1)①１から再掲］ 

  取組 24   基本目標４(2)  

 震災により甚大な被害を受けたバス事業者に対し，宮城県バス運行対策費補助

金による運行支援を行います。 

また，仮設住宅における住民バスの運行に対して，宮城県バス運行維持対策補

助金による支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

総合交通対

策課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（５）公共土木施設 ④ 沿岸市町をはじめとしたまちの再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

18 仙石線・東北本線接続線整備支援事業［分野 (1)①１から再掲］ 

 関連：取組 24  

 ＪＲ東日本が石巻・仙台間の所要時間の短縮や被災地の復興の一助として行う

仙石線と東北本線を結ぶ接続線の整備に支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

総合交通対

策課 

Ｈ26～Ｈ27 

19 仙石東北ライン女川延伸支援事業［分野 (1)①１から再掲］ 

 関連：取組 24  

 ＪＲ東日本が行う仙石東北ラインの女川への延伸を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

総合交通対

策課 

Ｈ28 

20 

地創 

広域防災拠点整備事業（宮城野原公園）［分野 (7)①２から再掲］ 

     取組 31   基本目標４(4)  

大規模災害時に県内をカバーする広域防災拠点として，宮城野原公園を拡張し

都市公園の整備を行います。 

【事業主体：県】 

都市計画課 Ｈ25～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７１９，３０６百万円（うち県事業費：２０６，１０１百万円） 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

（６）教育 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

災害復旧工事が完了した県立学校数（校） 

［累計］ 

0校 

（0％） 

（H22年度） 

87校 

（95.6％） 

（H27年度） 

91校 

（100％） 

（H29年度） 

スクールカウンセラーの配置率（市町村教育委

員会・公立中学校・県立高等学校）（％） 

－ 

（H22年度） 

100％ 

（H27年度） 

100％ 

（H29年度） 

地域合同防災訓練等，具体的な取組が実施され

ている学校の割合（％） 

－ 

（H22年度） 

70.0％ 

（H27年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

 

１ 地域や時代のニーズに応じた安全で質の高い教育環境の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災で甚大な被害を受けた学校施設の復旧・再建に引き続き取り組むとともに，学校施設に

おける天井や外壁の落下対策等を実施するなど，児童生徒が安全で安心して学べる環境づくり

に取り組みます。 

◇ 時代のニーズや生徒の多様化・個性化に応じた魅力ある学校づくりを進めるため，地域の復

興の方向性などを踏まえながら，県立高校の再・改編や学校施設のＩＣＴ化などの教育環境の

整備に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

県立学校施設災害復旧事業 

 関連：取組 31  

震災により被害を受けた県立学校施設について，応急復旧工事などを早急に行

うとともに，著しい被害を受けた学校施設について，仮設校舎等を設置すること

により教育環境を確保しながら必要な施設を整備します。 

【事業主体：国，県】 

施設整備課 Ｈ23～Ｈ30 

① 安全・安心な学校教育の確保  
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

02 

緊急 

県立学校教育設備等災害復旧事業 

 関連：取組 17  

震災により壊滅的な被害を受けた県立学校において，校舎等の施設に必要とな

る設備の災害復旧を行います。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ29 

03 校舎等小規模改修事業 

   関連：取組 17  

県立学校施設における天井や外壁の落下対策など，既設施設に対する改修工事

を行い，安全で，安心して学べる環境づくりを推進します。 

【事業主体：県】 

施設整備課 Ｈ26～Ｈ32 

04 

緊急 

市町村立学校施設災害復旧事業  

 関連：取組 17  

震災により被害を受けた市町村立学校施設について市町村が行う災害復旧工事

等の国庫補助申請業務への支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

施設整備課 Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

私立学校施設設備災害復旧支援事業 

 関連：取組 17  

震災により被害を受けた私立学校設置者が行う施設設備災害復旧事業に要する

経費の一部を補助します。 

【事業主体：県】 

私学文書課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

06 

緊急 

私立学校施設設備災害復旧支援利子補給事業 

 関連：取組 17  

震災により被害を受けた私立学校設置者が施設設備の災害復旧を実施するに当

たり，日本私立学校振興・共済事業団等から借入を行った場合の利子補給を行い

ます。 

【事業主体：県】 

私学文書課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

緊急 

私立学校等教育環境整備支援事業 

 関連：取組 17  

私立学校設置者の安定的・継続的な教育環境の保障を図る取組に要する経費の

一部を補助します。 

【事業主体：県】 

私学文書課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 県立高校将来構想管理事業 

     取組 17  

「新県立高校将来構想」（平成 23～32 年度）について適正に進行管理を行うと

ともに，県の復興計画や各地域の復興の方向性などを踏まえて新たな実施計画及

び県立高校将来構想（平成 31～40 年度）の検討を進め，平成 30 年度に策定しま

す。 

【事業主体：県】 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

09 県立高校将来構想推進事業 

 取組 17  

県の復興計画や各地域の復興の方向性などを踏まえて策定される「新県立高校

将来構想」（平成 23～32 年度）の実施計画に基づき，再編及び学科改編に伴う学

校施設や教育環境の整備を進めます。 

【事業主体：県】 

教育企画室 

高校教育課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

10 非予算的手法：みやぎフューチャースクール事業 

 取組 15  

「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，21世紀を生きる子どもたちに求

められる力を育む教育を実現するため，大学等と連携し,一人一台の情報端末や電

子黒板，無線ＬＡＮ等が整備された環境において，デジタル教材等を活用した教

育の実践研究を行います。 

【事業主体：県】 

教育企画室 Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 

11 教育振興基本計画策定事業 

 取組 15  

教育制度改革に伴い，教育施策の「大綱」に基づく施策の推進が求められるこ

とに加え，震災により児童生徒を取り巻く環境が大きく変化しており，震災から

の単なる復旧にとどまらない本県教育の復興に向けた施策をより一層推進するた

め，「第２期宮城県教育振興基本計画」を策定します。 

【事業主体:県】 

教育企画室 Ｈ27～Ｈ28 

12 学校運営支援統合システム整備事業 

 取組 15  

学校における教務・校務を支援するシステムを導入することにより，教員の本

来の業務である「生徒に関わる時間」を創出するとともに，ＩＣＴを日常的に活

用することによりＩＣＴ教育の広がりを促進します。 

また，非常時の生徒データの消失に備えたデータの一元管理や学納金の管理に

おける多重チェック機能の運用を可能とします。 

【事業主体：県】 

教育企画室 Ｈ24～Ｈ31 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４８，６０３百万円（うち県事業費：２８，６６９百万円） 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

２ 被災児童生徒等への就学支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 被災した児童生徒等が安心して就学できる環境を整えるため，学用品費・通学費・給食費な

どの援助に取り組むとともに，被災高校生等に対する育英奨学資金の貸付や，保護者を亡くし

た児童・生徒等が希望する進路選択を実現できるよう，みやぎこども育英基金奨学金の給付に

よる継続的な支援に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

被災児童生徒就学支援（援助）事業 

 関連：取組 15  

震災による経済的理由から就学等が困難となった世帯の小中学校（中等教育学

校前期課程を含む。）の児童生徒を対象に，学用品費，通学費（スクールバス利用

費を含む。），修学旅行費，給食費等の緊急的な就学支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

私学文書課 

義務教育課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 東日本大震災みやぎこども育英基金事業［分野 (2)②１から再掲］ 

 関連：取組 15  

震災で保護者を亡くした子どもたちのため，国内外から寄せられた寄附金を基

金に積み立て，活用することにより子どもたちの修学等を支援します。 

【事業主体：県】 

子育て支援

課 

教育庁総務

課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

被災幼児就園支援事業 

 関連：取組 15  

被災した幼児を対象に幼稚園就園奨励事業を行った市町村に対し，所要の経費

を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

教育庁総務

課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

04 

緊急 

被災児童生徒等特別支援教育就学奨励事業 

 関連：取組 15  

震災により被災し，就学困難と認められる幼児児童生徒（特別支援学校）の保

護者等に対して，学用品の購入費や給食費等の必要な就学援助を行います。 

【事業主体：県】 

特別支援教

育室 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

高等学校等育英奨学資金貸付事業 

     取組 14  

経済的理由から修学が困難となった生徒に対して奨学資金を貸し付けるととも

に，震災を起因とした経済的理由により修学が困難となった生徒を対象に被災生

徒奨学資金の貸し付けを行います。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

緊急 

私立学校授業料等軽減特別補助事業 

 関連：取組 15  

被災した幼児児童生徒の就学機会を確保するため，授業料等を減免する私立学

校の設置者に対して補助を行います。 

【事業主体：県】 

私学文書課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

07 

緊急 

非予算的手法：公立専修学校授業料等減免事業  

 関連：取組 15  

被災した生徒の就学機会を確保するため，授業料等を減免する公立専修学校の

設置者に対して補助を行います。 

【事業主体：県】 

医療整備課

農業振興課 

教育庁総務

課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

08 

緊急 

公立大学法人宮城大学被災学生支援事業費助成事業  

 関連：取組 10  

震災により甚大な被害を受けた被災学生及び被災受験生の就学機会を確保する

ため，公立大学法人宮城大学が授業料及び入学金の減免を行った場合，法人の減

収分について県が助成します。 

【事業主体：県】 

私学文書課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２０，４６２百万円（うち県事業費：２０，２６２百万円）  
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

３ 児童生徒等の心のケア 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災を契機とした様々な環境の変化に伴う児童生徒等の心のケアにきめ細かく対応するた

め，スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカー等の専門職員を配置・派遣するほか，

被災地の学校を中心にした教職員の加配措置などの人的体制を強化し，生徒指導，進路指導，

教育相談など，長期的・継続的な支援体制の充実を図ります。 

  ◇ 特に不登校対策については，震災を経て，出現率の増加傾向が加速したことを踏まえ，これ

まで以上に家庭や地域，関係部局，市町村教育委員会等との連携を密にし，不登校児童生徒に

対する支援体制の強化，教職員へのサポートの強化及び家庭・地域・学校が連携した心のケア

等の充実・強化に取り組むとともに，不登校の未然防止，早期発見及び早期対応を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

地創 

教育相談充実事業 

 取組 16   基本目標３(3)  

震災により精神的苦痛を受けた児童生徒が，早期に正常な学習活動に戻れるよ

うにするため，スクールカウンセラーの配置・派遣などを通して，一人一人への

きめ細かい心のケアを行うとともに，学校生活の中で心の安定が図られるよう，

相談・支援体制の一層の整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

地創 

高等学校スクールカウンセラー活用事業 

 取組 16   基本目標３(3)  

生徒が精神的に安定した学校生活を送れるよう，臨床心理に関して高度に専門

的な知識，経験を有するスクールカウンセラーを配置・派遣します。 

また，震災後の心のケア対策として，教員とカウンセラーの研修会や情報交換

会を実施するなど，相談体制の強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

地創 

総合教育相談事業 

 取組 16   基本目標３(3)  

心の問題に関する高度な専門的知識・経験を有する精神科医や臨床心理士が，

いじめ，不登校，非行等の諸問題について，面接又は電話による教育相談を行い

ます。 

また，特に震災による心の傷が癒えず，様々な環境の変化に適応できない児童

生徒に対応して心のケアを行うため，相談体制を強化します。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 ネット被害未然防止対策事業 

 取組 25  

いじめ問題の温床ともなる掲示板・ＳＮＳ等の検索・監視を実施し，速やかな

対処を図るとともに，スマートフォン等の利用に関する情報モラル育成のための

教員研修，生徒・保護者向け講話の講師派遣等を行います。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

05 

地創 

いじめ・不登校等対策強化事業 

 取組 16   基本目標３(3)  

各学校のいじめ・不登校等の問題行動への対応を支援する心のケア支援員，心

のサポートアドバイザーを配置するとともに，関係機関や外部の専門家等との連

携・協力のネットワークを強化し，組織的・体系的な生徒指導を進め，問題の早

期発見・早期解決を図ります。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ25～Ｈ32 

06 

地創 

いじめ・不登校等対策推進事業 

 取組 16   基本目標３(3)  

児童生徒自身が抱える問題や児童生徒を取り巻く震災等による環境（家庭，養

育環境，友人関係等）の変化等，多様な要因により生じるいじめや不登校等の問

題行動を解決するために，スクールソーシャルワーカーや支援員等の配置・派遣，

支援チームや東部教育事務所への児童生徒の心のサポート班の設置等により，児

童生徒や家庭，学校へ多様な支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

07 生徒指導支援事業 

 取組 16  

問題行動等対応研修会等を通じて，不登校・いじめ・校内暴力等，問題行動等

を抱える児童生徒に適切に対応できる教職員の資質・能力の向上を図ります。 

また，生徒指導上の諸問題に関する協議会を通じて，問題行動等に適切に対応

できる校内指導体制や関係機関との連携体制の構築・整備を促進します。 

【事業主体：国，県】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

08 児童生徒の学習意識調査事業 

 取組 16  

東日本大震災の影響やこれまでの意識調査の結果等を踏まえ，授業づくりなど

の検証・改善を行い，学校の学びの場としての価値を高めるとともに，これらの

検証・改善の状況を「見える化」するため，児童生徒の学習意識調査を実施しま

す。 

【事業主体：県】 

義務教育課 Ｈ29～Ｈ32 

09 

地創 

防災主任・安全担当主幹教諭配置事業［分野 (6)①４から再掲］ 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組みを作るとともに，自然災害

に対する危機意識を高め，学校教育における防災教育等の充実を図るため，全学

校に防災主任を配置します。 

あわせて，震災にとどまらず，総合的な学校安全，いじめ・不登校対策推進に

係る地域の学校の中心的な役割を担う安全担当主幹教諭を拠点校に配置します。 

【事業主体：国，県】 

教職員課 Ｈ24～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

10 

緊急 

地創 

私立学校スクールカウンセラー等活用事業 

     取組 16   基本目標３(3)  

被災した児童生徒等の心のケアを行うスクールカウンセラー等を配置する私立

学校を支援します。 

【事業主体：国，県】 

私学文書課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

11 

緊急 

学校復興支援対策教職員加配事業 

 関連：取組 16  

被災した児童生徒に対して，手厚い指導・支援体制を図るため，震災で大きな

被害を受けた被災地の学校を中心に，教職員などの人的体制を強化し，児童生徒

に対する学習指導やきめ細かな心のケアを継続的に行います。 

【事業主体：国，県】 

教職員課 

義務教育課 

高校教育課 

Ｈ23～Ｈ32 

12 

緊急 

特別支援学校外部専門家活用事業 

 関連：取組 16  

障害に応じた，よりきめ細やかな授業づくりを支援するため，高度に専門的な

知識，経験を有する臨床心理士，歯科医師，作業療法士等の外部専門家を県立特

別支援学校に配置し，県立特別支援学校職員の専門性の向上を図ります。 

【事業主体：国，県】 

特別支援教

育室 

Ｈ23～Ｈ32 

13 

地創 

心のケア研修事業 

 取組 17   基本目標３(3)  

より長期的視点に立った児童生徒の心理的ケアを支える教員の支援技術の向上

及び学校と地域が連携した地域の子育て機能の回復・強化が必要であることから，

教職員を対象として，被災した児童生徒等の心のケアに関する研修会を実施しま

す。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

【事業主体：国，県】 

教職員課 Ｈ26～Ｈ32 

14 

緊急 

学校・地域保健連携推進事業 

 取組 16  

公立小・中学校及び県立学校を対象に，心身の健康問題を抱えている児童生徒

の課題解決に向け，希望する学校に専門医等を派遣し，「心のケア」や「生活習慣」

などに関する研修会，健康相談等を実施します。 

また，各教育事務所に地域における健康課題解決に向けた支援チームをつくり，

研修会等を実施します。 

【事業主体：国，県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

15 

地創 

心の復興支援プログラム推進事業 

 取組 16   基本目標３(3)  

児童生徒の震災によるストレスや困難を共に乗り越え，復興に向けて心をひと

つにして行動していこうという集団の意志へと高め，心の復興を図ることができ

るよう，みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ）の手法を取り入れた集団活

動等を実施します。 

※みやぎアドベンチャープログラム事業 

【事業主体：国，県】 

義務教育課 

高校教育課 

Ｈ24～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

16 みやぎ子どもの心のケアハウス運営支援事業 

     取組 16  

東日本大震災に起因する心の問題から生じる不登校や不登校傾向及びいじめ等

により，学校生活に困難を抱えるようになった児童生徒の学校復帰や自立支援を

目的として市町村が行う体制整備を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

義務教育課 Ｈ28～Ｈ32 

 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２１，１８２百万円（うち県事業費：２１，１８２百万円）  
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

４ 防災教育の充実 

 

＜行動方針＞ 

◇ 県全体の防災･減災の取組と連携し，防災教育の一層の充実を図るため，教職員の資質能力

の向上に努めるほか，全ての公立学校への防災主任の配置や地域の拠点となる小・中学校への

安全担当主幹教諭の配置を継続し，児童生徒の災害対応能力の育成や学校と地域が連携した防

災体制の強化に取り組みます。 

◇ 平成 28 年４月に多賀城高校に災害科学科を開設し，防災教育のパイロットスクールとして

の先進的な学校運営を展開するために必要な施設設備等の整備を進めるとともに，社会の様々

な分野で防災・減災の立場からリーダーシップを発揮できる人材の育成と災害時の拠点となる

学校づくりに取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

防災専門教育推進事業 

 取組 33   基本目標４(4)  

平成 28年４月に開設した多賀城高校災害科学科において，東日本大震災から学

んだ教訓を確実に後世に伝承するとともに，将来，国内外で発生する災害から一

人でも多くの命や暮らしを守ることのできる人材を育成します。 

【事業主体：県】 

教育企画室 

施設整備課 

Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ30 

02 

地創 

防災主任・安全担当主幹教諭配置事業 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組みを作るとともに，自然災害

に対する危機意識を高め，学校教育における防災教育等の充実を図るため，全学

校に防災主任を配置します。 

あわせて，震災にとどまらず，総合的な学校安全，いじめ・不登校対策推進に

係る地域の学校の中心的な役割を担う安全担当主幹教諭を拠点校に配置します。 

【事業主体：国，県】 

教職員課 Ｈ24～Ｈ32 

03 

地創 

防災教育等推進者研修事業 

  取組 17   基本目標４(4)  

公立小，中学校及び県立学校における防災教育の充実や防災等に係る対応能力

を高めるため，防災教育等の推進的役割を担う人材を養成します。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

【事業主体：県】 

教職員課 Ｈ23～Ｈ32 

04 学校安全教育推進事業 

 関連：取組 33  

震災により子どもたちを取り巻く環境が大きく変化したことから，これまで以

上に，安全教育の３領域（交通安全，生活安全，災害安全）を相互に関連づけた

安全教育の充実と安全管理体制の整備に取り組みます。 

【事業主体：国，県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 

地創 

防災教育推進事業 

 取組 33   基本目標４(4)  

震災の教訓，指針の内容を児童生徒等に内面化させるため，防災教育副読本を

作成し防災教育の徹底を図るとともに，関係機関のネットワークを整備し，学校・

家庭・地域の連携による防災教育・防災体制の充実を図ります。 

また，防災教育推進協力校を指定し防災教育副読本を活用するとともに，地域

と連携した防災教育のカリキュラムを含めた実践研究を推進し，みやぎモデルを

創造します。 

さらに，その成果を発信することにより，防災教育の一層の充実を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

スポーツ健

康課 

Ｈ25～Ｈ32 

06 

地創 

東北歴史博物館教育普及事業インタラクティブシアター整備事業 

 取組 23   基本目標１(1) ⑩  

こども歴史館インタラクティブシアターを歴史・防災・ＩＣＴ教育を推進する

ため，180インチスクリーンによる双方向通信参加型体験学習システムへ機器をリ

ニューアルし，防災教育副読本と連動した映像コンテンツを追加します。 

【事業主体：県】 

文化財保護

課 

Ｈ27～Ｈ31 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３，２１０百万円（うち県事業費：３，２１０百万円）  
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

５ 「志教育」の推進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 宮城の発展を支える人材を育成するため，学校だけにとどまらず，家庭や地域にも「志教育」

の在り方や意義を啓発し，家庭や地域の理解や協力を得ながら児童生徒等が夢や志を育む取組

を一層推進していくほか，関係部局と連携を図りながら，本県の高校から医師を目指す人材や

地域産業を担う人材等の育成に取り組みます。 

◇ 「志教育」を通じて「学ぶことの意義」を実感させながら，児童生徒の学習習慣の定着や一

層の学力向上を図るとともに，確かな学力を効果的に育成するためにＩＣＴを活用するなど，

質の高い教育の推進に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

志教育支援事業 

 取組 15   基本目標１(2) ①  

東日本大震災の経験を踏まえ，児童生徒に，自らが社会で果たすべき役割を主

体的に考えながら，より良い生き方を目指し，その実現に向かって意欲的に物事

に取り組む姿勢を育む教育を推進します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

高等学校「志教育」推進事業 

 取組 15   基本目標１(2) ①  

高校生が自ら社会で果たすべき役割を主体的に考えながら，より良い生き方を

目指し，その実現に向かって意欲的に物事に取り組む姿勢を育む教育を推進する

ため，地域における志教育の推進体制の充実を図るとともに，学校設定教科・科

目等による志教育の推進，志教育に関する情報発信，マナーアップ運動，地域貢

献活動及び特色ある高等学校づくりに取り組みます。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

03 

地創 

みやぎクラフトマン２１事業 

 取組 15   基本目標１(2) ①  

専門高校，企業や自治体を含め，地域産業を担う専門的職業人を育成する体制

を構築し，企業ＯＢ等の熟練技能者による実践的な指導や，高校生が現場実習等

の機会を通して実践的な知識や技術・技能に触れることで，ものづくり産業に対

する理解を深め，職業意識の向上を図ることにより地域を支える人材の確保につ

なげます。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 

地創 

みやぎ若者活躍応援事業 

 取組 15   基本目標１(2) ①  

本県の次代を担う青少年に対し，東日本大震災後のみやぎを支える次代のリー

ダーを育成する事業を行うとともに，県の様々な政策課題や地域課題について意

見を表明する機会を提供することにより，青少年の社会参加の意識を高め，地域

で主体的に活躍する人材を育成します。 

また，ＮＰＯなどの団体と若者とのマッチングの機会の周知を行い，若者の社

会参画への機会の確保を図ります。 

【事業主体：県】 

共同参画社

会推進課 

Ｈ26～Ｈ32 

05 みやぎの専門高校展事業 

                              関連：取組 15  

専門高校等における日頃の学習活動や成果を紹介することにより，専門高校等

の魅力的な教育内容に対する県民の理解・関心を高め，産業教育の振興を図ると

ともに，東日本大震災からの復興に向けて歩みを進める各校の姿を広く発信しま

す。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32

↓ 

Ｈ24～Ｈ28 

06 全国産業教育フェア宮城大会開催事業 

 取組 15  

専門高校等の生徒が日頃の学習成果を総合的に発表する全国産業教育フェアを

開催することで,全国の専門高校等の生徒の学習意欲や産業界,教育界,国民一般

への専門高校等の魅力的な教育内容について理解・関心を高め,また,新たな産業

教育の在り方を探りつつ新しい時代に即した専門高校等における産業教育の活性

化を図り,さらに東日本大震災からの復興状況を発信し,全国からの支援への感謝

の意を表すことを目的として開催します。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ25～Ｈ26 

07 みやぎ産業教育フェア開催事業 

 取組 15  

専門高校等における学習成果を広く紹介し，魅力的な教育内容について理解・

関心を高めるとともに，次代につながる新たな産業教育のあり方を発信します。 

また，大会での発表・体験・交流を通じて，東日本大震災からの復興に寄与す

る次代を担う産業人・職業人としての意識の啓発と志の醸成を図ります。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ27～Ｈ32 

08 循環型社会に貢献できる産業人材育成事業 

 関連：取組 15  

産業廃棄物の再利用・有効利用を含めた循環型社会に貢献できる技術者・技能

者を育成します。 

また，廃棄物の発生抑制，リサイクル産業の振興及び循環型社会について，専

門高校生として取り組むことのできる実践を各関係団体からの支援を受けなが

ら，基礎的研究を行います。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～Ｈ32 

09 産業人材育成重点化モデル事業 

 取組 15  

被災地域の産業復興に貢献し，かつ将来の地域産業を担う人材を育成するため，

地域の産業界と連携し，震災復興に係る課題解決を通した教育活動を展開します。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

10 

地創 

進路達成支援事業 

 取組 15   基本目標１(2) ①  

生徒に対して自らが社会でどのように生きるべきかを考えさせ，志をもって高

校生活を送ることができるよう支援します。 

特に就職希望の生徒に対しては，模擬面接等の即効性のある支援により就職内

定率の持続を図るとともに，計画的に企業見学やインターンシップ，内定者の入

社準備に向けたセミナーの充実を図るなど，職場定着率の向上を目指します。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

11 県立高等学校キャリアアドバイザー事業 

 取組 15  

すべての県立高等学校に引き続きキャリアアドバイザーを配置し，インターン

シップの実施や就職情報の提供，面接指導の一層の充実を図ることで，就職内定

率の更なる向上を図るとともに，懸案である早期離職の解消に向けた取組を強化

します。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

12 非予算的手法：新規高卒未就職者対策事業 

 取組 18  

就職が未内定の卒業生等に対して県教育委員会が正規雇用につながるような各

種セミナーやスキルアップ講座等を計画的に実施することにより，就職支援と職

能開発を行います。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

13 幼・保・小連携推進事業 

 取組 15  

震災により子どもの生活環境や学習環境が大きく変化したことから，その変化

に対応するため，合同研修会の開催や情報共有を含めた幼・保・小連携を一層推

進します。 

【事業主体：県，市町村】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

14 小中学校学力向上推進事業 

 取組 15  

震災の体験を踏まえ学ぶことの意義を再確認させながら学習習慣の形成を図る

とともに，教員の教科指導力の向上を図ります。 

また，学力向上に取り組む市町村教育委員会に対して支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

15 高等学校学力向上推進事業 

 取組 15  

本県の復興に向けて，学ぶことの意義を実感させながら「確かな学力向上」を

図る必要があるため，本県生徒の学力状況，学習状況及び教育課程の実施状況を

把握することで，教育課程の適切な実施，教員の授業力の向上と校内研修体制の

充実を支援します。 

また，医師を志す生徒など，高い志をもった生徒の希望進路の達成に向けた支

援を行います。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

16 学力向上推進事業 

 取組 15  

宮城県総合教育センターに「学力向上に関する総合的な支援機能」を整備の上，

全国学力・学習状況調査及びみやぎ学力状況調査結果の分析内容を踏まえ，児童

生徒の更なる学力向上を目指し，教員の実践力や実践力の基盤となる自己研鑽な

どを高める総合的な対策を講じます。 

【事業主体：県，市町村】 

教職員課 

義務教育課 

高校教育課 

Ｈ25～Ｈ32 

17 進学拠点校等充実普及事業 

 取組 15  

復興の歩みの中にあっても，県内各地域の進学重点校の一層の活性化を目指し，

指定校における生徒の学習意欲を高め学力の向上を図るとともに，学校の進路指

導体制の改善と教員の指導力の向上を図ります。 

さらに，その成果を各地域で他校に還元することにより，県全域での進学率向

上を図ります。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

18 中高一貫教育推進事業 

 関連：取組 15  

震災により甚大な被害を受けた南三陸町の連携型中高一貫教育について，地域

の復興の一助となるよう，高校と地元中学校との相互乗り入れ事業や各種連携事

業を展開するとともに，併設型中高一貫教育についても，より積極的な事業展開

を図ります。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ23～Ｈ32 

19 

地創 

基本的生活習慣定着促進事業［分野 (6)②１から再掲］ 

  取組 14   基本目標３(3)  

震災以降，子どもたちの生活リズムが一層不規則になることが懸念されており，

規則正しい生活習慣や外遊びなどの重要性がますます高まっていることから，み

やぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛同する企業・団体と連携し，社会総が

かりで，幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図ります。 

【事業主体：国，県】 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

20 非予算的手法：「地域復興に係る学校協議会」事業 

 関連：取組 17  

高校が地域との役割分担や連携を強化しながら復興の一翼を担っていくととも

に，生徒たちに復興の主体としての自覚や希望を持たせるため，高校が地元の関

係者と復興に係る地域の課題を協議して解決を図っていくための組織を立ち上げ

ます。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ24～Ｈ32 

↓ 

Ｈ24～Ｈ28 

21 非予算的手法：みやぎフューチャースクール事業［分野 (6)①１から再掲］ 

 取組 15  

「みやぎの教育情報化推進計画」に基づいて，21世紀を生きる子どもたちに求

められる力を育む教育を実現するため，大学等と連携し,一人一台の情報端末や電

子黒板，無線ＬＡＮ等が整備された環境において，デジタル教材等を活用した教

育の実践研究を行います。 

【事業主体：県】 

教育企画室 Ｈ26～Ｈ29 

↓ 

Ｈ26～Ｈ28 
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第５章（６）教育 ① 安全・安心な学校教育の確保 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

22 

地創 

スーパープロフェッショナルハイスクール事業 

 取組 15   基本目標１(2) ④  

専門高校において，大学・研究機関・企業等との連携の強化等により，社会の

変化や産業の動向等に対応した，高度な知識・技能を身につけ，社会の第一線で

活躍できる専門的職業人の育成を図ります。 

【事業主体：国，県】 

高校教育課 Ｈ26～Ｈ28 

23 

地創 

「地学地就」地域産業の担い手育成推進事業 

 取組 15   基本目標１(2) ④  

地域の企業と学校が連携・協力し，富県宮城の将来を支えるものづくり人材の

育成と確保のため，経済商工観光部（産業人材対策課・雇用対策課）と連携し，

人手不足の解消や職場定着に向けた取組を行います。。 

【事業主体：県】 

高校教育課 Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１，４９７百万円（うち県事業費：１，４９７百万円） 
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

家庭教育に関する研修会への参加延べ人数

（人）［累計］ 

704人 

（H24年度） 

3,951人 

（H27年度） 

4,200人 

（H29年度） 

地域学校安全委員会等の連絡会議を設置して

いる学校の割合（％） 

－ 

（H22年度） 

49.3％ 

（H27年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

 

１ 地域全体で子どもを育てる体制の整備 

 

＜行動方針＞ 

◇ 家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる仕組みづくりを推進するため，その仕組みづく

りの調整役（コーディネーター）や地域での子育てを支援する子育てサポーター等の人材を育

成するとともに，地域住民や企業，ＮＰＯ，ジュニアリーダー等の協力を得ながら，子どもた

ちの豊かな心情や社会性を育む体験活動等の充実を図ります。 

◇ 幼児期における「学ぶ土台づくり」の大切さや重要性に関する啓発等，親の学びを支援する

ための家庭教育支援の充実を図るほか，社会総がかりで子どもたちの基本的生活習慣の定着の

促進に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

協働教育推進総合事業 

 取組 14   基本目標３(3)  

震災により子どもを育てる環境が大きく損なわれていることから，家庭・地域・

学校が連携・協働して地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進し，地域の教

育力の向上や活性化を図るとともに，子どもたちの学びを核とした地域住民のネ

ットワークの構築と地域コミュニティの再生を図ります。 

また，放課後子ども教室推進事業を活動に組み入れ，地域と学校が連携・協働

した活動を一体的に進めます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

02 非予算的手法：豊かな体験活動推進事業 

 取組 16  

震災により地域とのつながりの重要性が再認識されていることから，自然の中

での農林漁業体験等を通して，児童生徒の豊かな人間性や社会性などの育成を図

ります。 

【事業主体：県，市町村】 

義務教育課 Ｈ23～Ｈ32 

② 家庭・地域の教育力の再構築  
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 

地創 

放課後子ども教室推進事業 

 取組 14   基本目標３(3)  

被災した地域の子どもたち等に対し，放課後や週末等に安全・安心な学習活動

拠点を設け，地域の方々の参画を得ながら子どもたちの成長を地域全体で支えて

いく仕組みづくりをする市町村に対して支援を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32

↓ 

Ｈ23～Ｈ28 

04 

地創 

「学ぶ土台づくり」普及啓発事業 

 取組 15   基本目標３(3)  

第２期「学ぶ土台づくり」推進計画を踏まえ，幼児教育の一層の充実に向けて，

「親子間の愛着形成の促進」や「基本的生活習慣の確立」，「豊かな体験活動によ

る学びの促進」の重要性について啓発するとともに，関係機関と連携しながら「幼

児教育の充実のための環境づくり」に取り組みます。 

また，本県における幼児教育の実態や課題を踏まえ，第３期「学ぶ土台づくり」

推進計画を策定します。 

【事業主体：国，県】 

教育企画室 

義務教育課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

基本的生活習慣定着促進事業 

 取組 14   基本目標３(3)  

 震災以降，子どもたちの生活リズムが一層不規則になることが懸念されており，

規則正しい生活習慣や外遊びなどの重要性がますます高まっていることから，み

やぎっ子ルルブル推進会議の設立趣旨に賛同する企業・団体と連携し，社会総が

かりで，幼児児童生徒の基本的生活習慣の定着促進を図ります。 

【事業主体：国，県】 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

みやぎらしい家庭教育支援事業 

 取組 14   基本目標３(3)  

近年，都市化や核家族化，地縁的つながりの希薄化を背景として，家庭教育が

困難になっていることから，震災後の多様な課題を抱える地域社会において，家

庭教育に関する相談等に応じる支援者の育成や家庭教育支援チーム設置の普及を

図り，これらの活用によって家庭教育に係る情報や学習機会の提供を推進するな

ど，家庭教育支援の充実と振興を図ります。  

【事業主体：国，県，市町村】 

教育企画室 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７０７百万円（うち県事業費：７０７百万円） 
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

２ 地域と連携した学校安全の確保と防災を通じた連携・交流の促進 

 

＜行動方針＞ 

◇ 事件や事故，災害に対する児童生徒の危機回避能力を高めるため，「みやぎ学校安全基本指

針」に基づき，児童生徒の発達段階に応じた安全教育の一層の推進に取り組むとともに，防犯

教室の開催やスクールガード（学校安全ボランティア）の養成等を通じて，地域と連携した学

校安全体制の強化に取り組みます。 

◇ 将来の「地域とともにある学校づくり」を視野に入れ，学校に配置する防災主任や安全担当

主幹教諭を活用し，地域との合同防災訓練を実施するなど，防災を通じた学校と地域の連携・

交流の促進に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

防災主任・安全担当主幹教諭配置事業［分野 (6)①４から再掲］ 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組みを作るとともに，自然災害

に対する危機意識を高め，学校教育における防災教育等の充実を図るため，全学

校に防災主任を配置します。 

あわせて，震災にとどまらず，総合的な学校安全，いじめ・不登校対策推進に

係る地域の学校の中心的な役割を担う安全担当主幹教諭を拠点校に配置します。 

【事業主体：国，県】 

教職員課 Ｈ24～Ｈ32 

02 

地創 

防災教育等推進者研修事業［分野 (6)①４から再掲］ 

 取組 17   基本目標４(4)  

公立小，中学校及び県立学校における防災教育の充実や防災等に係る対応能力

を高めるため，防災教育等の推進的役割を担う人材を養成します。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業 

【事業主体：県】 

教職員課 Ｈ23～Ｈ32 

03 学校安全教育推進事業［分野 (6)①４から再掲］  

                              関連：取組 33  

震災により子どもたちを取り巻く環境が大きく変化したことから，これまで以

上に，安全教育の３領域（交通安全，生活安全，災害安全）を相互に関連づけた

安全教育の充実と安全管理体制の整備に取り組みます。 

【事業主体：国，県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ② 家庭・地域の教育力の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 

地創 

防災教育推進事業［分野 (6)①４から再掲］ 

  取組 33   基本目標４(4)  

震災の教訓，指針の内容を児童生徒等に内面化させるため，防災教育副読本を

作成し防災教育の徹底を図るとともに，関係機関のネットワークを整備し，学校・

家庭・地域の連携による防災教育・防災体制の充実を図ります。 

また，防災教育推進協力校を指定し防災教育副読本を活用するとともに，地域

と連携した防災教育のカリキュラムを含めた実践研究を推進し，みやぎモデルを

創造します。 

さらに，その成果を発信することにより，防災教育の一層の充実を図ります 

【事業主体：県，市町村】 

スポーツ健

康課 

Ｈ25～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，８６１百万円（うち県事業費：２，８６１百万円） 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

災害復旧工事が完了した県立社会教育施設・社

会体育施設数（施設）［累計］ 

0施設 

（0％） 

（H22年度） 

15施設 

（93.8％） 

（H27年度） 

15施設 

（93.8％） 

（H29年度） 

被災文化財（国・県・市町村指定）の修理・修

復事業完了件数（件）［累計］ 

0件 

（0％） 

（H22年度） 

95件 

（99.0％） 

（H27年度） 

95件 

（99.0％） 

（H29年度） 

 

１ 社会教育・社会体育施設の復旧と生涯学習・スポーツ活動の推進 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 松島自然の家や市町村の公民館等の社会教育施設の復旧・再建を急ぐほか，住民主体の地域

づくりに向けた生涯学習活動を支援します。 

◇ 東日本大震災に関する震災記録や被災地域の資料等をデジタル化し，デジタル化した資料を

ＷＥＢで公開するためのシステムを構築するなどして，資料の適切な保存と利活用の促進を図

ります。 

◇ 総合型地域スポーツクラブの設置や地域のスポーツ施設の更なる利活用等の検討なども含

めて，子どもたちの遊び場や運動場の確保，県民誰もが身近に運動やスポーツを楽しむことが

できる環境を整備します。 

◇ 学校体育・運動部活動等の充実を図り，児童生徒の体力・運動能力の向上に取り組むほか，

世界を舞台に活躍できるトップアスリートの育成などに取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

公立社会教育施設災害復旧事業 

   関連：取組 23  

 震災で甚大な被害を受けた県立社会教育施設を復旧するとともに，使用が困難

になった市町村の公民館等の社会教育施設の再建，復旧に対して支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実  
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

02 

緊急 

公立社会体育施設災害復旧事業 

   関連：取組 23  

 震災による施設被害で災害復旧が必要になった市町村立体育施設について，復

旧事業費補助（国庫）を行い早期の復旧を図ります。 

【事業主体：国，県，市町村】 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ29

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

防災キャンプ推進事業  

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

非常時においても主体的に対応しようとする青少年の育成と地域・学校・行政

が協働した地域防災力の向上を図るとともに，防災キャンプ指導者の養成，フォ

ーラムを通じた体験型防災教育プログラムの普及・推進を図ります。 

【事業主体：国，県】 

生涯学習課 Ｈ24～Ｈ32 

04 公民館等を核とした地域活動支援事業 

 取組 14  

公民館等を核として住民による自主・自立の震災復興気運を醸成するため，コ

ミュニティづくりに関する研修会を実施します。 

※協働教育推進総合事業  

【事業主体：国，県，市町村】 

生涯学習課 Ｈ24～Ｈ32 

05 

地創 

みやぎ県民大学推進事業 

 取組 23   基本目標２(3)  

多様化する県民の学習活動を支援するため，地域において生涯学習活動を推進

する人材の育成や，学校，社会教育施設，民間団体等との連携・協力により，多

様な学習機会を提供します。 

【事業主体：県】 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

06 

地創 

協働教育推進総合事業［分野 (6)②１から再掲］ 

  取組 14   基本目標３(3)  

震災により子どもを育てる環境が大きく損なわれていることから，家庭・地域・

学校が連携・協働して地域全体で子どもを育てる環境づくりを推進し，地域の教

育力の向上や活性化を図るとともに，子どもたちの学びを核とした地域住民のネ

ットワークの構築と地域コミュニティの再生を図ります。 

また，放課後子ども教室推進事業を活動に組み入れ，地域と学校が連携・協働

した活動を一体的に進めます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

広域スポーツセンター事業 

 取組 23   基本目標１(1) ⑩  

被災者を含む全ての県民の健康増進と活力維持を図るため，地域や年齢・性別，

障害の有無に関わらず，誰もがスポーツに親しめるよう，みやぎ広域スポーツセ

ンター機能の充実を図り，県民が主体的にスポーツを楽しむことができるように

「総合型地域スポーツクラブ」の設立・運営に向けた取組を支援します。 

【事業主体：県，市町村】 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 



 

358 

 

第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

08 

地創 

スポーツ選手強化対策事業 

 取組 23   基本目標１(1) ⑩  

本県の競技力の向上を図るため，公益財団法人宮城県体育協会等を通じて競技

スポーツ選手の技術力向上を支援します。 

また，被災者の活力と希望を生み出し，県民の生涯スポーツへの参画を促進す

るため，スポーツにおける国際大会・全国大会等で活躍できる選手の育成を支援

します。 

【事業主体：県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 

09 運動部活動地域連携促進事業 

 取組 23  

震災の影響により，児童生徒の運動する場や機会の減少をはじめ，体力・運動

能力の低下など，学校における運動部活動を取り巻く環境が変化している中で，

学校と地域が連携し，地域に住む優れたスポーツ指導者を「外部指導者」，「運動

部活動指導員」として活用し，運動部活動の充実及び教員の指導力向上を図りま

す。 

また，被災校に対して，活動場所への移動や活動場所の確保についての支援を

行います。 

【事業主体：国，県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ23～Ｈ32 

10 

地創 

県有体育施設整備充実事業 

 取組 23   基本目標１(1) ⑩  

老朽化している県有体育施設の設備・備品を，平成 29年度南東北インターハイ

開催，平成 30 年カヌー競技の東北総体開催及び 2020 年東京オリンピック・パラ

リンピックの開催に合わせて整備・更新することにより，その機能の維持・向上

を図ります。 

【事業主体：県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ25～Ｈ29 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 

11 宮城県自転車競技場改修事業及び室内練習場等増設事業 

 取組 23  

宮城野原地区広域防災拠点基本事業により，宮城県自転車競技場（宮城野原）

を解体することから，競技施設を宮城県自転車競技場（大和町）へ集約化します。 

あわせて，集約化により必要となる同施設の走路部分の大規模改修や附帯施設

（室内練習施設等）の新設を行います。 

【事業主体：県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ26 

12 震災資料収集・公開事業 

     取組 33  

東日本大震災の教訓を後世に伝えるため，震災に関する記録類（図書・雑誌・

チラシなど）を収集するとともに，県図書館内に閲覧コーナーを設置し，広く県

民の利用に供します。 

また，東日本大震災に関する記録・記憶・資料等（震災関連資料）をデジタル

化してＷｅｂ上で公開し，様々な主体による利活用の支援を行います。 

【事業主体：県】 

生涯学習課 Ｈ23～Ｈ32 

13 松島自然の家再建事業 

 関連：取組 23  

 松島自然の家本館及び屋外施設を再建します。 

【事業主体：国，県】 

生涯学習課 Ｈ24～Ｈ30 

↓ 

Ｈ24～Ｈ31 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む） 

総事業費：１０，８３１百万円（うち県事業費：６，６２０百万円） 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

２ 被災文化財の修理・修復と地域文化の振興 

 

＜行動方針＞ 

◇ 震災で被害を受けた文化財の修理・修復を継続して支援し，貴重な文化財の保存・継承・活

用に取り組むほか，復興事業に伴う埋蔵文化財発掘調査を加速化させ，復興まちづくりの円滑

化を図ります。 

◇ 震災後の県民の精神的な支えとして，文化芸術による心の復興を後押しするとともに，将来

を担う子どもたちの豊かな感性や創造性を育み，地域コミュニティ意識の醸成や個性豊かな地

域づくりを支援するため，関係機関等と連携しながら県民が身近に文化芸術に触れる機会を充

実させるなど，地域に根差した文化芸術活動の振興に取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 指定文化財等災害復旧支援事業 

 関連：取組 23  

 震災により被害を受けた文化財の修理・修復を図るため，修理・修復費用に対

する補助を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

文化財保護

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 被災有形文化財等保存事業 

 関連：取組 23  

震災により破損した登録有形文化財（建造物・美術工芸品）を対象に，修理事

業等に対する補助を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

文化財保護

課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

03 無形民俗文化財再生支援事業［分野 (1)①４から再掲］ 

 関連：取組 23  

震災で活動母体のコミュニティが失われたり，用具が流失・損傷したりして，

活動の継続が困難になった地域の祭礼行事や民俗芸能等の無形民俗文化財保持団

体に対して，行事や芸能の再開を促すとともに，伝統文化の実施を通したコミュ

ニティ再生の一助とするために，用具等の備品の整備を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

文化財保護

課 

Ｈ23～Ｈ27 

04 復興事業に伴う埋蔵文化財の発掘調査事業 

 関連：取組 23  

震災に係る個人住宅・零細企業・中小企業等の建設事業,市町の復興事業に伴う

埋蔵文化財の発掘調査のうち,埋蔵文化財の分布・試掘調査等を行います。 

【事業主体：国，県，市町村】 

文化財保護

課 

Ｈ23～Ｈ29 

05 特別名勝松島保護対策事業 

 関連：取組 23  

特別名勝松島の適正な保護を図るため，専門的知見を有する有識者等に意見を

聴取し，保護対策を実施します。 

【事業主体：県】 

文化財保護

課 

Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 被災博物館等再興事業 

 関連：取組 23  

震災により被災した博物館等のミュージアムの再興に向けて，資料の修理・修

復,資料の整理データベース化，保管場所の整備等の支援を行います。 

【事業主体：国，県】 

文化財保護

課 

Ｈ24～Ｈ28

↓ 

Ｈ24～Ｈ29 

07 

地創 

みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）開催事業 

 取組 23   基本目標１(1) ⑩  

県民に対して，優れた文化芸術の鑑賞と発表の機会を広く提供するとともに，

東日本大震災により甚大な被害を受けた沿岸地域の市町を重点地域として，学校

や公共施設，福祉施設等にアーティストを派遣し，子どもや地域住民が身近に文

化芸術に触れることのできる体験型ワークショップなどを中心とした事業を実施

します。 

【事業主体：県，市町村】 

消費生活・

文化課 

Ｈ23～Ｈ32 

08 慶長遣欧使節出帆 400年記念事業 

 取組 23  

平成 25 年 10 月，慶長遣欧使節が石巻市月浦を出帆してから 400 年の節目を迎

え，慶長遣欧使節の果たした歴史的な偉業を国内外に広く発信し未来へと引き継

いでいくため，関係団体が連携して実行委員会を設立し，400年の記念事業を実施

します。 

【事業主体：県，市町村】 

消費生活・

文化課 

Ｈ24～Ｈ27 

09 文化芸術による心の復興支援事業 

 関連：取組 23  

第２期宮城県文化芸術振興ビジョンの重点取組である「文化芸術の力を活用し

た震災からの心の復興」を推進するため，市町村，学校，文化施設，支援団体等

と連携・協働し，未来を担う子どもたちや地域住民等がより身近に文化芸術に触

れ，参画・成果発表する機会が得られるよう，様々な主体による心の復興に向け

た取組を推進します。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ26～Ｈ32 

10 先進的文化芸術創造拠点形成事業 

 関連：取組 23  

芸術団体・芸術家等と産学官の連携により地域の文化芸術資源を活用して行う，

文化芸術活用や人材育成，ネットワーク構築に向けた取組に対して支援を行い，

被災地における文化芸術の力による心の復興や地域活性化を推進します。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ29～Ｈ32 

11 

地創 

東北歴史博物館教育普及事業インタラクティブシアター整備事業 

［(6)①４から再掲］             取組 23   基本目標１(1) ⑩  

こども歴史館インタラクティブシアターについて歴史・防災・ＩＣＴ教育を推

進するため，180インチスクリーンによる双方向通信参加型体験学習システムへ機

器をリニューアルし，防災教育副読本と連動した映像コンテンツを追加します。 

【事業主体：県】 

文化財保護

課 

Ｈ27～Ｈ31 
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第５章（６）教育 ③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

12 「（仮）東大寺展」開催事業 

 関連：取組 23  

奈良時代に聖武天皇により鎮護国家のために置かれた東大寺は，現在も多くの

参拝者を集め，仏教や平和を広く世界に発信しています。本展では東北初出品の

貴重な寺宝を一堂に公開し，幾多の困難から復興を遂げた東大寺の姿に，東日本

大震災からの復興を重ね合わせ，今後の指針を探ります。 

 【事業主体：県・市町村・民間等】 

文化財保護

課 

Ｈ27～Ｈ28

↓ 

Ｈ27～Ｈ30 

13 

地創 

慶長使節船ミュージアム有効活用事業 

 取組 23   基本目標１(1) ⑩  

先人の偉業を伝える慶長使節船ミュージアムの景観や歴史的･文化的価値を有

効活用し，観光資源としての価値を高め，利用者の増加につなげます。 

【事業主体：県】 

消費生活・

文化課 

Ｈ27 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，１１３百万円（うち県事業費：１，３８２百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

（７）防災・安全・安心 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

デジタル化する衛星系無線設備数

（局）［累計］ 

0局 

（H22年度） 

59局 

（H27年度） 

60局 

（H29年度） 

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）

［累計］ 

（分野（２）①から再掲） 

12箇所 

（75.0％） 

（H22年度） 

15箇所 

（93.8％） 

（H28年度） 

16箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

１ 被災市町村の職員確保等に対する支援 

 

＜行動方針＞ 

◇ 膨大な事業量となっている被災市町村を支援するため，復興事業等に従事する職員の確保及

び財政運営を支援します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

 

市町村の行政機能回復に向けた総合的支援（人的支援を含む） 

 関連：取組 33  

膨大な事業量となっている被災市町村を支援するため，復興事業等に従事する

職員の確保を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

市町村課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

災害復旧資金（貸付金） 

 関連：取組 33  

甚大な被害を受け，臨時に多額の資金需要が生じたことにより一時的な資金繰

りに支障を来している市町村及び一部事務組合に対し，災害復旧資金を貸し付け

ます。 

【事業主体：県】 

市町村課 Ｈ23～Ｈ25 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３，０６４百万円（うち県事業費：３，０６４百万円）  

① 防災機能の再構築  
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

２ 防災体制の再整備等 

 

＜行動方針＞ 

◇ 防災へリポートなど震災により被災した消防・防災施設等の復旧強化を行うほか，情報伝

達・情報通信基盤の再構築を行います。また，広域防災拠点の整備について，関係機関との調

整を踏まえ，事業の推進を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

消防力機能回復事業 

 関連：取組 33  

震災により消防庁舎や多くの消防車両が流失し，沿岸部の市町を中心に消防力

が著しく低下しているため，早急に消防力を回復，増強します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

消防課 Ｈ23～Ｈ29 

02 

緊急 

 

消防救急無線ネットワーク構築支援事業 

 関連：取組 33  

大災害時における通信手段を確実に確保するため，各消防本部の消防救急無線

のデジタル化への移行に合わせて，国，県，各消防本部を結ぶネットワーク（共

通波：全国波・県波）の多網化やバックアップ機能を構築します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

消防課 Ｈ23～Ｈ27 

03 防災ヘリコプター防災基地整備事業 

 関連：取組 31  

津波により県防災ヘリコプター管理事務所が被災し，使用不能となっており，

防災航空隊員の活動に甚大な支障をきたしていることから，新たな防災ヘリコプ

ター活動拠点の復旧整備を図ります。 

【事業主体：国，県】 

消防課 Ｈ24～Ｈ29 

04 

 

情報伝達システム再構築事業 

 関連：取組 31  

災害時の行政・防災機関との主たる情報システムである県防災行政無線ネット

ワークについて，現在の第一世代の衛星無線を，ＩＰ通信を可能とする第二世代

衛星無線へと更新します。 

【事業主体：国，県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ24～ 

Ｈ26，Ｈ29 

05 

 

災害情報通信基盤強化事業（地デジ共聴施設） 

 関連：取組 31  

被災地における住民の貴重な情報インフラであるテレビの地上デジタル放送の

難視聴を解消するため，被災した共聴施設の再整備を支援します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

情報政策課 Ｈ23～Ｈ26 

06 非予算的手法：防災体制マニュアル等の見直し整備 

 取組 33  

大震災の経験・検証結果等に基づき，災害対策本部要綱，大規模災害応急マニ

ュアル等の防災体制関係例規を見直し，全庁的な防災体制を再構築します。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 



 

365 

 

第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

07 

緊急 

地域防災計画再構築事業 

     取組 33  

災害対策基本法の改正や防災基本計画の修正等を踏まえ，県地域防災計画の継

続的な見直しを行います。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

非予算的手法：避難行動要支援者等支援事業 

 取組 33   基本目標４(4)  

地震等の災害発生時に避難行動要支援者が安全・確実に避難できる体制を確保

するため，「宮城県避難行動要支援者等に対する支援ガイドライン」の周知・啓発

を通じて，市町村の取組を支援します。 

【事業主体：県】 

保健福祉総

務課 

Ｈ23～Ｈ32 

09 

地創 

非予算的手法：土木部業務継続計画（ＢＣＰ） 

  関連：取組 31   基本目標４(4)  

災害時において，業務の停止を最小限にするため，業務継続計画（ＢＣＰ）を

再構築し，災害時を想定した訓練を行うなど継続的に改善します。 

【事業主体：県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

10 

地創 

広域防災拠点整備事業（宮城野原公園） 

                        取組 31   基本目標４(4)  

大規模災害時に県内をカバーする広域防災拠点として，宮城野原公園を拡張し

都市公園の整備を行います。 

【事業主体：県】 

都市計画課 Ｈ25～Ｈ32 

11 初動派遣職員等体制整備事業 

 関連：取組 33  

大規模災害発生時に市町村との円滑な情報連絡等を行うため予め市町村ごとに

指定した県職員（以下「初動派遣職員」という。）の増員及び初動派遣職員が被災

市町村に一定期間滞在し，支援活動を行うために必要な資機材を整備するととも

に，業務内容の拡充を図ることにより，大規模災害時における円滑な市町村支援

体制を構築します。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ27 

12 石巻・気仙沼合同庁舎移転建替事業  

   関連：取組 31  

東日本大震災により大きな被害を受けた石巻合同庁舎，気仙沼合同庁舎につい

て，圏域の中核的行政機能及び防災拠点機能を果たすため，「本復旧」に向けた移

転建替を実施します。 

【事業主体：県】 

管財課 Ｈ25～Ｈ30 

13 

地創 

圏域防災拠点資機材等整備事業 

                        取組 31   基本目標４(4)  

 広域防災拠点との連携のもと，各圏域（県内７つ）内市町村の防災活動の支援

や，他圏域における防災活動に対し支援する役割を果たす「圏域防災拠点」にお

ける活動用資機材等を整備します。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ28～Ｈ31 

14 

地創 

市町村共同利用型クラウド（ＳａａＳ）基盤構築推進事業 

 取組 24   基本目標４(5)  

 機能的で効率的な行政体制の構築のため，市町村の各種システムの共同利用型

クラウド(SaaS:サース)基盤の構築を推進します。 

【事業主体：県】 

情報政策課 Ｈ27～Ｈ29 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

15 合同庁舎災害復旧事業（総合情報ネットワーク及びみやぎハイパーウェブの整備） 

   関連：取組 31  

東日本大震災の震災被害からの本復旧を図る石巻合同庁舎及び気仙沼合同庁舎

の移転建替事業に併せて，業務を行うために必要不可欠な総合情報ネットワーク

及びみやぎハイパーウェブの整備を行います。 

【事業主体：県】 

情報システ

ム課 

Ｈ28～Ｈ29 

↓ 

Ｈ28～Ｈ30 

16 合同庁舎災害復旧事業（個人番号利用事務系ネットワークの移設） 

   関連：取組 31  

東日本大震災の震災被害からの本復旧を図る石巻合同庁舎及び気仙沼合同庁舎

の移転建替事業に併せて，個人番号利用事務系ネットワークの移設を行います。 

【事業主体：県】 

情報政策課 Ｈ29 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４１，２４３百万円（うち県事業費：２８，８５０百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

３ 原子力防災体制等の再構築 

 

＜行動方針＞ 

◇ 東北電力女川原子力発電所周辺地域の防災体制を再構築するため，拡大した原子力災害対策

を重点的に実施すべき区域の関係市町と連携を図るとともに，東京電力福島第一原子力発電所

の事故への対応を踏まえ，全県的な放射能等監視施設及び原子力防災対策拠点施設の整備を行

います。 

◇ 学校等も含めた全市町村での放射線測定など，県民の不安解消に向けた取組を行うとともに，

食の安全・安心確保の観点から，放射能検査体制を強化するなど，全庁的な原子力災害対応体

制の再構築を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

原子力防災体制整備事業 

 関連：取組 33  

東北電力女川原子力発電所周辺地域の安全・安心の確保を図るとともに，東京

電力福島第一原子力発電所の事故への対応を踏まえ，新たな緊急事態応急対策等

拠点施設を設置するなど，県内全域における原子力防災体制の整備を行います。 

なお，整備に当たっては，国の原子力災害対策指針に基づいて進めるとともに，

県の全庁的な原子力災害対応体制を構築します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

原子力安全

対策課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

緊急 

環境放射能等監視体制整備事業 

 関連：取組 33  

東北電力女川原子力発電所周辺地域の安全・安心の確保を図るため，監視測定

に必要となる機器の整備・更新を行うとともに，被災したモニタリングステーシ

ョンを再建します。 

【事業主体：国，県】 

原子力安全

対策課 

Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

放射線・放射能広報事業 

 関連：取組 33  

東京電力福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の県内への影響を把握

し，県民に正しい情報を提供するため，県内全市町村における放射線・放射能測

定機器の整備・測定，ホームページによる放射線・放射能情報の提供及びセミナ

ーの開催等を行います。 

また，東北電力女川原子力発電所周辺地域の安全・安心の確保を図るため，環

境放射線等の監視結果を提供するとともに，同発電所２号機の震災後の施設の健

全性や新規制基準に適合することにより向上する安全性について，専門家から意

見を聴取するための検討会を開催します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

原子力安全

対策課 

Ｈ23～Ｈ32 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 福島第一原発事故損害賠償請求支援事業 

 関連：取組 33  

東京電力福島第一原子力発電所の事故被害に対応するため，民間事業者等が行

う東京電力への損害賠償請求等に対し，県内各地での説明会・個別無料相談会の

開催や電話相談などを通じてきめ細かな支援を行うとともに，「東京電力福島第一

原子力発電所事故対策みやぎ県民会議」において市町村・関係団体等と連携を図

りながら，事故被害対策の総合的な取組を進めます。 

【事業主体：県】 

原子力安全

対策課 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 除染対策支援事業 

 関連：取組 33  

県民の被ばくリスクを低減し，県民の不安を解消するため，放射性物質汚染対

処特別措置法に基づき，市町村が行う除染対策事業（除去土壌等の処分含む）に

対する支援を進めます。 

【事業主体：国，県】 

原子力安全

対策課 

Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 学校給食の安全・安心対策事業 

  関連：取組 7  

東日本大震災における原子力災害に関し，教育環境のより一層の安全・安心の

観点から，学校の校庭等の空間放射線量率及び学校給食の放射能測定を行います。 

【事業主体：国，県】 

スポーツ健

康課 

Ｈ25～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：３，０１２百万円（うち県事業費：３，０１２百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

４ 災害時の医療体制の確保 

 

＜行動方針＞ 

◇ 災害時の医療提供体制を維持・確保するため，医療施設の耐震化を行うとともに，どのよう

な災害にも適切な対応が取れるよう，災害時の情報通信機能の充実強化や実践的な防災訓練等

を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

医療施設耐震化事業 

 取組 31  

災害時の医療体制を確保するため，災害拠点病院等の耐震化（耐震診断及び耐

震性を欠く既存施設の建て替え・補強）の費用を補助します。 

【事業主体：県，市町村】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ27 

↓ 

Ｈ23～Ｈ29 

02 

緊急 

大規模災害時医療救護体制整備事業 

 関連：取組 31  

大規模災害時に医療救護活動を迅速かつ適切に実施できるよう，会議や訓練を

開催するほか研修に参加することで，平時から医療救護活動に関する関係機関・

団体の協力体制等の確率を図るとともに災害医療に関する知識を深めます。 

【事業主体：国，県，市町村】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

緊急 

救急医療情報センター運営事業［分野 (2)①２から再掲］ 

             関連：取組 19  

大規模災害時に各医療機関が診療の継続に必要とする物資や人的支援について

速やかに把握し，その支援体制を確保するため，その情報システムを整備します。 

【事業主体：国，県】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

04 

緊急 

地域医療推進委員会運営事業 

 関連：取組 19  

地域医療体制の充実強化に関する重要事項として，地域医療復興計画等の進捗

状況を中心に審議します。 

【事業主体：県】 

医療整備課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１６，７３３百万円（うち県事業費：１，７９３百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ① 防災機能の再構築 

５ 教育施設における地域防災拠点機能の強化 

 

＜行動方針＞ 

◇ 全ての公立学校への防災主任の配置や地域の拠点校となる小・中学校への防災教諭の配置を

継続し，学校と地域が連携した防災体制の強化に取り組みます。 

◇ 県立学校の防災機能強化に向け，備蓄倉庫等の整備や，学校，市町村，地域等の連携体制の

推進等に引き続き取り組みます。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

防災主任・安全担当主幹教諭配置事業［分野 (6)①４から再掲］ 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

大震災の記憶が薄れることなく後世に伝える仕組みを作るとともに，自然災害

に対する危機意識を高め，学校教育における防災教育等の充実を図るため，全学

校に防災主任を配置します。 

あわせて，震災にとどまらず，総合的な学校安全，いじめ・不登校対策推進に

係る地域の学校の中心的な役割を担う安全担当主幹教諭を拠点校に配置します。 

【事業主体：国，県】 

教職員課 Ｈ24～Ｈ32 

02 

地創 

防災教育等推進者研修事業［分野 (6)①４から再掲］ 

 取組 17   基本目標４(4)  

公立小，中学校及び県立学校における防災教育の充実や防災等に係る対応能力

を高めるため，防災教育等の推進的役割を担う人材を養成します。 

※教職員 CUP（キャリア・アップ・プログラム）事業  

【事業主体：県】 

教職員課 Ｈ23～Ｈ32 

03 

地創 

非予算的手法：防災拠点としての学校づくり事業 

  関連：取組 31   基本目標４(4)  

今回の震災では多くの公立学校が避難所や防災拠点として活用された事実を踏

まえ，公立学校の防災機能を高めることにより，今後の災害の現実的な対応に備

えます。 

【事業主体：県】 

教育庁総務

課 

施設整備課 

Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：２，７２５百万円（うち県事業費：２，７２５百万円）  
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

沿岸部の津波避難計画作成市町数 

（市町）［累計］ 

9市町 

（H25年度） 

12市町 

（H27年度） 

15市町 

（H29年度） 

 

１ 津波避難計画の整備等 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 震災を踏まえ，県が作成した「津波対策ガイドライン」に基づき，沿岸市町の津波避難計画

作成の支援を行います。 

  

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 非予算的手法：津波避難計画作成支援事業 

      取組 33  

 県が作成した「津波対策ガイドライン」に基づき，沿岸市町が作成する津波避

難計画の策定支援を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

危機対策課 Ｈ26～Ｈ29 

02 

緊急 

地域防災計画再構築事業［分野 (7)①２から再掲］ 

 取組 33  

災害対策基本法の改正や国の防災基本計画の修正等を踏まえ，県地域防災計画

の継続的な見直しを行います。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

03 非予算的手法：防災協定・災害支援目録登録の充実 

 取組 33  

災害時の必要物資等の調達を円滑に行うため，災害時に支援をいただく企業団

体等との防災協定や，災害支援目録への登録企業の拡大を図ります。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ28 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

04 非予算的手法：意識啓発・防災マップ作成対応事業 

 取組 33  

地震や津波など災害に関する基礎知識等の普及や地域における危険箇所の把握

に向けた防災マップの作成支援等を行います。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４百万円（うち県事業費：４百万円）  

② 大津波等への備え  
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

２ 震災記録の作成と防災意識の醸成 

 

＜行動方針＞ 

◇ 大震災の記憶を風化させないよう，震災の記録誌を作成し，後世へ伝えていきます。 

◇ 大震災の教訓を後世に語り継ぐ上で必要となるメモリアルパーク構想の実現に向けた取組

を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

大震災検証記録作成普及事業 

 関連：取組 31  

未曾有の災害となった東日本大震災の概要，応急対応や教訓を後世に残すとと

もに，防災意識の風化を防ぐため，記録を作成します。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ26 

02 県政広報展示室運営事業 

     取組 33  

震災の記憶を風化させないため，県政広報展示室を活用し，写真パネルなどに

より，来庁者や見学者に分かりやすく紹介します。 

【事業主体：県】 

広報課 Ｈ23～Ｈ32 

03 首都圏復興フォーラム運営事業 

     取組 33  

東日本大震災の風化防止と震災復興に対する全国からの幅広い支援の継続を訴

えるため，青森・岩手・福島の被災各県と連携し，被災地の復興状況や復興に向

けた取組を首都圏の住民及びマスコミに広く情報提供するフォーラムを開催しま

す。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ25～Ｈ32 

04 震災復興広報・啓発事業 

   関連：取組 31  

東日本大震災の風化防止，全国からいただいている支援に対する感謝，中長期

的な支援意識の醸成及び県内の復興機運の維持向上を目的としたポスターを作成

し，県外を中心に掲示します。 

【事業主体：県】  

震災復興推

進課 

Ｈ25～Ｈ27 

05 震災復興記録作成普及事業 

   関連：取組 31  

 東日本大震災からの復旧・復興に向けた宮城県の取組について，宮城県震災復

興計画で定める復旧期，再生期，発展期毎に，記録誌等を作成します。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ26 

06 復興情報等発信拠点設置事業 

   関連：取組 31  

 復興に向けた取組や進捗状況等に関する県の取組や被災市町村等の取組等に関

する情報を，県民や来県者等へ発信する常設の発信拠点を整備します。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ27 
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

07 

地創 

津波対策強化推進事業 

  関連：取組 31   基本目標４(4)  

今回の被災体験から得た教訓を風化させず，後世に広く伝承していくための県

民協働の取組や津波防災シンポジウム等を開催することにより，住民への意識啓

発活動を行います。 

【事業主体：県，市町村】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

08 

地創 

3.11伝承・減災プロジェクト推進事業 

  取組 33   基本目標４(4)  

被災事実を後世に伝承し，迅速な避難行動につながる様々な試みに積極的に取

り組んでいきます。この取組の総称を「3.11伝承・減災プロジェクト」とし，当

面は津波浸水表示板等の設置を行います。 

【事業主体：県】 

防災砂防課 Ｈ23～Ｈ32 

09 震災復興祈念公園整備事業［分野 (5)④１から再掲］ 

 関連：取組 31  

 東日本大震災で犠牲となられた方々の追悼や鎮魂と，震災の教訓の伝承を図る

ため，震災復興祈念公園を整備します。 

【事業主体：国，県，市町村】 

都市計画課 Ｈ25～Ｈ32 

10 国連防災世界会議関連事業 

   関連：取組 31  

平成 27年３月に「第３回国連防災世界会議」が仙台市で開催されることから，

被災地視察や観光地視察の実施や防災産業展の開催などを行い，東日本大震災に

際しての支援への謝意を伝えるとともに，復興状況や，震災の経験・教訓を踏ま

えて生まれた技術や製品等を世界に発信します。 

【事業主体：県】 

富県宮城推

進室 

国際経済・

交流課 

Ｈ26 

11 震災復興広報強化事業 

 取組 33  

被災地の復興関連情報を「みやぎ震災復興情報ポータルサイト」やＳＮＳ「い

まを発信！復興みやぎ」で発信します。 

また，１年間の復興の進捗状況等をまとめた冊子「みやぎ・復興の歩み」を作

成するほか，広報紙「ＮＯＷＩＳ．」を作成・配布します。 

その他，ポスター掲示やパネル展等を県内外で実施し，震災の風化防止，中長

期的な支援意識の向上や復興の気運醸成を図ります。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ23～Ｈ32 

12 東日本大震災記憶伝承・検証調査事業 

 関連：取組 31  

東日本大震災の経験と教訓を次代に継承し，今後の大規模災害等に活かしてい

くため，記録誌等を作成するとともに，平成 27年度までの５年間の復旧・復興の

取組の成果と課題を整理し，東日本大震災の検証や伝承のあり方等について，調

査・検討を行います。 

【事業主体：県】 

震災復興推

進課 

Ｈ28～Ｈ29 

↓ 

Ｈ28～Ｈ32 

13 障害者震災記憶風化防止活動支援事業［分野 (2)③４から再掲］ 

     取組 33  

ホームページやマルシェ等イベントの機会を通じて県内外に情報発信すること

により，震災記憶の風化防止，障害者の生きがいづくり，人と人とのつながりづ

くりを支援します。 

【事業主体：県】 

障害福祉課 Ｈ28～Ｈ32 
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第５章（７）防災・安全・安心 ② 大津波等への備え 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：９５０百万円（うち県事業費：９３２百万円）  
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第５章（７）防災・安全・安心 ③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成

者数（人）［累計］ 

2,673人 

（H22年度） 

6,991人 

（H27年度） 

9,000人 

（H29年度） 

 

１ 地域防災リーダーの養成等 

 

＜行動方針＞ 

◇ 大規模災害発生時には，公的機関の対応に加え，地域コミュニティの中で組織される自主防

災組織による対応が不可欠であるため，この組織において中心的役割を果たす地域防災リーダ

ーの養成等を行います。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

防災リーダー（宮城県防災指導員）養成事業 

 取組 33   基本目標４(4)  

企業や地域において防災活動の中心となる防災リーダーの育成を支援し，自主

防災組織の育成，防災訓練への参加促進，防災教育の充実を図ります。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ24～Ｈ32 

02 

地創 

非予算的手法：防災リーダー養成事業との連携事業［分野 (7)④３から再掲］ 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構築を図るため，県が実施する

防災リーダー養成等の事業や防災訓練，避難訓練等を通じた防災体制確立に関し

て，警察的見地から連携等を行います。 

【事業主体：県】 

警察本部警

備課 

Ｈ24～Ｈ32 

03 

緊急 

地域防災計画再構築事業［分野 (7)①２から再掲］ 

 取組 33  

災害対策基本法の改正や国の防災基本計画の修正等を踏まえ，県地域防災計画

の継続的な見直しを行います。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

04 非予算的手法：意識啓発・防災マップ作成対応事業［分野 (7)②１から再掲］ 

                                 取組 33  

地震や津波など災害に関する基礎知識等の普及や地域における危険箇所の把握

に向けた防災マップの作成支援等を行います。 

【事業主体：県】 

危機対策課 Ｈ23～Ｈ32 

③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化  
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第５章（７）防災・安全・安心 ③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

05 

地創 

男女共同参画の視点での防災意識啓発事業 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

男女共同参画の視点を取り入れた防災対策や避難所運営に関するリーフレット

を作成し，普及啓発を図ります。 

また，リーフレットを用いた講座を開催し，男女共同参画の視点での防災対策

等を地域住民に普及するためのリーダーを養成します。 

【事業主体：県】 

共同参画社

会推進課 

Ｈ25～Ｈ29 

06 

地創 

地域防災力向上支援事業 

 取組 33   基本目標４(4)  

 市町村が行う「共助」の中核となる自主防災組織の育成活性化に向けた取り組

みを支援し，県内の地域防災力の充実・強化を図ります。 

【事業主体：県，市町村】 

危機対策課 Ｈ29～Ｈ32 

07 

地創 

みやぎ防災ジュニアリーダー養成事業 

 取組 33   基本目標４(4)  

 将来の宮城を支え，自主防災組織等における次世代のリーダーなど将来の地域

の防災活動の担い手を育成するため，防災に関する知識・技術を習得し，災害対

応能力を身に付けるとともに，防災や減災への取組に自発的に協力・活動する中

学生や高校生をみやぎ防災ジュニアリーダーとして養成します。 

【事業主体：県，市町村】 

スポーツ健

康課 

Ｈ29～Ｈ32 

08 大学等による復興を担う人材育成事業 

 関連：取組 33  

 宮城の創造的な復興を担う人材を育成するため，宮城大学が行う沿岸被災地等

を含む県内各地をフィールドとした地域協働の人材育成への取組や，県内すべて

の大学等が加盟する学都仙台コンソーシアムにおいて実施する復興大学事業に係

る経費について支援します。 

【事業主体：県】 

私学文書課 Ｈ29～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１５７百万円（うち県事業費：１５７百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 

２ 地域主動型応急危険度判定等実施体制の整備 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 災害時に地域が主動的かつ速やかに避難所等の応急危険度判定を実施できるよう，市町村の

実施体制の強化を図るとともに，その後の住宅等の判定活動を実施できるよう体制強化を図り

ます。 

  ◇ 災害時に他の災害業務に忙殺される市町村に対し，判定を熟知する建築関係団体及び民間判

定士による応援体制の強化を図ります。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

建築関係震災対策事業 

  関連：取組 31  

地域主動型応急危険度判定を実施するため，実施本部協力員を創設し，判定コ

ーディネーターとなる民間判定士を育成します。 

また，市町村と建築関係団体の「災害時活動連携協定の締結」を促進するとと

もに，被災宅地危険度判定との連携を図る体制を整備します。 

【事業主体：国，県】 

建築宅地課 Ｈ23～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：７百万円（うち県事業費：７百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

 

 

＜目標指標等＞ 

目 標 指 標 等 当  初 現 況 値 目  標 

刑法犯認知件数（件） 
24,614件 

（H22年） 

16,466件 

（H28年） 

18,000件以下 

（H29年） 

 

１ 警察施設等の機能回復及び機能強化 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 市町の復興状況を注視しながら被災した警察施設等の本復旧・機能強化を図るとともに，復

興に伴う治安情勢の変化も踏まえながら各種犯罪を早期に検挙解決するための捜査支援シス

テムや各種警察活動に有効な装備資機材の強化を図り，治安・防災体制の回復・充実に努めま

す。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

警察本部機能強化事業 

 関連：取組 25  

警察本部庁舎の一部が損傷しており，万全な警察体制を確保する必要があるた

め，「庁舎機能復旧」，「庁舎機能拡充」及び「庁舎機能再生・高度化」を柱として

取組を進めます。 

【事業主体：国，県】 

警察本部装

備施設課 

Ｈ23～Ｈ27 

02 

緊急 

警察施設機能強化事業 

 関連：取組 25  

多数の警察施設が流失又は損壊の壊滅的被害を受けるなどしており，治安維持

の体制整備が必要なため，警察施設の早期機能回復・強化を図ります。 

【事業主体：国，県】 

警察本部警

務課ほか 

Ｈ23～Ｈ32 

03  

緊急 

交番・駐在所機能強化事業 

 関連：取組 25  

警察活動の拠点となる交番・駐在所が多数流失，水没したことから，これらの

施設に設置されていた「非常通報装置」，「緊急通報装置」等を早急に修繕し，安

全・安心な地域社会の復旧を図ります。 

【事業主体：県】 

警察本部地

域課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

④ 安全・安心な地域社会の構築  
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第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

04 

緊急 

警察署非常用発動発電設備強化事業 

 取組 31  

警察署に設置されている非常用発動発電設備は，老朽化が著しく容量が小さい

ことから，災害に強い警察施設の構築を図るため，容量がより大きな非常用発動

発電設備を早期に整備します。 

※警察施設震災対策促進事業  

【事業主体：県】 

警察本部装

備施設課 

Ｈ23～Ｈ26 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

緊急 

各種警察活動装備品等整備事業 

 関連：取組 31  

治安維持に必要な基盤の早期回復を図るため，使用不能となった警察装備資機

材及び大規模災害発生時等の各種活動に必要な装備品について早急に補充・整備

します。 

【事業主体：国，県】 

警察本部 

地域課 

捜査第三課 

機動隊 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

06 

緊急 

警察職員宿舎整備事業 

 関連：取組 25  

震災により多くの宿舎が損壊し，沿岸部の宿舎にあっては，流失・水没等によ

り使用不能となったことから，職員の生活基盤を確保するとともに，災害に強い

宿舎の再生のため，被災宿舎の再建を行います。 

【事業主体：国，県】 

警察本部装

備施設課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

 

食糧等備蓄事業 

 関連：取組 31  

今後の災害に備え，捜索部隊が円滑に活動できるよう及び被留置者の適正な処

遇を確保するため，非常食と水を整備します。 

【事業主体：県】 

警察本部 

留置管理課 

警備課 

Ｈ25～Ｈ32 

08 

 

緊急配備支援システム整備事業 

 取組 25  

震災復興事業の本格化等に伴い，新たな形態の犯罪が敢行される可能性が極め

て高いほか，各種犯罪の増加も予想されることから，犯罪の広域化・スピード化

等に的確に対応した治安維持体制を構築するため，緊急配備支援システム等を整

備します。 

【事業主体：県】 

警察本部刑

事総務課 

Ｈ27～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：４，２８４百万円（うち県事業費：４，２８４百万円） 

  



 

380 

 

第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

２ 交通安全施設等の機能回復及び機能強化と交通死亡事故の抑止 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 新たな街並み整備に合わせた交通安全施設等の整備を推進するとともに，緊急交通路の円滑

化を図るなど，災害に備えた交通環境を整備します。 

◇ 復興事業に伴う交通量増加による交通死亡事故の抑止を図るため，事故実態に即した交通指

導取締りや，高齢者等を対象とした体系的な交通安全教育を推進します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

緊急 

緊急輸送交通管制施設整備事業 

 取組 31  

災害時における緊急交通路の円滑化や迅速な救援活動を支援する交通環境を確

保するため，交通管制センター端末機器や交通信号機の付加装置等を整備します。 

※大規模災害対策事業  

【事業主体：国，県】 

警察本部交

通規制課 

Ｈ23～Ｈ29 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

02 

緊急 

震災に強い交通安全施設整備事業 

 関連：取組 31  

折損しない鋼管製信号柱への改良や信号灯器の軽量化のための信号灯器のＬＥ

Ｄ化改良等，震災時に対応可能な交通安全施設を整備します。 

【事業主体：国，県】 

警察本部交

通規制課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

03 震災に強い交通管制センター整備事業 

 関連：取組 31  

震災復興等における交通の安全で円滑な道路環境を実現するため，最新の情報

通信技術を活用した震災に強い交通管制センターを構築します。 

【事業主体：国，県】 

警察本部交

通規制課 

Ｈ23～Ｈ32 

↓ 

Ｈ23～Ｈ27 

04 

地創 

非予算的手法：効果的交通安全教育推進事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

交通事故のない安全で快適な交通社会を実現するため，「第１０次宮城県交通安

全計画」に基づき，自治体や交通安全関係機関・団体と連携の上，更に効果的な

交通安全教育を推進して交通事故の減少を目指します。 

            【事業主体：県】 

警察本部交

通企画課 

Ｈ23～Ｈ29 

05 

地創 

まちの立ち上げ促進のための交通安全施設整備事業 

  関連：取組 31   基本目標４(5)  

東日本大震災における被災市町の市街地整備事業区域及び周辺道路において，

交通信号機，道路標識，道路標示を適宜整備し，当該区域における円滑で安全な

道路交通を確保し，まちの立ち上げを促進します。 

【事業主体：県】 

警察本部交

通規制課 

Ｈ25～Ｈ27 

↓ 

Ｈ25～Ｈ32 
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第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

06 

地創 

「だれもが住みよい安全・安心な地域づくり」のための交通環境整備事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

第１０次宮城県交通安全計画を実現し，交通事故のない安全で快適な交通社会

とするため，「交通事故，交通取締，交通安全教育，交通規制などの多角的分析に

よる交通事故抑止対策」などにより交通事故の減少を図ります。 

【事業主体：国，県】 

警察本部交

通企画課 

交通規制課 

Ｈ27～Ｈ32 

07 

地創 

交通安全施設による防災・減災機能強化事業 

 取組 31   基本目標４(5)  

自然災害などのリスクに直面しても適切な対応が可能となるインフラとしての

交通安全施設整備を推進します。 

【事業主体：国，県】 

警察本部交

通規制課 

Ｈ28～Ｈ32 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：６，４２５百万円（うち県事業費：６，４２５百万円） 
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第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

３ 防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構築 

 

＜行動方針＞ 

  ◇ 安全・安心な地域社会を確立するため，各種広報媒体を活用した積極的な生活安全情報の提

供を行うとともに，被災地等を中心としたパトロール活動の強化と自主防犯ボランティア活動

の促進・活性化，犯罪の防止に配慮した環境づくりのための各種防犯設備の設置拡充等に向け

た働きかけを行います。 

◇ 暴力団等の反社会的勢力の復興関連事業からの排除と取締り強化を図るなど，県民の生活基

盤やサービス等が犯罪に悪用されにくい環境づくりを推進するため，関係機関や事業者との連

携を強化し，社会ぐるみの取組を発展させていきます。 

◇ 被災地をはじめとしたそれぞれの地域社会の安全・安心を確保するため，交番支援機能強化

の一端を担う交番相談員の増員や，地域住民の要望に応えた活動の促進を図ります。 

◇ 危機管理体制の構築に向け，今後の震災に備えた防災計画の修正や防災訓練及び防災会議 

へ積極的に参画するなど，各自治体との連携を強化します。 

 

 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県震災復興推進事業 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

01 

地創 

生活安全情報発信事業 

  関連：取組 25   基本目標４(5)  

関係機関と連携した被災地に居住する住民の安全安心の確保が求められている

ことから，仮設住宅，災害公営住宅，地域，学校を対象として，各種広報手段を

活用し，防犯情報や生活安全情報等の提供を行います。 

【事業主体：国，県】 

警察本部生

活安全企画

課 

Ｈ23～Ｈ32 

02 

地創 

地域安全対策推進事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

安全・安心な地域社会を構築するためには，被災地を中心としたパトロール活

動の強化と不在交番の解消を図る必要があることから，その役割を担う交番相談

員を増員します。 

また，県内全域における地域の安全対策に向け，警察安全相談員及び交番相談

員の適切な配置を進めます。 

【事業主体：国，県】 

警察本部県

民相談課 

地域課 

Ｈ23～Ｈ30 

↓ 

Ｈ23～Ｈ31 
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第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

取組の内容等 
主担当 

課・室 

事業期間 

（年度）  

03 

地創 

非予算的手法：防犯ボランティア活動促進事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

被災地における安全で安心な生活の基盤となる地域治安組織を強固にするた

め，自主防犯ボランティア団体の組織化と活性化及び防犯リーダーの育成を促進

し，応急仮設住宅，復興住宅，防災集団移転地域，学校等を対象に，ボランティ

ア活動への支援を行います。 

また，被災し活動が停止，又は活動を縮小したボランティア団体の活動再開等

を支援します。 

【事業主体：県】 

警察本部生

活安全企画

課 

Ｈ25～Ｈ29 

04 

緊急 

地創 

安全・安心まちづくり推進事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

 安全・安心まちづくりを推進するため，地域コミュニティ活動団体への支援等

を行うほか，性暴力被害を受けた場合の支援体制を整備します。 

【事業主体：県】 

共同参画社

会推進課 

Ｈ23～Ｈ32 

05 

地創 

非予算的手法：防災リーダー養成事業との連携事業 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

防犯・防災に配慮した安全・安心な地域社会の構築を図るため，県が実施する

防災リーダー養成等の事業や防災訓練，避難訓練等を通じた防災体制確立に関し

て，警察的見地から連携等を行います。 

【事業主体：県】 

警察本部警

備課 

Ｈ24～Ｈ32 

06 

地創 

非予算的手法：防災計画策定・防災訓練等開催事業 

  関連：取組 33   基本目標４(4)  

今後の震災に備えるため，各自治体の防災計画，防災訓練の企画及び実施への

参画並びに県庁内各部局，各自治体，消防等防災関係機関の災害担当者による定

期的な会議に参画します。 

【事業主体：県】 

警察本部警

備課 

Ｈ23～Ｈ32 

07 

地創 

非予算的手法：暴力団等反社会的勢力排除・取締り推進事業 

  関連：取組 25   基本目標４(5)  

暴力団等の反社会的勢力の復興関連事業からの排除と取締り強化を図るなど，

県民の生活基盤やサービス等が犯罪に悪用されにくい環境づくりを推進するた

め，関係機関や事業者との連携を強化し，社会ぐるみの取組を発展させていきま

す。 

【事業主体：県】 

警察本部組

織犯罪対策

課 

暴力団対策

課 

Ｈ26～Ｈ32 

08 

地創 

防犯カメラの設置・運用ガイドライン策定事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

 犯罪の防止や事件の解決に効果的な防犯カメラの有用性とプライバシーの保護

との調和を図り，防犯カメラを適切かつ効果的に活用するため，設置及び運用に

関するガイドラインを策定します。 

【事業主体：県】 

共同参画社

会推進課 

Ｈ28 

09 

地創 

防犯カメラの効果的活用促進のための広報啓発事業 

 取組 25   基本目標４(5)  

防犯カメラガイドラインの周知とカメラ設置に伴うプライバシー保護等の問題

解決に向けて，有識者による講演やパネルディスカッションを内容とした地域住

民等参加によるシンポジウムを開催し，防犯カメラの適切かつ効果的な活用を図

ります。   

【事業主体：県】 

共同参画社

会推進課 

Ｈ29 
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第５章（７）防災・安全・安心 ④ 安全・安心な地域社会の構築 

 

○ 取組にかかる「再生期」（４か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費：１００百万円（うち県事業費：１００百万円） 
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第６章 地方創生実施計画［地方創生総合戦略・４つの基本目標］ 

 

 

 

 

 

第６章 

 

地方創生実施計画 

［ 地方創生総合戦略・４つの基本目標 ］ 
 

 

  



 

386 

 

第６章 地方創生実施計画［地方創生総合戦略・４つの基本目標］ 

 

「第６章 地方創生実施計画［ 地方創生総合戦略・４つの基本目標 ］」は，下記のように統一的

に記載しています。 

 

 基本目標〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇  

 

＜数値目標＞ 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

    

    

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

    

    

 

 

＜基本的方向＞ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◇ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

（１）○○○○○○○○○○ 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 ○○○○○○○○○事業 ○○○○課 取組 12 (1) ② ３ 

     

 

 

 

 

 

凡  例 

平成２７年度～平成２９年度（３か年）の計

画期間中に行う主な取組の方向を記載して

います。 

「第４章 将来ビジョン実施計画」に掲載している「宮城の将来ビジョン推

進事業」に該当する事業については 取組番号 を，「第５章 震災復興実施計

画」に掲載している「宮城県震災復興推進事業」に該当する事業については 分

野番号 をそれぞれ記載しています。 

平成２７年度～平成２９年度（３か年）の計画期間中に目指す数値目

標を記載しています。 

宮城県地方創生総合戦略「第５章 基本目標・具体的施策」に

掲載した基本目標を記載しています。 

本県における「主担当課・室」名

を記載しています。 
「事業名」を記載しています。 

平成２７年度～平成２９年度（３か年）の計画期間中に目指す重要業

績評価指標（ＫＰＩ）を記載しています。 

 

宮城県地方創生総合戦略「第５章 基本目標・具体的施策」に

掲載した各基本目標の具体的施策を記載しています。 
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第６章 地方創生実施計画［地方創生総合戦略・４つの基本目標］ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲含む）  

総事業費 ○○○，○○○百万円（うち県事業費○○○，○○○百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

各具体的施策の項目毎に，取組に係る３か年の事業費見込額を，百万円単位

で記載しています（再掲している個別取組の事業費見込額を含む）。 
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第６章 基本目標１ 安定した雇用を創出する 

第６章 地方創生実施計画［ 地方創生総合戦略・４つの基本目標 ］ 

 基本目標１ 安定した雇用を創出する  

 

＜数値目標＞ 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

企業集積等による雇用機会の創出数（人）［累計］ 
0人 

（H20年度） 

11,465人 

（H27年度） 

11,000人 

（H20～H29年度） 

正規雇用者数（人） 
592,100人 

（H24年度） 

634,200人 

（H28年度） 

600,000人 

（H29年度） 

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

創業や経営革新の支援件数（件）［累計］ 
119件 

（H20年度） 

1,422件 

（H27年度） 

1,414件 

（H29年度） 

サービス業の付加価値額（億円） 
22,129億円 

（H18年度） 

23,114億円 

（H26年度） 

23,997億円 

（H29年度） 

仙台空港乗降客数（千人） 
2,947千人 

（H20年度） 

3,114千人 

（H27年度） 

3,500千人 

（H29年度） 

介護職員数（人）［累計］ 
20,346人 

（H19年度） 

28,041人 

（H25年度） 

34,879人 

（H29年度） 

第一次産業における新規就業者数（人） 
151人 

（H20年度） 

280人 

（H27年度） 

245人 

（H29年度） 

新規高卒者の就職内定率（％） 
94.3％ 

（H20年度） 

99.6％ 

（H26年度） 

100％ 

（H29年度） 

県が関与する高度人材養成事業の受講者数

（人）［累計］ 

399人 

（H21年度） 

1,157人 

（H28年度） 

1,230人 

（H29年度） 

高年齢者雇用率（％） 
8.0％ 

（H21年度） 

12.1％ 

（H28年度） 

12.6％ 

（H29年度） 

情報関連産業売上高（億円） 
2,262億円 

（H19年度） 

2,253億円 

（H26年度） 

3,020億円 

（H29年度） 

企業立地件数（開発系ＩＴ企業（ソフトウェア

開発企業））（社）［累計］ 

0社 

（H20年度） 

1社 

（H27年度） 

6社 

（H29年度） 
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第６章 基本目標１ 安定した雇用を創出する 

 

 

＜基本的方向＞ 

◇ 地域における創業支援体制の強化や商店街の空き店舗等を活用したインキュベーション

施設の開設支援のほか，多様な資金調達の手段を確保するなどして，起業や新事業創出を促

進します。 

◇ 中小企業・小規模企業の振興に関する条例（平成 27年宮城県条例第 52号）の制定を受け，

中小企業及び小規模企業の支援を従来の手法にとらわれず積極的に展開することとし，関係

団体との連携体制を充実させることなどにより，地域企業の競争力強化と誘致企業等との取

引を促進するほか，第二創業や事業承継，強い経営体づくり等を推進し，地域産業の再生と

活性化を図ります。 

◇ 地域産業のクラスター化や，地元大学をはじめとする地域の様々な主体との連携による付

加価値の創造などにより，地域イノベーションの創出を推進します。 

◇ 地域の資源を活かしながら，製造業等の外資系企業の進出を促進するほか，県内企業のグ

ローバルビジネスを総合的に支援し，海外ビジネスの展開を強化します。 

◇ 高付加価値化などにより，地域におけるサービス産業の労働生産性の向上に向けた取組を

進め，活性化等を図ります。 

◇ 農林水産業の６次産業化やブランド化，農地の大規模化，販路の回復や拡大等を進め，農

林水産業の国内外での競争力を強化します。 

◇ 仙台空港民営化等を契機として，東北地方が一体となった誘客活動を推進します。また，

文化遺産・自然・公共施設・復興等をテーマとした観光・ＭＩＣＥの開催・誘致や東京オリ

ンピック開催等を契機とした文化・スポーツ交流など，地域資源や観光資源等を最大限に活

用し，交流人口の拡大を目指します。 

◇ 若年者に対する総合的な就業環境の整備に取り組むほか，次世代を担う経営幹部の育成や

農林水産業を担う人材・後継者の育成確保に取り組みます。また，産学連携による地域ニー

ズに対応した人材育成に取り組み，多様な人材の育成と定着を図ります。 

◇ 女性の活躍を推進するほか，働く意欲のある高齢者や障害者の就業・雇用環境の整備など，

誰もが活躍できる地域づくりを推進します。 

◇ 情報関連産業の振興や市場拡大，情報関連技術者の養成等に取り組むほか，外国人観光客

の誘致や医療福祉ネットワークの構築等にＩＣＴを活用していきます。 
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

（１）地域産業の競争力強化 

【目標達成のための個別取組】 

① 新たな創業に対する支援 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 起業家等育成支援事業 新産業振興課 取組１ (3) ① ４ 

02 県中小企業支援センター事業 中小企業支援室 取組 11  

03 みやぎマーケティング・サポート事業 中小企業支援室 取組 11  

04 スタートアップ加速化支援事業 中小企業支援室  (3) ① ４ 

05 地域起業・新事業創出活動拠点運営事業 中小企業支援室 取組 11 (3) ① ４ 

06 まちなか創業チャレンジャー支援事業 商工金融課 取組４  

07 地域創業推進事業 中小企業支援室 取組 11  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：８４２百万円（うち県事業費：７９９百万円） 

 

② 産業・金融との連携 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 復興企業相談助言事業 企業復興支援室  (3) ① １ 

02 県中小企業支援センター事業（１(1)①から再掲） 中小企業支援室 取組 11  

03 中小企業経営支援事業 中小企業支援室  (3) ① １ 

04 中小企業経営安定資金等貸付金 商工金融課  (3) ① ２ 

05 中小企業等二重債務問題対策事業 商工金融課  (3) ① ２ 

06 宮城県信用保証協会経営基盤強化対策事業 商工金融課 取組 11 (3) ① ２ 

07 中小企業金融対策事業 商工金融課 取組 11  

08 農林水産金融対策事業 農林水産経営支援課 取組 11 (4) ① １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：３０６，０１４百万円（うち県事業費：２９２，２２９百万円） 
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

③ 事業承継の円滑化，事業再生，経営改善支援等 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 県中小企業支援センター事業（１(1)①から再掲） 中小企業支援室 取組 11  

02 小規模事業者伴走型支援体制強化事業 中小企業支援室 取組 11  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：５４３百万円（うち県事業費：５４３百万円） 

 

④ 地域を担う中核企業支援 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 クリーンエネルギーみやぎ創造事業（４(3)から再掲） 環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

02 省エネルギー・コスト削減実践支援事業（４(3)から再掲） 環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

03 新エネルギー設備導入支援事業（４(3)から再掲） 環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

04 
みやぎ新エネルギー・環境関連産業振興加速化事業 

（４(3)から再掲） 
環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

05 新規参入・新産業創出等支援事業 新産業振興課 取組２ (3) ① ４ 

06 ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業 新産業振興課 取組１ (3) ① ３ 

07 産業技術総合センター技術支援事業 新産業振興課  (3) ① ３ 

08 高度電子機械産業集積促進事業 新産業振興課 取組２ (3) ① ４ 

09 ものづくり企業販路開拓・取引拡大支援事業 新産業振興課  (3) ① ４ 

10 みやぎ優れＭＯＮＯ発信事業 新産業振興課 取組１  

11 地域企業競争力強化支援事業 新産業振興課 取組２  

12 富県宮城技術支援拠点整備拡充事業 新産業振興課 取組１  

13 デジタルエンジニアリング高度化支援事業 新産業振興課 取組２  

14 自動車関連産業特別支援事業 自動車産業振興室 取組１ (3) ① ４ 

15 建設産業振興支援事業 事業管理課 取組 11  

16 地域経済構造分析推進事業 富県宮城推進室 取組 11  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２，３１３百万円（うち県事業費：２，１１３百万円） 
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

⑤ 新事業・新産業と雇用を生み出す地域イノベーションの推進 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進事業 情報産業振興室 取組４ (3) ② ５ 

02 知的財産活用推進事業 新産業振興課 取組２  

03 地域イノベーション戦略支援プログラム事業 新産業振興課 取組２  

04 みやぎの中小企業マーケティング活動支援事業 中小企業支援室 取組１ (3) ① ４ 

05 みやぎの伝統的工芸品産業振興事業 新産業振興課 取組１  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１８８百万円（うち県事業費：１８８百万円） 

 

⑥ 地域からのグローバル経済への展開 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 仙台空港“創貨・集貨”拠点化促進事業 富県宮城推進室 取組８  

02 外資系企業県内投資促進事業 国際経済・交流課 取組８ (3) ① ５ 

03 非予算的手法：みやぎ海外ネットワーク形成事業 国際経済・交流課 取組８  

04 姉妹友好関係等を活用した海外販路開拓事業 国際経済・交流課 取組８ (3) ① ４ 

05 被災中小企業海外ビジネス支援事業 海外ビジネス支援室  (3) ① ４ 

06 日本貿易振興機構仙台貿易情報センター負担金 海外ビジネス支援室 取組８  

07 東アジアとの経済交流促進事業 海外ビジネス支援室 取組８  

08 ロシアとの経済交流促進事業 海外ビジネス支援室 取組８  

09 東南アジアとの経済交流促進事業 海外ビジネス支援室 取組８  

10 東南アジア県産品マーケティング支援事業 海外ビジネス支援室 取組８  

11 県産農林水産物等イメージアップ推進事業 食産業振興課 取組７ (4) ④ ４ 

12 外国人留学生定着支援事業 国際経済・交流課 取組 10  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：４１４百万円（うち県事業費：３８０百万円） 
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

⑦ 地域のサービス産業の活性化等 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 みやぎＩＴ商品販売・導入促進事業 情報産業振興室 取組４  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：６２百万円（うち県事業費：６２百万円） 

 

⑧ 農林水産業等の成長産業化 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 みやぎ食の安全安心県民総参加運動事業 食と暮らしの安全推進課 取組７  

02 
非予算的手法：地域資源の活用等による創意ある取組を

行う中小企業者及び農林漁業者への支援 

富県宮城推進室 

農林水産政策室 
取組３  

03 仙台空港“創貨・集貨”拠点化促進事業（１(1)⑥から再掲） 富県宮城推進室 取組８  

04 みやぎの農商工連携・６次産業化支援強化事業 農林水産政策室 取組６ (4) ④ ３ 

05 ６次産業化ネットワーク活動交付金 農林水産政策室 取組６  

06 みやぎの「金のいぶき」産地確立支援事業 農林水産政策室 取組６  

07 地域でつくる！６次産業化「絶品」創出事業 農林水産政策室 取組６  

08 食育・地産地消推進事業 食産業振興課 取組７ (4) ④ ３ 

09 首都圏県産品販売等拠点運営事業 食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

10 県産食品海外ビジネスマッチングサポート事業 食産業振興課 取組６ (4) ④ ２ 

11 
食材王国みやぎの「食」ブランド化推進プログラム事業 

（県産ブランド品確立支援事業） 
食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

12 「食材王国みやぎ」魅力発信プロジェクト事業 食産業振興課 取組７ (4) ④ ４ 

13 
食産業ステージアッププロジェクト 

（商品ブラッシュアップ専門家派遣事業） 
食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

14 
食産業ステージアッププロジェクト 

（商談会マッチング強化事業） 
食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

15 
食産業ステージアッププロジェクト 

（首都圏販路開拓支援事業） 
食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

16 
食産業ステージアッププロジェクト 

（復興促進「商品づくり・販路開拓」支援事業） 
食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

17 
食産業ステージアッププロジェクト 

（「選ばれる商品づくり」支援事業） 
食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

18 県産品販路開拓バックアップ事業 食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

19 宮城県産品販路拡大サポート事業 食産業振興課 取組３ (4) ④ ２ 

20 輸出基幹品目販路開拓事業 食産業振興課 取組６ (4) ④ ２ 

21 みやぎの「金のいぶき」生産拡大事業 食産業振興課 取組６  
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

22 県産農林水産物等海外インターネット販売支援事業 食産業振興課 取組６ (4) ④ ２ 

23 ハラール対応食普及促進事業 食産業振興課 取組３ (4) ④ ３ 

24 農業参入支援事業（１(2)③から再掲） 農業振興課 取組６ (4) ① ３ 

25 人・農地プラン推進事業 農業振興課 取組６  

26 農地中間管理事業 農業振興課 取組６  

27 大規模経営体育成支援事業 農業振興課 取組６ (4) ① ３ 

28 みやぎ食と農のクラウドファンディング支援事業 農業振興課 取組６  

29 みやぎの農業・農村地域活力支援事業 農業振興課 取組６  

30 農業のカイゼンモデル実証事業 農業振興課 取組６  

31 宮城米産地強化対策事業 農産園芸環境課 取組６  

32 園芸振興戦略総合対策事業 農産園芸環境課 取組６ (4) ① ３ 

33 売れるみやぎの麦・大豆生産拡大事業 農産園芸環境課 取組６  

34 アグリビジネス・チャレンジ支援事業 農産園芸環境課 取組６  

35 学校給食における県産食材利用推進事業 農産園芸環境課 取組７  

36 農産物直売・農産加工ビジネス支援事業 農産園芸環境課 取組６  

37 飼料用米利用促進事業 農産園芸環境課 取組６  

38 みやぎの企業的園芸等整備モデル事業 農産園芸環境課 取組６  

39 新「みやぎ米」創出戦略事業 農産園芸環境課 取組６  

40 みやぎの「とっておきササニシキ」産地復活推進事業 農産園芸環境課 取組６  

41 産地パワーアップ事業 農産園芸環境課 取組６  

42 新たなみやぎの園芸産地づくり広域連携事業 農産園芸環境課 取組６  

43 畜産・酪農収益力強化整備等特別対策事業 畜産課 取組６  

44 みやぎの畜産雇用創出推進事業 畜産課 取組６  

45 農業経営高度化支援事業 農村整備課 取組 11  

46 みやぎのきのこ振興対策事業 林業振興課 取組６  

47 みやぎ材利用センター活動支援事業 林業振興課 取組７  

48 木の香るおもてなし普及促進事業 林業振興課 取組７ (4) ② ２ 

49 温暖化防止森林づくり担い手確保事業 林業振興課 取組 10  

50 県産材利用エコ住宅普及促進事業 林業振興課 取組 27 (4) ② ２ 

51 非予算的手法：みやぎの木づかい運動 林業振興課 取組７  

52 木質バイオマス広域利用モデル形成事業 林業振興課 取組 27 (4) ② ２ 

53 森林マネジメント認証普及促進事業 林業振興課 取組 27  
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

54 「みやぎの里山林」再生ビジネス推進事業 林業振興課 取組６  

55 新たな木材利用チャレンジ事業 林業振興課 取組６  

56 素材新流通システム構築事業 林業振興課 取組６  

57 「みやぎの里山」ビジネス推進事業 林業振興課 取組６  

58 森林育成事業 森林整備課 取組 27 (4) ② １ 

59 温暖化防止間伐推進事業 森林整備課 取組 27 (1) ③ ２ 

60 環境林型県有林経営事業 森林整備課 取組 27 (1) ③ ２ 

61 温暖化防止森林更新推進事業 森林整備課 取組 27 (1) ③ ２ 

62 里山林健全化事業 森林整備課 取組 27 (1) ③ ２ 

63 特別名勝「松島」松林景観保全対策事業 森林整備課 取組 29  

64 復興木材供給対策間伐推進事業 森林整備課 取組 27 (4) ② １ 

65 次世代造林樹種生産体制整備事業 森林整備課 取組６  

66 みやぎの水産物流通促進事業 水産業振興課 取組６  

67 「みやぎの殻付きカキ」首都圏販売ネットワーク構築事業 水産業振興課 取組６  

68 水産加工業販路共創加速化事業 水産業振興課 取組６  

69 ＩＴを活用した水産加工業生産性向上実証事業 水産業振興課 取組６  

70 みやぎの強い漁業経営体育成支援事業 水産業基盤整備課 取組６  

71 ＩＴ技術を活用したギンザケ養殖高度化事業 水産業基盤整備課 取組６  

72 伊達いわな販路拡大・生産体制強化事業 水産業基盤整備課 取組６  

73 農業法人経営安定化ハンズオン支援モデル事業 農業振興課 取組６  

74 県産材・木のビルプロジェクト推進事業 林業振興課 取組６  

75 水産加工業者のＨＡＣＣＰ普及推進事業 水産業振興課 取組６ (4) ③ ３ 

76 みやぎ６次産業化トライアル事業 農林水産政策室 取組６  

77 太陽光利用型植物工場研究拠点整備事業 農業振興課 取組６  

78 「みやぎの水産物」販路拡大創出事業 水産業振興課 取組６  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２０，５５８百万円（うち県事業費：１３，８６１百万円） 
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

⑨ 交流人口の拡大に向けた観光地域づくりの推進 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 仙台空港 600万人・5万トン実現推進事業 空港臨空地域課 取組５ (3) ② ９ 

02 地域産業振興事業（地方創生型） 富県宮城推進室 取組３  

03 仙台・宮城観光キャンペーン推進事業 観光課 取組５ (3) ② ９ 

04 外国人観光客災害復興緊急誘致促進事業 観光課 取組５ (3) ② ９ 

05 外国人観光客誘致促進事業 観光課 取組５  

06 教育旅行誘致促進事業 観光課 取組５  

07 
非予算的手法：秋の行楽みやぎ路誘客大作戦～秋色満載

みやぎ・やまがたの観光～ 
観光課 取組５  

08 みやぎエコ・ツーリズム推進事業 観光課 取組 29  

09 みやぎ観光戦略受入基盤整備事業 観光課 取組５  

10 仙台空港活用誘客特別対策事業 観光課 取組５ (3) ② ９ 

11 観光集客施設無線ＬＡＮ設置支援事業 観光課 取組５  

12 県外観光客支援事業 観光課 取組５ (3) ② ９ 

13 航空会社と連携した観光キャンペーン事業 観光課 取組５ (3) ② ８ 

14 宮城県グリーン製品を活用した公園施設整備事業 観光課 取組５  

15 沿岸部交流人口拡大モデル施設整備事業 観光課 取組５ (3) ② ６ 

16 沿岸部観光復興情報等発信事業 観光課  (3) ② ６ 

17 インバウンド誘客拡大受入環境整備事業 観光課 取組５ (3) ② ７ 

18 魅力あふれる松島湾観光創生事業 観光課 取組５ (3) ② ９ 

19 圏域別連携による外国人観光客誘致促進事業 観光課 取組５ (3) ② ７ 

20 香港等からの観光客誘致促進事業 観光課 取組５ (3) ② ７ 

21 インバウンド誘致促進事業 観光課 取組５ (3) ② ７ 

22 仙台・松島復興観光拠点都市圏事業 観光課 取組５ (3) ② ７ 

23 留学生等を活用した外国人観光客誘致促進事業 観光課 取組５ (3) ② ７ 

24 映画タイアップ型観光プロモーション事業 
観光課 

国際経済・交流課 
取組５  

25 留学生等を活用した外国人観光客誘致促進事業 国際経済・交流課 取組５ (2) ③ ４ 

26 サインの多言語化表記による訪日外国人誘致促進事業 国際経済・交流課 取組５ (3) ② ９ 

27 ハラール対応食普及促進事業（１(1)⑧から再掲） 食産業振興課 取組３ (4) ④ ３ 

28 みやぎ農山漁村交流促進事業 農村振興課 取組５ (4) ① ４ 

29 グリーン・ツーリズム促進支援事業 農村振興課 取組５  

30 仙台空港地域連携・活性化事業 空港臨空地域課 取組 12 (5) ① ５ 
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

31 空港機能を活用した国外プロモーション活動等事業 空港臨空地域課 取組５ (3) ② ６ 

32 アニメコンテンツを活用した台湾観光客誘致拡大事業 空港臨空地域課  (3) ② ６ 

33 「観光力強化」のための交通環境整備事業 警察本部交通規制課 取組５  

34 東北各県等の連携による外国人観光客誘致促進事業 観光課 取組５ (3) ② ７ 

35 外国人観光客受入環境整備促進事業 観光課 取組５  

36 地域間交流促進基盤整備事業 林業振興課 取組５  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：５，０４６百万円（うち県事業費：４，９２９百万円） 

 

⑩ 地域の歴史・町並み・文化・芸術・スポーツ等による地域活性化 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 オリンピック・パラリンピック推進事業 震災復興・企画総務課 取組 23  

02 みやぎ県民文化創造の祭典（芸術銀河）開催事業 消費生活・文化課 取組 23 (6) ③ ２ 

03 慶長使節船ミュージアム有効活用事業 消費生活・文化課 取組 23 (6) ③ ２ 

04 広域スポーツセンター事業 スポーツ健康課 取組 23 (6) ③ １ 

05 スポーツ選手強化対策事業 スポーツ健康課 取組 23 (6) ③ １ 

06 県有体育施設整備充実事業 スポーツ健康課 取組 23 (6) ③ １ 

07 平成 29年度インターハイ等特別強化事業 スポーツ健康課 取組 23  

08 オリンピック・パラリンピック教育推進事業 スポーツ健康課 取組 16  

09 2020年東京オリンピック・パラリンピック強化支援対策事業 スポーツ健康課 取組 23  

10 平成 29年度全国高等学校総合体育大会開催事業 全国高校総体推進室 取組 23  

11 図書館市町村連携事業 生涯学習課 取組 23  

12 みやぎの文化育成支援事業 生涯学習課 取組 23  

13 図書館貴重資料保存修復事業 生涯学習課 取組 23  

14 美術館教育普及事業 生涯学習課 取組 23  

15 
第 41回全国高等学校総合文化祭（みやぎ総文 2017）開

催事業 

全国高校総合 

文化祭推進室 
取組 23  

16 瑞巌寺修理補助事業 文化財保護課 取組 23  

17 
東北歴史博物館教育普及事業インタラクティブシアタ

ー整備事業 
文化財保護課 取組 23 (6) ① ４ 

18 文化財の観光活用による地域交流の促進事業 文化財保護課 取組５ (3) ② ９ 
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第６章 基本目標１（１）地域産業の競争力強化 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

19 美術館施設整備事業 生涯学習課 取組 23  

20 「“伊達”な文化」魅力発信推進事業 文化財保護課 取組５ (3) ② ９ 

21 多賀城創建１３００年記念重点整備事業 文化財保護課 取組 23  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：４，９９０百万円（うち県事業費：４，２１８百万円）  
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第６章 基本目標１（２）人材還流，人材育成及び雇用対策 

（２）人材還流，人材育成及び雇用対策 

【目標達成のための個別取組】 

① 若者人材等の還流及び育成・定着支援 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 ＩＴ産業事務系人材育成事業 情報産業振興室 取組４  

02 みやぎ若者活躍応援事業 共同参画社会推進課 取組 15 (6) ① ５ 

03 地域医療を志す中学生育成事業 医師確保対策室 取組 19  

04 介護人材確保支援事業 長寿社会政策課 取組 21 (3) ③ １ 

05 障害福祉関係施設人材確保支援事業 障害福祉課 取組 22  

06 産業人材育成プラットフォーム推進事業 産業人材対策課 取組 10 (3) ① ３ 

07 ものづくり人材育成確保対策事業 産業人材対策課 取組 10 (3) ① ３ 

08 キャリア教育推進事業 産業人材対策課 取組 10  

09 みやぎ出前ジョブカフェ事業 雇用対策課 取組 18 (3) ③ ２ 

10 高卒就職者援助事業 雇用対策課 取組 18 (3) ③ ２ 

11 新規大卒者等就職援助事業 雇用対策課 取組 18 (3) ③ ２ 

12 沿岸地域就職サポートセンター事業 雇用対策課  (3) ③ １ 

13 中小企業・大学等就職支援事業 雇用対策課 取組 18  

14 若者等人材確保・定着支援事業 雇用対策課 取組 18  

15 志教育支援事業 義務教育課 取組 15 (6) ① ５ 

16 高等学校「志教育」推進事業 高校教育課 取組 15 (6) ① ５ 

17 進路達成支援事業 高校教育課 取組 15 (6) ① ５ 

18 みやぎクラフトマン２１事業 高校教育課 取組 15 (6) ① ５ 

19 地方創生インターンシップ事業 産業人材対策課 取組 10  

20 介護人材確保推進事業 長寿社会政策課 取組 21 (2) ③ ４ 

21 職場環境改善事業 長寿社会政策課 取組 21  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１，１０６百万円（うち県事業費：１，１０６百万円） 
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第６章 基本目標１（２）人材還流，人材育成及び雇用対策 

② 専門性の高い人材確保の支援 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 ものづくりシニア指導者育成事業 新産業振興課 取組１  

02 宮城ＵＩＪターン助成金事業 雇用対策課 取組 10  

03 プロフェッショナル人材戦略拠点運営事業 雇用対策課 取組 10  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２５６百万円（うち県事業費：２２６百万円） 

 

③ 農林水産業における新規就業者への総合支援 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 農業参入支援事業 農業振興課 取組６ (4) ① ３ 

02 新たな農業担い手育成プロジェクト 農業振興課 取組 10  

03 みやぎ食と農の次世代リーダー育成事業 農業振興課 取組 10  

04 地域農業担い手育成支援事業 農業振興課 取組 11 (4) ① ３ 

05 みやぎの田園回帰促進人材確保・支援事業 農業振興課 取組 10  

06 森林整備担い手対策事業 林業振興課 取組 10  

07 林業後継者育成事業 林業振興課 取組 10  

08 みやぎの漁業担い手確保育成支援事業 水産業振興課 取組 10 (4) ③ ３ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１，４７３百万円（うち県事業費：１，４７３百万円） 

 

④ 大学・高等専門学校・専修学校等における地域ニーズに対応した人材育成支援 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 地域ひとづくり総合推進事業 産業人材対策課 取組 10  

02 スーパーグローバルハイスクール事業 高校教育課 取組 15  

03 スーパープロフェッショナルハイスクール事業 高校教育課 取組 15 (6) ① ５ 

04 「地学地就」地域産業の担い手育成推進事業 高校教育課 取組 15 (6) ① ５ 
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第６章 基本目標１（２）人材還流，人材育成及び雇用対策 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２５２百万円（うち県事業費：２１７百万円） 

 

⑤ 地域における女性の活躍推進 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 いきいき男女共同参画推進事業 共同参画社会推進課 取組 18  

02 地域女性活躍推進事業 共同参画社会推進課 取組 18  

03 子育て女性等就職支援事業 雇用対策課 取組 18  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１１８百万円（うち県事業費：８２百万円） 

 

⑥ 高齢者，障害者が活躍できる社会の実現 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 バリアフリーみやぎ推進事業 社会福祉課 取組 22  

02 明るい長寿社会づくり推進事業 長寿社会政策課 取組 21  

03 障害者就業・生活支援センター事業 障害福祉課 取組 22  

04 みやぎ障害者ＩＴサポート事業 障害福祉課 取組 22  

05 就労支援事業 障害福祉課 取組 22  

06 障害者工賃向上支援総合対策事業 障害福祉課 取組 22  

07 高次脳機能障害者支援事業 障害福祉課 取組 22  

08 発達障害者支援センター運営事業 障害福祉課 取組 22  

09 みやぎ雇用創出対策事業 雇用対策課 取組 18 (3) ③ １ 

10 障害者雇用アシスト事業 雇用対策課 取組 18  

11 女性・中高年人材育成助成事業 雇用対策課 取組 18  

12 高等学園進路就労定着支援事業 特別支援教育室 取組 17  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：７１１百万円（うち県事業費：７１１百万円）  



 

402 

 

第６章 基本目標１（３）ＩＣＴ等の利活用による地域の活性化 

（３）ＩＣＴ等の利活用による地域の活性化 

【目標達成のための個別取組】 

① 地域社会全体での利活用の推進 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 地域ＩＣＴ利活用コーディネート事業 情報政策課 取組４  

02 ＩＣＴ（情報通信技術）を活用した医療連携構築事業 医療整備課 取組 19 (2) ① ３ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２，２８７百万円（うち県事業費：１，９８４百万円） 

 

② 教育との連携 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 ＩＣＴを活用した専門高校生地域定着促進事業 教育企画室 取組 15  

02 ＩＣＴを活用した特別支援学校スキルアップ事業 教育企画室 取組 15  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：３８百万円（うち県事業費：３８百万円） 

 

③ ＩＣＴ産業の振興 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 みやぎＩＴ市場獲得支援・形成促進事業（１(1)⑤から再掲） 情報産業振興室 取組４ (3) ② ５ 

02 みやぎＩＴ商品販売・導入促進事業（１(1)⑦から再掲） 情報産業振興室 取組４  

03 みやぎＩＴ技術者等確保・育成支援事業 情報産業振興室 取組４  

04 情報通信関連企業立地促進奨励金 情報産業振興室 取組４  

05 ＩＣＴ技術者ＵＩＪターン等促進事業 情報産業振興室 取組４  

06 情報通信関連企業立地説明会開催事業 情報産業振興室 取組４  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：２１１百万円（うち県事業費：２１１百万円） 



 

403 

 

第６章 基本目標２ 宮城県への移住・定住の流れをつくる 

 基本目標２ 宮城県への移住・定住の流れをつくる  

 

＜数値目標＞ 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

「みやぎ移住サポートセンター」を通じた 

ＵＩＪターン就職者数（人）［延べ］ 

0人 

（H26年度） 

41人 

（H27年度） 

150人 

（H27～29年度） 

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

企業立地件数（件）［累計］ 
26件 

（H24年度） 

67件 

（H27年度） 

180件 

（H26～29年度） 

産学官連携数（件）［累計］ 
674件 

（H20年度） 

4,112件 

（H27年度） 

4,890件 

（H29年度） 

県立高等学校生徒のインターンシップ実施校

数（％） 

62.2％ 

（H24年度） 

66.7％ 

（H27年度） 

80％ 

（H29年度） 

大学等への現役進学達成率の全国平均との乖

離（ポイント） 

-1.0ポイント 

（H20年度） 

1.1ポイント 

（H27年度） 

1.2ポイント 

（H29年度） 

 

 

 

＜基本的方向＞ 

◇ 東京圏等からのＵＩＪターンを促進するため，「みやぎ移住サポートセンター」を設置し

て情報発信と受入体制を強化するとともに，市町村や関係団体と連携してきめ細やかな対応

を行っていきます。 

◇ 本社機能を含めた企業の誘致を進めるほか，技術系人材のＵＩＪターンを支援するなどに

より，起業の地方拠点強化や雇用の確保を図ります。 

◇ 地元大学等や関係団体との協働により，地域のイノベーションの担い手となる人材の育成

と定着を図るほか，地域の価値と可能性の教育を推進するとともに，地域への貢献意欲が高

い人材の育成を図ります。 

◇ 東日本大震災による県外避難者に対し，帰郷に向けた支援を行います。 
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第６章 基本目標２（１）地方移住の推進 

（１）地方移住の推進 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 移住・定住推進事業 地域復興支援課 取組 24  

02 ＩＣＴ技術者ＵＩＪターン等促進事業 情報産業振興室 取組４  

03 地域創業推進事業（１(1)①から再掲） 中小企業支援室 取組 11  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：３４７百万円（うち県事業費：３４７百万円） 
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第６章 基本目標２（２）企業の地方拠点強化，企業等における地方採用・就労の拡大 

（２）企業の地方拠点強化，企業等における地方採用・就労の拡大 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 情報通信関連企業立地促進奨励金（１(3)③から再掲） 情報産業振興室 取組４  

02 情報通信関連企業立地説明会開催事業（１(3)③から再掲） 情報産業振興室 取組４  

03 企業立地資金貸付事業 産業立地推進課  (3) ① １ 

04 工業立地促進資金貸付事業 産業立地推進課  (3) ① １ 

05 みやぎ企業立地奨励金事業 産業立地推進課 取組１ (3) ① ５ 

06 企業立地促進法関連産業集積促進事業 産業立地推進課 取組１  

07 立地有望業界動向調査事業 産業立地推進課 取組１  

08 名古屋産業立地センター運営事業 産業立地推進課 取組１  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：９，１０７百万円（うち県事業費：９，１０７百万円） 
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第６章 基本目標２（３）地元大学等の活性化 

（３）地元大学等の活性化 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 非予算的手法：地域経済活性化・人材育成連携事業 震災復興政策課  (3) ③ ３ 

02 
非予算的手法：地（知）の拠点大学による地方創生推進

事業（ＣＯＣ＋） 
産業人材対策課 取組 10  

03 
ＫＣみやぎ（基盤技術高度化支援センター）推進事業 

（１(1)④から再掲） 
新産業振興課 取組１ (3) ① ３ 

04 地域ひとづくり総合推進事業（１(2)④から再掲） 産業人材対策課 取組 10  

05 みやぎ県民大学推進事業 生涯学習課 取組 23 (6) ③ １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１５７百万円（うち県事業費：１２２百万円） 
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第６章 基本目標２（４）県外避難者の帰郷支援 

（４）県外避難者の帰郷支援 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 みやぎ県外避難者帰郷支援事業 震災復興推進課  (1) ① １ 

02 県外避難者支援員設置事業 震災復興推進課  (1) ① １ 

03 県外避難者支援拠点設置事業 震災復興推進課  (1) ① １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１９１百万円（うち県事業費：１９１百万円） 
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第６章 基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

 基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる  

 

＜数値目標＞ 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

保育所等利用待機児童数（仙台市を除く）（人） 
511人 

（H21年度） 

425人 

（H28年度） 

0人 

（H29年度） 

育児休業取得率（％） 

男性：4.1％ 

女性：75.8％ 

（H21年度） 

男性：4.9％ 

女性：89.8％ 

（H27年度） 

男性：6.0％ 

女性：89.0％ 

（H29年度） 

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登

録（企業・団体，個人）（団体，人） 

190 団体 

363人 

（H24年度） 

243団体 

493人 

（H27年度） 

300団体 

500人 

（H29年度） 

子育てサポーター養成講座受講者数（人） 

［累計］ 

320人 

（H24年度） 

1,382人 

（H27 年度） 

1,920人 

（H29 年度） 

宮城県庁における男性職員の育児休業取得率

（％） 

2.4％ 

（H17年度） 

6.9％ 

（H26年度） 

15％ 

（H32年度） 

 

 

 

＜基本的方向＞ 

◇ 産学官の各種機関や関係団体による多様な就業能力開発の機会の提供や，総合的な就業環

境の整備に取り組むことなどにより若い世代の経済的安定を図ります。 

◇ 市町村・企業・ＮＰＯなどとの連携・協働により，結婚・妊娠・出産・子育てについて切

れ目ない支援を行うほか，周産期・小児救急医療体制の充実等に取り組みます。 

◇ 「子育て支援を進める県民運動」の展開や，生み育てることの大切さを教育することなど

を通じて，関係機関等が幅広く連携し，地域で子育てを支える環境づくりと子育て支援の充

実を図ります。また，東日本大震災の影響による児童生徒等の心のケアに関する支援の在り

方について検討していくとともに，今後とも心のケアにきめ細かく対応します。 

◇ ワーク・ライフ・バランスの普及啓発を図るとともに，事業者としての宮城県は，職員の

仕事，家庭，子育ての両立支援に率先して取り組みます。 
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第６章 基本目標３（１）若い世代の経済的安定 

（１）若い世代の経済的安定 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 生活困窮者自立促進支援事業 社会福祉課 取組 18  

02 福祉・介護人材マッチング機能強化事業 社会福祉課 取組 18  

03 ひとり親家庭等自立支援対策事業 子育て支援課 取組 18  

04 みやぎ出前ジョブカフェ事業（１(2)①から再掲） 雇用対策課 取組 18 (3) ③ ２ 

05 高卒就職者援助事業（１(2)①から再掲） 雇用対策課 取組 18 (3) ③ ２ 

06 新規大卒者等就職援助事業（１(2)①から再掲） 雇用対策課 取組 18 (3) ③ ２ 

07 若年者就職支援ワンストップセンター設置事業 雇用対策課 取組 18  

08 みやぎの若者の職業的自立支援対策事業（ニート対策事業） 雇用対策課 取組 18  

09 中小企業・大学等就職支援事業（１(2)①から再掲） 雇用対策課 取組 18  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：８０４百万円（うち県事業費：８０４百万円） 
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第６章 基本目標３（２）結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援 

（２）結婚・妊娠・出産・子育ての切れ目ない支援 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 子育て女性等就職支援事業（１(2)⑤から再掲） 雇用対策課 取組 18  

02 小児救急医療対策事業 医療整備課 取組 13  

03 周産期・小児医療従事者確保・育成支援事業 医療整備課 取組 13  

04 周産期救急搬送コーディネーター事業 医療整備課 取組 13  

05 周産期医療ネットワーク強化事業 医療整備課 取組 13  

06 待機児童解消推進事業 子育て支援課 取組 13 (2) ② ２ 

07 保育士確保支援事業 子育て支援課 取組 13 (2) ② １ 

08 不妊治療相談・助成事業 子育て支援課 取組 13  

09 保育士・保育所支援センター事業 子育て支援課 取組 13  

10 地域型保育給付費負担金 子育て支援課 取組 13 (2) ② ３ 

11 施設型給付費負担金 子育て支援課 取組 13 (2) ② ３ 

12 地域子ども・子育て支援事業 子育て支援課 取組 13 (2) ② ３ 

13 子ども・子育て支援人材育成事業 子育て支援課 取組 13  

14 少子化対策支援市町村交付金事業 子育て支援課  (2) ② ３ 

15 結婚支援事業 子育て支援課 取組 13  

16 地域少子化対策重点推進交付金事業 子育て支援課 取組 13  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：５１，１００百万円（うち県事業費：２９，８４１百万円） 
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第６章 基本目標３（３）子育て支援の充実 

（３）子育て支援の充実 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 私立学校スクールカウンセラー等活用事業 私学文書課 取組 16 (6) ① ３ 

02 子育て支援を進める県民運動推進事業 子育て支援課 取組 13 (2) ② ３ 

03 子ども・子育て支援対策事業（次世代育成支援対策事業） 子育て支援課 取組 13 (2) ② ３ 

04 子どもの心のケア推進事業 子育て支援課 取組 16 (2) ② １ 

05 子ども虐待対策事業 子育て支援課 取組 13 (2) ② ３ 

06 子どもメンタルサポート事業 子育て支援課 取組 13  

07 母子保健児童虐待予防事業 子育て支援課 取組 13  

08 「学ぶ土台づくり」普及啓発事業 
教育企画室 

義務教育課 
取組 15 (6) ② １ 

09 基本的生活習慣定着促進事業 教育企画室 取組 14 (6) ② １ 

10 非予算的手法：はやね・はやおき・あさごはん推奨運動 教育企画室 取組 14  

11 心のケア研修事業 教職員課 取組 17 (6) ① ３ 

12 教育相談充実事業 義務教育課 取組 16 (6) ① ３ 

13 いじめ・不登校等対策推進事業 義務教育課 取組 16 (6) ① ３ 

14 いじめ・不登校等対策強化事業 高校教育課 取組 16 (6) ① ３ 

15 心の復興支援プログラム推進事業 
義務教育課 

高校教育課 
取組 16 (6) ① ３ 

16 総合教育相談事業 高校教育課 取組 16 (6) ① ３ 

17 高等学校スクールカウンセラー活用事業 高校教育課 取組 16 (6) ① ３ 

18 放課後子ども教室推進事業 生涯学習課 取組 14 (6) ② １ 

19 協働教育推進総合事業 生涯学習課 取組 14 (6) ② １ 

20 みやぎらしい家庭教育支援事業 生涯学習課 取組 14 (6) ② １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：６，４０６百万円（うち県事業費：６，４０６百万円） 
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第６章 基本目標３（４）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」） 

（４）仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バランス）の実現（「働き方改革」） 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 いきいき男女共同参画推進事業（１(2)⑤から再掲） 共同参画社会推進課 取組 18  

02 地域女性活躍推進事業（１(2)⑤から再掲） 共同参画社会推進課 取組 18  

03 中小企業ワーク・ライフ・バランス支援事業 雇用対策課 取組 13  

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：８４百万円（うち県事業費：４８百万円） 
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第６章 基本目標４ 時代に合った地域をつくり，安全・安心な暮らしを守る 

基本目標４ 時代に合った地域をつくり，安全・安心な暮らしを守る  

 

＜数値目標＞ 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

地域再生計画の認定数（件）［累計］ 
1件 

（H26年度） 

4件 

（H27年度） 

6件 

（H27～29年度） 

 

＜重要業績評価指標（ＫＰＩ）＞ 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］ 
255 団体 

（H20年度） 

527団体 

（H28年度） 

536団体 

（H29年度） 

商店街再生加速化計画策定数（件）［累計］ 
0件 

（H24年度） 

8件 

（H27年度） 

12件 

（H29年度） 

１人当たり年間公共交通機関利用回数（回） 
108回 

（H21年度） 

106回 

（H26年度） 

108回 

（H29年度） 

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） 

（TJ） 

24,107TJ 

（H22年度） 

24,293TJ 

（H27年度/推計値） 

26,993TJ 

（H29年度） 

自主防災組織の組織率（％） 
83.8％ 

（H20年度） 

82.2％ 

（H27年度） 

87％ 

（H29年度） 

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数

（人） 

770人 

（H20年度） 

6,991人 

（H27年度） 

9,000人 

（H29年度） 

刑法犯認知件数（件） 
28,583件 

（H20年） 

16,466件 

（H28年） 

18,000件以下 

（H29年） 
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第６章 基本目標４ 時代に合った地域をつくり，安全・安心な暮らしを守る 

 

 

＜基本的方向＞ 

◇ 各圏域に一定の都市機能を整備するほか，各地域に暮らす方々の想いを尊重しながら，中

山間地域等においても「小さな拠点」を整備し，「各圏域の拠点」と「小さな拠点」との連

携を強め，多世代，多様な地域住民の交流を促進するとともに，仙台都市圏の都市機能を活

用しながら，連携型の地域構造を目指します。さらに，ふるさとづくりを推進します。 

◇ 地域再生法に基づく「地域再生計画」，構造改革特別区域法に基づく「構造改革特区制度」，

国家戦略特別区域法に基づく「国家戦略特区（地方創生特区）」等を活用しながら，地域の

実情に応じ，まちづくりと連携した商店街活性化や，集落維持・活性化対策を促進します。

また，東日本大震災で機能が低下した地域コミュニティの再構築を進めるほか，効率的な交

通ネットワークの形成を促進します。 

◇ 再生可能エネルギー等の導入を促進し，生活の質を高めつつ，持続的発展が可能なエコタ

ウン（スマートシティ）の形成を推進します。特に，燃料電池自動車（ＦＣＶ）の率先導入

等を含め，将来の二次的エネルギーの中心的役割を担うことが期待される水素エネルギーの

利活用を積極的に推進します。 

◇ 東日本大震災の経験を踏まえ，「災害に強いまちづくり・宮城モデルの構築」を進め，全

国のモデルとして発信します。また，自主防災組織や防災リーダーの育成等により，住民が

地域防災の担い手となる環境を確保するほか，安全で安心して暮らせる地域社会を構築しま

す。 
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第６章 基本目標４（１）中山間地域等における「小さな拠点」やコンパクトシティの形成とふるさとづくりの推進 

（１）中山間地域等における「小さな拠点」やコンパクトシティの形成とふるさとづくり

の推進 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 復興活動支援事業 地域復興支援課  (1) ① ４ 

02 市町村振興総合支援事業 地域復興支援課 基礎的取組  

03 みやぎ地域復興支援事業 地域復興支援課  (1) ① ４ 

04 地域コミュニティ再生支援事業 地域復興支援課  (1) ① ４ 

05 地域力創出人材育成講座事業 地域復興支援課 取組 24  

06 多面的機能支払事業 農村振興課 取組 30 (4) ① ４ 

07 中山間地域等直接支払交付金事業 農村振興課 取組 30 (4) ① ４ 

08 農山村集落体制づくり支援事業 農村振興課 取組 30  

09 土地改良施設機能診断事業 農村整備課 取組 30  

10 県営造成施設管理体制整備促進事業 農村整備課 取組 30  

11 社会資本再生復興計画推進事業 土木総務課 取組 30  

12 
非予算的手法：みやぎスマイルロード・プログラム 

（非予算的手法：アドプトプログラム推進事業） 
道路課 取組 30  

13 
非予算的手法：みやぎスマイルリバー・プログラム 

（非予算的手法：アドプトプログラム推進事業） 
河川課 取組 30  

14 
非予算的手法：みやぎスマイルビーチ・プログラム 

（非予算的手法：アドプトプログラム推進事業） 
河川課 取組 30  

15 沿岸域景観再生復興事業（貞山運河再生・復興ビジョン関係） 河川課 取組 30 (5) ② ４ 

16 
非予算的手法：みやぎふれあいパーク・プログラム 

（非予算的手法：アドプトプログラム推進事業） 
都市計画課 取組 30  

17 被災市町復興まちづくりフォローアップ事業 復興まちづくり推進室 取組 24 (5) ④ １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１３，１３６百万円（うち県事業費：１０，８２０百万円） 
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第６章 基本目標４（２）地域における経済・生活圏の形成 

（２）地域における経済・生活圏の形成 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 地域連携推進事業 震災復興政策課 取組９  

02 復興活動支援事業（４(1)から再掲） 地域復興支援課  (1) ① ４ 

03 みやぎ地域復興支援事業（４(1)から再掲） 地域復興支援課  (1) ① ４ 

04 地域コミュニティ再生支援事業（４(1)から再掲） 地域復興支援課  (1) ① ４ 

05 被災者生活支援事業（路線バス） 総合交通対策課 取組 24 (1) ① １ 

06 非予算的手法：三セク鉄道活用地域支援事業 総合交通対策課 取組 24  

07 ＮＰＯ等の絆力を活かした震災復興支援事業 共同参画社会推進課 取組 24 (1) ① ４ 

08 被災地域福祉推進事業 社会福祉課 取組 24 (2) ③ ４ 

09 
地域支え合い体制づくり事業（市町サポートセンター支

援事業） 
長寿社会政策課 取組 21 (1) ① １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：８，８０９百万円（うち県事業費：７，８１７百万円） 
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第６章 基本目標４（３）分散型エネルギーの推進と関連産業の育成 

（３）分散型エネルギーの推進と関連産業の育成 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 クリーンエネルギーみやぎ創造事業 環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

02 省エネルギー・コスト削減実践支援事業 環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

03 新エネルギー設備導入支援事業 環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

04 みやぎ新エネルギー・環境関連産業振興加速化事業 環境政策課 取組 27 (1) ③ １ 

05 スマートエネルギー住宅普及促進事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

06 再生可能エネルギー等を活用した地域復興支援事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

07 防災拠点再生可能エネルギー導入促進事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

08 海洋再生可能エネルギー導入推進事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

09 温泉熱多段階利用推進調査事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

10 水素エネルギー利活用推進事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

11 クリーンエネルギー・省エネルギー関連新製品創造支援事業 新産業振興課 取組 27  

12 自動車関連産業特別支援事業（１(1)④から再掲） 自動車産業振興室 取組１ (3) ① ４ 

13 小水力等農村地域資源利活用促進事業 農村振興課 取組 27  

14 木質バイオマス広域利用モデル形成事業（１(1)⑧から再掲） 林業振興課 取組 27 (4) ② ２ 

15 クリーンエネルギー利活用実践推進事業 高校教育課 取組 27  

16 
「環境負荷が少なく持続可能なエネルギーの推進」のた

めの交通安全施設整備事業 
警察本部交通規制課 取組 27  

17 燃料電池自動車導入推進事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

18 水素ステーション導入促進事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

19 水素エネルギー利活用普及促進事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

20 水素エネルギー産業創出事業 再生可能エネルギー室 取組 27 (1) ③ １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：８，８２９百万円（うち県事業費：８，７３２百万円） 
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第６章 基本目標４（４）住民が地域防災の担い手となる環境の確保 

（４）住民が地域防災の担い手となる環境の確保 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 防災リーダー（宮城県防災指導員）養成事業 危機対策課 取組 33 (7) ③ １ 

02 圏域防災拠点資機材等整備事業 危機対策課 取組 31 (7) ① ２ 

03 消防団充実強化事業 消防課 取組 33  

04 男女共同参画の視点での防災意識啓発事業 共同参画社会推進課  (7) ③ １ 

05 非予算的手法：避難行動要支援者等支援事業 保健福祉総務課 取組 33 (7) ① ２ 

06 災害ボランティア受入体制整備事業 社会福祉課 取組 33  

07 中小企業ＢＣ（事業継続）力向上支援事業 中小企業支援室 取組 33 (3) ① ３ 

08 多文化共生推進事業 国際経済・交流課 取組 26 (1) ① ４ 

09 津波避難表示板設置事業 河川課 取組 31 (5) ② １ 

10 非予算的手法：土木部業務継続計画（ＢＣＰ） 防災砂防課  (7) ① ２ 

11 津波対策強化推進事業 防災砂防課  (7) ② ２ 

12 津波に備えたまちづくり検討 防災砂防課 取組 31  

13 3.11伝承減災プロジェクト推進事業 防災砂防課 取組 33 (7) ② ２ 

14 都市公園整備事業 都市計画課  (5) ④ １ 

15 広域防災拠点整備事業（宮城野原公園） 都市計画課 取組 31 (7) ① ２ 

16 非予算的手法：防災拠点としての学校づくり事業 
教育庁総務課 

施設整備課 
 (7) ① ５ 

17 防災専門教育推進事業 
教育企画室 

施設整備課 
取組 33 (6) ① ４ 

18 防災主任・安全担当主幹教諭配置事業 教職員課  (6) ① ４ 

19 防災教育等推進者研修事業 教職員課 取組 17 (6) ① ４ 

20 防災教育推進事業 スポーツ健康課 取組 33 (6) ① ４ 

21 防災キャンプ推進事業 生涯学習課  (6) ③ １ 

22 非予算的手法：防災計画策定・防災訓練等開催事業 警察本部警備課  (7) ④ ３ 

23 非予算的手法：防災リーダー養成事業との連携事業 警察本部警備課  (7) ④ ３ 

24 地域防災力向上支援事業 危機対策課 取組 33 (7) ④ １ 

25 みやぎ防災ジュニアリーダー養成事業 スポーツ健康課 取組 33 (7) ③ １ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：３，０９８百万円（うち県事業費：３，０９８百万円） 
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第６章 基本目標４（５）安全で安心して暮らせる地域社会の構築 

（５）安全で安心して暮らせる地域社会の構築 

【目標達成のための個別取組】 

○ 宮城県地方創生推進事業 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

01 市町村共同利用型クラウド（ＳａａＳ）基盤構築推進事業 情報政策課 取組 24 (7) ① ２ 

02 消費生活センター機能充実事業 消費生活・文化課 取組 25 (1) ① １ 

03 消費者啓発事業 消費生活・文化課  (1) ① １ 

04 消費生活相談事業 消費生活・文化課  (1) ① １ 

05 安全・安心まちづくり推進事業 共同参画社会推進課 取組 25 (7) ④ ３ 

06 防犯カメラの設置・運用ガイドライン策定事業 共同参画社会推進課 取組 25 (7) ④ ３ 

07 医療従事者育成事業 医療整備課 取組 19  

08 配偶者暴力（ＤＶ）被害者支援対策事業 子育て支援課 取組 25 (2) ② ３ 

09 障害者サポートセンター整備事業 障害福祉課  (2) ③ ４ 

10 リハビリテーション支援事業 障害福祉課  (2) ① １ 

11 地域リハビリテーション推進強化事業 障害福祉課 取組 19  

12 就労移行等連携調整事業 障害福祉課 取組 22  

13 薬剤師確保対策事業 薬務課 取組 19  

14 
非予算的手法：みやぎスマイルポート・プログラム 

（非予算的手法：アドプトプログラム推進事業） 
港湾課 取組 30  

15 生活安全情報発信事業 
警察本部 

生活安全企画課 
 (7) ④ ３ 

16 地域安全対策推進事業 
警察本部県民相談課 

地域課 
取組 25 (7) ④ ３ 

17 非予算的手法：防犯ボランティア活動促進事業 
警察本部 

生活安全企画課 
取組 25 (7) ④ ３ 

18 
「産業振興による雇用」のための交通環境整備事業 
（「富県戦略」育成・誘致による県内製造業の集積促進事業） 

警察本部交通規制課 取組 12  

19 非行少年を生まない社会づくり推進事業 警察本部少年課 取組 25  

20 ストーカー・ＤＶ相談体制整備事業 
警察本部 

県民安全対策課 
取組 25  

21 まちの立ち上げ促進のための交通安全施設整備事業 警察本部交通規制課  (7) ④ ２ 

22 非予算的手法：サイバー犯罪対策事業 警察本部生活環境課 取組 25  

23 
非予算的手法：暴力団等反社会的勢力排除・取締り推進

事業 

警察本部 

組織犯罪対策課 

暴力団対策課 

 (7) ④ ３ 

24 非予算的手法：効果的交通安全教育推進事業 警察本部交通企画課 取組 25 (7) ④ ２ 

25 非予算的手法：国際テロ未然防止事業 警察本部外事課 取組 25  

26 
「だれもが住みよい安全・安心な地域づくり」のための

交通環境整備事業 

警察本部交通企画課 

交通規制課 
取組 25 (7) ④ ２ 

27 交通安全施設による防災・減災機能強化事業 警察本部交通規制課 取組 31 (7) ④ ２ 

28 少年立直り支援推進事業 警察本部少年課 取組 25  
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第６章 基本目標４（５）安全で安心して暮らせる地域社会の構築 

No. 事業名 
主担当 

課・室 

ビジョン 

取組番号 

震災復興 

分野番号 

29 
次代を担う女性・子どもらを犯罪から守る安全安心なま

ち創生事業 
警察本部刑事総務課 取組 25  

30 防犯カメラの効果的活用促進のための広報啓発事業 共同参画社会推進課 取組 25 (7) ④ ３ 

 

○ 取組にかかる平成２７年度～平成２９年度（３か年）の事業費見込額（再掲分含む）  

総事業費：１７，５７６百万円（うち県事業費：１７，５７６百万円） 
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資料 【目標指標等一覧 ・ 用語解説】 

 

資     料 
 

 目標指標等一覧 

 用語解説 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

目標指標等一覧 

Ⅰ 第４章 将来ビジョン･震災復興･地方創生実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］ 

１．富県宮城の実現 ～県内総生産１０兆円への挑戦～ 

(1) 育成・誘致による県内製造業の集積促進 

・取組１ 地域経済を力強くけん引するものづくり産業（製造業）の振興 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

製造品出荷額等（食料品製造業を除く）（億円） 
29,502億円 

（H19年） 

34,778億円 

（H26年） 

32,343億円 

（H29年） 

製造品出荷額等（高度電子機械産業分）（億円） 
11,868億円 

（H19年） 

10,596億円 

（H26年） 

10,449億円 

（H29年） 

製造品出荷額等（自動車産業分）（億円） 
1,672億円 

（H19年） 

2,928億円 

（H26年） 

4,100億円 

（H29年） 

企業立地件数（件）［累計］ 
26件 

（H24年度） 

67件 

（H27年度） 

180件 

(H26～29 年度累計) 

企業集積等による雇用機会の創出数（人） 

［累計］ 

0人 

（H20年度） 

11,465人 

（H27年度） 

11,000人 

（H20～H29年度） 

産業技術総合センターによる技術改善支援件数

（件） 

443件 

（H20年度） 

1,452件 

（H27年度） 

2,180件 

（H26～29 年度累計） 

 

・取組２ 産学官の連携による高度技術産業の集積促進 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

産学官連携数（件）［累計］ 
674件 

（H20年度） 

4,112件 

（H27年度） 

4,890件 

（H29年度） 

知的財産の支援（特許流通成約）件数（件） 

［累計］ 

160件 

（H20年度） 

227件 

（H27年度） 

240件 

（H29年度） 

 

・取組３ 豊かな農林水産資源と結びついた食品製造業の振興 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 
6,014億円 

（H19年） 

4,944億円 

（H26年） 

5,762億円 

(H29年) 

１事業所当たり粗付加価値額（食料品製造業）

（万円） 

22,535万円 

（H19年） 

25,798万円 

（H26年） 

28,429万円 

（H29年） 

企業立地件数（食品関連産業等）（件） 

3件 

 

（H20年） 

73件 

(H22～H27年累計) 

（H27年） 

51件 

(H26～H29年累計) 

（H29年） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

(2) 観光資源，知的資産を活用した商業・サービス産業の強化 

・取組４ 高付加価値型サービス産業・情報産業及び地域商業の振興 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

サービス業の付加価値額（億円） 
22,129億円 

（H18年度） 

23,114億円 

（H26年度） 

23,997億円 

（H29年度） 

情報関連産業売上高（億円） 
2,262億円 

（H19年度） 

2,253億円 

（H26年度） 

3,020億円 

（H29年度） 

企業立地件数（開発系ＩＴ企業（ソフトウェア

開発企業））（社）［累計］ 

0社 

（H20年度） 

1社 

（H27年度） 

6社 

（H29年度） 

 

・取組５ 地域が潤う，訪れてよしの観光王国みやぎの実現 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

観光客入込数（万人） 
5,679万人 

（H20年） 

6,066万人 

（H27年） 

6,700万人 

（H29年） 

観光消費額（億円） 
5,751億円 

（H20年） 

4,536億円 

（H27年） 

6,000億円 

（H29年） 

外国人観光客宿泊者数（万人） 
7.5万人 

（H24年） 

16.1万人 

（H27年） 

16万人 

（H29年） 

主要な都市農山漁村交流拠点施設の利用人口 

（万人） 

868万人 

（H20年度） 

1,298万人 

（H27年度） 

1,430万人 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

(3) 地域経済を支える農林水産業の競争力強化 

・取組６ 競争力ある農林水産業への転換 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

農業産出額（億円） 
1,875億円 

（H20年） 

1,741億円 

（H27年） 

1,821億円 

（H29年） 

水田のフル活用・生産調整地内の作付率（％） 
77.8％ 

（H20年度） 

83.8％ 

（H26年度） 

86.0％ 

（H29年度） 

飼料用米の作付面積（ha） 
153ha 

（H20年度） 

4,850ha 

（H27年度） 

5,900ha 

（H29年度） 

園芸作物産出額（億円） 
345億円 

（H19年） 

329億円 

（H27年） 

418億円 

（H29年） 

アグリビジネス経営体数（経営体） 
58経営体 

（H20年度） 

100経営体 

（H27年度） 

120経営体 

（H29年度） 

林業産出額（億円） 
90億円 

（H19年） 

80億円 

（H26年） 

89億円 

（H29年） 

優良みやぎ材の出荷量（㎥） 
22,900㎥ 

（H20年度） 

29,673㎥ 

（H27年度） 

39,000㎥ 

（H29年度） 

漁業生産額（億円） 
808億円 

（H19年） 

668億円 

（H26年） 

777億円 

（H29年） 

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩

釜）における水揚金額（億円） 

716億円 

（H20年） 

567億円 

（H28年） 

602億円 

（H29年） 

水産加工品出荷額（億円） 
2,817億円 

（H19年） 

1,721億円 

（H26年） 

2,582億円 

（H29年） 

 

・取組７ 地産地消や食育を通じた需要の創出と食の安全安心の確保 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

学校給食の地場産野菜などの利用品目数の割合

（％） 

27.3％ 

（H20年度） 

28.5％ 

（H28年度） 

33.4％ 

（H29年度） 

県内木材需要に占める県産材シェア（％） 
46.8％ 

（H20年度） 

42.7％ 

（H27年度） 

51.0％ 

（H29年度） 

環境保全型農業取組面積（ha） 
21,857ha 

（H20年度） 

26,583ha 

（H27年度） 

28,168ha 

（H29年度） 

みやぎ食の安全安心取組宣言者数（事業者） 
2,731事業者 

（H20年度） 

2,948事業者 

（H27年度） 

3,050事業者 

（H29年度） 

 

(4) アジアに開かれた広域経済圏の形成 

・取組８ 県内企業のグローバルビジネスの推進と外資系企業の立地促進 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

宮城県の貿易額（県内港湾・空港の輸出入額）

（億円） 

11,050億円 

（H20年） 

9,620億円 

（H27年） 

10,000億円 

（H29年） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

県の事業をきっかけとした海外企業等との年

間成約件数（件） 

27件 

（H20年度） 

10件 

（H27年度） 

35件 

（H29年度） 

企業誘致件数（進出外資系企業数）（社）［累計］ 
5社 

（H20年度） 

11社 

（H27年度） 

16社 

（H29年度） 

 

・取組９ 自立的に発展できる経済システム構築に向けた広域経済圏の形成 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

全国平均と比較した東北地方の一人当たり県民

所得の割合（％） 

82.6％ 

（H18年度） 

87.5％ 

（H25年度） 

92.6％ 

（H29年度） 

東北地方の転入超過数（他ブロックとの比較順

位）（位） 

8位 

（H20年） 

6位 

（H27年） 

7位 

（H29年） 

東北地方の延べ宿泊者数（観光目的 50%以上・

従業員数 10人以上の施設）（万人） 

2,107万人 

（H20年） 

1,848万人 

（H27年） 

2,136万人 

（H28年） 

東北地方の完成自動車の港湾取扱貨物量 

（移出分）（万トン） 

409万トン 

（H20年） 

550万トン 

（H27年） 

642万トン 

（H29年） 

 

(5) 産業競争力の強化に向けた条件整備 

・取組１０ 産業活動の基礎となる人材の育成・確保 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

ライフステージに応じた基幹プログラムの推進

数（件）［累計］ 

8件 

（H21年度） 

17件 

（H28年度） 

18件 

（H29年度） 

県が関与する高度人材養成事業の受講者数

（人）［累計］ 

399人 

（H21年度） 

1,157人 

（H28年度） 

1,230人 

（H29年度） 

基幹産業関連公共職業訓練の修了者数（人） 

［累計］ 

0人 

（H21年度） 

970人 

（H27年度） 

1,385人 

（H29年度） 

県立高等学校生徒のインターンシップ実施校率

（％） 

62.2％ 

（H24年度） 

66.7％ 

（H27年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

第一次産業における新規就業者数（人） 

（取組１８に再掲） 

151人 

（H20年度） 

280人 

（H27年度） 

245人 

（H29年度） 

 

・取組１１ 経営力の向上と経営基盤の強化 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

創業や経営革新の支援件数（件）[累計] 
119件 

（H20年度） 

1,422件 

（H27年度） 

1,414件 

（H29年度） 

農業経営改善計画の認定数（認定農業者数） 

（経営体） 

6,266経営体 

（H20年度） 

6,437経営体 

（H27年度） 

6,320経営体 

（H29年度） 

集落営農数（集落営農） 
679集落営農 

（H20年） 

911集落営農 

（H28年） 

912集落営農 

（H29年） 

 

・取組１２ 宮城の飛躍を支える産業基盤の整備 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量

［実入り］（TEU） 

134,856TEU 

（H20年） 

161,973TEU 

（H27年） 

176,000TEU 

（H29年） 

仙台塩釜港（仙台港区）の取扱貨物量（コンテ

ナ貨物除き）（万トン） 

3,309万トン 

（H20年） 

3,514万トン 

（H27年） 

3,666万トン 

（H29年） 

仙台空港乗降客数（千人） 
2,947千人 

（H20年度） 

3,114千人 

（H27年度） 

3,500千人 

（H29年度） 

仙台空港国際線乗降客数（千人） 
260千人 

（H20年度） 

160千人 

（H27年度） 

500千人 

（H29年度） 

高速道路のインターチェンジに４０分以内で到

達可能な人口の割合（％） 

95.1％ 

（H20年度） 

95.4％ 

（H27年度） 

98.6％ 

（H29年度） 

 

 

２．安心と活力に満ちた地域社会づくり 

(1) 子どもを生み育てやすい環境づくり 

・取組１３ 次代を担う子どもを安心して生み育てることができる環境づくり 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

合計特殊出生率 
1.29 

（H20年） 

1.36 

（H27年） 

1.40 

（H29年） 

育児休業取得率（％）       男 性 

                 女 性 

4.1％ 

75.8％ 

（H21年度） 

4.9 ％ 

89.8 ％ 

（H27 年度） 

6.0％ 

89.0％ 

（H29年度） 

保育所等利用待機児童数（仙台市を除く）（人） 
511人 

（H21年度） 

425人 

（H28年度） 

0人 

（H29年度） 

宮城県庁における男性職員の育児休業取得率

（％） 

2.4％ 

（H17年度） 

14.5％ 

（H27年度） 

15％ 

（H32年度） 

 

・取組１４ 家庭・地域・学校の協働による子どもの健全な育成 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

朝食を欠食する児童の割合（小学６年生）（％） 
3.7％ 

（H20年度） 

3.8％ 

（H28年度） 

3.0％ 

（H29年度） 

平日，午後１０時より前に就寝する児童の割合

（小学６年生）（％） 

53.5％ 

（H24年度） 

55.2％ 

（H28年度） 

60.0％ 

（H29年度） 

平日，午前６時３０分より前に起床する児童の

割合（小学６年生）（％） 

43.3％ 

（H24年度） 

59.0％ 

（H28年度） 

60.0％ 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

「平日に，携帯電話やスマートフォンを勉強以

外で使う時間が３時間以上」と答えた児童生徒

の割合（％） 

小学５年生 

中学２年生 

高校２年生 

 

 

 

 

－ 

－ 

－ 

 

 

 

4.8％ 

15.2％ 

27.1％ 

（H28年度） 

 

 

 

4.1％ 

13.9％ 

24.5％ 

（H29年度） 

「市町村家庭教育支援チーム」を設置する市町

村数（市町村） 
－ 

17市町村 

（H27年度） 

22市町村 

（H29年度） 

地域学校協働本部を設置する市町村数（市町村） － 
0市町村 

（H27年度） 

9市町村 

（H29年度） 

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登

録数（企業・団体，個人）（団体，人）及び活

用件数（件） 

190団体 

363人 

－ 

（H24年度） 

243団体 

493人 

2,254件 

（H27年度） 

300団体 

500人 

2,460件 

（H29年度） 

 

(2) 将来の宮城を担う子どもの教育環境づくり 

・取組１５ 着実な学力向上と希望する進路の実現 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

「授業が分かる」と答える児童生徒の割合（％） 

小学６年生 

中学３年生 

高校２年生 

 

78.4％ 

67.1％ 

43.8％ 

（H20年度） 

 

80.0％ 

71.6％ 

50.1％ 

（H28年度） 

 

81.8％ 

74.5％ 

51.0％ 

（H29年度） 

全国平均正答率とのかい離（ポイント） 

小学６年生 

中学３年生 

 

－4.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

－0.6 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H20年度） 

 

－5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H28年度） 

 

0 ﾎﾟｲﾝﾄ以上 

0 ﾎﾟｲﾝﾄ以上 

（H29年度） 

児童生徒の家庭等での学習時間（％） 

小学６年生：３０分以上の児童の割合 

中学３年生：１時間以上の生徒の割合 

高校２年生：２時間以上の生徒の割合 

 

83.5％ 

63.1％ 

13.4％ 

（H20年度） 

 

90.7％ 

66.2％ 

13.3％ 

（H28年度） 

 

91.8％ 

67.8％ 

16.0％ 

（H29年度） 

大学等への現役進学達成率の全国平均値との

かい離（ポイント） 

－1.0 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H20年度） 

1.1 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H27年度） 

1.2 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

新規高卒者の就職決定率の全国平均値とのか

い離（ポイント） 

－0.7 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H20年度） 

1.3 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H27年度） 

0.5 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H29年度） 

体験活動やｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟの実施校率（％） 

体験学習（農林漁業）に取り組む小学校の割合 

職場体験に取り組む中学校の割合 

公立高等学校生徒のｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ実施校率 

 

81.7％ 

95.2％ 

62.2％ 

（H24年度） 

 

86.3％ 

97.8％ 

66.7％ 

（H27年度） 

 

87.9％ 

98.4％ 

70.0％ 

（H29年度） 

県及び県教育委員会が主催する幼稚園教諭，保

育士等を対象とした研修会の参加者数（悉皆研

修を除く）（人） 

－ 
1,773人 

（H27年度） 

2,200人 

（H29年度） 

県立学校での一斉学習における「 MIYAGI 

Style」の実施校数（校） 
－ 

11校 

（H27年度） 

20校 

（H29年度） 

 

・取組１６ 豊かな心と健やかな体の育成 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

「将来の夢や目標を持っている」と答えた児童

生徒の割合（％） 

小学６年生 

中学３年生 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

85.6％ 

71.2％ 

（H28年度） 

 

 

88.5％ 

73.5％ 

（H29年度） 

「人の役に立つ人間になりたいと思う」と答え

た児童生徒の割合（％） 

小学６年生 

中学３年生 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

92.7％ 

91.8％ 

（H28年度） 

 

 

92.8％ 

93.6％ 

（H29年度） 

不登校児童生徒の在籍者比率（％） 

小学校 

中学校 

高等学校 

 

0.34％ 

3.17％ 

1.57％ 

（H20年度） 

 

0.47％ 

3.53％ 

2.40％ 

（H27年度） 

 

0.35％ 

3.16％ 

1.30％ 

（H29年度） 

不登校児童生徒の再登校率（小・中）（％） 
37.0％ 

（H20年度） 

29.4％ 

（H27年度） 

35.5％ 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

「不登校児童生徒の個票等を活用した引継を

行っている」と答えた小・中学校の割合（％）                           

小学校 

中学校 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

89.3％ 

12.4％ 

（H28年度） 

 

 

100％ 

100％ 

（H29年度） 

児童生徒の体力・運動能力調査における体力合

計点の全国平均値とのかい離（ポイント） 

小学５年生（男） 

小学５年生（女） 

中学２年生（男） 

中学２年生（女） 

 

 

－1.15 ﾎﾟｲﾝﾄ 

－0.61 ﾎﾟｲﾝﾄ 

－0.19 ﾎﾟｲﾝﾄ 

－0.56 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H24年度） 

 

 

－0.86 ﾎﾟｲﾝﾄ 

－0.53 ﾎﾟｲﾝﾄ 

－0.05 ﾎﾟｲﾝﾄ 

－1.55 ﾎﾟｲﾝﾄ 

（H28年度） 

 

 

0.1ポイント 

0.1ポイント 

0.1ポイント 

0.1ポイント 

（H29年度） 

 

・取組１７ 児童生徒や地域のニーズに応じた特色ある教育環境づくり 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

保護者及び地域住民等に対して学校公開を実

施している学校（小・中）の割合（％） 

小学校 

中学校 

 

 

 

－ 

－ 

 

 

 

76.0％ 

54.0％ 

（H28年度） 

 

 

80.0％ 

54.0％ 

（H29年度） 

学校関係者評価を広く公表している県立高等

学校の割合（％） 
－ 

67.5％ 

（H27年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

学校外の教育資源を活用している公立高等学

校の割合（％） 

58.1％ 

（H20年度） 

87.2％ 

（H27年度） 

90.0％ 

（H29年度） 

特別支援学校の児童生徒が居住地の小・中学校

の児童生徒と交流及び共同学習した割合（％） 

28.2％ 

（H20年度） 

31.9％ 

（H28年度） 

36.0％ 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

 

(3) 生涯現役で安心して暮らせる社会の構築 

・取組１８ 多様な就業機会や就業環境の創出 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

基金事業における新規雇用者数（人） 

 ※H20～29年度累計 

111人 

（H20年度） 

94,846人 

（H20～27年度） 

84,500人 

（H20～29年度） 

正規雇用者数（人） 
592,100 人 

（H24年度） 

634,200人 

（H28年度） 

600,000人 

（H29年度） 

高年齢者雇用率（％） 
8.0％ 

（H21年度） 

12.1％ 

（H28年度） 

12.6％ 

（H29年度） 

新規高卒者の就職内定率（％） 
94.3％ 

（H20年度） 

99.6％ 

（H27年度） 

100.0％ 

（H29年度） 

ジョブカフェ利用者（併設の仙台学生職業セン

ターを含む）の就職者数（人） 

2,323人 

（H20年度） 

4,866人 

（H27年度） 

3,500人 

（H29年度） 

障害者雇用率（％） 
1.57％ 

（H21年度） 

1.88％ 

（H28年度） 

2.00％ 

（H29年度） 

介護職員数（人）［累計］ 

（取組２１から再掲） 

20,346人 

（H19年度） 

28,041人 

（H25年度） 

34,879人 

（H29年度） 

第一次産業における新規就業者数（人） 

（取組１０から再掲） 

151人 

（H20年度） 

280人 

（H27年度） 

245人 

（H29年度） 

 

・取組１９ 安心できる地域医療の充実 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

県の施策による自治体病院等（県立病院を除

く）への医師配置数（人） 

21人 

（H20年度） 

97人 

（H28年度） 

75人 

（H29年度） 

病院収容時間（分） 
35.8分 

（H19年） 

42.5分 

（H27 年） 

前年全国平均 

（H29年） 

病院及び介護サービス施設，事業所に従事する

リハビリテーション専門職（理学療法士・作業

療法士・言語聴覚士）の数（人） 

1,151人 

（H18年度） 

2,566人 

（H27年度） 

2,528人 

（H29年度） 

新規看護職員充足率（％） 
67.1％ 

（H20年度） 

81.6％ 

（H27年度） 

80％以上 

（H29年度） 

認定看護師数（人） 
62人 

（H20年度） 

287人 

（H28年度） 

394人 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

 

・取組２０ 生涯を豊かに暮らすための健康づくり 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

健康寿命（要介護２以上の認定者数をもとに算

定したもの） 

男 性 

女 性 

 

 

71.08年 

74.59年 

（H23年） 

 

 

79.43年 

84.13年 

（H27年） 

 

 

79.45年 

84.58年 

（H29年） 

３歳児のむし歯のない人の割合（％） 
72.6％ 

（H23年度） 

75.6％ 

（H26年度） 

80％以上 

（H29年度） 

自殺死亡率（人口１０万対） 
27.8 

（H20年） 

17.4 

（H27年） 

19.4 

（H29年） 

 

・取組２１ 高齢者が元気に安心して暮らせる環境づくり 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

認知症サポーター数（人）［累計］ 
15,414人 

（H20年度） 

163,296人 

（H28年度） 

162,000人 

（H29年度） 

主任介護支援専門員数（人）［累計］ 
241人 

（H20年度） 

1,320人 

（H28年度） 

1,619人 

（H29年度） 

介護予防支援指導者数（人）［累計］ 
18人 

（H20年度） 

221人 

（H28年度） 

311人 

（H29年度） 

週１回以上実施される住民運営の介護予防活

動参加率（％） 

0.7％ 

（H26年度） 

1.1％ 

（H27年度） 

4.7％ 

（H29年度） 

生活支援コーディネーター終了者数（人）  

［累計］ 

0人 

（H26年度） 

229人 

（H27年度） 

523人 

（H29年度） 

特別養護老人ホーム入所定員数（人）［累計］ 
7,061人 

（H20年度） 

11,123人 

（H27年度） 

12,104人 

（H29年度） 

介護職員数（人）［累計］ 

（取組１８に再掲） 

20,346人 

（H19年度） 

28,041人 

（H25年度） 

34,879人 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

 

・取組２２ 障害があっても安心して生活できる地域社会の実現 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

就労継続支援Ｂ型事業所等における工賃の平

均月額（円） 

14,101円 

（H20年度） 

18,643円 

（H27年度） 

23,000円 

（H29年度） 

グループホーム利用者数（人） 1,385人 

（H20年度） 

2,035人 

（H27年度） 

2,527人 

（H29年度） 

入院中の精神障害者の地域生活への移行 

入院後 3ヶ月及び 1年時点退院率（％） 

 

3ヶ月 50.3％ 

1年  82.8％ 

（H23年度） 

 

3ヶ月  53.5％ 

1年   86.5％ 

（H24年度） 

 

3ヶ月 64％以上 

1年 91％以上 

（H29年度） 

入院中の精神障害者の地域生活への移行 

在院期間１年以上の長期入院者数（人） 

3,471人 

（H24年度） 

3,434人 

（H25年度） 

2,846人 

（H29年度） 

「だれもが住みよい福祉のまちづくり条例」に

基づく適合証の交付割合（％） 

10.5％ 

（H20年度） 

7.9% 

（H27年度） 

10.0％ 

（H29年度） 

 

・取組２３ 生涯学習社会の確立とスポーツ・文化芸術の振興 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

みやぎ県民大学講座における受講率（％） 
60.8％ 

（H24年度） 

66.8％ 

（H27年度） 

72.0％ 

（H29年度） 

市町村社会教育講座の参加者数 

（人口千人当たり）（人） 
－ 

728人 

（H27年度） 

742人 

（H29年度） 

みやぎ県民文化創造の祭典参加者数 

（うち出品者・出演者等の数）（千人） 

1,036千人 

（23千人） 

（H20年度） 

1,016千人 

（21千人） 

（H27年度） 

1,050千人 

（24千人） 

（H29年度） 

総合型地域スポーツクラブの市町村における

育成率（％） 

42.9％ 

（H20年度） 

68.6％ 

（H28年度） 

77.1％ 

（H29年度） 

 

(4) コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

・取組２４ コンパクトで機能的なまちづくりと地域生活の充実 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

商店街再生加速化計画策定数（件）［累計］ 
0件 

（H24年度） 

8件 

（H27年度） 

12件 

（H29年度） 

１人当たり年間公共交通機関利用回数（回） 
108回 

（H21年度） 

106回 

（H26年度） 

108回 

（H29年度） 

地域公共交通網形成計画策定数（件）［累計］ 
0件 

（H26年度） 

1件 

（H27年度） 

9件 

（H29年度） 

「みやぎ移住サポートセンター」を通じたＵＩ

Ｊターン就職者数（人）［延べ］ 

0人 

（H26年度） 

41人 

（H27年度） 

150人 

（H27～29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

地域再生計画の認定数（件）［累計］ 
1件 

（H26年度） 

4件 

（H27年度） 

6件 

（H27～29年度） 

 

(5) だれもが安全に，尊重し合いながら暮らせる環境づくり 

・取組２５ 安全で安心なまちづくり 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

刑法犯認知件数（件） 
28,583件 

（H20年） 

16,466件 

（H28年） 

18,000件以下 

（H29年） 

県内各市町村における「安全・安心まちづくり」

に関する条例制定数 

22 

（H20年度） 

35 

（H27年度） 

35 

（H29年度） 

市町村における安全・安心まちづくりに関する

推進組織の設置状況数 

24市町村 

（H24年） 

27市町村 

（H27年） 

29市町村 

（H29年） 

 

・取組２６ 外国人も活躍できる地域づくり 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

多言語による生活情報の提供実施市町村数 

（市町村）［累計］ 

5市町村 

（H20年度） 

14市町村 

（H27年度） 

14市町村 

（H29年度） 

外国人相談対応の体制を整備している市町村数

（市町村）［累計］ 

4市町村 

（H20年度） 

6市町村 

（H27年度） 

8市町村 

（H29年度） 

日本語講座開設数（箇所）［累計］ 
25箇所 

（H20年度） 

28箇所 

（H27年度） 

31箇所 

（H29年度） 

 

 

３．人と自然が調和した美しく安全な県土づくり 

(1) 経済・社会の持続的発展と環境保全の両立 

・取組２７ 環境に配慮した社会経済システムの構築と地球環境保全への貢献 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） 

（TJ） 

24,107TJ 

(H22年度) 

24,293TJ 

（H27年度/推計値） 

26,993TJ 

（H29年度） 

みやぎ環境税を活用した県及び市町村事業に

よる二酸化炭素削減量（t-CO2） 

9.3万 t-CO2 

（H23年度） 

34.3万 t-CO2 

（H27年度） 

65.1万 t-CO2 

（H29年度） 

太陽光発電システムの導入出力数（MW） 
50MW 

(H22年度) 

551MW 

（H27年度/推計値） 

343MW 

(H29年度) 

クリーンエネルギー自動車の導入台数（千台） 
29千台 

(H22年度) 

126千台 

（H27年度） 

240千台 

（H29年度） 

間伐による二酸化炭素吸収量（民有林） 

（千トン）［累計］ 

47千トン 

（H21年度） 

234千トン 

（H26年度） 

453千トン 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

・取組２８ 廃棄物等の３Ｒ（発生抑制・再使用・再生利用）と適正処理の推進 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

県民一人一日当たりの一般廃棄物排出量 

（g/人・日） 

1,066g/人・日 

（H19年度） 

1,008g/人･日 

（H26年度） 

968g/人・日 

（H29年度） 

一般廃棄物リサイクル率（％） 
24.0％ 

（H19年度） 

25,6％ 

（H26年度） 

27.9％ 

（H29年度） 

産業廃棄物排出量（千トン） 
11,172千トン 

（H19年度） 

11,997千トン 

（H26年度） 

10,501千トン 

（H29年度） 

産業廃棄物リサイクル率（％） 
29.9％ 

（H19年度） 

42.0％ 

（H26年度） 

35％ 

（H29年度） 

 

(2) 豊かな自然環境，生活環境の保全 

・取組２９ 豊かな自然環境，生活環境の保全 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

豊かな自然環境の保護・保全を目的とした

指定地域の県土面積に占める割合（％） 

［参考:指定地域の面積(ha)］ 

25.9571％ 

(189,117.42ha) 

（H20年度） 

26.0610％ 

(189,874.27ha) 

（H27度） 

26.1639％ 

(190,624.27ha) 

（H29年度） 

地域や学校教育と連携した農村環境保全

等の協働活動に参加した人数（人） 

［Ｈ18からの累計］ 

14,947人 

（H20年度） 

39,394人 

（H27年度） 

48,000人 

（H29年度） 

松くい虫被害による枯損木量（㎥） 
14,420㎥ 

（H20年度） 

16,523㎥ 

（H27年度） 

13,000㎥ 

（H29年度） 

沿道における浮遊粒子状物質の環境基準

達成率（％） 

（黄砂等の影響を受けた時間帯を除く。） 

77.8％ 

（H24年度） 

100％ 

（H27年度） 

100％ 

（H29年度） 

 

(3) 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

・取組３０ 住民参画型の社会資本整備や良好な景観の形成 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］ 
255団体 

（H20年度） 

527団体 

（H28年度） 

536団体 

（H29年度） 

農村の地域資源の保全活動を行った面積（ha） 
46,147ha 

（H20年度） 

71,563ha 

（H27年度） 

82,200ha 

（H29年度） 

景観行政に主体的に取り組んでいる市町村数 

（市町村）［累計］ 

4市町村 

（H25年度） 

8市町村 

（H28年度） 

12市町村 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：将来ビジョン実施計画［ 将来ビジョン・３３の取組 ］】 

(4) 巨大地震など大規模災害による被害を最小限にする県土づくり 

・取組３１ 巨大地震に備えた施設整備や情報ネットワークの充実 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋） 

［累計］ 

0橋 

(0％) 

（H22年度） 

35橋 

（28％） 

（H27年度） 

87橋 

（69％） 

（H29年度） 

多数の者が利用する特定建築物の耐震化率

（％） 

78％ 

（H20年度） 

93％ 

（H27年度） 

95％ 

（H29年度） 

 

・取組３２ 洪水や土砂災害などの大規模自然災害対策の推進 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

要改修区間延長に対し時間雨量 40mm 相当の降

雨により想定される水害を防止できる河川区

間延長の増加率 

0％ 

（H26年度） 

0.3％ 

（H27年度） 

1.1% 

（H29年度） 

土砂災害危険箇所におけるハード対策実施箇所

数（箇所）［累計］ 

603箇所 

（H20年度） 

626箇所 

（H27年度） 

635箇所 

（H29年度） 

土砂災害危険箇所におけるソフト対策実施箇所

数（箇所）［累計］ 

386箇所 

（H20年度） 

2,316箇所 

（H27年度） 

3,606箇所 

（H29年度） 

土砂災害から守られる住宅戸数（戸）［累計］ 
13,008戸 

（H20年度） 

14,544戸 

（H27年度） 

14,821戸 

（H29年度） 

 

・取組３３ 地域ぐるみの防災体制の充実 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数

（人）［累計］ 

770人 

（H20年度） 

6,991人 

（H27年度） 

9,000人 

（H29年度） 

自主防災組織の組織率（％） 
83.8％ 

（H20年度） 

82.2％ 

（H27年度） 

87.0％ 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：震災復興実施計画［ 震災復興計画・7分野 ］】 

Ⅱ 第５章 震災復興実施計画［ 震災復興計画・７分野 ］ 

（１） 環境・生活・衛生・廃棄物 

① 被災者の生活環境の確保 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

災害公営住宅の整備戸数（戸）［累計］ 

0戸 

（0％） 

（H22年度） 

 13,784戸 

（86.4％） 

（H28年度） 

15,651戸 

（98.1％） 

（H29年度） 

被災地におけるコミュニティ再構築活動を行う

団体への助成件数（件）［累計］ 

0件 

（H22年度） 

15件 

（H28年度） 

15件 

（H29年度） 

 

② 廃棄物の適正処理 

目標指標等 当  初 現 況 値 

災害廃棄物等処理率（県処理分）（％） 
0％ 

（H22年度） 

100％ 

（H25年度） 

 

③ 持続可能な社会と環境保全の実現 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） 

（TJ） 

24,107TJ 

(H22年度) 

24,293TJ 

（H27年度/推計値） 

26,993TJ 

（H29年度） 

太陽光発電システムの導入出力数（MW） 
50MW 

(H22年度) 

551MW 

（H27年度/推計値） 

343MW 

（H29年度） 

 

 

（２） 保健・医療・福祉 

① 安心できる地域医療の確保 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した病院，有床診療所の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

114箇所 

（99.1％） 

（H28年度） 

115箇所 

（100％） 

（H29年度） 

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）［累計］ 

（分野（７）①に再掲） 

12箇所 

（75.0％） 

（H22年度） 

15箇所 

（93.8％） 

（H28年度） 

16箇所 

（100％） 

（H29年度） 

県の施策による地域医療連携システムへの接続

施設数（施設）［累計］ 

0施設 

（H22年度） 

478施設 

（H27年度） 

1,000施設 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：震災復興実施計画［ 震災復興計画・7分野 ］】 

② 未来を担う子どもたちへの支援 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した保育所の復旧箇所数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

127箇所 

（94.1％） 

（H27年度） 

135箇所 

（100％） 

（H29年度） 

被災した児童館及び児童センターの復旧箇所数

（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

18箇所 

（85.7％） 

（H27年度） 

21箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

③ だれもが住みよい地域社会の構築 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した高齢者福祉施設の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

197箇所 

（99.5％） 

（H28年度） 

198箇所 

（100％） 

（H29年度） 

被災した障害者福祉施設の復旧箇所数（箇所）

［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H22年度） 

137箇所 

（99.3％） 

（H27年度） 

138箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

 

（３） 経済・商工・観光・雇用 

① ものづくり産業の復興 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補

助金の採択企業数(件)［累計］ 

0件 

（H24年度） 

70件 

（H25～27年度） 

105件 

（H25～29年度） 

復興に向けた相談助言や取引拡大・販路開拓等

の支援企業数（件）［累計］ 

0件 

（H22年度） 

1,910件 

（H23～27年度） 

2,604件 

（H23～29年度） 

 

② 商業・観光の再生 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

仮設店舗から本設店舗への事業者移行率（％） 
0％ 

（H24年度） 

22.2％ 

（H27年度） 

80％ 

(H29年度) 

観光客入込数(万人) 
6,129万人 

(H22年) 

6,066万人 

（H27年） 

6,700万人 

(H29年) 
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資料 【目標指標等一覧：震災復興実施計画［ 震災復興計画・7分野 ］】 

③ 雇用の維持・確保 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

基金事業における新規雇用者数（震災後）（人） 

［累計］  

0人 

（H22年度） 

84,981人 

（H23～27年度） 

75,500人 

（H23～29年度） 

正規雇用者数（人） 
592,100 人 

(H24年度) 

634,200人 

（H28年度） 

600,000人 

（H29年度） 

新規高卒者の就職内定率（％） 
94.3％ 

（H20年度） 

99.6％ 

（H27年度） 

100.0％ 

（H29年度） 

 

 

（４） 農業・林業・水産業 

① 魅力ある農業・農村の再興 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

津波被災農地の復旧面積（ha）［累計］ 

0ha 

（0％） 

（H22年度） 

12,510ha 

（96％） 

（H28年度） 

13,000ha 

（100％） 

（H31年度） 

津波被災地域における農地復興整備面積（ha） 

［累計］ 

0ha 

(H24年度) 

5,222ha 

(H27年度) 

7,187ha 

(H29年度) 

被災地域における先進的園芸経営体(法人)数 
22法人 

（H24年） 

30法人 

（H27年） 

50法人 

（H29年） 

高能力繁殖雌牛導入・保留頭数(頭)［累計］ 
1,845頭 

（H25年） 

5,956頭 

（H27 年度までの累計） 

9,000頭 

（H29年） 

効率的・安定的農業経営を営む担い手への農地

利用集積率（％） 

62.5％ 

（H23年度） 

51.6％ 

（H27年度） 

63.0％ 

（H29年度） 

  

② 活力ある林業の再生 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

被災した木材加工施設における製品出荷額 

（億円） 

0億円 

（H22年度） 

415億円 

（H27年度） 

273億円 

（H29年度） 

優良みやぎ材の出荷量（㎥） 
22,900㎥ 

(H20年度) 

29,673㎥ 

(H27年度) 

39,000㎥ 

(H29年度) 

海岸防災林（民有林）復旧面積（ha）［累計］ 

0ha 

（0％） 

（H22年度） 

162ha 

（21.6％） 

（H27年度） 

250ha 

（38.5％） 

（H29年度） 

被災地域における木質バイオマス活用量 

（万トン） 

0万トン 

（H22年度） 

44万トン 

（H27年度） 

35万トン 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：震災復興実施計画［ 震災復興計画・7分野 ］】 

③ 新たな水産業の創造 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

主要５漁港（気仙沼・志津川・女川・石巻・塩

釜）における水揚金額（億円） 

716億円 

（H20年） 

567億円 

（H28年） 

602億円 

（H29年） 

水産加工品出荷額（億円） 
2,817億円 

（H19年） 

1,721億円 

（H26年） 

2,582億円 

（H29年） 

沿岸漁業新規就業者数（人） 
26人 

（H23年度） 

40人 

（H27年度） 

25人 

（H29年度） 

 

④ 一次産業を牽引する食産業の振興 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

製造品出荷額等（食料品製造業）（億円） 
6,014億円 

（H19年） 

4,944億円 

（H26年） 

5,762億円 

（H29年） 

 

 

（５） 公共土木施設 

① 道路，港湾，空港などの交通基盤の確保・整備促進 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

公共土木施設災害復旧事業（道路・橋梁）の執

行状況（％） 

－ 

（H22年度） 

78.0％ 

（H27年度） 

94.0％ 

（H29年度） 

主要幹線道路等の橋梁の耐震化完了数（橋） 

［累計］ 

0橋 

（0％） 

（H22年度） 

35橋 

（28％） 

（H27年度） 

87橋 

（69％） 

（H29年度） 

仙台塩釜港（仙台港区）のコンテナ貨物取扱量

［実入り］（TEU） 

155,454TEU 

（H22年） 

161,973TEU 

（H27年） 

176,000TEU 

（H29年） 

 

② 海岸，河川などの県土保全 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の防護

機能を有する海岸数（海岸） 

0海岸 

（H22年度） 

13海岸 

（H27年度） 

52海岸 

（H29年度） 

比較的発生頻度の高い津波に対し，施設の防護

機能を有する河川数（河川） 

0河川 

（H22年度） 

0河川 

（H27年度） 

33河川 

（H29年度） 

地震により土砂災害が発生した箇所における土

砂災害防止施設整備率（％） 

－ 

（H22年度） 

71％ 

（H27年度） 

100.0％ 

（H27年度） 

  

③ 上下水道などのライフラインの整備 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

緊急時バックアップ用の広域水道連絡管整備

事業の進捗率（％） 

0.8％ 

（H25年） 

3.5％ 

（H27年） 

63.3％ 

（H29年） 
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資料 【目標指標等一覧：震災復興実施計画［ 震災復興計画・7分野 ］】 

④ 沿岸市町をはじめとするまちの再構築 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

防災公園事業の着手数（箇所）［累計］ 

0箇所 

（0％） 

（H25年度） 

20箇所 

（95％） 

（H28年度） 

 21箇所 

（100％） 

（H29年度） 

住宅等建築が可能となった被災市街地復興土地

区画整理事業地区数（地区）［累計］ 

1地区 

（H25年度） 

26地区 

（H28年度） 

34地区 

（H29年度） 

住宅等建築が可能となった防災集団移転促進事

業地区数（地区）［累計］ 

12地区 

(6.2％) 

（H25年度） 

159地区 

(81.5％) 

（H27年度） 

194地区 

(99％) 

（H29年度） 

 

 

（６） 教育 

① 安全・安心な学校教育の確保 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

災害復旧工事が完了した県立学校数（校） 

［累計］ 

0校 

（0％） 

（H22年度） 

87校 

（95.6％） 

（H26年度） 

91校 

（100％） 

（H29年度） 

スクールカウンセラーの配置率（市町村教育委

員会・公立中学校・県立高等学校）（％） 

－ 

（H22年度） 

100％ 

（H27年度） 

100％ 

（H25年度） 

地域合同防災訓練等，具体的な取組が実施され

ている学校の割合（％） 

－ 

（H22年度） 

70.0％ 

（H27年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

 

② 家庭・地域の教育力の再構築 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

家庭教育に関する研修会への参加延べ人数

（人）［累計］ 

704人 

（H24年度） 

3,951人 

（H27年度） 

4,200人 

（H29年度） 

地域学校安全委員会等の連絡会議を設置して

いる学校の割合（％） 

－ 

（H22年度） 

49.3％ 

（H27年度） 

80.0％ 

（H29年度） 

 

③ 生涯学習・文化・スポーツ活動の充実 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

災害復旧工事が完了した県立社会教育施設・社

会体育施設数（施設）［累計］ 

0施設 

（0％） 

（H22年度） 

15施設 

（93.8％） 

（H26年度） 

15施設 

（93.8％） 

（H29年度） 

被災文化財（国・県・市町村指定）の修理・修

復事業完了件数（件）［累計］ 

0件 

（0％） 

（H22年度） 

95件 

（99.0％） 

（H27年度） 

95件 

（99.0％） 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：震災復興実施計画［ 震災復興計画・7分野 ］】 

（７） 防災・安全・安心 

① 防災機能の再構築 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

デジタル化する衛星系無線設備数（局） 

［累計］ 

0局 

（H22年度） 

59局 

（H27年度） 

60局 

（H29年度） 

災害拠点病院の耐震化完了数（箇所）［累計］ 

（分野（２）①から再掲） 

12箇所 

（75.0％） 

（H22年度） 

15箇所 

（93.8％） 

（H28年度） 

16箇所 

（100％） 

（H29年度） 

 

② 大津波等への備え 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

沿岸部の津波避難計画作成市町村数(市町) 

［累計］ 

9市町 

（H25年度） 

12市町 

（H27年度） 

15市町 

（H29年度） 

 

③ 自助・共助による市民レベルの防災体制の強化 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数

（人）［累計］ 

2,673人 

（H22年度） 

6,991人 

（H27年度） 

9,000人 

（H29年度） 

 

④ 安全・安心な地域社会の構築 

目標指標等 当  初 現 況 値 目  標 

刑法犯認知件数（件） 
24,614件 

（H22年） 

16,466件 

（H28年） 

18,000件以下 

（H29年） 
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資料 【目標指標等一覧：地方創生実施計画［ 地方創生総合戦略・4つの基本目標 ］】 

Ⅲ 第６章 地方創生実施計画［ 地方創生総合戦略・４つの基本目標 ］ 

 

基本目標１ 安定した雇用を創出する 

○ 数値目標 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

企業集積等による雇用機会の創出数（人）［累計］ 
0人 

（H20年度） 

11,465人 

（H27年度） 

11,000人 

（H20～H29年度） 

正規雇用者数（人） 
592,100 人 

（H24年度） 

634,200人 

（H28年度） 

600,000人 

（H29年度） 

 

○ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

創業や経営革新の支援件数（件）［累計］ 
119件 

（H20年度） 

1,422件 

（H27年度） 

1,414件 

（H29年度） 

サービス業の付加価値額（億円） 
22,129億円 

（H18年度） 

23,114億円 

（H26年度） 

23,997億円 

（H29年度） 

仙台空港乗降客数（千人） 
2,947千人 

（H20年度） 

3,114千人 

（H27年度） 

3,500千人 

（H29年度） 

介護職員数（人）［累計］ 
20,346人 

（H19年度） 

28,041人 

（H25年度） 

34,879人 

（H29年度） 

第一次産業における新規就業者数（人） 
151人 

（H20年度） 

280人 

（H27年度） 

245人 

（H29年度） 

新規高卒者の就職内定率（％） 
94.3％ 

（H20年度） 

99.6％ 

（H27年度） 

100％ 

（H29年度） 

県が関与する高度人材養成事業の受講者数

（人）［累計］ 

399人 

（H21年度） 

1,157人 

（H28年度） 

1,230人 

（H29年度） 

高年齢者雇用率（％） 
8.0％ 

（H21年度） 

12.1％ 

（H28年度） 

12.6％ 

（H29年度） 

情報関連産業売上高（億円） 
2,262億円 

（H19年度） 

2,253億円 

（H26年度） 

3,020億円 

（H29年度） 

企業立地件数（開発系ＩＴ企業（ソフトウェア

開発企業））（社）［累計］ 

0社 

（H20年度） 

1社 

（H27年度） 

6社 

（H29年度） 
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資料 【目標指標等一覧：地方創生実施計画［ 地方創生総合戦略・4つの基本目標 ］】 

基本目標２ 宮城県への移住・定住のながれをつくる 

○ 数値目標 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

「みやぎ移住サポートセンター」を通じたＵＩ

Ｊターン就職者数（人）［延べ］ 

0人 

（H26年度） 

41人 

（H27年度） 

150人 

（H27～29年度） 

 

○ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

企業立地件数（件） 
26件 

（H24年度） 

67件 

（H27年度） 

180件 

（H26～29年度） 

産学官連携数（件）［累計］ 
674件 

（H20年度） 

4,112件 

（H27年度） 

4,890件 

（H29年度） 

県立高等学校生徒のインターンシップ実施校

数（％） 

62.2％ 

（H24年度） 

66.7％ 

（H27年度） 

80％ 

（H29年度） 

大学等への現役進学達成率の全国平均との乖

離（ポイント） 

-1.0ポイント 

（H20年度） 

1.1ポイント 

（H27年度） 

1.2ポイント 

（H29年度） 

 

 

基本目標３ 若い世代の結婚・出産・子育ての希望をかなえる 

○ 数値目標 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

保育所等利用待機児童数（仙台市を除く）（人） 
511人 

（H21年度） 

425人 

（H28年度） 

0人 

（H29年度） 

育児休業取得率（％） 

男性：4.1％ 

女性：75.8％ 

（H21年度） 

男性：4.9％ 

女性：89.8％ 

（H27年度） 

男性：6.0％ 

女性：89.0％ 

（H29年度） 

 

○ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

学校教育を支援する「みやぎ教育応援団」の登

録（企業・団体，個人）（団体，人） 

190団体 

363人 

（H24年度） 

243団体 

493人 

（H27年度） 

300団体 

500人 

（H29年度） 

子育てサポーター養成講座受講者数（人） 

［累計］ 

320人 

（H24年度） 

1,382人 

（H27年度） 

1,920人 

（H29年度） 

宮城県庁における男性職員の育児休業取得率

（％） 

2.4％ 

（H17年度） 

14.5％ 

（H27年度） 

15％ 

（H32年度） 
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資料 【目標指標等一覧：地方創生実施計画［ 地方創生総合戦略・4つの基本目標 ］】 

基本目標４ 時代に合った地域をつくり，安全・安心な暮らしを守る 

○ 数値目標 

数値目標 当  初 現 況 値 目  標 

地域再生計画の認定数（件）［累計］ 
1件 

（H26年度） 

4件 

（H27年度） 

6件 

（H27～29年度） 

 

○ 重要業績評価指標（ＫＰＩ） 

重要業績評価指標（ＫＰＩ） 当  初 現 況 値 目  標 

アドプトプログラム認定団体数（団体）［累計］ 
255団体 

（H20年度） 

527団体 

（H28年度） 

536団体 

（H29年度） 

商店街再生加速化計画策定数（件）［累計］ 
0件 

（H24年度） 

8件 

（H27年度） 

12件 

（H29年度） 

１人当たり年間公共交通機関利用回数（回） 
108回 

（H21年度） 

106回 

（H26年度） 

108回 

（H29年度） 

再生可能エネルギー等の導入量（熱量換算） 

（TJ） 

24,107TJ 

（H22年度） 

24,293TJ 

（H27年度/推計値） 

26,993TJ 

（H29年度） 

自主防災組織の組織率（％） 
83.8％ 

（H20年度） 

82.2％ 

（H27年度） 

87％ 

（H29年度） 

防災リーダー（宮城県防災指導員等）養成者数

（人） 

770人 

（H20年度） 

6,991人 

（H27年度） 

9,000人 

（H29年度） 

刑法犯認知件数（件） 
28,583件 

（H20年） 

16,466件 

（H28年） 

18,000件以下 

（H29年） 
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資料 【用語解説】 

 用語解説 

 

 

         

■ ３Ｒ 

廃棄物の発生抑制（Reduce），再使用（Reuse）及び再生利用（Recycle）の総称。 

 

■ ６次産業化 

第一次産業である農林水産業者が，農林水産物の生産だけにとどまらず，それを原材料とし

た商品の製造や販売などの，第二次産業や第三次産業に総合的に取り組むこと。 

 

■ ＡＩ 

   人間が用いる知識や判断力を分析し，コンピュータで表現したり，推論したりする技術。 

  ＡＩは，Artificial Intelligence の略語。 

 

■ ＡＬＳ（筋萎縮性側索硬化症） 

運動をつかさどる神経を侵し，筋肉を萎縮させる，進行性神経疾患のこと。意識が明らか

であるにもかかわらず，全身の筋力が次第に低下し，運動，コミュニケーション，呼吸等の

重要な機能が侵される原因不明の疾患で，神経難病の中でも最も重篤な疾患の一つといわれ

る。ALS は，Amyotrophic Lateral Sclerosis の略語。 

 

■ ＢＣＰ 

緊急時企業存続計画又は業務継続計画。企業や自治体が災害や事故等の想定外の事態に遭

遇した場合において，事業資産の損害を最小限にとどめつつ，中核となる事業継続あるいは

早期復旧を可能とするために，平常時に行うべき活動や緊急時における事業継続のための方

法，手段などを取り決めておく計画。BCP は，Business Continuity Plan の略語。 

 

■ ＣＬＴ 

直交集成板。ひき板を繊維方向が直交するように積層接着した木材製品。CLT は，Cross 

Laminated Timber の略語。 

 

■ ＤＣ（デスティネーションキャンペーン） 

東日本旅客鉄道株式会社など JR グループ６社と自治体が協力して，旅行会社等の協力を

得ながら実施する大型観光キャンペーンのこと。DC は，Destination Campaign の略語。 

 

 

英数字 

http://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%9E%97
http://kotobank.jp/word/%E8%BE%B2%E6%9E%97
http://kotobank.jp/word/%E7%94%9F%E7%94%A3
http://kotobank.jp/word/%E5%8E%9F%E6%9D%90%E6%96%99
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資料 【用語解説】 

■ ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス） 

一般的には，配偶者や恋人など親密な関係にある（あった）者から受ける暴力（身体的暴

力，精神的暴力など）のこと。DV は，Domestic Violence の略語。 

 

■ ＧＡＰ（ギャップ） 

   農業生産工程管理と訳され，生産工程を管理しながら農業を行うこと。GAP は，Good 

Agricultural Practice の略。 

 

■ ＦＣＶ 

燃料電池自動車。FCV は，Fuel Cell Vehicle の略語。 

 

■ ＨＡＣＣＰ（ハサップ） 

従来の食品製造管理体制に加え，原料の入荷から製造・出荷までのすべての工程において，

危害を予測し，管理，対策を行うことにより，不良製品の出荷を未然に防ぐことができるシ

ステム。HACCP は，Hazard Analysis and Critical Control Point の略語。 

 

■ ＩＣＴ（情報通信技術） 

情報通信に関する技術の総称。ICT は，Information and Communication Technology の 

略語。 

 

■ ＩＬＣ（国際リニアコライダー） 

  地下約 100メートルに建設される全長 31～50キロメートルのトンネル内で，電子と陽電子

を光の速さに近い超高速で衝突させる大規模研究施設。ILC は，International Linear 

Collider の略語。 

 

■ ＩｏＴ 

  従来，インターネットに接続されていたパソコンやサーバなどＩＴ関連機器に加えて，こ

れら以外の機器やサービスなどあらゆる物をインターネットに接続する技術のこと。IoT と

は，Internet of Thingsの略語。 

 

■ ＫＰＩ（重要業績評価指標） 

達成すべき成果目標。KPI は，Key Performance Indicator の略語。 

 

■ ＬＣＣ（ローコストキャリア） 

効率化の向上によって低い運航サービスを実現し，低価格かつサービスが簡素化された航 

空輸送サービスを提供する航空会社。LCC は，Low Cost Carrier の略語。 
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資料 【用語解説】 

■ ＭＩＣＥ（マイス） 

企業等の会議（Meeting），企業等の行う報奨・研修旅行（インセンティブ旅行）（Incentive 

Travel），国際機関・団体，学会等が行う国際会議（Convention），展示会・見本市，イベン

ト（Exhibition/Event）の頭文字で，多くの集客交流が見込まれるビジネスイベントなどの

総称。 

 

■ ＮＰＯ 

継続的に民間非営利活動（営利を目的とせず，自発的に行う社会的・公益的な活動）を行

う団体。NPO は，Non-Profit Organization の略語。 

 

■ ＯＦＦ－ＪＴ 

通常の業務を離れて行う職業訓練。OFF-JT は，Off the Job Training の略語。 

 

■ ＯＪＴ 

労働者に仕事をさせながら行う職業訓練。OJT は，On the Job Training の略語。 

 

■ ＰＤＣＡサイクル 

Plan（計画），Do（実施），Check（点検），Action（是正）を意味し，品質向上のための

システム的考え方。 

 

■ ＰＴＳＤ（心的外傷後ストレス障害） 

災害や戦争，犯罪，事故などにより心に負った傷が原因で，その事件の数週間から数か月

後に不安，孤独，孤立感などの精神症状や，頭痛，吐き気等の身体症状が現れること。PTSD

は，Post-Traumatic Stress Disorder の略語。 

 

■ ＳＮＳ 

インターネット上で友人を紹介しあって，個人間の交流を支援するサービス（サイト）。SNS

は，Social Networking Service（Site）の略語。 

 

■ ＴＥＵ 

コンテナ取扱貨物量を表す単位。20ft（約６m）コンテナ１個を１TEU，40ft コンテナを

２TEU とする。TEU は，Twenty-foot equivalent units の略語。 

 

■ ＵＩＪターン 

移住の形態を示すＵターン，Ｉターン，Ｊターンの略。 

Ｕターンとは， 故郷から他地域へ移住したあと，再び故郷へ移住すること。 

Ｉターンとは， 故郷から他地域へ移住すること。 

Ｊターンとは，故郷から他地域へ移住したあと，故郷にほど近い別の地域へ移住すること。 
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資料 【用語解説】 

■ Ｗｉ－Ｆｉ（ワイファイ） 

無線 LAN 規格のひとつ。Wi-Fi Alliance（米国に本拠地を置く業界団体に）によって， 

国際標準規格である IEEE 802.11 規格を使用したデバイス間の相互接続が認められたこと 

を示す名称。Wi-Fi は，Wireless Fidelity の略語。 

 

 

 

 

■ アグリビジネス 

意欲ある農業経営者が，経営の多角化や事業連携によって，販売流通・農産加工をはじめ

とする関連産業の付加価値を取り込んで経営を発展させるビジネス。 

 

■ アドプトプログラム 

アドプトとは「養子縁組」をするという意味で，地域の人々が道路や河川などの公共空間

をわが子のように面倒を見ることから命名されたもの。道路（みやぎスマイルロードプログ

ラム），河川，海岸，港湾，公園などにおいて行われている。 

 

■ イノベーション 

これまでとは全く違った新たな考え方，仕組みを取り入れて，新たな価値を生み出し，社

会的に大きな変化を起こすこと。 

 

■ 医療機器産業クラスター 

産学官金の強い連携を構築して，知的財産・人材・資金等の投入によって，医療機器産業

における新事業の創出や集積が進む状態のこと。 

 

■ インキュベーション施設 

起業家の育成や新しいビジネスを支援する施設。 

 

■ インクルーシブ教育 

  障害の有無によらず，だれもが地域の学校で学べる教育のこと。 

 

■ インセンティブツアー 

企業報償旅行，研修旅行。 

 

■ インターンシップ 

児童，生徒及び学生が，事業所などの職場で働くことを通じて，職業や仕事の実際につい

て体験したり，働く人と接したりすること。 

 

あ 行 
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資料 【用語解説】 

■ インフラ 

交通，通信，電力，水道，公共施設など，社会や産業の基盤として整備される施設のこと。

インフラストラクチャーの略語。 

 

■ エコタウン 

省エネルギー設備や太陽光，バイオマスなどの再生可能エネルギーを活用した分散型のエ

ネルギー設備を積極的に導入し，地域内で生み出されたエネルギーを，次世代送電網（スマ

ートグリッド）などを使って地域内に供給する環境にやさしいまちのこと。 

 

 ■ エコツーリズム 

   自然環境や歴史文化を体験し，学ぶとともに，対象となる地域の自然環境や歴史文化の保

全に責任を持つ観光のあり方。 

 

■ エコドライブ 

無駄なアイドリングや空ぶかしをやめたり，急発進，急加速，急ブレーキを控えたりする

などの，環境にやさしい自動車の運転方法のこと。 

 

■ エコファーマー 

持続性の高い農業生産方式（有機資質材を施用した土づくりと化学肥料や化学農薬の低減

を一体的に行う生産方式）を導入する計画を立て，県の認定を受けた農業者。 

 

 

 

         

■ 海岸防災林 

  潮害の防備，飛砂・風害の防備等の災害防止機能を有しており，農地や居住地を災害から

守るなど地域の生活環境に重要な役割を果たしており，従来からの飛砂・風害の防備等の災

害防止機能に加え，一定の津波減衰効果や漂流物捕捉機能を期待したもの。 

 

■ 外国人県民等 

中長期在留者や特別永住者など宮城県内に在住する外国籍の人々と外国にルーツがある日

本国籍を持つ人々。 

 

■ 介護支援専門員 

適切なサービスが利用できるように，利用者の相談に応じ，事業者や施設などとの連絡，

調整を行い，介護サービス計画の作成などを行う介護保険制度における専門職。いわゆるケ

アマネジャーのこと。 

 

か 行 
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資料 【用語解説】 

■ 介護予防サービス 

介護保険の認定により支援が必要とされた高齢者等が，状態の悪化をできる限り防ぎ，生

活機能の維持・向上を図ることを目的として利用するサービス。訪問介護，訪問入浴介護，

訪問看護，訪問リハビリテーションなど。 

 

■ 介護予防支援指導者 

要支援者のケアマネジメントである「介護予防支援」について，指導的役割を担う人材を

養成する「介護予防支援指導者研修」を修了した者。 

 

■ 河川流域情報システム 

県内の河川で水防活動上重要な地点の雨量・河川水位及びダム諸量の情報を正確かつ迅速

に収集処理，伝達を行い，水防活動及び非常時の警戒態勢に万全を期すもの。 

 

 ■ 環境保全型農業 

   農業の持つ物質循環機能を生かし，生産性との調和などに留意しつつ，土づくり等を通じ

て化学肥料，農薬の使用等による環境負荷の軽減に配慮した持続的な農業。 

 

■ 企業の地方拠点強化 

国の「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の基本目標「地方への新しい人の流れをつくる」

の政策パッケージとして示された施策の一つ。人口の東京への過度な集中を是正に向け，地

方での安定した良質な雇用確保するため，地方への本社機能の一部移転等を促進すること。 

 

■ 危険ドラッグ 

麻薬，大麻又は覚せい剤等に指定されていないが，それらと類似の有害性が疑われる製品。 

 

■ 希少野生動植物種 

   「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律」に基づき指定される絶滅の危

機にある野生生物。 

 

■ 木づかい運動 

行政，NPO，関係団体，企業等が連携し，国産材を使って森を育てる全国的な取組。宮城

県では「みやぎの木づかい運動」として実施している。 

 

■ キャリア教育 

望ましい職業観や勤労観を身に付けさせ，自己の個性を理解し，主体的に進路を選択する

能力・態度を育てる教育のこと。 

 

 



 

 

451 

 

資料 【用語解説】 

■ 協働教育 

地域と学校が協働して実施する教育活動。地域と学校をつなぐ仕組みを作って，両者の良

好な関係を広げることにより，学校教育と社会教育の一層の充実を図る一つの手法。 

 

■ 緊急輸送道路 

地震発生時等における緊急輸送を円滑かつ確実に行うために，県庁・市町村役場・空港・

港湾・医療機関等の各防災拠点を相互に効率的に連絡する道路。多重性・代替性が確保され

るよう第１次から第３次の緊急輸送道路を定めている。 

 

■ クラスター 

英語で「房」，「集団」，「群れ」のこと。産業クラスターは地域の中堅中小企業・ベンチャ

ー企業が大学，研究機関等のシーズを活用して，新事業が次々と生み出されるような事業環

境を整備することにより，競争優位を持つ産業が核となって広域的な産業集積が進む状態を

形成し，競争力向上を図るもの。 

 

■ クリーンエネルギー 

風力，太陽光など，地球環境にやさしいエネルギー。 

 

■ グリーン・ツーリズム 

緑豊かな農山漁村地域において，その自然，文化，農林水産業とのふれ合いや人々との交

流を楽しむ滞在型の余暇活動。 

 

■ グループホーム（ケアホーム） 

地域において，少人数の利用者が必要な支援を受けながら共同で生活する住居。 

 

■ グローバル 

世界的な規模であるさま。国境を越えて地球全体に関わるさま。 

 

■ ケアマネジメント 

様々なニーズを抱えサービスを必要とする人の相談に応じ，サービスを適切に選択できる

ようにし，保健・医療・福祉の各機関が連携し連続的な支援をするため，ニーズとサービス

の調整を図る作業のこと。 

 

 ■ 健康寿命 

   高齢者が認知症や寝たきりにならない状態で，介護を必要としないで生活できる期間。  

ＷＨＯが２０００年に，この概念を提唱した。 
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資料 【用語解説】 

■ ゲリラ豪雨 

予測が困難な積乱雲の発生による突発的で局地的な豪雨を示す俗語。（気象学的には明確な 

位置づけはなされていない。） 

 

■ 県行造林 

県が，一般県民及び市町村等が所有する土地を借りて地上権等を設定し，分収契約により

造林・保育等を実施することにより森林資源を造成するもの。 

 

■ 言語聴覚士 

音声機能や言語機能，聴覚に障害のある人を対象に，その機能の維持・向上を図るために，

言語などの訓練や必要な検査，助言，指導を行う専門職。 

 

■ 広域防災拠点 

   災害時に広域応援のベースキャンプや物資の流通配給基地等に活用され，概ね都道府県に

より，その管轄区域内に１箇所ないし数箇所設置されるもの。 

 

■ 高規格幹線道路 

自動車の高速交通の確保を図るため，全国的な自動車交通網を構成する自動車専用道路で

あり，国土開発幹線自動車道（東北縦貫自動車道，常磐自動車道等）や一般国道の自動車専

用道路（仙台東部道路，三陸縦貫自動車道等）などから構成されるもの。 

 

■ 高次脳機能障害 

交通事故や何らかの原因で頭部を強く打ったり，脳血管疾患などにより，脳が損傷を受け，

記憶・注意・遂行機能・社会的行動などの機能に障害を残し，生活に支障を来すことをいう。

外見上は障害が目立たず，本人も障害を認識できていないことが多いため，理解されにくい。 

 

■ 高等学園 

日本に設置されている学校などが用いている名称の一つ。存在する多くの高等学園は高等

学校と類似した教育を行っているものの，高等学園を定める法令が存在しないため，学校（高

等専修学校（専修学校高等課程），特別支援学校），技能連携校，サポート校，職業訓練施設

などがこの名称を名乗る例がある。 

 

■ 高度電子機械産業 

情報通信機械器具製造業など電子部品・電子機械にとどまらない最先端の研究によって生

み出された高度な技術を内包する電子部品・電気機械関連産業。 
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資料 【用語解説】 

■ 志教育 

小・中・高等学校の全時期を通じて，人や社会とかかわる中で社会性や勤労観を養い，集

団や社会の中で果たすべき自己の役割を考えさせながら，将来の社会人としてのより良い生

き方を主体的に求めるよう促していく教育のこと。 

 

■ 国家戦略特区（地方創生特区） 

産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集

中的な推進を図るため，従来の特区制度でも十分に実現できなかったいわゆる岩盤規制全般

について突破口を開くものとして創設された制度。 

 

■ コミュニティ 

人々が共同体意識を持って共同生活を営む一定の地域及びその人々の集団。地域社会。共

同体。 

 

■ コミュニティ・スクール 

学校と保護者や地域がともに知恵を出し合い，学校運営に意見を反映させることで，協働

しながら子どもたちの豊かな成長を支え，「地域とともにある学校づくり」を進める仕組み。 

 

■ コミュニティビジネス 

地域の課題を地域住民が主体的に，ビジネスの手法を用いて解決する取り組み。 

 

■ コンパクトシティ 

市町村の中心部への居住と各種機能の集約により，人口集積が高密度なまち。機能の集約

と人口の集積により，まちの暮らしやすさの向上，中心部の商業などの再活性化や，道路な

どの公共施設の整備費用や各種の自治体の行政サービス費用の節約を図ることを目的として

いる。 

 

 

 

         

■ 災害ボランティアセンター 

ボランティアによる自主的な災害救援活動を展開するための中核となる組織であり，市町

村社会福祉協議会が中心となって設置される。県レベルでは，市町村の災害ボランティアセ

ンターを支援することを目的として，県社会福祉協議会と NPO 法人みやぎ災害救援ボラン

ティアセンターが中心となって県災害ボランティアセンターが設置される。 

 

 

 

さ 行 
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資料 【用語解説】 

■ 再生可能エネルギー 

太陽光，太陽熱，風力，水力，雪氷，地熱，バイオマスなど，自然の営みから半永久的に

得られ，継続して利用できるエネルギーを総称したもの。 

 

■ 作業療法士 

身体障害又は精神障害がある人等に対し，様々な作業活動を用いて治療や訓練指導，援助

を行い，積極的な生活を送る能力を獲得させることを認められた医学的リハビリテーション

技術者の総称。 

 

■ 里親 

家庭での養育に欠ける児童を養育することを希望する人で，都道府県知事・指定都市市長

が適当と認めた人のこと。 

 

■ 里山 

集落，人里に隣接した結果，人間の影響を受けた生態系が存在する山のこと。 

 

■ 砂防総合情報システム 

土砂災害警戒避難基準雨量や土砂災害発生情報などの土砂災害に関する各種情報をインタ

ーネット等により広く情報提供を行い，市町村が行う警戒避難体制や住民の自主避難の支援

をするもの。 

 

■ 事業承継 

会社の経営を後継者に引き継ぐこと。主に親族に承継する，従業員等に承継する，M&A（企

業の合併や買収）で承継するという３通りの方法がある。 

 

■ シーズ 

種子，実。高等教育機関や公設試験研究機関，企業などが保有する技術，特許などで，将

来的に新しい産業の創出等において活用可能なもの。 

 

 ■ シチズンシップ教育 

   市民としての資質・能力を育成するための教育。他人を尊重すること，個人の権利と責任，

人種・文化の多様性の価値など，社会の中で円滑な人間関係を維持するために必要な能力を

身に付けさせる。 

 

■ 周産期 

妊娠満 22 週（154 日）から生後７日未満までの期間。この期間は，母子ともに異常が生じ

やすく，突発的な緊急事態に備えるため，産科・小児科双方から行う一貫した総合的な医療

が必要となり，これを周産期医療という。 
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資料 【用語解説】 

■ 住宅金融支援機構 

住宅金融公庫の業務を継承した独立行政法人。2007 年 4 月 1 日に発足。 

 

■ ジュニア・リーダー 

子ども会活動の支援及び地域活動を行う中学生・高校生・勤労青年等の年少リーダーのこ

と。 

 

■ ジュール 

エネルギーの単位。記号Ｊ。 

１テラジュール（TJ）＝103 ギガジュール（GJ）＝106 メガジュール（MJ） 

＝109 キロジュール（KJ）＝1012 ジュール（J） 

 

■ 障害者雇用率制度 

障害者の雇用の促進を図るための法律に基づく制度で，一定数以上規模の企業等に対して，

その雇用している労働者に占める身体障害者及び知的障害者，精神障害者の割合を定めたも

の。 

 

 ■ 情報モラル 

   情報社会で適正な活動を行うための基となる考え方や態度のこと。情報社会を生きぬき，

健全に発展させていく上で，すべての国民が身につけておくべき考え方や態度を指す。 

 

■ 食育コーディネーター 

食や健康等に関する幅広い知識と経験を持ち，地域の中心となって食育活動を推進してい

く人材を育成する県独自の養成講座を受講し，登録を受けた者。 

 

■ 新興・再興感染症 

近年，新たにその存在が発見された感染症や，既に制圧したかに見えながら再び猛威をふ

るいつつある感染症のこと。 

 

■ 森林吸収オフセット 

森林による二酸化炭素吸収量をクレジット化(貨幣価値があるものとして国が認証)するこ 

とにより，認証されたクレジットを購入した企業等は，企業活動等で排出する温室効果ガス 

排出量をクレジットの購入により相殺(オフセット)したり，CSR 活動に利用したりするこ 

とができる制度。 

また，クレジット購入代金は，創出者(山元)に還元され，更なる取組へ活かすことができ 

る。 
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資料 【用語解説】 

■ 水産業復興特区 

東日本大震災復興特別区域法（平成 23年法律第 122号）に基づく特区。漁協に優先的に与

えられてきた漁業権を開放して民間からの投資を呼び込み，東日本大震災からの復興につな

げるのがねらいで，「地元漁業者７人以上で構成される法人」なども漁協と同等に漁業権を得

られる仕組み。 

 

■ 水素ステーション 

燃料電池自動車（FCV）に水素を供給するための施設。このうち，商用水素ステーション

は，安全に高圧ガスを充填するための基準を満たし，水素を販売するための品質の確保や計

量の管理が行われている。 

 

■ スクールガード 

   各地域で子どもを見守る学校安全ボランティアのこと。 

 

■ スクールカウンセラー 

児童生徒の生活上の問題や悩みに対する相談・カウンセリングや保護者・教職員への助言・

援助を行う目的で学校に配置される臨床心理士などの資格を持った専門家。 

 

■ スクールソーシャルワーカー 

児童・生徒が学校や日常生活で直面する苦しみや悩みについて，児童・生徒の社会環境を

構成する家族や友人，学校，地域に働きかけ，福祉的なアプローチによって解決を支援する

精神保健福祉士や社会福祉士などの資格を持った専門家。 

 

■ スタートアップ資金 

創業又は第二創業から間もない段階にある事業（者）を支援するための資金のこと。 

 

■ スーパーグローバルハイスクール 

文部科学省が，グローバル・リーダー育成に資する教育を通して，生徒の社会課題に対す

る関心と深い教養，コミュニケーション能力，問題解決力等の国際的素養を身に付け，もっ

て，将来，国際的に活躍できるグローバル・リーダーの育成を図る高等学校等を指定する制

度。 

 

■ スーパープロフェッショナルハイスクール 

文部科学省が，社会の第一線で活躍できる専門的職業人を育成するため，先進的な卓越し

た取組を行う専門高校を指定して研究開発を行う制度。 
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資料 【用語解説】 

■ スマートシティ 

市民の QOL（生活の質）を高めながら，健全な経済活動を促し，環境負荷を抑えながら継

続して成長を続けられる，新しい都市の姿。 

 

■ セミオープンシステム 

「妊婦健診は通院が便利な近所の診療所で受けて，分娩は設備が整った病院で」といった

医療連携によってつくられたシステムのこと。 

 

■ 仙台空港民営化 

空港の公益性を確保しつつ，航空系事業と非航空系事業の一体的な経営により，空港全体

の集客力，収益力等を高めていくため，自由な発想に基づく機動的で柔軟な空港運営が可能

となる民間への運営委託を行い，将来的には，過去のピーク時の２倍に当たる旅客数 600 万

人／年，貨物量 5 万トン／年を目指す。 

 

■ 総合型地域スポーツクラブ 

年齢・性別を問わず，生涯を通して継続的にスポーツに親しめる環境づくりを目指す，地

域に根ざした自主運営型の複合型スポーツクラブ。 

 

■ 総合防災情報システム 

地震・津波・風水害等の自然災害における気象等の防災情報を迅速かつ的確に収集，処理

することを目的とした情報の収集提供システム。災害時における県と地方機関，市町村，消

防本部等で必要な情報を迅速に伝達し，各種情報を共有化することにより災害の拡大防止を

図るもの。 

 

■ 創造的な復興 

宮城県では，「宮城県震災復興計画」の基本理念の１つに「『復旧』にとどまらない抜本的

な『再構築』」＝「創造的な復興」を掲げ，これからの県民生活のあり方を見据えて，農林水

産業・商工業のあり方や，公共・防災施設の整備・配置などを抜本的に「再構築」すること

により，最適な基盤づくりを図ることとしている。 

主な取組：水産業復興特区，仙台空港民営化，広域防災拠点整備 

 

■ ソーシャルビジネス 

環境保護，高齢者・障害者の介護・福祉から，子育て支援，まちづくり，観光等の多種多

様な地域社会の課題解決に向けて，住民，NPO，企業など，様々な主体が協力しながらビジ

ネスの手法を活用して取り組むこと。コミュニティビジネス。 
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資料 【用語解説】 

■ ソーシャルワーカー 

病気や障害，高齢又は経済的な理由などによって生活上の困難を抱えている人たちに対し

て，相談・援助等の支援を行う人のこと。国家資格を持つソーシャルワーカーを社会福祉士

という。 

 

 

 

         

■ 第三セクター 

国及び地方公共団体が経営する公企業を第一セクター，私企業を第二セクターとし，それ

らとは異なる第三の方式による法人。 

 

■ 第２次みやぎ２１健康プラン 

県民の健康寿命の延伸，生活習慣病予防を基本とする県の健康増進計画の名称。 

 

 ■ 多文化共生社会 

   国籍，民族等の異なる人々が，互いに，文化的背景等の違いを認め，及び人権を尊重し，

地域社会の対等な構成員として共に生きる社会。 

 

■ 地域高規格道路 

高規格幹線道路と一体となって，地域発展の核となる都市圏の育成や地域相互の交流促進，

広域交流拠点との連結などを目的に整備される自動車専用道路。 

 

 ■ 地域経済分析システム 

   国から提供される情報支援ツール。各種センサスや民間のビッグデータ等を搭載した分析 

システム。 

 

■ 地域公共交通網形成計画 

まちづくりと連携し、かつ面的な公共交通ネットワークを再構築するため，地域にとって望

ましい公共交通網のすがたを明らかにするマスタープランとしての役割を果たすもの。 

 

■ 地域福祉計画 

社会福祉法第 107 条に基づいて市町村が策定するもので，地域福祉の推進に関する事項を

一体的に定める計画をいう。 

 

■ 地域福祉支援計画 

社会福祉法第 108 条に基づいて都道府県が策定するもので，市町村地域福祉計画の達成に

資するために，各市町村を通ずる広域的な見地から，市町村の地域福祉の支援に関する事項

た 行 
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資料 【用語解説】 

を一体的に定める計画をいう。 

 

■ 地域包括ケアシステム 

 重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続ける

ことができるよう，医療・介護・予防・住まい・生活支援が一体的に提供される体制。 

 

■ 地域若者サポートステーション 

働くことに悩みを抱えている 15 歳～39 歳までの若者に対し，キャリア・コンサルタント

などによる専門的な相談，コミュニケーション訓練などによるステップアップ，協力企業へ

の職場体験などにより，就労に向けた支援を行うための拠点。 

 

■ 小さな拠点 

持続可能な地域づくりを推進するため，中山間地域等において，生活・福祉サービス等を

一定のエリア内に集め，周辺集落と交通ネットワーク等で結ぶ拠点を形成するもの。 

 

■ 地産地消 

国内の地域で生産された農林水産物（食用に供されるものに限る。）を，その生産された地

域内において消費する取組。 

 

■ 地方創生 

我が国における急速な少子高齢化の進展に的確に対応し，人口の減少に歯止めをかけると

ともに，東京圏への人口の過度の集中を是正するために，国が掲げた取組。平成 26 年 11 月

21 日に成立したまち・ひと・しごと創生法（平成 26 年法律第 136 号）により，国では，日

本の人口の現状と将来の姿を示し，人口問題に関する国民の認識の共有を目指すとともに，

今後，取り組むべき将来の方向を提示する「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン」を踏ま

え，2015 年度を初年度とする今後５か年の政策目標や施策の基本的方向，具体的な施策をま

とめた「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定している。また，都道府県と市町村にお

いても，「地方人口ビジョン」と「地方版総合戦略」を策定することが努力義務とされている。 

 

■ 貞山運河再生・復興ビジョン 

  歴史的な土木遺産である「貞山運河，東名運河，北上運河」が縦断する仙台湾沿岸地域の

復興において目標とする姿などを示し，様々な主体による連携の下，宮城県が復興のシンボ

ルと誇れる運河群として再構築を図るために策定したもの。 

 

 

■ とうほく自動車産業集積連携会議 

新潟県を含む東北７県の各自動車関連連携推進組織の会員で構成する，産学官金が一体と

なった組織。７組織が連携して，自動車関連産業の集積促進に向けた活動に取り組む。 
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資料 【用語解説】 

 

■ 特殊詐欺 

  電話その他の方法で，対面することなく被害者を騙し，指定した預貯金口座へ現金を振り

込ませる等の方法により現金を騙し取る詐欺のこと。なりすまし（オレオレ）詐欺，架空請

求詐欺などがある。 

 

■ 特定建築物 

「建築物の耐震改修の促進に関する法律」で規定され，病院や店舗など多数の者が利用す

る建築物のうち一定規模以上のもので，その所有者に建築物の耐震診断と必要に応じて耐震

改修を行う努力義務がある。 

 

■ 都市計画区域マスタープラン 

区域区分をはじめ，都市計画の目標，土地利用，都市施設の整備，市街地開発事業に関す

る主要な都市計画の方針を定めるもの。 

 

■ ドクターヘリ 

救急医療の専門医及び看護師が同乗し，救急現場に向かい，現場等から医療機関に搬送す 

るまでの間，患者に救命医療を行うことができる，救急医療用の医療機器等を装備した専用 

ヘリコプター。 

 

 

 

 

 ■ 二次医療圏 

   医療法第３０条の３第２項第１号に規定する区域で，通常の入院に係る医療を提供する体

制の整備を図るべき地域的単位として，宮城県では４圏域設定されている。 

 

 ■ 日本遺産 

   地域の歴史的魅力や特色を通じて我が国の文化，伝統を語るストーリーを文化庁が認定す

るもの。宮城県からは，伊達政宗が仙台の地に華開かせた文化のストーリーである「政宗が

育んだ“伊達”な文化」が平成２８年度に認定を受けた。 

 

■ 認知症サポーター 

「認知症サポーター養成講座」を受講し，認知症について正しい理解を持ち，認知症の人

や家族を温かく見守る応援者。 

 

 ■ 認定農業者制度 

   農業経営基盤強化促進法に基づき，市町村が地域の実情に即して効率的・安定的な農業経

な 行 
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資料 【用語解説】 

営の目標等を内容とする基本構想を策定し，この目標を目指して農業者が作成した農業経営

改善計画を認定する制度。 

 

■ 農商工連携 

農林水産業者と商工業者が協力しあい，お互いの強みを生かし地域資源を有効に活用する

とともに，新商品・新サービスの開発や生産等を行い，新たな市場開拓等を行う取組。 

 

 

 

         

■ バイオマス 

再生可能な生物由来の有機性のエネルギー又は資源。 

 

■ パイロットスクール 

   先駆的・先導的な役割を担っていく学校。 

 

■ 発達障害 

自閉症，アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害，学習障害，注意欠陥多動性障害，

その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの。 

 

■ バリアフリー 

高齢者・障害者等が社会生活をしていく上で障壁（バリア）となるものを除去（フリー）

すること。物理的，社会的，制度的，心理的な障壁，情報面での障壁などすべての障壁を除

去するという考え方。 

 

■ ファミリー・サポート・センター 

乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の労働者や主婦等を会員として，児童の預かり

の援助を受けることを希望する者と当該援助を行うことを希望する者との相互援助組織。 

 

■ ファンド 

資金，資本や投資信託。投資事業組合など特定の目的を持った複数の投資家による集団投

資スキームなど。 

 

■ フッ化物 

フッ素化合物。歯の表面に塗ることにより，歯のエナメル質の結晶性を高め，歯が酸によ

って溶け出すことを抑え，むし歯になりかかっている歯の再石灰化を助けるむし歯予防法の

ひとつ。歯科診療所や市町村保健センターなどで実施されており，歯が生えはじめる１歳こ

ろから年２～４回，定期的に受けることにより，むし歯の発生を効果的に予防するもの。 

は 行 
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資料 【用語解説】 

 

■ 復興ツーリズム 

被災地を訪れ，震災の状況や教訓を学ぶことをテーマとした旅行のこと。 

 

■ 埠頭（ふとう） 

船を接岸して貨物を積み降ろしたり，旅客が乗降したりする場所をいい，係留施設，荷役

施設，保管施設，道路，鉄道など港湾施設を包括したもの。 

 

■ 浮遊粒子状物質（ＳＰＭ） 

浮遊粉じん(燃焼に伴うばいじん等大気中に浮遊する微細な粒子)のうち，粒径 10μｍ（マ 

イクロメートル）以下のもの。大気中に比較的長時間滞留し，呼吸器系に影響を及ぼすこと 

から環境基準が設定されている。 

 

■ フリーター 

学生及び既婚女性を除く 15 歳～34 歳の若者のうち，パートやアルバイトをしている人，

及び現在仕事をしておらずパートやアルバイトの職を探している人。 

 

■ ブロードバンド 

高速通信の普及によって実現されるコンピュータネットワークと，そこで提供される大容

量のデータを活用した通信サービスのこと。 

 

■ プロフェッショナル人材 

新たな商品・サービスの開発，その販路開拓や，個々のサービスの生産性向上などの取組

を通じて，企業の成長戦略を具現化していく人材。 

 

■ 閉鎖性水域 

地理的要因で，水の流出入の機会が乏しい環境におかれている海，湖沼を指す。自然によ

る自浄作用が緩慢なため人間による自然破壊が決定的な環境破壊につながりやすい。 

 

■ 防災教育副読本 

   震災の体験談や教訓をまとめ，子どもたちの防災意識向上を図り，震災の記憶を後世に語

り継ぐことを目的に宮城県教育委員会が作成する，地震・津波の恐ろしさや避難時の注意事

項，災害の歴史などを盛り込んだ防災教育用の副読本。 

 

■ 防災主任 

  防災教育の中心的な役割を担う教員として，県内全ての公立学校に配置し，学校防災計画

や防災マニュアルの改訂，防災訓練の実施，校内研修の企画実施などに取り組む教員のこと。 
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資料 【用語解説】 

■ 放射光施設 

   光に近い速度まで加速させた電子から得られる非常に明るい光（放射光）を利用し，物質

の成分や構造を詳細に分析・解析できる研究施設。医薬，化学，エネルギー，機械電子など

幅広い分野で活用されている。 

 

■ 防潮堤 

台風などによる大波や高潮，津波の被害を防ぐ堤防のこと。 

 

■ ポジティブ・アクション 

固定的な男女の役割分担意識や過去の経緯から， 

・営業職に女性はほとんどいない  

・課長以上の管理職は男性が大半を占めている 

等の差が男女労働者の間に生じている場合，このような差を解消しようと，個々の企業が行

う自主的かつ積極的な取組。 

 

■ ポートセールス 

船舶や貨物の誘致のため，関連企業等に港湾を利用するメリットの説明を行い，併せて利

用者のニーズを把握し，施設整備や管理運営の改善に反映させていくもの。 

 

 

 

         

■ マーケットイン 

消費者動向や消費者ニーズなど消費者の視点で販売戦略を組み立て，消費者のニーズに合

った商品を開発・販売しようという考え方。 

 

■ マーケティング 

顧客ニーズを的確につかんで製品計画を立て，最も有利な販売経路を選ぶとともに，販売

促進努力により，需要の増加と新たな市場開発を図る企業の諸活動。 

 

■ マッチング 

需要側と供給側のニーズの調整を行い，販売や取引等の仲介を行うこと。 

 

■ 学ぶ土台づくり 

   幼児期に，社会性や道徳性が芽生え，学ぶ力の源となる好奇心や研究心が養われ，他者と

の関わりが大きく広がるなど，生涯にわたる人間形成の基礎を築くこと。 

  

ま 行 
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資料 【用語解説】 

■ マネジメント 

経営や運営について，組織だって管理すること。 

 

■ みやぎアドベンチャープログラム（ＭＡＰ） 

課題解決型体験学習法の一つであるプロジェクトアドベンチャーの考え方や手法を取り入

れた県独自の教育方法（プロジェクトアドベンチャー＝グループでの冒険活動を通じて，チ

ームワーク，信頼感，コミュニケーション能力，チャレンジ精神などを学び，他者理解と自

己理解を進めて，個人の成長と人間関係の改善を目指すプログラム）。 

 

■ みやぎ移住サポートセンター 

UIJ ターン就職を希望する県外求職者への就職を支援する相談窓口。 

 

■ みやぎ型ストックマネジメント 

本県固有の特性を踏まえ，後世につなぐ「豊かさ」と「安心」をキーワードに新たな施設

整備を含めた社会資本の有効活用策を総合的に実践するもの。 

 

■ みやぎ学校安全基本指針 

   東日本大震災の教訓を踏まえ，防災教育のみならず，交通安全，生活安全（防犯を含む）

を含めた学校安全に関する三領域を網羅したあらゆる災害に対応できる新たな指針のこと。 

 

■ みやぎ教育応援団 

   家庭・地域・学校が協働して子どもを育てる環境を作るために，子どもの教育活動を支援

する個人・企業・団体等を認証・登録し，子どもたちの学習・体験活動の充実・活性化を図

る目的から，宮城県教育委員会が設置したもの。 

 

■ 宮城県福祉人材センター 

厚生労働大臣の許可を受け，「職員を採用したい」社会福祉施設・事業所と「福祉分野に就

職したい」求職者との橋渡し役を行う「福祉人材無料職業紹介事業」を実施。 

 

 ■ みやぎ産業人材育成プラットフォーム 

   地域産業の中核的な人材を育成するため，産学官の人材育成関係機関等を構成員として設

置された連携組織。 

 

■ みやぎ若年者就職支援センター（みやぎジョブカフェ） 

15 歳から 44 歳以下の若年求職者やフリーターに対し，キャリアカウンセリング，各種就

職支援セミナーや職場体験等，仕事探しをワンストップで支援するセンター。 
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資料 【用語解説】 

■ みやぎスマイルロードプログラム 

宮城県が管理する道路について，地域の人と市町村，県の３者でお互いの役割分担を盛り

込んだ覚書を結び，定期的に清掃や緑化などの美化活動を行う仕組み。 

 

■ みやぎっ子ルルブル推進会議 

「しっかり寝ル・きちんと食べル・よく遊ブで健やかに伸びル」をキャッチフレーズとし

て，子どもたちの望ましい生活リズムの確立を目指す取組に賛同する組織，団体，企業等を

会員として設立された会議。 

 

 ■ みやぎの環境にやさしい農産物認証・表示制度 

   国の特別栽培農産物に係る表示ガイドラインに準拠し，農薬や化学肥料などの使用を県の

慣行基準の５割以下に節減して生産された農産物を県が認証し，消費者により信頼性の高い

農産物を供給していく制度。 

 

■ みやぎの教育情報化推進計画 

   急速に進展する情報化等に柔軟に対応した県の教育の情報化推進のための行動計画の名称。 

 

■ 無線ＬＡＮ 

無線でデータの送受信を行う構内通信網のこと。 

 

■ 無料公衆無線ＬＡＮ（フリーWi-Fi（ワイファイ）） 

無線ＬＡＮ（電波でデータの送受信を行う構内通信網）を利用して，公衆にインターネッ

トへの接続を無料で提供するサービス。ノートパソコン・スマートフォンの所有者が，主に

外出先や旅行先で，通信料金を気にせずインターネットに接続することが可能となる。 

 

■ 木質バイオマス 

バイオマス（は行参照）のうち，木材からなるものを指す。樹木の伐採や丸太の生産に伴

って発生する枝葉や低質材などの森林由来のもののほか，製材，合板，集成材工場等の木材

加工工場の製造過程で発生する樹皮，端材及びのこ屑などの工業由来のものや，住宅の解体

材や街路樹の剪定枝など生活由来のものがある。樹木の伐採や造材のときに発生した枝，葉

などの林地残材等を利用した産業資源。 

 

 

 

 

■ ユニバーサルデザイン 

あらかじめ，障害の有無，年齢，性別，人種等にかかわらず多様な人々が利用しやすいよ

う都市や生活環境をデザインする考え方。 

や 行 
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資料 【用語解説】 

 

 ■ 要配慮者 

   災害時に限定せず一般に配慮を要する者（高齢者，障害児者，妊産婦，乳幼児，アレルギ

ー等の慢性疾患を有する者，外国人等）。 

 

 ■ 要配慮者利用施設 

   水防法第１５条において，社会福祉施設，学校及び医療施設その他の主として防災上の配

慮を要する者が利用する施設と定義されている。 

 

 

 

 

■ ライフライン 

生活・生命を維持するための水道・電気・ガス・通信などのネットワークシステムのこと。 

 

■ ラムサール条約 

特に水鳥等の生息地として国際的に重要な湿地に関する条約。 

 

■ 理学療法士 

身体に障害がある人に対し，治療体操その他の運動を行わせるとともに，電気刺激マッサ

ージ，温熱その他の物理的手段を加えることにより，基本動作能力を回復させることを認め

られた医学的リハビリテーション技術者の総称。 

 

■ リハビリテーション 

心身に障害を受けた者などが再び家庭生活や社会生活に復帰するための総合的な治療訓練。

身体的な機能回復訓練のみにとどまらず，精神的，職業的な復帰訓練等も含まれる。 

 

■ 療養病床 

主として長期にわたり療養を必要とする患者を入院させるための病床。医療保険適用の医

療療養病床と介護保険適用の介護療養型医療施設（介護療養病床）がある。 

 

■ 旅行エージェント 

旅行代理店などにおいて旅行商品の企画・販売を担当する者。 

 

■ 連携に関する構想 

山形県との広域観光や自動車関連産業の振興など，これまでの連携実績をもとに，さらに

相互の連携をより実効性のあるものにしていくため，両県の目指すべき将来像に関する取組

方向を取りまとめたもの。 

ら 行 
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資料 【用語解説】 

 

 

 

■ ワーク・ライフ・バランス 

「仕事と生活の調和」と訳され，「国民一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き，

仕事上の責任を果たすとともに，家庭や地域生活などにおいても，子育て期，中高年期とい

った人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる」ことを指す。 

  

わ 行 
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